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Introduction

Scienceisanindispensablepartofhumanity・sintellectualheritage.Atthe

sametime,however,sciencetodayhasbecomeatoolofwartosuchanextentthat
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Abstract

Thispaperwillexaminehowsciencebecamemilitarized,focusingonafewyears

fromthelate1930s,whentheplantoconstructthe184-inchcyclotronemerged,through

theearly1940s,whentheUniversityofCaliforniasetupasystemtomobilizeforwar.

PartIwilldescribethecloserelationshipthatgrewupbetweenErnestO.Lawrence

（1901�1958）,inventorofthecyclotronandheadoftheBerkeleyRadiationLaboratory

（theRadLab）,andhissupporterAlfredLeeLoomis（1887�1975）,who,asaninvestment

bankerandamateurscientist,broughtLawrenceintocontactwithindustrialistsinthe

courseofdevelopingthe184-inchcyclotron.PartIIdiscussesthewayLoomisbrought

Lawrenceintothewebofmilitary-industrialties.Theurgentneedtodevelopahigh-

power,high-frequencyoscillationtube,whichwasacomponenttechnologyneededfor

bothradarandthecyclotron,providedcommongroundforgettingLawrenceinvolved

indefenseresearch.PartIIIwillfocusonthequestionofoverheadtoexploretheUni-

versityofCalifornia・shandlingofdefenseresearchcontractsatatimewhenthegovern-

mentwascreatingasystem tomobilizescienceandengineeringforthewar.This

processledtothedevelopmentofbigscience,whichhasthefollowingthreecharacter-

istics:thedevelopmentofequipmentthatutilizesadvancedtechnology;theneedfor

enormousresearchfunds;andtheorganizationofresearchersandthoroughdivisionof

laborinthelaboratory.Eachofthesecharacteristicsengendersanotheraspect:The

firstleadstoclosecooperationbetweentheresearchlaboratoryandindustryindevelop-

ingthetechnology;thesecondinvitesinvestmentbyhugefoundationsandcontracts

withthegovernmentandthemilitary;andthethirdmakesitimpossibleforresearchers

tocontinuetheirresearchexceptaspartofaprojectandteam,therebyrobbingthemof

theirindependence.Someofthechangesinthesocioeconomicfoundationsofscience

andtechnologythatwerepromotedbyaspecialkindofcoercionduringthewarbe-

camebuiltintothepostwarsocialstructureintheform ofthemilitary-industrial-

academiccomplex,makingitimpossibletothinkofpostwarpolicywithoutthem.

Keyword:MilitarizationofScience,UniversityofCaliforniainthe1930s,BigScience,

Cyclotron,ResearchContract,Military-Industrial-AcademicComplex
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itthreatenshumansurvival.Elucidatinghow thiscameaboutisanimportant

themeinthestudyofmodernhistory.

TakingcyclotrondevelopmentattheUniversityofCaliforniaasanexample,

thispaperwillexaminehowtheemergenceofbigsciencechangedtheresearch

laboratoryandhowtheuniversityrespondedtothesystemthattheUnitedStates

governmentcreatedtomobilizescienceandtechnologyfordefense.

Intheearly1930s,thecyclotron,aparticleacceleratorusedtostudythe

atomicnucleus,wasinventedattheUniversityofCalifornia・sBerkeleycampus,

makingBerkeleythebirthplaceofbigscience.Theuranium bombdroppedon

HiroshimainAugust1945andtheplutonium bombdroppedonNagasakiatthe

endofWorldWarIIwouldprobablyhavebeenimpossiblewithouttheresearch

thattookplaceatBerkeley・sRadiationLaboratory,whichhada60-inchcyclotron,

theworld・slargestandtheonlyoneinoperationatthetime.Thismachinepro-

ducedtheartificialelementplutonium andrevealedthecharacteristicsofpluto-

nium239,whichcouldbeusedforanatomicbomb.Moreover,theelectromagnet

slatedforuseona184-inchcyclotronthenunderconstructionatBerkeleywas

employedtodevelopanelectromagneticmethodforseparatingthe235isotope

fromnaturaluranium,pavingthewayfortheuraniumbomb.

Inthecourseofresearchingcyclotrondevelopmentinthe1930s,1Ihavecome

torealizethatbigsciencehasthefollowingthreecharacteristics:thedevelopment

ofequipmentthatutilizesadvancedtechnology;theneedforenormousresearch

funds;andtheorganizationofresearchersandthoroughdivisionoflaborinthe

laboratory.Eachofthesecharacteristicsengendersanotheraspect:Thefirstleads

toclosecooperationbetweentheresearchlaboratoryandindustryindeveloping

thetechnology;thesecondinvitesinvestmentbyhugefoundationsandcontracts

withthegovernmentandthemilitary;andthethirdmakesitimpossibleforre-

searcherstocontinuetheirresearchexceptaspartofaprojectandteam,thereby

robbingthem oftheirindependence.Viewedfrom theperspectiveofscienceas

ourintellectualheritage,thesefeaturesofbigscience,whichtodayareconsidered

tobenormal,containmanyproblemsthatcannotbeoverlooked.Manyother

scholarshaveexaminedbigsciencefromavarietyofperspectives,2andlikethem,

Iseetheseproblemsasanimportantthemeinmystudyofthehistoryofscience,

partlybecausethecharacteristicsofbigscienceseem tohavegivenrisetothe

Americanmilitary-industrial-academiccomplexthatbecamesoconspicuousafter

WorldWarII.

Thispaperwillexaminehowsciencebecamemilitarized,focusingonafew

yearsfrom thelate1930s,whentheplantoconstructthe184-inchcyclotron

emerged,throughtheearly1940s,whentheUniversityofCaliforniasetupasys-

tem tomobilizeforwar.PartIwillclarifythecloserelationshipthatgrewup

betweenErnestO.Lawrence（1901�1958）,inventorofthecyclotronandheadofthe

BerkeleyRadiationLaboratory（theRadLab）,andhissupporterAlfredLee

Loomis（1887�1975）,who,asaninvestmentbankerandamateurscientist,brought

Lawrenceintocontactwithindustrialistsinthecourseofdevelopingthe184-inch
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cyclotron.PartIIwilldescribethewayLoomisbroughtLawrenceintothewebof

military-industrialties.Loomiswasalreadystudyingmicrowaveshimself,con-

vincedthattheywereimportantasmilitarytechnology.Thisgavehimastrong

interestindevelopingahigh-power,high-frequencyoscillationtube,whichwasa

componenttechnologyneededforbothradarandthecyclotron,creatingcommon

groundforgettingLawrenceinvolvedindefenseresearch.PartIIIwillfocuson

thequestionofoverheadtoexploretheUniversityofCalifornia・shandlingof

defenseresearchcontractsatatimewhenthegovernmentwascreatingasystem

tomobilizescienceandengineeringforthewar.

InapaperdescribingtheprocessbywhichtheUniversityofCaliforniamobi-

lizedforwar,・TheUniversityofCaliforniaandtheMobilizationofSciencefor

NationalDefense,・RobertW.Seidelstatesthathehopes・toindicatehowthepart-

nershipbetweenthegovernmentandtheUniversitywascreated,andhowthis

affectednationalsecuritydecision-makinginthewarandpost-wareras.・3Focus-

ingontheactivitiesofthescientiststhatLawrenceselectedtoparticipateindevel-

opingtheatomicbomb,hesaysthat:・Asaconsequenceoftheseactionsby

Lawrence,theUniversityofCaliforniawasdeeplycommittedtothewareffort

evenbeforetheoutbreakofhostilitiesinDecember,1941.Thisledtoaseriesof

contractswiththeNDRC［NationalDefenseResearchCommittee］andOSRD［Of-

ficeofScientificResearchandDevelopment］...・4 Hegoesontosaythatone

advantagetothegovernmentinmobilizingtheuniversityforscientificresearch

anddevelopmentwaslowoverheadcharges,・butitwaspatriotism,ratherthan

profit,whichseemstohavemotivatedLawrenceandotherfacultymembersto

offertheirservicesthroughtheUniversitytotheOSRD.・5Inshort,Seidelcon-

cludesthatpatriotism wastheprimaryfactorinmobilizingtheUniversityof

Californiaforthewar.

MyapproachinPartIIIdiffersfromSeidel・sandendeavorstoclarifythesig-

nificanceofgovernmentresearchcontractsfromtheperspectiveoftheuniversit

y・sfinances,focusingontheoverheadattendantonthecontractsinordertoexam-

inethewaytheuniversityhandledthemfromthebusinessside.

OnApril3,1940,theRockefellerFoundation・sboardoftrusteesawardeda

grantof$1,150,000totheUniversityofCalifornia・sRadiationLaboratoryforthe

constructionofanew184-inchcyclotron.Thefoundationwasstakingitsprestige

onthisproject,thegivenpurposeofwhichwastoproducemesonsartificially,

thussubstantiatingtheoreticalpredictions.7Loomisworkedhardforthisdecision,

maintainingacloserelationshipwithWarrenWeaver（1894�1978）,thefounda-

tion・sdirectorofthenaturalsciences.Subsequently,hefulfilledsuchasignificant

roleintheconstructionprocessthatLawrencecalledLoomishis・partner.・Icon-

siderLawrence・scompletefaithinLoomis,whoseinfluencebroughtLawrence

HowScienceBecameMilitarized
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intocontactwithgovernmentscienceadministrators,tohavebeenamongthe

factorsthatchangedLawrence・sperceptionofthewarsituation,hencedrawing

theUniversityofCalifornia・sRadiationLaboratoryintomilitaryresearch.

Loomisisalittle-knownfigure.HenryL.Stimson,SecretaryofWarduring

WorldWarII,washiscousin.JournalistJennetConant,granddaughterofthen-

presidentofHarvardUniversity,JamesB.Conant,haspublishedLoomis・biogra-

phy,whichmakesitclearthathenotonlyattainedenormouswealthasafinancier

andenjoyedthefriendshipofmajorcorporateheads,butalsosetupaprivate

researchlaboratoryintheNewYorksuburbofTuxedoPark.Inthe1930s,hehad

astronginterestinmicrowavetechnologyandworkedincloseconnectionwith

theSperryGyroscopeCompanytodevelopit.Heconceivedofusingmicrowaves

forremotedetectionofflyingobjectsandforradioguidanceoflandingplanesand

wasconvincedthatthesetechnologieswouldbeimportantfordefense.8

Inthispart,IwillanalyzetherecordsofthecorrespondencebetweenLaw-

renceandLoomisintheLawrencePapersheldintheBancroftLibraryonthe

BerkeleycampusoftheUniversityofCaliforniatoclarifyLoomis・roleinthe

RockefellerFoundation・sdecisiontosupportconstructionofthe184-inchcyclo-

tronandalsoinprocuringthematerialsforitsconstruction.9

（1） TheBerkeleyMeeting

OnFriday,March29,1940,agroupofmengatheredontheBerkeleycampus.

A photographrecordingtheoccasionshowsthatthosepresent,inadditionto

LoomisandLawrence,wereVannevarBush,directoroftheCarnegieInstitution;

HarvardUniversitypresidentJamesB.Conant;MassachusettsInstituteofTech-

nologypresidentKarlT.Compton;andthelatter・sbrother,ArthurH.Compton,

professorofphysicsattheUniversityofChicago.10 Thesemen,wellknownto

havebeenthegovernment・sscienceadministrators,weredeeplyinvolvedincreat-

ingthesystemformobilizingAmericanscienceandtechnologyfordefense.The

RockefellerFoundationwasscheduledtoholdameetingofitstrusteesonApril3

todecideongrantstobeawarded,includingoneforBerkeley・s184-inchcyclotron.

BecausetheBerkeleygatheringwasheldimmediatelybeforethefoundation・s

grant-makingdecision,Ibelieveittohavebeenareevaluationmeetingforthe

foundation.Weaver,thedirectoroftheRockefellerFoundation,stronglydesired

thatthetrusteesmakeadecisiononagrantforthecyclotron・sconstructionatthis

boardmeetingandwantedtoobtainfullbackingtojustifytheplan.11

DocumentaryevidenceindicatesthatthemeetinginBerkeleywasactually

plannednotbyWeaver,butbyLoomisatWeaver・srequest,substantiatingthe

closerelationshipbetweenthetwo.InalettertoLawrencedatedDecember14,

1939,LoomisthankedhimforhishospitalityduringLoomis・firstvisittotheRad

LabandgoesontosaythathehadphonedWeaverinthemorningandwasplan-

ningtohavelunchwithhimthesameday.HepromisedLawrenceanotherletter

afterthatmeeting.12 OnDecember21,Loomisreportedthatonthe14thhehad

spenttheentiredaywithWeaverandthattheirdiscussionhadbeenhighly
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interesting.Loomisalsowrotethathehadspentconsiderabletimediscussingthe

planwithBushandhadgainedgreatconfidenceinit.Headdedthatinmid-

JanuaryheplannedtospendaweekathisprivateislandinSouthCarolinawith

K.T.Compton,whoseopinion,hefelt,wouldbeverysignificantinthefuture.13

Loomis・predictionseemstohavebeenontarget:Weaverattachedimportance

totheanticipatedcommentsfrom Compton,whowasscheduledtoattendthe

April3boardoftrusteesmeetingasanewmember.Becauseofthis,theweek

ComptonpresumablyspentwithLoomis,musthavebeenanimportantopportu-

nityforhimtoconsideravarietyofproblems,includingthetechnicalfeasibility

ofbuildinga184-inchcyclotron.Theresultsofthisvisitappearedimmediatelyin

Compton・sresponsetoaquestionnairethatWeaversentonJanuary25regarding

approvalfortheplan.Comptonrepliedthathewas・mostenthusiastic・aboutits

feasibilityandgaveithisfullsupport.14

Infact,ComptonhadfirstheardabouttheoutlinesoftheplanfromLawrence

atameetingthatincludedLoomisinlateOctoberorearlyNovember1939,when

LawrencehadbeeneastforameetingoftheNationalAcademyofSciences.15

ThespecificdateofFriday,March29,1940firstappearsinaletterdatedJanu-

ary26inwhichLoomisinformedLawrencethathehadaskedCompton,who

wouldbelecturinginSanFranciscoontheeveningofMarch28,tokeepFriday,

March29,opensothathemightvisittheBerkeleyRadiationLaboratory.16 This

wasfollowedbyaletterdatedFebruary6inwhichLoomisincludedcopiesof

Weaver・squestionnaireandCompton・sreply,whichhefeltwouldinterestLaw-

rence.Theletterincludedabriefhand-writtennotementioningthathewouldbe

meetingwithWeaverthatafternoon.17 Althoughhegivesnodetails,thedateof

thismeetingisnoteworthybecauseWeaverhadoriginallygivenuppresenting

theplanattheAprilboardmeetingduetoatriptoEurope.Thetripwas

cancelled,however,soheagaindecidedtopresentitinApril,recommencingwork

onthepresentationataFebruary8meetingwithRaymondB.Fosdick（1883�

1972）,presidentoftheRockefellerFoundation.18 Comingimmediatelybeforethis,

andgiventhecloserelationshipbetweenLoomisandWeaver,itseemsquiteprob-

ablethatWeaver・sFebruary6meetingwithLoomisinvolvedadetailedconsulta-

tiononrestartingpreparationsfortheboardmeetingpresentation.

Giventhischainofevents,IconsidertheMarch29,1940meetinginBerkeley

tohavebeenaRockefellerFoundation-sponsoredreevaluationmeetingthat

wouldhavebeenimpossiblewithoutLoomis・effortstocoordinateit.Thus,the

RockefellerFoundation・sdecisiontofinanceconstructionofthe184-inchcyclotron

broughtLawrence,throughLoomis,closetothecircleofscienceadministrators

whowerecreatingthesetupthatwouldfacilitatemobilizingAmericanscience

andtechnologyfordefense.

（2） PurchasingMaterialsfortheCyclotron

Buildingthecyclotronwastobeginwithconstructinganenormousmagnet

thatwouldrequire3,700tonsofcopperand300tonsofsteel.Asaninvestment

HowScienceBecameMilitarized
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banker,Loomishadcloseconnectionswithcorporateheads,whichheutilizedto

negotiatematerialsprocurementandwhichenabledhimtogiveLawrencevalu-

ableadvice.Naturally,Lawrencecametotrusthim fullyandcalledLoomishis

・partner・intheproject.19 Thisrelationshipbetweenthetwo,andespeciallythe

roleLoomisplayedasa・partner,・iswellsubstantiatedbythetremendousvolume

oflettersandtelegramstheyexchanged,nottomentiontelephonecalls,forwhich

norecordexists.IfeelthatLawrence・scompletefaithinLoomisgradually

changedLawrence・spersonalconvictionsandledhimtoacceptthathecouldnot

avoidthewareffort.20

IwouldliketoexamineLoomis・roleinmaterialsprocurementinmoredetail.

OnMay1,amonthaftertheRockefellerFoundation・sApril3boardmeeting,

LoomishadLawrenceandhisright-hand-manDonaldCooksey（1892�1977）,assis-

tantdirectoroftheRadLab,cometoNewYorkandtookthemtovisitmajorfirms

thatLoomishadconnectionswiththatwereinlinesofbusinessrelatedtothe

project.DocumentsindicatethattheymetU.S.SteelCorporation・schairman,

EdwardReillyStettinius,Jr.,andgothimtopromisetosupporttheproject.On

thatoccasion,theywerealsointroducedtothecompany・svicepresident,R.E.

Zimmerman.Onthesameday,theymetLuisS.Cates,presidentofthePhelps-

DodgeCorporationregardingcoppermaterials,whointroducedthem toWiley

BrownofPhelps-DodgeCopperProductsCorporation.Muchattentionwaspaidto

thequalityofthematerials.Thesteelwastobethelowest-carbonsteelavailable,

andthecoppermaterialwasbehigh-conductivitycopperknownasPDCP.21

BecauseofthewarinEurope,manydifficultieswereforeseenjustinprocur-

ingthematerials,butintheend,bothcompaniesagreedtosupplyLawrencewith

thesteelandcoppermaterialshewanted,soLoomis・rolethatdaywasclearly

highlysignificant.Choosingthesuppliers,however,wassubjecttobidding,and

insofarasthedocumentsreveal,LoomisdidnotpushLawrencetoselectthese

firms,butthroughoutthenegotiations,offeredadviceandkeptwatchover

Lawrence・sdecision-making.Whenallthefirmshadlaidtheirfiguresonthetable

andthetimecameforthefinaldecision,however,Loomisprovideddecisiveadvice

andpersonalassistance.

NextletuslookatLoomis・adviceregardingthesteelandcopperpurchases.

Shippingtheheavysteelbyrailwouldbemoreexpensivethanshippingbysea,

butLoomisstressedtheimportanceofrailtransportontwocounts:theriskofthe

steelplatesgettingbentduringseashipmentandthedangersofseatransportdue

tothewar.Loomisconsideredthelatterpointthemostimportant,notingthatsea

transportwouldbecomeveryirregularinthenextfewmonths,thatevenmer-

chantshipsmightberequisitionedfordefensepurposes,andthatthePanama

Canalmightbeclosedtomostcommercialshipping.22 FollowingLoomis・advice,

LawrencedecidedtohaveColumbiaSteelCompany,abranchofU.S.Steel,supply

thesteelmaterialbyrailataflatrateof$244,000.OnJuly23,Cookseywroteto

Loomisreportingthattheuniversityregentshadapprovedthecontractthat

day.23 Threedayslater,LawrenceinformedLoomisthathewasverypleasedwith
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thecontractbecausethepriceofthesteelmaterialswas$30,000lowerthantheir

estimatedbudget.24 Thisfigureindicatesnotonlythatthecontractedpricewas

belowLawrence・sprojectedbudgetbutalsothatColumbiahadknocked$20,000

offtheinitialbidof$264,000.AlthoughLoomis・letterssaynothingspecificregard-

ingthisdiscount,hedoubtlesslyapproachedthecompanyaboutit.

Letusnextconsidertheprocurementofthecoppermaterialthatwasneeded

tomaketheexcitationcoilofthemammothelectromagnet.Thematerialwas

orderedwithaviewtoformingthecoils.Becauseofthis,notonlytheunitprice

ofthecoppermaterialitself,butalsotheprecisionanduniformityoftheprocess-

ingwereimportantfactorsindecidingthecontract.Documentsindicatethat1/4

× 4inchcopperstripsweretobewoundinpancake-likelayersthatcouldbe

connectedinvariouswaystoform thecoils.25 InletterswrittenonJune5,both

LawrenceandCookseyinformedLoomisthattheyhaddecidedonthedimensions

ofthecopperstripsinthefollowingway:A350kW motorgeneratorsetownedby

theUniversityofCaliforniawouldbeusedasthepowersourcetoexcitethecoil,

sothestripsweretobe1/4inchthickby4incheswidesoastogetthe・magnet

resistancewhichwillrequirethefullvoltageatfullcurrentratingofthe350kilo-

wattgenerator.・26

Oncetheshapehadbeendecided,itfinallybecamepossibletoorderthecop-

per.About20daysearlier,LoomiswrotetoinformLawrenceandCookseythathe

wasengagedinseriousnegotiationsregardingthecoppermaterialswithChase

BrassandCopperCompany（asubsidiaryofKennecottCopperCompany）and

Phelps-DodgeCorporation.27 Afterthat,hesentthemsamplesdemonstratingthe

qualityofthematerialandtheprecisionoftheprocessing.Clearly,Loomiswas

actingasanintermediarybetweenLawrenceandtherelevantfirmsinotherways

aswell.Finally,inearlyJune,Cooksey（substitutingforLawrence,whowasill）,

accompaniedbytheuniversity・sengineer,W.B.Reynolds,andEdwinM.Mc-

Millan,ayoungscientistwhohadLawrence・sconfidence,wenteast.Atthispoint,

theuniversityregentshadalreadygivenpermissiontoenterintocontractsforthe

steelandcoppermaterials,andLawrencehopedthatwhiletheywereeast,

CookseyandhisteamwouldconsultwithLoomisandconcludethecontractpro-

cedures.28 Nonetheless,itwasonlyonJune25thathewasfinallyabletoplacethe

orderforthecopperwithacorporationthatLoomishadintroducedandtheyhad

talkedwithonMay1.29

Withoutexaggeration,Lawrenceobtainedthesteelandcopperforhis184-

inchcyclotronthroughLoomis.ThiswasarolethatonlyLoomis,thefinancier-

scientistwhoenjoyedthefriendshipofmajorcorporateexecutives,couldfulfill,

anditwascertainlyhisroleinprocuringmaterialsfortheenormousmachinethat

linkedacademiatothebusinessworldinthiscase.Becauseofthesuccessofthis

relationship,LawrenceplacedcompletefaithinLoomis,soitseemsonlynatural

thatLoomisinfluencedhimgreatly.

HowScienceBecameMilitarized
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II.CreatingMilitary-Industrial-AcademicTies

Itiscommonknowledgethatthemainprojectsbasedonwartimedefense

researchcontractsattheUniversityofCalifornia・sRadLabwererelatedtodevel-

opingauraniumbomb.However,inaletterdatedOctober3,1940,VannevarBush

（1890�1974）,ChairmanoftheNationalDefenseResearchCommittee,appointed

LawrencetoDivisionDoftheNDRC,whichwaschairedbyKarlComptonand

wasconcernedwithradardevelopment.30 LawrencewasassignedtotheD1Sec-

tionunderLoomis,whowasalsovice-chairmanofthedivision.TheD1Section

wastodevelopmicrowavetechnologyforradar,whichrequiredthesamehigh-

power,high-frequencyoscillatortubetechnologythatwasusedtoform ahigh

frequencymagneticfieldtoacceleratechargedparticlesonthecyclotron.

ThispartwillexamineLoomis・initiativesandLawrence・sresponseinorder

totracetheprocessthroughwhichdevelopmentofahigh-power,high-frequency

oscillatortubeledtodefenseresearchcontractsbetweentheUniversityofCalifor-

niaandtheNDRC,whichtransformedheretoforefreeresearchwithintheuniver-

sityintosecretdefenseresearchundertheNDRC.WhenBushwrotetoLawrence

onOctober3informinghim ofhisappointmenttotheNDRC,Bushemphasized

thattheworkoftheNDRCwashighlyclassifiedandthatLawrencewouldhave

topreservethemaximumsecrecyregardingeverythinghecameincontactwith

asacommitteemember.BushexplainedthattheprojectshandledbytheNDRC

originatedfrom thearmyandnavyandthatevenwithintheseservices,only

high-rankingofficerscoulddecidewhoshouldbeinformedoftheresearchresults.

Becauseofthis,memberscientistscouldnotdiscussanythingabouttheirresearch

withanyoneexceptpersonsdesignatedbytheNDRCoritsofficiallyauthorized

representatives.31

（1） PressurefromIndustry

DavidH.Sloan,agraduatestudentonloantoBerkeleyfromtheGeneralElec-

tricCompanysincethesummerof1930,justafterLawrenceinventedthecyclo-

tron,wasinchargeofdevelopingtheindispensablehigh-frequency,high-power

oscillatortube.InMay1940,hewasworkingonthiswithLauristonC.Marshallof

theuniversity・selectricalengineeringdepartment,creatingwhatcametobe

knownastheSloan-Marshalltube,orthe・resnatron.・Wheninformedinaletter

fromCookseydatedMay14,1940,thattheyhadrecentlyattainedapeakoutputof

2.5kW ata50cmwavelength,32Loomisimmediatelytookaction,writingtoLaw-

renceandCookseyonMay16totellthemthatmicrowavedevelopmenthadbe-

comeveryurgentduetothewarandthathewouldprovidedetailslater.33 Having

receivedthisletter,LawrencewroteonMay25askingLoomiswhattodoabout

theimpendingannouncementofSloanandMarshall・sresearchresults:Theywere

scheduledtodeliverapaperattheupcomingAmericanPhysicalSocietyconfer-

enceinSeattleandhadalreadysubmittedanabstract.34 Documentsindicatethat

―8―



LoomiscontactedLawrencebyphoneandalsoinformedtheSperryCompanyof

thestateofSloanandMarshall・sresearch.35 Subsequently,Sperry・sheadresearch

engineer,H.HughWillis,contactedLawrenceandMarshalldirectly,sayingthat

hewouldliketotalkwithLawrenceandSloanaboutSloan・smicrowavetube.36At

thesametime,Willisstronglyurgedthattheresumenotbepublisheduntilhe

actuallymetSloanandMarshall.37 OnJune19,MarshallsentWillisatelegram

statingthattheabstractcontainednoinformationthatwouldbeproblematicbut

thatheandSloanwouldnotattendtheconferenceandwouldremaininBerkeley

towelcomehim.38 ThisapparentlyresultedinobstructingSloanandMarshall・s

conferencepresentation,effectivelyrestrictingpublicationofwhathadthusfar

beenfreeacademicresearch.

AlthoughLawrence,Sloan,Marshall,andWilliscertainlymusthavemetat

Berkeley,thedetailsoftheirdiscussioncannotbeconfirmedfrom documentary

materials.However,aletterfrom LawrencetoLoomiswrittenonJune25,pre-

sumablyafterthismeeting,indicatesthatanewproblemhadarisen.39Namely,the

SperryCompanyhadrequestedthatSloanandMarshall・smicrowavetubere-

search,alongwiththeresearchersthemselves,betransferredfromtheUniversity

ofCaliforniaatBerkeleytoSperry.Ofcourse,Loomishadconcurredinthisplan,

thegroundsforwhichweretopromoteSloanandMarshall・sresearch.40 Asmight

beexpected,however,Lawrencecouldnotagreetothisrequest,andintheJune25

lettertoLoomisclearlyexpressedhisconsternationandjudgmentofthesituation.

HehaddiscussedthematterwithLoomisoverthephonethepreviousevening

andstatedthatafterthecallhehadcontinuedthinkingaboutthematterandin

themorningdiscusseditatlengthwithSloanandMarshall.Theconclusion

reachedwasthat,atleastforthetimebeing,Sperryshouldnotbeallowedto

handlethedevelopmentoftheSloan-Marshalltube.Mentioningthathehadal-

readywiredLoomistothateffect,healsomadeitclearthathefailedtoseethe

reasonLoomisthoughtthatdevelopmentoftheSloan-Marshalltubewouldnot

makesufficientprogresswithoutSperry・sdirectintervention.41

Loomis,however,hadnotgivenup,andinanattempttogetLawrenceandhis

associatestochangetheirminds,appealedtoHowardA.Poillon,chairmanof

ResearchCorporation.ResearchCorporationwasanon-profitorganizationthat

actuallyheldthepatentforLawrence・scyclotronbyvirtueofhavingprovided

researchfunds.Ithadgrantednon-exclusivelicensesthatenabledavarietyof

researchorganizationstoconstructcyclotrons.Thiscorporationalsoheldthe

patentfortheX-raytubedevelopedbySloanandhadgrantedtheUniversityof

California$4,500tosupportthedevelopmentoftheSloan-Marshalltube.42 Ina

lettertoLawrencedatedJune28,Poillonadmittedthathedidnotknowenoughto

makeanindependentjudgment,butthatinthecurrenttensetimestherewas

considerablepressuretohaveSloanandMarshall・sworkproceedwiththegreat-

estpossiblespeed.Hefeltthatanumberofpossibilitieswereconceivable,but

statedthathewantedtoprotecttheintegrityoftheresearchandresearchers,

addingthatResearchCorporationwouldbewillingtoconsiderchangesinits
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policyandprogramifitwouldfacilitaterapidprogress.

InthislettertoLawrence,PoillonhadenclosedacopyofalettersenttoMar-

shallthesameday.InthelettertoMarshall,PoillonstronglyencouragedSloan

andMarshalltotransfertoSperry・sSanCarloslaboratory.HenotedthatLoomis

andSperryhadagreedtothisproposal,explainingthatthereasoningbehindit

wastheSloan-Marshalltube・spotentialrelationshiptonationaldefense.He

stressedthatnotonlyLoomis,butBushandK.T.ComptonoftheNDRCwereof

thesameopinion.Inthisletter,healsosaidthathewouldbegratefulifMarshall

wouldinformhimaboutSperry・sdevelopmentplansandtheroleSloanandMar-

shallwouldplayinthem.Statingthatheknewnothingaboutthesituation,he

wantedtoknowmoreclearlyhowcompletionoftheSloan-Marshalltuberelated

toit.43

HerePoillonhonestlyrevealedthathehadtakenLoomisathiswordandwas

actingwithnounderstandingofthesituation.OnewondershowLawrenceand

hisassociatesmusthaveviewedthis.Thatcircumstancesdidnotallowthemto

ignorethisproposalcompletelybecomesclearfromaJuly1letterinwhichLaw-

rencebroughtLoomisuptodate.LawrencewrotethatonthepreviousFriday,

SloanandMarshallhadvisitedSperry・sSanCarloslaboratoryandfoundthatit

clearlydidnothavetheequipmenttoenabletheSloan-Marshalltubetobecom-

pletedquickly.Inparticular,itlackedtheshopfacilitiesforworkingwiththe

heavymachinetoolsthatwouldbenecessarytoproducethepoweroscillator

tubes.Hewentontosaythatthebestwaytospeedupthedevelopmentwouldbe

toexpandtheequipmentinBerkeley・smachineshopusingmoneyfromthe184-

inchcyclotronbudget.Headdedthatthisshouldpresentnoproblem,sincethe

equipmentwouldnotbeneededforthecyclotronuntilthefollowingspring.44

WithLawrencethisinsistentthattheSloan-Marshalltubebedevelopedat

Berkeley,LoomisstoppedtryingtopersuadeSloanandMarshalltomoveto

Sperry.OnJuly9,LoomiswrotetoLawrencereportingthatonthepreviouseve-

ninghehadhaddinnerwithpeoplefrom Sperry,includingWillis,andthatall

lookedforwardtoprogressatBerkeleyandwoulddoanythingtheycouldto

help.45 Superficially,LoomisactedasifhehadacceptedLawrence・splan,butthis

didnotmeanthathehadgivenuponinterveningdirectlyinthedevelopmentof

thepromisingSloan-Marshalltube,and,infact,healreadyhadanothermeansto

thisenduphissleeve.

Thesignificanceofthisrequestforachangeintheresearchbasebearsexami-

nation.TowhatextentLawrenceandhisassociateswereawareoftheimplica-

tionsoftheirrefusalremainsunclear,butIconsidertheirrefusalextremely

significantbecauseitdemonstratesthat,atthisjuncture,researchersstillhadthe

freedomtorefusesucharequest.Thequestionarisesofwhatsituationdevelop-

mentoftheSloan-Marshalltubewouldhavebeenplacedinhaditbeentransferred

toSperryatthistime.Ashislettersindicate,LoomisfocusedontheSloan-

Marshalltubebecausehesawitspotentialasanimportantcomponentofdefense

technologyforthewar.Sperryhadalsobeenworkingonmicrowaveresearch
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from thesameperspectiveasLoomis.Loomismusthavefeltthatratherthan

havethisresearchdoneinauniversity,whereitwouldbepredicatedonthepub-

licationoftheresults,itwouldbebettertohaveitdoneinasituationwherethe

resultscouldremainanunpublishedcompanysecret.BecauseofLawrence・sre-

fusaltotransfertheprojecttoSperry,Loomis・desiretobedirectlyinvolvedin

developingtheSloan-Marshalltubeseemstohaveledtoadefenseresearchcon-

tractconcludedbytheNDRCandtheUniversityofCalifornia.

（2） TowardResearchContractswiththeNDRC

OnJune27,1940,TheNationalDefenseResearchCommitteewassetupunder

theCouncilofNationalDefensebyorderofPresidentRoosevelt.Inhisletterof

July9,LoomishadaskedLawrenceifhecouldtakeresponsibilityfororganizing

themicrowavetubedevelopmentprojectonalargescaleandcarryingitoutasa

majorUniversityofCaliforniadefenseresearchproject.Regardingresearchfunds,

Loomisfeltthat,ifunobtainablefromothersources,theNDRCwouldprobablybe

abletoprovideanythingthatwasessential.46 Asdiscussedabove,however,atthis

junctureLawrencewasprobablytotallyunabletoconsiderbecomingresponsible

foramajordefenseresearchprojectoftheUniversityofCaliforniasuchasLoomis

wasproposing.HeaskedLoomis,whowasgraduallybecomingabsorbedinde-

fenseresearchonmicrowavetechnology,nottoforgetthathewasapartnerin

constructingthe184-inchcyclotron,whichseemstohavebeenLawrence・soverrid-

ingconcernatthispoint.47

Nonetheless,aswillbediscussedbelow,theUniversityofCaliforniaasabusi-

nessorganizationhadalreadymadeitsowndecisionondefenseresearchcontracts

withtheNDRCandwashandlingthesituationaccordingly.

LetusexaminehowthedevelopmentoftheSloan-Marshalltubewastrans-

formedintomilitaryresearchundertheNDRC,e.g.theprocessleadingupto

Lawrence・sappointmenttotheNDRCinsofarasitisrevealedbycorrespondence

betweenLoomisandLawrence.

InaletterwrittenonJuly16,LoomisexpressedhisdelightthattheUniversity

ofCaliforniahadmadetheSloan-Marshalltube,oneofitsimportantdefensere-

searchprojects.HealsoinformedLawrencethathehadadvisedResearchCorpo-

ration・sPoillon,whoplannedtovisitBerkeleyinafewdays,tobringbackallthe

documentsnecessarytoprovidethedataneededtoapplytotheNDRCforfinan-

cialsupport.Loomisalsoreferredtointernalprocedures,addingthatforthe

university・sapplicationtobeapprovedbythemainbodyoftheNDRC,itwould

firstbenecessarytogettheapprovalofthemembersofthemicrowavesection.48

AfterPoillon・sreturnfromBerkeley,LoomismetwithhimandonJuly30wroteto

inform LawrencethathehadreceivedPoillon・sreportonthelatestinformation

fromBerkeleyandwouldsubmitittotheNDRCthenextday.Inthisletter,he

saidthathehopedtogetNDRCfundingasquicklyandsmoothlyaspossible,49

probablybecauseheknew thatLawrence・sall-outsupportforSloanandMar-

shall・sresearchwasaconsiderablefinancialburdenforLawrence.Infact,not
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onlywasLawrencepurchasingequipmentforthemachineshop,buthewasalso

drawingonhisprivateresearchfundstohiretwoshopassistantstohelpspeedup

theresearch.50 InhisJuly30letter,Loomishadincludeda$2,000checkfromhis

privateresearchinstitute.

Inmid-August,LoomistoldLawrencethathewasconfidentofobtaining

$20,000inresearchfundsfromtheNDRC.51 Nonetheless,thesummerpassedinto

autumnwithoutanychange.OnSeptember17,LoomiswrotetoLawrenceinform-

inghimthatanumberofdifferentlaboratorieswereconcurrentlyworkingfrom

severaldifferentperspectivesontheproblemofobtaininghighpowerformicro-

waves,becauseofwhichtheSloan-Marshalltubewouldhavetofaceconsiderable

competitionforfunds.Hepointedoutthatfordefensepurposesitclearlyhadalso

becomeveryimportantthatthemicrowaveoscillatingtubehaveanextremely

highpoweroutputofover1,000megacyclesfrequency［withawavelengthof30

cm］.52 Despitethestiffcompetition,onSeptember24Loomiswasabletoinform

LawrencethathewasoverjoyedtoreportthatthedesiredfundsfortheSloan-

Marshalltubehadbeenobtainedverysmoothly.53 Thus,justasLoomishad

wanted,developmentoftheSloan-Marshalltubewasincorporatedintothede-

fenseresearchprogramoftheNDRCthathewasdirectlyinvolvedin.Inconse-

quence,astheUniversityofCalifornia・sheadscientist,Lawrencewasrelievedof

theburdenoffinancialsupportfortheresearchandhewasappointedtothe

NDRC.

IconsiderthemainfactorstransformingthedevelopmentoftheSloan-

MarshalltubeatBerkeleyintodefenseresearchtohavebeenthecreationofthe

NDRCandtheuniversity・spolicyonenteringintoresearchcontractswiththat

organization.LawrencehadunwaveringfaithinLoomiswithregardtothe184-

inchcyclotronandalsohadcometofeelcertainofAmerica・sparticipationinthe

war.Aswehaveseen,however,Loomis・intentionsandthoseoftheresearchers

werenotnecessarilyalwaysinagreement.Forthisveryreason,theexistenceof

theNDRC・sresearchcontractsystemandthestanceoftheuniversityaspartyto

thecontractstakeongreatsignificanceinthemilitarizationofscienceattheUni-

versityofCalifornia.

III.ResearchContractsandOverheadattheUniversityof

California

TheUniversityofCalifornianotonlyundertookdefenseresearchduring

WorldWarIIbutcontinueddoingsothereafter,aswell.Thesituationduringthe

wariselucidatedbytheresearchcontractstheuniversityenteredintowiththe

NDRCandtheOSRD,whichwassetupinJune1941.AccordingtodataforJune

30,1945,theUniversityofCaliforniahad106contractswiththeOSRD,farmore

thananyotheruniversityorresearchinstitutionapartfrom corporateresearch

laboratories.Ofcoursethenumberofcontractsdoesnotnecessarilyreflectthe

totalvalueofthecontracts,andthesamedatanotesthatinthisrespecttheUni-
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versityofCaliforniaranked5that$14,384,506.98.MassachusettsInstituteofTech-

nology,whichwasinchargeofradardevelopment,toppedthelistwith75

contractsworthatotalof$116,941,352.05,followedbyCaliforniaInstituteofTech-

nology,HarvardUniversity,andColumbiaUniversity.54

Inthissection,Iwillexaminetheuniversity・shandlingoftheoverheadre-

latedtoresearchcontracts.Discussionofthisissueshouldbepredicatedonthe

financialsituationtheuniversityfacedinthe1930s,duringtheGreatDepression,

whentheuniversity・sincomefromtheStateofCaliforniawasreducedby25％.55

TheReportofthePresidentoftheUniversityofCaliforniafor1932�1934reveals

that:

Intheyear1933�34,StatefundsavailableforresearchpurposesundertheBoardof

Researchamountedto$76,500ascomparedto$97,495inthepreviousyear,andconsid-

erablylessthaninotherrecentyears.Also...diminished,havebeensupplementary

donationsfrom outsidesourcesinsupportofvariousindividualanddepartmentalre-

searchprojects...

TheaiminrespecttoUniversityresearchhasbeentorestrictitsprosecutionforthe

presenttothemostessentialinvestigations.Buttheseverereductionsunderthepre-

sentbudgetarehamperingprogressevenonimportantprojects.TheStateappropria-

tionsarebarelysufficienttotakeofcurrentresearchprograms.Theydonotadequately

provideforundertakingnewwork.56

Beingfacedwithfinanciallimitationstothisextentforcedachangeinre-

searchconditionswithintheuniversity,mostnotablycreatingtheneedtoobtain

researchfundsfromelsewhere.EvenbeforeaBoardofResearchmeetingheldon

October6,1933,manyuniversityresearchershadalreadyappliedforextra-mural

supportfortheirprojects.Atthismeeting,fourconditionsforoutsideresearch

fundswerediscussed,namelythat:

a．FullrightsastopublicationshouldbereservedbytheUniversity,inaccordance

withestablishedpolicy;b.Arrangementsastofundsshouldbeclearlydefined,the

accounttobehandledbytheComptroller;c.Thefundshouldbelistedasadonationfor

research,notasafellowship;d.Statementsastodirectionandcoordinationofwork

shouldbeclarified,withfullrightsinthisrespectreservedtotheUniversity.57

Clearly,atthisjuncture,RobertGordonSproul,whoservedasuniversity

presidentfrom1930�1958,wasclearlycognizantthattheserightsmustbereserved

totheuniversityinorderforittofulfillitsroleinsocietyasastateuniversity.

Furtherlightisshedontheuniversity・sfinancialsituationbyanarticleby

JohnA.Douglasstitled・TheUniversityofCaliforniaandFourPeriodsofFiscal

Crisis:1868�1960,・inwhichhediscussesthewayfinancialissuesinfluencedthe

university・shistory.ThethirdofthecrisesfallsduringtheDepressionyearsof

the1930s.Douglasspresentsthefollowingfiguresforthisperiod.Initssemi-

annualbudgetfor1932,thestateofCaliforniawasabletogetonly72％ ofthe

incomenecessarytomaintainpublicutilities.Becauseofthis,thegovernor

adoptedathoroughgoingstringencypolicy,whichalsoaffectedtheUniversityof
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California.In1933,thestatesubsidytotheuniversitywasreducedby24％,from

some$8,000,000toaround$6,000,000.Naturally,theuniversityundertooktoreduce

expensesdrastically,includingcuttingdownthenumberoffacultyandslashing

salariesbyabout12％.58 Atthesametime,thestudentenrollmentatthetuition-

freeuniversityincreasedby25％ overaperiodof10years,risingfrom 21,000in

1932to29,000in1939,increasingtheuniversity・sexpenditures.Simultaneously,

thestudent-teacherratiorosefrom17:1to21:1,increasingtheburdenonfacul-

ty.59

Whenhetookofficein1930,Sproulforesawalengthydepressionandconsid-

eredabusinessmanagementpolicytoseetheuniversitythroughit.Onthebasis

ofrecommendationsfrom theacademicsenate・sbudgetcommitteeandanewly

establishedpolicycommittee,Sproulandtheregentsproposedthreewaystodeal

withthesituation:1）reducingthenumberofstudents,thetotalnumberoffac-

ulty,andexpenditures;2）reducingfacultysalaries,whichmadeupalargepartof

operatingexpenses;and3）settingtuitionfeesforthefirsttimeintheuniver-

sity・shistory.AccordingtoDouglass,theproposaltosettuitionfeeswasrejected

duetoagrowingfeelingamongthestate・scitizensthattheuniversityhadbecome

thehomeofelitistsandnolongerreflectedthedesiresofthepeople.Regarding

reducingthestudentenrollment,competitionwiththestatecollegestogetstu-

dentsresultedinactuallyincreasingenrollment.60

Theonlyremainingchoicewastoreducethenumberoffacultyandcutback

facultysalariesandotherexpenditures.Douglassdoesnotanalyzetheresultsin

detail,presumablybecausehispurposewastoconsidertheuniversity・sfinancial

crisesinabroadcontext,butforthepurposesofthispaper,whichseekstofind

theoriginsofthemilitary-industrial-academiccomplex,andparticularlytheinclu-

sionofacademia,inthedepressionyearsofthe1930s,elucidationofthispoint

becomesimportant.FocusingontheUniversityofCalifornia・sinternalcircum-

stances,andparticularlyonareasdirectlyinvolvedineducationandresearch,this

paperwilllookathowtheuniversityrespondedtothefinancialcrisisandhow

thissubsequentlyaffectedthenatureoftheuniversity.

AlthoughathoroughanalysisoftheUniversityofCalifornia・sfinancialsitua-

tionatthetimeisnotpossibleinthispaper,theprobablerelationtouniversity

financesshouldbekeptinmindasweexaminetheresearchcontractsetupand

overheadonthosecontractsasrevealedintheavailablematerial,primarilythe

recordofaninterview withRobertM.Underhill61andthepapersofRobertG.

Sproul,UniversityofCaliforniapresidentduringthisperiod.62

（1） UnderhillandDefenseResearchContracts

RobertM.Underhill（1893�1988）wasthecentralfigureincreatingtheUniver-

sityofCalifornia・ssetupforreceivingresearchcontracts.WhenRobertG.Sproul

（1891�1975）becameuniversitypresidentin1930,Underhillwasappointedsecre-

taryoftheRegents,andin1933wasalsonamedtreasureroftheRegents.This

teamcontinuedworkingtogetherfrom1930untilSproulretiredin1958.63
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Letusexaminetheresearchcontractsystem asUnderhilldescribeditto

Norberg.Underhillfirstgotinterestedinresearchcontractssometimearound

November1940,whenhevisitedMITandlearnedthattheyhad1,400peoplework-

inginalaboratorytodevelopradarunderaresearchcontractwiththeNDRC.

WitnessingthewaythesecontractswerechangingMITseemstohaveawakened

him tothesignificancetheycouldhaveforthebusinesssideoftheuniversity.

Heretoforeuninterestedinresearchcontracts,Underhillnowbecameenthusiastic

aboutthemandatthatpointbegantocreateasystemforhandlingthemwithin

theuniversity.（InMaythenextyear,SproulwouldwritetoJ.H.Corley,theuni-

versitycomptroller,thathe,too,wasenthusiasticabouttheuniversityactingasa

businessagent.）64

OnreturningtoCalifornia,UnderhillimmediatelyinformedSproulofthe

situationatMITand,withSproul・ssupport,alsoreportedittotheFinanceCom-

mittee,theRegents・mostpowerfulcommittee,whichwascomposedoftheuniver-

sitypresident,anattorney,thetreasurer,andthesecretaryoftheRegents.But

becauseUnderhillwasservingasbothtreasurerandsecretaryoftheRegents,only

threepeopleactuallydeliberatedtheresearchcontracts,andhewasgivenauthor-

itytohandleurgentsituationswithoutholdingameetingoftheFinanceCommit-

tee.TheysetupaSecretDefenseCommitteeoncampus,and,asitschairman,

Underhillwasputinchargeofdefensecontracts.AccordingtoUnderhill・sac-

count,inemergencieshesoughtadvicefrom thefacultymemberinterestedin

acceptingthecontractortheheadoftherelevantdepartment（chemistry,physics,

engineering,andLawrenceoftheRadLab）,andanattorney,butnotfromother

facultymembers.WhentheUnitedStatesenteredthewarinDecember1941,the

nameofthiscommitteewaschangedtotheWarCommitteeandfacultymembers

wereincluded.65 ThiscourseofeventsindicatesthattheUniversityofCalifornia

beganmobilizingfordefenseevenbeforeAmericaenteredthewarbycreatingthis

systemforhandlingresearchcontracts.

Intheinterview,Underhillstatesthathisstandardsforacceptingaresearch

contractwerethepresenceofstafftocarryitout,thatitwasascientificproject,

thattheuniversityhadthespacetocarryitout,thatsufficientelectricitywas

available,andthatitwouldplacenofinancialburdenontheuniversity.66 Atan-

otherpointhestatesthattheuniversityhadanobligationtocomplywiththe

government・srequests,sohehadnointerestinthenatureoftheprojectstobe

handledunderthecontracts.Hisoverridingconcernwasthattheuniversity

wouldsuffernofinanciallossesfromthem,aproblemhesolvedbyhavingpay-

mentmadeinadvance.67 Inotherwords,hedidnotquestionthecontentofre-

searchcontractsthatweremilitarysecretsand,inthefaceoftheemergency,he

wasgiventheauthoritytoreplytoarequestreceivedbytelegraminthemorning

withatelegramofacceptancethesameafternoon.68 Thesetwostatementsmake

itclearthathisoverridingconcernwastoprotecttheuniversityfromanyformof

damage,includingfinancialliability.Hereinseemstoliethetruenatureof

researchcontractsfortheuniversityasabusinessorganization,andtheymust

HowScienceBecameMilitarized

―15―



certainlyhaveprovideditwithasourceofincome.

（2） TheHandlingofOverheadRevealstheIntrinsicValueofResearch

Contracts

Ihaveturnedmyattentiontothequestionofoverheadintheresearchcon-

tractsbecauseitseemstoprovideacluetothetruenatureofgovernmentresearch

contractsfortheuniversity.ArthurL.Norberg,Underhill・sinterviewer,states

thatsettingoverheadcostswasoneofthemostdifficultproblemswithregardto

concludingcontractsbetweentheuniversityandthegovernmentduringthe

war.69 Ifresearchcontractswereameansfortheuniversitytosecurefunds,natu-

rallytheuniversitywouldbeintentonobtaininglargeamountsforoverhead.Let

usfirstexaminehowSproulandUnderhillhandledoverhead.

First,theterm ・overhead・needsclarification.Underhillexplainsthatitre-

ferredtotheadministrativecoststotheuniversityinimplementingthecon-

tract.70 Inanotherplace,hesaysthatwhendrawingupacontractinlinewith

governmentdirections,heincludedafigureforoverheadthatsatisfiedhim,be-

causetheuniversityhadnorefinedcost-accountingsystem.71 Healsosaysthat

federallawallowednomorethat7％ ofacontract・svalueforoverhead,butthere

wasnolegalrestrictiononaddingoverheadtosalariesthatwerepartoftheex-

pensesrelatedtothecontract.72 Intheearlyyearsoftheresearchcontractsthat

Underhilldiscusses,thislackofregulatoryaccountingandlegalsystemsseemsto

havemadeitpossibletosetoverheadat50％.Becausethisprovidedasourceof

incomefortheuniversity,italsofunctionedtomakeiteasierforthegovernment

tomobilizetheuniversityfordefensepurposes.Thequestion,however,ishowthe

useofoverheadwasdiscussedandwhatpolicywassetwithintheUniversityof

California.Norbergdoesnotpursuethisquestionindepth,butitisoneimportant

indicatorofwhetherresearchcontractswereameansfortheuniversitytosecure

income.Anotherimportantindicatorpertainstohowtheuniversityresponded

whentheratewasreducedfrom50％.Thesetwopointswillbeexaminedbelow.

Whenaskedhow overheadwashandled,Underhillrepliedclearlythatthe

overheadonresearchcontractswasputintotheuniversity・sgeneralfunds,but

becausehewasnotinvolvedinbudgeting,hehadnoknowledgeofhowthemoney

wasused.73 SixmonthshadelapsedsinceUnderhills・sMITvisitwhentheuniver-

sityadministrationdiscussedestablishingapolicyforhandlingoverhead.Ina

memotoSproulwrittenonApril29,1941,theuniversity・schiefaccountant,Olof

Lundberg,wrotethatondefensecontracts,・asum equaltofiftypercentofthe

expenditureforsalariesandwagesmaybesetasideasanallowanceforover-

head.・Withafewgovernmentcontractsinthepast,thisfigurehadbeen10％,but

thesefundswerenotspentbydepartmentsorindividualsassociatedwiththe

researchbut,afterdeductingabitofsalestax,wereconsideredtobeinthesame

categoryasuniversityrevenue.Giventhatadjustmentswouldprobablybe

neededlater,hefeltthatsomekindofarbitraryregulationsshouldbeadoptedand

madethreerecommendations:1）Divideintotwoseparateaccountstheoverhead
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allowancebasedonestimatesforsalariesandwagestobepaidundertheresearch

contract;2）Oneofthesewouldbeusedatthediscretionofthedepartmentor

individualresponsiblefortheproject,undertheconditionthatexpendituresbe

specificallyapprovedbythebusinessmanageronthecampusconcerned;3）The

otherpartshouldbereservedfortransfertogeneralincomeandusedforaccount-

ing,attorneys・time,andothermanagementexpensesthatarenotincludedinthe

estimateofcostsunderthecontract.74

Sproul,however,repliedimmediatelyindicatinghisdisagreementwiththis

suggestion.Sproulfeltthatbasicallyalltheoverheadattachedtoaresearchcon-

tractshouldbeplacedinthegeneralfundsoftheuniversity,apportionedonly

wheretherewasademonstrableneed,andrevertedtothegeneralfundsifnot

usedforthestatedpurpose.SprouldirectedLundbergtoconsultwiththeuniver-

sitycomptroller,JamesH.Corley,aboutthisissue.75 DuringMayandJune,

Underhillandothermembersoftheuniversityadministrationwhowerecon-

cernedwiththeproblemexchangedtheirviewsontheissue.76

Corley,forexample,wrotetoLundbergonJune9expressingagreementwith

Lundberg・sproposal,suggestingthat:1）overheadbedividedintotwoparts;2）

onepartbekeptinreserveforanyemergencysituationsthatmightariseinthe

courseofcarryingoutthecontract;and3）theotherpartbeallottedtothegeneral

overheadcostsoftheuniversity.Withregardto2）,however,themoneyshouldbe

paidoutuponapprovalofthelocalbusinessmanageronthecampuswherethe

projectwouldbecarriedout,andwithregardto3）,theallotmentsforallresearch

contractsshouldbeputintooneaccountfortheuniversityasawholeandusedfor

administrativeexpensesoftheuniversity.77 Corley・sproposaldiffersslightlyfrom

Lundberg・s.Althoughbothproposeddividingoverheadcostsintotwoparts,they

differregarding2）.WhereasLundberghadlefttheuseofthisparttothediscre-

tionofthedepartmentorindividualimplementingthecontract,Corley・sproposal

wastoreservethispartforemergencies.

Itseemsthatthematterofthisslightdifferencewassolvedbyaletterfrom

CorleydatedJune25andtitled・OverheadAllowanceonDefenseContracts,・in

whichhelaysoutthefollowingashisownruling:Underthecontract,theonly

expendituresallowedtothedepartmentorindividualresponsibleforcarryingit

outarethoseforthenecessaryequipmentandmaterialsandforthesalariesand

wagesofessentialassistants;thereisnoallotmentwhatsoeverforoverheadex-

pensesassociatedwiththeproject.Shouldthecostsbeestimatedattoolowa

figureandadditionalresearchfundsbecomenecessary,applicationforadditional

fundswillprobablybemadetothegovernmentthroughthelocalbusinessman-

ager.78 Inshort,althoughopinionswereexchangedamongtheuniversityperson-

nelconcerned,thisletterconfirmsthepolicyoutlinedinSproul・sMay1letter.

Namely,theuniversityasabusinessorganizationdecidedtoputalloverheadon

researchcontractsintotheuniversity・sgeneralfunds,whichseemstoconfirmmy

contentionthattheuniversityconsideredresearchcontractsasameanstoobtain

income.Presumably,thiswasnotonlySproul・sviewbutalsothatofUnderhill,

HowScienceBecameMilitarized

―17―



who,asamemberoftheFinanceCommittee,servedassecretaryandtreasurerto

theRegents.

Letusnowconsiderthesecondpoint,namelythereductionintheoverhead

rateandtheuniversity・sresponse.Thiswasnotnecessarilyadisadvantageous

change,atleastnotfortheUniversityofCalifornia,anditisunrelatedtothe

questionofpatriotismthatSeidelpointsto.

TheoverheadratiowasactuallychangedasofJuly1942,79butitseemsthata

varietyofissuespertainingtoresearchcontracts,includingoverhead,werebeing

deliberatedbyareviewingcommitteeinthefallof1941,ayearandfourmonths

aftertheNDRCwassetup.80 Documentaryevidenceindicatesthatinconnection

withthisreview,WalterA.Jessup,chairmanofTheCarnegieFoundationforthe

AdvancementofTeaching,hadinstructedPurdueUniversitycontrollerR.B.

StewarttolookintotheproblemsNDRCcontractswerecreatingonanumberof

campuses,includingtheUniversityofCalifornia.OnOctober11,1941,Stewart

wrotetoJessupreportingtheresultsoftheconferenceshehadheldforthispur-

pose.81 Stewart・sreportstatedthatitwasimpossibleandunfairtoapplytoall

NDRCresearchcontractsauniversalrulethatoverheadbesetat50％ oftotal

salaries,wages,andsocialsecuritytaxes.Anotherproblem hepointedoutwas

thatthecostofhazardinsuranceforthoseemployedwasbeingincludedinover-

headcostsratherthandirectexpenses.

Subsequently,R.B.Stewart,Underhill,UniversityofIllinois comptroller

LloydMorey,andMITtreasurerHoraceFordwereaskedtoprepareareportas

specialadvisorstoVannevarBush,headoftheOfficeofScientificResearchand

Development,andfrequentexchangesbetweenthesefouradvisorsandIrvin

Stewart,executivesecretaryoftheOSRD,werestilltakingplacewellintoFebru-

ary.82 InJanuary1942,priortothecompletionoftheirreport,however,I.Stewart

warnedSproulthattheratioofoverheadonmajorresearchcontractsexceeding

$150,000wouldbechanged.83

Inthemeanwhile,inMarch,UnderhilladvisedSproulthatnoadjustments

shouldbemadeinoverheadarrangementsuntilaftertheOSRDadvisors・report

wascompletedandBushinitiatedchanges.84Underhill・sadviceseemstorevealthe

essenceoftheuniversity・sinsistenceon50％ overheadonresearchcontracts,in

otherwordsthatitusedthispolicyasameanstoprocureincomefortheuniver-

sityitself.Nonetheless,inAprilBushinformedSproulthatanewsystemwould

takeeffectasofJuly1.85

OnAugust20,UnderhillwrotetoinformIrvinStewartthathehadagreedto

thenewschemeof30％ overheadonresearchcontractsthatstartedonJuly1.In

thisletter,Underhillreconfirmsthatthecostofemployees・compensationinsur-

ancewouldbecoveredasdirectexpensesratherthanbeingpaidfromoverhead,

ashadbeenthepracticethusfar.86Underhill・sinsistenceonthispointimpliesthat

thispolicywouldhelpminimizethereductionintheamountofoverheadthat

couldbeputintogeneraluniversityfundsunderthenew 30％ rate,especially

becausethenewsystem wasimposedatatimewhenthenumberofpeopleem-
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ployedintheresearchwasexpectedtorise,therebyincreasinginsuranceexpendi-

tures.

Inshort,giventhattheUniversityofCaliforniaseemstohavebeeninaposi-

tiontosettheparticularsofthearrangement,itappearsthatthechangeinthe

overheadratiowasnotnecessarilydisadvantageoustotheuniversity.Theques-

tionofoverheadonresearchcontractswasoneofmanyissuesthatarosewhenthe

universityusedthesecontractsasasourceofincome,andatthesametime,itwas

alsoanincentivethatthegovernmentcouldusetomobilizetheuniversityto

undertakedefenseresearch.87

Conclusion

Inconclusion,Iwouldliketoconfirm thesignificanceandpurposeofthis

paperinlightofoutgoingPresidentDwightD.Eisenhower・sFarewellAddress,

deliveredonJanuary17,1961.

Wenowstandtenyearspastthemidpointofacenturythathaswitnessedfourmajor

warsamonggreatnations.Threeoftheseinvolvedourowncountry.Despitethese

holocausts,Americaistodaythestrongest,themostinfluential,andmostproductive

nationintheworld.Understandablyproudofthispre-eminence,weyetrealizethat

America・sleadershipandprestigedepend,notmerelyuponourunmatchedmaterial

progress,riches,andmilitarystrength,butonhowweuseourpowerintheinterestsof

worldpeaceandhumanbetterment.88

DespiteEisenhower・shopes,however,Americahascontinuedtowagewars

throughouttheworldusingthemostpowerfulmilitaryforceitcouldobtain.One

ofthefactorsinthishasbeenthemilitary-industrial-academiccomplexthat

AmericaestablishedthroughWorldWarII.Intheperiodbetweenthetwoworld

wars,movementswerealreadyafoottochangetheroleofscienceandtechnology

insociety.Valuableresearchhasbeendoneonthispointbyscholarssuchas

RobertKargonandElizabethHodes,whopointoutthat:

Betweenthetwoworldwars,thereemergedwithinthescientificcommunityofthe

UnitedStatesapowerfulandeffectiveleadershipwhoseattitudesonimportantissues

underwentasignificantevolutioninthecourseofthetwodecades.Justasanideologi-

calshiftoccurredamongsomeinfluentialandoutspokenbusinessmen,academics,and

othersconcernedwiththerelationshipbetweenindustryandgovernment,thestaunch

・laissez-faire・viewsoftheearlierscientificleadersgavewaytoattitudesmorereceptive

togovernmentsupportforscienceandforlong-rangeplanninginscience.Inindustry,

・corporateliberals・,drawingontheexperienceofthewar,attemptedtoreplacean

ideologyofcompetitionwithoneofmarketstabilityand（withinlimits）ofcooperation

andplanning.Wantingtorationalizetheireconomicsituation,theyattemptedtoforge

anewalliancewithgovernmentandtoimposethecorporatemodelonothersegments

ofsociety.Oneareathatbegantorespondtothecallfororganizationbuildingand

intersectorialplanningwasthescientificenterpriseitself.89

ThequestionishowthechangesindicatedbyKargonandHodesdeveloped

HowScienceBecameMilitarized

―19―



duringthedepressionyearsandfrom thelate1930suptothewar.Shuhei

Okuyamapointsoutthatsomeofthechangesinthesocioeconomicfoundationsof

scienceandtechnologythatwerepromotedbyaspecialkindofcoercionduring

thewarwerebuiltintothesocialstructureafterthewar・sconclusion,makingit

impossibletothinkofpostwarpolicywithoutthem.90 Hegoesontosaythat

America・ssystemofnationalmonopolisticcapitalismseemstohavebeguninthe

NewDealeraandtakenformthroughtheSecondWorldWar,eventuallytaking

theform thatbecamethemilitary-industrialcomplex.91 Okuyama,too,sites

Eisenhower・spartingaddressindiscussingthedecisivechangesthattookplacein

thesocioeconomicfoundationsofscienceandtechnologyinAmericansociety.

Eisenhoweralsospokeabouttheneedforanenormousmilitaryorganization

anddefenseindustryinordertomaintainthepeace:

Avitalelementinkeepingthepeaceisourmilitaryestablishment.Ourarmsmustbe

mighty,readyforinstantaction,sothatnopotentialaggressormaybetemptedtorisk

hisowndestruction.Ourmilitaryorganizationtodaybearslittlerelationtothatknown

ofanyofmypredecessorsinpeacetime,or,indeed,bythefightingmenofWorldWar

IIorKorea.

Untilthelatestofourworldconflicts,theUnitedStateshadnoarmamentsindustry.

Americanmakersofplowsharescould,withtimeandasrequired,makeswordsaswell.

Butwecannolongerriskemergencyimprovisationofnationaldefense.Wehavebeen

compelledtocreateapermanentarmamentsindustryofvastproportions.Addedto

this,threeandahalfmillionmenandwomenaredirectlyengagedinthedefenseestab-

lishment.Weannuallyspendonmilitarysecurityalonemorethanthenetincomeofall

UnitedStatescooperations��corporations.

Nowthisconjunctionofanimmensemilitaryestablishmentandalargearmsindustry

isnewintheAmericanexperience.Thetotalinfluence��economic,political,evenspiri-

tual��isfeltineverycity,everyStatehouse,everyofficeoftheFederalgovernment.We

recognizetheimperativeneedforthisdevelopment.Yet,wemustnotfailtocompre-

henditsgraveimplications.Ourtoil,resources,andlivelihoodareallinvolved.Soisthe

verystructureofoursociety.92

OkuyamagoesontopointoutthatEisenhower・s・warning・ledtodiscussion

oftheevilsofthemilitary-industrialcomplex,butEisenhowerdidnotcriticizethe

problemsinherentinthemilitary-industrialcomplexperse.Rather,herecognized

itasagiven・imperative・tobedealtwith.Okuyamastatesthatforhistorical

researchthispointneedstobeelucidated.93

IconcurwithOkuyama・sincisiveview.Becauseofthis,Ihaveexaminedthe

formationofthemilitary-industrialacademiccomplexinrelationtotheUniver-

sityofCalifornia,wherethecyclotronwasinvented.Thismachineforstudying

theatomicnucleuslaunchedtheeraofBigScience.Theresultingneedforfunds

duringthedepressionyearsledtotheformationofthemilitary-industrial-

academiccomplex,andthroughthewaryears,tothemilitarizationofscience.
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は じ め に 問題の所在

本稿は，高等学校（以下，高校）の「現代社会」教科書が「宗教」をどのように扱っ

てきたか，すなわち記述してきたかを，科目が設置された昭和57年度から現在まで追

跡した調査研究である。筆者は，すでに中学校社会科教科書における「宗教」の扱いを

明らかにした（三木：2017）。今回は，中学校に続けてこの課題に取り組むものである。

平成18年に全面改正された教育基本法では，宗教教育に関する第15条の条文に，旧

法にない「宗教に関する一般的な教養」の尊重が追加された。これを受けて，平成21

年告示の高等学校学習指導要領（以下，告示年を付記し「平成21年版」と略記）の地

理歴史・公民科でも，中学校社会科と同様に，社会参画，伝統や文化とともに宗教に関

する学習の重視が打ち出された。学校における宗教に関する教育は，前稿でも述べた通
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要 旨

高等学校の「現代社会」教科書において，「宗教」がどのように記述されてきたかを，昭

和53年告示から平成21年告示までの学習指導要領に対応する教科書を対象に調査した。そ

の結果，記述傾向とその背景について以下の点を明らかにすることができた。

① 学習指導要領と同解説の「宗教」に関する記載は改訂ごとに少なくなったが，教科書

では「宗教」は記述され続け，宗教の意義や年中行事にみられる日本の宗教的伝統など

の内容項目の記載は変わらない。

② 個別的，一般的な知識の説明的な記述も変わらず，「宗教」の記述は公民科の「在り

方生き方」を考えるには不十分であり，生命，環境など現代的課題との関連も弱い。

「現代社会」での実績を新科目「公共」の記述にどう反映させるかは今後検討が必要である。

キーワード：宗教，現代社会，高等学校，教科書，公民科



り，宗教知識教育，宗教情操教育，宗派教育に分けられ，このうち公立学校が担うのは

宗教知識教育とされてきたが，実際には「宗教」を取り扱うこと自体が敬遠傾向にあっ

た。しかし，21世紀は生き方にかかわる宗教の意義や，多文化化する世界の諸文化の

背後にある宗教に関する知識を理解する必要性が高まっており，学習指導要領における

「宗教」に関する学習の重視は，こうした背景を踏まえた改善ととらえることができる

（野口：2010）。

本稿では，教科書の調査対象を，宗教知識教育を主として担うことが求められている

社会系教科・科目の中の「現代社会」とした。その理由は，次の通りである。

① 「現代社会」は，「昭和53年版」で社会科の唯一の必修科目として新設され，「平

成元年版」以降は「倫理」「政治・経済」と並ぶ公民科の選択必修科目とされたが，

一貫して単独での履修が可能な科目であった。このため，記述傾向を辿りやすい。

② 「平成元年版」で公民科の選択必修科目になってからも，履修生徒数が常に相対

多数を占めており（1），学校現場で一定の影響力を保ってきた。

高校での教科書の使用状況は，中学校に比べると，学校や指導者によって差があるこ

とが考えられる。ただ，高校の教科書も主たる教材として位置づけられており，その記

述分析には一定の意味があると考える。

これまでも教科書の分析研究は多く行われてきた。高校の公民科については，公民科

教科書の傾向分析に触れた国立教育研究所の研究報告（1997）や，現行版「倫理」教科

書を中心に「宗教」の扱いを分析した藤原（2011，2017）の研究などがある。しかし，

社会科，公民科の「現代社会」教科書で「宗教」に関する記述を追跡した研究は見当た

らない。本稿では，「宗教」に関する学習の充実を支持する立場から，「現代社会」教科

書における扱いを辿り，「宗教」に公民科教育がどう向き合うかを考える一助としたい。

なお，「宗教」の定義については，前稿と同様，芳賀（2016）のとらえ方を参考にし

て，「宗教とは，人々が人間の力を超えた存在を信じることによって，人生の意味や世

界観を考えたり，行動したりする文化現象」とする。

Ⅰ．分析の視角

本稿では，「昭和53年版」から現行「平成21年版」までの4回の告示に対応する

「現代社会」の検定教科書計60点を調査対象（告示数年後の改訂版は除外）とした（2）。

まず，各告示年版教科書の本文や注記に見られる「宗教」に関する内容項目・記述の特

徴，記述頻度，さらに資料，コラム，学習課題などの紙面構成の特徴とその変遷から記

述傾向を明らかにする。なお，時系列で比較が可能な教科書3点の記述を表 2～表 5に

示した。

―26―



次に，記述傾向の背景を，学習指導要領及び学習指導要領解説（以下，学習指導要領

の教科の解説は，告示年を付記して「○○年版解説」と略記）の記述との相関などをも

とに考察する。考察では，以下のような「現代社会」の性格や変遷に注目する。第一に，

「昭和53年版」の「現代社会」が，「社会と人間に関する基本的な問題」を対象に，「人

間の生き方を考える」とされ，また内容構成や指導方法から「総合的な」性格（3）をもち，

「学び方」を学ぶことを重視した点である（4）。関連して第二に，「現代社会」が道徳教育

の役割を担い，「平成元年版」では「人間としての在り方生き方に関する教育」の充実

を求められた点である。この2点は，「平成21年版」まで受け継がれている。第三に

「平成元年版」から「現代社会」がカリキュラム上，社会科の必修科目から公民科の選

択科目になった点，第四に「平成11年版」から従前の4単位から2単位に半減した点

が，変更点として挙げられる。以上の諸点が，「宗教」の記述に影響したのか否かを検

討する。また，必要に応じて，中学校社会科公民的分野の記述傾向との関連性にも言及

する。

最後に，「現代社会」教科書における「宗教」の扱いを総括し，「平成30年版」で新

設された必修科目「公共」におけるその扱いを展望して，まとめとしたい。

Ⅱ．学習指導要領にみる「宗教」

高等学校学習指導要領の社会科，公民科の「現代社会」において，「宗教」はどのよ

うに扱われてきたのだろうか。表1からは，次の3点が読み取れる。

① 「昭和53年版」（社会科），「平成元年版」（公民科）では「人生における宗教の意

義」，「平成11年版」（公民科）では導入の大項目の中の選択肢「日常生活と宗教の

かかわり」において，「宗教」が取り上げられている。

② 「平成元年版」では，①に加えて，�の「ア．風土と生活」において，世界の多

様な文化の理解に関連づけて「宗教」が扱われる。

③ 「平成21年版」（公民科）では「内容」から「宗教」が消えたが，「内容の取扱い」

の「人種・民族問題」に「文化・宗教の多様性」が示される。

このように，「現代社会」においては，いずれの告示年版でも「宗教」について記載

されているが，「現代社会」の性格やその変遷に着目すると，以下の点も指摘できる。

上記①では，「宗教」が人間の生き方との関連で扱われている。「平成元年版」では，

公民科の目標に「人間としての在り方生き方」の文言が加えられており，「宗教」の扱

われ方は目標とも合致する。ただ，「平成11年版」になると，生活文化の面に力点が置

かれている。「平成11年版」の導入に置かれた「宗教」は，選択課題の1つとされた。

「科目内選択」の採用は，「現代社会」の単位数が半減したためであるが，この結果，選

高等学校の「現代社会」教科書における「宗教」の扱い

―27―



―28―

表
1
学
習
指
導
要
領
の
「
内
容
」・
「
内
容
の
取
扱
い
」
に
み
ら
れ
る
「
宗
教
」

昭
和

53
年
告
示

平
成
元
年
告
示

平
成

11
年
告
示

平
成

21
年
告
示

現
代
社
会
（
4
単
位
，
必
修
）

現
代
社
会
（
4
単
位
，
必
修
選
択
）

現
代
社
会
（

2
単
位
，
必
修
選
択
）

現
代
社
会
（
2
単
位
，
必
修
選
択
）

�
現
代
社
会
の
基
本
的
な
問
題

〇
現
代
と
人
間

・
現
代
社
会
の
成
り
立
ち
と
人
間

生
活

・
人
類
と
環
境

・
人
口
問
題
と
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

〇
現
代
の
経
済
社
会
と
国
民
福
祉

〇
現
代
の
民
主
政
治
と
国
際
社
会

�
現
代
社
会
と
人
間
の
生
き
方

〇
人
間
生
活
に
お
け
る
文
化

・
世
界
の
諸
地
域
の
文
化
と
文
化

交
流

・
日
本
の
生
活
文
化
と
伝
統

・
現
代
の
文
化

〇
青
年
と
自
己
探
究

〇
現
代
に
生
き
る
倫
理

・
真
理
を
求
め
て
思
索
す
る
こ
と

の
意
義

・
よ
く
生
き
る
こ
と
と
生
き
が
い

の
追
求
（
倫
理
的
価
値
と
人
格
，

人
生
に
お
け
る
宗
教
の
意
義
，

芸
術
と
人
生
な
ど
の
観
点
か
ら
）

・
民
主
社
会
の
倫
理
（
生
命
の
尊

重
，
自
由
・
権
利
と
責
任
・
義

務
，
尊
厳
と
平
等
）

�
現
代
社
会
に
お
け
る
人
間
と
文
化

ア
風
土
と
生
活

・
世
界
に
は
…
風
土
や
宗
教
な
ど
に
根
ざ

し
た
多
様
な
文
化
が
存
在
…
理
解
さ
せ

る
…
。

イ
日
本
の
生
活
文
化
と
伝
統

・
日
本
の
生
活
文
化
と
伝
統
を
理
解
さ
せ
…

・
…
人
生
に
お
け
る
宗
教
や
芸
術
の
意
義

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

ウ
現
代
社
会
の
特
質
と
青
年
期
の
課
題

・
…
よ
く
生
き
る
こ
と
と
生
き
が
い
の
追

求
に
つ
い
て
自
覚
を
深
め
さ
せ
る
。

�
環
境
と
人
間
生
活

ア
環
境
と
生
活

イ
環
境
保
全
と
倫
理

�
現
代
の
政
治
・
経
済
と
人
間

ア
地
域
社
会
の
変
化
と
住
民
の
生
活

イ
国
民
福
祉
と
政
府
の
経
済
活
動

ウ
日
本
国
憲
法
と
民
主
政
治

エ
民
主
社
会
の
倫
理

・
…
生
命
の
尊
重
，
自
由
・
権
利
と
責
任
・

義
務
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
…
。

�
国
際
社
会
と
人
類
の
課
題

ア
国
際
政
治
の
変
化

イ
国
際
経
済
の
動
向
と
国
際
協
力

ウ
人
類
の
課
題

�
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
課
題

・
現
代
社
会
の
諸
問
題
か
ら
…
課
題
を

設
け
，
追
究
す
る
学
習
を
通
し
て
，

現
代
社
会
へ
の
関
心
を
高
め
，
い
か

に
生
き
る
か
を
主
体
的
に
考
え
る
こ

と
の
大
切
さ
を
自
覚
さ
せ
る
。

※
地
球
環
境
問
題
，
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

問
題
，
科
学
技
術
と
生
命
，
日
常
生

活
と
宗
教
と
芸
術
の
か
か
わ
り
，
豊

か
な
生
活
と
福
祉
社
会
な
ど
か
ら

2

つ
程
度
選
択
し
，
課
題
追
究
。

�
現
代
の
社
会
と
人
間
と
し
て
在
り
方

生
き
方

ア
現
代
の
社
会
生
活
と
青
年

※
生
涯
に
お
け
る
青
年
期
の
意
義
と
自

己
形
成
の
課
題
に
つ
い
て
は
生
涯
に

わ
た
る
学
習
の
意
義
も
…
。
現
代
社

会
に
お
け
る
青
年
の
生
き
方
に
つ
い

て
は
，
日
本
の
生
活
文
化
や
伝
統
と

の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
…
。

イ
現
代
の
経
済
社
会
と
経
済
活
動
の

在
り
方

ウ
現
代
の
民
主
政
治
と
民
主
社
会
の

倫
理

エ
国
際
社
会
の
動
向
と
日
本
の
果
た

す
べ
き
役
割

�
私
た
ち
の
生
き
る
社
会

・
現
代
社
会
の
諸
課
題
を
扱
う
中
で
，
幸
福
，
正
義
，

公
正
な
ど
…
理
解
さ
せ
…
，
現
代
社
会
に
対
す
る

関
心
を
高
め
，
い
か
に
生
き
る
か
を
主
体
的
に
考

察
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
自
覚
さ
せ
る
。

※「
現
代
社
会
に
お
け
る
諸
課
題
」
と
し
て
は
生
命
，

情
報
，
環
境
な
ど
を
扱
う
こ
と
。

�
現
代
社
会
と
人
間
と
し
て
在
り
方
生
き
方

ア
青
年
期
と
自
己
の
形
成

・
…
自
己
実
現
と
職
業
生
活
，
…
伝
統
や
文
化
に

触
れ
…
。

イ
現
代
の
民
主
政
治
と
政
治
参
加
の
意
義

ウ
個
人
の
尊
重
と
法
の
支
配

エ
現
代
の
経
済
社
会
と
経
済
活
動
の
在
り
方

オ
国
際
社
会
の
動
向
と
日
本
の
果
た
す
べ
き
役
割

※
人
種
・
民
族
問
題
で
文
化
・
宗
教
の
多
様
性
に
も

触
れ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
文
化
な
ど
を
尊
重
す

る
寛
容
の
態
度
を
養
う
こ
と
。

�
共
に
生
き
る
社
会
を
目
指
し
て

・
持
続
可
能
な
社
会
の
形
成
に
参
画
す
る
観
点
か
ら

課
題
を
探
究
す
る
学
習
を
通
し
て
，
現
代
社
会
に

対
す
る
理
解
を
深
め
…
，
現
代
に
生
き
る
人
間
と

し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
…
。

※
個
人
と
社
会
の
関
係
，
社
会
と
社
会
の
関
係
，
現

役
世
代
と
将
来
世
代
の
関
係
の
い
ず
れ
か
に
着
目

さ
せ
る
。

（
注
）
「
内
容
の
取
扱
い
」
は
※
で
示
し
た
。
表
中
の
太
字
，
下
線
は
筆
者
に
よ
る
。



択の仕方によっては「宗教」についてはまとまって学習されない可能性が生じた。

上記②によれば，「平成元年版」では，「宗教」は「�現代社会における人間と文化」

の2か所に記載されている。「平成元年版」では，生き方（「在り方生き方」）を「昭和

53年版」のように独立した大項目にまとめず，4つの大項目（人間と文化，環境，政治・

経済，国際）すべてに関わらせるとした。なかでも人間の「生き方そのものに深くかか

わる」（「昭和53年版解説」，33）とされた文化は，一層重視されて，最初の大項目に位

置づけられた。人間の精神的文化の1つである「宗教」は，「ア 風土と生活」では世

界の文化学習の中で扱われ，他方，人生における意義を考えさせる学習は，「ア」と対

をなす「イ 日本の生活文化と伝統」の中で扱われることになった。

上記③については，「現代社会」の単位数が削減された「平成11年版」を継承して，

「宗教」の扱いが後退したかにみえる。ただ，その一方で，国際社会における「文化や

宗教の多様性」が新たな視点として示されたと理解することもできる（5）。さらに，「平

成21年版」では，新たな導入単元で「生命，情報，環境」など現代社会の諸課題をと

らえる枠組みとして「幸福，正義，公正」といった価値概念を理解させるとした。次の

大項目以降では「人間としての在り方生き方」に結びつけ，これらの価値概念を活用さ

せるとしたが，「宗教」の扱いは「平成21年版」からは読みとれない。

そこで，次節では，教科書の記述傾向について各告示年版を追って確認していく。

Ⅲ．各告示年版教科書にみる「宗教」

各告示年版に共通して，ほとんどの教科書が憲法と基本的人権に関する単元で，自由

権としての信教の自由について記述している。学習指導要領，同解説には表記はなく，

記述傾向にも大きな変化はない。そこで，本稿の表では，紙幅の関係でこの点を省き，

以下の本文でも，信教の自由を除いた内容について，記述傾向を調査することにした。

�昭和53年版�（以下，��は当該告示年版の教科書を示す） 16社21点全てがA5

版で，ページ数は250～300頁程度である。

①「宗教」は「よく生きる」「いきがい」の単元で，キリスト教，仏教を例に記述される。

この単元は「青年期」の単元に併設され（19点），人生における価値の選択を伴う生

き方を扱い，その中で「職業」，「芸術」とともに「宗教」が記述される（20点）。約半

数は「よく生きる」ための倫理的価値，多くは真・善・美・聖について解説する。

「人生における宗教の意義」の記述の特徴はほぼ共通する。すなわち，表 2「第一版」

などにあるように，人間が死や絶望感，無力感を契機に「自己の有限性に気づき，神や

仏などの永遠なものを通して人生や世界の意味を考える」ことに集約される（19点）。

高等学校の「現代社会」教科書における「宗教」の扱い
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そのうえで，キリスト教と仏教（初期仏教）を取り上げ，宗教名か「原罪」「無常」「愛」

「慈悲」などのキーワードを小見出しに出して教義を解説している（19点）。

なかには，キリスト教の「原罪」を「人間のエゴイズム」と記したり（表2「東書版」

など3点），仏教の「我執」を念頭に「自分たちの小さな考えから離れられない『宗教

的な罪』」を指摘するなど，人生や世界の意味を考える視点を明確にした記述もある。

ただ，全体として，各宗教の創始者の略伝や教義の説明的記述に終始したものが多い。

さらに，「宗教と現代」といった小見出しで，現代社会や現代人にとっての「宗教」

の意義に言及し（7点），近代文明に生きる私たちの傲慢さに警鐘を鳴らす記述もある。

「宗教」の独善的な動きなどに触れた教科書は少ない（4点）。

②「宗教」は，世界各地の文化や日本の生活文化・伝統の単元でも記述される。

他方で，全点が「人間生活における文化」の単元でも「宗教」を取り上げている。

「世界の文化」は，地誌的方法，文化交流を中心とした歴史的方法，狩猟，農耕，牧畜，

遊牧からの人類学的方法などにより多様に記述される。「宗教」の記述も，衣食住と関

連づけて三大宗教やアニミズムを紹介したり，農耕世界の仏教と牧畜世界のキリスト教

といった生業と宗教の関連を述べたりと多彩である。和辻哲郎の『風土』を紹介する教

科書（表2「東書版」など3点）もあり，全体に風土論的記述が読みとれる。

「日本の生活文化と伝統」の項では，約半数が日本の衣食住を詳述する一方で，ほと

んどが正月や盂蘭盆会などの年中行事，七五三や成人式などの通過儀礼を取り上げ（18

点），これらが神々の信仰や仏教などと不可分の宗教的性格を有することを述べている。

他方，日本の宗教や日本人の心性について，「八百万神」の信仰，「神道」，古代日本人

の「清き明き心」，鎌倉仏教の特徴や「神仏習合」などの明記は少ない（各4点）。

また，ほぼ全点が日本の伝統文化と「宗教」との関連付けに，モンスーン，湿潤な気

候，稲作農耕などのワードを使った風土論的な記述を展開する（19点）。さきの「世界

（欧米）の文化」との比較も可能となり，「日本では唯一神信仰が形成されず，他の文化

に寛容であった」（表2「清水A版」）といった記述も見られた（6点）。

③「学び方」を学ぶ内容構成の工夫はほとんどなく，「宗教」は規範的に記述される。

「学び方」の視点や方法は，ほとんど読みとれない。一部（「学研版」など）を除いて，

各章・節に学びを誘う問いかけ文もなく，個別的，一般的な知識の説明的な記述に終始

している。しかも，「仏陀の教えは今日においても不滅の真理として人びとの心に生き

つづけている」（「清水B版」）といった規範的な記述が多い（13点）。

掲載資料も，「世界宗教分布図」（10点），「マタイ福音書」や「スッタニパータ」の

一節（6点）はあるが，これらを活用した課題の設定はほとんどない。年中行事と風土

などとの関わりを探究させるページのある表 2「第一版」は稀有な例である。また，多

くの教科書に章末問題（学習課題）が設定され，「宗教の人生における意味」を考え話
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高等学校の「現代社会」教科書における「宗教」の扱い
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表2 �昭和53年版�「現代社会」に見る「宗教」の主な記述

東書版 第一版 清水A版

第2部 現代社会と人間の生き方

第4章 文化と青年

1 文化の創造

� 世界の諸地域の文化と文化交

流

資料「文化の類型：和辻の『風土』，

梅棹の『文明の生態史観』」

�文化の多様性�「三大宗教」「ほ

かにも世界の各地で，様々な神が

信仰…」

� 日本の伝統文化［12頁分］

資料「（図版・解説）四季の祭り

（田植え）」「（図版）飛鳥の里」

�生活文化�「…日本の祭りは…そ

こには祖先の霊や神々に対する信

仰が示されており…」

�古代人の心�「清き明き心」「和」

�中世人の心�「親鸞，道元，日蓮

などの偉大な仏教者…心や行が純

化…」

第5章 現代に生きる倫理

1 思索と真理

2 青年と人生

� 愛について

�エロスとアガペー��慈悲と仁�

� 宗教について［5頁分］

資料「世界の宗教分布図」

�宗教的な心�「…人生のむなしさ…。

…わたしたちは有限なものである

ことを自覚するとき，人間をこえ

た永遠なものを求めないではいら

れない…。これが人間の宗教的な

心…。宗教的な心はすべての人間

がもっているもの，あるいは自覚

的にもたなければならない…。」

�日本人と宗教心�「宗教には…危

険な一面が…。しかし，…世界宗

教として多くの人をひきつけてき

た宗教には，人生への深い理解が

あり，そこには学ぶべきものがあ

るといってよい…。…日本人も日

本人なりに，神や仏や天に，自然

に，有限な人間をこえるものをと

らえてきた。」

�原罪と救い�「キリスト教では，

神の意志に従わずに自己中心的に

生きるエゴイズムを罪とよんでい

る。」「福音」「隣人を愛する」

�無常のことわり�「エゴイズム

（我執）…を克服し，慈悲の精神

にたって生きることができるよう

になる。それは死へのおののきを

こえた理想の境地であり，人生最

高の目的であるといえよう。」

�イスラム教（コラム）�

◎現代社会と人間の生きかた

第1章 人間生活における文化

2 日本の生活文化

資料「二十四節気表」「（図版）祇

園祭り，大田植え，神楽」

�日本の年中行事�「家庭や地域社

会でみられる行事を調べ，その歴

史や行事のもっている意味を考え

てみよう」

�年中行事の特色�「日本の年中行

事をささえてきたひとつの力とし

て，日本古来の信仰がある。『祭

る』ということばは，…『神に奉

仕する』という意味…」

［（コラム 1頁分）盆踊り：仏教

化された儀礼・娯楽…仏教だけの

独占的行事ではなかった］

�日本の伝統美�「明き浄き直き誠

の心」「清明心」

［探究 日本人の生活や文化の特

性］（2頁分）「（資料あり）わた

したちの外人（ママ）に対する意

識を考えてみよう」「（年間行事表）

わが国のおもな年中行事と祝祭日

は，わが国の歴史や風土などとど

うかかわっているか」

第3章 現代に生きる倫理

3 宗教と芸術［5頁，宗教は 3

頁分］

資料「新約聖書」「仏教聖典」

�有限性の自覚�「人間にとって，

自分の有限性の自覚をもつこと，

人間をこえた存在（絶対者）から

のよびかけを感じ，そのよびかけ

に応じて生きようとすることは，

けっして無意味なことではない。…

宗教とは，…人間が人間をこえた

存在に対して心をひらき，そのよ

びかけにこたえて生きようとする

ところにうまれてくる…」�隣人

愛と悟り�「キリスト教」「仏教」

「諸行無常，諸法無我」�宗教の意

味�「キリスト教，仏教…小さな

自己を捨てたところで，新しい生

き方（新生）の喜びをあたえられ

る点は共通…。人間は小さな自己

の思いにとざされ，所有欲や名誉

欲にとらわれて，…。宗教の意味

は，そうしたとらわれの生活から

人間を解放して，人生の意味や人

間どうしのつながりについて，新

しい感じ方や考えかたをよびさま

す…」

第2編 現代社会における人間の

生きかた

第1章 現代生活と文化

2 日本の伝統的な生活文化［17

頁分］

� 日本文化の特色

�情感的な生きかた�「ヨーロッパ

人の理知的・合理的な生きかた…，

日本人の生活や文化が情感的で，…

心によって通じ合う…風土の影響

によるところも大きい」�自然と

の和合��文化の融合�「唯一神を

もたなかった日本文化は，他の文

化に対して寛容…」

� 生涯における人生儀礼

資料「（図版）生涯における人生

儀礼」

�すこやかな成長を願う儀礼�「宮

参りは…氏神へお参りする」�死

者のとむらい�「年忌がなされ，

33回忌をもって終わり…。死者

は神になり，祖霊となる」

� 年中行事と祭り

�稲作儀礼と正月�「年神を迎える」

�節分��雛節供と端午の節供�

�彼岸�「もともとは仏教行事では

なくて，先祖の霊を迎える日」

�盆�「先祖祭りに仏教が結びつき，

こんにちみられるような…」�霜

月の祭り�「新嘗祭」�神と祭り�

「日本人は，古代からさまざまな

神を祀った。…これらの神を招き

迎えてなごませる…」

第3章 現代に生きる倫理

2 生きがいの追求

� 人間であることのあかし

� 安心と幸福を求めて［宗教は

3頁分］

資料「スッタニパータ，マタイ福

音書より」

�有限の自覚�「親鸞」�宗教の成

立�「宗教というものが成立して

きたのも，こうした人間の有限な

いしはかなさの自覚による…。」

「キリスト教…罪（現在）を自覚

し，神の愛を信じる…。仏教…苦

しみの世界からのがれて安らぎの

世界にいたるには，欲をおこさず

正しい道をおこなう」「慈悲」「ア

ガペーの愛」

�人間らしい幸福の追求�

「真・善・美・宗教的愛は，個人

的好き嫌いとは無関係に，誰でも

が『よきもの』として承認し，実

現すべき価値…。こうした価値を…

実現していくことは，人間らしい

幸福，人間らしい生きがいといえ

るのではなかろうか。」



し合う課題はあるが（7点），学習成果の活かし方や学び方に触れた指示やヒントがない。

そこで，以上の記述傾向の背景について考察していく。第一は，「現代社会」が取り

上げる生き方との関わりである。上記①は，「昭和53年版」の大項目「現代に生きる倫

理」にある「よく生きることと生きがいの追求」を反映している。また，上記②は「昭

和53年版」に記載はないが，「昭和53年版解説」（以下，「同解説」）にある「人間生活

における文化」の項で，「人間の生き方の基盤となる」「信仰」が例示されており，これ

を反映している。「宗教」は，生き方を考えさせる「現代社会」の趣旨に沿って位置づ

けられている。また，「現代社会」で「宗教」が記述されることは，新科目創設ととも

に中高の科目間の一貫性を図るために，抽象度の高い「宗教」などが中学校社会科公民

的分野の社会単元から高校に移された経緯のなかで理解される（三木：2017，31）。「同

解説」（18，41）では，現代社会の生き方を考えさせるという倫理的側面の指導は，高

校生の発達段階でこそ適切であると記しており，「現代社会」が担う道徳教育の役割と

も深く関わる。

第二は，「人生における宗教の意義」の記述の位置づけについてである。これも，「同

解説」では，「仏教やキリスト教などから指導事項を取り上げ，それを手掛かりにして

考えさせる」とあり，上記①の記述傾向はこれを反映している。「平成11年版」の「倫

理」教科書を中心に分析した藤原は，仏教やキリスト教の教義の一部が事実のように扱

われ，規範的に記述される問題点の原因が「先哲を手掛かりに学ぶ」とする学習指導要

領の方針にある，と指摘した（2011：4�11，22�30）。この指摘は，「先哲」という語を

除けば，「現代社会」にも当てはまるのである。しかし，上記①③の記述傾向に見るよ

うに，ほとんどの教科書の記述が各宗教の概論，一般的，規範的な知識の羅列であり，

「学び方」を学び，生き方を考えるという科目のねらいの達成は難しいと考えられる。

なお，上記②では，日本の「宗教」について，日本の生活文化や伝統では神や仏

（「神仏習合」）が共同体とともにある面が強調された。山折は風土論的な視点でキリス

ト教などを「信じる宗教」，日本の「宗教」を「感じる宗教」ととらえている（2008：

360�364）。この分類でいえば，「人生における宗教の意義」の教科書記述は前者に力点

が置かれており，日本の「宗教」の理解には課題を残したといえる。

第三は，「現代社会」の総合的な性格との関わりについてである。「現代社会」の新設

とともに，選択科目である「地理」，「世界史」等との内容の差別化が求められた。とく

に上記②のように，「世界の文化」の単元では，「宗教」が風土論的に多彩に記述された

が，各社が扱いに苦慮しているように窺える。「同解説」では，人間の生き方を考える

うえで文化を重視し，文化の多様性と普遍性に気づかせるとしたが，その内容やねらい

は地理や世界史との関連性が強い。事実，「昭和53年版」の「世界史」では，前近代の

世界各地をヨーロッパ，西アジア，東アジアなどの文化圏としてとらえ，「宗教」を含
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む風土と生活に即した文化圏学習を示した。教科書の多彩な記述は，当該単元における

「現代社会」の「宗教」の位置づけを定めにくい科目の性格が反映していると考えられる。

�平成元年版� 初の改訂版は11社11点で全社B5版の大判となり，分量は190頁前

後と圧縮された。「宗教」は，大項目「現代社会における人間と生活」で記述される。

①和辻の『風土』をもとに文化の多様性が語られるが，「宗教」への言及には差がある。

「風土と生活」の項では，世界各地の文化類型が紹介され，従前よりも和辻哲郎の

『風土』を取り上げるものが増える（7点）。ただ，『風土』の記載は風土と文化の相関

に着目させる契機であって，文化の多様性，異文化理解の大切さに説きすすむ傾向が読

みとれる。また，一部は風土論をもとに今日の環境破壊の問題に言及したり（4点），

環境決定論を戒める記述もある（「帝国版」「学研版」）。

「宗教」の記述については，一方では表 3の「東書版」のように，三大世界宗教であ

るキリスト教，仏教，イスラム教の創始者，教義の基本，聖典あるいは儀礼や食の規制

などが説明的に記述される（5点）。他方では表 3の「清水版」「第一版」のように全く

記述されない場合もある（3点）。「宗教」が登場する場合，異文化理解と関連づけて，

「世界の文化，民族を考えるとき…。…異なる民族の宗教を無視するような言動は，厳

につつしまなければなりません。」（「山川版」）のように規範的に記述される。

②人生における「宗教」は，「日本の文化・伝統」か「現代社会と青年」で記述される。

「日本の生活文化と伝統」（以下，「日本の文化・伝統」）の項では，従前と同様に，伝

統的な衣食住（6点），年中行事や通過儀礼の宗教的性格（5点），日本文化の重層性，

日本の神々（神道の記載は2点）と仏教の共存（神仏融合）（5点）が記述される。ま

た，風土論の視点から，「自然現象や生命の活動の中に神の姿を感じ信仰の対象にした」

（「一橋版」）といった記述や，伝来した仏教が日本人の心性に「草木国土悉皆成仏」の

思想として根づく点から，現代の環境問題にも注目させる記述（「東学版」）も見られた。

ただ，新設された「環境と人間生活」には「宗教」に関する記述はほとんどない。

「人生における宗教の意義」については，約半数が「日本の文化・伝統」の項で，こ

れを受け継ぐ現代日本人の生き方に触れて記述する。七五三など通過儀礼の隆盛の要因

を，「一生のサイクルを無事に通過することを，人の力以上のものの働きとする考えが

あるからか」と提起したり（「学研版」），他宗教に寛容な日本人を「信教の自由の認識

があいまい」（「実教版」）などと課題も指摘する。他方の半数は「現代社会の特質と青

年期の課題」（以下，「現代社会と青年」）などの別項のなかで，表 3「東書版」のよう

に，個としての人間の生き方に力点をおいて記述する。しかし，全体として，従前のよ

うに，人間の有限性から「宗教」の意義を説いたり，キリスト教の「愛」，仏教の「慈

悲」などの教義に触れる記述が減少した（各4点）。イエスやブッダの言葉などを紹介

高等学校の「現代社会」教科書における「宗教」の扱い
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表3 �平成元年版�「現代社会」に見る「宗教」の主な記述

東書版 第一版 清水A版

第2章 人間と文化

1 風土と文化

2 文化の多様性

�風土と文化�「さばく，牧場，

季節風」�文化の多様性�「衣服

や食事，住居の慣習・作法やあ

るいは人々の信仰する神々や道

徳的な考え方においても，また

それぞれの風土や歴史に応じて

さまざま…」

3 世界の諸宗教［2頁分］

資料「世界の宗教分布図」「（図

版）それぞれの宗教の儀礼」

�三大世界宗教��キリスト教�

�仏教�「人間に限らず，生きと

し生けるものすべての救いとし

て説かれている」�イスラム教�

�独自な宗教活動�「ユダヤ教，

ヒンドゥー教，ラマ教，唯一絶

対の究極的な神を持たない日本

の神道など…」

2 日本の伝統と文化

1 日本人のものの考え方［2頁］

�結婚することになりました�

�「おのずから」の働き�「…『古

事記』…「次々と成り行くいきお

い」という日本人の発想の原型

が…」「…キリスト教の神のよ

うな創造神によってつくられた

ものでもなく，…自然の「おの

ずから」なる働き…」

2 伝統的宗教・倫理観［2頁］

�神のとらえ方�「八百万神…キ

リスト教で説くような唯一絶対

の究極的な神は登場しておらず，

…新しい異質な宗教・文化が…

比較的容易に受け入れられ…」

�伝統的倫理観�「清き明き心」

「はらいやみそぎ」

4 外来文化の受容のしかた

�心や行の純化�「法然・親鸞，

道元，日蓮…単純な行や信へ…。」

第3章 現代社会と青年

4 よりよく生きることを求めて

1 思索することの意義

2 科学的な見方と哲学的な見

方

4 宗教と芸術［2頁，宗教は1

頁分］

資料「（統計）信じているもの

（NHK世論調査）」

�宗教的な心�「人間は有限で無

力な存在だ…。特に死を思うと

き…痛切に感じられる。…世界

宗教は永遠的なものをさし示す

ことによって多くの人々に生き

る希望を与えてきた。」

第5章 国際社会と人類の課題

4 地球の住み心地

4 民族問題と地域紛争［2頁分］

第1章 現代社会における人間と文

化

2 日本の生活文化と伝統

①日本文化の形成

資料「（図版）晴れ着，おせち料理」

�日本の衣食住��日本の年中行事�

�年中行事の特色�「日本の年中行事

をささえてきたひとつの力として，

日本古来の信仰がある。『祭る』と

いうことばは，…『神に奉仕する』

という意味…。…どんな意味がひそ

んでいるかを考えながら，年中行事

の奥にあるものを掘りおこしてみよ

う。」［（テーマ3 1頁分）［通過儀

礼］なぜおこなうのか］

②日本人のものの見方・考え方

�日本の伝統美�「日本人は外来思想

を受け入れ…，儒教からは政治的道

徳を，仏教からは死生観を学び…」

「明き浄き直き誠の心」「清明心」

③宗教と芸術［5頁（「テーマ4」を

含む）］

資料「イエス：略伝と『新約聖書』

の一節」「仏陀：略伝と『スッタニ

パータ』の一節」

�有限性の自覚�「広大な世界に対面

する，…死に直面したとき…」「自

分の有限性の自覚をもつこと，…無

意味なことではない。…宗教とは，…

人間が人間をこえた存在に対して心

をひらき，そのよびかけにこたえて

生きよう…」

�隣人愛の宗教��悟りの宗教�
［テーマ4 日常語となった仏教語］

（2頁）「宗教の意味：小さな自己を

捨てたところで，新しい生き方（新

生）の喜びをあたえられる…」

［テーマ5 愛の諸相］（1頁）

資料「（図版）マザー�テレサ」「エ

ロース」「アガペー」「慈悲」

3 世界の諸地域の文化と文化交流

②多様な文化

資料「（図版）乾燥地帯の土壁住居，

インドネシア東部の穀倉」「美意識

の違い」

�文化と風土�（衣食住）「イギリス

の文化…イギリス国教会の儀式や習

慣」「中国の文化…仏教や儒教」「サ

ウジアラビアの文化…イスラム教」

［テーマ 6 和辻哲郎の文化類型］

（1頁），［テーマ7 宗教と人々

イスラムの場合 『コーラン』に

ある食べ物，利息，断食］

第4章 国際社会と人類の課題

3 人類の課題

③人種・民族問題［2頁］�さまざ

まな人種と民族�「…おたがいに異

なる文化や宗教を尊重し，民族や人

種に対する偏見や差別をなくすこと

がたいせつである。」

第1章 風土と文化の伝統

第2節 日本の生活文化と伝統

②日本の伝統的な生活文化［2頁

分］

�食の伝統��衣服の伝統��住居

の伝統��神と祭り�「日本人は，

古代からさまざまな神を祀った。…

祖霊を中心に氏神や屋敷神は幸せ

をもたらす和魂として…。」「祭り

は，これらの神を招き迎えて，な

ごませる…」

③さまざまな伝統行事と儀礼［2

頁］

資料「（図版）水稲耕作をもとに

行われる年中行事」「（図版）通過

儀礼」

�正月�「年中行事…稲を育てて収

穫するまでの各段階の信仰儀礼を

もとにしている。」�雛の節句と端

午の節句��盆�「先祖祭りに仏教

が結びついて，…」�すこやかな

成長を願う儀礼�「氏神にお参り

する宮参り」�成年・成女式�「…

氏神の祭でも神役をつとめること

ができた…」�死者の弔い�「…33

回忌で終わり…。死者は神になり，

祖霊となる」

第2章 現代社会に生きる私たち

第3節 人間性の自覚

②原罪とキリスト教［2頁］

資料「イエスの略伝」「マタイ福

音書の一節」

�有限の自覚�「…病気や不慮の災

害，さまざまな失敗など，いろい

ろな壁にぶつからないわけにはい

かない。…それだけに人間は，現

実の自己や人間，自然界をも超え

ているもの，永遠なるものに強く

あこがれるのである。…宗教とい

うものが成立してきたのも，こう

した人間の有限性やはかなさの自

覚によるといえよう。」�原罪と救

い�「原罪は，つねに自己中心的

な生き方をしようと…私たち…の

心の中に巣くっている…。…信仰

によってのみ，神の愛が示されて，

原罪が許され…」�アガペーの実

践�
③一切皆苦と仏教［2頁］

資料「ブッダの略伝」「ブッダの

ことば」

�一切皆苦��常なきもの�「無常・

無我」「ほんらい思いどおりにな

らないはずのこの世にありながら，

あれもこれもと思い通りに生きた

いと願う，この自己矛盾した欲望

こそ，人生の苦しみ…」�生きと

し生けるものへの愛�
③人間の道徳的自覚と儒教［2頁］

資料「孔子の略伝」「孔子のこと

ば」



する資料も「世界宗教分布図」も少ない（各3点）。宗教名すら明記されない教科書も

あった。「宗教と現代」などの小見出しもほとんどない（1点）。

③「学び方」を意識した工夫が見られるが，「宗教」を扱うものは少ない。

当該版のレイアウトは，見開きページで完結する構成，各節や見開きページの問いか

け文の設定（7点），図版の豊富な掲載など，従前とは様変わりした。「宗教」に関連し

ては，「日本ではロケットの打ち上げ成功を祈ってお祓いをしたりするという。これは

いったいどういうことか」（「三省堂版」），「なぜ人は神を信じるのか」といった問いか

けから，学習過程を想定した本文構成や記述を工夫する例が登場した。

一方で，現代社会の諸課題を資料とともに提示し，ディベート，話し合いや調べ活動

などをさせる「学び方」を意識した特設ページを設ける教科書も出てきた（6点）。課

題例には，18歳選挙権，未来のエネルギーシステム，豊かな高校生活などが挙げられ

たが，こうしたページに「宗教」の記述はほとんど見られない。

そこで，以上の記述傾向の背景について考察していく。第一は，社会科から公民科へ

の移行の影響である。前述の通り，「平成元年版」では倫理的内容を束ねる大項目はな

くなったが，「宗教」は「現代における人間と生活」の中項目「風土と生活」，「日本の

生活文化と伝統」，「現代社会と青年」で扱われる。上記①，②の記述傾向からは，内容

項目には大きな変化は見られない。これは，社会科から公民科に移行しても，「現代社

会」における「宗教」が「現代の社会と人間」の枠組みで扱われる基本的な構成に変わ

りがないためと考えられる。「風土と生活」では，世界各地の文化が地誌的に記述され

る教科書もあり，地理歴史科との棲み分けがやや曖昧な点も従前と変わらない。

第二は，「人間としての在り方生き方に関する教育」との関連についてである。上記

①，②でみられた，三大世界宗教の記述の減少は，各社が判型の大型化，ページ減のな

かで，記述内容をいずれかの中項目にまとめた影響もあるが，「平成元年版解説」（以下，

「同解説」）の記載変更の影響も大きい。「人生における宗教の意義」に関連して，「同解

説」からは，「昭和53年版解説」にあった「仏教，キリスト教などを手掛かりに」，「人

間の有限性を自覚し人間の力を超えた存在から」「生きる意味を考える」といった表現

が消えた。これには，同じ公民科の「倫理」との棲み分けの意図が窺える。

「同解説」に基づけば，「宗教」の意義は芸術などと同列に精神的な豊かさを得る，と

いった程度の記述でよいことになり，教義に立ち入る必要もなくなる。よって，「平成

元年版」の「現代社会」において，とくに指導が求められる「人間としての在り方生き

方に関する教育」も，「宗教」との関連では具体的な指導が難しい。「現代社会」では，

人間として在り方生き方を考える力を養うに当たって，「これらについて深く思索した

先人たちの考え方を手掛かりに」，「適切な文学作品を利用したり」といった方法を提示

している（「同解説」，44）。「宗教」の記述傾向は，「倫理的な内容の知識なくて，人間

高等学校の「現代社会」教科書における「宗教」の扱い
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としての在り方生き方を問うことは空虚」という斎藤の指摘（1991，308）が当てはま

る。従前には若干は見られた「出家とその弟子（倉田百三）」（「教出版」）などの作品掲

載も少ないなか，「人間としての在り方生き方」を考えさせるのは難しい。また，上記

③で示した，コラムに「学び方」を意識した特設ページの設定には「人間としての在り

方生き方」を考えさせる意図が窺えるが，ここでも「宗教」の記述は皆無であった。

第三は，「人生における宗教の意義」の記述の位置づけである。「平成元年版」では，

「人生における宗教の意義」は「日本の伝統・文化」に位置づけられたが，上記②でみ

た通り，教科書では別項の「現代社会と青年」でも半数が記述された。記述箇所が学習

指導要領と一致しない理由として，「平成元年版解説」の「日本の伝統・文化」におけ

る記載に問題があると考える。「同解説」では，前半部で日本人の精神生活について考

えさせることを強調する。その一方で「人生における宗教の意義」については，後半部

で「宗教，芸術，思想などが生活と精神の豊かさを育てることについて理解させ，その

上に立って現代社会における人間としての在り方生き方について考えさせる」（「同解説」，

18）と抽象的に記述される。これが，「日本の伝統・文化」の前半部との関連性をやや

不明確にしている。従前と同様，「宗教」の位置づけの曖昧さがあると考える。

�平成 11年版� 再度の改訂版は12社16点と増加した。判型はB5版が主流で，本

文ページ数は単位数半減に対応して従前より30�40頁少ない150�160頁前後となった。

この結果，従前の教科書で「宗教」が記述されてきた世界の文化の単元が消えた。

①「宗教」の記述は，課題追究型学習の導入単元に集中し，冠婚葬祭や年中行事の宗

教的性格，日本人の宗教意識を中心に扱っている。

新たな導入単元では，「日常生活と宗教・芸術とのかかわり」を4～6頁で扱う。「宗

教」の記述は，約半数で芸術とは別立てとされた。ほぼ全てが課題追究型学習の形式を

とり，「宗教は私たちの生活とどのようにかかわっているか」などと問いかけ，本文は

これに対応して記述され，関連資料も配される。また，ほぼ全てが，課題追究の学習過

程，調査，発表の方法など「学び方」のスキルをこの導入単元で解説，例示する。

記述内容では，従前のような，日本の冠婚葬祭の多宗教的性格（10点），年中行事の

宗教的性格（10点）に加えて，「宗教を信じる日本人は少ない」，「日本人は他宗教に寛

容である」といった日本人の宗教意識に触れるものも多い（11点）。これらは，日本人

の宗教意識の特徴から，年中行事などの宗教的性格へと結びつけて記述される（6点）。

これに対して，三大世界宗教の教義に触れるものは少数で（5点），しかも概略の紹

介に留まる。「宗教」の意義については，従前と同様に「人生の生きる力」などと表現

されるが（11点），仏教やキリスト教の教義に関連づけた記述はなく，全体に扱いが軽

い。そのなかで，高史明，星野富弘が絶望の淵で宗教と出会い，生きる力を与えられた
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体験を紹介し，同様の体験者へのインタビューを追究課題とした教科書（「教出版」）は

異色である。他にも，自宅で行われてきた結婚式が高度経済成長期にブライダル産業が

演出した宗教儀式に変質する過程を追跡し，日本の宗教的伝統に気づかせる例がある

（「実教B版」）。「迷信・俗信」として「こっくりさん」「丙午」を紹介し，信仰や宗教

に関する学習につなげる例もある（「三省堂版」，「曜日と迷信」をテーマにした「数研

B版」）。

また，ほとんどの教科書は，本文最後か脚注を利用して追究課題例を掲載する（13

点）。「身の回りの宗教的な行事や物事を挙げる」（5点），「習慣や祭，祝日の宗教的意

味を調べる」（表 4「第一A版」など5点）などが代表例であり，これらは本文の内容

と対応していることが窺える。さらに，�平成11年版�の特徴として，「宗教」の社会

的影響として，貧困救済などの社会活動に触れる記述がある（4点）一方で，排他的，

狂信的な動きや，一般市民を巻き込む反社会的な動きに触れた記述が多い（8点）。「宗

教と犯罪」という小見出しを立てた教科書もある（「一橋版」）。少数だが，「カルト」（3

点），「オウム真理教」（脚注1点），「地下鉄サリン事件」（3点，うち写真2点）なども

登場する。

②生命倫理と「宗教」の関連も若干記述されるが，人種・民族問題の扱いは少ない。

①以外に導入単元では，「科学技術と生命」に「宗教」に関する記述が散見される（4

点）。表 4「東書版」の課題例では，臓器移植の問題で，日本で脳死移植が少ない理由

を，死生観や宗教観などを参考に考えさせるが，ヒントはない。また，「人の生命は

『授かりもの』『天命』であり，死は『浄土への旅立ち』『天国へ召されること』などと

考える人びともいる。」（「東学版」）と本文で明確に記述するものもある。

導入単元以外での記述箇所は限られる。表 4「東書版」では，「よりよく生きる」の節

に，アガペーや慈悲，仏教の受容や日本的儒教などを記述しているが，これは稀有な例

である。この他に，少数だが単元「現代社会と青年」の「国際化」の項で三大世界宗教

や日本の年中行事が（2点），「日本の生活文化と伝統」の項でも年中行事などが記述さ

れる（2点）。「法と規範」では，規範の例として宗教が記述されることはほとんどない。

人種・民族問題については，全ての教科書で項目立てされたが，問題の背景として

「宗教のちがい」を記述したのは表 4「清水 A版」など6点あるが，記述に具体性はな

い。「民族，宗教と私たち」の項を置き，民族のアイデンティティと関連がある言語，

文化・習慣などに「宗教」を加えて記述する教科書がある程度である（「桐原版」）。

そこで，以上の記述傾向の背景を，とくに単位数半減の変化を踏まえて，考察してい

く。 第一は，導入単元における「宗教」の扱いについてである。本単元は，学習の動

機付けや「学び方」の習得を全面に打ち出し，現代社会の諸課題を選択して倫理，社会，

文化，政治，経済などから多面的・多角的に追究させ，いかに生きるかを主体的に考え

高等学校の「現代社会」教科書における「宗教」の扱い
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表4 �平成11年版�「現代社会」に見る「宗教」の主な記述

東書版 第一A版 清水A版

第1部 現代に生きるわたしたち

の課題

調べよう・考えよう③ 科学技術

の発達と生命

［課題例］「日本では脳死による移

植は少なく，臓器提供意思表示カー

ドの普及も進んでいないのはなぜ

か。死生観，宗教観，家族観，日

本医療体制，臓器移植法を参考に…」

調べよう・考えよう④ 日常生活

と宗教や芸術とのかかわり［宗教

部分は5頁半］

�宗教と人生�資料「（図版）立石

寺のムカサリ絵馬，菩提車，統計：

日本人の宗教心，世界の宗教分布

図」「（図版）宗教と礼拝（1頁分）」

「ムカサリ絵馬」「結婚式を無宗教

でする人はそれほど多くないし，葬

式や墓参りには宗教を意識する…。」

�生活のなかの宗教�「年中行事も

通過儀礼も宗教的な意味をもつも

のがほとんどであった。…」

�宗教とは何か�「古代…自然の恵

みを豊かに得られるように，災害や

病気から逃れられるように願った」

�今日の宗教�「…今日の科学や技

術をもってしても，わからないこ

と，どうにもならないこと…。人

間の一生は変わっていない。…人

間の有限性に直面したときに，考

え方や生き方を指し示すものの一

つが宗教…」�三大世界宗教�
第2部 現代の社会と人間

第1章 現代の社会生活と青年

3 よりよく生きることを求めて

1 よく生きるということ

�愛の教え�「アガペー」「慈悲」

「仁」

4 日本人のものの考え方［2頁

分］資料「古事記」

�「おのずから」の働き�「わたし

たちのこの世界は，キリスト教の

神のような創造神によってつくら

れたのでもなく，…まさに自然の

『おのずから』なる働き…。」�神

のとらえ方�「八百万神…そこに

はキリスト教で説くような唯一絶

対の究極的な神は登場してこない。

…新しい異質な宗教・文化が…比

較的容易に受け入れ共存させ重層

させ得た…」�伝統的倫理観�「清

き明き心」「はらいやみそぎ」

5 外来文化の受容と日本の伝統

思想 �仏教思想の受容�「法然・

親鸞，道元，日蓮…単純な行や信

へ…。�日本的儒教と国学�「儒教，

伊藤仁斎，本居宣長」�コラム（1

頁）年中行事と通過儀礼》資料

「（図版）仏式結婚式，なまはげ，

ほか」

第4章 国際社会と人類の課題

4 国際社会の課題

3 民族問題と紛争［2頁分］

第1編 現代に生きる私たちの課

題 ③私たちの生活と宗教や芸術

［宗教は5頁半］資料「（図版）日

本の神前結婚式，キリスト教のミ

サ，砂漠で祈るムスリム」

ポイント「私たちはどのような場

面で宗教とかかわっているだろう

か。他の国の人々と比較して，文

化の違う事例をあげてみよう。」

�日常生活と宗教�「世界宗教や民

族宗教」「日本では，ご利益があ

れば，宗教・宗派の別なく，さま

ざまな寺院や神社にお参りし，願

掛けをする。…初詣…墓参り」「…

年中行事や冠婚葬祭，通過儀礼…

のなかには，宗教的な由来をもつ

ものが多い。」「…日本人は宗教に

対して寛容であるが，…宗教的信

念をもたず，宗教のもつ厳しい一

面をよく理解していないのではな

いかという批判もある。」�宗教と

私たちの生き方�「世界の諸地域

に見られる宗教と人間の深い結び

つきに接して，カルチャー・ショッ

クを受けることがある。」「…私た

ちの日常生活では，病気や災害…

不安や苦悩を生み出す要因が数多

くある。また，死は誰にでも訪れ

る。宗教は，…心の安らぎを与え

てくれる。…人間をこえた大いな

る存在を信じ，それにふれる道を

示し，…私たちに生きることの意

味を考えるヒントを与えてくれる。」

［5ケーススタディ 年中行事に

ついて考えてみよう］�お盆はど

んな宗教と関連があるのか？�

�仏教の盂蘭盆会��盆踊りは何の

ためにおこなう？�「調べてみよ

う：①お盆が8月に多い理由。②

日本の年中行事にはさまざまな宗

教が…理由。③国民の祝日の由来。」

第2編 現代社会のあり方と私た

ちの生き方

第6章 国際政治の動向と日本の

役割

⑥地域紛争と人種・民族問題［コ

ラム含めて5頁］ポイント「人類

は，なぜ人種や民族の違いによっ

て争うのだろうか。人種・民族紛

争の事例を調べてみよう。」�さま

ざまな人種と民族�「…おたがい

に異なる文化や宗教を尊重し，人

種や民族に対する偏見や差別をな

くすことが大切…」�パレスティ

ナ問題�
第7章 現代に生きる倫理

①人間の尊厳と生命の尊重

ポイント「私たちの生命はなぜ尊

重されなければならないのだろう

か。…」�生命への畏敬�「シュバ

イツアー」「ガンジー」�生命倫理

と新しい死生観�

第1編 現代に生きる私たちの課

題 ⑤宗教について考える［2頁

分］資料「（図版）神社お参り，

盆踊り，キリスト教結婚式，日没

の礼拝を行うイスラム教徒」

�宗教は人びとの生活と深くかか

わっている�「…特定の宗教を深

く信仰していなくても，私たちが，

日常生活のなかで宗教的なものご

とにふれる機会は少なくない。た

とえば，正月や盆など…七五三や

結婚式，葬式…」「宗教が私たち

の生活とどのようにかかわってい

るのか」

�さまざまな宗教に目を向けてみ

よう�「信仰する人びとにとって，

宗教は大切な心の支え…。宗教は…

社会のあり方にまで大きな影響を…。

異文化に接するとき，世界の政治

や経済の問題…の背景にある要素

の一つとして，宗教に目を向けて

みることも重要であろう。」

�やってみよう�「次の行事と宗教

の関係について調べてみよう。正

月，彼岸，盆，クリスマス」

�やってみよう�「三つの世界宗教…

について調べてみよう。

資料「世界の宗教別信者数，各宗

教の聖典・経典の一節」

第2編 現代社会のあり方と私た

ちの生き方

第3章 民主社会と倫理

③生命はかけがえのない価値をも

つ 資料「（図版）クローン羊ドリー

と子羊，ハクスレー『すばらしい

世界』，映画『パッチ・アダムス』」

目標「生命に対する尊重と畏敬の

精神を，あらゆる生活のなかで生

かしていこう。」�現代社会と生命

の尊重��バイオテクノロジー�

�医療の倫理�「生命倫理学」「自

己決定権」�環境倫理とは�「…自

然やそのなかに生きる動物や植物

の生命への配慮を欠き，自然環境

のすさまじい破壊をまねいてきた。」

�生命への尊重と畏敬�「私たちは，

いままでの「人間」中心主義から

「生命」中心主義へと考え方をか

える必要がある。私たちの自然観，

人間観，生命観の見直しが求めら

れている。」

第5章 国際社会と日本の役割

③人種・民族問題と地域紛争［2

頁］資料「（図版）パレスティナ

暫定自治協定の調印」目標「紛争

はなぜなくならないのだろうか。…」

�なぜ人びとは戦うのか�「…民族

のちがい，ことばのちがい，宗教

のちがい…などが対立を生み…」

�紛争の背後にあるもの�「…たが

いに認めあっていく意識が必要な

のはいうまでもない。」



させる，従前にない新項目であった。これを受けて，上記①でみたように，「学び方」

を学ぶ「現代社会」という創設当初の趣旨が教科書に具現化したのは画期的であった。

また，「平成11年版解説」（以下，「同解説」）では，「日常生活と宗教とのかかわり」に

おいて，「宗教的な考え方や生き方，信念や信仰などの人生における意義について考え

させる」と従前以上に具体的に例示され，導入の工夫が期待された。

実際，上記①で示したように，一部では従前にない事例が見られた。例えば，「占い」

を取り上げた例は興味深い。日本人の人間関係，「宗教」との関係が，都市化，産業化

の進行とともに個人中心的となってくるなか（渡辺：2007，329�334）でも，自覚的信

仰は少ない若者の約半数は神仏や霊魂，死後の世界に関心があるという（井上：1999，

27�38）。情報化，グローバル化の進む現代の「占い」ブームの背景を，若者の心理や社

会の変化と関連づけて考えさせる展開は，現代社会の課題を扱う導入単元の趣旨に適っ

ていると考える。この中で「宗教」にかかわる反社会的な動きの記述にも，触れること

ができよう。

しかし，こうした事例は例外で，多くの教科書は従前と同様，本文で年中行事や冠婚

葬祭の宗教的性格や日本人の宗教意識に触れて記述し，また追究課題も「身の回りの宗

教的行事を挙げる」などとした。内容項目は，おおむね従前の「日本の伝統・文化」を

踏襲していることが窺える。これには，記述が「同解説」の例示を反映していることに

加え，4単位科目であった �平成元年版�に記述されていた「宗教」に関する記述のう

ち，「日常生活とのかかわり」のテーマに適した内容項目を，導入単元に集めた事情が

考えられる。上記②で示した通り，�平成11年版�では他に「宗教」を扱う単元が少な

く，単位数の半減がこうした内容構成を決定づけたと考えられる。

第二は，導入単元も含む「人間としての在り方生き方に関する教育」との関連である。

「平成11年版」では，導入単元に引き続いて，「�現代の社会と人間としての在り方生

き方」が設定され，4つの中項目で現代社会に生きる青年，経済人，主権者，日本人の

立場から在り方生き方を考えさせる構成とした。「同解説」では，「宗教」の記載は，政

治単元の「法と規範」，国際単元の「人種・民族問題」にある。

上記②で見た通り，この2箇所における「宗教」の記述は，きわめて少ない。「同解

説」に記載のない，定番の「信教の自由」に関する記述が従前通り（12点）なのとは

対照的である。また，「同解説」では，中項目「ア 現代の社会生活と青年」において，

青年の生き方と日本の生活文化や伝統とのかかわりについても考えさせる，としていた。

しかし，「宗教」とかかわる文化・伝統の記述は，導入単元に集中しており，この中項

目で扱う教科書はごくわずかであった。以上から，「宗教」を通じた科目を一貫する

「人間としての在り方生き方に関する教育」は単位数の半減により一層難しくなったと

いえる。

高等学校の「現代社会」教科書における「宗教」の扱い
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�平成21年版� 3度目の改訂版は8社12点と減少した。判型はB5版大判が主流で，

4社はA5版も発行した。B5版の本文は170～200頁前後と微増した。

①「宗教」は，新たな導入単元の「生命」を扱う課題の中で若干記述されるに留まる。

現代社会の諸課題を扱う導入単元では，「平成11年版」とは異なり，「生命，情報，

環境」などを挙げて，「幸福，正義，公正」などの価値概念を理解させる。全ての教科

書がこの3つを取り上げたが，今回の課題に「宗教」はない。また従前とは異なり，課

題追究型学習を前提としないため，「学び方」のスキルの紹介はまとめの単元に移さ

れた。

導入単元の「生命」においては，近年の生命科学や生命工学で可能となった生命操作

に対する生命倫理上の問題を扱っている。そこでは，ほぼ全てが，生命医療の進歩が患

者の幸福に貢献する一方で人間の尊厳を脅かす問題も生じていると記述し，また「脳死

と臓器移植」の項でも「臓器の公正な配分」（3点）という表現で，さきの価値概念を

取り上げている。「宗教」に関する記述も，従前のように「脳死と臓器移植」に登場す

る。ただ，日本よりも欧米で臓器移植が定着した背景・要因として，一人一人の命は

「神からの贈り物」であるとするキリスト教の伝統（「実教B版」）や，遺体を「仏様」

ととらえる日本文化（「実教A版」）に言及したものは一部に留まる（3点）。また，

「環境」のページでは，「宗教」に関する記述は読みとれない。

②全ての教科書の「青年期と自己形成」などの単元で三大世界宗教が記述される。

�平成21年版�の特徴として，大項目「現代社会と人間としての在り方生き方」では

全点で「宗教」が記述される。記述箇所は，冒頭の「青年期と自己形成」の単元が多い

（9点）が，表 5「第一A版」のように別単元の場合もある。「宗教」は，ほとんどが同

一単元で，ソクラテス，カント，サルトルらの思想と同列で「生き方」に関わって記述

される。

具体的には，「伝統と文化」の項で，従前と同様，年中行事や通過儀礼の宗教的性格

が記述され（9点），古代日本人の信仰としての「八百万神」「アニミズム」，あるいは

「清き明き心」といった心性にも触れられる（11点）。全体としては，伝統文化が現代

社会にも継承され，新たな文化創造の基盤となることや，異文化共生の必要性を説く。

表5「第一A版」の図版「YOSAKOIソーラン」は，このねらいに沿っている。

もう一つの項で，全点が三大世界宗教であるキリスト教，仏教，イスラーム（教）に

ついて記述している。記述は複数ページにわたり（8点），「世界宗教分布図」の掲載も

一挙に増えた（8点）。「宗教」の意義については，永遠なる存在を信じて生きる意味や

精神的な安らぎを得る，といった従前の表現が用いられる（9点）。

ただ，三大世界宗教の記述には宗教的儀礼の紹介は少なく，教義の一部の説明的な記

述が大半で，「宗教」に向き合う生き方を考える工夫は読みとれない。「日本の伝統思想」
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表5 �平成21年版�「現代社会」に見る「宗教」の主な記述

東書版 第一A版 清水A版

第2部 現代の社会と人間

第1章 青年期と自己形成の課題

2 よりよく生きることを求めて

2 宗教と人間［2頁分］資料

「世界宗教分布図」「（図版）仏教，

キリスト教，イスラム教の礼拝」

�宗教とは何か�「宗教は，有限な

わたしたちの力をこえる存在（神・

仏・霊魂など）を信じ，この世や

人生の究極の意味や価値を得よう

とするもの…」「アニミズム」「民

族宗教」「三大世界宗教」

�仏教��キリスト教��イスラム

教�
6 日本の伝統思想の考え方［2

頁分］資料「古事記」

�「おのずから」の働き�「…人生

やこの世の出来事には，何かしら

『おのずから』成りゆく働きのよ

うなものが働いている…」�神の

とらえ方と倫理観�「『古事記』は

「おのずから」成ってきた神々の

記述から…八百万神…そこにはキ

リスト教で説くような唯一絶対の

究極的な神は登場してこない。…

新しい異質な宗教・文化が入って

くる際に，…比較的容易に受け入

れ共存させ重層させえた…」「清

き明き心」�日本的仏教の形成�
「聖徳太子」「最澄，生きとし生け

るものは仏となる可能性…」「法

然・親鸞，道元，日蓮…単純な行

や信へ…」

7 外来思想の受容と日本人の自

覚［2頁分］

�日本的儒教と国学�「儒教，伊藤

仁斎，本居宣長」

�コラム（1頁）年中行事と通過

儀礼�資料「（図版）仏式結婚式，

なまはげ，ほか」

「年中行事も通過儀礼も多くが宗

教的な意味をもっている。正月は

『年神様』…お盆は…祖霊信仰と

仏教の盂蘭盆会が融合…。結婚式

や葬式は今日でも宗教行事として…。

…宗教行事はその本来の意味を忘

れられてもなお，伝統として受け

継がれている。…何らかの節目を

設けて，…反省したり将来を考え

たりする機会…」

第5章 国際社会と人類の課題

3 国際社会の現状と課題

5 民族問題と紛争［2頁分］

�難民問題�「実際には，地域紛争

や民族・宗教・思想の対立に加え，

経済的貧困…からも難民が生まれ

ている。」

第2編 現代社会と人間としての

あり方生き方

第1章 現代に生きる青年

③伝統や文化と私たちの生活［4

頁］資料「（図版）YOSAKOIソー

ラン祭」ポイント「日常生活では，

どのような年中行事がおこなわれ

ているのだろうか。青年の生き方

と日本の伝統とのかかわりについ

て考えよう。…」�祭りと年中行

事�「祭りは…神を迎え，神をも

てなし，奉仕して，神と人とのつ

ながりを深める行事…」「年中行

事のなかには…盂蘭盆会など中国

から…や仏教…。キリスト教とか

かわり…も…。日本風にアレンジ

して定着…」�世代をこえた伝統

や文化とのかかわり��異文化との

共生�
第4章 国際政治の動向と日本の

役割 ⑥地域紛争と人種・民族問

題［6頁］資料「第二次世界大戦

後のおもな紛争」ポイント「人類

は，なぜ人種や民族の違いによっ

て争うのだろうか。」�さまざまな

人種と民族�「お互いに異なる文

化や宗教を尊重し，人種や民族に

対する偏見や差別をなくすことが

大切…」

第7章 現代に生きる倫理

①豊かな人生を求めて 資料「世

界の宗教分布図」「（表）三大世界

宗教の比較」ポイント「人生を豊

かに生きるには，どうしたらよい

のだろうか。哲学と科学の違いは，

どこに…。私たちにとって宗教は，

どのような意味を…。」［（コラム，

1頁）仏教とキリスト教にみる愛］

�宗教とは何か�「…私たちは，万

物をつつみこむ大いなるもの（神

や仏など）の存在を信じ，それに

祈ることにより，心の安らぎや希

望を見いだそうとしてきた。宗教

は，有限な存在である私たちに，

生きることの意味や価値を与える

もの…。」�三大世界宗教��中国

の思想�
②日本の伝統的なものの考え方

資料「日本思想の重層性」「（図版）

禊」ポイント「日本の伝統意識と

は，どのようなものだろうか。」

�日本人の伝統意識�「八百万神，

アニミズム」「…唯一絶対の神と

はまったく異なる…。」「禊」「清

き明き心」�仏教の受容�「法然や

親鸞，栄西や道元，日蓮」「だれ

でもできる行を特色として…」

�儒教思想と国学�「伊藤仁斎，荻

生徂徠，本居宣長」

③西洋の自然観と人間観 資料

「（図版）民衆を導く自由の女神」

�生命への畏敬�「シュバイツアー」

「ガンジー」

第1章 青年のあり方と現代

③現代社会と私たち「（コラム）

日本の思想（八百万の神から和辻

哲郎まで）」

第2章 現代に生きる古典の知恵

［10頁］

②生き方と宗教 資料「世界の宗

教分布図」◎キリスト教・イスラー

ム・仏教・儒教の教えの違いと思

想を知ろう。

�宗教とは何だろう�「初詣，仏壇

に手をあわせる，盆，墓参り，ク

リスマス…その宗教的背景や意味

は意識されていないことが多いの

ではないだろうか。…自然や人間

をこえた存在への信仰をもち，世

界や私たちの根源的な意味・価値

観にかかわるものであるといえる。」

�キリスト教と愛�資料「マタイ

福音書，イエス略伝」�原罪と救

い��愛の教え��イスラーム 神

への帰依�「（コラム）イスラーム

と現代」�イスラームとは��唯一

神アッラーの教え��信徒の生活�

�仏教と悟り�「（コラム）仏教思

想の新しさ：人間を含む諸生物は，

自然環境との間で多様な関係を形

成し，相互に依存して存在してい

る。」

�一切皆苦��真理（法）の自覚�

�生きとし生けるものへの愛�

�儒教と人間の道徳的自覚�「（コ

ラム）儒教と現代：儒教は…人間

を…過去から未来への継続性のな

かでとらえる…」�儒教とは��仁

と礼��徳治政治の理想�

�生き方と宗教�「（コラム）その

ほかの宗教-ヒンドゥー教とは何

か」

�宗教と現代社会�「人間が有限な

存在である以上，どんなに科学技

術が発展しても解消できない苦し

みや悲しみ，不安が…ある。…異

なる宗教・宗派間の対立…，政治

的・経済的な利害もからみ，大き

な紛争…。日本人は「無宗教」と

もいわれ，…。人間は宗教人であ

り，宗教は，人間や社会を理解す

る手がかりなのである。」

第4編 国際社会の諸課題と日本

第3章 国際社会の諸課題

①現代の紛争 �民族・宗教・ナ

ショナリズム�「宗教も，人びと

の連帯感や同胞意識と結びつきや

すい。グローバリゼーションの進

展で，…伝統的なものへの回帰を

促し，対立や反目にあたって民族

や宗教の役割を大きくしていると

いう指摘…。しかし，異なる民族

や宗教が平和的に共存している地

域も多く，民族や宗教の違いが紛

争の根本的原因であるとは限らな

い。…」



の項では，仏教受容以降の宗教史のような記述もある。�平成11年版�には多かった

「カルト」「反社会的活動」に触れた記述も減少し（3点），「青年と宗教」の項で，宗教

的なものにひきつけられる若者の心理を述べた教科書もわずかである（「清水B版」）。

また，「幸福・正義・公正など」の活用についても，ベンサム，ミル，ロールズ，セ

ンを挙げて，思想家がこれらをどう考えたかを整理させる課題追究例はあるが，「宗教」

に関してはこうした価値概念を用いた記述は全く見られない。

③「人種・民族問題」に関連した「宗教」の記述はわずかである。

上記①，②以外では「宗教」に関する記述部分は多くない。「個人の尊重と法の支配」

の「社会規範」の項でも記述はほとんどない。国際政治の単元で全てに設けられた「人

種・民族問題」の項では，パレスティナ問題や旧ユーゴ紛争などの事例を紹介しつつも，

「宗教の違い」をこうした具体例と関連づけた記述は少ない（3点）。「宗教のちがいが

紛争の根本原因とは限らない」と記した教科書（表 5「清水A版」）もあるが，具体例

を伴っていない。まとめも，一般的に民族の共生や多文化主義を目指す必要を説く記述

が多く（7点），同様の記述は三大世界宗教に関する項にも見られる（4点）。

そこで，以上の記述傾向の背景を探っていく。第一に，「宗教」に関する記述の量・

内容の充実ぶりである。「平成21年版」の「内容」には「宗教」の記載はない。「平成

21年版解説」（以下，「同解説」）でも「宗教」の記述は，「人種・民族問題」で「文化

や宗教の多様性」，「法と規範」で社会規範に関連する箇所にあるのみである。上記②で

みた教科書の記述傾向は，学習指導要領，同解説の記載状況と相関しないのである。

この点では，文科省からの格段の指示は確認できない（6）ことから，各社の独自の編集

判断が働いたことが窺える。中学校社会科では，平成20年改訂の教科書の記述に，教

育基本法改正に伴う「宗教に関する学習の充実」がより明示的に反映された。改正に向

けた国会審議では，政府は改正条文に加える「宗教に関する一般的教養」の具体的な内

容として「主要宗教の歴史や特色，世界における宗教の分布」などの「宗教」に関する

知識を挙げていた（7）。各社は，こうした動向や「現代社会」における過去の記述「実績」

を勘案して，「現代社会」でも「宗教に関する学習の充実」を図ったと考えられる。先

に指摘した三大世界宗教の全点記載も，「同解説」の「内容の取扱い」にあった「文化

や宗教の多様性」について，別の単元で具体化したものと理解することができる。

今回，日本人の宗教的伝統と三大世界宗教を同じ「青年期」の単元にまとめる教科書

が多かった。これは，�昭和53年版��平成元年版�で指摘した「宗教」と生き方の問

題を扱いやすくしたともいえる。しかし，上記②で見た通り，その「宗教」の記述は説

明的なものに終始し，「人間としての在り方生き方に関する教育」の充実への寄与も弱

い点で，「宗教」の扱いは従前の域を出ていないものと考えられる。その一方で，今回，

中学校社会科公民的分野の教科書でも，「宗教」の記述が，年中行事などの宗教的性格，
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日本人の宗教への寛容性，国際紛争の要因など多岐にわたる内容項目で登場し（三木：

前掲，30�31），高校「現代社会」との重複が新たな課題となった。

第二に，現代的課題における「宗教」の関わりについてである。「現代社会」では，

改訂を追うごとに，生命，環境，人種・民族問題（対立・紛争）といった現代的課題の

扱いが大きくなった。しかし，上記①，③のように，課題に関する「宗教」の記述は少

ない。これには，「幸福，正義，公正」の価値概念に「宗教」を適用する指導の困難さ

のほかにも，課題に対する多様な宗教的解釈も，記述を躊躇させていると考えられる。

例えば，環境倫理学の草創期とは異なり，現在では「キリスト教は環境破壊的で，仏教

は環境保護的だ」といった単純な図式は耐えられない（『宗教学事典』「倫理と宗教」の

項，2010）。同様に，アメリカ発の生命倫理学とそれが依拠する自己決定論に対しても

懐疑的な見解が上がっている（小松：2005，5�16）。

しかし，「平成21年版解説」（11）に「倫理，社会，文化，政治，法，経済，国際関

係などの多様な角度から」とあるような「現代社会」の総合的な視点は，これらの課題

の考察にこそ有効なのではないか。例えば，島薗は，脳死，臓器移植や中絶の問題にみ

る日本・欧米の対応の違いについて，単純な対立構図を否定しつつも，「個としてのい

のち」を強調する欧米の考え方に対して，仏教的な縁を想起させる「つながりのなかに

生きるいのち」を提案して，生命倫理，環境倫理の議論に一石を投じている（2016，

210�217）。

また，公民科の教科書記述において，藤原は文科省が教科書検定で特定の宗教をテロ

や暴力と関係づける記述を回避しているため，「宗教」と暴力の記述は一般的なものに

なると指摘する（2017，32�49）。指摘は，上記③からみると，首肯できる。「宗教」の

結束性，排他性は否定できないが，紛争の原因は複合的であり，「宗教のちがい」の背

後にある諸要因に関心を向けさせる記述が必要となる。これまでの教科書記述にも断片

的にみられたが，2単位科目としての制約はあるものの，現代的課題で「宗教」を取り

上げる工夫の余地はあるのではないかと考える。

お わ り に まとめと展望

以上，�昭和53年版�から�平成21年版�まで，高校の「現代社会」教科書における

「宗教」の記述傾向を分析・考察してきた。全体をまとめると，次の通りである。

①学習指導要領解説からは「平成元年版」以降宗教名が，「平成21年版」では日本の

宗教的伝統の記載もなくなったが，教科書では「宗教」は記述され続けた。

②�平成21年版�に見られる，宗教の意義，三大世界宗教，年中行事など日本の宗教

的伝統や「宗教」の共存などの内容項目は�昭和53年版�から記述されてきた。

高等学校の「現代社会」教科書における「宗教」の扱い
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③社会科から公民科に移行しても，「宗教」の記述は日本人あるいは個としての生き

方と関連づけられてきたが，個別的，一般的知識を中心にした説明的，規範的な記

述も変わらず，「人間としての在り方生き方」を考えるには不十分であった（8）。

④課題追究型学習が求められ，生命，環境，紛争などの現代的課題が重視されるよう

になったが，「宗教」の扱いは少なく，なお工夫の余地はある。

「現代社会」は，社会科の必修科目から公民科の選択必修科目へと教育課程上位置づ

けを変えてきた。そのなかで，「倫理」との内容上の棲み分けや，標準単位数の半減に

伴う内容の厳選も行われ，その都度，上記①にあるように学習指導要領や同解説の記載

にも変更が生じた。しかし，上記②にあるように，「宗教」は一定程度変わらずに記述

されてきた。教科書による違いはあるが，表 2～表 5の「東書版」のようにほとんど変

わらない教科書もある。教科書記述の継続性の背景には，従前版の記述をもとにした改

訂の繰り返し，同一教科書を継続使用する現場の希望への対応，大学入試センター試験

などの入試対策などの要因に加えて，これまでの宗教知識教育の限定的なとらえ方があ

ると考える。すなわち，「倫理」との差別化を念頭に置き，宗教教育への現場の抵抗感

とも相俟って（9），三大世界宗教の基本的な教義や年中行事などの紹介，宗教の意義の抽

象的な解説といった個別的，一般的で規範的な知識の記述が継続されてきたのではない

か。そこで，今後は，上記③，④を踏まえて，こうした「宗教」に関する知識を活用し

て，生徒が現代社会における生き方や課題を考える活動まで宗教知識教育として構想で

きないかと考える。

最後に，「平成30年版」について述べる。平成30年3月に高等学校学習指導要領が

告示され，公民科では平成34（2022）年度から「現代社会」が廃止され，新たな必修

科目「公共」が実施されることになった。学習指導要領や中教審答申（平成28年12月）

を見ると，「現代社会」からの継承点はある。人間と社会の在り方，現代社会（学習指

導要領では「現実社会」）の諸課題とそれを考察，判断するための概念や理論，生徒主

体の課題追究型学習，「人間としての在り方生き方に関する教育」がそれである。他方

で，「公共」では「公共的な空間を作る主体」として必要な力を育むとして指導内容が

改編される。「公共」については，「現代社会」よりも道徳的な公共心の育成に力点が置

かれることへの危惧（杉浦：2018，165）や，「国家・社会など」が「公共的な空間」な

のか，その位相を明確にすべきとの指摘もある（工藤：2018）。

「宗教」は，導入単元「A 公共の扉」の大項目「�公共的な空間を作る私たち」に

おいて，「内容の取扱い」で「公共的な空間に生きる人間は，様々な集団の一員として

の役割を果たす存在であること，伝統や文化，宗教などを背景にして現代の社会が成り

立っていることについても触れること」（下線は筆者）とあるに留まる。学習指導要領

解説を見ても，祭りなどの地域の伝統行事が例示されている程度である（10）。しかし，さ
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らに踏み込んで「公共的な空間」と「宗教」の関係に焦点を当てた取り上げ方もあり得

る。信教の自由，政教分離の問題はその代表例である。また，遺伝子操作の基準づくり

をはじめ，専門家だけに任せられない生命倫理，環境倫理などの今日的課題の合意形成

を目指す課題追究型学習に，「宗教」の視点を設定することもできる。

日本人は十分宗教的で，神仏以外の宗教への尊重もあり，積極的な宗教知識教育は不

要であると説く見解もある（立花：2014，31�35）が，筆者は，世界各地の切迫した紛

争・対立，日本の多文化化の状況からは，「宗教」の問題を取り上げないわけにはいか

ないと考える。「平成21年版」の「内容の取扱い」では，「人種・民族問題」の記述に

「文化や宗教の多様性」に続けて，「それぞれの固有の文化などを尊重する寛容の態度を

養う」とあった。小田は，日本で宗教的寛容を実現するには，日本人が自分の「宗教」

を言葉で説明できるようにすること，異質の他宗教を自分とは異なる存在と認めること

が必要であるとし，教義の現れである宗教的行為や行動に関する知識の習得の重要性を

述べる（2004，230�242）。この指摘を含めて，「現代社会」での記述実績や課題をもと

に，新科目「公共」の教科書で「宗教」をどのように記述するかを検討する必要がある。

本稿では，「現代社会」の記述傾向を明らかにしてきたが，今後は，現行公民科の

「倫理」「政治・経済」教科書での「宗教」の扱いと「現代社会」のそれとの関係性を検

討していく。そのなかで，新科目「公共」を見据えながら，「宗教」に関する個別的，

一般的知識を活用できるような教科書の記述例，内容構成を提案していきたい。

（1） 教科書の採択数を，高校3年生までが新課程に入った年度で比較すると以下の通りであり，

「現代社会」は常に相対多数を維持してきた。［平成8年度使用教科書］「現代社会」約96万

5千冊，「倫理」約67万6千冊，「政治・経済」約86万9千冊（「内外教育」1995年12月8

日付），［平成17年度使用教科書］「現代社会」約110万5千冊，「倫理」約29万9千冊，

「政治・経済」約52万6千冊（「内外教育」2005年1月18日付），［平成28年度使用教科書］

「現代社会」約109万1千冊，「倫理」約29万3千冊，「政治・経済」約48万7千冊（「内外

教育」2016年1月26日付）。

（2） 調査対象の教科書会社及び本文中の略称は次の通りである。なお，同一出版社が2冊発行

した場合は教科書名を明記した。�昭和53年版�東書（東京書籍），中教（中教出版），実教

A/B（実教出版「高校現代社会」／「現代社会」），三省堂 A/B（「新現代社会」）／「三省堂現

代社会」），教出（教育出版），清水 A/B（清水書院「高等学校現代社会」／「現代社会」），帝

国（帝国書院），山川（山川出版），数研（数研出版），一橋（一橋出版），二宮 A/B（二宮

書店「高校現代の社会」／「詳説現代社会」），自由A/B（自由書房「標準現代社会」／「現代

社会」），第一（第一学習社），東学（東京学習出版），学研（学研出版），好学（好学社）の

21点。�平成元年版�東書，実教，三省堂，清水，帝国，山川，数研，一橋，第一，東学，

学研の11点。�平成 11年版�東書，実教A/B（「高校現代社会」／「現代社会」），三省堂，

教出，清水 A/B（「高等学校現代社会」／「新現代社会」），帝国，山川，数研 A/B（「高等学

校現代社会」／「現代社会」），一橋，第一A/B（「高等学校現代社会」／「高等学校新現代社

高等学校の「現代社会」教科書における「宗教」の扱い
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会」），東学，桐原（桐原書店）の16点。�平成 21年版�東書，実教A/B（「高校現代社会」）／

「最新現代社会」），教出，清水A/B（「高等学校新現代社会最新版」／「高等学校現代社会最

新版」），帝国，山川，数研A/B（「高等学校現代社会」／「現代社会」），第一A/B（「高等学

校現代社会」／「高等学校新現代社会」）の12点。

（3）「現代社会」の「総合的性格」という表現は，学習指導要領改訂に向けた教育課程審議会

「中間まとめ」（昭和50年10月）で提言された「総合的な科目」に由来する。その後の「答

申」では消え，「昭和53年版解説」で「基本的な問題について総合的に学習することができ

るようにする」と記されている。その意味は，社会科唯一の必履修科目として「必要な内容

を，様々な角度や立場から取扱い，広い視野に立った見方や考え方ができるようにする」と

とらえることができる（斎藤：1991，250�251）。

（4）「昭和53年版解説」（15）には，「まず習得すべき一定の知識があり，それを理解させ，身

につけさせるという考え方に立つのではなく，生徒が今後の人生を生きていく上で，自ら考

え，判断し，自分自身の人生と社会生活を充実したものにすることのできる力を育てる…」

と明記されている。

（5） 文科省が解説した改訂のポイントでも，「宗教に関する学習の充実」は「倫理」や「政治・

経済」に比べて明確ではないが，国際関係の学習における「文化や宗教の多様性」の扱いが，

該当しているように読みとれる。（『中等教育資料』平成25年4月，学事出版，p.25）

（6）「平成23年度検定意見書（平成25年度使用）」を見ても，「宗教」の記述内容に関して誤

解や不正確を指摘する点は，他項目と変わりはない。

（7） 平成18年5月24日衆議院・教育基本法に関する特別委員会での小坂文科大臣の発言であ

る。http://www.mext.go.jp/b＿menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1399

353.htm 平成30年6月19日閲覧

（8）もっとも公民科における「人間としての在り方生き方に関する教育」についても，「現代社

会」の単位数が半減するなかで曖昧になってきており，今後の課題でもある（谷田 2010，54）。

（9） 宗教教育の回避傾向については，前稿でも述べた通りであるが，中教審答申『新しい時代
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（10）『高等学校学習指導要領解説 公民編 平成30年7月』p.40参照。http://www.mext.

go.jp/component/a＿menu/education/micro＿detail/＿＿icsFiles/afieldfile/2018/07/17/14

07073＿04.pdf 平成30年7月18日閲覧
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1．は じ め に

本稿では，古典文学の音読と文法（文構造）との関わりについて考えていきたい。

近年，古典や名文の音読については，「素読」による「暗誦文化」の継承を促進する

立場や，音読が「脳活動」を活発にし（「脳の活性化」を促し），学習効果を高めるとす

る「脳科学」の立場などから，その重要性が語られることが多い（1）。

学校教育（国語教育）においては，「音読」や「朗読」によって，「古典特有のリズム」

や「古文や漢文の調子など」を味わい，「古典の世界に触れる」，「古典の世界を楽しむ」

こと，さらには，「古典を読み深める」ことが行われる。現行の『中学校学習指導要領』

（平成20年3月）「国語」，『高等学校学習指導要領』（平成21年3月）「国語」には，次

のように述べられている（2）（下線は筆者）。
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・文語のきまりや訓読の仕方を知り，古文や漢文を音読して，古典特有のリズムを

味わいながら，古典の世界に触れること。（中学校〔第1学年〕2内容〔伝統的

な言語文化と国語の特質に関する事項〕�ア�）

・作品の特徴を生かして朗読するなどして，古典の世界を楽しむこと。（中学校

〔第2学年〕2内容〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕�ア�）

・文章を読み深めるため，音読，朗読，暗唱などを取り入れること。（高等学校

「国語総合」3内容の取扱い �イ）

・古文や漢文の調子などを味わいながら音読，朗読，暗唱をすること。（高等学校

「古典A」2内容 �ア）

・古典を読み深めるため，音読，朗読，暗唱などを取り入れるようにする。（高等

学校「古典B」3内容の取扱い �）
（3）

これらによれば，古典の音読は，中学校では，「古典の世界」に興味をもつ（「触れる」，

「楽しむ」）ことに重点があり，高校では，古典を「読み深める」ことを目的とするもの

のようである（4）。

本稿では，古典を「読む」（意味をとる）という立場から，音読によって，文法（文

構造）を学ぶ（あるいは，文法について考える）ということを考えてみたい。ここでは，

音読を，（「特有のリズム」を）「味わう」ためのものというより，「読み深める」ための

ものとして扱う。以下，まず，「音読」などの用語の定義と，音読を行う意義について

触れ（2節），次に，古典語の音読における発音について述べ（3節），そのあと，文法

（文構造）と音読との関わりについて考えていく（4節）。なお，用例については，中学

校で学ぶ古典文学作品を中心に取り上げる。

2．「音読」の定義と意義

「音読」と「朗読」の定義（内容）については，『高等学校学習指導要領解説 国語編』

（平成22年6月）に次のようにある（「暗唱」も合わせて挙げておく）。

「音読」とは，声を出して文章を読むことをいい，文章の内容や表現を理解し伝

えることに重点がある。音読によって，文章特有のリズムに気付かせることも大切

である。特に古文，漢文及び近代以降の詩歌などでは，音読することによって文章

の調子に気付くことも多い。何回も繰り返し音読してそのリズムに慣れるよう指導

することが大切である。

「朗読」とは，文章の思想や感情を十分に理解した上で，聞く人がよりよく理解

古典の音読と文法
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できるよう表現性を高めて読むことである。文章の読みが深いものであればあるほ

ど，優れた朗読が可能となる。また，朗読することによって，読みが深まることも

多い。

「暗唱」とは文章を読んで記憶した上で声に出すことである。文章を記憶するこ

とで，読みが深まることは多い。また，暗唱を行うことでより感情豊かに表現する

ことが可能となる。（「国語総合」4内容の取扱い �イ）

音読は「理解」に重点があり，朗読は「表現」に重点があるという違いはあるが，両

者は「いわば一種の往復運動で…ある意味での連続性もある」（杉藤・森山2007:16）

ものである。本稿では，両者を合わせて「音読」と呼んでおく（5）。

このほかに，『高等学校学習指導要領解説 国語編』にはないが，広い意味での「音読」

に含まれるものに，「素読」と呼ばれる音読方法がある。これは，「文章の意味理解を後

まわしにして，ひたすら朗誦していくやり方」（川島・安達2004:135）で，「素読の特

色と思われる点」は，安達（2017:34）によれば，次のとおりである。

① 文字や文章を，声にだして読んでいく（目と耳と口の総合）。

② 生徒がオウム返しに先生のまねをする場合もある（復唱）。

③ なんどもくりかえして読む（反復）。

④ 意味内容の説明はしないのがふつう（知性よりも感性重視）。

⑤ いつのまにか暗唱できるようになるとしても，最初から暗唱をめざさない。

⑥ 初歩の段階の学習として行われた。

⑦ その後もしかし，剣道の素振りや楽器の指練習とおなじで，ウォーミングアッ

プになる。

⑧ 日常的な言語ではなく，古文や漢文（つまり古典）が中心。オランダ語や英語

など，外国語習得にも応用された。

⑨ 中世以来さかんになり，江戸時代がピーク。明治以降は急速にすたれていった。

⑩ かつては諸外国でも古典や聖典をまなぶのにおなじ方法をもちい，現在もおな

じ方法をとっているばあいが多い（仏教，ユダヤ教，イスラム教，ヒンズー教な

ど）。

素読は，伝統文化の復活・継承をはかろうとする動きに加えて，「素読が脳の機能を

高める」（川島・齋藤2017:17）という脳科学の知見の影響などもあり，近年，ブーム

が続いている（6）。

一方で，国語教育で音読に頼りすぎることに対しては，「音読はあくまでも音読でし
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かない。そこにとどまっている限り，論理的・批判的な思考力は身についていかない。

音読ブームの背景に見えてくるのは，国語教育における方法論の弱さであり，指導方法

の貧しさである。」（加藤2008:84）などといった批判もある。実際，たとえば，『枕草

子』の「春はあけぼの」（第一段）を扱う場合，教育現場（中学校）では，「まず現代語

訳で大意をつかませ，あとは朗読の繰り返しや暗唱，という授業が大半というのが実情

であるようだ」が，このような学習が「内容を理解」することや「古人の考えを知るこ

と」として行われているのではないかという懸念も示されている（有働2015:27,28）。

古典の音読について，本稿では，文法（文構造）を考えて読むことに重点をおく。そ

れは，音読（朗読）において，「文の意味を理解して伝達する」ためには，「文の基本的

な構造を理解」して，「文を読むときに声で文法を実現できる能力」が必要であり，「イ

ントネーションやプロミネンス［卓立］…も文法を基本としたことばの意味によって決

まる」（渡辺2012:139,141）ものだからである。この点については，素読（音読）を推

奨する川島・齋藤（2017）も，「意味がよく分かって音読する人と，分からずに音読す

る人とでは抑揚のつけ方も変わります。意味が分かっている人の音読は相当の情報量が

入っていて，それが聞く側に伝わる。」（齋藤の発言p.15），「古典の素読は，こちらか

ら能動的に接していかないと意味を取ることができません。脳は能動的な状態の時によ

く働くことが分かっています。」（川島の発言p.24）などと述べている。いずれにして

も，文章の内容や表現を理解して伝えるためには，文法（文構造）を考えて音読する必

要があると思われる。

3．古典語の音読における発音

日本の古典文学を音読するときには，それが「歴史的仮名遣い」（いわゆる「契沖仮

名遣」以外の仮名遣いも含む）で書かれていても，現代語音に従って読むのが普通であ

り，それが自明のことになっている。教科書や参考書では，古典学習の初め（古典入門）

に「歴史的仮名遣い」についての説明があり，そこには，歴史的仮名遣いで書かれた語

を現代語の発音で読む方法が示されている。ただし，そこに，「歴史的仮名遣いは，平

安時代中頃の発音（に基づいた表記）に基づく」ということが書かれることはあっても，

「歴史的仮名遣いで書かれた文章は，現代語の発音によって読む」とはっきり書かれる

ことは少ないようである（7）。

古典語で書かれた文学作品を現代語の発音で読むという事情は，外国語でも同様のよ

うで，たとえば，古典ギリシア語やラテン語については，「西欧ではそこ［長い文章や

詩］に出てくるどの語についてもそれぞれの国のお国なまりで読むのが習わしになって」

いて（風間1998:43），「ギリシア人が古典ギリシア語を読むときには現代ギリシア語の

古典の音読と文法
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発音が使われ」ている（荒木2003:4）という。古典中国語（漢文）についても，中国

では現代語音で読まれている（日本では，「原文の漢字を一つ一つ目で追いながら日本

語の語順にあわせて日本語に置きかえ」て読まれる（訓読される）（大島2009:v））。た

だし，これらの古典語の発音は，いずれも言語学的に推定されている。古典ギリシア語

とラテン語については，「なるべく古典期のギリシア語，ラテン語の発音を忠実に守り

たいという人たちが」おり（風間1998:43）（8），古典中国語についても，漢字の古代音

を推定する研究が進み，唐詩の唐代長安音による復元などが行われている（大島2009:

164）（9）。

古典文学の古代日本語音による復元については，金田一春彦や森博達によるものがあ

る（金田一2001,森2015）。以下に，金田一（2001:384）から，「平安時代の発音」に

よる『枕草子』第一段（10）の冒頭部分を挙げる（アクセントは，上段（高）と下段（低）

とで示す。漢字平仮名表記を，松尾聡・永井和子校注・訳『新編 日本古典文学全集

18枕草子』（小学館1997:25）によって付ける）。

これは，一つの推定であり（11），また，このような読み方が簡単にできるわけでもな

いが，一部なりとも，こういったものを聞くことができれば（12），古典学習に対する興

味が増すかもしれない。

とはいえ，古典文学の音読は，結局，現代語の発音によるしかない。以下，古典文学

の音読を論じるに当たっては，すべて現代語の発音に従って読む場合のこととして，話

を進めていく。

4．文法と音読

本節では，音読によって文法（文構造）を学ぶことを考えるため，文法（文構造）と

プロソディー（イントネーションなど。音の高さ，長さ，強さなど）との関係を見てい

きたい。まず，現代日本語（共通語）における文法（文構造）とプロソディーとの関係

を述べ，次いで，現代語で古典文学を読む際のプロソディーについて考えていく。
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4．1 文法とプロソディー

まず，文法（文構造）とプロソディーについて，文構造とイントネーションとの関係

を取り上げる。イントネーションには，主な機能として，�話者の表現意図や気持ちを

表す（例：疑問文には上昇調が現れやすい），�句のまとまりを作る（例：前の文節が

後ろの文節を限定（修飾）するとき，1つの句にまとまりやすい），の2つがある（13）。

ここでは，文構造に関わる後者について，文法（構造）的なあいまい性（ambiguity）

をもつ文（現代語）を例にして，文構造とイントネーションとの関係を見ていく（以下

の例の説明は，阿久津2009による）。

（1） 多くの学校の先生が集まった。

（1）は，（1a）「多くの学校から先生が集まった」（多いのは学校）という解釈と，

（1b）「学校の先生が多く集まった」（多いのは先生）という解釈とが可能である。これ

は，本来異なる構造を持つ（「係り受け」の関係が異なる）文が表面上同じ形で現れた

ためである。「多くの学校の先生」の部分について，（1a）の構造（［［多くの学校］の先

生］（文節・連文節単位では，［［多くの学校の］先生］）と（1b）の構造（［多くの［学校

の先生］］）とは，たとえば，次のように図示することができる（文節単位。「先生が」

の「が」は省略する）。

両者の違いは，話し言葉では，イントネーションによって表すことができる（ただし，

それが伝わるかどうかは，聞き手にもよる）。以下に，音の高低変化を視覚化したピッ

チ曲線を挙げる（14）（以下，ピッチ曲線の下のカタカナは，表音式表記である）。

（1a）と（1b）とでは，ポーズのおかれる位置が異なり，イントネーションによる句

（音調句）のまとまり方が異なっている。（1a）では「多くの学校の／先生が集まった」，
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（1a） 多くの 学校の 先生 （1b） 多くの 学校の 先生

（1a）［［多くの学校］の先生］

（1b）［多くの［学校の先生］］

オー クノガッ コー ノ センセーガアツ マッタ

オー クノ ガッ コーノ センセーガア ツマッ タ



（1b）では「多くの／学校の先生が集まった」のようになっている（「／」は，音調句に

よる大きな区切り）。

（2） 昨日彼に借りた金を返した。

（2）は，（2a）「昨日彼に金を借り，その金を（今日）返した」（金を借りたのが昨日）

という解釈と，（2b）「（以前）彼に借りた金を，昨日返した」（金を返したのが昨日）と

いう解釈とが可能である。（2a）の構造（［［昨日彼に借りた金］を返した］（文節・連文

節単位では，［［昨日彼に借りた金を］返した］））と（2b）の構造（［昨日［彼に借りた金

を返した］］）とは，たとえば，次のように図示することができる（文節単位。一部連文

節にまとめて示す）。

両者の違いは，話し言葉では，イントネーションによって表すことができる。

（2a）と（2b）とでは，ポーズのおかれる位置が異なり，音調句のまとまり方が異なっ

ている。（2a）では「昨日彼に借りた金を／返した」，（2b）では「昨日／彼に借りた金を

返した」のようになっている。

以上は，イントネーションで意味（解釈）の違いを表すことのできる例であるが，次

の（3）は，意味（解釈）の違いをイントネーションで表すことができない。

（3） A社はB社のように在庫を置かない。

（3）は，（3a）「A社は，B社とは異なり，在庫を置かない」（B社は在庫を置く）と

いう解釈と，（3b）「A社は，B社と同じで，在庫を置かない」（B社は在庫を置かない）

という解釈とが可能である。この両者の構造の違いについては，文節レベルでは示すこ

とができず，単語（形態素）レベルに分けて示す（「置かない」を，「置か」と「ない」
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（2a） 昨日彼に借りた 金を 返した （2b） 昨日 彼に借りた金を 返した

（2a）［［昨日彼に借りた金］を返した］

（2b）［昨日［彼に借りた金を返した］］

キ ノ ー カレニ カリタ カ ネ オ カ エシタ

キ ノ ー カレニ カリタ カネオ カエシタ



とに分ける）必要が出てくる。以下に，「B社のように在庫を置かない」の部分につい

て，（3a）の構造（［［B社のように在庫を置か］ない］）と（3b）の構造（［B社のように

［在庫を置かない］］）とを図示する。

このレベルの場合，両者の違いをイントネーションによって表すことができない。

これは，イントネーションによって文構造（係り受け）を表すには，文法の単位とプ

ロソディーの単位とが一致しなければならず，それが可能なのは，文節レベルまでだと

いうことを示している。文節は，アクセントによるまとまり（アクセント句）や，イン

トネーションによるまとまり（音調句）になりうる最小の単位であり（15），それより小

さな（文節を作れない）単位になると，そのようなまとまりを作ることはできなくなる。

つまり，文節を作れない単語（形態素）レベルにおける構造の違いは，イントネーショ

ンによって表すことができないということになる。

以上は，現代語における，文構造とイントネーションとの関係を示す例（文構造の違

いをイントネーションによって表せる場合と表せない場合）である（16）。一般化してい

えば，次のようになる。

［文節の間の関係］

① 隣り合う2つの文節が関係する（「係り受け」（並立を含む）で続く）とき，こ

れらの文節は1つの句（音調句）にまとまりやすい。

② 隣り合う2つの文節が関係しない（切れる（中止を含む），または，前の文節

の係り先が後ろの文節より後にある）とき，これらの文節は1つの句にまとまら

ない。

［文節より小さい単位の間の関係］

③ 文節より小さい単位に分けないと示せない関係は，イントネーション（音調句）

では表せない。
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（3a）B社のように 在庫を 置か ない （3b）B社のように 在庫を 置か ない

（3a）［［B社のように在庫を置か］ない］

（3b）［B社のように［在庫を置かない］］

エーシャワビーシャノヨーニ ザイ コオオ カナイ

エーシャワビーシャノヨーニ ザイ コオオ カナイ



これらは，古典文学を現代語で音読する場合にも当てはまるものと思われる。これに

ついては，次項で見ていきたい。

4．2 古典の音読における文法とプロソディー

次に，前項で見た，文構造とイントネーションとの関係をふまえて，古典文学の音読

について考えていく。ここでは，文章の内容や表現を理解し伝えるため，多少大げさに，

（プロソディーによって）表情をつけて読む場合のことを考える。以下，主に中学校で

学ぶ作品から，解釈にゆれがある（ゆれが起こりうる）例を挙げて，文構造を考えて音

読することを考えていく。

4．2．1『枕草子』第一段「春はあけぼの」

まず，『枕草子』第一段の冒頭部分について考える。

（4） 春はあけぼの。やうやうしろくなりゆく山ぎは，すこしあかりて，紫だちた

る雲のほそくたなびきたる。（『新編 日本古典文学全集 18枕草子』p.25）

（4）について考えたいのは，次の2点である。

� 「春はあけぼの」の後で，�切れる か，�続く（後ろに係る）か。

�の場合，「春はあけぼの」は，これだけで文となる。

�の場合，「春はあけぼの」は，時を表す連用修飾成分となる。

� 「…なりゆく」の後で，�切れる か，�続く（後ろに係る）か。

�の場合，「…なりゆく」は，ここまでで文となる。

�の場合，「…なりゆく」は，連体修飾成分となる。

�と�とを組み合わせると4通りの文構造が考えられるが，このいずれの解釈も可能

であろう。この4つの違いは，音声ではイントネーションで，表記上では句読点で示す

ことができる。以下に，それぞれについて，構造を図示したもの（句読点付き），筆者

の発話によるピッチ曲線（イントネーション）（17），現代語訳を挙げる。現代語訳は，そ

れぞれの解釈をとっていると思われる文献から引用する（4bcを除く）。本文の表記

（句読点以外）は，『新編 日本古典文学全集』による（18）（以下，引用文献にあるルビは，

一部を除いて，省略する）。

―56―



上のうち，最も一般的な解釈は，（4ad）のようである。『新編 日本古典文学全集』も

そうであるが，本文を同書によっている「国語総合」の教科書（以下，すべて平成24

年3月検定済）にも，これと同様の句読点の付け方をしているものが多い（東京書籍

『新編国語総合』，教育出版『国語総合』，三省堂『精選国語総合』など）（19）。すなわち，

「春はあけぼの。」を1つの文と考え（20），「…なりゆく」を「山ぎは」にかかる連体修飾

成分と考えるのが最も一般的なようである（21）。

いずれの読みがよりよい解釈（あるいは，本来のもの）であるかはさておき，文構造

の違いによって，その文の表す意味が変わり，それによって音読の仕方も変わるという
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（4ac） 春はあけぼの 。やうやうしろくなりゆく 。山ぎは ，すこしあかりて ，…

春では夜明方がよい。曙の霞んだ空が段々に白んでゆくのが面白い。東の山際のと

ころだけが，少しぽつと赤るんで，…（佐藤1937:11）

ハルワ アケボノ ヨーヨーシロクナリユク ヤマギワ スコシアカリテ

（4ad） 春はあけぼの 。やうやうしろくなりゆく 山ぎは ，すこしあかりて ，…

春はあけぼの。だんだん白んでくっきりとしてゆく山ぎわが，少し赤みを帯び明る

くなって，…（『新編 日本古典文学全集 18』p.25）

春は夜明け！ だんだん白んでゆく山ぎわの空がほんのり明るくなって，…（山口

2008:208）

（4bc） 春はあけぼの ，やうやうしろくなりゆく 。山ぎは ，すこしあかりて ，…

春の明け方に，空がだんだん白んでゆく。山際が少し明るくなって，…（筆者訳）

ハルワア ケボ ノ ヨー ヨー シロク ナリユク ヤ マギワ ス コシ アカリテ

（4bd） 春はあけぼの ，やうやうしろくなりゆく 山ぎは ，すこしあかりて ，…

春の明け方，次第にはっきりと見えて来る山際が少し明るくなって，…（柳田2016：

120。同書の本文では，「山ぎは」の後に読点を入れていない）

ハ ルワア ケ ボノ ヨー ヨー シ ロ ク ナリ ユ ク ヤマ ギワ ス コ シ アカリテ



ことは，その文をどう声に出して読むかを考えることが，その文の構造を考えることに

なり，また，その文の意味を考えることになるということである。仮に音読によって文

構造（意味）の違いを表す（読み分ける）ことが難しい場合でも，音読の仕方を考える

ことが，文法（文構造）について考えることになると思われる。

4．2．2『徒然草』序段「つれづれなるままに」

続いて，『徒然草』序段の冒頭部分について考える。

（5） つれづれなるままに，日くらし硯にむかひて，心にうつりゆくよしなし事を，

そこはかとなく書きつくれば，あやしうこそものぐるほしけれ。（『新編 日本

古典文学全集 44方丈記・徒然草・正法眼蔵随聞記・�異抄』（『徒然草』永積

安明校注・訳）小学館1995:81）

（5）について考えたいのは，次の点である。

� 「日くらし」の後で，�切れる か，�続く（後ろに係る）か。

�の場合，「日くらし」は，動詞（述語，連用中止法）となる。

�の場合，「日くらし」は，副詞（連用修飾語）となる。

この両者の違いは，音声ではイントネーションで，表記上では句読点で示すことがで

きる。以下に，それぞれについて，構造を図示したもの（句読点付き），筆者の発話に

よるピッチ曲線（イントネーション）（22），現代語訳を挙げる。本文の表記（句読点以外）

は，『新編 日本古典文学全集』による。
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（5a） つれづれなるままに 日くらし ， 硯にむかひて ，…

何もすることがなく手持ちぶさたなのにまかせて一日を過ごし，硯に向かって，…

（筆者訳）

ツ レズ レ ナルマ マ ニ ヒ ク ラ シ ス ズ リ ニ ム カイテ

（5b） つれづれなるままに ， 日くらし 硯にむかひて ，…



両者のうち，一般的な解釈は，（5b）のようである（23）。『新編 日本古典文学全集』も

そうであるが，「国語総合」の教科書にも，これと同様の句読点の打ち方をしているも

のが多い（桐原書店『国語総合』，三省堂『精選国語総合』，第一学習社『高等学校 標

準国語総合』，明治書院『高等学校 国語総合』など）。また，これらと異なり，「日くら

し」の後に読点を打っているものでも，ほとんどが「日くらし」を「終日」の意味（副

詞）にとっている（教育出版『国語総合』，数研出版『高等学校 国語総合』，東京書籍

『新編国語総合』，筑摩書房『国語総合』など）。「日くらし」の後の読点は，読みやすく

するために（たとえば，「日くらし硯」（1語）と読まれることなどを防ぐために）打た

れたものかとも思われる（24）。

（5a）に関しては，中古の文学作品に，「日暮らす」（動詞，あるいは，「日」（名詞）＋

「暮らす」（動詞））を使った例が見られる（25）ため，この解釈もできないことはないと思

われる。しかし，小池（2005:114）によれば，『徒然草』の一部は「『枕草子』の文体

模写」であり，「日暮らし」については，『枕草子』に「講はじまりて，舞ひなどす。日

暮らし見るに，目もたゆく苦し。」（『新編 日本古典文学全集 18』p.415による「日暮

らし」の現代語訳は，「一日中」）という表現が見られるという。この説に従えば，『枕

草子』にある「日暮らし」は副詞ととれるため（26），『徒然草』の「日くらし」も副詞と

いうことになるだろう。

4．2．3『徒然草』第七段「あだし野の露きゆるときなく」

これまで見てきた例は，文構造の違いをイントネーションで表すことのできる例，つ

まり，音読で意味の違いが示せる例であったが，ここでは，文構造の違いをイントネー

ションで表すことのできない例（音読で意味の違いが示せない例）を取り上げる。これ

は，「4.1文法とプロソディー」で見た「文節より小さい単位に分けないと示せない関

係」を含むものである。

『徒然草』第七段から例を挙げる。

（6） かげろふの夕を待ち，夏の�の春秋を知らぬもあるぞかし。

（訳：カゲロウが夕方を待たずに死に，夏に生きる�が春と秋を知らない

ようなこともあるのだ。）（小西2016:442）
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なすこともない所在なさ，ものさびしさにまかせて，終日，硯に向かって，…

（『新編 日本古典文学全集 44』p.81）

無聊孤独であるのに任せて，一日中，硯と向かい合って，…（小川2015:272）



この文では，「かげろふの夕を待」つことと，「夏の�の春秋を知」ることの両方を否

定している。その構造は，次の（6a）のように図示することができるであろう（「かげろ

ふの夕を待ち，夏の�の春秋を知らぬ」の部分のみを示す）。

これを，「カゲロウが夕方を待つし，夏の�が春と秋を知らないようなのもあるのだ」

（小西2016:441）というように解釈すると，その構造は，次の（6b）のように図示される

ことになるであろう。

（6a）のような構造を，小西甚一は「ならびの修飾」と名づけている（小西 2016:

442）（27）。（6a）のような「ならびの修飾」と，（6b）のような（ただの）並立とは，文節

から否定辞（日本語の学校文法では，打ち消しの助動詞）を切り出さないと（文節より

小さい単位に分けないと），その構造の違いを示せないため，その違いをイントネーショ

ンで区別することはできない。

ほかに，これにやや似た，否定辞が何を（どこまで）否定しているか（否定のスコー

プ）がわかりにくい例は，韓�の『雑説』にも見られる（『雑説』は，教育出版『国語

総合』，桐原書店『国語総合』，三省堂『精選国語総合』，数研出版『高等学校 国語総合』，

筑摩書房『国語総合』などに採録されている（28））。

（7） 食フ�馬ヲ者。不ル�知リテ�其ノ能ク千里ナルヲ�而食ハ�也。

（書き下し文：馬を食
やしな

ふ者，其
そ

の能
よ

く千里なるを知りて食
やしな

はざるなり。）

（現代語訳：馬をやしなう者は，その馬が千里を走ることができることを

知ってやしなっているのではないのである。）（星川1956:225）

ここでは，漢文（原文）ではなく，書き下し文（日本語としての読み方）を問題にす

る（29）。この「其の能く千里なるを知りて食はざるなり」は，わかりにくい。そのまま

読むと，（7a）「その馬が千里を走ることができることを知」っていて，「その馬」を

「やしな」わない（否定されるのは，「やしなう」のみ），ととれてしまう。しかし，こ
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（6a） かげろふの 夕を待ち ， 夏の�の 春秋を知ら ぬ

（6b） かげろふの 夕を待ち ， 夏の�の 春秋を知ら ぬ



こで言っているのは，（7b）「その馬が千里を走ることができることを知ってやしなって

いる」のではない（全体が否定される），ということである。両者の構造は，次のよう

に示せるであろう。

この両者も，（6）と同様に，その違いをイントネーションで区別することはできない。

4．2．4 和歌の句切れ

最後に，和歌の句切れを取り上げておく。

和歌を読み解くときには，「句切れ」に注意しなければならない。句切れは，意味上

の切れ目であり，歌全体の解釈に関わり，句切れの位置によって歌のリズム（五七調か

七五調か）が変わってくる（林巨樹・安藤千鶴子編『新全訳古語辞典』大修館書店

2017:354）。しかし，「学生たち」は「短歌を上の句と下の句に分ける習慣が染みつい

ている」ために，（意味をあまり考えずに）和歌を「三句切れ」（七五調）に読んでしま

いやすいようである（梶川2016:131）。

その例として，『万葉集』巻一の「天皇御製歌」（28番歌）を取り上げてみる（この

歌は，「古今和歌集」や「百人一首」では，「春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣干すて

ふ 天の香具山」となっている）。

（8） 春過ぎて 夏来
きた

るらし 白たへの 衣干したり 天
あめ

の香具山

（原文「春過而夏来良之白妙能衣乾有天之香来山」）

（訳：春が過ぎて 夏が来たらしい。真っ白な 衣が干してある あの天の香

具山に）（小島憲之・木下正俊・東野治之 校注・訳『新編 日本古典文学

全集 6萬葉集①』小学館1994:42）

この歌は，「二句切れ」（五七調）であるが，これを上の句と下の句とに分けて（三句
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切れで）読むと，「夏来たるらし」と「白たへの」とがつながり，「衣」の枕詞である

「白たへの」と「衣」とが切れて，意味がわかりにくくなってしまう。以下に，（8a）上

の句と下の句とに分けて読む場合と，（8b）『新編 日本古典文学全集』の解釈（訳）に

従って読む場合とのイントネーションの違いを，筆者の発話によるピッチ曲線で示して

おく（6bには，句読点を打っておく）（30）。

また，別の例として，福田（2015:148）から，『古今和歌集』巻一「春歌上」にある，

「題知らず，詠み人知らず」の歌（32番歌）を挙げておく（歌の表記，訳は福田による。

ルビは省略する）。

（9） 折りつれば袖こそ匂へ 梅の花ありとや ここに鶯の鳴く

（訳：（梅の枝を）手折ったせいで（その香で）袖が匂っていることだ。梅

の花があるかと思ってか，ここ（私の袖）で鶯が鳴いているよ）

（なお，小沢正夫・松田成穂 校注・訳『新編 日本古典文学全集 11古今

和歌集』小学館1994:41による現代語訳は，「花を折ったのだから，私の

袖に匂いが移ってしまったのだが，花がある訳ではないのに，梅の花がこ

こにあるのかと思って，鶯が鳴きにくるよ。」）

この歌は，二句の「袖こそ匂へ」が係り結びになっているため，ここに意味の切れ目

がある。これを，「袖こそ匂へ梅の花」と続けて，三句切れで読むと，意味がわかりに

くくなってしまうであろう。

5．お わ り に

これまで見てきたように，文構造の違いは，意味の違いになり，それが読み方の違い

になる場合がある。その文をどう声に出して読むかを考えることは，その文の構造（文
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法）や意味を考えることになる。筆者は，音読を考えることによって，文法について考

え，文法を学ぶことができるのではないかと考える。もちろん読み手が文構造や意味を

考えて読んだつもりでも，必ずしもそれが聞き手に伝わるわけではない。とはいえ，た

だ声に出して読むのではなく，文構造や意味を考えて読むことは，文法への理解を深め

るのに役立つであろう。4.2.3に挙げた例などは，文構造（意味）の違いを音読で表す

ことはできないが，読み分けについて考えることが，文法の学習につながるのではない

かと思われる。別の例を挙げれば，たとえば，『枕草子』第一四六段「うつくしきもの」

の第2文「雀の子の，ねず鳴きするにをどり来る。」（秋山編2013:210による現代語訳

は，「雀の子が，（人がチュッチュッと）ねずみの鳴きまねをすると（ちょんちょんと跳

ねて）踊るようにやって来るの。」）などを，「雀の子のねず鳴きする」（「雀の子の」が

「ねず鳴きする」の主語）と誤解されないように，「雀の子」と「ねず鳴きする」の間に

ポースをおいて音読したとしても，それが聞き手には伝わらないかもしれない（この文

は，主節「雀の子の をどり来る」の主語と述語との間に，従属節「ねず鳴きするに」

が入り込んだ「袋小路文」（構造を取り違えやすい文）である）。こういったものでも，

音読の仕方を考えることは古典文法学習につながる（古典文法を学習するうえでの，ヒ

ントやきっかけになる）のではないかと思う。

なお，本稿で見てきたもののほかに，引用（会話文，消息文，心中思惟）や，いわゆ

る「はさみこみ」（挿入）なども（31），声の大きさや調子を変えたり，声色を使ったりし

て，（他の部分と区別して）示すことができると思われる。しかし，これらについては，

機会を改めて論じたい。

（1） 川島・安達（2004），川島・齋藤（2017）など。

（2） 小学校でも，古典を含む文語文の音読は行われる。『小学校学習指導要領』（平成20年3

月）「国語」には，「易しい文語調の短歌や俳句について，情景を思い浮かべたり，リズムを

感じ取りながら音読や暗唱をしたりすること。」（〔第3学年及び第4学年〕2内容〔伝統的

な言語文化と国語の特質に関する事項〕�ア�），「親しみやすい古文や漢文，近代以降の文

語調の文章について，内容の大体を知り，音読すること。」（〔第5学年及び第6学年〕2内

容〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕�ア�）とある。

（3） 新『中学校学習指導要領』（平成29年3月）「国語」では，「音読に必要な文語のきまりや

訓読の仕方を知り，古文や漢文を音読し，古典特有のリズムを通して，古典の世界に親しむ

こと。」（〔第1学年〕2内容〔知識及び技能〕�ア），「作品の特徴を生かして朗読するなど

して，古典の世界に親しむこと。」（〔第2学年〕2内容〔知識及び技能〕�ア），新『高等学

校学習指導要領』（平成30年3月）「国語」では，「文章を読み深めるため，音読，朗読，暗

唱などを取り入れること。」（「言語文化」3内容の取扱い �イ），「古典を読み深めるため，

音読，朗読，暗唱などを取り入れること。」（「古典探究」3内容の取扱い �イ）となってい

る。
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（4）『高等学校学習指導要領解説 国語編』（平成22年6月）「国語総合」には，「音読，朗読，

暗唱の指導は，小学校及び中学校においても重視している。この言語活動については，活動

そのものが目的となることがないよう，『文章を読み深めるため』ということに留意する必

要がある。」（4内容の取扱い �イ）とある。

（5） これとは別に，前田（2001:178）は，「音読」を，「伝達手段として，また理解の補助手

段としての『朗読』」と，「文章のリズムを実感させるために音吐朗々と誦する『朗誦』」と

に分けている。

（6） たとえば，「暗誦・朗誦」用のテキストである，齋藤孝『声に出して読みたい日本語』シ

リーズ（草思社2001初刊）は，「シリーズ累計260万部突破」（草思社文庫版2011:222）し，

小学生用の音読教材である，�山英男『�山メソッド 徹底反復「音読プリント」』（小学館

2004）は，「46万部を突破した」（『�山メソッド 徹底反復 文章読解プリント 名文編』2013

「内容紹介」）という。

（7） 沖森編（2012:3）には，「歴史的仮名遣いで書かれた文章は，現代語の発音に従って…読

む。」と明記されている。

（8） 古典ギリシア語の入門書である『CDエクスプレス 古典ギリシア語』は，「言語学的に推

定されている古典ギリシア語の発音を試み」ており，「付属のCDで，荘重かつ美しい古代

の発音が楽しめ」るという（荒木2003:4）。

（9） 大島（2009）を参考にした，唐代長安音（推定）による，杜甫「春望」，孟浩然「春暁」

は，動画共有サイトのYouTubeで聞くことができる（2018年6月現在）。

（10） 以下，段数は，すべて『新編 日本古典文学全集』による。

（11） 森（2015:2）では，「春は」の「は」を「ワ」（ハ行転呼音）としている。

（12） 金田一春彦の復元音（『朗読源氏物語：平安朝日本語復元による試み』大修館書店1986）

による『源氏物語』「若紫」（一部）の朗読（関弘子朗読）は，動画共有サイトのYouTube

で聞くことができる（2018年6月現在）。なお，古くは，物語を含め，文章は音読されてい

たとされる（玉上2003:64,76）。

（13） 沖森編（2010:32）参照。

（14） 以下に挙げるピッチ曲線は，すべて筆者の発話のものである。筆者が各意味を伝えるべく

各文を読み上げたときの音声を，フリー音声分析ソフト「Wavesurfer」の「Speechanaly-

sis」で分析し，表示された「Pitch」をトレースしたものを挙げる。

（15） 文節の提唱者である橋本進吉は，「文節は，…実際の言語に於て，いつでも続けて発音せ

られる最短い一句切であつて，そのアクセントが一定してゐる。実際，アクセントは，文節

を単位として考察した場合に一定した形を示す」と述べている（橋本1934:10）。

（16） このほかの例は，阿久津（2009）を参照。

（17） 以下，音声波形（音の強さ）は示さない。（4ac）と（4ad）については，筆者は，「あけぼの」

を強調して発音しているが，これはピッチ曲線の高さに現れている。

（18） 句読点を含め，表記は，教科書・書籍によって異なる（『新編 日本古典文学全集 18』の

「凡例」には，「本全集の一般的方針に従い，読解の便宜のために，…句読を切り，濁点を加

え，」とある）。特に読点の位置は，文の構造だけではなく，語の認識のしやすさ，息継ぎの

しやすさなどによって決められるため，ゆれが起こりやすい。樺島（1985:143）は，文の

構造に基づく読点の打ち方について論じ，「読点を，そこで打つかどうかには，書き手の微

妙な気分が作用し，機械的にはいかないところがある。」と述べている。古典作品の場合，

読みやすくするため，たとえば，文の構造上の切れ目に読点を打ち，文節の切れ目にはスペー

スを入れるなどといったやり方も考えられるかもしれない。なお，亀井（2017）では，例文

（古典作品）が文節で分かち書きされている。

（19） 本文を『新編 日本古典文学全集』によっている教科書にも，同書とは異なる句読点の打
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ち方をしているものが見られる（大修館書店『新編国語総合 改訂版』，数研出版『高等学校

国語総合』など）。これらでは，「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく，山ぎは少しあか

りて，…」のようになっていて，「…なりゆく」で文を切っている（「なりゆく」を終止形と

している）ようにも見えるが，たとえば，大修館書店『新編国語総合 改訂版』などでは，

（4ad）に挙げた山口（2008）の現代語訳を載せていて，「…なりゆく」を連体修飾成分とす

る解釈をとっているようである。ほかに，本文を「…なりゆく，…」としているものの現代

語訳には，「だんだん白んで行くと…」（池田亀鑑『全講枕草子』至文堂1963:2），「だんだ

んと白んでゆくうち，…」（上坂信男ほか全訳�『枕草子 上』講談社学術文庫1999:16），

「だんだんとあたりが白んで，…」（角川書店編『枕草子』（ビギナーズ・クラシックス 日本

の古典）角川ソフィア文庫2001:11）などがある。これらでは，「なりゆく」について，終

止形や連体形本来の用法とは異なるものとして訳している（『全講枕草子』には，「『なり行

く』に休止をおき，『なり行くに，その山ぎは』の意と解したい。」とある（p.1））。小田

（2018:205）は，「終止形，連体形によって文が中止されているとみられる句型がある。」と

している。

（20）「春はあけぼの。」（これで1文とする）の文構造の解釈については，「春はあけぼの（いと）

をかし。」の「（いと）をかし」の省略とする説（訳：春はあけぼのがいい。），「春はあけぼ

のなり。」の「なり」の省略とする説（訳：春はあけぼのである。），もともとこれだけ（省

略はない）とする説（訳：春はあけぼの！）などの諸説があるが（田中重太郎1972:24），

これらを音読によって読み分けることは難しいと思われる。

（21） NHKの教育番組である，「10min.ボックス 古文・漢文」「枕草子（清少納言）」（加賀

美幸子朗読，出典『新編 日本古典文学全集』），「おはなしのくにクラシック」「枕草子（清

少納言）」（虻川美穂子出演）でも，（4ad）のように朗読している。両番組は，NHKfor

schoolのサイトで視聴することができる（2018年6月現在）。

（22） 筆者は，（5a）の「日くらし」は動詞として中高型（�2型）に，（5b）の「日くらし」は副

詞として平板型に読んでいる。

（23） NHKの教育番組である，「10min.ボックス 古文・漢文」「徒然草（兼好法師）」（加賀

美幸子朗読，出典『新編 日本古典文学全集』），「おはなしのくにクラシック」「徒然草（兼

好法師）」（えなりかずき出演）でも，（5b）のように朗読している（前者では，「日くらし」

を中高型（�3型）に発音している）。両番組は，NHKforschoolのサイトで視聴すること

ができる（2018年6月現在）。

（24）「国語総合」の教科書には，『徒然草』の本文を，『新編 日本古典文学全集』によっている

ものと，『日本古典文学大系』（西尾実校注『日本古典文学大系 30方丈記・徒然草』岩波書

店1957）によっているものとが多い。前者の表記は「日くらし」（読点なし），後者の表記

は「日くらし，」（読点あり）であるが（いずれも「終日」の意味としている），前者によっ

ていて読点のあるもの（筑摩書房『国語総合』），後者によっていて読点のないもの（桐原書

店『国語総合』，第一学習社『高等学校 標準国語総合』）も見られる。

（25）『新編 日本古典文学全集』（JapanKnowledge版）で検索したところ，たとえば，次のよ

うなものがあった。『蜻蛉日記』「日暮らしがたし」（底本「日くらしかたし」）（訳：いたた

まれぬ思いで過した）。『源氏物語』手習「日暮らしたまひし」（訳：一日じゅうそこでお過

しになりました）。『夜の寝覚』巻二「日暮
く

らして」（訳：終日）。

（26）『新編 日本古典文学全集』（JapanKnowledge版）で検索結果したところ，『枕草子』に

「日ぐらし」は，この「日ぐらし見るに」（第二六〇段）（訳：一日中）の1例しかなかった

（他の表記，他の活用形のものもなかった）。なお，『新編 日本古典文学全集』では，『枕草

子』に限らず，中古文学作品の「日ぐらし」の「ぐ」に濁点を打っている（仮名表記のもの）。

しかし，『徒然草』については，底本に従い，「日くらし」としている（『新編 日本古典文学
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全集 44』p.82）。

（27）「並びの修飾」は，「対偶中止法」とも（否定に限っては，「対偶否定法」とも）呼ばれる。

これについては，飯田（2016:15），小田（2018:54）なども参照。

（28） 高校の「国語総合」の教科書などでは，「其能千里」を「其ノ能ノ千里ナルヲ」と読んでいる。

こちらの読み方のほうが一般的なようである。前野・江連（1987:337）では，「能
のう

」と読む

ことについて，「この文では『能』」をすべて『能力』を表していると考える。」と述べてい

る。

（29）（7）の漢文（原文）に使われている文型「不～而…」は，�「～シテ…（セ）ず」（「不」

は「～而…」を否定する。訳：～して…するのではない）と，�「～（セ）ずシテ…（ス）」

（「不」は「～」のみ否定する。訳：～しないで，…する）という2つの読み方ができる（藤

堂明保ほか編『漢字源 改訂第五版』学研プラス2011:18,天野成之『漢文基本語辞典』大修

館書店1999:293）。（7）は，�によって読んでいるが，�によって読むこともできる（鎌田

ほか2013:258は，「『不シテ�知ラ�其ノ能ノ千里ナルヲ�而食フ也』と読み，『その能力が千里も走

ることを知らないで飼育している』と解することもできる。」としている）。この文の場合，

これでも大意は変わらないが，意味が大きく変わる場合もある（加地2010:460などを参照）。

（30） NHKの教育番組である，「10min.ボックス 古文・漢文」「万葉集（加賀美幸子朗読，

出典『新編 日本古典文学全集』）では，（8a）のように（三句切れで）朗読している。同番

組は，NHKforschoolのサイトで視聴することができる（2018年6月現在）。

（31）「はさみこみ」は，佐伯梅友の名づけた用語で，佐伯（1988:197）は，たとえば，『古今

和歌集』巻八「離別」369番歌の「今日別れあすはあふみと思へども，夜や更けぬらむ，袖

の露けき」（『新編 日本古典文学全集11』p.158による現代語訳は，「今日送別をしてもま

た明日は会える身の上の近江介を送るのだと思っても，夜が更けたからなのか，なんとなく

袖がしめっぽいよ。」）の「夜や更けぬらむ」などを「『はさみこみ』の一種」としている。

引用や「はさみこみ」については，沖森編（2012:133）なども参照。

秋山虔編（2013）『シグマベスト 理解しやすい 古文』文英堂
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SuponemosnolehubieraimportadoalreyJuanIIveresosversos,puescantaba,

trovabaydanzabamuybien,perohaberusadounaCr�onicaparaesemester,ajeno

alacr�onicareal,nuncahabr�adeaprobarse.

Aunquesea�nadiesenestosversosalaCr�onicaenelsigloXIV,sepodr�amuy

bienatisbarqueestosrefranessehubierantransmitidodeformaoralenelsiglo

XIIIeinclusoenelsigloXIIenestadolatente,notangiblecondocumentaci�on,que

habr�asidopropioparaunp�ublicoiletradoquehablabaenlat�nvulgaroenlas

nacienteslenguasromances,oinclusoquehubiesenestadoenalg�unotrosoporte

escritoyadesaparecidoopordescubrir.As�,encuantoalrefr�anquenosata�ne,

hemosdedecirqueSantoDomingodelaCalzadasefundaenelsigloXIIapartir

deunn�ucleodepoblaci�onfundamentadoenelpuentesobreelr�oOja,laiglesiay

elhospitalqueyaestabanacabadostraslamuertedeDomingoGarc�aque,afalta

dedocumentoscoet�aneos,dicenocurri�oel12demayode1109,enlosalboresdel

sigloXII.Estosdatosnoshacenpensarquelaparemiapudooriginarsemuybien

aprincipiosdelsigloXII,enlosprimerosa�nosdetr�ansitodeperegrinosdeSan-

tiagodeCompostelaporaqueln�ucleofundacionalatribuidoaDomingoGarc�a,

quelasgentescomenzaronallamarmuyprontotrassumuerteconsunombrey

ela�nadido・delaCalzada・porsersuobraoriginariam�asrelevanteconlaque

desvi�oelantiguocaminodelosperegrinosqueaprovechaban la・Calzada

Romana・18,quesiguecruzandoelt�erminodeVillalobardeRioja,porsu・enlace

nuevo・o・desv�ohist�orico・
19queatravesaraelr�oOjaconelpuentedemaderaque

construyeraunostresocuatrokil�ometrosm�asalsurdelav�aromana.

2.ReferenciasdelaparemiaenelCodexCalixtinus

Delosalimentosquelaparemiamenciona:pan,vinoycarne,elCodex

CalixtinusalabalarutadePortdeCize,quepodr�acorresponderconelhoypuerto

deIba�netaentierrasnavarras:・tierraf�ertil,excelenteyllenadetodog�enerode

bienes・.Queesosbienesserefer�anentoncesaesoselementosdealimentaci�onse

apreciaenelcomentarioquehaceelautor,AymericPicaud,trasatravesarlas

・landasbordelesas・deBurdeos:・regi�onfaltadecualquierrecurso,faltadepan,de

vino,decarne,depescado,deaguasydefuentes・20.Igualmentehabladela

・faltadepanyvinoydetodog�enerodealimentos・delterritoriodelosVascosde

lapartefrancesadeBayona,regi�ondelenguab�arbara
21.Sinembargodicedela

tierradeGascu�na,partefrancesacercanaaNavarra,quees・abundanteenblanco

panyexcelentevinotinto・22.Estaalabanzaalasbondadesnaturales,podemos

pensar,dimanadelasatisfacci�ondePicaudalencontrarseconunapoblaci�on

francaensutotalidad（fueenclavefundadoporSanchoRam�rez,en1090,parael
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asentamientodepobladoresultrapirenaicos）,yaf�n,portanto,asuscostumbresy

gustos23.

ElcronistaperegrinoAymericPicaud,posiblecl�erigofranc�esdePoitou,que

hizoelCaminocompostelanoentre1130y1140,plenosigloXII,tambi�enmenciona

SantoDomingodelaCalzadadiciendoque・hayquevisitarelcuerpodesanto

Domingo,confesor24,queconstruy�oeltramodecalzadaenelcualreposa,entrela

ciudaddeN�ajerayRedecilladelCamino・.Noshabladesutumba,queeneltiempo

desuviaje（1130�1140）estar�aenelmismoCamino,alladodeunprecariotemplo

queen1158desaparecer�aparaconvertirseenlaiglesiarom�anicaterminadaa

finalesdelsigloXII.SindudalatumbadeDomingodeb�ainspirar�animoy

devoci�onalperegrino,comopareceexpresarPicaudalpasarporella.Yconla

obligatoriedadqueimponesuconsejodepasarporlatumbadelSantodel

entonces incipiente n�ucleo poblacional,deja de mencionar sus elementos

gastron�omicos. S�apreciaporsuabundancia,tantogastron�omicacomode

elementosnaturalesymanufacturados,lastierrascontiguasde・CastillayTierra

deCampos・,tierrasdeBurgos,PalenciayLe�on,dondeyasehab�anformadoesos

burgossobreantiguaspoblaciones:・tierrallenadetesoros,deoro,plata,ricaen

pa�nosyvigorososcaballos,abundanteenpan,vino,carne,pescado,lecheymiel.

Sinembargo,carecedearboladoyest�allenadehombresmalosyviciosos・
25.

LaspinturasdelPante�ondeSanIsidorodeLe�onnosilustrandelosritos

agrariosenqueseapreciaestaaseveraci�on.Enjunioelcampesinoest�asegandoel

heno.Dejulioaseptiembrerecogeelcerealylavid.As�,lasiegadelamies,la

trillaylavendimia,nosreflejanyaenelsigloXIIlariquezadelaregi�oncastellana.

Lasaltiplaniciescastellano-leonesassonpr�odigasen・panyvino・.Lacarneyla

lechenoshacenpensarenelganadoovinoybovino.Losgrandespastizales,donde

apenashaytierradealtamonta�na,sonpropiciosparalacr�adeestosanimalesque

proporcionabantalesalimentosconlosquepoderelaborarotros.Derivadodela

ganader�aovinaessindudalaabundanciadelanaenestaregi�on,basedela

incipienteindustriatextildelsigloXIquesefoment�oenelsigloXIIIyqueda

reflejadoensuexpresi�on・ricaenpa�nos・delCodexCalixtinus.

Referentealospa�nos,tambi�enSantoDomingodelaCalzadaespuebloriojano

afamadoporellos,comoquedaplasmadoenlapopularcoplacantadaenfiestas:

NocompresmulaenLogro�nonienSantoDomingopa�no

nimujerenLabastida,niamigostengasenHaro.

Lamulatesaldr�afalsa,elpa�notesaldr�amalo

lamujertesaldr�aputaylosamigoscontrarios26.

Sinduda,tantolaprimeracomolasegundapartedelaparemiasonun

dicterio,dichodenigrativo,contralaspoblacionesmencionadas:laprimera,capital

delaprovincia,otrasdos,SantoDomingodelaCalzaday Haro,grandes

poblacionesdelaRiojaAlta,yotra,Labastida,yaenlaRiojaAlavesa,portantoen

tierravascade�Alavaperogeogr�aficayfolkl�oricamenteligadaaLaRioja.En
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・SantoDomingodelaCal�cada:pan,vinoecarneasada・.EstudioParemiol�ogico

tiempodeDomingoGarc�aeratambi�enpartedelReinodeNavarra,juntoconLa

Rioja.Enla�ultimaestrofa,sedaotraversi�onm�asaudibleparanoofenderla

sensibilidaddelosoyentes:・lamujerfeayborrachaylosamigoscontrarios・.Sin

embargo,comobienseaprecia,enestecasosepierdeelparalelismodelatriple

repetici�ondelverboenfuturo（tesaldr�a）,queeneloriginalvieneacorresponder

conlatripleelipsisdelverbo・nocompres・mediantelaconjunci�oncopulativa

・ni・27.Ambosg�enerosliterarios,paralelismoyelipsis,contribuyenaconseguiruna

bonita paremia y sirven adem�as de c�odigo nemot�ecnico que facilita su

permanenciaeneltiempo.

Hemosdeanotarqueeldicteriohasidoideadoporhombres,porsucar�acter

machistaenlaexpresi�onde・comprarmujer・.Ciertoqueparaconseguirbrevedad

enlaparemia,quehacequeseaderitmobonitoyadem�asmejormemorizable,se

evitaotronuevoverboalhablarde・mujer・,perotambi�enhemosdeadmitirqueen

ellasereflejalamentalidaddeotrostiemposenqueeraelhombreelquesesupone

deb�abuscarmujerypagarsudote. Detodosmodos,est�areflejandoesa

mentalidadmachistadesuperioridaddelhombrefrentealamujer,quesiempre,en

diferentegrado,sehadado.

Nodudamosdequesisehabladeestascosasopersonasaadquirirensentido

peyorativo,noestantoporsudeficienciaensusdiferentesaspectos,sinom�asbien

porlocontrario,porserunacaracterizaci�onpositivaporlaqueadem�ashan

conseguidoserafamadas.Esporelloundicterioquelejosdedenigrartalespue-

blosintentadarlosaconocerponiendodemanifiestosusbondades.Esos�,deuna

formac�nicaexpresadaenimperativonegativocomobuscandounmayorimpacto

eneloyente.FamosaseranlasferiasdecompraventadeganadoenLogro�no

dondeacud�andetodalaregi�onriojanayprovinciasvecinasparaadquirirganado.

Enestecasoreferidoalganadocaballar,tanimprescindibleeneltrabajodel

campo,sobretodoparalaslaboresagr�colas.

QueenSantoDomingodelaCalzadasehicieranpa�nosest�abienprobadopor

suafamadaindustriatextilyladepueblosserranoscercanoscomoEzcarayy

Pradoluengoconquientuvopleitosporquelafabricaci�ondepa�nosybayetasera

la�unicaactividadposibleenesassierras.En1736SantoDomingodelaCalzada

perdi�oelcontenciosoconEzcarayporquerercobrarlesderechodetr�ansito.El

Fuerode1312favorec�aaEzcarayparanopagarning�untributodesalidadesu

producci�on
28.・Laf�abricadeP�erezI�nigoiniciasusproyectosdefuncionamientoen

1786・y・en1790laf�abricadeSantoDomingocomienzasuactividadindustrialcon

elapoyodelaCorona,aunqueporpocotiempo,yaquetraslaGuerradela

Independenciaytrasunaseriedecontingenciasdebedecerraren1838・29.Sinduda

eranmuyapreciadossuspa�nosqueseexportabanalospueblosvecinosyotras

provinciascolindantes.Lamateriaprima,queensumayorparteeralalanade

ovejaschurras,paraesasf�abricastextileseraproporcionadaporlagrancantidad

deovejasdelazonaysobretododelaSierradelaDemandaydeCamerosdonde

losgrandesganaderoshac�annegocioconlatrashumancia.Ellosprove�ande

lanaschurrasalospeque�nosfabricantesconlasqueelaborabanbastospa�nosy
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bayetasdestinadasalascapassocialesm�asdesfavorecidas.EnlaEdadMediaeran

m�asextensaslasdehesas,sobretodolasdedicadasalganadolanar.EnelsigloXV

laganader�atrashumantedeLaMestacreci�oespectacularmente:pasaronde

1.5000.000cabezasen1400a3.200.000en1519.Ellofuegraciasalterrenonocultiva-

bledebidoalaescasadensidaddemogr�afica,alamejoradelacalidaddelalana

debidoaqueeranm�asabundanteslosreba�nosderazamerinaconsiguiendo,sobre

todoenCastilla,lanadecalidadselectaquedemandabannacionaleinternacional-

menteparalafabricaci�ondepa�nosdecalidadsuprema,ycomoconsecuenciade

ellolasustituci�ondelalanainglesaporlamerinaespa�nolaenelabastecimientode

materiaprimaparalosgrandescentrostextilesdelosPa�sesBajos,Italiaeincluso

Francia30.Enlafechaenquesedatalaparemia,sigloXV,hubounllamativo

progresoecon�omicosobretodoenel�ambitomercantil.As�,・Burgoseraelcentro

porexcelenciadeconcentraci�ondelalanaqueseexportabaalostelaresde

Flandes・,comodiceuntextode1441:・parasacarlastaleslanasdelasserran�as

comoparaenviarlasalospuertosdelamar,todosestabanempe�nados・
31.Eltrans-

portedelalanadelassierrasriojanashastaBurgoshubodesernecesariamente

porelCaminojacobeofranc�esse�naladoporelCodexCalixtinus.

Conladeforestaci�onproducidaespecialmenteporunamayordedicaci�on

agr�colaytambi�enporserurbanizado,enunmileniohamermadodeformamuy

notablelazonadecampodestinadaalpastodelosanimales.Sindatosescritos,no

dudamostuvoquesernotablelaproducci�ondelanaparacolchones,pa�nosyropa

yaeneseperiodomedievalenquesefraguanuestraparemia.

EnLabastidahansidoapreciadassusmujeresporsubelleza,yesdesuponer

quetambi�enfueranbuenasyvirtuosas,tantosolterascomocasadas.DeHaro,

capitaldelvinodeLaRioja,sonfamosassustabernasybaresdondehac�any

hacenlarondacuadrillasdevecinosysejuntabanyjuntanafestejargentesde

otraslocalidadesvecinas.SehaconsideradoaHarocomolacapitaldelaRioja

Altayhasidotenidocomolugardehacerbuenosamigos.Sobreamigos,diceel

refr�anpopular:

・Nohaytalesamigos,quemipanymivino・.

Pararebatireldicteriocitadoquehabladepeculiaridadesenformanegativa

decuatromunicipiosriojanostenemoslasiguientecopla:

R�etedeloscantaresquedetodohay,buenoymalo

EnlaCalzada,enLogro�no,enLabastidayenHaro
32.

DetierrasgallegasvuelveahablarPicauddesuescasezdepan,trigoyvino,

consuelospobres,escasos・entierrasdelabor・yfaltos,portanto,deaquellos

cultivosquepara�el,eransin�onimoderiquezayabundancia:lasvidesyeltrigo

conquehacervinoypan.33Adem�asser�anpara�el,comocl�erigoquesuponemos

era,denecesidadcotidianaparalacelebraci�ondelaeucarist�a.Enestesentido,no
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・SantoDomingodelaCal�cada:pan,vinoecarneasada・.EstudioParemiol�ogico

yacomobienesb�asicosnecesariosparaelsustentocorporalsinocomoalimento

espiritual,yatranformadosenelCuerpoylaSangredeCristo.

As�titulaMen�endezPidallosfolios140v,141r,141v,y142r,queafirma

estabana�nadidosalfinaldeunaCr�onicadeEspa�nadelsigloXIV.

Escuriosoeladjetivocazurroqueutilizamoshoyparahablardeunapersona

cerrada,depocohablaryquehaceloqueleparecebienparas�mismosinatender

elsentiryconsejodeotros.EnelDRAE,adem�asde・reservadoydepocas

palabras・,tambi�enest�alaacepci�onde・tosco,basto,zafio・ylade・torpe,lento

encomprender・.Ca�curro,suponiendoquefuesedeorigen�arabe,・ ・,qadzur,

significar�a・sucio,indecente,ca�otico・.Men�endezPidal,siguiendoaCorominas,se

decantaporpensarqueseaunavozprerromana34.Canteradicequecomoderivado

del�arabetendr�alaconnotaci�onde・insociable・（comoadjetivo）y・ensuciar・

（comoverbo）35.As�pues,elt�erminocazurroadem�asdeindicarelaspectof�sico

como・zafio・,noshabla,seg�unlaacepci�ondelDRAE,delcar�acterintrovertidode

unapersonaytambi�enlaestar�acalificandoporsucortedaddetalentoalsertardo

encomprender.Porotrapartetambi�ensecalificaas�aalguienmaliciosoyaquien

profierepalabrasoexpresionesgroserasolaspr�actica.

Sinembargo,・cazurro・noserefer�aenlaEdadMediaaestetipodepersonas,

aunquetampocolesvendr�amaleladjetivo,sino,comodiceMen�endezPidal,son

as�llamadosconmenosprecio:・aquelloshombresfaltosdebuenporte,quedicen

versossinargumento,queporcallesyplazasejercitanvilmentesuvilrepertorio,

sinreglaninguna,ganandounmalsalarioenvidadeshonrada・36.Ser�aunaespecie

decopleroaficionadilloquetratabadeganarselavidaconsupocoarteenlas

rimas.SebasaparaafirmarloenGuirautRiquier,trovadorprovenzaldelsigloXII,

quedistingueenEspa�naalossegreres（trovadoresdecorte）,losjuglares,los

remedadores（imitadores）,loscazurros,losbufones（buhoneros,albardaneso

truhanes）,quedicesefingenlocos,criticandoqueenFranciaseagrupeatodos

bajoelnombredejuglares.Truh�ansignificaharag�an,hombredemalavida.

Seg�unMen�endezPidal,cazurrer�a・eratodagraciadisparatadaeinconveniente,

seapesadaochabacana,seaescabrosaodeshonesta・37.Seg�unestadistinci�on,

Men�endezPidalsecontradiceenelt�tuloquedaaestosversosalaplicarlosaun

・juglarcazurro・,sindistinguirambosmesteres,alser・cazurro・unaadjetivaci�on

de・juglar・.Sinembargo,enprincipio,・juglar・eratodoaquelqueseganabala

vidaactuandoconsum�usicaycantoparadivertir.Porlanecesidaddecantaren

elidiomacom�undelauditorioeljuglarfueelprimitivopoetaenromanceolengua

vulgardelquenacer�a・comounaligeravariedad・lapoes�acultadeloscl�erigos,

quepornosabercomponerenlat�nsedejabanguiarporellos,・verdaderos

creadoresdelaslenguasliterariasmodernas・38.Esteamplioconceptopasar�a

despu�esasignificar・burla,chanza・
39.Dichom�aseufem�sticamente,enelcasode

BerceoyotrosautoresdelMesterdeClerec�a,hayquedecirquenoesqueno
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dominaransupropiomestersinoqueaprovechansubuengradot�ecnicopo�etico

parahacerincursionesgoli�ardicasdecontenidoprofano（deordencivilopersonal

ovalorandomoralmentelasrelacionessociales）quepodr�anproducirrisa,esos�,

sinabandonarsuquehacereclesi�astico.As�elconceptodegoliard�anoquedar�a

restringidoalosvagosescolaresoeclesi�asticosquehabr�anvueltoalsiglo.

EltrovadorsurgeenelsigloXIcomopoetam�ascultoqueeljuglar,mero

ejecutante.Enlarealidadhab�ajuglaresqueelevabansudignidadaladelos

trovadoresytrovadoresqueparaganarselavidahac�anlaboresdejuglares.

Socialmentesevequeeljuglarerademenorrangoqueeltrovador,alquese

supeditabaparacantarsusversos.EnelsigloXIVeljuglarpierdecategor�aen

cuantoapoetizar,siendounmerom�usicoobuf�ondecorte,porloquesehacen

llamarconlanuevadenominaci�onfrancesademenestreloministril.Juglar

・qued�ocomosin�onimodechocarreroquetratayhablasiempredeburlasocomo

untruh�anvagabundoydemalavida・
40.Seg�unla�epocaapreciamospuesformas

diversasenelsentirpopularsobrelosjuglares.As�,sieljuglaralqueatribuye

Men�endezPidalesosversosfueradelsigloXVlebastar�aladenominaci�onde

・juglar・,sobrandolaadjetivaci�ondecazurro.Yparanadalecuadrar�aladefini-

ci�ondadam�asarribade・cazurro・porquenosonversosinconvenientes,pesadosni

chabacanos.

ElArciprestedeHitanosaconsejaporbocadedonAmor:・Nonquierasser

ca�curroniseasescarnidor・
41.Latrovacazurraesdetononarrativoperocon

・vulgarestribote・42.As�elverso・Ffiz・conelgrandpessarestatrobaca�curra...・
43.

Lociertoesque・unaclaseespecialdejuglaressededicabaaesteg�enero・de

cantarescazurrosqueser�an・losciegos,losescolaresydem�astiposajuglarados

queandabandepuertaenpuerta・.50�70a�nosantesyaapareceelcazurroenlos

DiezMandamientos44.

AntesqueRiquier,paraquien・elcazurronoerajuglarparaencorte・,los

mencionabayasustantivadoelpoetariojanoBerceocomojuglardeescasacalidad

art�stica:

D�ssolieljud�o:/Sitalcosamostrares

yotedar�eempresto/quantot�udemandares,

masporotrasotraspastrijas/loqedem�levares,

nonpagar�asconello/ca�currosninjoglares・
45.

Conelloquieredaraentendereljud�oquelodicequenoser�amucholoquele

d�ealcristiano,puesconloqueledierenotendr�aniparapagarsiquieraaun

cazurro.Esfrasean�alogaalaquecitaMen�endezPidal:・Notienesniparamandar

cantaraunciego・46.Ciego,encuantodedicadoalacazurrer�a.

EldocumentocompletodelPrograma...son29apartadosdeversosrecogidos

quiz�aporunescribanodelsigloXVquequisoaprovecharlos�ultimosfoliosen

blancodelMs.2497queparecieraircopiandodememorialoso�dosaalgunos

juglares,quedening�unmodopodr�amoscalificardecazurros. Entreestos
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・SantoDomingodelaCal�cada:pan,vinoecarneasada・.EstudioParemiol�ogico

dictadosopeque�nascomposicionespo�eticashaydichos,refranes,algunost�opicos,

referidosaunlugarconcreto,yotroscomunesacualquierlugar. Nuestro

cometidoescomentareldictadot�opicoreferidoaSantoDomingodelaCalzada.Es

curiosoqueelrecopiladorhatranscritodosparemiasgeogr�aficasdeLaRioja

seguidas,unatrasotra,apesardereferirseadospoblacionesdistintas,aunquelas

doslugaresriojanosdelCaminodeSantiago.Sinpuntodespu�esde・asada・ya

rengl�onseguidoest�alasiguienteparemiaasonantadaynotanconseguidacomola

anterior:

・Logronoentilloganoentillocomo・

・Logro�no,entilogano,entilocomo・est�aigualmenteenelfolio141v,carilla

anversa:Logro�noeshoylacapitaldelaAutonom�adeLaRiojaqueest�aa46

kil�ometrosdeSantoDomingodelaCalzada.Nonosesdif�cildeimaginarqueesta

paremiasobrelacapitalriojanaserefieretambi�enalosbuenosalimentosquese

producenenlaregi�onyquehabr�andeserconsumidosenellaporlapenadetener

quedesprendersedeellosenvi�andolosaotrazona.Hemosdepensarqueel

Logro�nodelsigloXIabarcabanosololavillasinotodala・mandaci�on・admi-

nistrativadeunam�asampliacircunscripci�on,queelFuerode1095fijaenelnorte

hastaMara�n�onyLegarde,alsurhastaViguera,yaloestehastaSanJuli�any

Ventosa.Suspobladoresten�anelderechodeaccederpor・presura・alastierras

yermasyaprovecharpastos,aguasyle�nadelosterrenoscomunales.Enlossiglos

XIIIyXIV,Logro�nosigui�oadquiriendootraspoblacionesyaldeaspr�oximas

llegandoatenerunagranextensi�onparaelcultivo,as�comotambi�enmontesy

dehesas.Porlotanto,laparemia,yatranscritaenelsigloXV,comohaquedado

probado,nonoshablasolodeloqueocupaahoralacapitaldelaprovinciasinode

unterritoriom�asvasto,f�ertilporsuscultivosyconpartemonta�nosanocultivable

peroaprovechableparaelpastodelganado.

4.Acercadelnombredelpueblo

Elnombre・Domingo・esmuycom�unenLaRiojaytienesuporqu�e.Sonsolo

treslossantosdelmedioevollamadosDomingoque,aligualquecomoelpropio

nombreindica,lostresfueron・consagradosaDios・（dellat�n・dominicus・）ylos

tresest�anenestrecharelaci�onconLaRioja.Lostrestienenunaadjetivaci�onque

hacereferenciaaotroapelativounidoconlapreposici�on・de・queindicanunaobra

（laCalzada）,unlugarfundado（Silos）yunafamilia（losGuzmanes）.Dosdeellos

nacidosenLaRiojaenelsigloXI,eleldeSilos,en1000,enCa�nas（cercanoaSanto

DomingodelaCalzada）,yeldelaCalzada,en1019,enViloriadeRioja（delahoy

Riojillaburgalesa,desde1841provinciadeBurgos）.Eltercero,eldeGuzm�an,

nacidoen1170enCaleruega,Burgos,fueelfundadordelaOrdendominicanaya

entradoelsigloXIII.Aunqueeste�ultimo,delafamiliadelosGuzmanes,nofuese

nacidoenLaRioja,dec�amosquetambi�enten�arelaci�onconellaporqueleimpuso
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talnombresumadre,JuanadeAzaaltenermuchadevoci�onporeldeSilos,

ca�nenseriojano,quesehab�aasentadoyvividomuycercadesupueblo,Caleruega.

Seg�unlatradici�on,DomingodeSilos,96a�nosdespu�esdesumuerte,sele

apareci�oaJuanadeAzaparaanunciarleelnacimientodeunhijoqueser�aun

ap�ostol.SantoDomingodeSiloshab�arestauradoelantiguomonasteriodeSan

Sebasti�andeSilosfundadoporFern�anGonz�alezd�andoleadem�assupropio

nombreenlugardelqueten�a.

Notenemosning�untestimoniohist�oricocontempor�aneodelSantodela

Calzadaenvida.S�haydocumentaci�onposteriorasumuerteenquesenosdice

queasumuerteyahab�aenellugarunpuente,unacalzada,unhospitalyuna

iglesiayqueprontolagentecomenz�oallamaraesen�ucleopoblacionalconsu

nombre,alqueconsideraroncomosufundador,conelapelativo・delaCalzada・.

Peroeslatradici�onoral,queigualom�asvalortieneparanosotros,laquenosha

transmitidoqueDomingofueelcreadoreimpulsordelafundaci�ondelpuebloy

quefueelconstructordela・nuevav�a・enelCaminodeSantiago,roturandouna

calzadapordondenohab�asinobosque.EnVillalobardeRiojaseencuentrael

hoyd�atodav�adenominado・CaminoRomano・,trozodecalzadaromana,comose

puedeapreciarporsusvestigios,quefueaprovechadoporlosprimerosjacobitas

quecruzabanelr�oOjacasicincokil�ometrosm�asalnortedelanuevapoblaci�on

quesefuefraguandoenelsigloXIIylleg�oaserhist�oricaciudadmedievalconel

nombredesuinsignefundador.Calzadaesuncaminopavimentadoconpiedra,

aptonosoloparaloscaminantessinotambi�enparaloscarruajestiradospor

animales.Podr�amosimaginarquelospaisanosqueconocieronaDomingoGarc�a

lequisieronapodarconestecalificativoquelehabr�adediferenciardeldeSilos,

nacido19a�nosantesque�elyportantocoet�aneo.Sinembargo,sintratardebuscar

diferenciarledeldeSilos,elnombredelpueblobienpudosurgiralserDomingo

Garc�aquien,deformaaltruista,hicieraquesedesviaralarutajacobeaque

utilizabanlosperegrinosdeSantiagohastaentoncessiguiendoelantiguotrazado

delCaminodelosRomanos,queconelmismonombresiguecruzandoelr�oOjapor

elt�erminodeVillalobardeRiojadesdelosPradoshastaSobredehesa（o�do

popularmentecomoSobredesa）.Entalt�erminocontinuabalacalzadaromanapor

elhoyCaminodelRedondel,dondeapreciamosclarosvestigiosdelaconstrucci�on

viariaromanaydonderepostabanlosperegrinosjacobitasenelalbergueque

hubojuntoalArroyodeGareit�un（deformadoenGarcit�un）justoendondeseleune

elR�oPeros（deformadoenRoperos）.CruzandoelCaminodeLasLargashabr�an

deseguirlosprimerosperegrinosdeSantiagoporlaSendadelAlmendrohasta

Herram�elluri.Nospareceunafuerteym�asquesuficienteraz�onparaquenose

denominaraaSantoDomingodelaCalzadaconelapelativo・delCamino・,como

ocurreconotrospueblos,comoelcercanoRedecilladelCamino,yaentrandoenla

provinciadeBurgos,ys�conel・delaCalzada・porseresta・nuevav�a・,

desviaci�ondelaCalzadaRomana,laquepaulatinamenteir�anrecorriendolos

peregrinosendetrimentodelaanterior.

Elqueprontoseconvirtieraenpueblo,graciasalosdiferentesgremiosde
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・SantoDomingodelaCal�cada:pan,vinoecarneasada・.EstudioParemiol�ogico

artesanos,orfebres,dedicadosaltextil,comerciantes,banqueros,adem�asdesu

dedicaci�onalaagriculturaylaganader�a,noshacepensarquenoser�anadararo

quelaparemiaquetratamosfuerafragu�andosetambi�enconestaformaci�ondel

puebloenelmismosigloXII.Laparemia,adem�asdereflejarlarealidaddela

nuevav�a,podr�amuybientenerunafunci�onpropagand�sticaquesirvierade

esloganparaatraeram�asperegrinosdeSantiagoquehicierantodav�asutr�ansito

porPancorbo,oinclusoporelyaentoncesnotanusadoCaminodelNorte,porel

m�asaseguradodetierrasnavarrasquepasar�aporelt�erminodeVillalobarde

Riojaydespu�esporSantoDomingodelaCalzada.Ser�aunalicienteparalos

peregrinos,quehabr�andesentirsem�astranquilos,sabi�endoseprovistosdelos

alimentosm�asb�asicosycomunes.Esesentimientoestar�acertificadoadem�aspor

elm�aspopularrefr�an:・Conpanyvinoseandaelcamino・.

Pan,vinoycarneasadaact�uancomonominalesdentrodelsintagma.Son

nombresquecomplementanalnombredelpuebloporaposici�on.Eneloriginal

vantraselsigno・abierto（｝）,expresandolaequivalenciadelaprimerapartedel

d�sticoconlasegunda.Escomodecir:HablardeSantoDomingodelaCalzadaes

hablardepan,vinoycarneasada.Seevitaas�elverboyledacarizderefr�an,

adem�asdeaconsonantar（en・ada・）elprimerverso（decas�labo）conelsegundo

（eneas�labo,oheptas�laboconsinalefa）formandouneleganted�sticopegadizoque

leayudaapermanecereneltiempo.Estellamativopareadotienelafunci�onde

caracterizaralpuebloconalgoqueleeraespec�ficoaunquenofueseprivativo

de�el.Refiri�endoseatodaLaRiojaseescribeenelsigloXVIIIque・ensusllanos

secogemuchopan,ycongrancopiavino,dequeseabastecenlaBureba,Alaba,

Vizcaya,yGuipuzcoa・...・Decarnesdetodosg�eneros,estantalaabundancia,que

sobramucho,paravender�aotrasProvincias・
47.Peromuchoantesyaaprincipios

delsigloX mencionabaestasmaravillasdelaregi�onunhistoriadorandalus�:

・Todoelmundosemareuillaeporlabondatdelterminosupannonhapar.Ha

muchasvi�nasemuchashuertasebuenastierrasecrian�cas:elossuosfrutales/

dantansabrosasfrutasquenonvoslopodriaomnecontarnindezir.Elassuas

aguasentranenelrriodeEbro...・48.

Ochosiglosm�astarde,enelsigloXVIII,repet�alosmismost�erminosDiego

P�erezdeCamino,maestrodecapilladelacatedraldeSantoDomingodelaCalzada,

poni�endolosenbocadeunciegoqueseacercaalpuebloyprevieneparaestar

alertacontralaavariciamedianteunvillancicocompuestoparalaprocesi�ondel

Santo:・Tengancaridadaunpobreciego・.Habladelvinoenla2acopla:

・Abrapueslosojos,ya,alastaberneras,s�,

queelvinonosaguan,ay,sinDiosniconciencia,s�・.

Ymencionalacarneyelpanenla3acopla:
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・Abrapueslosojos,ya,alquecarnepesa,s�,

porqueenunalibra,ay,dehuesoechamedia,s�.

Yalospanaderos,ya,queenconcienciavean,s�,

queporpanconojos,ay,nosdanpandepiedras.Tarariraira・49.

Esapicard�adeaguarelvinohapermanecidoenlaCopladelastabernerasde

SantoDomingo,canci�ondeSalvadorSalinasquecantabanlosmozosdelazonaen

tiempodeCarnavalenprincipioydespu�estambi�enenfiestaspatronalesdel

pueblohastanohacemuchosa�nos:

EnSantoDomingohaymuchosborrachos

quelastaberneraslesquitanloscuartos

echanaguaalvinoylovendena・rial・

ycomenybebenysintrabajar50.

Nosdaideadelbuenaprecioquehac�anlosparroquianosdelvinoyc�omose

aprovechabandeelloslastaberneras.Hoy,yaendesusoelcantar,apenasqueda

enlamemoriadealgunosqueyasomosm�asquemozos,mayores.

5.1.Pan

Elapodom�asusadoalosnacidosdeSantoDomingodelaCalzadaes

・pajeros・.Sepensaba,ynoconpocaraz�on,queelorigendelapelativoeraporque

esunpuebloconmuchaproducci�ondepajaenelcultivodelcereal,sobretodola

sacadadeltrigo,queconlacebadaescasilatotalidaddesuproducci�ondesecano.

Eltrigotieneunaespigabastantem�asaltaquelacebadayporelloserecogem�as

pajaquedeesta.Yhablardetrigoeshablardelalimentob�asicodecualquier

comidadelmundooccidentalqueeselpan.EnelsigloXVIIIseapunt�oqueel

nombre・Rioja・,queenprincipiosoloserefer�aaestaparteoccidentaldelaactual

LaRioja,eneuskeraes・tierradePan:porquedeErria,quesignificatierra,yde

Oguia,quesignificaPan・.Losvascos,dice,pronunciabanErriogia・y�alaverdad

quelequadraelsertierradepan,ym�asrespectodeVizcaya,dondeaypoco・
51.

Otrosalimentosdereposter�acomopastas,tortasypastelessehacenb�asicamente

detrigo,perolamayorpartedelacosechadetrigoesdestinadoalpandecada

d�a.Pensandoas�,f�acilesimaginarqueelapodo・pajeros・pudieraservirpara

calificarasushabitantesporsupeculiarproducci�ondepajayconsecuentemente

porlagranproducci�ondetrigoyelaboraci�ondepan,primerapalabraque

adjetivaraalaparemiaquetratamos.

Sinembargo,pensamosqueesteapodode・pajeros・notienetantosa�nosde

facturacomopararemontarsealaEdadMediayhabr�adereferiralaantigua

f�abrica,sitaenloquehasidohastahaceunosa�nosCuarteldelaGuardiaCivil

（hoyviviendasyparquedelpueblo）,enlaqueelaborabanobjetosconpaja,as�

sillasyenvoltoriosdelasc�antarasybotellasdevidrio.Enprimerlugarlaf�ertil

tierradelazonaqueeslacausanteprimariadelaabundantepaja,serefierea
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・SantoDomingodelaCal�cada:pan,vinoecarneasada・.EstudioParemiol�ogico

todaslastierrasdelariberadelr�oEbro.Enelcasodelospuebloscolindantescon

SantoDomingodelaCalzada,tambi�engozandeabundanteproducci�ondepaja

quedestinanacamayalimentodelganadoytambi�envendenoregalansu

excedenteaotrosdezonasm�asdesfavorecidas.

EnelvalledelOjaseconsigueestagranfertilidadgraciasalaporosidaddesu

tierraquehacequeseproduzcanescorrent�asyfiltracionesdesucauceenuna

granextensi�ondelvallecreandoelacu�feroaluvialdelOjaqueseextiendeentre

OjacastroyHaro.Estevalledelr�oOja,sehaidoformandogeol�ogicamentecon

materialeserosionadosdelasierradeLaDemanda,grabayarenaconmucha

porosidadalnohabersellegadoaconsolidar.Estosmaterialesseencuentranasu

vezsobreunacapadematerialesimpermeablesformadapreviamente.Alasaguas

venidasdelasierra,delosalrededoresdelmonteSanLorenzo,habr�aquea�nadir

lasquevienendevalleslateralesalr�oylasdelluviasobrelasuperficiedelas

terrazasbajasadyacentes.Esas�comoseformaelricoacu�feroaluvialquese

extiendeenaluvionespordebajodeunagranllanuraf�ertil.En�epocaestival

lleganadesaparecerlasaguassuperficialesdesdeOjacastrohastaCasta�nares,

quedandoalavistalaspiedrasrodadasycascajodelcaucedelr�oenlost�erminos

deSantoDomingodelaCalzadayenVillalobardeRioja.Estepaisajefluvialviene

areflejareltop�onimovascodelr�oOja,arrioxa:muchapiedra
52.Portautologiael

nombrelatinoGlareae,dedondeprocedelaotraym�asantiguadenominaci�ondel

r�o,・Glera・,significatambi�en・cascajo・.ApartirdeSantoDomingoelr�oocupaun

ampliocauceinundable,llenodecascajoyconvarioscanalesdeevacuaci�on,loque

impidelaexistenciadeuncaudalcontinuo,especialmenteenla�epocadeest�oen

quedesaparecetotalmentebajolaprofundacapaquecubrelosaluviones,ybajo

lasformacionesribere�nasformadasconmaterialesporosos.Sinembargoen�epoca

h�umeda,sobretodo,deprimavera,enqueacontecelacrecidaconlasaguasdel

deshielo,elr�oact�uacomodrenantedelextendidoacu�ferodelqueafloraelagua

alestarsaturado.Tambi�enafloraenmanantialesnaturales,as�arroyoscomo

Aguadillos（quedeformanenAgualinos）,LasRegaderas,R�oPeros（quellaman

Roperos）,Garceit�unoelR�oFrescoenelt�erminodeVillalobardeRiojayen

manantialesartificialescomoeldePatagallinaquesurgegraciasaundrenaje

artificialhechoenformade・Y・yquesirvedetop�onimoalmanantialdeSanto

DomingodelaCalzadaenelPaseodelosMolinosquedaconelCaminodelr�o

Molinar.Tambi�enelManantialdeLosM�artires,quehaabastecidoaSantoDo-

mingodelaCalzadadeaguadebocaduranteelsigloXIXycasimediadosdelsiglo

XX,queestudiapormenorizadamentenuestropaisanoyamigoFranciscoJavier53.

Lasuaveorograf�aenestazonapermiteeldesarrollodegrandesextensiones

agrarias.As�,casitodalasuperficiedelaluvialdelOjaseencuentracubiertapor

regad�os.Elrestosoncultivosdesecano,cerealyvi�nas.Noexistenapenaszonas

devegetaci�onnaturalaunqueenotrostiemposfuebastanteextensa.Elacu�fero

formaenesazonaaluvialdelcursomediodelr�ounsistemainterconectadode

aluvionesconelaguadelcaucedelr�oyconotrosmanantialesadyacentes.Se

creaas�unazonafre�aticaenlavastariberadelr�oapocadistanciadelasuperficie
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detierra,dependiendodela�epocadela�no,queunidoalabuenatierradelvalle,

haceseaunatierratanproductiva.Enelcursobajodelr�o,desdeVillalobarde

Rioja,disminuyelaanchuradelcauceylaimportanciadelosdep�ositosde

materialesgruesos,aunquelasaguassubterr�aneascontin�uanporlamargen

derechadelr�oyseextiendenaljuntarseconelr�oTir�onenlapartede

Casalarreinayalvertersusaguasalr�oEbroenlavegadeHaroconelnombrede

Oja-Tir�on.Aunagrandistanciadellechodelr�oesrelativamentef�acilhacerpozos

dondebrotaelaguaamuypocosmetrosdeprofundidadqueen�epocaderegad�o

hacenquemermem�asa�unelaguasuperficialcontribuyendoaanularlaenlaparte

mediadelr�o.Elhechodequedarseelr�osecoensusuperficieoinclusoelquesea

una�noseconoempeceparaquelaproducci�onsobretododecereal（trigoy

cebada）,patatasyalubiasseaabundanteyaqueinclusoen�epocaestivalde

carest�adeaguasiemprepuedeextraerseelaguasubterr�aneaanomucha

profundidadconlaqueregareneltiempooportuno.

Elpanesalimentob�asicodetodacomida,queenlaexpresi�on・panllevar・

inclu�aatodoslosalimentosagr�colasdeprimeranecesidad.Adem�asdela

producci�ondecereallazonaproducemuchapatata.OtroapododelosdeSanto

DomingodelaCalzadaes・patateros・,notantoporsuproducci�ondepatatas

cuantoporlacantidaddealmacenesdondelasllevantantosusvecinoscomolos

depueblosdealrededorparaenvasarlasytransportarlasaotrasprovincias.

Menoreslaproducci�onderemolacha.Entrelosproductosdehuertasonfamosas

lasalubiasverdes,lasalubiaspochasyloscaparrones,entreotraslegumbresy

productos hort�colas.En Santo Domingo de la Calzada han aumentado

considerablementesusvi�nasenlos�ultimostreintaa�nosgraciasasurentabilidad

debidaalaaperturadelvinoalmercadomundial.Laspocasquehab�aantes,

hab�andesaparecidoporcompletoconlaconcentraci�onparcelariaquesellev�oa

caboenlaregi�onenlosa�nossesentaysetentadelsigloXX.

Mercedasutierraproductivaseapodaalpuebloconelsiguientedictado

t�opico:

・SantoDomingodelaCalzada:eljard�n・.

Esfamosoelpuebloporsusricashuertas,viverosysusferiasdesemillasyplantas

peque�nasparatrasplantarenotrashuertas.Enelmismocascoviejoa�unquedan

muchascasasquetienensujard�n,queadem�asdeespacioderecreosepuede

utilizarcomohuerto,tantoenlasquedanalamurallamedievalcomo,sobretodo,

lasquedanalasolana,parteizquierdadelCaminocompostelano,comoelque

fuerahospitaldelSanto,hoyconvertidoenParadorNacionaldecuatroestrellas,o

lacasadelafamadohijodelpuebloJes�usMiguelSobrinoGarrido.

5.2.Vino

ComoseplasmaenlaspinturasdelPante�ondeSanIsidorodeLe�on,la

recogidadelcereal,conqueelaborarelpan,ylavid,conquecriarvino,centranlos
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・SantoDomingodelaCal�cada:pan,vinoecarneasada・.EstudioParemiol�ogico

esfuerzosdeloscampesinosenlosmesesestivalesdejulioaoctubre.Sinduda

habr�andeverlosperegrinosescenasdelasiega,latrillaylavendimiatambi�enen

tierrasriojanas.

HablardeLaRiojahoyeshablardevinoapesardeteneretimol�ogicamente

nombredecaucefluvial,porelr�oOja,odepiedraycascajo,seg�unlaotra

denominaci�ondelr�o,Glera,r�oquedieranombrealaregi�on.Zonaprivilegiadade

Espa�naparaelcultivoydiversascrianzasdevinodealtacalidadypersonalidad

propiareconocidacomodenominaci�ondeorigencalificada（DOC）yquesu

afamadareputaci�onesapreciadacadavezm�asportodoelmundo.Yalodiceel

refr�analabandoalmismotiempoasugente:

・LaRiojallevalafamadelvinoydelaguardiente

Delasmujeresbonitasydeloshombresvalientes・.

Decir・vinorioja・esnosolomencionarelvinoproducidoenlaprovinciadeLa

Riojasinotambi�eneldelasprovinciaslim�trofesde�AlavayNavarra,ensuparte

surpordondecorreelr�oEbro.Deestemodosedantresregionesvitivin�colas

rioja:RiojaAlta,RiojaBaja（queabarcalapartenavarraquelindaconelr�oEbro）,

yRiojaAlavesa.Todossuscaldosentranenladenominaci�on・rioja・quetienelas

siglasDOC,reconocimientosolootorgadoaloslugaresvitivin�colasdem�asalta

calidad.Yesquelasituaci�ongeogr�aficadeLaRiojaysuclimasonclaveparaesa

exquisitacalidad.Laparemiaas�loratifica:

・VivamitierrariojanaquedeEspa�naeslamejor

Secr�anbuenospimientosyelvinilloessuperior・.

Y nomenospopulareslacanci�onUnama�nanadePrimaveraqueadem�asde

ensalzarelbuenvinonoshabladelosolivosdelaRiojaBajaydelagraciay

tes�ondelosriojanos:

MipensamientoycantaresaLaRiojalosconsagro

puesLaRiojahacemilagrosconvi�nedosyolivares,

LaRiojaessolocontantasvi�nas,all�haydetodo,

graciosasni�nas,vinoexcelente,lasm�asgalantes,

suspretendientessiempreconstantes54.

LaRiojaseencuentracaracterizadaporlainfluenciadeairesh�umedosy

c�alidosprocedentesdelmarMediterr�aneoatrav�esdeladepresi�ondelEbro.Al

mismotiempo,laplaniciedelasriberasdelr�oEbro,dondeseproduceelvino,se

encuentraalabrigodelcierzo（quellaman・norte・）,vientofr�oyseco,porlos

montesvasco-cant�abricosquelaseparandelPa�sVascoyBurgos（montes

ObarensesyTolo�noylasierradeCantabria）yyaensupartebajaporlas

estribacionesdelosmontesPirineosquelalimitacontierrasnavarras.Tambi�en

―85―



porsupartesurseencuentracerradaensutotalidadporelSistemaIb�erico

（sierrasdelaDemanda,Urbi�on,CebollerayCameros）quemarcanladivisi�oncon

BurgosySoria.Porello,aexcepci�ondelaparteserranadelsur,declimacontinen-

talextremo,sutierradecultivosecaracterizaportenerunclimacontinental

templadomezcladoconelmediterr�aneo,amitaddecaminoentreeloc�eano

Atl�anticoyelmarMediterr�aneo,ydeinviernosrelativamentesuaves,oto�nos

relativamentec�alidossinmayoresalteracionesdetemperatura,conlostiemposde

est�oyveranoscalurososduranteeld�a,perosinexcesivatemperatura,conel

contrastedeserfrescosporlanoche.Estoscontrastesycambiosbruscosde

temperaturaenelmismod�afavorecelacalidaddelauva.Estemicroclimadela

depresi�on,riberasdelr�oEbroylapartebajadesusafluentes,conseguidoporsu

t�picatopograf�a,temperatura,humedad,altitud,luzyvegetaci�on,alejadode

n�ucleosurbanos,permitequelauvamaduredemaneraprimorosayselogreun

vinodecalidad,�unicodecolor,�optimodearomaydeexcelenteembocadura.

LaRiojatieneunaorograf�aenquesedistinguendoszonasbiendiferenciadas,

monta�nosaalsuryplanaenlapartebajadelnortemarcadoporelr�oEbro.Sin

embargo,nohansidoregionescompletamenteaisladasentres�oconotras

regiones.Lazonaserranahadependidodelaspoblacionesm�asurbanizadasdela

partellanaparasuabastecimientodeproductosyparadarsalidaalospropios.

Estacomunicaci�onsur-nortehacontribuidoadarcohesi�onalaregi�on.Nohemos

deolvidarquehastaelsigloXIX laparteserranadelsurfuelaregi�onm�as

densamentepobladayporellolam�asdin�amicaecon�omicamente,peroestogracias

aquecomercializabansusproductosconlosn�ucleosdepoblacionesdelnorte.Hoy

d�a,porelcontrario,lapartellanaest�am�aspobladayesm�asricaquela

monta�nosadebidoadosfactores:laespecializaci�onproductivaenvinosdecalidad

apartirdemediadosdelXIX,yelserelejeviariodecomunicaci�ondelaparte

norteconlamediterr�aneapormediodesuv�afluvialdelEbroysuscaminosyya

afinalesdelsigloXIXconlainauguraci�ondelav�adeferrocarrilyenelsigloXX

consuscarreterasyautopista.Laestaci�onferroviariadeHaroseabri�oen1880

pudiendodarabastoalasdemandasdevinodetodoelnorteydelosbodegueros

franceses,cuyasvi�nashab�ansidodestruidasporlafiloxera.Haroconsigui�oas�la

capitalidadvitivin�coladelaregi�onconunamayorexportaci�ondesusvinosyse

consolid�ocomotalconlacreaci�onen1892desuEstaci�onEnol�ogica.Estodiolugar

tambi�enaunmayoravanceurban�sticodeestapartenortecoadyuvadoporla

llegadadelaluzel�ectricaaHaro,capitaldelvinorioja.HaroyJerezdelaFrontera

（tambi�enfamosoporsuscaldos）fueronlasprimeraspoblacionesdeEspa�nadonde

seinstal�oelalumbradoel�ectricop�ublico.Esfamosoeldichodequienesllegaban

alpuebloporcaminooferrocarrildeotrasregiones:

・YaestamosenHaroquesevenlasluces・.

Lasiguienteparemiarelacionadaconelvinonosdafedeesacomunicaci�on

sur-norteynoshacecomprenderquedesdeantiguoeraapreciadoelvinodela
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RiojaAltaporlospueblosdelasierradelaDemandaquecarec�ande�eleibana

buscarlosatierrasm�asbajas:・VamosaRiojaporvino・dec�anenzonasserranas

deEzcaraycuandobajabanm�asalnorteenbuscadelpreciadolicor.Entiempos

antiguosSantoDomingodelaCalzadafuelugarconmuchosvi�nedosque

desaparecieronconlaconcentraci�onparcelariadelosa�nossesentaysetentadel

sigloXXfavoreciendoas�laproducci�ondecereal（trigoycebada）.Conm�as

producci�ondevinoquelaquehatenidoenla�ultimapartedelsigloXX,favorecida

porelaumentodelaexportaci�on,ser�aelpueblom�ascercanodondebajaranapor

vinoentiempospasadoslosvecinosdeEzcaray,queest�aa14kil�ometros,ydesus

aldeasserranas.AunqueHarotuviesem�asproducci�ondevinoyaest�aauna

distanciamayordeEzcaray,33km.Elcuidadodelosviticultoresylamejor

t�ecnicaqueanta�no,hacequelacalidadycantidaddelvinoest�eaumentando

notablementetantoenestepueblocomoentodaLaRioja.

Ytambi�enenLaRiojaBaja,dec�anunacoplaenlaserranaTorrecillade

Cameros:

・Se�norcura,yomevoya・mendemar・alaRioja.

Ah�sequedamimujer,porsiocurrealgunacosa・.

IravendimiaralaRioja（deformadoenelriojanismo・mendemar・）esde

suponerquesehac�aporunatemporadalargaqueser�aenlosmesesde

septiembreyoctubreprincipalmenteaunqueseg�unlavariedaddeuvapodr�a

adelantarsealmesdeagosto.Laparemianosindicalosabundantesvi�nedos,

buenasbodegasypreciadosvinosdepoblacionesdelariberadelr�oEbro,estavez

enlaRiojaBaja,Arnedo,CalahorrayAlfaro,cosasdelasquecarec�alazona

serranacamerana.Enlasierracameranaerabastantecom�unelquelosvaronesse

ausentarandelaregi�onespecialmenteduranteelinviernoenquehac�anla

trashumanciaazonasextreme�nasyandaluzas,traves�aenlaquelacompa�n�ade

labotadevinoeraderigor.Botadevinoqueserotabaaloscompa�neroscreando

unsentimientodecomplicidadyuni�on.Enlasiguientecoplaseapreciael

compartirelvinoen・lacalle・:

・EnLaRiojalosriojanoscuandonotienenqu�ehacer

sacanlabotaalacalleyseponenabeber・.

Sonmuchaslascoplasquenosmuestraneltenerelvinocomobebidacom�un

decualquiermomentodeld�ayquecrealazosdeunidadyamistadconlosm�as

pr�oximos:

・Estaesunabuenauni�onquetenemoslosriojanos,

tenemosunapesetayenvinonoslagastamos・.

Yesqueconelvino,unoseabreysemanifiestaalosdem�astalcualesy
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piensa.Yalodec�anloslatinos:・Invinoveritas・.Yotrom�ascercano:・Laverdad

yelvinosonbuenosamigos・.

Estos�ultimosdichosyanosonespec�ficosriojanosperonosdaideadelavieja

historiadelvinoqueseremontaasiglosantesdeCristo.Vemosqueescitadoya

desdeelG�enesism�asdedoscientasvecesenlaBiblia.EnelLibrodelosSalmos

（Salmo104,15）,sealabaaDiosporproducirvinoquenosdafelicidadypanque

nosmantiene:

・vinoquealegraelcoraz�ondelhombre...

yelpanquesustentalavidadelhombre・.

Siendobebidacotidianaen tiempodeJes�usdeNazaret,loescogeparala

celebraci�ondela�UltimaCena,memorialanticipadodesumuerteyresurrecci�on.

Vino,quenopuedesersustituidoporningunaotrabebidaparapoderconmemorar

elmisteriodefecristianoqueeslaeucarist�a.Tambi�enselorecomiendaSan

PabloaTimoteo:・nobebasagua,sinousadeunpocodevinoporcausadetu

est�omagoydetusfrecuentesenfermedades・（1Timoteo5:23）.Otrospareadosnos

hablandeseralgobuenoparalasalud:・Enelveranoporelcaloryenelinvierno

porelfr�o,essaludableelvino・.Tambi�enlocorroboraelMs.2497enelfolio

140v,verso7:

・elmuchovinoesbuenoencubasetinajas55,

masnonac�aenlascabe�cas・.

ElsegundoversoesunparafraseadopropiodelMs.2497alprimero,tomadodel

LibrodebuenAmor,delArciprestedeHita,queloalabacomobuenoparalasalud

siemprequenosetomeenexceso:

verso547:・elmuchovinoesbuenoencubaseentinajas.

verso548:Eselvinomuybuenoensumesmanatura:

munchasbondadestienesisetomaconmesura56.

UndichosimilaralestudiadoenlostreselementosseoyedeBadar�an,pueblo

delossoperos（apodo）,vecinodeSantoDomingodelaCalzada:・Badar�an:vino,

chorizoypan・.Tresapelativosquecaracterizanbienalpueblo,famosoporsu

viticulturaysusbodegas,sobretododesdelapopularidaddadaporelviticultor

DavidMoreno,hijodelpueblo.Enestaocasi�onsecambialacarneasadaporel

chorizo,t�picoigualmentedetodalaRiojaAltayselehaceterminarconelpan,

paraas�aconsonantarconelnombredelpueblo. Adem�asdereflejarestos

productosb�asicosdesugastronom�alohacepormediodeunsencilloybuen

conseguido refr�an. Niquedecirtienequepan y chorizo son elementos

constituyentesdelassopasdeajo,entreotrasmuchasdeliciasculinariasque

acostumbrabanahacerenestepueblo.Yporqueencadacasahac�anunaclasede
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sopa,porlaquesedec�aeranm�asfuertesquesusvecinos,sonapodadoslosde

Badar�ancomo・soperos・.

EldoctorAndrewBoorde,quejuntoconelse�norBorrowrecorri�oestastierras

riojanasensuprimerviajeaCompostelaen1532,comentaensulibroTheFyrst

BokeofKnowledge:・LacervezadelaviejaInglaterrasabemejorquelosvinosde

Rioja・57.Hemosdepensarquenosab�aapreciarelvino,queencuesti�ondesabores

nohadecompararseconlacerveza.Esclaroqueeldoctorquer�amencionarla

bebidat�picadesutierranatalenunlugartanalejadocomoestabadeella.Vamos

aquedarnosconquesimencionaelvinoriojanoesm�asbienvalor�andoloy

reconociendosucalidadyfama.Yaantes,elalem�anHermanKuning,quepas�opor

LaRiojaen1446lamencionaporserlugardecambiodemoneda,de・coronados・

（coronas）a・malmedis・（maraved�es）.InclusoenelsigloXIV,GeofroideBuletof

en1381asupasoporEstelladiceledieron・unpedazodepandeseiscientasonzas,

mediapintadevino・ycarneno,porqueeraCuaresma.Siguecomentandola

picarescadeaprovisionarsedevinoriojaparaelCaminodeperegrinaci�on:・como

lasdequienesllenansucalabazadevinilloriojano,pendientesdelbord�onromero,

enprevisi�ondefuturasjornadas・
58.

LugaresdeAndaluc�aenquehay・buenosvinos・,loscitaelMs.2497enel

versosiguientealdeSantoDomingodelaCalzada,verso21,enelfolio141v,

reverso:

・ContarvosquierodeJaenedeVbedaeBae�ca

edeAntequerra,comoaybuenosvino（s）enella・59.

Elverso23haceunalargaenumeraci�ondenombresdepueblosapod�andolos.Dice

enlasegundapartedeld�stico,estavezcomodicterio:

・Villan（u）evadelCamjno,grancolodraepocovino;・.

VillanuevadelCamino（alias）delR�o,formabapartedelReinodeSevillaenla

sierradeConstantinaen1594.Estaparemiamotejaalpueblohabl�andonosdel

cultivodevi�nasenlazona,perodeformair�onicanosquierehacerpensarquees

m�aslafamaquelacantidaddevinoproducida,quenoparecesertantacomopara

llenarlacolodra60.Colodraesenunadesusacepciones:recipientedemaderao

cuernodevaca,comounaherrada,enquesetieneelvinoquesehadeirmidiendo

yvendiendoalpormenor.Eralaunidadoficialdecapacidadparamedirvino.

Colodroeraseg�unelsignificadoprimigenioqueledioCorominas:vasijao

recipienteparal�quidos,concretamenteparaservirvino.Laprimerapartedel

verso23dice:

・Estella,labella,Sevillalamalea,Santiponceelanozea・.

SantiponceesunmunicipiodeSevilla.EladjetivoaplicadoaSevillapareceser
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sin�onimoaldelanavarraEstella:・bonita,graciosa・.Porotraparte・malear・es

da�nar,echaraperder.Puedehablarsedeun・vinomaleado・paraexpresarquese

haechadoaperder,peroaqu�parececalificarsesololabellezadelaciudad

andaluza.Anozea,tienetambi�enelsignificadopositivode・divertidilla,rego

cijada・.

ElMs.2497noincluyelasiguienteparemiasobreSantoDomingodela

Calzada,porloquepensamosdatadealg�untiempoposterioralsigloXV:

・Aqu�morir�aSanchalaBermeja,yconSantoDomingoquedar�ala

dehesa・.

Setratadeunaapuestaabebervinoentredosbebedoras,SanchalaBermeja,

deSantoDomingodelaCalzada,yotradeBa�nares,pueblocolindante,conelfinde

resolverellitigiosobrelapropiedaddeunterreno.Gan�oSanchalaBermeja

haciendodetripascoraz�onpues,・habi�endosebebidodosc�antarosestabanya

tendidas,yqueSanchaseanim�oypidi�ouncuartillom�as,conquevenci�oy

revent�o・
61.As�queladehesapas�oasermedianteaquella・justapopular・propiedad

oficialdeSantoDomingodelaCalzada,perdiendolosdelavecinapoblaci�on.

Tambi�enseoyelaversi�oncontrariaenquesedicequeSanchaeradeBa�nares
62.

Parecidorefr�anseoyeentierrasbienlejanas,Belinch�on
63yTaranc�on,Cuenca,y

Ba�nuelosyZoritadelosCanes,Guadalajara.Ellasnodistanmuchoentres�

mismasperos�est�anlejosdeLaRioja.Apartirdeunoriginalesnormalquese

d�eunatransformaci�onenlaquesurjanvariantesdependiendoded�ondeseaelque

oralmentequieretransmitirlaparemiaoporlastransformacionesnaturalesdela

oralidad. En esteestudio noscontentamoscon comentarqueeladjetivo

・bermeja・puedareferirseaunapersonavenidadefueradeesapoblaci�on,

discriminadaporsuraza,susmalascostumbresysobretodoporsureligi�on,pero

quehasidobienvenidayaceptadaporelpuebloquedaas�muestranosolodesu

toleranciasinoespecialmentedesugranhospitalidadsinacepci�ondepersonasy,

porotraparte,elesfuerzosobrehumanoqueellahahechoporadaptarseaese

pueblo,asuvidaysentimientos,inclusohastadarsuvidapor�el,queesloque

expresaelverbo・revent�o・.SeledaalaprotagonistaelnombredeSanchala

Bermeja.Laperdedoraperdi�oladehesaparasupuebloynopermaneci�oni

siquierasunombre.

5.3.Carneasada

Escuriosoeladjetivode・asada・quenoapareceenloscomentariosquehiciera

yaenelsigloXIIPicauddelanavarraEstellanidelazonacastellana,comoya

hemoscitado.ElelogiodePicauddela・carneylaleche・noshacepensarque

vieralaestampadepastoresconsusreba�nostantoenbosquescomoenpastizales.

Laimportanciaecon�omicadelganadoovinohabr�adeserlabasedeesaincipiente

industriatextil,quecomohemoscomentadoalhablardelospa�nos,tuvosuauge

enelsigloXIII.Eld�sticoclaramenteest�abuscandolaconsonancia:elprimer
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versoacabadoen・Calzada・yelsegundoen・asada・.Podr�apasardesapercibido

porlobrevedelaparemia,peroesunclaropareadoquemuybienpudoserel

predecesordelquecuriosamentetambi�enterminadoen・calzada・sehicieraaun

m�aspopulardesdelaatribuci�onalSantodelaCalzadadelmilagrodelaresucita-

ci�ondelgalloylagallinaensartadoaldelaliberaci�ondelamuertedelinjus-

tamenteajusticiadoperegrinojacobita:

・SantoDomingodelaCalzada

dondecant�olagallinadespu�esdeasada・

EstaparemianoapareceenMs.2497posiblementeporserdefacturaposterior

asu�epoca.Eselrefr�anpopularizadoentrevecinosygentedelejosquehaper-

manecidohastanuestrosd�asposiblementedesdeelsigloXIII,puesundocumento

de1350habladelasindulgenciasqueseconced�analosperegrinosquepor

all�pasaban.ElmilagrodelahorcadodeToulouse,quenosemezclaconaves,se

atribuy�oenprincipioaSantiagoAp�ostolperoloshagi�ografosdelSantopatrono

riojanosedecantanpordarlelaautor�afavoreciendoas�surenombreenellugar

yconsiguiendosupopularidadinternacional.Ylohacenyuxtaponiendoalpor-

tentodelahorcadoeldelgalloylagallina,revividoscomos�mboloytestimoniode

lavueltaalavidadelperegrinograciasalainvocaci�onalSanto.SantoDomingo

delaCalzadanosolohaqueridodartestimoniodelaveracidadconlaparemiasino

tambi�enconelgalloylagallinacuidadosenlahornacinaquehicieronenfrentede

latumbadesuSantofundadordentrodelacatedral.Estaleyendadaorigenala

antiguamodajacobeadeportar,adem�asdelbord�onylavieira,unaplumadelgallo

olagallinadelSanto.As�loexpresaelescritorMarineoS�culo:・Yocertificoesto,

porqueloviyfuitestigoyconmigollevounadeestasplumas・64.

Estetemareligiososeplasm�oysesigueplasmandocadaa�noenrepresenta-

cionesparalit�urgicas,comoson・LosMilagrosdelSanto・,teatropopularde

narraciones,cancionesyactuaci�ondelosvecinosdelpuebloquecomotodo

milagrotieneunaclaraintenci�ondid�acticadereivindicaci�ondelSantoylas

accionesa�elatribuidasquedieronorigenalpuebloyconellodarseaconocer

comopuebloquesiguedandohospitalidadatodoperegrinoyturista65.Acciones

enfavordelperegrinoquesehanidotransmitiendoentodalahistoriademanera

oral,comolohacenhoyd�aconlarepresentaci�onmencionadaenqueresaltala

escenadelgalloylagallina.Comocolof�ondesus�ultimasrepresentacioneshan

utilizadoestaparemiacomoestribillocantadorepetitivamenteamododemantra,

aunqueconunaforzadamelod�aquenolograadaptarsebienaltexto.Enotras

versionesdeesteportento,ajenasaSantoDomingodelaCalzada,sehamostrado

unamayordramatizaci�onconelcastigodequienesacusaronalinocenteperegrino

ahorcado.EnSantoDomingodelaCalzada,sinembargo,nosemencionaning�un

castigoparalosculpablesdifamadores.Simplementeselosignoraparadarm�as

importanciaalportentoatribuidoalSantofundadordelpueblo.Ellonosdapie

parapensarqueesterelatopudieraseranterioraotrosdeotroslugaresenquehan
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modificadosufinaladorn�andoloconlamuertedelostraidores.Estetestimonio

populardemostrarasuSantoysusaccionesenteatroesloqueseconstituye

comomilagro,comunicaci�onquesenosdacomoevidenciadeautenticidaddeque

DomingofuehombredeDios.Estayotrasparemiasnosayudanadescubriras�

nuestrasra�ces,poderagradecerestepatrimonioculturalanuestrosmayoresy

poderserportadoresdenuestraidiosincrasiariojanaafuturasgeneracionesde

cualquierlatituddelmundo.

Enlaparemiaapreciamosunaexpresavoluntaddeaconsonantar・asada・con

・Calzada・66,queobviamentenopuededarseenlarealidadporqueeselgalloelque

cantaynolagallina,quecacarea.Solonoscabepensarquefuelafepopular

medievallaquequisoaconsonantardeunaformaoriginal,llamativayatractiva

paraquelamemoriadesuSantofundadorpudieseperdurareneltiempo,como

as�lohahechohastahoyd�a.Elsentirpopular,antelaadmiraci�ondelomaravi-

llosoeinexplicable,buscaeseprimorosoritmocadencialtanbelloysimp�aticodel

refr�ananuestroo�docastellanoquelesirvenosoloparaencomiarlasgrandes

accionesquehicieraaqueleremitaquerotur�oelCaminoparaelperegrinoporese

lugar,sinotambi�enparahacerposiblelafeen�elcomohombredeDiosdeforma

perdurable.Yesquegraciasasubelloacabadoaconsonantadolograpermanecer

eneltiempoyllegarhastanosotros.Nuestraformadepensarycreerseapoya

as�,�unicamente,enlafedeaquellostestigosdelDomingoviviente,quepara

expresarlaycomunicarlaidearonestayotrasparemiasperdurables.

Estemilagro,lejosdelaideapopulardeseralgoextra�noom�agicoeincluso

inexplicablehumanamente,espornaturalezaesamismatransmisi�ondelsenti-

mientodefepopularenqueelpioneroenserviralperegrinocompostelanoen

estastierras,DomingoGarc�a,fue,comosignificasunombre,unhombreque

perteneci�oaDios,yqueporellonosolotuvoelcorajedededicarsuvocaci�on

asc�eticaalamejoradelCaminosinoqueadem�astuvoelgrancarismayhabilidad

demotivarasusvecinosacolaborarcon�elenesayotrassagradasobrasdeayuda

f�sicayespiritualapobresyperegrinoscomofueronlaiglesia,elpuenteyelhos-

pital.Eseesp�ritudeliderazgoennombredeDiosparasaberguiaraotrasperso-

nasesloqueaunquenosellegaraaescribirensutiempo,noslleg�oanosotrosen

principiotansolodeunamaneraverbal,transmitidooralmentedegeneraci�onen

generaci�onmedianteestayotrasparemiasqueindicansugrandezaysonse�nade

sucarismahumanoysantapersonalidad.Eslamoralejaquepodemossacarde

ellasy,portanto,encuantorelatosopar�abolasideadosparatransmitiresesaber

yesesentimientoreligiosopopularlasconsideramosmilagros.

Estapopularcoletillaalnombredelpueblotuvoigualmenteunafunci�on

propagand�sticaparaatraernosoloaperegrinossinoagentedeotroslugarespara

quesequedaranavivirall�contribuyendoas�adarm�asservicioalosperegrinos

yareforzarlal�neahorizontaleste-oestedivisoriaconelmundomusulm�andelsur.

Enlaregi�onesmuypreciadalacarnedevacuno,porcinoyovino.Sucr�a

siguesiendohoyabundantetantoenlaparteserranacomoenelmismopuebloy

lim�trofes.Hemosderecordarquelaceremoniadel・AlmuerzodelSanto・la
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ma�nanadesufiesta,el12demayo,est�ahaciendomemoriadelahospitalidadque

tuvoelSantoconpobresyperegrinosatendi�endolesensuhospital.Enesta

ocasi�on,lacarnenoes・asada・,pueselelementot�picoprioritariodelpuebloa

destacareslacarne.Eladjetivo・asada・esa�nadidoparaconseguirlarimaperfecta

delaparemia.El・almuerzo・consisteenuncocidoabasedecarnedeloscarneros

queend�asprevioshansidopaseadoshaciendocuestaci�onporlascasasy,por

supuesto,nofaltanelpanyelvino.Estapetici�ondelavoluntaddepuertaen

puertaporlascasasdelpuebloparapoderelaborarel・almuerzo・,est�arememo-

randolagrangenerosidaddelSantoPatronoquealiment�oapobresyperegrinos

necesitados.EsotrodelosmotivosquenosllevaapensarqueSantoDomingo

llev�olainiciativadesolicitartambi�enlacolaboraci�ondecadaunodesuspaisanos

paratanaltruistacausadebeneficencia.Esed�aserepartetambi�enel・pandel

Santo・,unmolletedepan�acimoconlaimagenimpresadelSantoconsucayadoy

unagalloyunagallinaasulado,quelagenteguardaensuscasasdeadorno,en

memoriadelahospitalidaddesupatronoconpobresyperegrinos.

Otrorefr�angeogr�aficosimilar,aunquecondiferentepalabraensupartefinal,

es:

・SantoDomingodelaCalzada,nisoltera,niviuda,nitampococasada・.

Apreciamostieneunafacturam�asmoderna.Esundicterio,probablementeorigi-

nadoenalgunodesuspueblosvecinospertenecientesasujurisdicci�onoenotro

cabezadepartidojudicialcercanocomopuedaserHarooN�ajera.Nopensemos

portantoquerefierenunarealidad.Alcontrario,hemosdepensarqueporser

ideadoenpueblosvecinosreflejanm�asbienlaenvidiaquetienendeverqueen

SantoDomingodelaCalzadahaymujeresrecomendables.Queest�esolterao

viudaocasadanoessinounameraredundanciaparase�nalaralamujercomo

objetoderelaci�onenordenalcasamiento.As�locertificalasiguienteparemia,

aunquesinmencionarexpresamentelacalidaddesusmujeressinolacantidad:

・Medec�anlosantiguos,enGra�n�onnobusquesmujer,

b�uscalaenSantoDomingo,quehaym�asdondeescoger・.

Obviamenteentrem�ascantidadsepodr�aelegirdem�ascalidad,peroenesteasunto

nonecesariamentesepodr�adecirquesehadeacertar.

Laparemiaquedat�tuloaesteart�culoy・garabate�o・alguienenelmedioevo

fuetranscritadenuevoenelsigloXX porMen�endezPidal（1924）,Francisco

Rodr�guezMar�n（1926）yLuisMart�nezKleiser（1953）.Tambi�enhab�asido

transcritaenelsigloXVIIporelmaestroCorreas,peroestavezenversi�on

negativa,comodicterio:SantoDomingo,malpanypeorvino67.Unaparemia,

adem�asdepeyorativa,malconseguidaporfaltarelmencionar・delaCalzada・yla

・carneasada・quehabr�anrimadoaconsonantando,ynoas�quequedauna

asonanciaimperfectaentrelosdosd�sticos.Sindudahab�anpasadoyatressiglos

―93―



desdelatranscripci�ondelescribanop�ublicoym�asdesdesuusooriginarioyera

tiemposuficienteparaquelainventivadelosdetractoresvariaselost�erminosdel

enunciadooriginario.Laenvidiadepueblosvecinosoriginaconfrecuenciaeste

tipodeparemiasdenigratorias,dicteriosquenoporellosehadepensarsonreflejo

delarealidadsinoque,m�asbien,sehandeinterpretarensentidocontrarioalo

quedicen,precisamentealpensarenlaautor�ayelm�ovilconelquenacieron.

Quelacarnedecerdoesapreciadaseconstataenelmataderodelpuebloyen

lasbuenasypopularescarnicer�asquehayenelpuebloquetienensiemprea

puntocarnefresca.Sobrelacarnedeovino,elcorderoeselplatoestrellaenlas

fiestasnavide�nasyotrascelebracionesymuysolicitadoenrestaurantes.Sonmuy

apreciadaslaschuletillasdecorderoasadasalaparrillaconbrasasdesarmientos.

Enestaformadeasarvemoslaconfabulaci�ondevidycarnequequedareflejada

tambi�enenlasiguientedescaradaparemiaquedelataeldesparpajoyorgullo

riojano:

・QuienvinoaLaRioja,nocomi�ochuletas

nibebi�ovino,

?

aqu�eco�novino?・

Surgeporderivaci�ondelrefr�anqueigualmentehaceunjuegodepalabrasconel

t�ermino・vino・usadocomonombreycomoverbo:・Quienalmundovinoynobebe

vino,

?

aqu�eco�novino?・

Parecidadescripci�onpresuntuosasedelataenlasiguienteparemiautilizando

lafiguraliterariadels�milconlavaca:・SiCastillafueravaca,Riojafuerala

ri�nonada・.

Estedictadogeogr�aficoasemejandoCastillaalaformadelavaca,realzaLa

Riojacomosumejorparte.Elsolomilloesunapiezadecarnederesprocedentede

lapartelumbar,alojadoentrelascostillasinferioresylacolumnavertebral,m�as

concretamente,encimadelosri�nonesydebajodellomobajo.Deestarbajoese

lomolevieneelnombresolomillo.Enotrostiempossevequeparaindicarla

mismasabrosayricapartedelavacamencionabanlosri�nones,tantoporestar

encimadeelloscomoquiz�aporserestosconsiderados�organosvitalesqueincluso

enculturassemitasfueronconsideradosdepositariosdelossentimientosydel

alma.Enestaocasi�oneldictadoesreferidoatodalaregi�onriojanacuandodesde

elsigloXIVpertenec�aalReinodeCastilla,quedesdeelsigloXVIempez�oa

denominarseCastillalaVieja.En1833seconstituyecomoprovincia,consus

propiosl�mites,dentrodetalregi�on,adquiriendoen1980ladenominaci�onde

ComunidadAut�onomaLaRioja.EsenesesigloXVI,estandounidaconlaCastilla

delNortecuandoesrecogidalaparemiaporHern�anN�u�nez（1508）.Vuelvena

recopilarlaenelsigloXVIIelmaestroGonzaloCorreas,CaballeroenelsigloXIX

yVergarayKleiserenelsigloXX68.
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SehaestudiadomucholaHistoriadesdelosdocumentosescritos.Eshorade

darigualmentecredibilidadalatradici�onoralquetratadetransmitirnossaberes

delpasadocomoaut�enticos,nohaci�endonoscreerliteralmentealg�unsucesosino

queri�endonoscomunicarelsentimiento,creenciaymodosdepensaryvivirdelas

gentesy�epocaenquesefueronformando.Hasidoprecisohacerunestudio

interdisciplinarquerelacionaraestayotrasparemiasydichospopulares,origi-

nadosytransmitidosenprincipiooralmente,conotroscamposdelsaber:conla

Historia,laAntropolog�aymodosdevida,laReligi�on,laOrograf�aeHidro-

graf�a,laSociolog�a.Deestaformahemosidodescubriendoelverdaderosentido

deestasparemiasquenacieronenmarcadasenuncontextohist�orico,religiosoy

socialdeterminados,haciendoas�memoriahist�oricadelpuebloSantoDomingode

laCalzada.Encomiamosaseguirconestosestudiosparemiol�ogicosreferidosa

lugaresgeogr�aficospuntuales.

Nosetratacomohanpretendidoalgunoshistoriadoresradicalesdeseparar,a

mododecortecirujanodebistur�,loquesucedi�oseg�unlosdocumentosescritosy

loquesehatransmitidodebocaenboca,comosiestonofueraaut�enticoylo

escritos�.Tambi�enhayquedudardelahistoricidaddeloescrito,porm�as

documentocontempor�aneoqueseadelsucesoodelpersonajedelquetrate.

Muchasvecessondatosmanipuladosporlaplumadelautorodesumecenasodel

contextosociopol�ticoporconvenienciaobuscandounobjetivoutilitarista.Otras,

hasidorecopiladoconmuchosa�nosdedistanciaalonarrado,aportandoas�el

autor,antelafaltadedocumentaci�on,suimprontapersonaldecorandoporunlado

yotroparaconseguirensamblarunahagiograf�aarquet�picaquealabareimitar.

Lasparemiashandepasaras�atenerunpuestorevalorizadoenlaHistoriayno

quedarsesoloenloqueMigueldeUnamunocalificaradeintrahistoria.

Enestesentidoesprecisodesentra�narelverdaderomensajedelasparemias,

queenocasionessonreflejodemuchosotrossucesossimilaresqueocurriesen

entonces.Comocompendiodeeseconjuntodesucesossurgenlaparemiasquea

lavezquelosaglutinanenpocaspalabrasprocurantransmitirnosunagran

ense�nanzanoexpl�citaensuspalabras.Sonas�unas�ntesisdeinformaci�onde

acontecimientosafinesexperimentadoscomoaut�enticosporlafedelhombreme-

dievalqueas�,medianteunacortaoraci�onnemot�ecnica,casisiempreenversopara

mejorrecordarelconceptoalqueserefiere,haqueridopermanecieranyse

perpetuaraneneltiempo.

EstaparemiasobreSantoDomingodelaCalzada,pudomuybiensurgirenel

sigloXIItraslamuertedeDomingoyunavezqueseempez�oallamarallugarcon

su nombre. En principio seir�atransmitiendo,como todo saberpopular,

�unicamentedeformaoral.Despu�eshansidolosestudiososcompiladoresdeestos

refraneslosquelahandejadoplasmadaporescrito,cadaunoasumanera,aunque

latransmisi�onoraldepadresahijoshasidoprioritariaensutransmisi�on.
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Recogidoestedictadot�opicoenelsigloXV,seg�unvemosensuficha,enlaCr�onica

Galega,traducci�ondelaCr�onicageneraldeEspa�na,desdeRamiroIaBermudoIII,fue

recopiladoporvariosautoresdelossiglosXVIalXXIdeo�doodealg�unsoporte

escrito.Ytambi�enporMen�endezPidalquedicequeesrecogidoporalguienque

selooyeraaun・juglarcazurro・.Nocreemosfueseo�doocopiadoaldictadoni

quesirviesede・programa・paraelmesterdeunjuglar.Porelcontenidotan

heterog�eneodelosversos,posiblementenolofuera.Lo�unicoquepodemos

afirmar,poreltipodeletracortesana,esquefueunescribanoan�onimoquefirma

deformailegibleenelfolio142r.Elhechodesucontinuatranscripci�ondeforma

materialdurantesiglosnosmuestraquehapermanecidovivoentresusgentes.

Tambi�enestosrefranerosdebieronservirderecordatorioparalosjuglaresquelos

difund�andepuebloenpuebloyhandebidocoadyuvarasumemoriaenel

ambienteescolarruralynotanruraldelasurbes.Quenonoshayanllegado

documentosdelsigloXIIporquenoloshubieraoporquesehubieranperdidos,no

empeceparaquepudieraserusadooralmenteyaporentonces.Estedocumento,

citadoporMen�endezPidalcomoProgramafragmentariodeunjuglarcazurro,

conseguimosencontrarloentrelosmanuscritosdelaBibliotecaGeneralHist�orica

delaUniversidaddeSalamanca（Ms.2497）.Hemoscomentadodemanerabas-

tantesucintalaomisi�ondealgunasletrasenlatranscripci�on,especialmentedelos

m�argenesaclararandoelorigendealgunosversosenotrasobrasliterariasdel

ArciprestedeHitayde��nigoL�opezdeMendoza,Marqu�esdeSantillana.Ser�a

interesanteestudiarelmanuscritooriginalm�aspormenorizadamenteconelfinde

lograruna m�asexacta transcripci�on y corregiry completarla ficha del

manuscrito.

Quefuerahechouo�dodeun・cazurro・noessinounaaseveraci�oninjustifi-

cadadeMen�endezPidalquequisodarleunt�tulorimbombante.Enesa�epocaya

juzgarporlaescrituracortesanadelsigloXVpodemosaplic�arseloaunescribano

noconocidodelamismaCorterealdelsigloXV,posiblementedelreyJuanII.No

handeadjudicarseaning�unjuglar,ymuchomenosespecificarquefueracazurro

porelmerohechodeestarcopiadodesordenadayapelotonadamentey,aparente-

mente,confaltadecalidadcaligr�aficaporquienloredactara,apremiado,sobre

todo,porlaescasezdeespaciodondeescribirosacarm�asprovechoaloslimitados

foliossobrantesdelaCr�onica.Laemborronadaeilegiblefirma（・Dgo・o・Vdo・,

pareceleerse,quecomoapuntamospudieracorresponderalnombre・Diego・,sin

poderaclararlafechanilapersonaconcretadelaCorte）podr�aindicarnosel

deseodelescribanoRealdepermanecerenelanonimato,quiz�apordedicarseala

escriban�aRealynoamenesteresjuglares.Intencionadamentetratar�adeocultar

sunombrealhaberusadoesos�ultimosfoliosdelaCr�onicaGalegaparafinesqueno

considerar�atanortodoxosparalaHistoria.

QueesteversofueseyadifundidooralmenteenelsigloXIIesmuycongruente

porelhechodequeelpuebloSantoDomingodelaCalzadapose�ayadesde1116,

pocosa�nosdespu�esdelamuertedelSantofundador,elprivilegiodecelebraruna

feriaoreuni�onanualdecomerciantesacomienzosdeloto�noporlafiestadeSan
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Miguel,29deseptiembre.Undatoquenoshabladelacondici�onecon�omicadel

pueblo,muyporencimadeotraslocalidadesvecinasquesedeb�ancontentarcon

alg�unmercadillosemanal.SantoDomingodelaCalzadaespuesaprincipiosdel

sigloXIIenclavedondeelperegrinojacobitamedieval,nosolopod�asentirla

cercan�aespiritualcon・losanto・visitandolatumbadesufundador,entoncesen

elmismoCaminoJacobeo,sinotambi�enreponerfuerzaf�sicaensualberguer�a

aprovision�andosedeesosv�veres,pan,vinoycarneasada,adem�asderecobrarla

graciaespiritualquetransmitenelpanyelvinoconvertidosenlaEucarist�aen

CuerpoySangredeJesucristo,conquerecibirenerg�asenambossentidospara

proseguirsuperegrinaci�onhastaSantiagodeCompostela.

Laparemianoshabladetreselementosdelaproducci�onagr�colayganadera

deSantoDomingodelaCalzada:pan,vinoycarneasada,queerandeusocom�un

ycotidiano.Hemospodidoadivinarqueesunatrasposici�ondelLiberPere-

grinationis,delCodexCalixtinus,enelquecomodocumentoescritoaparecen

repetidamenteestoselementosquiz�adeformapionera.Aplicadoenprincipioalas

CastillasyTierradeCampos,lostrasladamosenestaocasi�onaSantoDomingode

laCalzada.Hasidoprecisorelacionarlaconotrosrefranesyotroslugares,tanto

dentrodeLaRiojacomodefuera,parapodersacarmejorlaenjundiadeestesaber

queencierranosolounbonitopareadoaislado,sinoquetienemuchoquevercon

suHistoriayconlaformadeviviryconvivirdesusantiguosvecinos.Yanoslo

dec�anuestroDonQuijotedelaMancha:・nohayrefr�anquenoseaverdadero・.

Estapeque�nanarraci�onquehemosanalizadoesunaense�nanzapr�acticaque,

basadoeneltestimoniodequieneslacrearon,nosaconsejaestosalimentos

genuinosdelavidalocaldeSantoDomingodelaCalzada,dondehemosde

suponerquenaci�oysemantuvodurantemuchossigloscomoeslogannemot�ecnico

parapueblosvecinos,caminantesyperegrinosdeSantiagodeCompostela.

Relacionandoestaparemiaconotrasyconelcontextohist�oricodela�epocaen

quesetransmiti�onospercatamosqueencierraindicacionesdelaspeculiaridades

geogr�aficas,orogr�aficas,productosdelaregi�on,adivinamoselnoblecar�acter

hospitalariodesushabitantesyapreciamossiguesiendotestigodelasrelaciones

deconvivenciaentres�mismosyconlosperegrinosdeSantiagodeCompostela,

queesparaquienesnaci�oestepueblo,SantoDomingodelaCalzada.Estas

informacionesdealimentosydelaidiosincrasiadelpueblocalceatenseydel

puebloriojanoengeneraleslaquesenostransmitepormediodeestaparemia.Si

estesoporteescritocontribuye,aunqueseam�nimamente,apaliarlap�erdidade

memoriadesaberestradicionalesyaquesemantengaestableeneltiempola

bellezayriquezadeestepatrimonioinmateriallocal,nosdaremosconuncantoen

losdientes,locelebraremoscomiendocarneasadaconpanybienvaldr�alapena

brindar,as�comohicieranuestropoetariojanoGonzalodeBerceo,porescribir,

comoyalohac�anlosjuglares,en・rom�anpaladino・（lenguajellanoyclaroenque

sueleelpueblohablarasuvecino）,conunvasodebuenvino.
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は じ め に

経済地理学の主流派は個人の行為を社会的文脈から切り離しているという理由で新古

典派経済学を痛烈に批判し，社会的ネットワーク分析に活路を見出そうとしている。そ

のあるべき方向に関して，野尻（2015）はポスト構造主義の流れを�むアクター・ネッ
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「19世紀文明」と日本の近代化

カール・ポランニーの文明史観を中心に

小木田 敏 彦

要 旨

ポランニーは『大転換』の中で「19世紀文明」の崩壊過程を制度的な観点から分析した

が，その分析は「20世紀文明」が立ち現れる以前に行われた。これに対して，ロストウや

レギュラシオン経済学は，制度的な観点から「19世紀文明」と「20世紀文明」の対照性を

浮き彫りにした。そこで，本稿は以上の歴史分析を総合することで，日本の近代化を「19

世紀文明」から「20世紀文明」への移行過程との関連で検討した。

明治維新は「19世紀文明」の枠内で行われた。「19世紀文明」は鉄道を起点とする一連の

投資を成長のエンジンとしていた。このため，非西欧地域には中央主権的な主権国家の確立

が求められた。これが �外圧�の本質であった。日本はこの �外圧�の中で「商業革命」を

成し遂げ，在来産業は社会に埋め込まれたまま，つまり「低賃金経済」の枠内で急成長を実

現した。急成長の背景には居留地貿易の効率性という要因があった。

日本の在来産業は「19世紀文明」の成長のエンジンが停止し，崩壊へと至る過程で，「離

床」を余儀なくされた。しかし，「低賃金経済」の枠内での「離床」であった。「20世紀文

明」は1920年代にアメリカで産声をあげたが，国際市場なくしては存続し得なかった。ア

メリカがこのことを自覚したことで，戦後に「20世紀文明」は他の先進諸国にも伝播した。

この結果，日本も高度成長を果たし，「高賃金経済」へと転換した。

キーワード：19世紀文明，日本の近代化，埋め込み，大転換，20世紀文明

・Nineteenth-centuryCivilization・andthe

ModernizationofJapan:

KarlPolanyi・sCivilization-centeredHistoricalView

ToshihikoKOGITA



トワーク理論（actor-networktheory）が経済地理学に与えている影響について検討

を行っている。他方で，中澤（2016）はGranovetter（1985）のネットワーク社会学

を取り上げて，一面において「埋め込み（embeddedness）」概念によって新古典派経

済学を撃退し，経済社会学を再興させたと評価しつつも，「グローバル生産ネットワー

ク（globalproductionnetwork）」論と同様に，資本主義の多様性を把握し得ていな

いと批判し，「ポランニアン経済地理学（Polanyianeconomicgeography）」に注目

している。

社会的ネットワークと資本主義の多様性に関して注目すべきは，まずパットナム

（2001）による指摘である。イタリア北・中部を特徴づける「市民的積極参加のネット

ワーク（networksofcivicengagement）」，つまり水平的な社会的ネットワークの方

が，イタリア南部を特徴づける「恩顧＝庇護主義的関係（patron-clientrelationship）」，

つまり垂直的な社会的ネットワークよりも社会効率が高いとされているからである。ノー

ス（1994:134�135）も「英国議会と国王との争いが頂点に達しようとしていた」時期に

植民地化された北アメリカの方が，「カスティリア議会の影響力が低下していた」時期

に植民化されたラテン・アメリカよりも効率的な制度を確立し得た（1）と指摘している。

以上はあくまで社会や市場の効率性に着目した分析ではあるが，「経路依存性（path-

dependency）」が資本主義の多様性を生み出すことが示唆されている。そして，両者

の指摘を敷衍すると，長期的な観点に立った場合，イタリア北・中部の水平的な社会的

ネットワークと北アメリカの政治システムのような「対照性（symmetry）」という

「制度的パターン（institutionalpatterns）」（ポランニー2009）の方が，イタリア南部

やラテン・アメリカのような「中心性（centricity）」という「制度的パターン」より

も効率性の高い社会や制度を生みだし得るだけではなく，経路依存性の根本要因になり

得る（2）ということになる。この検討結果を踏まえれば，資本主義の多様性を明らかに

するには歴史的アプローチが不可欠だということになる。

社会的ネットワークとの関連で生じる資本主義の多様性は，「経済現象の空間的展開

にみられる差別性の少なからぬ部分は，時間的な前後関係，発展段階の差異に求められ

うる」（川島1986:9）とする観点では到底把握し得ない。また，上述した資本主義の多

様性が，基本的にグローバリズムの進展過程で形成されたことをも考慮する必要がある。

資本主義の多様性とグローバリズムの関連性に関して，中澤（2016:55）は経済地理学

が「ネットワークに強い関心を寄せる反面，マクロな制度やシステム論分析に対して慎

重な姿勢をとってきた結果，資本主義の多様性に関する議論の蚊帳の外に置かれている」

と指摘する。以上の問題点を集約すれば，資本主義の多様性を捉えるために，経済地理

学は地域レベルのミクロ分析とグローバル経済史のような新たなシステム論分析を接合

するマクロな制度を歴史的アプローチに導入する必要がある。

「19世紀文明」と日本の近代化
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そこで，本稿では「19世紀文明（nineteenth-centurycivilization）」（ポランニー

2009）というマクロな制度概念に注目したい。「19世紀文明」はパックス・ブリタニカ

の制度的体系を指し，「覇権（hegemony）」の概念に行き着く。覇権国家イギリスは国

際社会に一定の秩序やルールを提供しており，その秩序やルールは主権国家を媒介とし

て個人の行動をも大きく規定したと考えられる。そして，20世紀に覇権はイギリスか

らアメリカに移動し，パックス・アメリカーナという「20世紀文明」が誕生した。こ

こから「19世紀文明」から「20世紀文明」への移行という歴史的な展望が拓ける。し

かし，ポランニー（2009）は「20世紀文明」が明確に形づくられる以前に執筆されて

いる。そこで，本稿ではこの空白部分をレギュラシオン経済学やロストウ（1961）によっ

て補うことで，日本の近代化をグローバリゼーションとの関係で把握する視角について

検討してみたい。

Ⅰ．日本の近代化における「大転換」 「埋め込み」と「離床」を中心に

1．「覇権」概念に基づく �外圧�の再解釈 明治維新の新たな捉え方

日本が開港した時，既に「19世紀文明」は成立していた。「19世紀文明」は2つの政

治的制度と2つの経済的制度からなるとされる。前者は「バランス・オブ・パワー・シ

ステム（balance-of-powersystem）」と「自由主義国家（liberalstate）」（3），後者は

「国際金本位制（internationalgoldstandard）」と「自己調整的市場（self-regulation

market）」である（ポランニー2009:5）。このうち「自己調整的市場」はポランニー独

特の呼称であって，さしあたっては自由貿易と同義と捉えることとしよう。以上の制度

からなる「19世紀文明」は覇権国家イギリスが国際社会に提供したルールであって，

日本もこのルールに服従することを求められていた。そして，この同調圧力こそが開国・

開港による �外圧�と呼び称されていたものの本質であったと考えられる。この見方が

妥当であるとするならば，日本の近代化の問題は外発的発展の次元を遥かに超えて「他

律的発展」にまで行き着く。そして，「19世紀文明」下の国際市場への服従が近代化の

本質であったとすれば，日本の近代化過程は重商主義期以降に西欧諸国が�った経路に

酷似するはずである。

実際，重商主義期の西欧に関するポランニーの分析は，日本の明治維新を連想させず

にはおかない。たとえば，ポランニーは「商業革命（theCommercialRevolution）」

が「農業諸大国の後進的な国民（thebackwardpeoplesoflargeragrariancountries）

に対して商業と貿易のために備えることを強いた」と指摘している（ポランニー2009:

112）。「農業諸大国」の具体例としてイギリスとフランスがあげられているが，「商業革

命」はこうした国々に �外圧�を加えたのである。そして，この �外圧�によって，政
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治的には「中央集権国家」が誕生し，「主権（sovereignpower）の確立」が促された

（ポランニー2009:112）。これは「自国の力を十分発揮できるよう国家の全領域に存在

する諸資源を動員することが要請された」からであり，それには「細分化されていた諸

地域の統合」が必要であった（ポランニー2009:112）。つまり，分権的な政治システム

である封建制を完全に解体して，新たに主権国家を誕生させる必要があったというこ

と（4）であって，この分析は日本の明治維新にも適用可能であるどころか，むしろ明治

維新に典型的である。

分権的な政治システムは経済システムと不可分の関係にあったのだが，この点でも明

治維新との類似性が認められる。この類似性は初期条件である中世ヨーロッパと幕藩体

制の政治経済システムが類似していたことに起因する。経済面に注目した場合，重商主

義は「局地的取引と都市間取引という時代遅れの排他主義（outwornparticularism）

を破壊し」て，「全国市場形成への道をつける」ことを課題としていた（ポランニー

2009:112）。この「排他主義」とは都市間取引を行なう商人が局地的取引から排除され

ている状況を指すのだが，その理由は「中世の中心都市という制度（theinstitutionof

medievalurbancentres）」にある（ポランニー2009:110）。中世都市の商工業者は周

辺農村に同業者が出現しないように「禁制圏（ban）」を定めており，農村工業が発達

した場合には正規軍を派遣して生産手段を破壊したり，持ち去ったりした（ポランニー

2009:465）。

「禁制圏」の設定に関して，ポランニー（2009:465）は「農村地帯は交易から引き離

されていた」という具合に解釈している。しかし，生産手段を破壊したり，持ち去った

りしたのは，地域市場から競合品を排除することが目的であったと考えられる。この意

味において，「禁制圏」は基本的に農村を都市商工業者の独占市場にするという露骨な

営利動機が凝縮された制度に他ならなかった。この点は日本においても同様のシステム

が存在したことと比較すればわかりやすい。たとえば，幕藩体制下において，商工業者

は城下町に集住し，農村では商工業が原則的に禁止されていた。城下町の起源は戦国時

代にあり，以上の空間的分業体系により城下町の経済的繁栄と長期に及ぶ戦闘能力が保

証されていた。幕藩体制下における士農工商の身分制度は空間的分業体系の完成形であっ

て，鎖国政策下における遠隔地交易（5）との関連で発達した制度ではなかった。

幕藩体制下において都市間取引を担っていたのは株仲間であった。株仲間は幕末開港

後に機能不全に陥り1872（明治5）年に廃止になるのだが，その後の状況は重商主義期

の西欧に関する以下のポランニーの記述に酷似している。一方で，中央集権国家が「市

場における排他的な制限」等を撤廃するたびに，「生産と分配の組織だったシステムが

混乱する危険が生じた」（ポランニー2009:113）。この記述は株仲間の機能不全を想起

させる。他方で，新たに形成された全国市場は「今や規制されない競争（unregulated

「19世紀文明」と日本の近代化
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competition）ともぐりの商人（interloper）の侵入の脅威にさらされるようになっ」

たため，市場に「永続的安定性（permanency）を保証する」ために，「規制（regula-

tion）という伝統的な措置」がとられた（ポランニー2009:113）。たしかにギルドが弱

体化していたイギリスとギルドの伝統が根強いフランスとでは「中央政府の経済政策の

基礎となる行政技術（administrativetechnique）」に違いはあったが，新たな規制に

よって「両国において，取引と商業が国土のすみずみに広がり，経済活動の支配的な形

態となった」点は共通している（ポランニー2009:112）。以上の記述は，明治期に同業

組合を中心として各地の在来産業が急成長を遂げた状況（6）をありありと想起させる。

これまでの議論を要約すれば，日本の近代化過程において，産業革命に先立って「商

業革命」が起こったという見方が成り立つ。この場合，次なる問題は「商業革命」に対

するポランニーの見方である。ポランニー（2009:114）は規制の範囲を拡大しつつ

「取引の『自由化』」が進展する状況を「経済システムは，全体的な社会関係の中に沈み

込んでいた」と表現している。つまり，「二重運動（doublemovement）」という解釈

である。「二重運動」とは「絶えざる市場の拡張」と市場の拡張を抑制しようとする

「抵抗運動」を指しており，「抵抗運動」は社会的防衛策とされている（ポランニー

2009:237）。つまり，「抵抗運動」は市場を非効率化させる要因とされているのだが，

ここにポランニーの歴史分析における最大の理論的欠陥がある。すなわち，「市場を拡

大するための規制（regulationswhichwidenthemarket）をつくることはまた業者

の利益にかなうという事実には，眼が向けられなくなってしまった」からである（コー

ス1992:12）。また，このことから「埋め込み（embeddedness）」とは社会が市場メカ

ニズムという暴れ馬の制御に成功し，健全に機能させている状態にあることを指す（7）

のではないかという展望も拓ける。

このように，明治維新は「商業革命」の必然的な結果であったと解釈できる。重商主

義期のヨーロッパに関して，ポランニー（2009:119）は「実際，規制と市場は手を携

えて拡大していった（Regulationsandmarkets,ineffect,grewuptogether）」と指

摘しているが，この点は日本も同様であった。4つの制度からなる「19世紀文明」のう

ち，幕末開港と同時に日本は「自己調整的市場」に包摂された。そして，1880（明治

13）年の「官営工場払下概則」によって，「自由主義国家」への転換が図られた。また，

新政府が発足した当初は金銀複本位制度を採用していたが，日清戦争後の1897（明治

30）年に中国清朝から獲得した賠償金を準備金として「国際金本位制」への移行を遂げ

ることに成功した。「バランス・オブ・パワー・システム」は基本的にヨーロッパの政

治システムであるため取り扱いが難しいのだが，覇権国家とともにその政治システムの

一翼を担うようになったという意味で，1902（明治35）年の日英同盟をひとつの画期

と考えていいのではないだろうか。このように日本は目的論的に近代化を遂げており，
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いわゆる「脱亜」の本質とはまさに「19世紀文明」の移植に他ならなかった（8）。

2．ポランニーの産業革命観 社会の「離床」について

日本の近代化が「19世紀文明」の移植であったとしても，日本がイギリスと同じ発

展経路を�ったということにはならない。実際，「工場制（factorysystem）」は「19

世紀文明」の構成要素ではない。たしかに重商主義期のイギリスは幕末に日本が受けて

いたのと同様の �外圧�を受けていた。しかし，「19世紀文明」そのものは産業革命を

経て誕生しており，この際に経済の「離床（disembeddedness）」が起こったとされる。

ただし，ポランニーは「離床」過程そのものを完全にブラック・ボックス化した上で，

「離床」を「工場制」が誕生したことによる必然的で自明な結果と捉えている。こうし

た立場を容認できないわけではないが，日本においても経済の「離床」が生じたことを

前提としてファシズムに言及している。だとすれば，それはいつ頃なのだろうかという

問題だけははっきりさせておきたいところである。これが筆者の最大の関心事なのだが，

残念ながらポランニーからはその解答を得ることができない。

産業革命期が「離床」の時期だとしても，日本の産業革命期がいつなのかに関しても

様々な解釈が存在する。そして，その所説を詳細に吟味しても，ポランニーの議論に整

合する保証はない。そこで，一種の思考実験として，「工場制」の成立過程に関するポ

ランニーの分析に注目し，その分析に最も近い産業革命論に基づいて「離床」の時期を

確定してみたいと思う。「工場制」の成立に関しては様々な歴史解釈があるが，基本的

前提としてポランニーは「問屋制家内工業→工場制手工業→工場制機械工業」という単

系的な発展段階論の立場には立っておらず，「問屋制（putting-outsystem）」から

「工場制」に移行したと考えている。そして，重商主義は「問屋制」の時代に属してお

り，「資本家的商人が純粋に利潤目的の事業として生産過程を支配」することで農村工

業が著しく発達したものの，18世紀末に至るまで西ヨーロッパの工業生産は「商業の

付属物にすぎなかった」ともされている（ポランニー2009:127�128）。

一般に「問屋制」から「工場制」の移行に関しては，「問屋制」のデメリットや「工

場制」のメリットの観点から検討される。この点でポランニーの解釈は極めてユニーク

である。ポランニー（2009:128）は生産要素の可変性と生産期間の瞬時性をメリット

とする「問屋制」において，「原材料の供給」が「時にやむをえず途絶すること」に契

機を求めている。つまり，重大な契機は生産規模の縮小期にあったと考えている。「機

械（themachine）というものが安価で一般的な道具にとどまっているかぎり」，すな

わち固定費用の負担がほぼゼロの場合，生産要素が可変的であるため，「商人が産業資

本家となるよう促され」ることはなかった（ポランニー2009:128）。しかし，「精巧で

それゆえ使用目的のはっきりとした機械や設備（elaborateandthereforespecific

「19世紀文明」と日本の近代化
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machineryandplant）の発明」，あるいは「精巧な機械や設備（elaboratemachinery

andplant）の利用こそが，工場制を発達させ，それによって商業と工業の相対的重要

性を工業へと決定的に移動させた」（ポランニー2009:128）。つまり，稼働率が低下し

た場合に固定費用の負担が増大することがインセンティヴとなって，商業資本の産業資

本への転化が促されたと説明している（9）。

以上の分析に最も類似した歴史分析として，斎藤（1985）のプロト工業化論をあげる

ことができる。プロト工業化論では「工場制手工業」から「問屋制家内工業」への移行

もある得ることを根拠に両者が「問屋制」として一括され，力織機化を「問屋制」から

「工場制」への不可逆的な移行と捉える（斎藤1985:266�267）。力織機化による「工場

制」の成立を「問屋制」拡大に付随する取引費用の増大によって説明する点はポランニー

とは異なるが，「問屋制」から「工場制」への決定的な移行が機械化によって生じると

考える点はポランニーと共通している。また，プロト工業化とは「本格的な工業化の開

始以前（full-fledgedindustrialization），すなわち産業革命（industrialrevolution）

以前の社会においてすでに始まっていた胎動」（斎藤1985:14）を指しており，農家の

副業として始まった「農村工業の発展が農村の市場経済化を促進した」（斎藤 1985:

272）と考えている。この点もポランニーと共通している。

では，プロト工業化論は日本の産業革命がいつ始まったと考えているのであろうか。

明言こそ避けてはいるが，斎藤（1985:273）は市場社会化を地域内と地域間の2つの

観点から検討すべきだとし，前者に関しては産業集積論的な観点，後者に関しては産地

間競争の観点が重要であると指摘している。そして，後者の例として1920年代に始ま

る「力織機化の第2の山」をあげ，「本格的な工業化」であることを示唆している。以

上の検討結果には異論の余地もあろうが，重要なのは少なくとも経済地理学的には支持

し得るということである。経済地理学が問題視してきた「在来性」とは，市場が農村社

会に埋め込まれ，「悪魔のひき臼」が十全に機能しない状況と解釈することができるか

らである。「在来性」に関して，合田（1994:93）は「産地による相違もある」と断り

つつも，「昭和初期までに徐々に変化あるいは解消に向かっ」たと指摘している。つま

り，昭和初期までに在来産業における経済の「離床」が概ね実現したということである。

日本で経済の「離床」が実現した時，平和の100年をもたらした「19世紀文明」は

既に崩壊過程に突入していた。崩壊の余波は日本にも及んでいる。1914（大正3）年に

第1次世界大戦が勃発したことで，日本には空前の好景気が訪れた。ヨーロッパ市場の

みならず，イギリスやフランスの植民地でも日本製品に対する需要が大幅に拡大し，日

本経済は貿易黒字で大いに潤った。この間に重化学工業化も進展しはしたが，この繁栄

は「19世紀文明」が一時的に機能を停止したことによってもたらされたものであり，

日本経済は過剰投資によって均整を失った構造になっていった。この結果，終戦とほぼ
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同時に日本は構造的な不況に見舞われることとなった。肥大化した産業を適正規模に整

理し均衡を回復するには，金融機関をも巻き込む大掛かりなテコ入れが必要であり，社

会的大混乱は不可避であった。この必然的な帰結が昭和金融恐慌であった。

また，1920年代に始まる力織機化ブームは農村不況の最中の現象であり，安定した

高い農業収入という「問屋制」の存立基盤が崩れたために生じた（小木田2014）。「19

世紀文明」への適応の中で，日本にはいわゆる「米と繭の経済構造」が成立していた。

「力織機化の第2の山」が訪れた時，日本版「19世紀文明」とも言える「米と繭の経済

構造」は崩壊過程にあった（10）。たとえば，米価は下落傾向に歯止めがかからず，1930�

1931（昭和5�6）年には昭和農業恐慌が生じた。1930（昭和5）年に日本の農村は「豊

作飢饉」に見舞われ，反対に1931（昭和6）年は大凶作に襲われた。東北地方や北陸地

方といった寒冷地に食糧供給を依存する国土空間を構築したため，米の安定供給と需給

バランスの維持を両立することが困難になっていたのである。そこで，政府は1933

（昭和8）年に米穀統制法を制定して米価の安定化を試み始めた。この状況に追い打ち

をかけたのが1929年の世界大恐慌であり，生糸輸出の減少により繭価の下落にも拍車

がかかってもいた。

Ⅱ．覇権の移動と20世紀文明の誕生 グローバル経済の再生

1．二重運動という歴史解釈への懐疑 日本の経験から

ポランニーは社会的防衛策によって市場メカニズムが機能不全に陥り，この結果「19

世紀文明」が崩壊するに至ったと主張する。しかし，日本の「離床」過程に関する限り，

逆に「19世紀文明」が崩壊過程に入ったことで市場メカニズムが機能不全に陥り，米

価調整といった社会的防衛策がとられたと考えるのが自然であるように思われる。国際

市場が機能不全に陥った場合，社会は市場メカニズムを制御し得ない状況に陥る。この

筆者の見解に近いのが，レギュラシオン経済学による歴史解釈である。たとえば，「19

世紀末不況（1873�1896）」は「不況」ではなく「外延的蓄積体制（したがってイギリス

的発展様式）の危機の表現」であると捉えるからである（山田1991:85）。「外延的蓄積

体制」とは資本財部門主導による再生産の様式であり，消費財部門が資本蓄積に果たす

役割が小さく，マクロ的な生産性の上昇も低い点を特徴とする（山田1991:79）。同時

にイギリス的発展様式でもあって，「19世紀文明」とは「外延的蓄積体制」を円滑に機

能させるための諸制度だということになる。したがって，「19世紀文明」崩壊の本質的

な原因は「外延的蓄積体制」が非効率化したからだということになる。

こうしたレギュラシオン経済学による歴史解釈はロストウ（1961）の歴史分析と著し

い相似形をなしている。同時にロストウ（1961）は一国史的なレギュラシオン経済学の
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限界を補って余りある。ロストウは「外延的蓄積体制」という概念の代わりに，「成長

のエンジン（theengineofgrowth）」と「外生投資（exogenousinvestment）」とい

う概念を用いる。まず，高度大衆消費時代に先立つ「成長のエンジン」に関して，ロス

トウ（1961:106）は「それ以前の歴史段階におけるように，絶えず拡張しつづける鉄

道建設（thecontinuedextensionofrailroads）とかその他の費用節約的産業工程

（cost-reducingindustrialprocesses）の導入といった供給の側に成長の運動量（the

momentofgrowth）が依存していたときには，経常的消費需要（currentconsumers・

demand）の水準が比較的低い場合でも，投資は有利であると判断することができた」

と指摘している。つまり，イギリスの「成長のエンジン」は「絶えず拡張しつづける」

鉄道関連部門を起点とし，各種工作機械へと波及していく連鎖的な投資であった。

他方，「外生投資」に関して，ロストウ（1961:106）は「19世紀において鋼鉄（steel）

が主として鉄道建設や新鋼鉄船（thenewsteelships）の建造に用いられたときには，

鋼鉄に対する需要は一部経済学者が外生投資と呼ぶもののあらわれであった」と述べて

いる。したがって，交通革命による鋼鉄需要の爆発的な増加が「成長のエンジン」を下

支えしていたことがわかる。このように，交通革命によって国外に新たな投資対象が外

生的に与えられ，さらに海外投資により資本財輸出を増大させることで，「19世紀文明」

はイギリスに未曽有の繁栄をもたらしていた。以上の類似点に加え，レギュラシオン経

済学とロストウとは大衆消費社会の分析においても酷似しているのだが，ここでは両者

の相違点に注目してみたい。「19世紀文明」崩壊の要因に関する考え方が大きく異なる

からである。この点は「19世紀文明」の本質を理解する上で重要となる。

「外生投資」は地理学的な含意に富む概念である。一国を単位とするマクロ経済学的

なモデルにおいて，鋼鉄需要の爆発的拡大を誘因とする投資が外生的であった理由は，

投資対象が国外に存在したからに他ならない。しかし，国外の有望な投資対象が枯渇す

れば，必然的にイギリスの「成長のエンジン」は停止せざるを得なくなる（11）。言い換

えれば，鉄道投資ブームの終焉とともに「19世紀文明」は単なる抜け殻になってしま

う。明言こそしていないが，ロストウの考え方を突き詰めれば以上の結論に達する。こ

れに対して，レギュラシオン経済学は「外延的蓄積体制」が非効率化した要因を生産シ

ステムの内部矛盾に求め，「生産性上昇は枯渇し，つまりは熟練労働者を中心とするイ

ギリス式工場制度はその限界をあらわにしてきた」（山田 1991:85）と捉える。以上の

ように「19世紀文明」の崩壊に関する解釈には違いがある。どちらの解釈を重視する

かに関して問題とすべきは，どちらがポランニーの解釈とより整合的かである。そして，

結論から言えば，ロストウの方がポランニーの議論との整合性が圧倒的に高い。

この整合性は，アメリカを例とした経済的自由主義者の主張に対するポランニーの反

論の中に，恐らく本人としては非常に不本意な形で見出される。経済的自由主義者は
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「1世紀の長きにわたって労働，土地，貨幣はまったく自由に取引され，何の社会防衛

の手段も必要とされず」にいたと主張してきた（ポランニー2009:366）。この主張に対

して，これは「土地，労働，貨幣の供給は無制限であった」からであり，1890年代に

この条件が満たされなくなると「社会防衛が開始された」と反論している（ポランニー

2009:366）。この反論に関して，まず議論を労働の供給の面に絞ると，ポランニーは黒

人奴隷には一切言及しておらず，単に「移民という�めども尽きぬ貯水槽から下層労働

者を補充することがもはや不可能にな」ったと述べるにとどまっている（ポランニー

2009:366）。したがって，黄禍論にも一切言及していない。日本人として，この点は看

過してはならない。たしかにアジア系移民を排斥すれば，ヨーロッパ系の移民労働者は

賃金引下げを阻止することはできる。しかし，移民排斥が市場メカニズムに対する社会

的防衛策だとすれば，その意味合いは「二重運動」からかけ離れる。むしろ「19世紀

文明」が崩壊過程に突入したことで労働力需要が頭打ちになり，移民排斥が生じたので

はなかろうか。

次に土地の供給との関連で考えれば，南北戦争と奴隷制廃止は「土地という自然資源

が希少となって節約されねばならなくなった」（ポランニー2009:366）状況を反映して

いた。そして，土地資源を希少化させたのは紛れもなく鉄道投資ブームに他ならなかっ

たのであって，ここから「19世紀文明」の中で土地資源が希少化し，有望な投資対象

が枯渇したことで，イギリスの「成長のエンジン」も停止に向かって行ったという展望

が拓ける。たしかに以上の展望は「二重運動」の考え方を否定することによって成り立っ

ている。しかし，「成長のエンジン」の中心的な担い手は「大銀行家による国際金融業」

（ポランニー2009:15）であり，国際的な巨大投資銀行は明らかに「二重運動」の枠外

で活動していた。たとえば，ロスチャイルド家は「平和主義者にはほど遠」く，「戦争

の資金を調達することでその財産を築いた」のだが，「列強間の全面的な戦争」により

ビジネスが不利益をこうむる場合は「全面的平和の前提条件を確保するという仕事」を

も厭わなかった（ポランニー2009:16）。敷衍すれば，平和の100年は「死の商人」が

鉄道という無尽蔵であるように思われた投資対象を新たに発見したことによって実現し，

投資対象が枯渇したために終焉を迎えたのである。

2．イデオロギー対立を超えた共通の歴史認識

崩壊した「19世紀文明」に代わるものとして，第 2次世界大戦中の1944年にポラン

ニー（2009）は「複合社会（complexsociety）」を対置し，その展望を行っている。

戦後体制をどれだけ見据えられていたのかは，その展望の評価を決定的に左右するもの

ではない。ポランニーの展望は単純な近未来予想ではなく，さらにその先の未来像であ

る可能性も否定できないからである。したがって，本稿では「複合社会」論を考察の対
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象外とし，実証的な歴史研究を志向する立場から「19世紀文明」から「20世紀文明」

への移行を検討することにしたい。この観点に立った場合に注目されるのは，レギュラ

シオン経済学の「内包的蓄積体制」という概念である。前述のように「蓄積体制」とい

う概念自体が文明論的だからであり，アメリカ的発展様式である「内包的蓄積体制」で

は，資本財部門と消費財部門が「同時的・相互的に発展し，総じて高率かつ不断の生産

性上昇が実現されるものとし，またそれが必要条件ともなる」とされる（山田1991:82）。

フォーディズムは「内包的蓄積体制」の別称であり，この蓄積体制が第2次世界大戦

に先進諸国で全面開花することになる。有力な蓄積領域である「消費財市場の中心をな

すのは住宅，自動車，家電品であり」，高所得によって「伝統的消費を脱して新しい消

費ノルムが形成され」る（山田1991:82）。前述の「外延的蓄積体制」と同様に，この

見解もロストウの分析とほぼ一致する。そこで，その概要を簡単に述べよう。1920年

代に誕生したアメリカの「成長のエンジン」とは「自動車・一世帯用住宅・道路・家庭

用耐久財・高級食品に対する大衆市場（automobiles,single-familyhouses,roads,

householddurables,massmarketsinhigh-gradefoods）」であり，投資は「拡大す

る消費を基礎とする産業やサービスを中心に行われるようにな」った（ロストウ1961:

105�106）。また，「鋼鉄に対する需要先」が国内の「自動車会社や罐詰産業（theauto-

mobilefirmsandcanningindustries）にまでひろがった」ため，「鋼鉄需要は内生投

資（endogenousinvestment）のあらわれとな」った（ロストウ1961:106�107）。

レギュラシオン経済学はマルクス経済学の系譜に属し，ロストウ（1961）の副題は

「1つの非共産主義宣言（ANon-CommunistManifest）」である。このため，イデオ

ロギー的に両者は本来全く相容れない関係にある。それにもかかわらず，両者は自動車・

郊外型住宅・家電品を主導部門とする「20世紀文明」という歴史認識を共有している

のである。また，一部では分析モデルまで共有されている。たとえば，ロストウ（1961:

107）は「内生投資」の大きさが「所得増加（theriseofincomes）」や「加速度因子

（theaccelerator）」を反映していると指摘している。「加速度因子」という表現から，

消費市場の拡大が資本財需要の拡大への波及効果を有するという「加速度原理（accel-

erationprinciple）」に基づいた投資関数が想定されていることがわかる。そして，レ

ギュラシオン経済学の一部でも「投資の決定要因がひとえに消費需要に依存するという

加速度原理の投資関数」の考え方が取り入れられているのである（山田1991:101）。

より驚くべきことに，両者は「21世紀文明」までをも展望している。たとえば，レ

ギュラシオン経済学はポスト・フォーディズムという近未来についての問題を提起して

いる。これに対して，ロストウは「高度大衆消費の彼方（beyondhighmass-con-

sumption）」という問題を提起している。つまり，高度大衆消費社会の中で人間が

「世俗的精神の沈滞（secularspiritualstagnation）」と「退屈（boredom）」という問

―114―



題に苛まれるとする不吉な予想である。この近未来予想は「けっきょく，人間の生活は

そもそものはじまりから彼らおよび彼らの家族のために衣食住を獲得することに費やさ

れてきた」（ロストウ1961:123）ということを大前提としている。つまり，極めて実体

経済的，言い換えればポランニーの経済人類学的な発想に立った上での近未来予想なの

である。そして，努力の傾注対象を見失うことで生じる「世俗的精神の沈滞」がフォー

ディズムを崩壊させたとする解釈は，レギュラシオン経済学の見解と両立可能でもある。

このように，レギュラシオン経済学とロストウとの間にはイデオロギー対立を超えた共

通の歴史認識がある。

しかし，近未来予想に関しては歴史という試金石に委ねることとし，本稿では日本の

近代化過程に議論を絞ることにしたい。輸出主導型の成長を遂げた日本経済は「19世

紀文明」の崩壊により，1920年代に国家経済の構造的な転換を迫られることとなった。

同じ時期にアメリカでは「アメリカ的生活様式」が急速に普及し，先進諸国に「高利潤

や消費財製品のデモンストレーション効果（thedemonstrationeffectofhighprofits

ormanufacturedconsumers・goods）」（ロストウ1961:38）を及ぼしていた。こうし

た新しいグローバル・スタンダードを追求するために，日本は「スミス的な意味で市場

を拡大し，新しい形の専門化と相互依存関係」を構築する「水平的イノベーション

（verticalinnovation）」，つまり「商業革命」から，「科学と生産的工夫の精神」に基

づく「垂直的イノベーション（lateralinnovation）」へと発展経路を転換した（ロス

トウ1961:44�45）。要するに，「開発主義（developmentalism）」の選択である。

以上はロストウの立場からの解釈なのだが，ポランニーの解釈はどうやら別のようだ。

このことがよくわかるのが，1920年代のソ連に関するポランニーの分析である。当初，

ソ連は「穀物，木材，毛皮その他いくつかの有機原材料の輸出」を拡大しようと目論ん

でいたが，1920年代の世界的な農業不況が「機械の輸入を制約し」，「国内工業の樹立

を妨げた」（ポランニー2009:442）。このように輸出主導型の成長を阻まれた結果，ソ

連は集団農業化と一国社会主義だけではなく，「自給自足経済の道」の下で「強制的工

業化」を図ることを選択せざるを得なくなった（ポランニー2009:442）。以上の指摘か

ら，農産物価格の大幅下落によって先進工業国との交易条件が悪化したことに加えて，

グローバル経済が解体に向かっていったために，ソ連が資本財部門における輸入代替工

業化を余儀なくされたというシナリオを読み取ることができる。このシナリオは日本の

開発主義の選択にも適用可能であるが，こうした見方がやはり「二重運動」という考え

方の否定の上に成り立つことにも注意が必要である。

以上の検討から，日本に関して，第1次世界大戦勃発による大戦ブームとその後の長

期的な不況が「19世紀文明」の崩壊過程で生じ，戦後に「20世紀文明」が誕生したこ

とで高度経済成長期が訪れたという大まかな歴史のシナリオが浮かび上がってくる。
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「19世紀文明」から「20世紀文明」への移行は一国レベルの資本主義の自律的展開など

では到底あり得ず，日本資本主義の発展を �奇形的�と捉える観点は歴史の本質を完全

に見失っていると言える。戦後に資本主義から社会主義への移行論争が世界的規模で激

しく繰り広げられたが，筆者は「19世紀文明」から「20世紀文明」への移行も今後検

討すべき大きな課題だと考えている。そこで，本稿ではこのシナリオをより説得的なも

のとすることで，問題提起を行うことに重きを置きたいと思う。このためには，「19世

紀文明」と「20世紀文明」が日本の近代化に果たした役割の対照性を際立たせる必要

がある。そこで，まずは日本の「商業革命」について再び詳細に検討したい。

Ⅲ．日本近代化への視座 「商業革命」と戦後成長の対照性

1．居留地貿易のメリットについて 国内市場形成と輸出主導型経済

幕末開港は国内市場形成のインセンティヴとなり，幕藩体制を支えていた経済構造を

流通面から掘り崩していった。ヨーロッパの中世都市に関して，ポランニー（2009:

110�111）は「遠隔地取引は，外国商人とその資本主義的な卸売商業という方法が支配

する領域にあ」り，「地域的な規制を免れて」いたため，「局地的市場から排除する」た

めに，「外国商人による小売販売の全面的な禁止」という措置をとったと指摘している。

この指摘は欧米列強との貿易に対して幕府がとった対応にも当てはまる。いわゆる居留

地貿易である。居留地は日本の「商業革命」の起点となった。外国商人と売込商・引取

商との間で自由な取引が行われていたため，取引の拡大とともに，国内に自由主義経済

が広まり，国内市場が創出されていくこととなったのである。この変化はまず国内市場

の物価上昇という形で顕在化した。物価高の原因は在郷商人が横浜直送を行うようになっ

たためであった。そこで，幕府は1860（万延元）年に「五品江戸廻送令」を発布して，

江戸の問屋を雑穀・水油・ろう・呉服・生糸の仲介業者にすることで流通統制を試みた。

以上は重商主義期の西欧と共通の経験である。ヨーロッパの中世都市では，もともと

「取引を規制し高価格を防ぐために」，都市を中心とする「局地的取引と輸出取引との分

離」を図ろうとしていた（ポランニー2009:110�111）。江戸地回り経済圏は典型的な

「局地的市場」圏であって，「五品江戸廻送令」も同じ意図に基づく規制であった。しか

し，こうした社会的防衛策は，事実上「自由主義国家」という制度的条件を拒絶したに

等しい。このため，イギリス・フランス・オランダ・アメリカは1864（元治元）年の

「四国艦隊下関砲撃事件」を契機に，幕府に対して「五品江戸廻送令」の撤回を強く求

めている。つまり，武力での威嚇により，日本に「商業革命」を強要し，「自由主義国

家」化を図ったのである。この �外圧�を受けて，幕府は取引市場に直接介入し，蚕種

と生糸の生産者に課税する方針に切り替えたのだが，この社会的防衛策も武州世直し一
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揆や信達騒動という形で逆に民衆の側からの猛反発にあうこととなった。国内市場が新

たに誕生しつつある中で，幕府は欧米列強と民衆との間で板挟みになっていたのである。

このように，まさに幕府は「農村を取引の領域に引き込み一国の諸都市間で見境のな

い取引を開始しようとする試みを阻止し」ようとしたのであった（ポランニー2009:

111）。しかし，もはや幕府に国内市場の拡大を阻止する能力はなかったように思われる。

では，国内市場はなぜ急速に拡大し得たのであろうか。この問題に関しては，居留地貿

易が効率的であったということと，市場制度は取引費用を軽減することで進化するとい

う2つの観点が重要になる。たとえば，ノース＆トーマス（1980）は取引費用を「調査

費用（searchcosts）」，「交渉費用（negotiationcosts）」，「実施費用（enforcement

costs）」の総体として捉えている。このうち「調査費用」とは「取引の交渉を行う潜在

的な買い手と売り手を設定することに伴なう費用」（ノース＆トーマス1980:185）であ

る。そして，「調査費用」を軽減する方法として，ノース＆トーマス（1980:185）は中

世における市や大市，そして近世におけるアムステルダムのように「ただ1つの中心地

（theonlycentralplace）」を定めての取引をあげている。外国人居留地は明らかにこ

の条件を完全に満たしている。

居留地は「交渉費用」をも大幅に軽減し得る。「交渉費用」とは「交換の条件につい

ての交渉」（ノース＆トーマス1980:131）に要する諸費用の総額である。「交渉費用」

を低減させた要因として，ノース＆トーマス（1980:187）はアムステルダムにおいて

取引価格の「相場（pricecurrent）」が印刷され，「交換がなされうる条件についての

情報」として広く回覧され，「取引交渉を開始する出発点」になっていたと指摘してい

る。前述の「五品江戸廻送令」において，幕府は有利な取引相手を求めて横浜に商品を

直送する在郷商人を規制しようと試みた。このことは，居留地で行われた取引相場価格

に関する情報が，地方にまで急速に伝播していたことを物語っている。同時に，このこ

とは急速な国内市場形成の背景に情報における距離の摩擦の解消が大きく作用していた

ことをも意味する。この点は中国清朝の租界との違いを検討する上で重要になるのでは

なかろうか。

これに対して，「実施費用」とは「取引契約の条件を確実にするための費用」（ノース

＆トーマス1980:186）である。ノース＆トーマス（1980）は「実施費用」の軽減には

国家による財産権の保護が重要と考えており，その役割は明治政府の登場を待たなけれ

ばならなかった。具体的には同業組合政策として推進されるのだが，「実施費用」の軽

減が進展すれば居留地貿易の効率性はさらに高まることになる。実際，制度としての外

国人居留地は1899（明治32）年に廃止になるのだが，旧居留地はその後も国際貿易の

拠点であり続けた。このことは居留地貿易が効率的な市場制度の上に成り立っていたこ

とを裏づける（12）ように思われる。重商主義期の西欧と同様に，在来産業は依然として
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社会に埋め込まれていたが，社会による規制は市場メカニズムの働きを阻止するためで

はなかった。逆に市場に課された種々の規制は「取引費用を削減し，それにより取引量

を増加させるために存在してい」（コース1992:11）たと考え直す必要がある。

2．「離床」後の日本経済についての展望 20世紀文明への対応

ポランニーは「19世紀文明」が崩壊したことによって，ファシズムと社会主義が同

時発生したと指摘している。ポランニーはこの同時発生を「自己調整的市場」に対する

社会的防衛策と捉えているが，実際は機能不全に陥った市場メカニズムに対する社会的

防衛策であったように思われる。各国の経済は「自己調整的市場」に埋め込まれていた。

このため，「自己調整的市場」が機能しなくなれば，各国の経済は必然的に閉塞状況に

陥る。この結果，道標のない状態で「20世紀文明」への胎動が始まった。「自己調整的

市場」に対する社会的防衛策という観点に立てば，必然的に関心は政治体制へと向けら

れる。この点でポランニーは胎動の本質を完全に見失ってしまったように思われる。眼

を経済制度に転ずれば，前述のようにこの際に日本とソ連が選択した成長路線は資本財

部門における輸入代替工業化と解釈することができる。こうした日本とソ連を同列に把

握する見解は，両国の戦後成長を「ビッグプッシュ型工業化（bigpushindustrializa-

tion）」（アレン2012）とするグローバル経済史の見解とも見事に符合する。

「20世紀文明」への胎動を検討するには，グローバル経済レベルでの「市場の失敗」

の克服という観点が有効ではないだろうか。必然的にこの克服はまず一国レベルで始まっ

た。その転換点は「ヘンリー・フォードが組立工程に流れ作業を導入した1913�1914年

（HenryFord・smovingassemblylineof1913�14）」（ロストウ1961:16）であり，ア

メリカは1920年代に高度大衆消費社会へと突入していった。たしかにアメリカは1929

年に世界大恐慌に見舞われた。この結果，イギリスは1931年に「金本位制」を放棄し，

1932年にオタワ協定を締結して自由貿易をも破棄した。これによって，国際市場は完

全に無秩序化し，その影響はアメリカ経済にもフィードバックすることとなった。言い

換えれば，「20世紀文明」は特殊アメリカ的な文明であったが，アメリカ一国のみで成

り立つ制度ではなかった。このため，1944年にアメリカは新たな覇権国家としてブレ

トン・ウッズ協定を締結したという見方が成り立つ（13）ように思われる。

繰り返すが，「20世紀文明」は次に述べる2つの理由で特殊アメリカ的な文明であっ

た。その理由のひとつは，フォーディズムが「アメリカ式製造方式（theAmerican

system）」を生産面での技術的基盤としていることである。「アメリカ式製造方式」に

は金属・機械工業における高度な互換性生産と精密加工の技術が凝縮されており，いわ

ゆる「中所得国の罠（middle-incometrap）」の一因はこの技術の欠如にある。もうひ

とつは建国以来アメリカが「高賃金経済（high-wageeconomy）」（アレン2012）であっ
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たということである。アメリカ社会には「平等主義的偏好（egalitarianbias）と伝統

的高賃金（traditionalhighwages）および労働者の高生活水準（highworkers・living

standards）」という文化的背景があるため，「大衆を基盤とする高度消費（highcon-

sumptiononamassbasis）という概念を，ヨーロッパのより階層的な社会よりもは

るかに容易に受け入れた」（ロストウ1961:115）。高度経済成長により日本人の中に芽

生えた �一億総中流意識�とは，この「平等主義的偏好」が日本にも移植された結果だ

と考えられる。

一国レベルで見た場合，「20世紀文明」の成立には「自由主義国家」からケインズ型

福祉国家への転換が必要であった（14）。「19世紀文明」の産物である「相対的に富裕な成

熟社会と相対的に貧困な成熟社会との存在（theexistenceofrelativelypooraswell

asrichmaturesociety）」（ロストウ1961:94）を是正し，中間層の購買力を高めなけ

れば，フォーディズムは成立し得ないからである。第2次世界大戦後にイギリスもケイ

ンズ型福祉国家への転換を果たしたが，アレン（2012）はグローバルな視点に立った場

合にイギリスはまだ「高賃金経済」に属しており，東アジア諸国のような「低賃金経済

（low-wageeconomy）」ではなかったと考えている。この観点に立った場合，1960

（昭和35）年に池田隼人内閣が打ち出した国民所得倍増計画は，日本が「低賃金経済」

を脱して「高賃金経済」へと移行する転換点をまさに象徴しているように思われる。

幕末開港後の日本経済は「19世紀文明」の下で国際市場に埋め込まれ，この文明を

受容することによって急成長を遂げた。たしかに明治政府は富国強兵路線を選択したが，

「低賃金経済」として出発したため，富国への経路はイギリスやアメリカが�った工業

化路線とは異なっていた。しかし，「19世紀文明」の崩壊過程で，日本経済もまた金本

位制から離脱し，この文明からの「離床」を果たした。そして，ソ連と同様に，日本は

イギリスやアメリカが�ったのと同じ経路を自律的に選択した。新たに採るべき方針は

「20世紀文明」への転換だったのだが，「20世紀文明」はまだ揺籃期であり，「低賃金経

済」の罠とでも呼ぶべき国内事情をも抱えていた。しかし，第2次世界大戦後の1946�

56年にアメリカに戦後の大ブームが訪れた。ロストウ（1961:107）はこの大ブームを

「1920年代ブームの再現（aresumptionoftheboomofthe1920・s）」だと述べている。

ドルという国際通貨とともに，「20世紀文明」が本格的に始動したのである。そして，

この結果，日本は「ビッグプッシュ型工業化」へと邁進していくことになった。いわゆ

る高度成長である。

日本とソ連だけではなく，アレン（2012）は台湾・韓国・中国の経済成長をも「ビッ

グプッシュ型工業化」で説明している。しかし，技術力に注目した場合，「ビッグプッ

シュ型工業化」にも多様性があることがわかる。たとえば，ロストウ（1961）は高度大

衆消費時代への移行条件として「技術的成熟（technicalmaturity）」をあげている。
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日本は 1940年頃，そしてソ連は 1950年代末にこの段階に達したとされ（ロストウ

1961:15），技術力が成熟段階に達すれば「アメリカ式製造方式」を内発的に実現し，

技術進歩にも持続可能性が生まれる。たしかに外国の技術に依存することで，「技術的

成熟」の段階を経ずして高度大衆消費時代に移行することは可能である。しかし，その

後に国内の技術力と格差を埋め合わせなければ，その国の資本主義は「中所得国の罠」

に陥り得る。したがって，どの技術的段階で「ビッグプッシュ型工業化」が行われたの

かで，フォーディズムにも多様性が生じ得ることがわかる。そして，以上の多様性が

「20世紀文明」の枠内で生じたことを確認して，本稿での検討を終えたいと思う。

お わ り に

資本主義の多様性を社会的ネットワークとの関連で把握するには経路依存性の観点が

不可欠であり，この観点には一国史的な発展段階論に代わる歴史的アプローチが必要で

ある。にもかかわらず，社会的ネットワークへの強い関心から，経済地理学ではマクロ

な制度やシステム論的分析が弱点となっている。そこで，本稿では新たなシステム論で

あるグローバル経済史に，ポランニーの「19世紀文明」という制度的概念を組み込む

ことで，日本の近代化を把握する新たな分析視角を模索した。この結果，以下の3点が

明らかになった。第1点は明治維新を「商業革命」の産物と解釈し得ることである。重

商主義期のイギリスとフランスに関するポランニーの記述は日本の明治維新と酷似して

おり，この点に注目することで �外圧�に対する新たな見方が得られた。幕末開港の際

に，既に「19世紀文明」は成立しており，日本への �外圧�の本質とは「19世紀文明」

への服従であった。この際に，日本に重商主義期にイギリスやフランスが受けたのと同

様の �外圧�が働いた。この結果，日本では「産業革命」に先立って「商業革命」が起

こった。そして，「産業革命」による「離床」は「19世紀文明」の崩壊過程で生じた。

第2点は「20世紀文明」と呼ぶべきものの輪郭が浮き彫りになったことである。ポ

ランニー（2009）は「20世紀文明」の誕生以前に執筆されており，「19世紀文明」が崩

壊する過程しか分析されていない。しかし，本稿ではまず，ロストウ（1961）とレギュ

ラシオン経済学がイデオロギーの対立の壁を越えて「20世紀文明」の概念を共有して

いることを明らかにした。「20世紀文明」では耐久消費財産業に対する国内需要が投資

誘因となったのに対して，「19世紀文明」では投資対象が覇権国家であるイギリスの国

外に存在した。ここから本稿では「19世紀文明」は海外の有望な投資対象が枯渇した

ために成長の限界に達したという結論を導き出し，「19世紀文明」が鉄道投資ブームに

よって始まり，ブームの終焉によって抜け殻となったという新たな歴史的展望を提示し

た。この展望は「二重運動」という考え方の否定の上に成り立っているが，「19世紀文
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明」の黒幕であった国際投資銀行は明らかに「二重運動」の枠外で活動していた。

第3点は「19世紀文明」と「20世紀文明」が日本の近代化に果たした役割に違いが

あったことである。日本の「商業革命」が急速に進展した理由は，居留地貿易が効率的

であったからであった。このことは，社会に埋め込まれた状態であっても市場メカニズ

ムが円滑に機能し得ることを意味している。明治維新後に近代部門の移植も行われたが，

日本は基本的に「19世紀文明」の下で「低賃金経済」のまま成長を遂げた。「20世紀文

明」に適応するには「高賃金経済」に転換し，国内の耐久消費財産業への投資を刺激す

る必要があった。しかし，「高賃金経済」のアメリカであっても一国で「20世紀文明」

を確立することは不可能であり，「19世紀文明」の崩壊によって，日本は「低賃金経済」

の罠にはまった。しかし，戦後にアメリカが覇権国となり「20世紀文明」が本格的に

始動したことを受けて，日本は「ビッグプッシュ型工業化」による高度成長によって所

得倍増を実現し，「高賃金経済」へと脱却することができた。

本稿では「19世紀文明」から「20世紀文明」への移行という歴史のシナリオを提示

し，そのシナリオの中に日本の近代化過程を埋め込もうと試みた。そして，今後この移

行過程が争点となり得るとの私見をも開陳した。ポランニーの「19世紀文明」は「バ

ランス・オブ・パワー・システム」と「自由主義国家」，「国際金本位制」，「自己調整的

市場」という制度の束を指す。これに対して，本稿では「自由主義国家」に対してケイ

ンズ型福祉国家，「国際金本位制」に対してブレトン・ウッズ体制を対置したが，「20

世紀文明」に関してそれ以上の考察をあえて避けた。この理由のひとつはアレン

（2012）が日本の対象期間を高度経済成長期までとしており，高度経済成長の考察に必

要な部分だけを扱えば十分だと考えたからである。もうひとつは「20世紀文明」を明

確に定義することが「20世紀文明」の崩壊という問題と密接に関連するからである。

本稿にはこうした不備もあるが，以上の問題点は今後の検討課題としたい。

（1） この対照性は，北アメリカの植民地では「地方の政治的支配の一般的展開の方向と議会の

成長」が促されたのに対して，ラテン・アメリカの植民地では「既存の農業社会に均一の宗

教と均一の官僚的管理を課した」ことに起因するとされる（ノース1994:134�135）。言い換

えれば，水平的な社会的ネットワークは下からの近代化に，そして垂直的な社会的ネットワー

クは上からの近代化にそれぞれ大きな役割を果たす。

（2）「対照性」という「制度的パターン」は「一様な社会（homogeneoussocieties）」，「中心

性」は「階層化された社会（stratifiedsocieties）」と同義である（ポランニー2009:90）。

ポランニーはマクロな経済システムを個人レベルでの行動の動機の上位に据えて，こうした

社会構造を「意図的に無視して」いる（ポランニー2009:90）。これはポランニー（2009）

がマクロな経済システムの大転換を扱っていることと密接な関係があると思われる。このよ

うに，「マクロな経済システム―社会的文脈―個人の行為」という図式において，マクロな
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経済システムの動態的変化を扱う際に社会的文脈や社会的ネットワーク分析の相対的重要性

は低下し得る。

（3）「自由主義国家」は本質的に「反帝国主義（anti-capitalism）」的であり，「小国主義

（contractionism）」的であるとされる（ポランニー2009:385）。ポランニーは保護主義に帝

国主義化への直接的契機があったと考えている。

（4） この場合の覇権国家は明らかにオランダである。ヨーロッパ諸国は「先天的に競争的な勢

力体系（aninherentlycompetitivesystem ofpower）」にあり，「軍事的政治的勢力

（militaryandpoliticalpower）」から「経済的勢力（economicpower）」へと変容を遂げ

ていった（ロストウ1961:146）。この変化を主導したのが主権国家オランダであり，当初そ

の �外圧�は「先天的に競争的な勢力体系」内に限定されていた。このため，オランダが江

戸幕府に �外圧�を加えることはなかった。

（5） 幕府は「制御不能な遠隔地取引（anuncontrollablelong-distancetrade）」（ポランニー

2009:111）である私貿易を取り締まろうとしていた。いわゆる鎖国政策もこの延長上にあっ

たのであり，幕府はオランダとの国際取引を管理下に置き，拡大・独占することを目的とし

ていた。

（6） 日本では株仲間に代わって明治期に同業組合が普及した。同業組合政策の推進者のひとり

である前田正名はフランスで「行政技術」を身につけたのだが，フランスには「職人のギル

ド（craftguilds）が国家機関（stateorgans）となる傾向があり，ギルド・システムが国

土全体にわたって一律に拡張され」ることになった（ポランニー2009:112）。このように，

フランスの国内市場はギルド的規制に埋め込まれることで機能しており，フランス式の「行

政技術」は同業組合政策を通じて日本にも移植された。

（7） Granovetter（1985）も「埋め込み」によって機会主義が抑制され，市場取引が円滑化す

ることを繰り返し強調している。ポランニー（2009:106）自身も，「互酬（reciprocity）が

支配する場合」に「取引行為（actsofbarter）」は「信用と信頼をともなう長期的関係

（long-rangerelationimplyingtrustandconfidence）の中に埋め込まれ，やりとりの双

務的な性格（thebilateralcharacterofthetransaction）は消し去られてしまいがちであっ

た」と指摘している。このうち双務的な性格の消滅は取引の当事者が売り手と買い手という

非対称的な関係にあったことを意味しており，「互酬」を円滑に機能させる上で障害になり

得る可能性を秘めていたことになる。しかし，経済的な相互依存関係が拡大すれば，市場を

媒介とした「互酬」が行われ得る。そして，この場合「信用と信頼をともなう長期的関係」

への「埋め込み」には，円滑に機能する市場取引が示唆されている。

（8） 日本の「脱亜」は東アジアにおける分岐を意味していた。たとえば，エッカート（2004:

99）は「経済の立ち遅れた朝鮮（Korea・sbackwardeconomy）には，中央集権的で発展

志向の強い政府（astrong,centralized,growth-orientedstate）」，つまり「発展過程で生

じるリスクや負担を引き受け，競争の厳しい世界経済のなかで独立を維持（surviveasan

independentnationinahighlycompetitiveworldeconomy）していける政府」が必要

であったが，「李朝にはそのような難題に対処する力はなかった」と指摘している。そもそ

も事大主義が主権国家と相容れないことは明らかである。

（9） 説明の仕方は異なるが，イギリス産業革命における蒸気機関の役割を重視するグローバル

経済史と両立が可能な議論である。この場合，市場経済が社会以前に自然に埋め込まれ，マ

ルサス的制約下にあったことにも眼を向ける必要がある。

（10） 1920年代半ばに始まる世界的な農業不況は農産物全般に及んでおり，小麦や綿花のみな

らず生糸や米も含まれている（キンドルバーガー2009:75�101）。この際の国際市場におけ

る工業国と農業国との取引関係は，主に「交易条件（termsoftrade）」の観点から考察さ

れてきた。しかし，同様の問題は国内の都市・農村間にも生じていた。たとえば，1920年
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代のソ連に関して，ポランニー（2009:442）は「いわゆる『鋏状価格差』（theso-called

scissors）」が「都市と農村の間の交換条件（termsofbarter）に好ましからざる影響を与

え」，この結果「都市労働者の支配に対する農民の敵意（antagonism）を掻き立てた」と

指摘している。

（11） 対外投資が不活発になれば，鉄道や船舶，その他の「費用節約的産業工程」（＝資本財）

の需要が減少し，鉄鋼需要の減少へと波及する。この結果，イギリス経済は構造的な不況に

陥り，諸部門に対する過剰投資が社会問題化する。

（12） 明治20年代に福井羽二重産業は居留地貿易から大きな恩恵を得ることができた。地元金

融機関の資本力は脆弱であったが，「生糸は殆んと横浜より購入した」ため，生糸「取引は

両為替に為し得て誠に金融円滑」であったからである（福島県内務部1899:31）。しかし，

明治30年代初頭に生糸商社が相次いで設立され産地直送ルートが開拓されると，「片為替と

な」ったために「金融�迫を来すこと度たびあり」，金利も高騰することになった（福島県

内務部1899:31）。このように，国内市場は「中央」と「地方」の取引を軸に形成され，「地

方」と「地方」の間にまで及んでいたわけではない。

（13） 重要なことはドルが国際通貨になったことであり，協定そのものではない。したがって，

変動相場制への移行の歴史的意義を過大評価すべきではないと考える。

（14） たしかにケインズ型福祉国家は中間層の購買力を拡大することで，フォーディズムの成長

を後押しした。しかし，住宅ローン減税やエコ・カー減税など，耐久消費財市場において消

費者の購買意欲を刺激するインセンティヴを制度化した税制改革によっても，フォーディズ

ムの成長，あるいは延命を後押しすることができる。したがって，20世紀末の新自由主義

の台頭を過大評価してはならない。
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4.1.「英文法準教科書」における5文型の記述の実際

前節で「中学校学習指導要領」では1958年から2009年まで「生徒に5文型を教える

ようには言っていないのではないか」と私見を述べた。しかしながら，安井（1973:

179）は，「5文型を必ず扱うというのが，教科書検定に対する文部省側の基本方針であ

るようにさえ思われる」と述べている。安井がこのように主張する背景を八木（2015:

151）は次のように説明している。

「英語B」の教科書も，技能別，学年別のラインナップで刊行された。（中略）リーダーの教科

書が最も多く刊行されたが，昭和45年版施行後は専らグラマーのみを扱う教科書（文法事項

の解説と練習問題という構成が最も典型的）も多く刊行された。長きにわたり多くの高校で実

施されてきた，英語の授業を時間割上「リーダー」と「グラマー」に分ける慣行もこの時期に

確立されたものと考えられる。

1982年施行の「高等学校学習指導要領」で英語の科目名称が，英語I,英語II,英語II

A,英語IIB,英語IICとなってからは，文部省検定済みの「英文法教科書」は姿を消

した（29）。しかし，相当な期間に渡って「英文法準教科書」が刊行され続けていた。筆

者の手元にある18冊の「準教科書」で扱われている「5文型」の記述を総括する。第2

章で現行の学習指導要領に基づいた高等学校の「コミュニケーション英語」の教科書の

1冊である霜崎實（2013）で「5文型」が記述されていることを見た。単文を超えて「5
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文型」の分類がされていることが分かった。以下では，霜崎實（2013）と18冊の準教

科書の記述を比較しながら，5つの「文型」ごとに扱われている文の種類を概観する。

4.2.1.第1文型（S＋V）

霜崎實（2013）で扱われているパターンと18冊の準教科書で扱われているパターン

を表の形で概観する。いわゆる「第一文型」と分類される英文は，主語と動詞だけで成

り立つ短い文とは限らなそうだと見て取れる。

霜崎實（2013）が第1文型についてS＋Vのパターンしか取り上げていないことは既

に渡辺（2018:50）で指摘した。18冊の準教科書は，全て，文法的には省略可能な修飾

語句（Modifier）を従えたS＋V＋（M）を取り上げている。河井迪男（1982:34）は

S＋Vについて「ただし修飾語がついて長くなることもあり，短い文とは限らない」と

述べている。

河上道生（1987:4�5）は次のような3つの例文を取り上げている。
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表6

S＋V S＋V＋（M） S＋V＋L There構文（30）

霜崎 2013 ○ × × ×

安藤 1984 ○ ○ × ×

牛込（31） ○ ○ × ○

江川 1982 ○ ○ × ○

河井 1982 ○ ○ × ○

河上 1983 ○ ○ × ○

河上 1987 ○ ○ × ×

木戸 1981 × ○ × ○

隈部 1986 ○ ○ × ×

清水 1982 × ○ × ○

杉山 1982 ○ ○ × ○

鈴木 1987 ○ ○ × ○

羽鳥 1987 ○ ○ × ○

福井 1985 ○ ○ × ○

堀口 1986 ○ ○ × ×

水野 1987 ○ ○ × ○

若林 1984 × ○ × ○

安井 1985 ○ ○ ○ ×

吉田 1985 ○ ○ × ×



（100） Mybrothersingswell.

（101） Thedooropenedslowly.

（102） Oilandwaterdonotmix.

（100）と（101）は修飾語無しのS＋Vの分かりやすい例を挙げることの難しさを表して

いる。一語の副詞でもある方が自然な英文だということであろう。

openとmixが例文に使われているが，この2つは自動詞にも他動詞にも使われる

「能格動詞」（32）である。隈部（1986:18）と水野（1987:1）もopenを含む例文を採用し

ている。筆者には「能格動詞」は S＋Vまたは S＋V＋（M）に現れる動詞の典型例

（prototype）ではないような気がする。安井（1985:22�23）は，自動詞型の述部と他

動詞型の述部の両方に生ずることのできる動詞を3つに分類している。（a）本来的に自

動詞用法と他動詞用法とを備えているもの，（b）目的語が省略されて他動詞用法の動詞

に自動詞用法が生じたと考えられるもの，（c）本来的には自動詞用法である動詞に他動

詞用法が臨時的に生じたもの，の3つである。

（103） Heleft（thisplace）yesterday.

（104） Shesleptabeautifulsleep.

（105） Hewalkedhisdog.

（103）は（b）の例，（104）と（105）とは（c）の例である。S＋V＋（M）のパターンに取

り上げられる例文は（b）また（c）の範疇に入るものが多いように思われる。日本人学

習者に何を教えるのかという観点から，さらに調査が必要である。

「場所を表す義務的な前置詞句」（Locative）は安井（1985）が7文型の立場から取

り上げているのみである。

There構文は12冊の教科書に取り上げられている。若林（1984:24）には次のよう

な例が出ている。

（106） Thereisasmallflowerpotonmydesk.

例文（106）は，There+V＋S＋（M）と分析されるのだろう。しかし，・onmydesk・

は省略可能とは思われない。むしろ，There＋V＋S＋Lと分析した方が論理的かもし

れない（33）。

日本の学習文法で使われる5文型について（下）
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4.2.2.第2文型（S＋V＋C）

霜崎實（2013）で扱われているパターンと18冊の準教科書で扱われているパターン

を表の形で概観する。補語になるのは形容詞と名詞だけでないことがすぐに分かる。

まず補語（complement）になる語として教授すべき項目は形容詞と名詞であること

が分かる。形容詞は18冊中17冊で，名詞は16冊で取り上げられているからである。

他の項目は，to不定詞が8冊，動名詞が6冊，現在分詞が6冊，that節が5冊，過去

分詞が3冊，前置詞句が2冊となっている。

補語になる8つの項目を全て網羅している教科書は霜崎實（2013）を含めて1冊もな

い。that節，to不定詞，動名詞，現在分詞，過去分詞が補語になることを説明するか

どうかは教科書の編集者が悩むところであろう。いわゆる「5文型」は教科書の最初の

方で扱われることが多い。従って，扱われている文構造が比較的単純だからである。吉

田（1985）は工夫している。教科書の最初の方の§7で補語が形容詞と名詞の場合のみ

を扱っている。§32で補語がthat節を含む名詞節の場合，§33で補語がto不定詞の

場合，§34で補語が現在分詞と過去分詞の場合を扱っている。

―128―

表7

形容詞 名詞 that節 to不定詞 動名詞 現在分詞 過去分詞 前置詞句

霜崎 2013 ○ × ○ × × ○ ○ ×

安藤 1984 ○ × × × × × × ×

牛込（34） ○ × × × × × × ×

江川 1982 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

河井 1982 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

河上 1983 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

河上 1987 ○ ○ × × × × × ×

木戸 1981 ○ ○ × × × × × ×

隈部 1986 ○ ○ × × × × × ×

清水 1982 ○ ○ × × × × × ×

杉山 1982 ○ ○ × × × × × ×

鈴木 1987 ○ ○ × × × × × ○（35）

羽鳥 1987 ○ ○ × × × × × ×

福井 1985 ○ ○ × ○ ○ ○ × ×

堀口 1986 ○ ○ × × × × × ×

水野 1987 ○ ○ × ○ ○ × × ×

若林 1984 ○ ○ △（36） ○ × ○ ○ ×

安井 1985 × ○ ○ ○ × × × ○（37）

吉田 1985 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×



4.2.3.第3文型（S＋V＋O）

霜崎實（2013）で扱われているパターンと18冊の準教科書で扱われているパターン

を表の形で概観する。ここでは目的語（O）になるものの種類を調査する。

名詞は18冊の教科書全てで目的語になるものとして取り上げている。他の項目の頻

度数は次の通りである。to不定詞は14冊，動名詞は12冊，疑問詞節は10冊，wh＋to

不定詞は8冊，that節は7冊，if節は3冊である。

河井（1982）は全ての項目を取り上げている。記述法に工夫がある。まず，見返しに

「5文型」の全ての型の例文が出ている。「5文型」を扱う章では，単文を中心とした単

純な記述にとどめ，不定詞，分詞，動名詞を扱う章でもう少し複雑な例文を取り上げて

いる。吉田（1985）も全項目を扱っているが，河井とは対照的に，18ページを費やし

て「5文型」を詳しく扱っている。

4.2.4.第4文型（S＋V＋Oi＋Od）

霜崎實（2013）で扱われているパターンと18冊の準教科書で扱われているパターン

日本の学習文法で使われる5文型について（下）
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表8

名詞 to不定詞 wh＋to不定詞 動名詞 that節 疑問詞節 if節

霜崎 2013 ○ × × × × ○ ○

安藤 1984 ○ ○ × × × × ×

牛込（38） ○ × × × × × ×

江川 1982 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

河井 1982 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

河上 1983 ○ ○ × ○ × ○ ×

河上 1987 ○ × × × × × ×

木戸 1981 ○ × × × × × ×

隈部 1986 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

清水 1982 ○ ○ ○ × × × ×

杉山 1982 ○ ○ ○ ○ × × ×

鈴木 1987 ○ ○ × ○ ○ ○ ×

羽鳥 1987 ○ × × × × × ×

福井 1985 ○ ○ ○ ○ × ○ ×

堀口 1986 ○ ○ × ○ × × ×

水野 1987 ○ ○ × ○ ○ ○ ×

若林 1984 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

安井（39）1985 ○ ○ × ○ × × ×

吉田 1985 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



を表の形で概観する。ここでは直接目的語（Od）になるものの種類を調査する。

名詞は18冊の教科書全てで目的語になるものとして取り上げている。他の項目の頻

度数は次の通りである。wh＋to不定詞が7冊，疑問詞節が5冊，that節が4冊，to

不定詞が 3冊である。注釈でも指摘したとおり，江川（1982），河井（1982），鈴木

（1987）は，次の例文（107），（108），（109）の中の不定詞句を直接目的語と分析してい

る。

（107） Nancyaskedmetodriveherhome.（江川1982:11）

（108） Hetoldmetodrivemoreslowly.（河井1982:見返し）

（109） Heaskedmetolendthebook.（鈴木1987:12）

筆者の仮説であるが，不定詞句を直接目的語と分析したきっかけは，英語教育の観点

から言うならば，Hornby（1954:20�21）
（44）の影響ではないかと思われる。Hornbyは

verbpattern3で15個の動詞を取り上げている。want,wish,help,allow,like,ask,
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表9

名詞 to不定詞 wh＋to不定詞 疑問詞節 that節 if節

霜崎 2013 ○ × × ○ ○ ×

安藤 1984 ○ × ○ × × ×

牛込（40） ○ × × × × ×

江川 1982 ○ ○（41） ○ ○ ○ ×

河井 1982 ○ ○（42） ○ ○ ○ ○

河上 1983 ○ × × × × ×

河上 1987 ○ × × × × ×

木戸 1981 ○ × × × × ×

隈部 1986 ○ × × × × ×

清水 1982 ○ × ○ × × ×

杉山 1982 ○ × × ○ × ×

鈴木 1987 ○ ○（43） ○ × × ×

羽鳥 1987 ○ × × × × ×

福井 1985 ○ × × × × ×

堀口 1986 ○ × × × × ×

水野 1987 ○ × × × × ×

若林 1984 ○ × ○ ○ × ×

安井 1985 ○ × × × × ×

吉田 1985 ○ × ○ × ○ ○



teach,bear,mean,prefer,cause,warn,order,advise,leadである。動詞の後に続

くのは名詞とto不定詞である。Hornbyは次のように述べている。

Inthispatterntheverbisfollowedbya（pro）nounandato-infinitive,socloselycon-

nectedthattheyform aunit.Thisissometimescalledthe・accusativeandinfinitive・

construction.

Hornbyも日本の文法研究者たちも「不定詞付き対格」（accusativewithinfini-

tive）（45）という概念を使うときにJespersenの影響を受けていると思われる。Jesper-

sen（1949partV:279）は「不定詞の対結」（infinitivalnexus）を（110），（111），

（112）の3つに分類している。［ ］内の分析はJespersenのものである。

（110） Ihearhimsing.［SVO（S2I）］

（111） Iallowhertosing.［SVOiO（I）］

（112） Weforcedhimtoobey.［SVOpI］

石橋光太郎他（1964:120）はJespersen（1949）の解説の中で，（110）は「「主語＋不

定詞」が明らかに主動詞の目的語である場合」，（111）は「人が動詞の間接目的語，不

定詞は直接目的語と考えられる場合」，（112）は「人が動詞の直接目的語，不定詞は ・to・

によって結ばれた3位語（tertiary）と考えられる」と翻訳している。

日本の学習文法では（110），（111），（112）を全てSVOCと分析することが多いとい

うことは表9と表10の教科書の分析から分かる。しかしながら，江川（1982），河井

（1982），鈴木（1987）のように不定詞句を直接目的語と分析した教材が存在していたわ

けで，教育現場ではどのように混乱を防いだのか興味がわく。今後の調査研究を必要と

するところである。

4.2.5.第5文型（S＋V＋O＋C）

霜崎實（2013）で扱われているパターンと18冊の準教科書で扱われているパターン

を表の形で概観する。ここでは補語（C）になるものの種類を調査する。

名詞は18冊の教科書全てで補語になるものとして取り上げている。他の項目の頻度

数は次の通りである。形容詞が17冊，現在分詞が7冊，原形不定詞が6冊，to不定詞

が5冊，過去分詞が3冊である。

さて，（113）のようなto不定詞を含む英文について，分析が割れている。

日本の学習文法で使われる5文型について（下）
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（113） Theywantedhertoplaythepiano.（安井1985:29）

江川（1982），隈部（1986），杉山（1982），鈴木（1987），安井（1985）はSVOCと

して説明している。

ところが，若林（1984:34�35）はtell,ask,wantが使われる文型を「主語＋動詞

（tellなど）＋目的語＋to＋原形」の「文型」として別の章を立てている。吉田（1985:

35）は，want,allow,expect,ask,tell（47）を含む英文を「S＋V＋O＋不定詞」として

扱い，SVOCとは別項目を立てている。4.2.4節の第4文型（S＋V＋Oi＋Od）の分析の

中で不定詞句を直接目的語と分析した教科書が存在したというのと共通の問題である。

「不定詞付き対格」がJespersenによって3つに分類されているという事実と関係があ

るのであろう。

しかしながら，筆者には安井（1985:27）に代表されるように，原形不定詞またはto

不定詞を含む英文には，一貫して「S＋V＋O＋C（不定詞）」という分析を与え，OとC

（不定詞）の間には，「意味上の主語述語関係」（nexus）があると記述する方が学習効
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表10

名詞 形容詞 原形不定詞 to不定詞 現在分詞 過去分詞

霜崎 2013 ○ × ○ × ○ ○

安藤 1984 ○ ○ × × × ×

牛込（46） ○ ○ × × × ×

江川 1982 ○ ○ ○ ○ ○ ○

河井 1982 ○ ○ ○ × ○ ×

河上 1983 ○ ○ ○ × ○ ×

河上 1987 ○ ○ × × × ×

木戸 1981 ○ ○ × × × ×

隈部 1986 ○ × × ○ × ×

清水 1982 ○ ○ × × × ×

杉山 1982 ○ ○ × ○ × ×

鈴木 1987 ○ ○ × ○ ○ ×

羽鳥 1987 ○ ○ × × × ×

福井 1985 ○ ○ × × × ×

堀口 1986 ○ ○ × × × ×

水野 1987 ○ ○ × × × ×

若林 1984 ○ ○ ○ × ○ ○

安井 1985 ○ ○ ○ ○ ○ ○

吉田 1985 ○ ○ ○ × ○ ×



果が上がるように思われる（48）。

5.「7文型」と「8文型」

4.2.1節の第 1文型と 4.2.3節の第 3文型の分析で，安井（1985）だけが SVLと

SVOLを，それぞれSVまたはSVOの拡張として取り上げていた。いわゆる「7文型」

の考え方である。

社会人用の英語再入門書と思われる佐藤・小池（2016:29�31）は「8文型」の考え方

を絶賛している。SV,SVA,SVC,SVCA,SVO,SVOA,SVOO,SVOCの8つである。

根拠は安藤（2005:15�26,778�841）が「8文型」の分析を提案しているからである。

SVCAは，八木（1999:140�181）と八木（2011:73）が指摘するとおり，「形容詞形」

であるから「動詞の文型」からは除外するのが妥当だと思われる。

7文型の考え方が注目されるようになったのは，少なくとも日本では，Quirketal.

（1985）（49）の出版からであろう。例示のために例文を引用する。

（114） Pricesrose.［SV］（Quirketal.1985:56）

（115） Elizabethenjoysclassicalmusic.［SVO］（Quirketal.1985:56）

（116） Yourfaceseemsfamiliar.SVC］（Quirketal.1985:56）

（117） Mysisterlivesnextdoor.［SVA］（Quirketal.1985:56）

（118） Weallwishyouahappybirthday.［SVOO］（Quirketal.1985:56）

（119） Thepresidentdeclaredthemeetingopen.［SVOC］

（Quirketal.1985:56）

（120） Thedoormanshowedtheguestsintothedrawingroom.［SVOA］

（Quirketal.1985:56）

義務的な副詞句（obligatoryadverbials）を含んだSVAとSVOAが従来の5つのパ

ターンに加わって7つになっている（50）。「7文型」では義務的な副詞句が加わったこと

に注目が集まりがちだが，筆者は文の中の副詞句が情報伝達の上で果たしている役割に

注目することの方が，もっと大切ではないかと考える。その次に副詞句が義務的なのか

そうでないのかを考える方が分かりやすいのではないかと思う。

実際，Quirketal.（1985）は，いきなり（114）から（120）の7つのタイプを提示し

ているわけではない。［TypeSVO］，［TypeSVA］，［TypeSVOA］の3タイプにつ

いては，まず，義務的な副詞句（obligatoryadverbials）と省略可能な副詞句（op-

tionaladverbials）の両者を含んだ例文を示し，次に省略可能な副詞句を削除した例

日本の学習文法で使われる5文型について（下）
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文を提示している。以下に例文を引用する。省略可能な副詞句は，筆者が斜体字にして

ある。

（121a） Mymotherusuallyenjoyspartiesverymuch,usually.

（Quirketal.1985:51）

（121b） Mymotherenjoysparties.［TypeSVO］（Quirketal.1985:53）

（122a） Ihavebeeninthegardenallthetimesincelunch.

（Quirketal.1985:52）

（122b） Ihavebeeninthegarden.［TypeSVA］（Quirketal.1985:53）

（122c）*Ihavebeenallthetimesincelunch.（Quirketal.1985:52）

（123a） Youmustputallthetoysupstairsimmediately.（Quirketal.1985:52）

（123b） Youmustputallthetoysupstairs.［TypeSVOA］

（Quirketal.1985:53）

（123c）*Youmustputallthetoysimmediately.（Quirketal.1985:52）

（121a）と（121b）の対比は目的語（object）と副詞類（adverbials）との違いを例示す

るため，（122a）と（122b），（123a）と（123b）との対比は義務的な副詞句と省略可能な

副詞句との違いを例示するためと考えられる。（122c）と（123c）によって義務的な副詞

句を省略すると英語として成り立たず，非文（non-sentence）になってしまうことが

示されている。日本の学習文法で教授される文型の話では，SVとSVMまたはSVA

との対比として説明されていると思われる。5文型の立場でmodifiers（M）と扱うに

せよ，7文型の立場でadverbials（A）と扱うにせよ，副詞句の位置づけが分かりにく

い。Quirkらの説明の手順の方が明快である。

Quirketal.（1985）の「7文型」を受け入れながら，修正を加えている研究もある。

松浪勇（1988:101）は，Quirketal.のSVOAの例文を取り上げながら次のように述

べている。

上例の副詞語句（ここでは全て前置詞句）は，それらがなければ文が完結しないので，節の構

成要素であることは明らかであり，したがって義務的である。このようにこの種の副詞語句と

補語には近似性が認められるので，「5文型」にしても，その下位区分に義務的副詞語句を組

み入れることができればそれでもよいであろう。

SVLをSVCの下位区分にして，SVOAをSVOCの下位区分にするという提案である。

SVCとSVOCを上位区分にするということは，下位区分は教えないという自由も生ま

れるわけで，学習者の状況によって対応を変えられるようになる。「日本の中学校，高
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等学校で「7文型」を教えるべきか」という問いに対しては，加藤（2017:27）が「5

文型・7文型・8文型等諸説あるが，高校入門期では5文型による指導が妥当である」

と述べていることが回答になる。

6.「5文型」によって何を教えるのか

4節で見たとおり，1958年告示の「中学校学習指導要領」を参照してみると，「主語

＋動詞の文型」，「主語＋動詞＋補語の文型」，「主語＋動詞＋目的語の文型」，「主語＋動

詞＋間接目的語＋直接目的語の文型」，「主語＋動詞＋目的語＋補語の文型」という記述

はあるが，「5文型」の「5」という数字は見当たらない。ところがこの数字にこだわっ

ている人々がいる。6.1ではその例を2つ取り上げる。

6.1.「5文型」を表す数字の意義

川嶋政士（ 2014b:137）は，2013年6月に大学の1,2年生172名を対象に次のよう

なアンケート調査をしている。

PARTI

英語の5文型を書きなさい。（アルファベットを用いて）

第1文型

第2文型

第3文型

第4文型

第5文型

大学生たちに文型の番号を使って「5文型」の知識がどの程度あるかを調査している

わけである。しかし，第1文型（S＋V），第2文型（S＋V＋C），第3文型（S＋V＋C），

第4文型（S＋V＋O＋O），第5文型（S＋V＋O＋C）という数字とアルファベットの

組み合わせを学習者に暗記させることが「5文型」という考え方を使う目的ではないだ

ろう。

ところが準教科書の中にも「何文型か」と数字で答えさせる例が存在したのである。

羽鳥（1987:9）は次の（124）から（127）の例文に対して「次の文は何文型か言え」と

指示している。［ ］内は筆者による分析である。

（124） Heismybestfriend.［S＋V＋C］

（125） Wewonthebaseballgame3to2.［S＋V＋O＋M］

（126） Thegentlemanleftatiponthetable.［S＋V＋O＋M］

日本の学習文法で使われる5文型について（下）
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（127） Wewashbeforemeals.［S＋V＋M］

それぞれの文を主語，動詞，補語，目的語，修飾語に分析させて，あるいは教師が分析

を与えて，日本語で意味を言わせる方が学習効果が上がると思われる。準教科書の1冊

である江川（1982:14）は次のように述べている。

これで5文型の勉強は終わりである。（中略）そこで諸君に1つのアドバイスを与えておきた

い。文型の番号などは忘れてしまいなさい。ある1つの英文が第何文型かを考える必要はない。

意味が分かればよいのである。そのために文型の勉強をしたのだから。

大学の専門課程で文法の専門家を育てているのではないのだから，文法分析が英文法学

習の目的になってはならないという教訓である。

6.2.英語はSVO,日本語はSOV

筆者は「5文型」を教えることの意義の一つは，日本語と英語の語順の違いを明示的

に教えることではないかと考えている。一般言語学的な観点から日本語と英語の語順の

違いを論じている言説をいくつか見てみる。

国廣（1980:1）は，「通常，日本語はSOV,英語はSVOであるとされている」と述

べている。言語類型論の立場からの言説である。その分野の研究書を3冊ほど見てみる。

Comrie（1989:87）とDryer（2007:79）によれば，世界の言語は類型論的に6通り

に分類される。文を構成する主要な構成要素である主語（S），目的語（O），動詞（V）

がどのような順序で並ぶのが無標の語順であるかを考えるわけである。その分類は，

SOV,SVO,VSO,VOS,OVS,OSVの6つである（51）。Dryer（2007:62,68）は世界の

言語で一番多い語順はSOVであり，二番目に多い語順はSVOであると述べている。

SVOの言語の最初の例として英語を取り上げて，次のような例文を挙げている。

（128） Thewomansawthedog.（Dryer2007:68）

S V O

Comrie（1989:87）では，SOVの語順を取る言語の例としてトルコ語を取り上げて

いて，残念ながら日本語の例はない。旧版のComrie（1981:6）は，日本語の基本的な

語順（52）はSOVであると説明し，次のような例文を挙げている。

（129） HanakogaTarooobutta（Comrie1981:6）
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日本語話者を対象とする英語教育の研究の中でも，英語と日本語が世界中の言語の中

でどのような位置にあるかを考えることは必要であると思う。以上，一般言語学的な立

場から語順とは何を意味するのかを検討してみた。

さて，焦点を英語の話に戻す。Quirk（1985:51）では次のような例文を取り上げて，

文の中の要素の移動に制限があることを示し，英語の語順は比較的固定している（・fix-

edword-orderlanguage・）と述べている。平叙文ではSVOが普通（regular）として

いる。

（130） Mymotherusuallyenjoyspartiesverymuch.［SAVOA］

（Quirk1985:51）

（131） Usuallymymotherenjoyspartiesverymuch.［ASVOA］

（Quirk1985:51）

（132） Mymotherenjoyspartiesverymuch,usually.［SVOAA］

（Quirk1985:51）

（130）,（131）,（132）の例から副詞句（A）は文中で，かなり自由に移動できることが

分かる。ところが，S,V,Oの移動には制限があることが以下の（133）,（134）,（135）

から例示されている。

（133） *Usuallyenjoyspartiesmymotherverymuch.［AVOSA］

（Quirk1985:51）

（134） *Enjoysmymotherpartiesverymuch.［VASOA］（Quirk1985:51）

（135） *Mymotherpartiesusuallyenjoysverymuch.［SOAVA］

（Quirk1985:51）

（133）,（134）,（135）から次の2点が例示されていると言える。1つめは英語の基本的な

語順はSVOであり，平叙文では，動詞（V）を主語（S）の前に持って行ってはいけ

ないこと，2つめは目的語（O）を動詞の前に持って行っては行けないことである。副

詞句（A）の一部が主語と動詞の間に入れることは（130）から分かる。

このように，（133）,（134）,（135）のような英文はあり得ないということを理解する

ためには，まず，英語の基本語順SVOを習得する必要がある。「5文型」が日本人学習

者の英語習得のために与えられた役割は2つあると思う。1つめは英文の意味を，ただ

単語の意味をつなげるのではなく，分析的に単語と単語の間の掛かり具合を理解した上

で，解釈できるようにすることである。2つめは日本人学習者が SV,SVC,SVO,
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SVOO,SVOCという語順で英語を並べられるようにし，発信型の英語学習を助けるこ

とであると筆者は考える。

7.結 論

5節の終わりで加藤（2017:27）が「高校入門期では5文型による指導が妥当である」

と述べていると指摘した。これは無批判に「5文型」を教え続ければ良いということで

はない。

岩田（2014），大津（2004），フクチ・高橋（2015），宮永（2014），細江（1971），「コ

ミュニケーション英語の教科書」である霜崎（2013），18冊の英文法準教科書で記述さ

れている「文型」の例文を分析して分かったことが3つある。

1つめは，4冊の社会人のための啓蒙書では単文（simplesentence）しか扱ってい

ないことである。英文法準教科書の中でも，安藤（1984）,牛込，河上（1987），木戸

（1981），清水（1982），羽鳥（1987）の6冊は，SVC,SVO,SVOOのパターンの例示

で単文しか使っていない。これはOnionsと細江の記述法を受け継いでいると思われる。

残りの12冊はthat節などの従属節を含む複文（complexsentence）も例示で扱って

いる。霜崎（2013）も同様である。

2つめは，補語（C）や目的語（O）になるものの多様性である。SVCを例に取ると，

形容詞，名詞，that節，to不定詞，動名詞，現在分詞，過去分詞，前置詞句が補語に

なり得る。・Iamhappy.・のような文だけを教えるのが「5文型」を使った授業ではな

いはずである。

3つめは，準教科書の記述に議論を呼びそうな異同があることである。SVOOと

SVOCの例示の中でto不定詞を目的語として扱うのか補語として扱うのかという分析

の立場に違いがあることが分かった。

20世紀の文法書Quirketal.（1985）は，「義務的副詞類」という概念を導入して「7

文型」という分析を提案した。21世紀になって変化はあったのだろうか。

Huddleston&Pullum（2002:218）は，文の構造をいくつに分析できるかという問題

に対しては，fivecanonicalconstructionsという立場を取っている。以下に例文を引

用する。（ ）内の表記はHuddleston&Pullumのもの，［ ］内の表記はHuddleston

&Pullumの記述を筆者が取り入れたものである。Pはpredicateを，PCはpredicate

complementを表す。

（136） Ileft.（S�P）［intransitive］

（137） Igotbetter.（S�P�PC）［complexintransitive］
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（138） Itookthecar.（S�P�O）［monotransitive］

（139） IgaveJoakey.（S�P�O�O）［ditransitive］

（140） Ikeptithot.（S�P�O�PC）［complexmonotransitive］

Huddleston&Pullum（2002:219）は，Quirketal.にない提案をしている。Valen-

cy（結合価）という概念である。例示のために例文を引用する。［ ］内の表記は

Huddleston&Pullumのものである。

（141） Hedied.［intransitive;monovalent］

（142） Thisdependsontheprice.［intransitive;bivalent］

（143） Edbecameangry.［complexintransitive;bivalent］

（144） Hereadthepaper.［monotransitive;bivalent］

（145） Heblamedmeforthedelay.［monotransitive;trivalent］

（146） ThismadeEdangry.［complexmonotransitive;trivalent］

（147） Shegavehimsomefood.［ditransitive;trivalent］

従来の目的語（object），補語（complement），義務的前置詞句（prepositional

phrase）を，まとめて，補語（complement）という上位概念でひとくくりにしよう

という分析である。動詞がいくつのcomplementを必要とするかという観点から説明

するものである。決して最近生まれた分析法ではない。Allerton（1982）は英語につい

て詳細な分析を提供している。

日本では，小泉（2007,2009）が結合価文法（valencygrammar）による日本語と

英語の分析を提案している。

小泉（2007:238�239）では，Hornby（1954）の25の動詞形を「5文型」に還元して

整理している。

（A）SV（20,21,23,24,25）

（B）SVC（22）

（C）SVO（1,2,3,10,11,15,17,18,19）

（D）SVOO（12,13,14,16,19）

（E）SVOC（4,5,6,7,8,9）

さらに，小泉が推奨している「結合価文法」のひとつAllerton（1982）による結合

価による動詞の分類を，やはり，「5文型」に還元して整理している。

日本の学習文法で使われる5文型について（下）
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（ア） 無価動詞［SV（Sは非人称のitに限る）］

（イ） 1価動詞［SV,SVC（Cが形容詞の場合）］

（ウ） 2価動詞［SVO,SVC（Cが名詞の場合）］

（エ） 3価動詞［SVOO,SVOC（Cが名詞の場合）］

小泉（2009:191）は，次のように述べている。

このアニアンズの5文型は日本の英文法理論を50年以上にわたって支配してきたし，今でも

ゆるぎないものがある。この間にチョムスキーの変形理論は，提起され，展開され，衰亡する

という過程を踏んできた。これらの差はアニアンズの5文型とチョムスキーの分析理論の妥当

性に基づくものである。任意の英文が与えられれば，それが5文型のいずれに相当するか決定

するのは容易である。だが，変形文法（53）は条件ばかりやかましくて，英文の文構造を提示す

ることはほとんどなかった。

変形生成文法はthat節やto不定詞などを含む補文構造の説明に，稲田（1989）に代

表されるような成果を残している。結合価文法は日本ではあまり馴染みがないが，辞書

の記述の中に取り入れられている。細江逸記の著述がもととなって日本に根付いてきた

「5文型」を大切にしながら，新しい学習文法を開発していく必要がある。
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この研究は2016年度に拓殖大学人文科学研究所から個人研究助成を受けた。関係者の皆様に

心から感謝申しあげる。

（29） 準教科書の1冊，杉山（1982）のはしがきに「1982年度から，新学習指導要領に則って，

文部省検定の英文法教科書がなくなる。」とある。

（30） Thereis［are］...,Hereis［are］...,の構文のこと。

（31） 牛込久男の本には出版年の記載が無い。

（32） 影山（2001:15）は，（a）Theboybrokethevase.（他動詞）と（b）Thevasebroke.

（自動詞）という例を挙げ，breakと同じ自他交替を示す動詞は，open,shut,shatter,drop,

slideなど多数あり，能格動詞（ergativeverbs）と呼ばれると述べている。影山（1996:

140�141）にも同様の記述がある。『ルミナス英和辞典』（2005）には該当する動詞に自他交

替の表示がある。

（33） Quirketal（1985:1403�1404）はexistentialthereと7つのbasicclausepatternsとを

以下のように対応させている。Aは義務的副詞句（obligatoryadverbials）を表す。

（1a） Somethingmustbewrong.［SVC］

（1b） Theremustbesomethingwrong.
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（2a） Wasanyoneinthevicinity?［SVA］

（2b） Wasthereanyoneinthevicinity?

（3a） Noonewaswaiting.［SV］

（3b） Therewasnoonewaiting.

（4a） Plentyofpeoplearegettingpromotion.［SVO］

（4b） Thereareplentyofpeoplegettingpromotion.

（5a） Twobulldozershavebeenknockingtheplaceflat.［SVOC］

（5b） Therehavebeentwobulldozersknockingtheplaceflat.

（6a） Agirlisputtingthekettleon.［SVOA］

（6b） There・sagirlputtingthekettleon.

（7a） Somethingiscausingmyfrienddistress.［SVOO］

（7b） There・ssomethingcausingmyfrienddistress.

There構文は7つの「文型」に渡るというQuirkらの主張である。

（34） 牛込久男の本には出版年の記載が無い。

（35） ・Thegroundwasinbadcondition.・という例文が出ている。

（36） ・Theproblemiswhethertheyaregoingtohelpeachother.・という例文が出ている。

（37） ・Mystomachissomewhatoutoforder.・という例文が出ている。

（38） 牛込久男の本には出版年の記載が無い。

（39） 安井（1985:12）は第3文型（SVO）の拡張としてSVOLを取り上げている。・Heputthe

kettleonthestove.・が例文として挙がっている。

（40） 牛込久男の本には出版年の記載が無い。

（41） ・Nancyaskedmetodriveherhome.・という例文が出ている。この例文をSVOOでは

なく，SVOCと分析する立場もある。例えば，準教科書の1冊である隈部（1986:24）は

・Weaskedhimtoplaytherecorder.・をSVOCのセクションで扱っている。

（42） ・Hetoldmetodrivemoreslowly.・この例文をSVOOではなく，SVOCと分析する立

場もある。例えば，準教科書の1冊である隈部（1986:24）は ・Johntoldustofinishthe

workatonce.・をSVOCのセクションで扱っている。

（43） ・Heaskedmetolendthebook.・という例文が出ている。この例文をSVOOではなく，

SVOCと分析する立場もある。例えば，準教科書の 1冊である隈部（1986:24）は ・We

askedhimtoplaytherecorder.・をSVOCのセクションで扱っている。

（44） Hornby（1975:62�64）では，VP17AとVP17Bに二分している。・theaccusativeand

infinitiveconstruction・という表現はない。VP17Aは目的語を主語に変えて受動文を作れ

る動詞，VP17Bは受動文を作れない動詞と説明されている。ちなみにaskとtellは受動態

を作れる動詞である。

（45） 渡辺（2018）の注釈の（12）で既に言及したように，「5文型の祖」と言われることのある

Onionsもaccusativewithinfinitiveという概念を使っている。Onions（1911:128）では，

・Reportdeclaredhim tobedead.・において ・him tobedead・の部分を不定詞付き対格

（accusativewithinfinitive）と呼び，・him・と ・tobedead・は分離不可能と述べている。

後の構造言語学流に解釈すれば，「不定詞付き対格」の部分を目的語（節）とする考えにつ

ながる。

（46） 牛込久男の本には出版年の記載が無い。

（47） Jespersen（1949partV:279�290）によれば，ask,allow,expect,tell,wantは［SVOiO

（I）］と分析されるようである。

（48） 八木（2011:73�74）は次の江川（1991）の3つの例文について見解を述べている。［ ］

日本の学習文法で使われる5文型について（下）
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内は八木による江川の記述の説明である。江川（1991:331）は「「S＋V＋O＋不定詞」の構

文を8品詞5文型の学習文法の枠内で処理することは不可能なので」と述べている。

（a） Wewarnedhimtobecareful.（江川1991:330）［SVOO］

（b） Iexpectedhimtocome.（江川1991:330）［SVOC］

（c） Iwishyoutocomehomewithmeandmeetmypeople.［SVO（sv）］

八木は「文型はあくまでも学習上の便宜のための類型化であり，表面上の構造をもとにし

たした類型化で十分だ。そうすると，（1）［（a）］（2）［（b）］（3）［（c）］はいずれもSVOCと

して，OとCが主語・述語の関係にあることなる」と述べている。

（49） 7文型の考え方は，Quirketal.（1972）に既に提示されている。Quirketal.（1972:43）

は，・Amongthelessimportantpatternsignoredinthisformulaare...andtheobliga-

toryAwithVdynamicintrans（HelivesinLondon）andtrans（Sheputthevaseon

thetable）.・と述べている。

（50） 池上（1991:20）は「一連の検討から「五文型」の考え方の一つの問題点が出てくる。つ

まり，この考え方では，�名詞句�や �形容詞句�として表現されていると正当な文構成要

素（S,O,C）として認定されるが，同じ程度に文の構成に欠かせない要素であっても �副

詞句�として表現されていると，一切無視してしまうということである」と述べている。

（51） Comrie（1989:87）には，次のような例文が出ている。一部，日本語の説明を加えながら

引用する。

（a）Hasan�ok�u aldi.（Turkish:SOV）［トルコ語］

Hasanox ACCUSATIVE bought

・Hasanboughttheox.・

（b）Thefarmerkilledtheduckling.（English:SVO）

（c） Lladdoddy ddraig y dyn.（Welsh:VSO）［ウェールズ語］

killed thedragontheman

・Thedragonkilledtheman.・

（d）Nahitany mpianatrany vehivavy（Malagasy:VOS）

saw the student the woman［マダガスカル語］

（e） Totoyahos�iye kamara（Hixkaryana:OVS）

manit-grabbed-himjaguar

・Thejaguargrabbedtheman・

［Shopen（2007:71）によるとブラジルで話されている言語。言語名は［h��k�ri��n	］（ヒ

シュキャリアーナ）と発音する。IPA表記はhttps://en.wikipedia.org/wiki/Hixkaryana_

languageによる。アクセス日は2017年8月31日。］

OSV言語の例は，Comrie（1989）にもShopen（2007）にも出ていない。

（52） 黒田（1980:25）は，「日本語では，主語―目的語―動詞というのが基本的な語順である」

と述べている。「日本語は語順が自由である」という主張に対して次のような例文を挙げて

語順の自由度には制限があることを指摘している。［ ］内の表記は筆者による。

（a）山田太郎が打出の小�を発明した。［SOV］

（b）打出の小�を山田太郎が発明した。［OSV］

（c） 山田太郎が発明したよ―内出の小�を。［SVO］

（d）太郎が内出の小�を発明したのは西暦2032年のことである。

（e） もし太郎が内出の小�を発明すれば，日本のエネルギー問題は一挙に解決する。
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（f） *太郎が発明した―内出の小�を―のは西暦2032年のことである。［*は非文を表す］

（g）*もし太郎が発明する―内出の小�を―ば，日本のエネルギー問題は一挙に解決する。

語順に自由度があるのは，（a）,（b）,（c）のような独立文（simplesentence）の場合であっ

て，従属文の中では動詞が句末に来るというのが黒田の主張である。

（53） 中村（2009:66）は，「豊富な例によって支えられている伝統的な記述文法は英語力の養

成には最適の文法である。しかし一方，従来のOnionsの5文型に基づく英文法は速やかに

排除され，生成文法的基本文型に基づく英文法への変換が必要であることを強調しておきた

い。」と論文を結んでいる。枡矢・福田（1993:32�38）は5文型の分析を例文を挙げながら

樹形図を使って説明している。

（a）MyEnglishteachersentmealotofEnglishbooks.［SVOO］

（b）John・sfathermadehimadoctor.［SVOC］

SVOOの文では2つの目的語が2つの名詞句（NP）と説明されている。SVOCの方では，

Oと Cは小節（smallclause）を形成していると説明している。しかし，伝統文法で

Jespersen（1949）がnexus（対結）と分析したことと大差はないように思われる。
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鈴木英一 他 1987.SprintEnglishGrammar.開拓社

日本の学習文法で使われる5文型について（下）
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羽鳥博愛 他 1987.MilestoneEnglishGrammar.新興出版社啓林館

福井慶一郎 他 1985.ProductiveEnglishGrammar.第一学習社

堀口俊一 他 1986.ComprehensiveEnglishGrammar.桐原書店

水野謙二 他 1987.MaintopEnglishGrammar.山口書店

若林俊輔 1984.『高校生の英文法』三省堂

安井稔 1985.AShorterGuidetoEnglishGrammar.開拓社

吉田正俊 他 1985.RevisedUnicornEnglishGrammar.文英堂
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「幼児教育の推進体制構築事業」

の展開に関する一考察

北海道における「幼児教育アドバイザー」事業に焦点を当てて

高 島 裕 美

AStudyonTrendsof

・EarlyChildhoodEducationPromotionSystem

ConstructionProject・:

Focusingon・EarlyChildhoodEducationAdvisor・ProjectinHokkaido

HiromiTAKASHIMA

要 旨

本稿の目的は，文部科学省の「幼児教育の推進体制構築事業」における「幼児教育アドバ

イザー」に焦点を当て，それがいかなる意図・背景を持って，またどういった方向性で当該

事業の中核を担うに至ったかを明らかにすると同時に，「幼児教育アドバイザー」が地方公

共団体ならびに幼児教育の現場へと展開される際の課題と可能性について検討することであ

る。

分析の結果，以下の2点が明らかになった。

第一に，「幼児教育アドバイザー」というアイディアは，2015年中央教育審議会教育課程

企画特別部会で一委員より提案され，それが急速に各専門部会で共有され，当該事業の中核

を担うに至った。また提案された当初は，指導主事による指導助言活動と同等の役割が想定

されていたものの，徐々に，行政による監督・管理という性質が弱まり，幼児教育の教職員

の資質向上や子育て支援に対するアドバイス等，多様な役割を担うことが期待されるように

なったことが明らかになった。

第二に，「幼児教育アドバイザー」が幼児教育の現場に実際に展開される際には，指導主

事制度とは一線を画した運用の方法が模索されていることが明らかになった。それは，幼児

教育の現場においてはこれまで，指導主事の派遣が十分に行われてこなかったという背景が

あり，だからこそ生じると予想される受け入れへの抵抗感を軽減すること，園独自の「文化」

への配慮が重要であるということが示された。

キーワード：幼児教育の振興，中央教育審議会，地方教育行政，指導主事・アドバイザー，

教員の資質能力向上



1．問題の所在

現在，幼児教育への関心が高まっている。

2006年に改正された教育基本法では，第11条に「幼児期の教育」として，「幼児期

の教育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ，国及

び地方公共団体は，幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法に

よって，その振興に努めなければならない。」（※注：下線は筆者）とする条文が新設さ

れた。その翌年には，学校教育法の改正により，幼稚園の目的が「義務教育及びその後

の教育の基礎を培うもの」（同法第22条）と定められ，改めて幼稚園が学校教育の一部

として位置付けられることとなった。これ以降，幼児教育における制度改革が各方面で

矢継ぎ早に進められている。

2015年には，内閣府による「子ども・子育て支援新制度」（1）が施行されたことで，幼

稚園と保育所との機能を一元化した認定こども園の設置の促進や，地域の実情に応じた

子育て支援の実施等に，全国の市町村が主体となって取り組んでいる。さらに2017年

3月には，幼稚園・保育所・認定こども園の教育・保育の目的と内容を定めている幼稚

園教育要領・保育所保育指針・認定こども園教育・保育要領（以下，3つを総称して

「教育要領等」と略記）が10年ぶりに改定され，2018年4月より実施されている。特

にごく最近の動きとして，2018年6月15日に閣議決定した内閣府の経済財政諮問会議

の「経済財政運営と改革の基本方針2018～少子高齢化の克服による持続的な成長経路

の実現～」（骨太の方針）では，幼稚園・保育所・認定こども園に通う3～5歳児と，住

民税非課税世帯の0～2歳児の保育料について原則無料とすること，認可外保育施設に

ついても要件によっては無償化することが決定し，2019年10月からの全面実施が目指

されている。このように，現在さまざまな省庁が中心となり，乳幼児期の教育・保育の

充実のための方策が生み出されている。

こうした，いわば幼児教育の重点化の動きにはどのような特徴があるのだろうか。現

行法制上，国の幼児教育行政は文部科学省（以下，「文科省」と略記）が主務官庁となっ

ている。文科省が，どのような方向で幼児教育の重点化を進めようとしているのかに焦

点を当てて，現在の施策について概観しよう。

文科省は2017年度より，「幼児教育の推進体制構築事業」（以下，「推進事業」と略記）

を立ち上げている。その趣旨や内容とは表1に示すとおりだが，地方公共団体に対し，

幼児教育の推進体制づくりのための調査研究を委託し，その成果を役立て全国的な普及

に資するというのがその骨子である。そうした体制づくりの具体的なアイディアとして，

第一に「幼児教育アドバイザー」の育成・配置，第二に「幼児教育センター」の設置が
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掲げられている。

ここで今一度，前頁の教育基本法第11条の下線部に着目してみると，「国及び地方公

共団体」が幼児教育の「振興に努め」る，ということが明記されている。国だけではな

く地方公共団体に，幼児教育の推進主体としての役割が付与されていることが強調され

ていることが分かる。この「幼児教育アドバイザー」あるいは「幼児教育センター」に

関する調査研究は現在，29の地方公共団体に委託されており（表2），推進事業は全国

規模での拡大を目指している。

表1の下線部にあるように，推進事業は，「幼児教育の質の向上」を目的とする。し

かし，これら「幼児教育アドバイザー」や「幼児教育センター」の取組が，なぜ推進事

業の中核的な位置に置かれているのか，これらの取組によってどういった方向に幼児教

育が変わろうとしているのかは，必ずしも明示されているわけではなく，ここでの記述

だけでは読み取ることはできない（2）。また，幼児教育の推進主体としての役割を新たに

担うこととなった地方公共団体にとっては，国の施策を受け，それぞれの地域で事業を

展開していくわけだが，人口規模や財政，土台となる幼児教育のシステムも異なるなか

で，こうした取組がどのように受け入れられるのかは未知数である。

これらの推進事業は，まだ動き出して間もない。幼児教育の重点化に向けてこれらの

取組がどういった効果をもたらすのか，それを評価するには今しばらく時間が必要であ

「幼児教育の推進体制構築事業」の展開に関する一考察
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表1 文科省「幼児教育の推進体制構築事業」

1．事業の趣旨

幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり，この時期に質の高い

幼児教育が提供されることは極めて重要である。しかし，現状において，幼稚園，保育所，認

定こども園等の幼児教育施設の教職員に対する研修体制を始め，地方公共団体における幼児教

育の推進体制は必ずしも十分でない。幼稚園，保育所，認定こども園等を通して幼児教育の更

なる質の向上を図るため，各施設等を巡回して助言等を行う「幼児教育アドバイザー※1」の育

成・配置や地域の幼児教育の拠点となる「幼児教育センター※2」の設置等により，地方公共団

体における幼児教育の推進体制を構築するための調査研究を行い，その成果を普及する。

※1 幼児教育アドバイザー

幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し，域内の幼児教育施設等を巡回，教育内容

や指導方法，環境の改善等について指導を行う者のこと。各地域において，幼児教育施設等に

おける一定の職務経験や研修履歴等を踏まえて選考されるほか，幼児教育施設における公衆衛

生や危機管理，児童心理，特別支援教育等について専門性を有する者の活用も考えられる。

※2 幼児教育センター

都道府県等が広域に，幼児教育の内容・指導方法等に関する調査研究，幼稚園教諭・保育士・

保育教諭や幼児教育アドバイザーに対する研修機会の提供（幼児教育アドバイザー候補者の育

成を含む）や相談業務，市（区）町村や幼児教育施設に対する助言・情報提供等を行う地域の

拠点のこと。

�引用 文科省「幼児教育の推進体制構築事業」（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/

1372594.htm,2018.6.14最終閲覧）�

※注：下線による強調は筆者。
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表2 幼児教育の推進体制構築事業 文科省の委託先一覧（2017年5月現在）

申 請 機 関 名

調査研究テーマ

幼 児 教 育

アドバイザー

幼児教育

センター
そ の 他

1
北海道教育委員会
総務政策局教育政策課

○ ○

2
気仙沼市教育委員会
学校教育課

○ ○

3
秋田県教育庁
幼保推進課

○ ○

4 �城県教育委員会
就学前教育・家庭教育推進室

○

5
前橋市教育委員会事務局
総合教育プラザ幼児教育センター

○ ○

6
千葉県教育庁
教育振興部指導課

○ ○

7
千葉市
子ども未来局こども未来部幼保支援課

○ ○

8
世田谷区教育委員会
教育委員会事務局幼児教育・保育推進担当課

○ ○ ○

9
石川県
健康福祉部少子化対策監室

○ ○

10
静岡県教育委員会
義務教育課

○ ○

11
名張市教育委員会
学校教育室

○ ○

12
舞鶴市
健康・子ども部幼稚園・保育所課乳幼児教育推進係

○ ○ ○

13
東近江市
こども未来部幼児課

○ ○

14
大阪府
大阪府教育センター

○ ○

15
堺市教育委員会事務局
学校教育部学校総務課

○ ○

16
奈良県
地域振興部教育振興課

○ ○ ○

17
奈良市役所
子ども未来部こども園推進課

○

18
岡山県教育庁
義務教育課

○ ○

19
広島県教育委員会
義務教育指導課幼児教育担当

○

20
広島市教育委員会
学校教育部指導第一課 総務部教育企画課

○ ○

21
徳島県教育委員会
学校教育課

○ ○

22
香川県教育委員会
義務教育課

○ ○

23

丸亀市教育委員会
教育部学校教育課
丸亀市こども未来部
幼保運営課

○ ○

24
善通寺市教育委員会
教育総務課

○ ○

25

さぬき市教育委員会
学校教育課
さぬき市健康福祉部
子育て支援課幼保連携推進室

○

26
高知県教育委員会
幼保支援課

○ ○ ○

27
福岡県教育庁
教育振興部義務教育課

○

28
北九州市教育委員会
指導部指導第一課

○ ○

29
熊本県教育委員会
教育指導局義務教育課

○

※注：文科省「幼児教育の推進体制構築事業 採択先一覧（詳細）」（http://www.mext.go.jp/component/

a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/07/21/1372592_2.pdf,2018.6.14最終閲覧）をも

とに筆者作成。



ろう。そうではあるが，この推進事業に関する2つの取組が，各地の幼児教育施設と，

幼児教育に携わる教職員等にどういった変革をもたらそうとしているのか，日本の幼児

教育がどのように改革されていこうとしているのか，ここまでの動向を整理することに

は一定の意義があると思われる。

2．研究の目的と方法

� 本研究の目的

本稿では，以上のような問題意識のもとに，推進事業のなかでも直接的に幼児教育の

現場にかかわるということから変革のインパクトを与える可能性の高い「幼児教育アド

バイザー」に焦点を当て，それが推進事業の中核を占めるに至った経緯を整理したうえ

で，そのねらいを明らかにし，さらに地方公共団体における展開の可能性と課題につい

て検討する。その作業を通して，今後の幼児教育・幼児教育施設の質の向上のための方

策のあり方を提示することを目的とする。以下では，先行研究を整理しながら，推進事

業を検討するうえでの論点を示す。

本稿で焦点を当てる「幼児教育アドバイザー」には，どのような位置づけ・役割が想

定されているのだろうか。幼児教育の現場に対し，どういった形で関わるのだろうか。

まず，その名称から考えてみよう。

「アドバイザー（advisor）」とは，辞書によれば「助言者。忠告者。顧問。」という

意味を持つ（新村出，2018,『広辞苑 第7版』岩波書店より）。また「アドバイス（ad-

vice）」の日本語訳である「助言」については，「かたわらから言葉を添えて助けること。

またその言葉。」（引用同書）とある。ここから想像できる「アドバイザー」の姿とは，

直接的に何らかの活動を主導したり，代行して役割を担ったりするのではなく，あくま

でもアドバイスを受ける者の主体性を尊重して関わるということである。すなわち「幼

児教育アドバイザー」は，その語意から解釈すると，幼児教育の担い手つまり教職員等

の求めに応じて派遣されるものだといえよう。

ところで，この「助言」という表現から想起されるのは，教育行政における指導主事

制度である。そこで，「幼児教育アドバイザー」に期待・想定されている役割について，

指導主事に関する先行研究からいくつか提示してみたい。

指導主事については，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条3において

「指導主事は，上司の命を受け，学校における教育課程，学習指導その他学校教育に関

する専門的事項の指導に関する事務に従事する。」（※注：下線は筆者）と定められてお

り，学校教育の現場に赴き教育活動を視察するなどして教職員に指導・助言を行う「指

導助言活動」が主たる職務のひとつとして位置づいている。

「幼児教育の推進体制構築事業」の展開に関する一考察
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押田貴久は，近年の地方分権の推進や規制緩和にともない，各市町村が，多様なニー

ズに即した特色のある教育施策を打ち立てる必要性に迫られるなか，指導主事への期待

が高まっているとしたうえで，市町村教育委員会における指導主事の配置について実態

把握を行っている（押田，2007,2008a）。その結果，配置状況の不均衡や，市町村ごと

の認識の差があることが明らかとなり，押田は指導主事による「指導助言活動」が国内

全域において必ずしも十分に展開できてはいない点を指摘している。さらに，指導主事

の職務分析の結果，こうした「指導助言活動」よりも，学校と教育委員会間の連絡調整

や都道府県主催の会議研修等の企画及び参加等の，いわゆる「指導行政事務」の方が大

きい割合を占めている実態が示されたほか，指導主事自身も，学校現場とのかかわりが

ほとんど持てないという戸惑いを持っていることも明らかになった（押田，2008a）。

こうした状況に対して，老山由美はかつて，「指導助言活動」のみが指導主事の本来的

職務だという価値観を改める必要性を指摘しているが（老山，1996），それに対し押田

は，そうであるならば慢性的に不足している「指導助言活動」を誰がいかにして補完す

るのかと疑問を投げかけている（押田，2008：57）。これらの指摘から，現在の指導主

事制度においては，「指導助言活動」がすべての地域で適切に行われるための方策を講

じなくてはならないという課題があることがわかる。

ところで，押田をはじめとする指導主事に関する研究においては，幼児教育を担当す

る指導主事を対象としたものは，管見の限りほとんど存在しない。幼児教育における研

修制度の立ち上げ過程における指導主事の関わりについて分析を行った片岡元子は，幼

児教育や保育分野での指導主事の配置については調査の実態がないばかりか，その職務

や役割についての研究がほとんど行われていないと指摘する（片岡，2017：30）。その

片岡の研究でも，指導主事が教育現場に関わる際には，指導助言の役割にとどまること

なく，現場の教職員の悩みを共有し，教職員らに寄り添うことの重要さが指摘されてい

るものの，それはすべての学校段階において当てはまることであり，指導主事が幼児教

育の現場に関わるうえでの特有の課題を見出したとはいえない（3）。また，押田や片岡に

よる指導主事に関する研究においては，指導助言を受け止める側の学校現場・教職員側

の視点は欠落しがちである。先にみたように「アドバイザー」制度においては，助言を

求める者の方にイニシアティブがあるべきであろう。だとすれば，「幼児教育アドバイ

ザー」の位置づけ・役割の研究においては，幼児教育現場の教職員が，どういった助言

を求めているのか，あるいは幼児教育現場がいかにしてこうした事業を受け入れるのか

を検討する必要があるのではないだろうか。

本稿では，推進事業という国の制度・施策が地方公共団体を経て，幼児教育の現場に

浸透しようとする過程を追うことによって，「幼児教育アドバイザー」という取組に期

待される役割とそれに対する幼児教育の現場の受け止めを明らかにすることを目的とす
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る。その際，先行研究が明らかにした現在の指導主事制度に関する課題に対し，この取

組が示し得る解決の可能性と限界とを探りたいと考える。

� 研究の方法と分析の対象

本稿では，以下2点の検討を行う。検討の対象とする時期は，教育基本法の改正が行

われた2006年から現在までとする。

第一に，推進事業が導入された前後の，文科省内での「幼児教育アドバイザー」に関

する議論を時系列的に整理し，そこから当該取組に求められる役割を探る。具体的には，

「幼児教育の推進体制構築事業」の展開に関する一考察
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表3 本稿の検討の対象とした文書等一覧（2006～2018年）

1．幼児教育に関する部会等の議事録

中教審 初等中等教育分科会 2006年4月（第39回）～2016年12月（第108回）

中教審 初等中等教育分科会 教員養成部会 2014年7月（第73回）～2016年2月（第92回）

中教審 初等中等教育分科会 教育課程部会 教育課程企画特別部会 2015年1月（第1回）～2016年12月（第26回）

中教審 初等中等教育分科会 教育課程部会 幼児教育部会 2015年10月（第1回）～2016年10月（第10回）

2．部会等による，幼児教育に関する報告等

2014年7月24日

中教審 初等中等教育分科会

教員養成部会

教員の養成・採用・研修の改善

に関するWG

�論点整理� 教員の養成・採用・研修の改善について

2014年11月6日
中教審 初等中等教育分科会

教員養成部会
�報告�

これからの学校教育を担う教員の在り方に

ついて 小中一貫教育制度に対応した教

員免許制度改革

2015年8月26日

中教審 初等中等教育分科会

教育課程部会 教育課程企画特

別部会
�報告�

教育課程企画特別部会における論点整理に

ついて

2016年3月

文科省 幼児教育に関する調査

研究拠点の整備に向けた検討会

議
�報告�

幼児教育に関する調査研究拠点の整備に向

けて

2018年3月

（文科省委託）東京大学大学院

教育学研究科附属発達保育実践

政策学センター
�成果報告書�

平成28年度「幼児教育の推進体制構築事

業」実施に係る調査分析事業 成果報告書

2018年
文科省 初等中等局 幼児教育

課
�報告書� 平成28年度 幼児教育実態調査

3．諮問・答申

2014年7月29日 �諮問� 子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構

築について

�諮問� これからの学校教育を担う教職員やチームとしての学校の在り方について

2014年11月20日 �諮問� 初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について

2014年12月22日 �答申� 子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構

築について

2015年12月21日 �答申� 新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と

今後の推進方策について

�答申� チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について

�答申� これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い，高め合う

教員育成コミュニティの構築に向けて～

2016年12月21日 �答申� 幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及

び必要な方策等について

2018年3月8日 �答申� 第3期教育振興基本計画について



インターネット等で公表されている範囲での，中教審による答申，中教審初等中等教育

分科会内の幼児教育に関係する部会における会議の議事録・報告類について，「幼児教

育アドバイザー」に関する議論がいつ，どのような文脈で現れるかを，インターネット

の検索機能を使用して整理する。これにより，「幼児教育アドバイザー」の位置づけと

求められている役割を明らかにする。分析の対象とした資料の詳細は表3に示している。

第二に，当該事業の委託先のひとつである北海道の事例について，その進�状況を整

理するとともに，幼児教育の現場からの当該事業に対する反応を探る。具体的には，イ

ンターネット等で北海道教育委員会が公表している文書をもとに，道内における当該事

業の受け止めを描写する。また，幼児教育現場側の反応を明らかにするために，北海道

における当該事業の担当者に対する電話・メールでの調査結果を用いる。調査の詳細は

表4に示す。

3．分 析

� 推進事業導入に向けた議論の推移と「幼児教育アドバイザー」の位置づけ・役割

文科省において，新たな法や制度を策定する際には，文部科学大臣の諮問を受け，中

教審が当該分野の専門家を招いて専門部会を設け，その内容や方法等について議論をし，

答申あるいは報告という形で提言を行う。つまり，各部会の議論が法や制度の内容を形

作ることとなる。よって，「幼児教育アドバイザー」がどういった背景，目的をもって

推進事業に組み込まれることになったのかを明らかにするうえで，これらの専門部会に

おける議論を分析することは重要である。なお，幼児教育に関する部会は，中教審初等

中等教育分科会に設置される。初等中等教育分科会の主な所掌のうち幼児教育に関する

ものとして，「初等中等教育の振興・基準に関する重要事項」「教育職員の養成並びに資

質の保持及び向上に関する重要事項」が挙げられる。

本節では，改正教育基本法に幼児教育が盛り込まれた2006年より2016年までを，二
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表4 北海道教育委員会への調査の概要

調査テーマ 北海道における「幼児教育アドバイザー」事業の展開の実態と課題

調査期間 2016年11月

調査対象 北海道教育庁「幼児教育アドバイザー」推進担当者

調査方法 電話，eメールにて質問内容に回答していただいた。

調査内容

・「幼児教育アドバイザー」を推進することになった経緯とねらい

・現在の進行，定着の状況

・「アドバイザー」の担い手の選定と依頼方法

・指導主事と「アドバイザー」の違い

・幼児教育の現場に「幼児教育アドバイザー」が入る際の配慮することがら



つの時期に分け，それぞれの議論の推移を整理する。時期を分かつのは，「子ども・子

育て支援新制度」が成立する2015年4月とし，その根拠は後で詳述するが，当該制度

の成立前後で，幼児教育に関する議論の内容が変容することにある。

1） 2015年以前：教育基本法改正のインパクトと「子ども・子育て支援新制度」成

立に向けての議論

① 初等中等教育分科会・教員養成部会における議論

はじめに，全体を総括する位置づけである，初等中等教育分科会（以下，「分科会」

と略記）の議論を追う。まず，会議の回数に着目したい。分科会は，2006年度（2006

年4月～2007年3月）には，年間14回開催されている。それ以降は7回以下と激減し

ていることから，2006年度においては，改正教育基本法の成立にまつわる議論が活発

に行われていることが予想される。2006年12月の教育基本法改正を皮切りに，2007年

4月には国会に「教育再生に関する特別委員会」が設置され，同年6月には教育三法案

が国会で成立するなど，幼児教育だけでなく日本の教育全体が大きく変化を迫られた時

期であることは容易に想像できるだろう。

さて，2006年度の分科会の議事内容を概観すると，当然ながら，改正教育基本法に

関するものが多い。その中では，幼児教育の質の向上に関する議論も盛んに行われてい

る。その文脈・内容はというと，「幼稚園の目標（第44回分科会）」「小学校との円滑な

接続について（第46回分科会，教育課程部会第53回との合同会議）」さらに「幼児教

育の無償化（第51回分科会）」となっている。これらは，2005年1月中教審答申「今

後の幼児教育の在り方」の内容と合致する。なかでも最も盛んに議論されているのは，

「幼保一元化」「認定こども園」（第40回分科会他）である（4）。2013年6月には，分科

会教育課程部会の下に，認定こども園教育専門部会が設置される等，2015年4月の

「子ども・子育て支援新制度」成立に向けての着実な前進がみられる。

この時期にはまだ，「幼児教育アドバイザー」を組み込んだ形の推進事業に関する議

論は一切みられない。教員養成部会における同時期の議事についても，教育基本法の改

正，2005年答申を受けて，幼児教育における教職員の質の向上についての議論は行わ

れているものの，「幼児教育アドバイザー」や推進事業に関する文言は，分科会と同様

に確認できない（5）。

② 「幼児教育アドバイザー」の萌芽的発生と幼児教育の重点化への着手

ただし，2006～2007年度にかけての文科省初等中等教育局幼児教育課による「幼児

教育支援センター事業」においては，「保育カウンセラー」の配置，保護者へのアドバ

イスの積極的実施，幼小連携や特別支援教育にかかわるアドバイザーの配置，そして外

部人材による幼児教育施設への関わりが推奨されていることが確認できる。幼児教育の

「幼児教育の推進体制構築事業」の展開に関する一考察
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現場に現れているさまざまな課題に対し，助言を行い解決に誘うという形式は，「幼児

教育アドバイザー」の萌芽的な現れということができる。

2014年7月には，文部科学大臣より2つの諮問「1.子供の発達や学習者の意欲・能

力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について」（小中一貫教育について）

「2.これからの学校教育を担う教職員やチームとしての学校の在り方について」（教員の

資質能力向上，「チームとしての学校」について）が，同年11月には，学習指導要領改

訂に向けての諮問である「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」

が提出される。これによって，各専門部会で再編や議事内容の変更が生じることとなっ

た。教育課程部会には，下部組織として教育課程企画特別部会が設けられ，教育要領等

の改定に関する議論が進められることとなる。また，幼児教育について専門的に議論す

る幼児教育部会もほぼ同時期に設置され，ここでも教育要領等に関する議論が行われる。

その一方で教員養成部会は，上記諮問を受けて，教員の資質能力の向上についての議論

に取り組むこととなる。

2） 2015年以降：教育要領等の改訂と，教職員の資質能力の向上についての議論の

交差

① 新たに設置された2つの部会の目的

まず，教育課程部会に新たに設置された教育課程企画特別部会，幼児教育部会につい

て，その設置の目的と議論の内容を，それぞれの第1回議事録における説明から整理す

る。教育課程企画特別部会については，2014年11月の諮問を受けて，「（※筆者補足：

教育要領等の）方向を審議していただく」（第1回議事録より）とある。一方，幼児教

育部会ではその目的として，第1回議事録に「幼児教育の充実改善」という文言が使用

されている。

本部会では，幼児教育の充実改善の観点から，新しい幼稚園教育要領などの目指す姿として，

幼児期において育成すべき資質・能力とその構造化の方向性のための議論をお願いするととも

に，あわせて，幼稚園教育要領等の理念を実現するために必要な支援方策などの御議論を幅広

くお願いさせていただきたいと考えております。（※注：下線による強調は筆者，以下同。）

�幼児教育部会 第1回（2015年10月23日開催）議事録より抜粋�

② 推進事業の始まり 「幼児教育アドバイザー」という提案

2015年4月「子ども・子育て支援新制度」成立を皮切りに，幼児教育の推進に関わ

る施策が続々と提案されはじめる。「幼児教育関係予算（平成27年度）」によれば，「幼

児教育の段階的無償化に向けた取組の推進」「幼児教育の質向上推進プラン」等の施策

が提案されている。こうしたなか，現在の推進事業につながる議論はどのように展開し
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ていったのだろうか。

専門部会において「幼児教育アドバイザー」への言及が初めて行われるのは，2015

年4月28日に開催された教育課程企画特別部会第6回会議である。その経緯は，幼児

教育質の向上を議論する中で，無藤隆教育課程部会長が次のように発言し，「幼児教育

アドバイザー」というアイディアが提案される。

（※筆者補足：幼小の）接続，あるいは幼児教育全体の質の向上に関わってですけれども，

（中略）とりわけ行政的な関わりが重要になると思います。（中略）特に，平成27年度から幼

稚園，保育所，認定こども園全てが基本的には市町村の管轄に移りましたけれども，だとすれ

ば，その段階で行政側の幼児教育現場への助言，監督の体制をしっかり作るということ。例え

ば，幼児教育のアドバイザー制度を充実し，広げるといったこと。

�教育課程企画特別部会 第6回（2015年4月28日開催）議事録より抜粋�

ここで着目すべきは，幼児教育に対する行政による積極的な管理・監督を強調する等，

指導主事をはじめとした行政による介入の強化を想起させるような発言になっているこ

とである。この提案は，次回（第7回）会議（同年5月12日開催）での配布資料「教

育課程企画特別部会（第6回）における主な意見（資料3）」として取りまとめられ，

「幼児教育アドバイザー」の文言が初めて紙上に掲載されることとなる。

幼小接続及び幼児教育の質の向上には，行政的な関わりが重要。（中略）特に，平成27年度

から幼稚園，保育所，認定こども園を基本的に全て管轄することになった市町村が，幼児教育

アドバイザー制度の充実など，幼児教育現場への助言，監督の体制をしっかり作ることが重要。

�教育課程企画特別部会 第7回会議（2015年5月12日開催）での配布資料「資料3 教育

課程企画特別部会（第6回）における主な意見」より抜粋�

また，同部会第10回会議（同年6月23日開催）においても，「幼児教育アドバイザー」

が盛り込まれた文書が資料として「今後の教育課程の在り方について（これまでの議論

等の要点のまとめ）（資料2）」配布される。

幼小の円滑な接続には，行政的支援が欠かせない。教材の開発・普及のほか，保・幼・小の

教職員の協力体制の構築や，カリキュラム・マネジメント研修，幼児教育アドバイザー制度の

充実などが重要。

�教育課程企画特別部会 第10回会議（2015年6月23日開催）での配布資料「資料2 今

後の教育課程の在り方について（これまでの議論等の要点のまとめ）」より抜粋�

第7回会議配布資料にある「幼児教育の質の向上」が，第10回会議配布資料では削

除され，「幼小接続の円滑化」が全面に押し出されている。削除された「幼児教育の質

「幼児教育の推進体制構築事業」の展開に関する一考察
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の向上」はどこにいったのだろうか。それは，この時同時に配布された資料「これから

の学校教育を担う教員の資質能力の向上について（中間まとめ（骨子案））（参考資料3�

2）」のなかに取りまとめられている。重要なのは，その取りまとめの主体は，教育課程

企画特別部会本体ではなく，教員養成部会となっており，配布資料という形で，教育課

程企画特別部会に諮られているということである。

平成27年度から，子ども・子育て支援新制度が施行されたことなどを踏まえ，質の高い幼

児教育を提供するため，幼児教育アドバイザー（仮称）の養成，教員の研修等に関する研究委

託事業等の充実，幼小の教員等の合同研修などを行い，相互の指導方法・原理に関し理解を深

めることが必要である。

�教育課程企画特別部会 第10回会議（2015年6月開催）での配布資料「参考資料3�2 こ

れからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（中間まとめ（骨子案））」より抜粋�

③ 多様な文脈で展開される「幼児教育アドバイザー」

2015年12月中教審答申における結実

ここまでの検討で，教育課程企画特別部会第6回会議にて初めて言及された「幼児教

育アドバイザー」がその意義や目的等にかかわる検討を十分に深められることなく，各

専門部会に決定事項として周知されてゆく様子が確認できた。またその目的をみると，

一方では幼小接続のために，そしてもう一方では幼児教育の質の向上のためにと，多様

な文脈において語られていることが分かる。

それでは，教育課程企画特別部会で提案された「幼児教育アドバイザー」が，どういっ

た経緯で教員養成部会に共有されることになったのか，同時期の教員養成部会の議論の

流れを追ってみよう。教員養成部会第84回会議（2015年6月12日開催）では，議題

として「1.教育課程部会における進�状況について」が挙がっており，他部会の議論と

の関係性について小原教員養成部会長より以下のように説明がなされる。

教育課程部会とチームとしての学校・教職員の在り方に関する作業部会，両部会における議

論については，本部会の議論にも関連してくることから，両部会の審議状況にも留意しながら

本部会として議論を行っていきたいと思います。

�教員養成部会 第84回会議（2015年6月12日開催）議事録より抜粋�

この時に，教育課程企画特別部会第6回部会で提案された「幼児教育アドバイザー」

がここ教員養成部会において共有されたと推測できる。さらに，それから間を空かずに

開催された教員養成部会第85回会議（2015年6月19日開催）では，教育課程企画特

別部会第10回会議に先立って，「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上につ

いて（中間まとめ（骨子案））」（以下，「中間まとめ」と略記）が配布され，その中でも
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「幼児教育アドバイザー」の提案がなされている。教育課程企画特別部会で提案された

「幼児教育アドバイザー」は，2回の教員養成部会における議論を経て，やや内容を変

えたかたちで再度教育課程企画特別部会に差し戻される，という流れになっている。

その後，この「中間まとめ」を受けて，同年12月21日，答申「これからの学校教育

を担う教員の資質能力の向上について 学び合い，高め合う教員育成コミュニティの

構築に向けて 」（以下「2015年答申」と略記）が提出される。「幼児教育アドバイザー」

は，教員研修の一節の中に組み込まれて提示されることとなる。その記述は以下の通り

である。

平成27年度から，（中略）質の高い幼児期の学校教育・保育・子育て支援を総合的に行うた

めの，子ども・子育て支援新制度が施行されたことから，幼児教育の質を高めるための取組を

進めることがますます重要となっている。（中略）このため，教育内容や指導方法，指導環境

の改善等について指導・助言を行う「幼児教育アドバイザー」の養成とともに，幼児教育に係

る教員等の研修等の充実が求められる。

�中教審答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について 学び合い，高

め合う教員育成コミュニティの構築に向けて 」（2015年12月21日）より抜粋�

この記述をみると，先にみた「中間まとめ」と，「幼児教育アドバイザー」が必要と

される文脈と内容に幾分変化があることが分かる。「中間まとめ」では「幼児教育アド

バイザー」の役割についてはあまり具体的に語られることはなかったが，2015年答申

においては，内容がより具体的になり，教職員の資質向上策として研修の一部に組み込

まれることとなる。

2015年答申以降は，ほとんどすべての部会において，「幼児教育アドバイザー」は基

本施策として定着しているさまをみることができる。幼児教育部会においては，第1回

会議（2015年10月23日開催）の配布資料「幼児教育に関する資料」内の「平成28年

度幼児教育関係概算要求について」で，次年度予算の中に「幼児教育アドバイザー」が

すでに組み込まれて示されることとなる。2016年8月の幼児教育部会報告「幼児教育

部会における審議のとりまとめについて」においても，「幼児教育アドバイザー」につ

いて次のように記述される。

各地域における幼児教育の質の充実を図るためには，市区町村を中心に幼児教育の経験を持っ

た指導主事の配置や幼稚園，保育所，認定こども園等を巡回して指導・助言を行う幼児教育ア

ドバイザーの育成・配置や，都道府県を中心に地域の幼児教育の拠点となる幼児教育センター

の設置など幼児教育の推進体制の整備が求められる。

�幼児教育部会「幼児教育部会における審議のとりまとめについて」（2016年8月26日）よ

り抜粋�

また，この「とりまとめ」においては，章を改めて，別の文脈でも「幼児教育アドバ
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イザー」が再登場していることが特徴である。

幼稚園が地域における幼児期の教育のセンターとしての役割を一層果たしていく観点から，

子育ての支援について，心理士，小児保健の専門家，幼児教育アドバイザーなどの活用や地域

の保護者と連携・協働しながら取り組むようにする。

�同上�

同年12月の中教審答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学

習指導要領等の改善及び必要な方策等について」では，これらと全く同じ記述が掲載さ

れることとなる。こうして「幼児教育アドバイザー」の取組は，さまざまな文脈で幼児

教育全体に位置づくこととなる。

�の小括 「幼児教育アドバイザー」の位置づけ・役割の変遷

はじめにみたように「幼児教育の推進体制構築事業」が実質的に着手されたのは

2016年のことではあるが，それまでの中教審における議論の変遷をみると，その端緒

は2015年にあるということが確認できた。この1年という短い間に次々開催される各

種専門部会の中で，十分な検討の時間もないままいつの間にか「幼児教育アドバイザー」

は幼児教育の質の向上のための事業のひとつとして位置付くこととなる。

また，「幼児教育アドバイザー」の議論において特徴的であるのは，その取り上げら

れる文脈の多様さである。当初は，幼児教育の質の向上と幼小接続の円滑化という目的

が強かったものの，複数の専門部会でこのアイディアが共有されるなかで，教職員の資

質向上や，子育て支援等，当初とは違った役割も含みこまれるようになったとみられる。

ここまでの分析の結論として，「幼児教育アドバイザー」は，熟議のうえで導入され

たアイディアではないと言わざるを得ない。それゆえ，明確な定義付けがなされなかっ

た。しかしだからこそ，各部会において，いかようにも解釈されうる状況のもと，さま

ざまな文脈で語られ，多様な役割を想定されるようになったといえる（6）。

ここで改めて，この「幼児教育アドバイザー」に想定される役割を，従来の指導主事

制度との比較の観点から見直してみたい。「幼児教育アドバイザー」が最初に提案され

た際には，行政による管理・監督を強く謳い，指導・助言の実施等，指導主事による指

導助言活動とほぼ同様の役割が想定されていたとみることができる。しかし，ここまで

みてきたような役割の多様化の中で，指導主事制度とはまた異なる役割を付与されてゆ

くようにもみえる。

次節�では，ここまで検討してきた各専門部会において，この「幼児教育アドバイザー」

に対し，出席委員等から寄せられた反応について整理し，新たな施策・事業を受け入れ

る側の現場のありようについて議論し，さらに続く�では，推進事業について文科省の
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委託を受けた北海道教育委員会に関して，その導入における流れとその際にみられる課

題について分析する。

� 「幼児教育アドバイザー」に対する幼児教育現場の反応

ここまで，「幼児教育アドバイザー」というアイディアが，わずか数か月足らずの間

に政策へと定着してゆく経緯をみてきたが，一方で，各部会の出席委員からは，「幼児

教育アドバイザー」に対する疑問や不安に関する意見がいくつか挙がっている。

（中略）現在，幼稚園専任の教育指導主事が余りいない状態です。現場では，幼児教育が分

からない小・中学校が専門でいらっしゃる教育指導主事が保育のアドバイスをしたりして，多

少，混乱が見えるということもございます。

現在，所管や分掌のない教育委員会に，従来で言うところの指導教育主事である（中略）

「幼児教育アドバイザー」を置いたとしても，実際には名目だけになってしまい，構想として

は非常に整理されているように私も思いますけれども，実効性という意味では，現場との連携

の難しさ，あるいは無理があると認識しております。

�出席委員による意見 教員養成部会第88回会議（2015年9月10日開催）より抜粋�

幼稚園だとか認定こども園に対しても，教育内容等について指導助言を行う幼児教育アドバ

イザーというところもまだまだ十分ではなく，指導主事の配置体制が少ない中で，こういった

幼児教育アドバイザーなどの活用も今後引き続き対応していくことが必要ではないかと思って

います。（中略）また，都道府県においても幼児教育担当の指導主事も，幼児教育の経験のあ

る者を任用していただくなど，その体制の充実が望まれているところだと思っております。

�出席委員による意見 幼児教育部会第7回会議（2016年4月25日開催）�

これらの意見からわかるのは，幼児教育においては，指導主事による巡回が現時点で

十分に行われていないこと，そして「幼児教育アドバイザー」を，それを代替する存在

として位置づけていることである。そうした期待がある一方で，1つ目の意見にあるよ

うに，「現場との連携」には難しさがあるという認識もある。現場への当該事業の導入

には，越えなくてはならない壁があるようにも思える。

ここに，興味深い資料がある。2016年3月に設立された国立教育政策研究所・幼児

教育研究センターの設立記念シンポジウムでは，先に，「幼児教育アドバイザー」につ

いて最初に提案したとみられる無藤氏が登壇し，「今後の幼児教育とは」と題して講演

を行っている。そこで，「幼児教育アドバイザー普及のポイント」として，次のような

資料が提示された。

1．すべての公立・私立の幼稚園・保育所を対象とする，とりわけ，私立幼稚園の理解が不可

欠。

2．幼児教育センターに統括する役の人を置く。国その他の幼児教育の動向を学び，地域の公

私の幼保の様子に熟知し，地域の団体や園や個別の人間関係等に十分に配慮する。現場に気

「幼児教育の推進体制構築事業」の展開に関する一考察
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軽に回っていけるような人員配置を行う。

3．地域ごとに何名かのアドバイザーを委嘱し，その地域の数園から十数園程度を受け持って

もらう。

4．アドバイザーは元園長や現役の主任その他から選ぶが，公私，幼保をバランスよく選任す

る。

5．アドバイザー研修を幼児教育センターで行う。ファシリテーション技法や研修のやり方，

特定のテーマ（例えば幼小接続）について学ぶ。

6．地域のアドバイザーがチームとして機能するようにしていく。

7．園の理念を尊重しつつ，教育要領や指針などの理念をわかりやすく具体化する。

8．現場の保育者の考えを引き出し，討論したり，ワークショップをするような研修を進める。

講演や助言を主な仕事としてはいけない。

これをみると，従来の指導主事による指導助言活動とは一線を画しているということ

が明確に示されている。専門部会にて提案された当時の「幼児教育アドバイザー」の想

定された位置づけとは大きく変化していることがわかる。内容が変化したことの直接の

理由は判然とはしないが，そして予想の域を出ないが，指導主事制度における指導・助

言という形式では，幼児教育現場への浸透の難しさがあったのではないだろうか。次で

はこれを踏まえて，北海道の事例を追ってみたい。

� 北海道の幼児教育に関する動向と推進事業の展開

北海道教育委員会（以下，「道教委」と略記）は，2016年11月文科省の委託を受け，

「幼児教育推進体制構築事業」に着手している。3ヵ年に渡るこの事業は，次の表5の

内容で展開する。最終的には，幼児教育の充実に向けたアクションプラン（「（仮称）北

海道幼児教育振興基本方針」）の策定と，推進事業の一環としての幼児教育の拠点事業

である「幼児教育アドバイザー」を軌道に乗せるという目的がある。そのため，2016

年度より，北海道幼児教育研究協議会（以下，「研究協議会」と略記）を随時開催し，
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表5 北海道教育委員会による幼児教育推進体制構築事業の内容（2016～2018年）

� 2016年度 エビデンスの収集

道内外における幼児教育の実態に関する調査

→3月末調査結果の開示

一部管内における幼児教育関係者との意見交換，園訪問による園内研修のニーズ把握

� 2017年度 取り組み内容の検討

本道の地域特性を踏まえた幼児教育の充実に向けた取組の検討

各管内における幼児教育関係者との意見交換

園内研修の実施内容・方法についての研究

� 2018年度 推進体制の検討

本道における幼児教育の充実に向けたアクションプラン等の策定

本道における幼児教育の拠点となる組織の位置づけと機能についての検討

※注：担当者に対する聞き取り内容を参考に筆者が再構成した。



公私立の幼稚園，保育所，認定こども園の関係者と意見交換を行い，当該施策に関連す

る各種施策や体制整備についての検討の参考とする形を取っている。2016年度は3回，

2017年度は4回開催されている。

本節では，第一に，この「研究協議会」の2017年までの議事録と配布資料を追い，

現場の反応や意見について整理すること，第二に，道教委の当該事業の担当者への聞き

取りをもとに，北海道としての当該事業の受け止めの課題と工夫，そして幼児教育の現

場へ浸透させる際の課題について検討したい。

1）「研究協議会」における議論の展開

幼児教育現場への「配慮」と指導主事との違いの明確化

研究協議会の「開催要項」によれば，その目的は，「本道における幼児教育の質の向

上を図るための各種施策や体制整備の在り方等についての検討に当たり，公私立の幼稚

園，保育所，認定こども園の関係者等との意見交換を行うため，必要に応じて北海道幼

児教育研究協議会を開催する」とある（7）。その第1回会議では，2016年度の取組とし

て，①先進県への視察について，②北海道の幼児教育（就学前教育）実態調査について，

③幼児教育アドバイザーの派遣について，の3点が挙げられている。

先に述べたように，また，ここまで全国の議論をみてきたように，「アドバイス」と

は一方的な指導とは違い，園あるいは教職員からの依頼を受けて行われるものであるし，

現場の研修の一環となり得るような役割であることが望ましい。そのためには，受け手

である園や教職員，あるいは園を利用する保護者らのニーズを調査する必要がある。よっ

て②の実態調査が行われるのだと考えられる。

また③についても，注意深い運用を計画していることが分かる。第1回会議の配布資

料「幼児教育アドバイザーの派遣について（資料5）」では，その主な職務内容として

次のように述べている。

平成28年度については，年度途中でもあるため，幼児教育関係者への取組の周知もかねて，

2つ程度の管内において，保育現場における困り感や研修ニーズについて意見交換を行う「幼

児教育を語る会」（仮称）を開催しながら，今後の園訪問の募集を行う。

�北海道幼児教育研究協議会第1回会議 配布資料「幼児教育アドバイザーの派遣について」

より抜粋�

このように，幼児教育現場への一方的な「幼児教育アドバイザー」の派遣という形に

ならないよう，事前に，意見交換とニーズ調査を行っているとみられる。また，「幼児

教育を語る会」を置くことで，「幼児教育アドバイザー」の周知というところから着手

していることもわかる。実際には，2016年度は3名の相談員が2つの総合振興局（上
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川，十勝）に派遣されている。次年度以降，「幼児教育を語る会」の範囲をさらに道内

全域に拡大すること，「幼児教育アドバイザー（※注：のちに「幼児教育相談員」に変

更）」の派遣を拡大するとともに，その担い手の育成のための手立てを講じていること

が分かる。

第3回会議では，次年度の取組として，「幼児教育相談員の派遣及び集合研修・道外

視察の実施」として，次のように提案されている。

○上川・十勝管内の幼稚園・保育所・認定こども園の園内・園外研修等において，助言等を務

める者として，要請に応じ，幼児教育相談員を派遣する。

○幼児教育相談員の資質向上のため，道外で同様の立場で助言等をしている方を招いた集合研

修（2回程度）や，助言等の場面の視察を行う。

�北海道幼児教育研究協議会第3回会議 議事録より抜粋�

下線にあるように，あくまでも現場からの依頼や要請あっての派遣だという位置づけ

を強調している。またその際，幼児教育において教職員に最もなじみ深い園内・園外研

修との抱き合わせという形を取っていることも特徴といえる。

北海道における事業の進め方は，指導主事による指導・助言というかたちにならない

ように細心の注意を払っているようにみえる。それはどうしてだろうか。

2）「研究協議会」における「幼児教育アドバイザー」についての意見・反応

本項では，インターネット上に公開されている「平成28年度北海道幼児教育研究協

議会における主な意見」をもとに，保育の現場からの，こうした施策に対する意見を取

り上げてみたい。それによって，なぜ，北海道においては注意深く現場を尊重している

のかを明らかにする。

○（中略）語る会やアドバイザーなどを検討しているようであるが，現場の困り感は現場に直

接関わった人でなければ解決できないのではないか（後略）。

○認定こども園に入るアドバイザーは認定こども園を知っている方に入っていただけなければ

ならないと思う。（中略）幼稚園や保育園だけの経験では，認定こども園に入ってもアドバ

イスをすることは難しい。

�道教委「平成28年度北海道幼児教育研究協議会における主な意見」より抜粋�

これらの意見は，全国私立幼稚園協会および全国認定こども園協会からの出席者から

の意見（8）であり，アドバイザーの担い手の資質に関する意見である。こうした意見か

らわかるように，幼児教育の現場の感覚を徹底的に尊重した形でのアドバイスを求めて

いることが分かる。こうした「現場の感覚」を尊重する姿勢について，次項では，担当
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者への聞き取り調査をもとにそのねらいを明らかにしたい。

3） 当該事業の担当者の見立てとねらい 聞き取り調査より

筆者は，実際にこれらの事業にかかわっている道教委の担当者への電話とメールによ

る聞き取りを行った。

調査当時（2016年）は，表5にあるように，まだ当該事業が実施されるというより

は，実施に向けての，各地域（※注：北海道の場合は総合振興局・振興局）に周知する

段階であった。同時に，実態把握のための調査も実施の最中であった。

まず，「幼児教育アドバイザー」を担う人材について訊ねた。

道において，「幼児教育アドバイザー」は「幼児教育相談員」という名称で各園に派

遣されるとしている。彼ら・彼女らは，自治体の幼児センターの職員のほか，学校法人

立幼稚園の園長，さらに，保育者養成校の教員といった来歴である。こうした人材の

「発掘」については，「たたき上げの園長先生や，地域の中で適任の方を『発掘』して委

嘱している」とのことだった。

また，相談員の職務内容は，「園内研修の『お手伝い』」としての位置づけだというこ

とを強調している。具体的な内容として，①教育課程・年間指導計画等の見直し，②環

境構成の工夫と保育者の援助，③特別な配慮を要する乳幼児ヘのかかわり，④小学校と

の連携推進，⑤公開研究会，実践発表会関係，といったテーマを掲げると同時に，園側

の希望するテーマについて相談に乗る等，園側からの依頼があって初めて「アドバイザー」

を派遣するという形式を取っている。

さらに，指導主事の指導助言活動の現状と「幼児教育アドバイザー」との関係につい

て訊ねた。現在北海道には，北海道内14の教育局に幼稚園担当の指導主事は1名ずつ

配置されてはいるが，幼稚園のみを専門的に担当するということではなく，他の業務と

並行して幼稚園にも入る，という体制になっているという。北海道という土地柄から，

広大な範囲を1名が巡回するのはなかなか難しく，また，公立園よりも私立園の方が多

い中，従来の指導主事制度のみでは推進事業を全道に浸透させることは難しい。ここで

留意しなくてはならないのは，北海道という地域の特徴である。道内の地域間の人口等

の格差は非常に大きく，地方における町村では，過疎化・少子化が急激に進行している。

幼児教育に関する設備も，その地域に見合ったものを設置しなくてはならない。地方の

小規模自治体の体力が削られてゆくなか，学校法人あるいは社会福祉法人，そして保育

サービスの法人等に頼っている状況がある。現在の道内の指導主事体制では，道内全域

をカバーすることは極めて困難である。

そういった地域独自の課題を抱えるなかで，どういったことに留意して「幼児教育ア

ドバイザー」を派遣しようとしているのだろうか。以下，担当者への聞き取りである。

「幼児教育の推進体制構築事業」の展開に関する一考察
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これまで，公立幼稚園には指導主事が訪問し，保育内容にかかわって助言してきた経緯があ

るものの，保育所や私立幼稚園，認定こども園については，保育の内容面で行政がかかわって

きていない経緯がある。しかし，今，国の進める幼児教育の施策の方向性も鑑み，どの幼児教

育施設であっても，子どもが質の高い幼児教育を受けることができるようにすることが必要と

考える。

だからこそ，幼児教育関係者が，幼児教育の質の向上に向け，共通理解を図ることができる

ようにするために，（「幼児教育を語る会」を実施するなど）機運を醸成することが必要だと考

えます。

�担当者への聞き取りより�

さらに担当者は電話での聞き取り調査の際，幼稚園に「アドバイザー」を派遣する際

に注意すべき点について，「幼稚園は上意下達の『文化』ではない」と発言している。

彼女のいう「文化」とは何を示すのだろうか。その意味を把握するために，ここでは，

久冨善之による教員文化の概念を援用したい。久冨による「教員文化」の定義とは次の

通りである。

教員世界に見い出されるモーダルなあるいは変異的な行動型を要素とするものであるが，そ

の単純な和であるより，その背後にあって行動を律し，教員たちに「世界解釈」のコードを与

えている組織された全体である。その全体は，教員という職業の遂行（仕事と生活とを含めて

）にまつわって歴史的に選択され，形成され・継承され，また創造されながら変容して行くと

ころの蓄積された信念・慣習・伝統・思考法・心性・つき合い方などのセットからなっている。

（久冨，1988：23）（※注：下線は筆者）

下線部に注目したい。久冨のいう「教員文化」とは，教員たちの行動の指針を示し，

物事の捉え方や考え方をも規定し得る，集団としての文化のことである。そしてそれは，

教員文化がそこに所属する教員たちに対し一方的に影響を与えるものではなく，それと

同時に教員たち自身が，その文化を内部から構築し続けると捉えていることが特徴であ

る。

指導主事でもある担当者にとって，幼稚園の内部に切り込もうとした際に感じたであ

ろう，なじみのある小・中・高等学校との「違い」を表現したものではないだろうか。

学校教育の一部に位置付けられながらも，そうした制度的な規範とは一線を画した，幼

稚園の教員集団が形作る慣習や思考の仕方を「文化」として表現したのではないだろう

か。ここに，従来の指導主事制度が，そのままのかたちで北海道における幼児教育の現

場に入り込むことの困難さがうかがえる。道教委は，指導主事による指導助言活動が北

海道内の幼稚園に浸透していないことに問題意識を持ちながらも，幼稚園の「文化」に

配慮し，「上意下達」の形式をなるべく排除し，幼児教育に関わるさまざまなアクター

に対し，当該事業を周知するということに力点を置いていることがわかる。こうした担
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当者による注意深い対応・現場に対する細やか過ぎるほどの配慮は，一見，国や道の施

策をそのまま導入することを諦め，妥協しているようにみえなくもない。しかし結果と

しては，担当者の言葉にあるように，「幼児教育の質の向上に向け，共通理解を図る」

という，基本にして最大の目的を果たすことができていると評価することができるので

はないか。

4．まとめと考察

本稿の目的は，文科省の「幼児教育の推進体制構築事業」における「幼児教育アドバ

イザー」に焦点を当て，それがいかなる意図・背景を持って，またどういった方向性で

当該事業の中核を担うに至ったかを明らかにすると同時に，「幼児教育アドバイザー」

が地方公共団体ならびに幼児教育の現場へと展開される際の課題と可能性について検討

することにあった。

まず，中教審における各専門部会での議論の変遷をみると，「幼児教育アドバイザー」

がアイディアとして会議で提案されたのは，2015年の教育課程企画特別部会でのこと

であった。この時にはその位置づけは，指導主事の役割とほぼ同様の，行政による幼児

教育現場への指導・助言の必要性を謳うものであった。提案から1年足らずの間に，こ

のアイディアは各専門部会で共有され，幼児教育の質の向上施策のひとつに位置付くこ

ととなる。しかし，部会での議論の推移をみると，当初想定されていた以外の役割をも

含み込まれるようになり，「幼児教育アドバイザー」は多様な文脈で，いかようにも解

釈できる存在として位置付くこととなったといえる。

次に，そうした多様な意味を込められた「幼児教育アドバイザー」が，地方公共団体

の事業として幼児教育の現場に展開するという段になると，むしろ留意すべきは，従来

の指導主事による指導助言活動とは一線を画した運用の仕方になるということが，道教

委の取組の工夫から見出すことができた。「上意下達の『文化』」を持たない幼児教育の

現場に対し新たな施策を取り込む際には，幼児教育現場の主体性を尊重し，注意深く事

業を浸透させていくという展開の仕方は，国や道の政策・施策を一方的に導入すること

で現場への混乱をもたらすことを避けると同時に，推進事業の骨子である「幼児教育を

推進するための体制づくりの重要性」をじっくりと幼児教育の担い手たちと共有し，最

終的には受容させるという目的を果たしているということができる。これは，「幼児教

育アドバイザー」が確固とした定義をもたないがゆえに，その運用や意味付けが各地方

公共団体あるいは幼児教育の現場に委ねられているともいうことができる。

最後に，この「幼児教育アドバイザー」の取組は，現在の指導主事制度が抱える課題

にどういった示唆を与え得るだろうか。先にみてきたように，先行研究において，人員

「幼児教育の推進体制構築事業」の展開に関する一考察
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配置の不均衡により指導助言活動が十分に機能していないという課題が指摘されており，

さらに現場の声からも，保育・幼児教育においては私立園が多いということなどから，

指導主事が派遣されること自体が少ないという現状が明らかとなった。「幼児教育アド

バイザー」は，都道府県あるいは市町村の枠組みを越えた存在であるため，指導主事の

補完的な存在となる可能性を含んでいるといえるだろう。特に北海道のような広域な地

方公共団体においては，地方の小規模自治体をカバーし得るという点で「幼児教育アド

バイザー」に期待される役割は大きいと予想できる。しかし一方で，幼児教育・保育の

現場においては，これまで指導助言活動が行われていなかったからこそ，導入に対する

抵抗感や受け入れ態勢の不備が生じ得るのではないだろうか。そうした点に十分に配慮

する必要があると思われる。

表2でみたように，「幼児教育アドバイザー」派遣の取組は全国で広がりつつあり，

その評価が今後なされることになるだろう。取組の拡大に向けての課題として，道教委

の担当者が述べるように，保育・幼児教育の現場の「文化」を理解したうえで，国や道

の施策の重要性を理解し受け入れを進めることが肝要であることを本稿では指摘した。

しかし本稿では，「幼児教育アドバイザー」を受け入れる側の園や教職員の反応や対応

を明らかにするまでには至らなかった。保育・幼児教育における「文化」をより具体的

に描くことが，今後の課題として残された。「アドバイス」の元来の定義に立ち返り，

幼児教育の現場の側が求めていることを探りそれを明示しなければ，この取組は意義あ

るものとはなりにくいのではないだろうか。幼児教育の重要性が謳われるなか，大々的

な改革を進める前に，これまで長年触れられてこなかった保育・幼児教育の現場の「文

化」という課題について目を向ける必要がある。

（1） 2012年8月に成立したいわゆる「子ども・子育て関連三法」（「子ども・子育て支援法，

認定こども園法の一部改正，子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律」）に基づく制度。

（2） 推進事業の導入の背景としては，次の2点が根拠として示されている。

ひとつには，幼児への就学前教育の整備強化という側面がある。文科省幼児教育課「幼児

教育の無償化の論点」（2009年3月）では，「幼児教育の経済的・教育的効果」として，経

済学者のJ.ヘックマンの主張とともに，諸外国における幼児教育への投資効果に関する

研究を紹介している （http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/049/

shiryo/__icsFiles/afieldfile/2009/05/27/1267501_1.pdf,最終閲覧2018.6.14.）。

もうひとつには，家庭教育への支援の強化充実が挙げられている。詳細は，文科省生涯学

習政策局男女共同参画学習課家庭教育支援室・平成28年度家庭教育支援の推進方策に関す

る検討委員会報告書「家庭教育支援の具体的な推進方策について」（2017年1月）（http://

www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/04/

03/1383700_01.pdf,最終閲覧2018.6.14.）等を参照のこと。
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（3） ただし，片岡による聞き取り調査の分析においては，調査対象の指導主事が現場に赴いた

際に感じた「保育が閉じている」という印象が述べられている。その理由として，幼稚園・

保育所・認定こども園には，第三者からの示唆を得る機会が少ないことや，公開保育を行う

ことに対する警戒感があることが指摘されている（片岡，2017）。

（4） この時期の議論に頻繁にみられるのは，幼児教育の質の向上と，幼保一元化が同じ文脈で

語られることに対する批判的な意見である。2010年7月に開催された第70回分科会で，は

じめて「子ども・子育て新制度についての議題が挙がるが，その際出席していた委員からは

次のような意見が挙がっている。

「このたびの子ども・子育て新システム検討会議というものは，幼稚園教育に携わる

者の立場から申せば，極めて唐突に出てきた話でございます。（中略）私ども幼稚園教

育に携わる者の方向としては，中教審答申（※筆者注：2005年中教審答申を指す），そ

してアクションプログラム，幼稚園教育要領の改訂という筋道の中で，幼稚園教育の改

善が行われてきたと理解しておりますが，この新システム検討会議の問題は，昨年の

12月にいわば唐突に持ち上がってまいりました。私どもにとってはここ数箇月の話で

しかなかったわけであります。」

�出席委員による意見 初等中等教育分科会第70回会議（2010年7月12日開催）議

事録より抜粋�

つまり，これまでの議論の流れに割り込むような形で，「新制度」が入り込んできており，

幼児教育の質の向上の議論がいわば「棚上げ」されているという印象を持っているというこ

とだ。ここから数年後に迫る「新制度」策定に向けて，急ピッチで議論を整えたいという意

図と，それに困惑する現場という構図がみられる。

また，この時期のこうした混乱は，政権交代（2006年～2009年9月は自由民主党・公明

党，2009年9月～2012年12月は民主党・国民新党の連立政権，そして2012年12月～現在

は自由民主党・公明党の連立政権と推移している）による施策の混乱もあると推定される。

（5） ただし，この時期すでに，「幼児教育アドバイザー制度」を導入している地方公共団体が

ある。それは，後に分析する北海道が現在推進事業の導入において先行事例として重要視す

る，秋田県・福井県における「保育アドバイザー」である。福井県では「幼児教育支援プロ

グラム」の策定，それに基づき県下の幼児教育に助言を与える組織である「幼児教育支援セ

ンター」が設置されている。一方秋田県では，県教育庁の中に「幼保推進課」を設置，「秋

田県幼小連携理解推進事業」として「幼児教育アドバイザー」が設置・巡回を行っている状

況である。

（6）「幼児教育アドバイザー」に期待される役割が，多様化するのには，各部会における出席

委員による意見の影響もあると考えられる。次のような意見・解釈が議事録には残っている。

「『チーム学校』における専門性を有するスクールカウンセラーやソーシャルワーカー，

それから幼児教育アドバイザーなど，こういったものの体制整備を積極的に進めていた

だきたいと考えております。」

�「チーム学校」の運営のための「アドバイザー」の必要性 教育課程企画特別部会第

22回（2016年10月17日開催）全日本中学校長会による意見より抜粋�

「教員の力量を高める研修を充実する指導者やリーダーの配置について。（中略）若い

世代が実感を持って受け止められるような具体策あるいはヒントなどを提示する指導・

助言ができる，そういった指導者やリーダーが求められております。そこで，幼稚園を

所管する都道府県あるいは市町村の教育委員会や担当部局等へ，幼児教育の経験を持つ

指導主事や幼児教育アドバイザー等の配置について検討をお願いしたいと思います。

�若手教員の育成・指導担当リーダーとの関連についての言及 教育課程企画特別部

会第24回（2016年11月4日開催）公益社団法人全国幼児教育研究協会による意見よ

「幼児教育の推進体制構築事業」の展開に関する一考察
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り抜粋�

（7） 第1回北海道幼児教育研究協議会・配布資料1「北海道幼児教育研究協議会開催要領（案）」

より引用。

（8） 本文中で略した部分について，それぞれ，当該団体で実際に行われている育成事業（公開

保育コーディネーター養成講座等）を紹介する部分がある。
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1．今次『教育要領』改訂について

今次『教育要領』は，『保育指針』『教育・保育要領』の3歳児以上の内容が共通に，

かつ同時に改訂された。また，『小学校学習指導要領』と密接な関係にあり，幼稚園教

諭等の養成に当たってはこれら要領や指針の関係性や連続性に着目する必要がある。

今次『教育要領』は，2006年（平成18年）教育基本法や2007年（平成19年）学校

教育法をはじめとする教育関連法の改正を反映している。しかし，2008年（平成20年）

小学校・中学校等学習指導要領の前回改訂は，『教育要領』を除いてすでに教育関連法

の改正を受けていた。前回改訂でそれらの内容を盛り込めなかった事情として，『保育

指針』と同時改訂を図ったことで厚生労働省との調整が難しかったためと考えられる。
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幼稚園教育要領等の改訂と教員養成の在り方

領域「健康」と小学校「体育」との関連から

坂 井 莉 野

TheRevisedCourseofStudyforKindergartenand

theTeacherTrainingSystem:

Perspectiveon・theAreaofHealth・and

・ElementarySchoolPhysicalEducation・

RinoSAKAI

要 旨

本稿は，2017年（平成29年）3月告示『幼稚園教育要領：文部科学省』（以下『教育要領』）

と『小学校学習指導要領：文部科学省』との関係性をふまえ，幼稚園教諭等の教員養成の在

り方を考察する。『教育要領』とともに対象とするのは，『保育所保育指針：厚生労働省』

（以下『保育指針』），『幼保連携型認定こども園教育・保育要領：内閣府・文部科学省・厚生

労働省』（以下『教育・保育要領』）である。これらの領域「健康」のねらいや内容，3歳児

以上の内容が共通に改訂されたことを含めて考察する。

キーワード：幼児教育において育みたい資質・能力，幼児期の終わりまでに育ってほしい姿，

幼児教育におけるカリキュラム・マネジメント，幼児教育の段階における「見

方・考え方」，幼稚園教諭等の教員養成



また，小学校以降の『学習指導要領』の改訂では数年の移行期間を経て全面実施となる

が，『教育要領』は告示後速やかに全面実施となるため，現場への周知が困難と判断し

たとも推測する。このように『教育要領』は，2008年（平成20年）告示の他校種の学

習指導要領を追従する改訂となり，教育関連法の改定における幼児教育の対応がはじめ

て明らかになった。幼稚園教諭等の教員養成に当たっては，こうした経緯や実情を理解

しながら対応と改善を図っていかなければならない。以下，対応の重要ポイント3点に

ついて考察する。

� 幼児教育において育みたい資質・能力

第1のポイントとして，「幼児教育において育みたい資質・能力」を表1のように示

したことである。

これら育みたい資質・能力は，『保育指針』『教育・保育要領』にも同様の内容が示さ

れ（1），幼児教育段階で育む資質・能力を共通に定めたことを意味する。しかし，これら

は2008年（平成20年）告示の全校種の『学習指導要領』にはすでに示されていて，例

えば『小学校学習指導要領』には表2のようになっている。
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表1「幼稚園教育において育みたい資質・能力」

（※下線，筆者）

� 豊かな体験を通じて，感じたり，気付いたり，分かったり，できるようになったりする

「知識及び技能の基礎」

� 気付いたことや，できるようになったことなどを使い，考えたり，試したり，工夫した

り，表現したりする「思考力，判断力，表現力等の基礎」

� 心情，意欲，態度が育つ中で，よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力，人間性

等」

表2 2008年（平成20年）『小学校学習指導要領』に示される資質・能力

（※下線，筆者）

第1章 総則 第1 教育課程編成の一般方針

1 各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示す

ところに従い，児童の人間として調和のとれた育成を目指し，地域や学校の実態及び児

童の心身の発達の段階や特性を十分考慮して，適切な教育課程を編成するものとし，こ

れらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。

学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，児童に生きる力をはぐくむ

ことを目指し，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で，基礎的・基本的

な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解決するために必要な思考

力，判断力，表現力その他の能力をはぐくむとともに，主体的に学習に取り組む態度を

養い，個性を生かす教育の充実に努めなければならない。

―以下，略―



また，2008年（平成20年）1月発行のリーフレット『中央教育審議会答申 幼稚園，

小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について 「生き

る力」「理念」は変わりません「学習指導要領」が変わります』（文部科学省2008：2）

には，図1のように示されている。これは「学校教育法第30条第2項」にある「学力

の重要な三つの要素」（2）を，全ての学校教育に共通に位置付けたものである。

このように「幼児教育において育みたい資質・能力」は，教育関連法の改定に基づい

て学校教育共通の「学力の要素」として位置付けられた。その一方，学校教育体系と異

なる『保育指針』にも示したことは，教育・指導の画一化などへ異議が唱えられる要因

となった。

� 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

第2のポイントとして，『教育要領』では「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（3）

を表3のように示したことである。これも『保育指針』『教育・保育要領』に同じく示

され，前述�でも指摘した画一化へ異議を唱える要因になっている。しかし，小学校以

降の学校教育から考えると，「指導と評価の一体化」に基づく「学習評価」と関連する

ものである。ここでの「学習評価」とは，「学習指導要領に示す目標に照らしてその実

現状況を評価する」いわゆる �目標に準拠した評価�のことである。これは，各教科等

幼稚園教育要領等の改訂と教員養成の在り方
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教育基本法・学校教育法の改正において，

教育の目標・義務教育の目標が定められるとともに，学力の重要な3

つの要素を明確化

① 基礎的・基本的な知識・技能の習得

② 知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判

断力・表現力等

③ 学習意欲

図1「生きる力」リーフレット（抜粋）

表3「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の項目

� 健康な心と体

� 自立心

� 協同性

� 道徳性・規範意識の芽生え

� 社会生活との関わり

	 思考力の芽生え


 自然との関わり・生命尊重

� 数量や図形，標識や文字などへの関心・感覚

� 言葉による伝え合い

 豊かな感性と表現



の「目標」に対応して「評価の観点」を定めて分析的に評価する『観点別学習状況の評

価』（4）による考え方である。これらも2008年（平成20年）改訂で，『教育要領』を除

く各校種の学習指導要領では実施済みである。

なお『教育要領』との相違点は，『小学校学習指導要領』に示される「各教科」「道徳」

「総合的な学習の時間」「特別活動」による指導内容ではなく，「5領域」による指導内

容としていることにある。そのため，「幼児教育において育みたい資質・能力」を目標

の内容とし，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を評価の観点とすることで，幼

児教育における「学習評価」を整理する意図がある。そして，評価の妥当性や信頼性が

高められるよう創意工夫するとともに，次年度又は小学校等にその内容が適切に引き継

がれるようにすることを求めている。そのため，今後変更される「幼稚園幼児指導要

録」（5）を注視しなければならない。

� 幼児教育におけるカリキュラム・マネジメント

第3のポイントは，カリキュラム・マネジメントの実施を求めていることである。そ

の実施は，めまぐるしく変化する現代社会のニーズに応じ，速やかに教育活動を改善す

る意図がある。カリキュラム・マネジメントにおいても「評価」という文言が用いられ

るが，前述�の「学習評価」とは目的や対象が異なる。まず，教育目標を達成するため

の下位目標の設定，それに基づく指導計画とその実践方法，指導に当たる組織などを対

象として評価活動を行うことを目的としている。そして，「評価内容への価値判断」と

「具体的な改善内容」を組織（園）全体で共有することである。なかでも「具体的な改

善内容」を共有することが重視され，そのためPDCAサイクルの確立が有効と言われ

ている。この他に，「地域に開かれた幼稚園」「家庭との連携」「子育て支援の拠点」な

どに応じて，園外の人的・物的資源をどう活用するかという課題への対応もある。園内

だけで完結しない教育活動が一般化しようとしている現代社会で，不安定な人的・物的

資源を各年度で有効に活用するには，的確なマネジメントが必要になる。

このようにカリキュラム・マネジメントは，現代社会のニーズに応じた教育活動を展

開する上で不可欠な取組みであり，組織的で計画的であることが運用のポイントとなる。

2．領域「健康」について

今次『教育要領』改訂における領域「健康」のねらいや内容は，前『教育要領』を原

則継続したものである。そして，領域に基づく指導は単独の領域のみを取り扱うのでは

なく，「各領域のねらいや内容は相互に関連をもちながら次第に達成に向かうもの」（6）

とすることも継続している。ここでは，前項同様に小学校「体育」との関連に着目する
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とともに，子どもの体力や運動能力の推移や遊びを通した領域「健康」の指導について

述べる。

� 領域「健康」のねらいや内容の関連

領域「健康」のねらいや内容は，『教育要領』では心身の健康に関する領域として表4

のように示している。

ねらいの「�自分の体を十分に動かし，進んで運動しようとする。」は，他者との信

頼関係の下で情緒が安定し，一人ひとりの個性が尊重されるなかで実現する。そして，

自ら身体を動かそうとする意欲や進んで運動する態度を育むことは，身体諸機能の調和

的な発達を促す上で大変重要なことである。そのために，［内容］�～�によって，生

活と関わる活動を数多く体験し，見通しをもって行動できるよう計画的に取り組む必要

がある。「�いろいろな遊びの中で十分に体を動かす」については，身体諸機能が著し

く発達する時期に，遊びを通して様々な身体機能を使う活動の重要性を述べている。幼

児は，興味や能力に応じた遊びの中で心を弾ませながら走ったり跳んだり投げたりする

ことで，生き生きとした姿を見せる。これは，「�様々な活動に親しみ，楽しんで取り

組む。」ことと密接に関係する。また，「�進んで戸外で遊ぶ」とは，室内とは異なる戸

外の解放感を味わい，多様な環境で遊びを体験することを重視したものである。近年，

地域や家庭において戸外で遊ぶ経験が不足していて，戸外での遊びの面白さに気付かな

幼稚園教育要領等の改訂と教員養成の在り方
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表4 心身の健康に関する領域「健康」

（※下線，筆者）

〔健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。〕

1 ねらい

� 明るく伸び伸びと行動し，充実感を味わう。

� 自分の体を十分に動かし，進んで運動しようとする。

� 健康，安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け，見通しをもって行動する。

［内容］

� 先生や友達と触れ合い，安定感をもって行動する。

� いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。

� 進んで戸外で遊ぶ。

� 様々な活動に親しみ，楽しんで取り組む。

� 先生や友達と食べることを楽しみ，食べ物への興味や関心をもつ。

� 健康な生活のリズムを身に付ける。

� 身の回りを清潔にし，衣服の着脱，食事，排泄などの生活に必要な活動を自分でする。

	 幼稚園における生活の仕方を知り，自分たちで生活の場を整えながら見通しをもって

行動する。


 自分の健康に関心をもち，病気の予防などに必要な活動を進んで行う。

� 危険な場所，危険な遊び方，災害時などの行動の仕方が分かり，安全に気を付けて行

動する。



いまま室内の遊びに偏っている幼児も少なくない。子どもには，戸外で走り回ったり飛

び跳ねたりして全身を思い切り使い，運動への欲求とともに身近な自然の事物や事象と

関わって好奇心を満たすことが重要である。そのため，戸外で過ごすことの面白さや楽

しさを味わうことができるような園庭などの環境づくりに努めるとともに，近隣の公園

や広場などの戸外の活動での安全対策に関する実践研究が必要である。

� 小学校「体育」の見方・考え方

2017年（平成29年）改訂の小学校をはじめとする全ての学習指導要領では，児童生

徒が各教科等の特質に応じて学習対象を捉える視点や道筋を「見方・考え方」と定義し，

全ての教科等の目標に位置付けた（7）。そして，児童生徒が身に付けた「見方・考え方」

によって，新たに取得した知識と関連付けて深く理解したり，必要な情報を精査し受信・

発信したり，課題の解決方法や自分なりの価値意識を考えたりすることで，「主体的・

対話的で深い学び」の実現を図ろうとしている。小学校での「体育や保健の見方・考え

方」について，「小学校学習指導要領解説 体育編」では，表5のように説明している。

以上を幼児教育の段階における「見方・考え方」と連携させると，心動かされる体験

を重ね，遊びの発展や生活範囲が広がる中で環境との関わり方や意味に気付いたり，こ

れを取り込もうとして諸感覚を働かせながら試行錯誤したり思いを巡らせたりすること

となる。そして，こうした「見方・考え方」を働かせることは，「健康」をはじめとす

る各領域の指導において，幼児の自発的活動である「遊び」を通して行われることにな

る。

幼児には，身体を動かすわくわく感やドキドキ感，失敗して悔しいという思い，達成
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表5 小学校学習指導要領解説 体育編「体育の見方・考え方」

（※下線，筆者）

体育の見方・考え方とは，「生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する観点を踏まえ，

運動やスポーツを，その価値や特性に着目して，楽しさや喜びとともに体力の向上に果たす

役割の視点から捉え，自己の適性等に応じた『する・みる・支える・知る』の多様な関わり

方と関連付けること」であると考えられる。

―中略―

体育科においては，「見方・考え方」を働かせる学習過程を工夫することにより，体育科で

育成を目指す資質・能力がより豊かになり，体育科の目標である，「生涯にわたって心身の

健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力」の育成につなげられ

ることを目指すものである。 ―中略―

運動やスポーツとの多様な関わり方ができるようにする観点から，運動やスポーツに対する

興味や関心を高め，技能の指導に偏ることなく，「する，みる，支える」に「知る」を加え，

資質・能力の三つの柱をバランスよく育むことができる学習過程を工夫し，充実を図ること

が大切である。 ―以下略―



できて嬉しいという気持ちを基盤にしながら「見方・考え方」を育成することになる。

それには，子どもが自由に遊ぶことができる環境を保証し，生き生きと遊ぶ中で身体を

動かす楽しさを覚えることから，幼児教育における体育的な「見方・考え方」が育まれ

る。そのため，遊びが運動機能を向上させる活動であることを踏まえ，満足感や達成感

が継続されることが必要である。

その具体的な取組みとして，例えば小学生との交流によって体格や運動能力の違いを

実感し，自らねらいをもって運動することが考えられる。その際「どうしたら小学生の

ように走れるか」などの「見方・考え方」が働き，活動への主体的な関わりが強くなる。

こうした「見方・考え方」を意識した学習内容や活動の工夫を行うことで，「生涯にわ

たり豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力」の育成へと進むのである。

� 子どもの体力や運動能力の推移

「平成26年度 体力・運動能力調査結果」（8）の「2 体力・運動能力の年次推移」に

示される7歳児（9）の，「50m走」「上体起こし」「立ち幅とび」の年次推移を参照する。

これは，文部科学省による全国調査の結果であることと，幼稚園及び小学校低学年まで

の生活や指導の影響を受けた結果であることに着目している。

まず，「50m走の年次推移」の男女データ図2,図3では，男女ともに2000年（平成

12年）前後に最も低下し，その後緩やかではあるが向上の傾向を示していることが分

かる。次に，「上体起こしの年次推移」の男女データ図4,図5では，調査開始当初から

ほぼ右肩上がりとなっていることが分かる。こうした改善や向上の傾向と異なるのが，

「立ち幅跳びの年次推移」の男女データ図6,図7である。

一般的に，1985年（昭和60年）頃から子どもの体力及び運動能力の低下が指摘され
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図2 50m走の年次推移（男子）

図3 50m走の年次推移（女子）



てきた。確かに，体力・運動能力調査のデータにも低下が顕著なものもあるが，「50m

走」や「上体起こし」のように当てはまらないものもある。また，「立ち幅跳び」のよ

うに特定の運動で改善が図られていないものもある。改善が図られていない項目につい

ては，身体機能の低下と生活環境の変化が影響していることが考えられる。テレビゲー

ムやスマートフォンなどの普及と比例して，子どもたちには身体の一部のみを使って遊

ぶ傾向がみられるようになった。こうした傾向は，身体のバランス感覚や各機能の発達
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図4 上体起こしの年次推移（男子）

図5 上体起こしの年次推移（女子）

図6 立ち幅跳びの年次推移（男子）

図7 立ち幅跳びの年次推移（女子）



の偏りを生じさせるものとなっている。以上，データの解釈から様々な要因が考えられ

るが，子どもの体力や運動能力全般が低下していると結論づけられない。しかし，これ

ら実態を踏まえた幼児教育での対応として，繰り返しになるが身体の各機能を使う多様

な遊びを促し，これを保証する環境を整えていくことが重要である。

� 遊びを通した領域「健康」の指導

領域「健康」の指導は，「遊び」を通した学習が主体となる。「遊び」を通した学習の

重要性について『教育要領』の「第1章総則 第1�2」では，表6の内容が示されてい

る。

ここからは，「遊び」は子どもたちの自発的な活動であり，「遊び」の活動によって領

域「健康」のねらいや内容に迫っていくと考えられる。

一方，岩崎（2008：46�47）は，「遊び」について哲学・社会学・心理学・文化人類学

などの様々な視点による概念の違いを指摘しつつ，その共通性を「人間の根本的な特徴

である」と述べている。そして，「遊び」の概念には「A 外部からの強制感や拘束感

がないこと」「B 活動が楽しいこと」「C 活動自体が目的であること」とまとめ，子

どもの心理や意識が上記に挙げた条件に近い状態を「遊び」としている。つまり，「遊

び」に必要な環境の保証と「遊び」の主体である子どもの心理や意識によって自発的な

活動が成立する。そして，子どもが「どうやって捕まえたらいいだろう」「どんな走り

方をしたらいいのだろう」のように，子どもなりの視点，見方や考え方，そして創造し

たり工夫したりする力が働くと想像する。

また，「遊び」の指導においてもねらいや目標を適切に設定することは重要であり，

それが達成できたか否かの評価を機能的に実施することも同様である。そして，ねらい

や目標を達成していく過程で，子どもたち一人ひとりが心から楽しいと感じ，次の遊び

への欲求や期待が高まることが繰り返されることが肝要である。幼児期は基本的な運動

技能を獲得する大事な時期であり，身体の各機能を使う多様な「遊び」のなかで獲得し

ていくこととなる。
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表6 第1章 総則 第1 2の内容

（※下線，筆者）

第1章 総 則 第1

2 幼児の自発的な活動としての遊びは，心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学

習であることを考慮して，遊びを通しての指導を中心として第2章に示すねらいが総合

的に達成されるようにすること。



3．幼児教育施設の要領・指針等の変遷

今次改訂の特徴として，三つの幼児教育施設で3歳児以上の内容を共通にしたことを

述べてきた。これは，文部科学省，厚生労働省，内閣府が連携し，我が国の幼児教育の

方向性を定めた結果と言える。これまでの幼児教育は，1956年（昭和31年）『教育要

領』，1965年（昭和40年）『保育指針』，2014年（平成26年）『教育・保育要領』の制

定をスタートとし，「幼稚園」「保育所」「認定こども園」に大別される各施設で担って

きた。整理・共通化の転機は，2015年（平成27年）「子ども・子育て支援新制度」で

ある。そのため，今次改訂で子育て支援と関係するそれぞれの幼児教育施設で取り組む

べきねらいや内容を共通にすることは必須だったと言える。

ここで，主に早瀬・山本（2016：365�380），亀﨑（2011：27�43）の先行研究を参照

し，幼児教育施設の要領・指針等の変遷概要を表7に示すとともに，改訂の重点などを

幼児教育施設ごとに整理する。

� 『教育要領』変遷の概要

『教育要領』は1956年（昭和31年）に制定され，「健康」「社会」「自然」「言語」「絵

画制作」「音楽リズム」の6つの領域で内容を示し，学校教育としての位置づけをもっ

てスタートした。第1次改訂1964年（昭和39年）からは文部省告示となり，その後25

年間の長期にわたり継続される。第2次改訂1989年（平成元年）では，「環境による保

育」「子ども中心の保育」へと転換するとともに5領域「健康」「環境」「人間関係」「言

葉」「表現」によってねらいや内容を示し，今次改訂まで継続することになる。第3次
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表7 幼児教育施設の要領・指針等の変遷概要

教育要領 保育指針 教育・保育要領

1956年（昭和31年） 制 定

1964年（昭和39年） 第1次改訂

1965年（昭和40年） 制 定

1989年（平成元年） 第2次改訂

1990年（平成2年） 第1次改訂

1998年（平成10年） 第3次改訂

1999年（平成11年） 第2次改訂

2008年（平成20年） 第4次改訂 第3次改訂

2014年（平成26年） 制 定

2017年（平成29年） 第5次改訂 第4次改訂 第1次改訂



改訂1998年（平成10年）では，「教員の指導性と子どもの主体性」「地域に開かれた幼

稚園」「家庭との連携」「子育て支援の視点」「教育課程に係る教育時間の終了後の教育」

が重点となった。第4次改訂2008年（平成20年）では，2006年（平成18年）教育基

本法や2007年（平成19年）学校教育法などの戦後初の教育関連法の改正を伴いながら，

「預かり保育の内容に関する留意点」「小学校との連携」などが重点となった。そして，

『保育指針』と同時改訂することにより，相互の共通性が一層強調されることになる。

� 『保育指針』変遷の概要

1965年（昭和40年）に『保育指針』が制定されたが，保育内容のガイドラインの通

知との認識が高かった。第1次改訂1990年（平成2年）では，前年の『教育要領』の

改訂が関連している。この改訂で着目することは，3歳以上のねらいや内容は『教育要

領』と同様となり，これ以降継続される。第2次改訂1999年（平成11年）で着目する

ことは，第1に内容を養護と教育を区分したこと，第2に地域の子育て支援を担う機能

を求めたこと，第3に乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設・無認可（認可外）保

育施設などにおいても『保育指針』への準拠を求めたこと，などである。第3次改訂

2008年（平成20年）からは『教育要領』と同時改訂となり，法的拘束力をもつ「告示」

となった。この改訂では，『教育要領』との共通性がより明確になり，幼児教育施設の

共通化を図ろうとする方向性が確定した。そのため，幼稚園と同趣旨による「保育所児

童保育要録」の作成と送付を義務づけるなどの新たな取組みが展開された。

� 『教育・保育要領』変遷の概要

「子ども・子育て支援新制度」の実施を控えて，幼保連携型認定こども園の保育内容

として2014年（平成26年）『教育・保育要領』が内閣府・文部科学省・厚生労働省の

所管のもとで告示された。『教育・保育要領』の基本方針は，第1に『教育要領』『保育

指針』との関連を図ること，第2に『教育・保育要領』としての固有性を明確にするこ

と，第3に小学校との連携を前提とすること，である。これは俯瞰的な見方をすると，

『教育要領』を基盤にして『保育指針』の内容を加味したものとも言える。そして『教

育・保育要領』は，「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の各こども園においても準

拠するものとしている。

4．結論：新課程における教員養成の在り方

これまで述べてきた三つの幼児教育施設の要領や指針の共通化は，それぞれの幼児教

育施設において「学校教育の始まり」としての役割を，今後も等しく担っていくことを
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意味する。つまり，どの幼児教育施設においても「指導目標」「指導内容」「学習評価」

の関連が図られた指導と評価の計画が求められ，その関係性を図8に示す。そして，教

員養成においては，これらの関連性を構造化したカリキュラムが必要になり，実践を通

して学ぶことができるようにしなければならない。なかでも，「幼児教育において育み

たい資質・能力」と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と関連する「指導と評価

の一体化」については，現場の実態を把握しつつ早急な実践研究の必要がある。

今後の教員養成において，学習指導を展開するための基礎的基本的な能力が身に付け

られるよう，理論と実践が有機的に関わる指導を展開することに変わりはない。一方，

保育士養成の観点からは，「養護の占める割合が大きい乳児」と「教育の割合が大きく

なる幼児」との共通性や固有性を踏まえた指導が必要である。その上で「教育の割合が

大きくなる幼児」については，各幼児教育施設で共通なものであることが求められてい

ることに留意しなければならない。

また，幼児教育から小学校教育へ円滑な接続を図る観点から，学校間の連携について

は今後ますます重視される。それには，幼稚園から高等学校までの学校教育を俯瞰した

上で，改定された教育関連法に基づく学校教育共通の「学力の重要な三つ要素」への理

解が不可欠である。つまり，特定の学校段階に留まらず，特別支援教育を含めて隣接し

たり関係したりする様々な校種との連携を踏まえ，教員養成を行う時代が到来したとの

考えによるものである。

一方，直近の行政対応として文部科学省が示す「教職課程コアカリキュラム」は，全

ての養成校に共通な指導内容によるシラバス作成を求めている。養成校の特色を生かし

た教育課程の編成も重要と示されているが，画一的なシラバス作成の要求は養成校の自

主性や主体性を狭め独自性を奪う危惧もある。この兼ね合いをどう図り，実態や課題に

応じた実践的なシラバスをどう編成するかが継続課題でもある。
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図8「指導目標」「指導内容」「学習評価」の関係性

●「指導内容」として

5領域「健康」「環境」「人間関係」「言葉」

「表現」

指導と評価の一体化

幼児期の特性に応じて

育まれる「見方・考え方」

○「指導目標」として

幼児教育において育み

たい資質・能力

◎「学習評価」として

幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿



（1）「保育所保育指針」では �保育を通じて育みたい資質・能力�，「幼保連携型認定こども園

教育・保育要領」では �幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能

力�と示している。

（2）「学力の重要な三つの要素」の具体は以下の通り。（※下線，筆者）

�学校教育法 第4章小学校 第30条2�

前項の場合においては，生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及

び技能を習得させるとともに，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，

判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，主体的に学習に取り組む態度を養うことに，

特に意を用いなければならない。」

（3）「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の全文は以下の通り。

� 健康な心と体

幼稚園生活の中で，充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に

働かせ，見通しをもって行動し，自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。

� 自立心

身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で，しなければならないことを

自覚し，自分の力で行うために考えたり，工夫したりしながら，諦めずにやり遂げる

ことで達成感を味わい，自信をもって行動するようになる。

� 協同性

友達と関わる中で，互いの思いや考えなどを共有し，共通の目的の実現に向けて，

考えたり，工夫したり，協力したりし，充実感をもってやり遂げるようになる。

� 道徳性・規範意識の芽生え

友達と様々な体験を重ねる中で，してよいことや悪いことが分かり，自分の行動を

振り返ったり，友達の気持ちに共感したりし，相手の立場に立って行動するようにな

る。また，きまりを守る必要性が分かり，自分の気持ちを調整し，友達と折り合いを

付けながら，きまりをつくったり，守ったりするようになる。

� 社会生活との関わり

家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに，地域の身近な人と触れ合う中で，

人との様々な関わり方に気付き，相手の気持ちを考えて関わり，自分が役に立つ喜び

を感じ，地域に親しみをもつようになる。また，幼稚園内外の様々な環境に関わる中

で，遊びや生活に必要な情報を取り入れ，情報に基づき判断したり，情報を伝え合っ

たり，活用したりするなど，情報を役立てながら活動するようになるとともに，公共

の施設を大切に利用するなどして，社会とのつながりなどを意識するようになる。

	 思考力の芽生え

身近な事象に積極的に関わる中で，物の性質や仕組みなどを感じ取ったり，気付い

たりし，考えたり，予想したり，工夫したりするなど，多様な関わりを楽しむように

なる。また，友達の様々な考えに触れる中で，自分と異なる考えがあることに気付き，

自ら判断したり，考え直したりするなど，新しい考えを生み出す喜びを味わいながら，

自分の考えをよりよいものにするようになる。


 自然との関わり・生命尊重

自然に触れて感動する体験を通して，自然の変化などを感じ取り，好奇心や探究心

をもって考え言葉などで表現しながら，身近な事象への関心が高まるとともに，自然

への愛情や畏敬の念をもつようになる。また，身近な動植物に心を動かされる中で，

生命の不思議さや尊さに気付き，身近な動植物への接し方を考え，命あるものとして
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いたわり，大切にする気持ちをもって関わるようになる。

� 数量や図形，標識や文字などへの関心・感覚

遊びや生活の中で，数量や図形，標識や文字などに親しむ体験を重ねたり，標識や

文字の役割に気付いたりし，自らの必要感に基づきこれらを活用し，興味や関心，感

覚をもつようになる。

� 言葉による伝え合い

先生や友達と心を通わせる中で，絵本や物語などに親しみながら，豊かな言葉や表

現を身に付け，経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり，相手の話を注意し

て聞いたりし，言葉による伝え合いを楽しむようになる。

� 豊かな感性と表現

心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で，様々な素材の特徴や表現の仕方

などに気付き，感じたことや考えたことを自分で表現したり，友達同士で表現する過

程を楽しんだりし，表現する喜びを味わい，意欲をもつようになる。

（4） 文部科学省 2010年『小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒

の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）』を参照。（※下線，筆者）

1 学習評価の改善に関する基本的な考え方について

� ―略―

① きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の確実な定着を図るため，

学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を評価する，目標に準拠した評

価を引き続き着実に実施すること。 ―以下略―

（5） 保育所では「保育所児童保育要録」，幼保連携型認定こども園では「認定こども園子ども

要録」となる。

（6） この根拠は『教育要領』の次による。（※下線，筆者）

第2章 ねらい及び内容

―冒頭略― 各領域に示すねらいは，幼稚園における生活の全体を通じ，幼児が様々

な体験を積み重ねる中で相互に関連をもちながら次第に達成に向かうものであること，

内容は，幼児が環境に関わって展開する具体的な活動を通して総合的に指導されるも

のであることに留意しなければならない。 ―以下略―

（7） 例示として，2017年（平成29年）告示『小学校学習指導要領』の各教科の目標を以下に

4教科を示す。（※下線，筆者）

国語：言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切

に表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

算数：数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能

力を次のとおり育成することを目指す。

図画工作：表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，生活や社会

の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

家庭：生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，衣食住などに関する実践的・体験的な

活動を通して，生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を次のとおり育成す

ることを目指す。

（8） 文部科学省 2014年『平成26年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書について』

参照：http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/13

62690.htm

（9） データは11歳まで示されているが，3～5歳児の状況を推測するために年齢的に最も近い

7歳児を参照している。
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は じ め に

この論文では，社会科の入試問題の構造分析をおこない，近年の新傾向の設問につい

て，その解答プロセスを中心に考察をおこなう。

入試問題の出題傾向の分析は，出版社や学習業者によって，学習参考書やテキストを

中心に数多くなされているが，これらは学習者の利用を第一に考えて構成されているた

め，学術的な分析に足るものとして公開されることはほとんどない（1）。商業ベースで公

開されている分析は，2つに分けられる。第一に，全体的な傾向として，学習内容の範

囲を記した表を示すことがあげられる。この場合，頻出テーマやキーワードを載せるこ
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高校入試の社会科の解答プロセス

新傾向問題の位置づけ

神 林 邦 明

TheAnsweringProcessofHighSchoolEntrance

ExaminationofSocialStudies

KuniakiKANBAYASHI

要 旨

本研究では初めに，全国公立高等学校の社会科の入試問題について出題傾向を分析した。

設問数は平均で37問程度，解答形式別の出題割合をみると，選択形式52％，記述形式26％，

論述形式18％，その他4％となっている。次に，記述形式が設問に占める割合を「基礎力重

視指数」として，学習環境を表す指標と比較したところ，人口規模が大きい地域や，都市化

の進んでいる地域ほど，記述形式の設問の割合が低く，基礎力よりも応用力を問う設問が出

題される傾向があることが読み取れた。

続いて，2013年から2018年におこなわれた東京都の公立高校の入試問題をとりあげ，選

択形式が8割，論述形式が2割という構成で，資料の読み取りを中心に多角的な設問を作成

していることをあきらかにした。

さらに，論述形式の新傾向の設問を取り上げ，日常的な感覚を問うものから，高度な情報

分析能力を問うものまで，多面的な問いかけがおこなわれていることをあきらかにした。

キーワード：高校入試，社会科，地理，歴史，公民



とで，利用者にとって情報はより有益なものとなる。第二の分析としては，特定の設問

を取り上げて，設問の意図や解答プロセスを示したものがある。

過去になされた社会科の入試問題の学術的な分析は，おおむね商業ベースの分析と共

通しているものが多い。違いとしては，全体的な傾向分析では出題回数が示されている

こと，特定の設問の分析では，解答プロセスよりも出題意図に論点を置いて，評価検討

を加えていることがあげられる。

全体的な傾向の分析としては，まず上田（1950）の研究が戦後の高校入試の社会科の

設問を定量的に分析した最初のものとしてあげられる。上田は，1949年に実施された

全国31府県の社会科の設問404問について，学習指導要領の単元別に集計し，民主的

な生活などの政治に関する設問と文化に関する設問を中心に出題がなされていることを

あきらかにしている。また，全国教育研究所連盟（1981）は，小問を分析単位として，

社会科の入試問題を日本地理，世界地理，日本史，世界史，政治，経済，社会などに分

類し，出題の意図から設問の分類をおこなっている。この他，1982年から1994年まで

の東京都立高校の入試問題の変遷を追った日本私学教育研究所（1995）の研究では，

「社会科の学習指導は，結局のところ，テスト（入試）によって知識主義に収束させら

れて…要求される知識は，『学習指導要領』の改訂などにかかわらず，基本的には大き

な変容をしていない」（同書8頁）ことを検証している。また，日本私学教育研究所

（1997）では，都立高校と私立高校の社会科入試問題について分野別の設問構成を比較

分析し，私立高校の出題の中で知識主義からの脱却を図ろうとするものが相対的に多く

みられることを指摘している。

設問の内容に関する評価検討については，前述の上田は知識偏重の傾向，特に記憶的

な知識の有無や正否をためす問題が大半を占めることを指摘し，地図や統計に関する技

術的な能力（読み取りと作成方法）にも重点を置くことの重要性をあげている。一方で

上田は，入学考査が短時間で限られた方法（筆記や面接）で実施されることによる制約

もあげている。石木（1955）は，東京都立高校の入試問題を取り上げ，設問は中学の課

程の理解状況を見ることよりも採点に都合のよい設問作りに終始していることを批判し

ている。このような入試の内容に対する問いかけは，受験競争が激化した高度経済成長

期以降と現在はもとより，戦前（2）や占領期（3）においても繰り返し提示されてきた課題で

ある。

近年では，新学習指導要領でうたわれている，「知識の量としての学力」から課題解

決に資する「資質・能力（コンピテンシー）を基盤とする学力」への学力観の転換の視

点に立った分析もおこなわれている。梅津（2017）は歴史の設問を取り上げ，学習指導

要領で重視される「思考力・判断力・表現力」について，「考察」型の設問と「判断」

型の設問について「良問」の基準を考察している。また，中本（2017）は地理の設問を
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取り上げ，「事実的思考評価問題」と「理論的思考評価問題」と「価値的思考評価問題」

について考察を加えている。

以上の社会科の高校入試の設問分析は，実際に出題された設問を事後的に分類・評価

するものが中心となっている。入試問題の事前的な分析，つまり設問の作成者の出題意

図（作問のポイント）について考察したものには澁澤（1997）の研究があり，澁澤は作

問の観点について，「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の

4点をあげている。

これらの研究を参考にし，神林（2012，2015）では地理分野，神林（2016a）では歴

史分野，神林（2016b）では公民分野について，単年度ごとの傾向を分析し，神林

（2013，2016b）では，社会科の全分野について過去数年分の記述形式と論述形式を対

象にして分析をおこない，神林（2016c）では，1961年から2010年までの記述形式と

論述形式の設問について10年ごとの出題傾向を分析した。これらの研究は，全体的な

出題傾向の分析を中心におこなったため，特定の設問に対する評価検討は不十分であっ

た。本研究では，全体傾向と特定の設問を結びつけるために，設問自体の構造分析をお

こない，正答に至るまでの解答プロセスをあきらかにすることを目的におく。

1．社会科の入試問題と学習指導の関係

社会科の入試問題の構造は，出題者の視点に立った設問構成による分類と，解答者の

視点に立った解答プロセスによる分類という2つに分けることが考えられる。

1�1．設問構成と出題者

社会科の入試問題は主として，①対象テーマ，②出題形式，③解答形式，④調整要素

の4つの要素で構成されている。

� 対象テーマ

これは設問の中心を構成する情報である。社会科は地理・歴史・公民の3つの分野で

構成されている。地理はさらに日本地理と世界地理，歴史は前近代史と近現代史，公民

は現代社会，政治，経済，国際関係に分類できる。また，地理は地域区分，歴史は時代

区分，公民は制度などによってさらに細かい学習テーマとして分類され，最小単位とし

ては用語で構成されることになる。

これらのテーマや用語について，出題者側は，過去の出題傾向などを考慮に入れて，

分野ごとのバランスを考えながら出題内容（設問の中心となる情報）を選定する。
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� 出題形式

設問の問いかけは，主に以下の5つの形式で出題される。

①用語そのものを問うもの。「～を何というか」の形で出題される。

②定義を問うもの。「～とは何か」の形で出題される。

③原因・理由・背景を問うもの。「なぜ～なのか」という形で出題される。

④位置や関係性を問うもの。地理の位置関係などの空間軸，歴史の年代・時代区分な

どの時間軸の他に，人と人や国と国などの関係性や，政治や経済の主体などの抽象

的な存在同士の関係性もこれにあてはまる。

⑤意見や考え方を問うもの。「あなたはどう考えるか」，「なぜそう考えるのか」とい

う形で出題される。後者は③原因・理由・背景を問うものに近いが，自分の考え方

の根拠を説明することに重点がおかれている。

� 解答形式

以上の問いかけについて，設問では解答形式が指定される。この解答形式には以下の

ものがあげられる（4）。

①選択形式…例「ア～エのうちから一つ選び，その符号を書きなさい。」

②記述形式…例「あてはまる適当な語を書きなさい。」

③論述形式…例「あてはまる適当なことばを25字以内（句読点を含む）で書きなさい。」

これらの出題形式の設問の難易度について，神林（2016b）（2018）では，解答のし

易さ（選択・記述・論述の順に難しくなる），キーワードの出題頻度，解答上の資料の

必要性の3点を指摘した（表1）。

選択形式は，解答を選択肢から選ぶものであるため，解答自体は容易である。しかし，

対象となる用語の集中度は低いため，出題テーマを絞って集中的な学習対策をおこなう

ことは難しい。また，資料を読み取る設問も多いため，対象の理解に資料を読み取る読

解力を加えた総合的な力が必要となってくる。

記述形式は，解答にあたっての資料の必要性が低く，解答プロセスの難易度と用語の

集中度も中程度であるため，用語とその定義を理解している基礎的な力が必要となって

高校入試の社会科の解答プロセス

―189―

表1 解答形式のタイプ分け

解答のし易さ 用語の出題頻度 資料の必要度 問われる力

①選択形式 易（記号を選ぶ） 低 い 中程度 総合的な力

②記述形式 中程度（語を書く） 中程度 低 い 基礎的な力

③論述形式 難（文章を書く） 高 い 高 い 情報処理能力

（出所） 神林（2016b）44頁，神林（2018）9頁。



くる。定義は設問，用語は解答に相当することから，一問一答形式での学習対策が有効

であると考えられる。

論述形式は，文章を書くものであるため，解答プロセスの難度は高い。しかし，対象

となる用語の集中度が高いため，出題テーマを絞った集中的な学習対策が可能である。

ただ，資料の必要性が高いため，全体としては，情報を読み取る読解力に文章で説明す

る表現力が必要となってくる。これは，情報のインプット（読解力）とアウトプット

（表現力）を合わせた「情報処理能力」に相当するといえよう。

このように，解答形式を組み合わせることによって，受験者の学力を複数の観点から

把握することができると考えられる。

� 調整要素

対象テーマ，出題形式，解答形式の3つがそろえば，最低限の設問を作成することが

できる。たとえば，「問：日本列島は何という造山帯に属しているか？」→「答：環太平

洋造山帯」のような設問である。入試問題では，このような一問一答形式の知識を覚え

ているだけで正答を導くことができるものも数多く存在する。だが，実際の入試では，

情報処理能力（情報を読み取る力）や表現力（情報をまとめる力）といった受験者の能

力を多角的に考査するために，解答形式の他に，次の2つの要素を加えて設問の難易度

について調整をはかることが多い。

①資料…グラフや表などの統計数値，写真やイラストなどの画像イメージ，関係性を

抽象化した模式図，空間軸と時間軸を表現した地図や年表，文書や文章などの文字情報

などを組み合わせることで設問の難易度を調整することができる。

②数量や質の工夫…選択肢の数を増減させるほかにも，正答以外の選択肢の内容につ

いて難易度を調整することで，情報処理力に関する設問の難易度を調整することができ

る。また，設問の文字数や資料の分量を単純に増やすだけでも，情報を読み取る上での

難度を上げることができる。

先にあげた環太平洋造山帯に関する設問を例にとれば，資料として，火山の分布を記

した世界地図を示すことが考えられる。また，ロッキー山脈やアンデス山脈（これらは

同じ環太平洋造山帯である）などをあげることで設問の難度を下げることもできるし，

アルプス山脈やヒマラヤ山脈（これらは別の造山帯である）なども同じ地図中に記すこ

とで難度を上げることも可能になる。

もともと試験には，受験者を得点で順位付けするという目的がある。このため，設問

についても基礎から応用まで段階的に構成していく必要がでてくる。

出題者は以上のことを考慮に入れて，①知識の理解度，②情報処理能力，③表現（ア

ウトプット）の能力を問う設問を作成していく。
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1�2．解答プロセスと解答者

以上は出題者側の意図・条件である。出題者側が，解答者の能力を多面的に考査する

ことを目的としているのに対し，解答者の目的は，得点を最大化することの一点にのみ

絞られている。試験問題は単純化すれば，「問」と「答」の間の結びつきであるが，解

答者は実際には，①設問意図の読み取り，②知識の取り出し，③解答の完成という3つ

のプロセスを経て答案を作成していく。

� 設問意図の読み取り

解答者はまず，問題用紙にあたり，設問の意図を読み取るとともに，地理・歴史・公

民の各分野と対象テーマも読み取る。また，資料がある場合は，その資料の中にある情

報を読み取る。このプロセスでは，情報を処理する能力が問われる。

� 知識の取り出し

続いて，設問意図と資料内容を，キーワードに代表される関連する知識と結びつけて，

答を取り出す。ここでは，主に知識量が問われる。

� 解答を書く

最後に，出題形式と解答形式に合わせて，解答用紙に答を書く。ここでは，選択肢を

比較する情報処理能力の他に，正確な漢字や適切な文章を書く表現力も問われてくる。

また，ケアレスミスをさける注意力も必要となる。

社会科は一般的に「暗記科目」として位置づけられることが多いが，それは上記の�

知識の取り出しに重点を置く設問が多いことによる。このタイプの設問は，解答プロセ

スについて，ある程度パターン化されているため，過去問演習を通して「問」と「答」

を結びつける反射的な学習が得点の向上に効果的であるとされている。

なお，近年の入試ではこのタイプよりも，資料を用いて�の設問意図の読み取りプロ

セスを複雑なものにするほかに，�の出題形式を複雑化させることで，記憶力よりも読

解力や表現力といった情報処理能力を問うものの割合が高くなってきている。

2．都道府県別の傾向

以上の考えを念頭に入れて，実際の社会科の入試問題について設問構成をみておこう。

表2は，2017年の社会科の出題状況について，都道府県別の状況をまとめたものであ

る。設問数は，全国平均では37問である。最も多く出題されたのは沖縄県の50問，最

高校入試の社会科の解答プロセス
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表2 都道府県別の設問構成と各種指標

設問数
設問構成 中学校

生徒数

高等学校数 中学校生徒
1,000人当たり

生産年
齢人口
比率

大 学

進学率
選択 記述 論述 その他 合計 私立 私立比高校数私立高校数

1 北海道 45 40％ 44％ 7％ 9％ 131,051 283 51 18％ 2.16 0.39 58％ 44％

2 青森県 46 39％ 43％ 15％ 2％ 33,921 78 17 22％ 2.30 0.50 57％ 45％

3 岩手県 32 63％ 13％ 22％ 3％ 33,023 80 13 16％ 2.42 0.39 57％ 44％

4 宮城県 30 50％ 33％ 17％ 0％ 61,189 95 18 19％ 1.55 0.29 61％ 49％

5 秋田県 38 50％ 24％ 26％ 0％ 23,894 55 5 9％ 2.30 0.21 54％ 45％

6 山形県 44 45％ 30％ 20％ 5％ 29,572 62 15 24％ 2.10 0.51 56％ 45％

7 福島県 42 48％ 26％ 21％ 5％ 51,460 111 18 16％ 2.16 0.35 58％ 46％

8 茨城県 44 61％ 30％ 9％ 0％ 78,906 120 24 20％ 1.52 0.30 59％ 51％

9 栃木県 43 51％ 37％ 12％ 0％ 53,888 75 14 19％ 1.39 0.26 60％ 52％

10群馬県 36 33％ 22％ 36％ 8％ 54,421 81 13 16％ 1.49 0.24 59％ 52％

11埼玉県 35 51％ 23％ 20％ 6％ 190,182 196 48 24％ 1.03 0.25 62％ 58％

12千葉県 33 64％ 24％ 9％ 3％ 161,500 183 54 30％ 1.13 0.33 61％ 56％

13東京都 20 85％ 0％ 10％ 5％ 304,199 429 237 55％ 1.41 0.78 66％ 66％

14神奈川県 31 87％ 3％ 10％ 0％ 229,641 235 78 33％ 1.02 0.34 63％ 61％

15新潟県 38 63％ 21％ 16％ 0％ 56,940 103 16 16％ 1.81 0.28 57％ 45％

16富山県 39 51％ 33％ 15％ 0％ 28,534 53 10 19％ 1.86 0.35 57％ 52％

17石川県 35 34％ 34％ 26％ 6％ 31,422 56 10 18％ 1.78 0.32 59％ 54％

18福井県 47 43％ 40％ 15％ 2％ 21,773 35 7 20％ 1.61 0.32 57％ 56％

19山梨県 49 39％ 37％ 20％ 4％ 22,633 42 11 26％ 1.86 0.49 58％ 57％

20長野県 38 53％ 21％ 18％ 8％ 58,490 99 16 16％ 1.69 0.27 56％ 48％

21岐阜県 38 50％ 42％ 8％ 0％ 57,976 81 15 19％ 1.40 0.26 58％ 56％

22静岡県 37 38％ 30％ 32％ 0％ 101,903 138 43 31％ 1.35 0.42 58％ 53％

23愛知県 19 89％ 11％ 0％ 0％ 210,948 222 55 25％ 1.05 0.26 62％ 58％

24三重県 34 53％ 21％ 21％ 6％ 50,428 72 13 18％ 1.43 0.26 58％ 51％

25滋賀県 22 36％ 27％ 36％ 0％ 42,021 60 10 17％ 1.43 0.24 61％ 56％

26京都府 30 83％ 10％ 0％ 7％ 67,723 106 40 38％ 1.57 0.59 60％ 66％

27大阪府 38 66％ 29％ 3％ 3％ 232,262 258 96 37％ 1.11 0.41 61％ 60％

28兵庫県 39 79％ 21％ 0％ 0％ 149,600 207 52 25％ 1.38 0.35 59％ 61％

29奈良県 29 45％ 28％ 28％ 0％ 37,756 53 16 30％ 1.40 0.42 58％ 59％

30和歌山県 38 37％ 50％ 13％ 0％ 25,375 48 9 19％ 1.89 0.35 56％ 49％

31鳥取県 34 68％ 24％ 6％ 3％ 15,540 32 8 25％ 2.06 0.51 56％ 42％

32島根県 37 59％ 16％ 22％ 3％ 18,246 47 10 21％ 2.58 0.55 54％ 46％

33岡山県 33 48％ 30％ 15％ 6％ 52,682 86 23 27％ 1.63 0.44 58％ 51％

34広島県 22 14％ 9％ 73％ 5％ 76,520 130 36 28％ 1.70 0.47 58％ 61％

35山口県 39 44％ 41％ 8％ 8％ 35,488 80 20 25％ 2.25 0.56 55％ 43％

36徳島県 35 46％ 29％ 20％ 6％ 19,240 38 3 8％ 1.98 0.16 56％ 53％

37香川県 45 53％ 20％ 20％ 7％ 27,215 40 10 25％ 1.47 0.37 56％ 52％

38愛媛県 37 49％ 27％ 11％ 14％ 34,951 66 12 18％ 1.89 0.34 56％ 53％

39高知県 29 62％ 21％ 17％ 0％ 17,929 46 9 20％ 2.57 0.50 54％ 47％

40福岡県 35 57％ 9％ 31％ 3％ 136,806 165 60 36％ 1.21 0.44 60％ 54％

41佐賀県 41 46％ 34％ 20％ 0％ 23,850 45 9 20％ 1.89 0.38 57％ 44％

42長崎県 44 50％ 36％ 14％ 0％ 37,339 79 22 28％ 2.12 0.59 56％ 44％

43熊本県 46 41％ 33％ 13％ 13％ 49,229 76 21 28％ 1.54 0.43 57％ 47％

44大分県 46 48％ 30％ 22％ 0％ 29,958 55 14 25％ 1.84 0.47 56％ 47％

45宮崎県 33 39％ 21％ 30％ 9％ 30,839 53 15 28％ 1.72 0.49 55％ 45％

46鹿児島県 42 31％ 31％ 29％ 10％ 46,119 89 21 24％ 1.93 0.46 56％ 43％

47沖縄県 50 74％ 18％ 8％ 0％ 48,752 64 4 6％ 1.31 0.08 62％ 40％

合 計 1,737 52％ 28％ 17％ 4％ 3,333,3344,9071,321 27％ 1.47 0.40 60％ 55％

（出典） 平成29年度学校基本調査。生産年齢人口比は総務省統計局人口推計（平成29年10月1日現在）よ

り計算。

（注） 大学進学率には大学・短期大学の通信教育部への進学者を含む



も少ないのは愛知県の19問であり，中央値は38問となっている。解答形式別の出題割

合の平均値をみると，選択形式52％，記述形式26％，論述形式18％，その他4％となっ

ており，中央値は選択形式50％，記述形式27％，論述形式17％，その他3％となって

いる。ただ，選択形式は14～89％，記述形式は0～50％，論述形式は0～73％というよ

うにばらつきは大きい。

47の都道府県を対象として，設問数と各出題形式の割合について相関をみると，選

択形式との相関係数がマイナス0.24，記述形式が0.59，論述形式がマイナス0.23となっ

ており，設問数が多いほど記述形式の占める割合が高くなる傾向が読み取れる（5）。

前節では，解答形式ごとに問われる力として，選択形式の「総合的な力」，記述形式

の「基礎的な力」，論述形式の「情報処理能力」を示した。3つの解答形式のうち，記

述形式が基礎的な知識を問うものであることから，ここでは記述形式が設問に占める割

合を「基礎力重視指数」として，いくつかの学習環境を表す指標と比較して分析をおこ

なっていく。なお，東京都の基礎力重視指数はゼロとなるため，全体的な分析からは除

外している。

指標としては，以下の8つを用いた。

・中学校の生徒数

・高等学校数

・高等学校の生徒数

・中学生1,000人当たりの高等学校数

・高等学校数に対する私立高等学校数の割合

・中学生徒数に対する私立中学生徒数の割合

・生産年齢人口比率

・大学進学率

「基礎力重視指数」（記述形式の割合）と中学校の生徒数との相関係数はマイナス

0.36，高等学校生徒数との相関係数はマイナス0.35となっており，弱い負の相関がみう

けられる。ここから，人口規模が大きい地域ほど基礎力よりも応用力を問う設問が出題

される傾向があるといえよう。これに対して，基礎力重視指数と高等学校数および中学

生1,000人当たり高等学校数との間には統計的な有意差は認められなかった。

基礎力重視指数と私立高等学校数の割合との間に統計的な有意差は認められなかった

が，基礎力重視指数と私立中学生徒数の割合との相関係数はマイナス0.30となり，弱

い負の相関がみうけられる。私立中学校への進学が盛んな地域では，基礎力よりも応用

力を問う設問が出題される傾向があるといえよう。

生徒数が多く，私立中学への進学が盛んな地域は，一般的に受験機会が多い都市化が

進んでいる地域であると考えられる。このことは，基礎力重視指数と生産年齢人口比率

高校入試の社会科の解答プロセス
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との相関係数がマイナス0.30，大学進学率との相関係数がマイナス0.30となっている

ことからも傾向としては指摘できる。

以上をまとめると，都市化の進んでいる地域ほど，記述形式の設問の割合は低く，基

礎力よりも応用力を問う選択形式や論述形式の設問が出題される傾向があるといえよう。

3．社会科入試問題の構造分析

次に，実際の過去問をとりあげ，設問の難易度と解答プロセスを分析していく。対象

としては，2013年から2018年におこなわれた東京都の公立高校の入試問題をとりあげ

る。東京都を対象とした理由は，①近年の設問構成がほぼ同じであること，②受験者数

が多いこと，③正答率などの統計が充実していることがあげられる。

3�1．全体的な出題傾向

東京都の公立高校の社会科入試問題は，近年は6つの大問，20の小問で構成されて

いる。大問は，総合問題が2問，世界地理，日本地理，歴史，公民がそれぞれ1問で構

成されているが，各分野の大問で他の分野の設問が出題される場合もある。なお，小問

20問という構成は，全都道府県の中では愛知県の19問に次いで少ない。

総合問題は小問単位でみると，地理・歴史・公民の各分野から構成されているが，明

確に分野を分類できないものも1問程度出題されている。また，大問がすべて同じ分野

から出題されている訳ではなく，他の分野からの出題も混在している。よって，小問単

位で集計し直すと，地理から 7～11問（小問 20問中 35～55％），歴史から 5～6問

（25～30％），公民から4～8問（20～40％），分野を分類できないその他（総合問題）が

0～1問（0～5％）出題されている（表3）。一般的には，地理・歴史・公民の出題割合

はそれぞれ3分の1となることが多いが，東京都は地理4割，歴史3割，公民3割となっ

ており，地理からの出題が比較的多いことが特徴となっている。

解答形式別にみると，選択形式が14～18問（全体の70～90％），記述形式が0～2問
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表3 教科別の出題数構成

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 計

地 理 8（ 40％） 8（ 40％） 7（ 35％） 8（ 40％） 9（ 45％） 11（ 55％） 51（ 43％）

歴 史 6（ 30％） 5（ 25％） 5（ 25％） 6（ 30％） 5（ 25％） 5（ 25％） 32（ 27％）

公 民 5（ 25％） 6（ 30％） 8（ 40％） 5（ 25％） 5（ 25％） 4（ 20％） 33（ 28％）

その他 1（ 5％） 1（ 5％） 1（ 5％） 1（ 5％） 4（ 3％）

合 計 20（100％） 20（100％） 20（100％） 20（100％） 20（100％） 20（100％）120（100％）

（注）「その他」は，総合問題の中で，地理・歴史・公民のどれにも分類できないものである。



（0～10％），論述形式が2～4問（10～20％）程度となっている（表4）。他の道府県と

比べると，記述形式の割合が低いことが特徴となっており，2017年以降は記述形式か

らの出題がおこなわれなくなっている。なお，最新の2018年の試験で記述問題が出題

されなかったのは東京都のみである。

2013年から2018年の6年間で出題された120問の構成をみると（表5），地理分野で

は，世界地理28問（全120問中23％），日本地理23問（19％），歴史分野では，前近

代20問（17％），近現代11問（9％），通史1問（1％）（6），公民分野では，現代社会3

問（3％），政治15問（13％），経済12問（10％），国際関係3問（3％），その他の総合

問題4問（3％）となっている。各分野を2分して，合計6つに分けて集計すると，世

界地理23％，日本地理19％，前近代17％，近現代9％，政治・国際関係15％，経済・

現代社会13％となっている。一般的には，これらはそれぞれ6分の1（17％前後）の割

合で出題されるが，東京都に関しては，世界地理の割合が高く，歴史の近現代と公民の

経済・現代社会の割合が低くなっているのが特徴である。

各分野について頻出テーマをみる。地理で出題された51問について出題頻度が高い

ものをみると，世界地理では，⑥資料・総合問題が13問（地理の25％），③産業が8

問（16％）出題されており，日本地理では，③産業が8問（地理の16％），⑤地図が7

問（14％）となっている。

歴史で出題された32問について時代区分別にみると，近世（8問/歴史の25％）と

近代（5問/16％）から多く出題されている。

公民で出題された33問についてみると，経済から15問（33問中45％），政治から12

問（36％）が出題されている。なお，政治を6つのサブカテゴリーに分けてみると，基

本的人権から5問（公民の15％）が出題されている。

このように，比較的出題されやすいテーマはあるというものの，全体で20問という

少ない設問数では，範囲を絞り込んだ学習（いわゆる「ヤマ」を張ること）をおこなっ

たとしても高得点をあげることは不可能である。全体的にバランスのよい学習が必要と

なってくる。

高校入試の社会科の解答プロセス
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表4 解答形式別の出題数構成

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 計

1．選 択 14（ 70％）14（ 70％）15（ 75％）16（ 80％）17（ 85％）18（ 90％） 94（ 78％）

2．記 述 2（ 10％） 2（ 10％） 1（ 5％） 1（ 5％） 6（ 5％）

3．論 述 4（ 20％） 4（ 20％） 4（ 20％） 3（ 15％） 2（ 10％） 2（ 10％） 19（ 16％）

4．その他 1（ 5％） 1（ 1％）

合 計 20（100％）20（100％）20（100％）20（100％）20（100％）20（100％）120（100％）

（注）「4．その他」では，地図に移動経路を示す設問が出題されている。



3�2．解答形式別の傾向

表6は全体の設問構成を解答形式ごとに集計したものである。解答形式別の内訳は，

選択形式が94問（全120問中78％），記述形式が6問（5％），論述形式が19問（16％），

その他（作図の問題）が1問（1％）となっている。全都道府県平均では，選択形式が
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表5 設問構成

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 計

地理 世界地理 ①基本情報 1 1 2

②自然と気候 1 1 1 1 1 5

③産 業 3 1 2 1 1 8

④諸問題 0

⑤他国との関係 0

⑥資料・総合問題 1 1 1 3 2 5 13

日本地理 ①基本情報 0

②自然と気候 2 1 3

③産 業 1 2 2 2 1 8

④諸問題 0

⑤地 図 1 1 1 1 1 2 7

⑥資料・総合問題 1 2 1 1 5

歴史 前近代 古 代 1 1

中 世 1 1 1 1 4

近 世 2 2 2 1 1 8

古 代（世界史） 1 1

前近代の通史 1 1 1 1 1 1 6

近現代 近 代 1 1 2 1 5

現 代 1 1 2

近現代の通史 1 1 1 1 4

通 史 1 1

現代社会 1 1 1 3

公民 政 治 基本的人権 1 1 1 1 1 5

民主政治 1 1

国 会 1 1 2

内 閣 0

裁判所 1 1 2

地方自治 4 1 5

経 済 2 2 2 2 3 1 12

国際関係 1 1 1 3

総 合 1 1 1 1 4

合 計 20 20 20 20 20 20 120



52％，記述形式が28％，論述形式が17％，その他が4％となっており，東京都では記

述形式の割合が非常に低いことが特徴となっている。なお，記述形式で出題された用語

はすべて公民からの出題である。

分野別にみると，地理は選択形式が86％，論述形式が12％，その他の作図が2％，

歴史は選択形式が88％，論述形式が13％，公民は選択形式が64％，記述形式が18％，

論述形式が18％となっている。2017年以降，記述形式は出題されておらず，2017年で，

地理9問中7問，歴史と公民のそれぞれ5問すべてが選択形式の設問であり，2018年

は，地理11問中9問，歴史5問と公民4問のすべてが選択形式の設問となっている。

このように，東京都の社会科入試は，選択形式が中心である。しかしこれは，必ずし

も正解しやすいというわけではない。

3�3．正答率にみる設問の難易度

確かに選択形式は，解答を示すこと自体は容易である。だがそれは，実際に得点し易

いということではない。一般的に基礎知識が最も問われるのは，その知識を知っている

か否かで得点の可否がほぼ決まる記述形式の設問である。これに対して，選択形式は基

礎知識に加えて，資料などの情報を読み取る必要がある。

この点について，東京都教育委員会発表の都立高等学校入学者選抜学力検査の結果か

ら，正答率と比較して検証していく（表7）。

2013年から2017年におこなわれた社会科入試の正答率について，その平均値をみる

高校入試の社会科の解答プロセス
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表6 解答形式別の構成

1．選択 2．記述 3．論述 4．その他 計

地 理 44（ 86％） 6（ 12％） 1（ 2％） 51（100％）

世界地理 26（ 93％） 2（ 7％） 28（100％）

日本地理 18（ 78％） 4（ 17％） 1（ 4％） 23（100％）

歴 史 28（ 88％） 4（ 13％） 32（100％）

前近代 17（ 85％） 3（ 15％） 20（100％）

近現代 10（ 91％） 1（ 9％） 11（100％）

通 史 1（100％） 1（100％）

公 民 21（ 64％） 6（ 18％） 6（ 18％） 33（100％）

現代社会 1（ 33％） 2（ 67％） 3（100％）

政 治 10（ 67％） 4（ 27％） 1（ 7％） 15（100％）

経 済 9（ 75％） 2（ 17％） 1（ 8％） 12（100％）

国際関係 1（ 33％） 2（ 67％） 3（100％）

その他 1（ 25％） 3（ 75％） 4（100％）

合 計 94（ 78％） 6（ 5％） 19（ 16％） 1（ 1％） 120（100％）



と，選択形式は55.3％，記述形式は57.5％，論述形式は67.6％となっている。中央値に

ついてみると，選択形式は52.8％，記述形式は70.4％，論述形式は68.3％となっており，

記述形式や論述形式に比べて，選択形式の正答率が低くなっていることがわかる。この

ことから，解答し易い選択形式がかならずしも正解しやすいというわけではないことが

わかる。

3�4．資料の利用

試験問題では資料を用いて，「情報を処理する能力」を読み取るプロセスを加えるこ

とで，設問に多様性を持たすことが可能となる。

設問における資料の位置づけは，まず，資料の有無で2つにわけられる。さらに，資

料が提示されている場合は，資料の内容の読み取りが必要なものと，解答形式上で必要

なものにわけることができる。よって，設問は以下の3つに分類した（7）。

①資料の読み取りが必要な設問

②解答形式上で資料が必要な設問

③資料のない設問

資料のあるものについて，①と②を区別するにあたっては，次の基準にもとづく。

例えば，地理の設問では地図が，歴史の設問では年表が示されることが多い。地理で

出題される地名と地図上の位置や，歴史で出題される出来事と年代（年号）は，それを

知っているか否かで得点の可否が決まる。このような場合は②の「解答上必要な資料」

として分類した。これに対して，地図や年表から情報を読み取り，選択形式や論述形式

の設問で解答するものは①の「読み取りが必要な資料」として分類した（8）。

表8は，資料の位置づけから出題状況をまとめたものである。出題された120問の内

訳は，資料のある設問が99問（120問中83％），資料のない設問が21問（18％）となっ

ている。資料のある設問のうち，資料の読み取りが必要な設問が80問（67％），解答上

で資料が必要な設問が19問（16％）となっている。
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表7 正答率

設問数
正 答 率

平均値 最小値 最大値 中央値

1．選 択 76 55.3％ 17.5％ 91.0％ 52.8％

2．記 述 6 57.5％ 12.8％ 79.0％ 70.4％

3．論 述 17 67.6％ 45.9％ 84.7％ 68.3％

合 計 99 57.5％ 12.8％ 91.0％ 58.0％

（注） 2018年の正答率は論文執筆時には公開されていなかったため，2013～2017年の数値を対象としてい

る。また，1問のみ出題された作画の設問も除外している。



資料の有無について解答形式別にみると，資料が出題された設問は，選択形式が94

問中76問（81％），記述形式が6問中3問（50％），論述形式が19問中19問（100％）

となっている。論述形式は全問，選択形式は8割が資料問題であるが，記述形式は資料

問題としての位置づけが低いことがわかる。

なお，資料の必要度についてみると，記述形式と論述形式で資料が出題された場合は，

全問ともに，その資料の内容を読み取ることが必要となっている。これに対して，選択

形式では，資料の読み取りが必要なものは75％（76問中57問）あり，残りの25％（19

問）は，解答を示す形式上で必要なものであった。

表9は，2013～2017年の設問について正答率の平均値と中央値をとったものである。

選択形式と論述形式を比較すると，論述問題の正答率が高いことがわかる。

記述形式の設問については，正答率の平均値と中央値に大きな開きがある。2013～

2017年の入試では記述形式の設問は以下の6問が出題された。これらの記述形式の設

問について正答率をみると，「デフレーション」（正答率79.0％），「裁判員（制度）」

（78.4％），「生存権」（76.9％），「三審制」（63.8％）の 4つに比べて，「両院協議会」

（34.0％）と「消費者庁」（12.8％）の2つは明らかに低くなっている。前者の4問は，

出典とした過去問集でも「よく出る」頻出テーマとして示されている。これら比べると

「両院協議会」の重要性は劣る（これがもし，両院協議会について，「衆議院」と「参議

院」を記述する設問であったならば，正答率は高くなるであろう）。また，「消費者庁」

高校入試の社会科の解答プロセス
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表8 資料の分類

資料あり 資料なし 合 計読み取り 解答上必要

1．選 択 76（ 81％） 57（ 61％） 19（ 20％） 18（ 19％） 94（100％）

2．記 述 3（ 50％） 3（ 50％） 3（ 50％） 6（100％）

3．論 述 19（100％） 19（100％） 19（100％）

4．その他 1（100％） 1（100％） 1（100％）

合 計 99（ 83％） 80（ 67％） 19（ 16％） 21（ 18％） 120（100％）

表9 資料の分類別にみた正答率

設問数 資料あり 資料なし 合 計読み取り 解答上

1．選択 76 55.2％（52.6％）55.6％（52.6％）54.3％（52.4％）55.4％（55.3％）55.3％（55.3％）

2．記述 6 56.0％（76.9％）56.0％（76.9％） 58.9％（63.8％）57.5％（57.5％）

3．論述 17 67.6％（68.3％）67.6％（68.3％） 67.6％（67.6％）

合 計 99 57.9％（59.9％）58.9％（62.8％）54.3％（52.4％）56.0％（56.7％）57.5％（57.5％）

（注）（ ）内は中央値。2013～2017年の数値を対象としており，4．その他（作図）の1問は除外している。



（2009年設置）は，この用語自体に馴染みがないことに加えて，セットで出題された選

択問題とあわせて完答する必要があるため，正答率は極めて低くなっている。この2つ

を除いた4問について正答率をみると，平均値は74.5％，中央値は77.7％となり，正答

率の高い論述形式（平均値67.6％，中央値68.3％）よりもさらに高い正答率となる。

4．新傾向の設問に関する考察

続いて，特定の設問を取り上げる評価検討型の分析をおこなう。ここでは，今後の入

試問題の方向性を考察するために，過去問の中から新しい傾向と位置づけられている設

問の構造を分析していきたい。

4�1．「新傾向」の設問 現行の「新傾向」

今回出典として利用した旺文社『全国高校入試問題正解 社会』シリーズでは，編集

者が各設問について以下の評価付けをおこなっている（旺文社（2017）『2018年受験用

全国高校入試問題正解 社会』「この本の特長と効果的な使い方」しくみと特長より）。

・「よく出る」…よく出題される重要な問題

・「新傾向」……新しいタイプの問題

・「思考力」……思考力を問う問題（2016年より表記）

・「やや難」……やや難しい問題

・「難」…………特に難しい問題

基本的かつ頻出テーマをあつかったものは「よく出る」の単独表記が一般的であるが，

「新傾向」と「思考力」と「やや難」（もしくは「難」）は，複数表記される場合もある。

これらの表記が示されたものうち，本論文ではとくに「新傾向」の設問についてその特

徴をみていきたい。旺文社の『全国高校入試問題正解』シリーズは，1950年発行の

『全国新制高校入試問題正解』以来のデータの蓄積と設問分析のノウハウがあると考え

られる。評価付けのうち，「よく出る」のような出題頻度や，「やや難」および「難」と

いった難易度に関するものは，前者は統計的な分析，後者は各教育委員会発表の正答率

などをみることによって検証が可能である。これに対して「新傾向」については，明確

な基準は存在せず，その判断は概ね分析者の経験に委ねられると考えられる。このため，

その構成と内容について考察を加えることには意義があるといえよう。

表10は，2013～2017年の5年間におこなわれた東京都の設問について，旺文社の表

記をもとに分類したものである。全100問中のうち，頻出テーマの「よく出る」に該当

する設問が22問，「新傾向」が9問，とくに表記がないものが69問となっている。解答

形式別にみると，選択形式では76問中，「よく出る」が18問，「新傾向」が2問，とくに
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表記がないものが56問となっており，記述形式では6問中「よく出る」が4問，表記

なしが2問，論述形式では17問中，「新傾向」が7問，表記なしが10問となっている。

評価ごとの正答率の平均値をみると，「よく出る」は64.0％（中央値65.8％，カッコ

内以下同じ），「新傾向」は67.3％（70.3％），表記なしは54.1％（52.9％）となっており，

頻出テーマよりも新傾向のほうが正答率は高くなっていることが読み取れる。なお，こ

れらの表記のない設問は，正答率が最も低くなっている。

入試対策を取り扱う参考書や学習産業の指導などでは，一般的に頻出テーマや新傾向

に重点が置かれる。これは，比較的正答率の高い設問の失点を防ぐことを目的としてい

るといえよう。ただ，これらの設問は全体の30％程度に過ぎない。残り70％の一般的

な設問（ここでは表記なしに該当する）でいかに得点を上げるかが社会科の総得点を上

げるためには重要となってくることがわかる。

4�2．論述形式の設問にみる「新傾向」

ここでは，「新傾向」の設問の大半をしめる論述形式についてみていきたい。2013～

2017年に出題された論述形式の設問17問のうち，「新傾向」の設問は7問，それ以外

の従来型の設問は10問出題されている。正答率の平均値は，「新傾向」が69.0％（中央

値71.1％），従来型が66.5％（中央値65.8％）となっており，従来型の設問より，「新傾

向」の設問のほうが正答しやすくなっていることが読み取れる。ただ，近年では設問全

体の10％程度の出題頻度（20問中2問）に過ぎない論述形式の設問について，正答率

が69％か67％かを議論することに大きな意味があるとは考えられない。むしろここで

は，どの分野から出題されているかに注目したい。従来型の論述形式の設問では，全10

問中，地理2問，歴史1問，公民6問，総合問題1問となっている。論述形式の設問と

しては，①定義を説明するもの，②原因・理由を説明するもの，③情報を読み取るもの

の3通りにわけられる。東京都の設問は，③の情報を読み取るものが大半である。一般

的に情報の読み取りは，グラフや表の読み取りが中心となるため，現在の事象を取り扱

う公民の割合が高くなる。これは従来型の設問の出題状況からも読み取れる。

高校入試の社会科の解答プロセス
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表10 設問の評価

設問数
解 答 形 式 正 答 率

選択 記述 論述 その他 平均値 中央値 最小値 最大値

「よく出る」 22 18 4 64.0％ 65.8％ 39.1％ 83.8％

「新傾向」 9 2 7 67.3％ 70.3％ 48.0％ 81.4％

表記なし 69 56 2 10 1 54.1％ 52.9％ 12.8％ 91.0％

合 計 100 76 6 17 1 57.5％ 57.9％ 12.8％ 91.0％



これに対して，「新傾向」では，全7問中，地理が2問，歴史が3問，総合問題が2

問となっており，公民からは出題されていない。設問が「新傾向」か従来型かの判断は，

この分析では，入試後の視点でおこなっている。入試前の設問作成者の視点からみると，

新しいタイプの設問を作成する場合，公民や総合問題ではできることは一通りやり尽く

してしまったため，地理や歴史という別分野に重点を置くようになったのではないかと

考えられる。

表11は，「新傾向」の論述形式の設問について，正答率の高いものから並べたもので

ある。この中から，正答率の最も高い設問と，最も低い設問を取り上げ，その内容を分

析していきたい。
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表11 論述形式の設問（新傾向）

正答率 分野 問の内容 解答例
資料

の数
資料詳細 年度

181.4％ 総合 フィルムカメラ

にかわってデジ

タルカメラが普

及した様子，機

能の違いに着目

して述べよ。

デジタルカメラは，フィルム

カメラと比較して，短期間で

急速に出荷台数を伸ばしてお

り，利便性の高さで，新しい

技術が古い技術にとって代わっ

た。

2（グラフ）デジタルカメラとフィル

ムカメラの出荷台数の推移（1970�
2010）

（表）それぞれのカメラの機能の比

較

2013年

279.4％ 歴史 関東大震災の前

と後の土地区画

の変化が求めら

れた理由。

将来の自動車の増加や地震・

火災への備えに対応するため，

区画整理によって大公園や幅

の広い道路が造られた。

2（地図）関東大震災前と後の土地区

画

（文章）復興計画の考えをまとめた

もの

2013年

373.9％ 総合 世界遺産登録に

おける課題につ

いて簡単に述べ

よ。

世界遺産登録には，地域的な

不均衡と文化遺産への偏りが

見られるため，世界各地の多

様な遺産の登録を進めること

が求められる。

3（グラフ）各州の世界遺産登録総数，

1国あたりの登録数の平均値

（グラフ）世界遺産の種別割合

（文章）ユネスコ世界遺産委員会の

指針

2014年

471.1％ 歴史 玉川上水とその

分水がつくられ

た理由。

参勤交代をきっかけとした人

口の増加に伴う水需要の拡大

や，武蔵野台地の新田開発の

ための水が必要とされたから。

2（地図）江戸の上水・用水・分水の

略地図

（文章）説明

（年表）上水・用水・分水の出来事

2014年

568.3％ 地理 A村のガソリン

スタンドに関わ

る取り組みを行っ

た理由を，地形

と 65歳以上人

口の割合に着目

して述べよ。

高齢者の割合が増加している

A村は，山間部にあるため，

唯一のガソリンスタンドが廃

業すると，高齢者などが村外

のガソリンスタンドへ行くの

に遠くて大変になるから。

3（文章）廃業を検討していたガソリ

ンスタンドの事業者に対して存続

を要請し，燃料は村内にあるガソ

リンスタンドで積極的に購入する

ように住民に呼びかけた。

（表）ガソリンスタンド数，65歳

以上の人口の割合（2000/2015）

（地図）地形図

2017年

660.9％ 地理 国土交通省「空

港の設置及び管

理に関する基本

方針」を定めた

理由を資料から

読み取る。

国際貨物の取り扱いで，中華

人民共和国や大韓民国に迫ら

れ，シンガポールを含むこれ

らの国々で国際空港の整備が

進んでいるから。

3（文章）国際競争力を高め世界を結

ぶ玄関口としての地位を確保する

ために，国際空港の整備を進める

ことの必要性。

（グラフ）日本・中華人民共和国・

大韓民国・シンガポールの国際貨

物取り扱い量の変化（1999�2008）

（年表）主要国際空港に関する主な

出来事

2013年

748.0％ 歴史 馬借の役割を資

料から読み取る。

主に琵琶湖の水上路を利用し

て，日本海側の地域から大津

と坂本まで運ばれた物資を，

馬で京都まで輸送すること。

3（地図）琵琶湖周辺の交通路

（文章）京都に運ばれた主な物資と

その生産地

（文章）説明文

2016年



設問1は，正答率81.4％の，最も「解き易い」設問である。

�解答例】

「デジタルカメラは，フィルムカメラと比較して，短期間で急速に出荷台数を伸ば

しており，利便性の高さで，新しい技術が古い技術にとって代わった。」

解答プロセスとして，まず資料Ⅰのグラフからは，「フィルムカメラの出荷台数が激

減し，デジタルカメラの出荷台数が急増している」ことを読み取る。続いて，資料Ⅱか

ら，「デジタルカメラが便利である」ことを読み取り，あとはデジタルカメラの急増理

由を説明すればよい。この設問は確かに資料の読み取り問題ではあるが，その内容は日

常生活の感覚に属するものであるため，正答を示すのは容易である。

高校入試の社会科の解答プロセス
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設問1 � 我が国の産業が今後も国際競争力を高

めていくために，新しい技術を生み出すとと

もに，未来を先取りした新製品の開発が求め

られている。（筆者注）とあるが，次のⅠの

グラフは，我が国の1970年から2010年まで

の，フィルムカメラとデジタルカメラの出荷

台数の推移を示したものである。Ⅱの表は，

フィルムカメラとデジタルカメラの特徴につ

いてまとめたものである。フィルムカメラに

代わってデジタルカメラが普及した様子につ

いて，ⅠとⅡの資料を活用し，機能の違いに

着目して簡単に述べよ。

（（社）カメラ映像機器工業会の資料

より作成）

Ⅰ

Ⅱ

フィルムカメラ デジタルカメラ

（写真省略） （写真省略）

○ 光をフィルムに当てて感光させ，画

像を記録する。

○ 撮影したフィルムは繰り返し使用で

きない。

○ 専門店で現像してから画像を確認す

る。

○ 光をセンサーでとらえ，デジタル情

報に変換して記録する。

○ 記録したメモリーは繰り返し使用で

きる。

○ 撮影時に画像を確認でき，自宅でも

加工・印刷できる。

（東京都2013年 �〔問3〕）

（筆者注） 設問の導入部（「次の文章を読み，あとの各問に答えよ。」に続く文章）として与えられたも

のの一部である。



この設問1に対して，設問2は，正答率48.0％の，最も「解き難い」設問である。

�解答例】

「主に琵琶湖の水上路を利用して，日本海側の地域から大津と坂本まで運ばれた物

資を，馬で京都まで輸送すること。」

この設問は，歴史を対象としている。歴史のキーワードとしては「馬借」があげられ

るが，一般的にはこの用語は，室町時代の陸上の運輸業者として記述形式の設問で取り

上げられることが多い。この設問ではまず，馬借が「陸上」の運輸に携わっていたこと
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設問2 � 室町時代には，物資の輸送を担

（にな）う運送業者や倉庫業者の活動が

盛んになった。（筆者注：設問1に同じ）

とあるが，次のⅠの略地図は，室町時代

の琵琶湖（びわこ）周辺の主な水上路，

主な港，馬借（ばしゃく）の主な所在地，

主な街道，その他の陸路を示したもので

ある。Ⅱの表は，京都に運ばれた主な物

資とその生産地を示したものである。Ⅲ

の文章は，馬借の主な所在地のうち，大

津（おおつ）と坂本（さかもと）の様子

をまとめたものである。Ⅰ～Ⅲの資料を

活用して，大津と坂本で活動した馬借の

役割について，簡単に述べよ。

（「大津市史」などより作成）

Ⅰ

Ⅱ

京都に運ばれた物資とその生産地

米 越前（福井県）・能登（のと）（石川県）

塩 若狭（わかさ）・越前（福井県）

塩干魚 越前（福井県）

（「福井県史」などより作成）

Ⅲ

○ 琵琶湖の水運を利用した交通が発達していた。

○ 京都への大量の物資が集まる港町として賑（にぎ）わった。

（「大津市史」などより作成）

（東京都2016年 �〔問3〕）

（注） 設問1のグラフと設問2の略地図は，東京都教育委員会ホームページ掲載の「都立高等学校入学者選

抜 学力検査問題及び正答表等」より引用。



を基礎知識として理解しておく必要がある。その上で，資料Ⅱから福井県や石川県など

の日本海側の地域から京都に物資を運んだことを読み取り，資料Ⅲからは琵琶湖の水運

と，大津と坂本の港町としての重要性を読み取り，最終的に資料Ⅰから，「日本海側→

（陸路）→琵琶湖→坂本・大津→（陸路）→京都」への物資の流れを読み取っていく必要が

ある。つまりこの設問では，歴史の知識（馬借），地理の知識（福井県と石川県が日本

海側にあること），地図の読み取り，そして，これらを統合した経済と産業の視点の4

点が総合的に問われているのである。

このように，「新傾向」の設問では，出題者側の工夫によって，日常的な感覚を問う

ものから，高度な情報分析能力を問うものまで，多様な問いかけがおこなわれているこ

とがわかる。

お わ り に

本論文では，社会科の入試問題について，まず全都道府県の出題傾向を分析した。設

問数は，全国平均では37問程度であり，解答形式別の出題割合をみると，選択形式52

％，記述形式26％，論述形式18％，その他4％となっている。解答形式のうち，記述

形式が設問に占める割合を「基礎力重視指数」として，いくつかの学習環境を表す指標

と比較したところ，人口規模が大きい地域や，都市化の進んでいる地域ほど，記述形式

の設問の割合が低く，基礎力よりも応用力を問う設問が出題される傾向があることが読

み取れた。

続いて，2013年から2018年におこなわれた東京都の公立高校の入試問題をとりあげ，

小問20問という全国でも少ない設問数で設問を構成していることをあきらかにした。

東京都の設問は，記述形式がほとんどなく，選択形式が8割，論述形式が2割という構

成で，資料の読み取りを中心に多角的な設問を作成していることがわかった。

さらに，論述形式の新傾向の設問を取り上げ，出題者側の工夫によって，日常的な感

覚を問うものから，高度な情報分析能力を問う内容について，その解答プロセスを読み

取った。

このような新傾向の設問は，全体に占める割合は低いため，全体的な得点に対して大

きな影響を与えるわけではない。また，今回の分析であきらかになったように，必ずし

も正答率の低い問題というわけではない。しかしこのタイプの設問は，入試対策では頻

出テーマ以上に注目を集めることも多い。それは，このような新傾向の設問は，今後の

出題傾向に与える影響が無視できないからである。この影響には，「このような設問は

作らない」という判断や，「もっとよいものを作ろう」という出題方針なども含まれよ

う。過去問と出題者との間のこのようなやりとりを経て，数年の後には，新たなスタン

高校入試の社会科の解答プロセス
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ダードとなる可能性を有している。

今回の分析で，①全体的な傾向と②特定の設問の評価を結びつける試みはある程度で

きたと考えられるが，③設問の構造分析については，解答形式と資料の形式について正

答率と結びつけた分析で終始している。今後は，このような出題者側に立った分析の他

に，利用者の視点に立った分析として，実地調査などもおこなっていきたい。

（1） 出版社や学習業者でも統計分析はおこなっていると考えられるが，それを全て公開してし

まうと，利益追求上での優位性が失われてしまう。そのため，参考書やテキストの作成にお

いては，分析したものを対象者層や目的に合わせて編集し，元の情報は公開しないという戦

略をとることになる。

（2） 大正期に中学校（当時）の進学競争は激化し，特に従来型の筆記試験が批判の対象となっ

ていった。1927（昭和2）年に文部省は「中等学校試験制度改正ニ関スル件」とする通牒を

発し，中等学校入試では筆記試験ではなく，内申書や面接などで志願者を考査し，必要な場

合は抽籤を用いて入学者を選抜することを発令した。なお，1930（昭和5）年からは筆記試

験の復活が事実上認められることになった（武石〔2012〕pp.222�224）。

（3） 占領期の1949年4月に文部省は「新制中学校及び高等学校の望ましい姿」（1949年4月

10日：pp.78�79）とする勧告をおこない，高等学校における生徒の選抜について，可及的

すみやかに排除し，選抜が必要な場合であっても筆記試験のみによって選抜されるべきでは

ないと強調した（『教育（GHQ日本占領史第20巻）』p.117）。

（4） この他に，グラフや略地図を描く作図形式と，地図上の距離や時差などを求める計算問題

がある。

（5） 記述形式の出題がない東京都を除外し，46道府県について相関をみると，選択形式との

相関係数はマイナス0.15，記述形式が0.52，論述形式がマイナス0.28となる。

（6） 複数の時代区分にまたがる並べ替え問題など。

（7） 他の道府県の設問では，与えられた資料を用いなくても正答が得られるものが出題されて

いるが，東京都に関してはこのような設問は見受けられなかった。

（8） 複数の設問に完答して正答となる場合は，1つの設問の中に，①資料の読み取りが必要な

設問と②解答形式上で資料が必要な設問が複数用いられることがある。この場合は，より難

度の高い①として設問を分類した。

石木誠一「東京都高校入試問題の検討」（『歴史教育』第3巻第6号 1955）pp.89�91.

上田忠雄「昭和24年度高等学校入学試験問題の批判 社会科 」（奈良女子大学奈良女子高

等師範学校附属中学・附属高等学校教育研究会『中学教育』第2巻第2号 1950）pp.20�

24.

梅津正美「育成を目指す資質・能力に準拠した歴史テスト問題の構成：「良問」の基準」（『社会

科教育』第54巻第11号［通号703］2017）pp.16�19.

神林邦明「高校入試の世界地理にみる地域イメージ 知識としての欧米，関係性のアジア 」

（拓殖大学『国際開発学研究』第11巻第2号 2012）pp.25�39.

神林邦明「高校入試の社会科における記述・論述形式の傾向 地理・歴史・公民の基礎知
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Ⅰ．は じ め に

本稿では，全日本スキー連盟が監修する「日本スキー教程」では外足の荷重軸が強く

なることでプルークターンから基礎パラレルターンへ発展していくとしているが，両脚

が平行になる基礎パラレルターンの原因は，果たして外足荷重が強化されれば可能なの

かについて論じる。日本に大きな影響を及ぼしている「オーストリアスキー教程」と日

本職業スキー教師協会が監修する「スキー＆スノーボードSIA公式メソッド」の指導

展開から，プルークボーゲンが基礎パラレルターンへ発展する過程を比較し，結論とし

て切りかえ局面における重心とスキー板の連動した運動が外足の荷重軸を形成するため，

切りかえ局面の指導展開が必要不可欠であることを主張する。
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切りかえ局面を基礎とした

スキー指導方法について

服 部 英 一

AboutSkiTeachingMethodBasedonCrossover

EiichiHATTORI

要 旨

カービングスキー以前のスキー板はターンしづらかったため，ターンの始め方が複雑で，

ずれやすい板をずれにくくすることで舵とりの調整を行ってきた。今のスキーは簡単にター

ンすることができるようになった分，ターンの前半から内傾角はより深くなり，ターンの後

半に大きな力が加わるようになった。そのため横方向にバランスを取って，ひとつのターン

から次のターンへ向かう切りかえの局面が重要になってきており，この切りかえ局面におけ

る重心とスキー板の連動した運動が，舵とり局面での速度調整を行う上で重要な要素となる

ので，切りかえ局面の指導展開の重要性について論じる。

キーワード：スキー運動技術，技術指導，重心，切りかえ，舵とり



Ⅱ．先行研究の検討

ここでは，日本スキー教程，オーストリアスキー教程，スキー＆スノーボードSIA

公式メソッド，スイススキー教程の理論を取り上げ検討する。検討の視点は，スキー運

動の技術的特性をどのように捉え，それをいかに構造化しているか，そして教材として

の運動構造をいかに構成しているかという2点から検討した。

� 日本スキー教程の理論

カービングスキーが普及する前の日本スキー教程（1994）（1）はオーストリアスキー教

程の影響を色濃く受けていたこともあって，「荷重，角づけ，回旋は，回転に必要な雪

面からの抵抗を求める上で，もっとも基本的な技術要素である。これらの要素は，それ

ぞれ単独に行われるものではなく，スキーヤーがスキーと一体となって行う身体運動に

よるものである。身体運動によるエネルギーは，スキーを通し，荷重として雪面に伝え

られる。回転は，スキーと身体の位置関係を作っていくこと（ポジショニング）と，ス

キーと雪面の間に生じる力の調節（エッジング）による運動といえる。ターンは，ポジ

ショニングとエッジングを左右に連続して交換する運動である。」とし，スキー技術を

荷重，角づけ，回旋がそれぞれ相互に関係しながらバランスを取って滑っていることを

取り上げ，基本技術として直滑降，プルーク，斜滑降，横滑りを，基礎技術としてプルー

クボーゲン，プルークターン，パラレルターンを，応用技術としてストレッチングター

ン，ベンディングターン，ステッピングターンで構成している。しかし二軸理論以降の

日本スキー教程（2014）（2）では，初歩動作の指導の展開では，直滑降からプルークボー

ゲンへと導き，制動のプルークから滑走プルークを最終目標として展開し，基礎パラレ

ルターンへの指導の展開は，プルークボーゲンで滑れるようになったスキーヤーを，A

滑走プルーク，B横滑りの展開，Cシュテム動作からなる3本の矢の指導法により，

速やかに基礎パラレルターンへと導くとしている。ここでは，スキーの運動特性により

3通りに分けられた指導理論に基づき，学習者の個性，指導者の能力，スキーエリアの

特徴，学習日程等に合わせて幅広く指導を展開している。しかしこの日本スキー教程に

は，スキー技術の運動要素が明記されておらず，ターン早期からの外スキーカービング

からの滑走プルーク，両スキー同時エッジング，同時回旋のための横滑りの導入，急斜

面に対応するための早期からの両スキーカービングのためのシュテムターンに終止して

いる。それにパラレルターンへの指導の展開では，ターンの制御としてターン弧，傾き，

リズム，スピードを上げ，斜面への対応では不整地，斜面変化，雪質を，カービングで

は速度推進と速度制御を，レースへの対応では大回転と回転を展開として上げている。

切りかえ局面を基礎としたスキー指導方法について
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これらはすべて現象面からの運動要素の分解でしかなく，スキー運動技術の技術要素と

指導の系統的な展開を提起しているものではない。

筆者（2018：65�67）
（3）は，滑走プルーク，横滑りの展開，シュテム動作の3通りの

指導展開について，滑走プルークからの展開では，外足荷重と角づけを強めるため斜面

条件がかなり限定的になり，回旋運動が大きく制限されてしまう点を，横滑りからの展

開では，横滑りからの回旋運動で落差が抑えられるものの，角づけの方向や大きさの習

熟の困難さがあること，シュテム動作からの展開では本来中急斜面での落差を抑えなが

ら舵とりをするための手段から，早期から外スキーのカービングを求めるものに変質し

ており，斜面状況への適応性にかけている点を指摘している。そして舵とりの前半でズ

レない板を如何にずらしながらターン弧を決めるかが重要で，舵とりの前半で横滑りを

コントロールすることで落差や孤の大きさを調整することを前提に指導の展開を考えて

いくべきであり，そのためにも，切りかえの方向と舵とり前半の迎え角の調整は，基礎

パラレルターンへ発展させる上で極めて重要であるとして，滑走プルーク，横滑りの展

開，シュテム動作の3通りの指導展開においても，実は並列的な位置づけではなく，切

りかえ局面における重心の切りかえとその方向の質的発展過程を指導の展開の中に位置

づけることの重要性を指摘している。

塚脇（4）もまた全日本スキー連盟の指導教程に関して，「その指導（技術論）の中核が，

カービングスキーを使った ・カービングターンの習得・と ・その指導（習得）時間の短

縮・のみに傾注しており，ターン運動技術の種類さえ明確に捉えられておらず，左右交

互のターン運動であるプルークボーゲンから，そのスキーのズレ幅を小さくし，スキー

の形状をハの字から平行へという構成で，指導方法論が展開されている。つまりターン

運動技術において，スキーがズレているのか否か，またスキーが平行か否かが，指導方

法論展開の中核となっていることがわかる。」と述べており，ターン運動技術の構造論

とその指導方法論との間で，矛盾が随所に表れていることを取り上げ，系統的・段階的

なスポーツ運動の指導方法論と，スポーツ運動技術の質的変化（習熟過程）を混同して

しまったことがその主な要因であることを指摘している。

� オーストリアスキー教程の理論

オーストリアの指導方法論を取り上げる理由は，世界のアルペンスキー界で常にトッ

プに君臨していることからわかるように，スキーの指導方法論が非常に優れているから

であり，それに日本のスキー史の中で日本スキー教程に大きな影響を与えてきた背景が

あるからである。

新オーストリアスキー教程（5）では，「・ターンする・とはバランスをとり，ターン前半

でスキーをまわし始め，ターン後半で山側へまわし込むことをいう。」と提起しており，
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バランスをとるためにはターン弧の大きさや斜面状況から受ける抵抗を受け止め，力学

的なバランスを取りながら中間姿勢で滑る。またターンをするときは内傾や外傾で滑る

のではなく，コーナー姿勢で滑りターン弧の姿勢は滑走スピードが速くなるほど傾きが

深くなること，次にスキーをまわすことについて述べており，その原動力は荷重移動で

あり，横方向の荷重移動がスキーをまわすことに強く影響を与えると明記している。合

わせて斜面状況に応じて横，上下，前後の荷重移動を組み合わせて行うことも推奨して

いる。

オーストリアの指導方法論では，エッジングの切りかえ局面のあるターン運動＝シュ

ビンゲン（Schwingen）を指導方法論の中核に据え，8つのシュビンゲンとして分類

し，指導方法論・指導過程を展開している。具体的には，スキー運動を，左右の脚を交

互に使ったターン運動と左右の脚を同時に使ったターン運動に分類し，更に左右交互に

脚を使うターン運動を山開きと谷開きに分類している。そしてそれぞれ開きだしの形状

がシュテムシュビンゲン，パラレルシュビンゲン，シェーレシュビンゲンに細分化して

いる。左右同時の運動では準備局面における，伸び上がり抜重，沈み込み抜重に細分化

している。そして指導方法論では，用具に慣れるところからシュテムシュビンゲンまで

の基礎課程と左右同時運動の伸び上がり抜重を使ったパラレルシュビンゲンまでの中上

級過程，それに左右交互運動のシェーレシュビンゲンと沈み込み抜重を使ったパラレル

シュビンゲンの8つのシュビンゲンをターン運動技術として捉え，指導方法を展開して

いる。

塚脇（2006：63）（6）はその後の改編で「左右交互運動をパラレルターンにおける ・横

方向への体重移動・とし，左右同時運動のパラレルターンを ・上下方向への体重移動の

ターン運動技術・と ・前後方向への体重移動のターン運動技術・に分類したことで，谷

開きのパラレルターンが明確に中・上級過程に組み込まれた。」と指摘しており，切り

かえ局面のあるターン運動（＝シュビンゲン）を指導方法論の中核において，8つのシュ

ビンゲンとして分類し，指導方法論・指導過程の展開がより明確になった点を評価して

いる。

� 日本職業スキー教師協会の理論

日本職業スキー教師協会（以下，SIA）の指導教程は，スキー，スノーボード，テレ

マークスキーの3種目に共通する「体幹主導の両脚一対運動」を骨子とし，「バランス

を保ちながら，角づけと重心移動・回旋によるずれのコントロール」を提唱している。

この「両脚一対運動」とは，SIAが提唱している言葉で，これはプルークボーゲンや

シュテムターンのように左右のスキーを交互に操作する動きの対義語として使われてい

る。具体的には，プルークボーゲンでは左右交互に外スキーに荷重をして方向変換をし，

切りかえ局面を基礎としたスキー指導方法について
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シュテムターンでは谷脚はそのままで山脚を開きだして体重を移しターンしている。そ

れに対してパラレルでは両足を同時に切りかえて，外足と内足を同時に操作している。

この両脚同時操作を，「両脚一対運動」と主張したものである。SIAスキー＆スノーボー

ド公式メソッド（7）によれば，「スキー板が短くなり，操作が容易になった現在では，早

い時点からパラレルに結びつく運動が学べます。そして，体力や脚力がなくとも短期間

で技術上達が可能となったのです。一方で，細かな操作より，むしろ身体のバランス確

保が第一義となりました。上下よりもむしろ左右の運動を主体に滑る運動が主流になり

ます。（中略）レッスンにおいては，滑るスピードや練習斜面に応じて運動要素の技術

を変えなければいけません。雪の抵抗が大きいときや低速ではひねり（回旋）を主体に，

雪の抵抗が小さいときや高速では角づけや重心移動が主体になります。」と述べている。

カービングスキーが普及し，スキー板が短くなり操作性も良くなったことから左右の運

動が重視され，バランスをとることの大切さを強調している。左右の運動を中心に指導

を展開すれば滑走速度が著しく上がるため，緩斜面であっても滑走速度に注意を払わな

ければいけない。

オーストリアスキー教程では「・ターンする・とはバランスをとり，ターン前半でス

キーをまわし始め，ターン後半で山側へまわし込むことをいう。」と冒頭で説明し，

SIAは国際スキー教師連盟に加盟しており，指導理論の根幹部分では世界共通の内容

である。例えばスイス（8）では，「Fallinienfahrenparallel（直滑降）からFallinien-

fahrenparallelundBremsenim Pflug（直滑降から制動のプルーク），Erste

Richtungs�anderungim Pflug（プルークの最初の方向転換），そして Pflugdrehen

（プルーク谷回り），そして Schr�agfahren（斜滑降），Seitrutschen（横滑り），

Pflugschwung（プルークシュヴング）その後で，Bremsenparallel（斜滑降から制動），

Parallelschwunggerutscht（ずれの多いパラレルシュブング）」と言葉の違いはあれ，

ほぼ同様の指導展開である。「バランスと保ちながら，角づけと重心移動・回旋による

ずれのコントロール」をスキー運動技術の核にすえていることからも，国際スキー連盟

（ISIA）に加盟している国々に共通している。

このようにスキー運動の構造から見れば，「バランスと保ちながら，角づけと重心移

動・回旋によるずれのコントロール」としていることを前提にしていることからもわか

るように，オーストリアスキー教程のそれと同じ運動技術を扱っている。

しかし奇妙なことに，日本のSIAの指導教程では，スノースポーツ3種目（スキー，

スノーボード，テレマークスキー）に共通する運動技術として「体幹主導の両脚一対運

動」という用語を使用しているのは問題である。3つのスノースポーツの共通する運動

技術は，確かに左右にターンをしながら降りてくる技術であるが，体幹部が主導する運

動で，両方の足が2つそろって一組の運動となるという表現は，人間の操作手法を無理
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やり運動の技術要素として定義しており，運動技術の核を表現する言葉としては好まし

くない。それに基礎課程のAパターンは明らかに，SAJのプルークターンを意識して

おり，今日の日本スキー教程のプルークターンからの展開と同じものである。本来の国

際スキー教師連盟に加盟しているオーストリアやスイスのスキー教程と比較すると，こ

の部分だけ共通しない指導展開になっている。

Ⅲ．スキー運動構造と技術

これまでのスキー教程の運動技術の展開方法は，オーストリアスキー教程もSIAそ

してISIAのスキー教程にも共通する点は，「バランスと保ちながら，角づけと重心移

動・回旋によるずれのコントロール」をスキー運動の核と位置づけているが，バランス

の保持の仕方や切りかえを伴う重心移動の指導展開については，左右交互または同時の

プルーク，シュテム，パラレルポジションといった滑り方に置き換えられており，具体

的な運動技術の指導展開は明記されていない。

筆者（2017：111）（9）は，「ドローン撮影によるスキー運動の解析について」で，3種

類のショートターンにおける重心とスキー板の位置関係を計測している。図1は，コン

トロールされたショートターンをほぼ真上から0.1秒間隔でターンしている映像をキャ

プチャーしたもので，切り出した12枚の画像に座標軸を加え，ターン中の重心とスキー

板の軌跡をプロットしたものである。

図1はコントロールされたショートターンの速度ベクトルと加速度ベクトルで，丸い

点が重心の位置で，スキー板の中間のある三角点がスキー板のセンターである。そして

重心位置の座標から速度ベクトルを実線矢印で示し，ひとつ前の速度ベクトルを点線矢

印で，力の方向を示す加速度ベクトルは実線矢印で示したものである。ここで運動方程

式から，加速度がわかれば，運動中に重心に働いている力（重力と雪面抵抗（抗力含む）

と空気抵抗の合力）がわかるので，重心位置の座標から，速度ベクトル，加速度ベクト

ルを算出し，斜度を30�として，この加速度から重力の平面成分（斜度をθとして，下

向きに，・・sin・・ただし，・・9.8m・s
2
・を引いて，雪面抵抗と空気抵抗の合計値を出

した。また，スキー板の方向，重心からスキー板センターの方向，速度，加速度，合力

から重力を引いた成分による加速度のそれぞれの方向を求めた（フォールライン方向を

0�とした角度）。パラメータは表1の通りである。スキー板の長さは165cmとし，座

標はメートルに変更した。重心位置－スキー板センター方向（フォールライン方向が

0�），雪面抵抗＋空気抵抗の方向（フォールライン方向），速度の方向（フォールライン

方向が0�），加速度の方向（フォールライン方向が0�），速度，雪面抵抗＋空気抵抗，

加速度を表1のパラメータを用いて，表2にプロットした。そしてこれをグラフ化した

切りかえ局面を基礎としたスキー指導方法について
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ものが図2であり，それに重心位置とスキー板の位置関係を散布図にしたものが図3で，

右方向がフォールライン方向である。雪面抵抗と空気抵抗の方向を散布図にしたものが

図4で，プラスの値が加速方向，マイナスの値が大きいほどフォールライン方向から力

を受けていると考えることができる。原点（0,0）からの距離が力の大きさである。
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図1 コントロールされたショートターン速度ベクトルと加速度ベクトル

注記 実線矢印＝速度ベクトル

点線矢印＝ひとつ前の速度ベクトル

実線矢印＝加速度ベクトル＝力の方向
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表1 パラメータ

重心位置（フォールライン方向） B3

重心位置（横方向） C3

スキー板のセンター（フォールライン方向） D3

スキー板のセンター（横方向） E3

右スキー板の長さ（フォールライン方向） F3

右スキー板の長さ（フォールライン方向） F4

右スキー板の長さ（横方向） G3

右スキー板の長さ（横方向） G4

右スキー板の長さH4 H4 =SQRT（F4̂2+G4̂2）

右スキー板の方向（フォールライン方向が0度） I4 =ACOS（F3/SQRT（（F4̂2+G4̂2）））/PI（）*180*ABS（G3）

左スキー板の長さ（フォールライン方向） J4

左スキー板の長さ（横方向） K4

左スキー板の長さ L4 =SQRT（J4̂2+K4̂2）

左スキー板の方向（フォールライン方向が0度） L3 =ACOS（J3/SQRT（（J3̂2+K3̂2）））/PI（）*180*ABS（K3）/K3

スキー板長さ平均 M3 =AVERAGE（H3,L3）

スキー板の方向平均（フォールライン方向が0度） N3 =AVERAGE（I3,M3）

重心位置フォールライン方向の規格化（m） P4 =（B4－B$3）*$N$17

重心の位置横方向規格化 Q4 =（C4－C$3）*$N$17

スキー板センターフォールライン方向の規格化（m） R4 =（D4－B$3）*$N$17

スキー板センター横方向の規格化（m） S4 =（E4－C$3）*$N$17

重心位置－スキーセンターフォールライン方向（m） T4 =P4－R4

重心位置－スキーセンター横方向（m） U4 =Q4－S4

重心位置－スキーセンター（フォールライン方向が0度） V4 =ACOS（T4/SQRT（（T4̂2+U4̂2）））/PI（）*180*ABS（U4）/U4

重心速度フォールライン方向（m/s） W4 =（P4－P3）/$B$16

重心速度横方向（m/s） X4 =（Q4－Q3）/$B$16

速度（m/s） Y4 =SQRT（W4̂2+X4̂2）

速度の方向（フォールライン方向が0度） Z4 =ACOS（W4/SQRT（（W4̂2+X4̂2）））/PI（）*180*ABS（X4）/X4

加速度フォールライン方向（m・s
2
） AA4 =（W5－W4）/$B$16

加速度横方向（m・s
2
） AB4 =（X5－X4）/$B$16

加速度（m・s
2
） AC4 =SQRT（AA4̂2+AB4̂2）

加速度の方向（フォールライン方向が0度） AD4 =ACOS（AA4/SQRT（（AA4̂2+AB4̂2）））/PI（）*180*ABS（AB4）/AB4

重力加速度フォールライン方向（m・s
2
） AE4 =$B$19*SIN（$D$18）

斜度30度 B18 RAD=B18/180*PI（）

雪面抵抗＋空気抵抗フォールライン方向（m・s
2
） AF4 =AA4－AE4

雪面抵抗＋空気抵抗横方向（m・s
2
） AG4 =AB4

雪面抵抗＋空気抵抗（m・s
2
） AH4 =SQRT（AF4̂2+AG4̂2）

雪面抵抗＋空気抵抗（フォールライン方向） AI4 =ACOS（AF4/SQRT（（AF4̂2+AG4̂2）））/PI（）*180*ABS（AG4）/AG4

キャプチャー間隔 B16 0.1s

スキーの長さ B17 165cm

斜度 B18 30度

RAD D18 =B18/180*PI（）

重力加速度 B19 9.8m・s
2



―216―

表
2
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
シ
ョ
ー
ト
タ
ー
ン

�
�

�
m

m
m

m
m

m
�

m
/
s

m
/
s

m
/
s

�
m
・s

2
m
・s

2
m
・s

2
�

m
・s

2
m
・s

2
m
・s

2
m
・s

2
�

重心位置フォールライン方向

重心位置横方向

スキー板センターフォールライン方向

スキー板センター横方向

右スキー板長さフォールライン方向

右スキー板長さ横方向

右スキー板長さ

右スキー板の方向（フォールライン方向が０

�

）

左スキー板長さフォールライン方向

左スキー板長さ横方向

左スキー板長さ

左スキー板の方向（フォールライン方向が０

�

）

スキー板長さ平均

スキー板の方向平均（フォールライン方向が０

�

）

重心位置フォールライン方向規格化

重心位置横方向規格化

スキー板センターフォールライン方向規格化

スキー板センター横方向規格化

重心位置

－

スキー板センターフォールライン方向

重心位置

－

スキー板センター横方向

重心位置

－

スキー板センターの方向（フォールラ
イン方向が０

�

）

重心速度フォールライン方向

重心速度横方向

速度

速度の方向（フォールライン方向が０

�

）

加速度フォールライン方向

加速度横方向

加速度

加速度の方向（フォールライン方向が０

�

）

重力加速度フォールライン方向

雪面抵抗＋空気抵抗フォールライン方向

雪面抵抗＋空気抵抗横方向

雪面抵抗＋空気抵抗

雪面抵抗＋空気抵抗（フォールライン方向）

動作

T
0

17.1
22.84

17.88
23.48

3.74
2.05

4.265
28.7

3.59
2.13

4.174
30.7

4.220
29.7

0.000
0.000

0.308
0.252

� 0.308
� 0.252

� 140.6
切
替

T
1

19.16
23.13

19.63
24.45

4.25
1.21

4.419
15.9

4.17
1.29

4.365
17.2

4.392
16.5

0.812
0.114

0.998
0.635

� 0.185
� 0.521

� 109.6
8.1

1.1
8.2

8.0
20.9

11.8
24.0

29.5
4.9

16.0
11.8

19.9
36.5

谷
回
り

T
2

21.75
23.72

21.78
25.06

4.38
0.07

4.381
0.9

4.4
0.04

4.400
0.5

4.390
0.7

1.834
0.347

1.846
0.876

� 0.012
� 0.528

� 91.3
10.2

2.3
10.5

12.8
� 13.4

� 12.2
18.1

� 137.6
4.9

� 18.3
� 12.2

22.0
� 146.3

谷
回
り

T
3

24
24

24.54
25.86

4.07
� 1.69

4.407
� 22.5

4.23
� 1.87

4.625
� 23.8

4.516
� 23.2

2.721
0.457

2.934
1.191

� 0.213
� 0.734

� 106.2
8.9

1.1
8.9

7.1
0.8

� 7.5
7.5

� 84.0
4.9

� 4.1
� 7.5

8.5
� 118.8

谷
回
り

T
4

26.27
24.09

27.57
25.27

3.58
� 2.61

4.430
� 36.1

3.46
� 2.66

4.364
� 37.6

4.397
� 36.8

3.617
0.493

4.129
0.958

� 0.513
� 0.465

� 137.8
9.0

0.4
9.0

2.3
5.5

� 34.3
34.8

� 80.9
4.9

0.6
� 34.3

34.3
� 89.0

チ
ェ
ッ
ク

T
5

28.68
23.31

29.53
24.07

3.2
� 3.13

4.476
� 44.4

3.15
� 3.12

4.434
� 44.7

4.455
� 44.5

4.567
0.185

4.902
0.485

� 0.335
� 0.300

� 138.2
9.5

� 3.1
10.0

� 17.9
� 9.1

� 15.8
18.2

� 119.9
4.9

� 14.0
� 15.8

21.1
� 131.5

山
回
り

T
6

30.86
22.13

31.31
22.85

3.33
� 2.16

3.969
� 33.0

3.25
� 2.14

3.891
� 33.4

3.930
� 33.2

5.427
� 0.280

5.604
0.004

� 0.177
� 0.284

� 122.0
8.6

� 4.7
9.8

� 28.4
� 12.6

� 8.3
15.1

� 146.7
4.9

� 17.5
� 8.3

19.4
� 154.7

山
回
り

T
7

32.72
20.74

32.73
21.09

3.34
� 2.12

3.956
� 32.4

3.25
� 2.1

3.869
� 32.9

3.913
� 32.6

6.160
� 0.828

6.164
� 0.690

� 0.004
� 0.138

� 91.6
7.3

� 5.5
9.2

� 36.8
0.4

9.5
9.5

87.6
4.9

� 4.5
9.5

10.5
115.5

山
回
り

T
8

34.59
19.59

34.82
19.39

3.5
� 1.28

3.727
� 20.1

3.72
� 1.37

3.964
� 20.2

3.845
� 20.2

6.898
� 1.282

6.989
� 1.361

� 0.091
0.079

139.0
7.4

� 4.5
8.7

� 31.6
8.7

32.7
33.9

75.2
4.9

3.8
32.7

33.0
83.4

切
替

T
9

36.68
19.27

37.04
18.36

3.69
� 0.25

3.698
� 3.9

3.67
� 0.18

3.674
� 2.8

3.686
� 3.3

7.722
� 1.408

7.864
� 1.767

� 0.142
0.359

111.6
8.2

� 1.3
8.3

� 8.7
9.1

� 0.8
9.1

� 5.0
4.9

4.2
� 0.8

4.2
� 10.7

谷
回
り

T
10

39
18.93

40.12
17.48

3.86
1.54

4.156
21.8

3.71
1.58

4.032
23.1

4.094
22.4

8.637
� 1.542

9.079
� 2.114

� 0.442
0.572

127.7
9.1

� 1.3
9.2

� 8.3
10.6

5.9
12.2

29.1
4.9

5.7
5.9

8.2
45.8

谷
回
り

T
11

41.59
18.74

42.73
17.39

3.73
2.03

4.247
28.6

3.95
2.12

4.483
28.2

4.365
28.4

9.659
� 1.617

10.108
� 2.149

� 0.450
0.532

130.2
10.2

� 0.7
10.2

� 4.2

A
V
E
R
A
G
E

4.178
4.190

4.184

キ
ャ
プ
チ
ャ
ー

間
隔

0.1
s

ス
キ
ー
長
さ

1.65
m

縮
尺

0.394

斜
度

30
�

0.523598776
ra
d

重
力
加
速
度

9.8
m
・s

2

重
心
位
置
－
ス
キ
ー
板
セ
ン
タ
ー
の
方
向
，
雪
面
抵
抗
＋
空
気
抵
抗
の
方
向
，
速
度
・
加
速
度
の
方
向
，
速
度
，
雪
面
抵
抗
＋
空
気
抵
抗
，
加
速
度



切りかえ局面を基礎としたスキー指導方法について

―217―

図3 コントロールされたショートターン

重心位置とスキー板センターの方向 雪面抵抗＋空気抵抗の方向

図4 コントロールされたショートターン

図2 コントロールされたショートターン

重心位置－スキー板センターの方向，雪面抵抗＋空気抵抗の方向，速度・加速度の方向，速度，雪面抵抗＋

空気抵抗，加速度



図1と図2を照らし合わせてみると，T0が切りかえ部分で，T1からT3までが谷回

り，T4がチェック（山回りの一部），T5からT7までが山回りである。図2の⑤の重

心の速度をみると8.2m・sから10.5m・sの間でほぼ一定に推移している。これに対し

て図2，⑦の加速度を見ると，T2でターン内側に振れ，T3でターン外側に振れており，

スキー板を外側に押し出したことを意味している。そしてT4で雪面抵抗がピークに達

し，ターン内側に34.8m・s
2
の大きな加速度が加わっている。図3の重心位置とスキー

板センターの方向の散布図では，わかりやすいように，T0の切りかえ部分を実線丸で

囲み，T1からT3にかけての谷回りを点線丸で囲んでみた。切りかえ部分は重心位置

とスキー板センターが重なり合っている部分，つまり前後差のない局面である。切りか

え後に谷回りに入ると，重心位置とスキー板センターの位置関係は，切りかえ時に対し

て重心位置がスキー板センターより前に出て，山回りでは後ろに行く傾向が現れている。

それに30度近い急斜面においては，T2からT4を見ると，スキー板を外側に押し出し

横滑りを起こしたことで，重心位置とスキー板センターの位置関係は相対的に50cm

近く移動していることがわかる。図4の雪面抵抗と空気抵抗の方向の散布図では，T1

からT2にかけての谷回りでも雪面抵抗を受けていることがわかる。ターンがアグレッ

シブになると雪面抵抗も大きくなっていた。

3つのショートターンではいずれも重心とスキー板センターの位置関係は，重心とス

キー板が切りかえ局面から舵とり局面に入る中で，同時に移行しているのではなく，谷

回りでは重心がスキー板より前に出て，山回りでは後ろに位置することがわかった。ター

ン前半から積極的に角づけを入れ，滑走スピードを上げていくほど重心移動が大きくな

る傾向にあった。

このようにスキーにおけるターン運動は，切りかえを伴う重心移動の方向や距離がター

ン弧の大きさや速度を決める重要な運動単位であることが推測できる。スキーヤーの側

から見れば斜面を斜めに移動しているときは相対的に斜面が緩くなり，フォールライン

に差し掛かると斜面と同じ斜度を通過し，山回りの後半にまた斜めに移動する時，斜面

が緩くなる。ひとつのターンをする中で常に斜面の角度が変化をしており，斜面の角度

が変化する中で，重心とスキー板の位置関係も前後に移動しながらバランスを取ってい

ると言い換えることができる。

実際の滑りを図1で見るとT0が切りかえ局面（Transition）で，T1からT2が始

動期（Initiation），この切りかえと始動期を合わせたものが重心移動（Crossover）で

ある。ここでの運動は，エッジの切りかえ直後から重心よりスキーが先に移動し，重心

が後ろ（backrotation）になるが，重心はターン内側を移動しながら始動期に入る。

重心の側から見ると切りかえ直後にスキー板が前に走り，切りかえのタイミングに合わ

せて後ろに追いやられた上体がターン内側から前方に出てくる。このときスキー板はトッ
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プから接雪面につき，T3にみる迎え角を作っている。このように上体が先行しスキー

板が後からついてくるような運動は，「トップから入りテールから抜け出す」，深雪の中

での舵とりの伸ばし荷重のあとの反動や，コブ斜面の溝から出たときのスキー板のトッ

プの抑えなどの動きに共通する動きである。そして，スキー板にかかる雪面からの外力

が最も大きくなる局面がターンマキシマム（Apex）といい，図1のT4がそれにあた

る。T4は山回りの中で最も加速度が大きく出ている箇所であることから，荷重・角づ

けが最も強くなる箇所で結果的にスキー板が最もたわんでいる部分，スキーヤーの荷重

軸がスキー板の真上にある地点，であると推測できる。

このように，スキー板が斜面に対して平行になる（切りかえ）とスキーヤーの重心は

次のターンの内側に入り，始動期ではスキーを回旋させるか，角づけしていくか，そし

て舵とりに入る準備をしなければならない。緩斜面では単位時間の加速が小さいので，

いくつかの動作を分けて行うことが可能であるが，急斜面では単位時間の加速が大きい

ので，複数の動作を同時にこなさなければならない。切りかえから始動期に入るとき，

重心の前後の動きはターンをしながら下へ降りていく落差に対して，板を斜面にフラッ

トにするために必要な運動であり，舵とりの質を決定づける運動である。舵とりを決定

づけるのは，ターンマキシマムでみるスキー板への正確な荷重とスキー板の進行方向へ

の順回転（ローテーション）運動である。この正確な荷重は，重心とスキー板の前後運

動の方向と距離で決まる。この方向と距離は，前にあった重心をスキーのセンターに合

わせることで荷重軸を形成し，山側へ連続的に移動させなければいけない。

緩斜面では単一時間あたりの加速が小さいので，時間が短ければそれぞれの動作を分

けて行うことはできるが，切りかえ直後に角づけを先に行うと，距離が伸びてしまうた

め，結果として加速してしまう。逆に回旋動作は，回旋と同時に除雪抵抗を利用できる

ため加速しにくい性質があることから，緩斜面であっても，角づけを先に使うべきでは

ない。むしろ回旋の質を高めるために，スキーのトップが自由に向きを変えられる山回

りを重心とスキーの前後運動の方向と距離で形成していくことが望まれる。つまりただ

左右に荷重移動させるのではなく，外スキーの内側に荷重軸を置き順回転させる，つま

り荷重軸の軌道を直線から曲線に変えていく，それも前後運動を入れながら変えていく

と，外スキーへ正確に荷重できるようになる。スキーのトップが自由に動かせる山回り

が外足荷重でできるようになるのである。

SCHISCHWEIZ（10）によれば，ターンの区分は，ひとつのターンでは4期に明確に分

けることができる。図5の通り，V＝準備期，A＝始動期，ST＝舵とり期，E＝終了期

である。ターンが連続し始める（大回り）では終了期と準備期が重なり合い，フォール

ラインに絡むターン（小回り）では始動期と舵とり期の2期に区分できる。連続したター

ンの中で見ていくと，準備期は迎え角を作るための局面で，先行動作の出る局面，から

切りかえ局面を基礎としたスキー指導方法について
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だを回し始めたり，脚の曲げ伸ばしをはじめる局面でもある。終了期は舵とり期でター

ンマキシマム（Apex）のあと角づけを緩めて斜滑降をする局面，または次のターンの

準備をする局面でもある。そして始動期は角づけの切りかえ，荷重交換，回し込みが行

われ，舵とり期では外スキーで舵を取ることによってターンを続け，ターンマキシマム

を作る局面である。つまりラディウスの大きなターン運動では時間的余裕があるため，

切りかえと迎え角を作る局面で別々に操作することができるが，フォールラインに絡ん

だラディウスの小さなターン運動では，この切りかえと迎え角を作る操作を同時に行わ

なければならず，技術的には難しくなる。また始動期における回し込みは，重心とスキー

板の前後運動の局面であり，スキーの板に対する向き（射入角）がスキーの進行方向に

対して浅ければ，ずれの少ないターンになり，射入角が深いとずれの多いターンへとつ

ながっていく。緩斜面で射入角を大きく取ろうとすると，落下速度が遅いので舵とりは

難しくなる。

表3は切りかえを方向と距離に分けて，それに重心とスキー板の前後運動を加え，ター

ンを形成したのである。緩斜面での浅回りターンは，切りかえの方向は浅く，距離も短

い，重心とスキー板の前後運動も小さいターンであると言える。迎え角が小さい滑りな

ので滑走性が良い。切りかえの方向が深く，距離が短くなると，フォールラインに絡ん

だ小回り系の滑りになる。始動では回旋量が多くなる，その結果，ずれの多い滑りにな
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図5 局面構造

表3 ターンサイズとスキー運動

ターンサイズ
ターン

種 類

切りかえ（A）
重心の前後運動 滑走速度 始動（A） 舵取り（ST）

方 向 距 離

A＋ST 浅回り 浅 短 小 低速 角づけ＞回旋 ずれが少ない

A＋ST 中回り 深 短 小 中速 回旋＞角づけ ずれが多い

V＋A＋S 大回り 深 長 大 中速 回旋＞角づけ ずれが多い

V＋A＋S 大回り 浅 長 大 高速 角づけ＞回旋 ずれが少ない



る。これに対して，重心とスキー板の前後動の大きな滑りは大回り系のターンであり，

切りかえの方向が深い場合はずれが多い滑りになり，浅い場合はズレの少ない角づけの

強い滑りになる。

Ⅳ．切りかえを基礎とした指導展開

この切りかえから重心とスキーの前後運動を伴う荷重軸の形成が内足の連動を可能に

するわけで，外足荷重が十分でない段階では，両スキーは平行にならない，つまり両ス

キーの内側に重心を入れることは難しいと言える。換言すれば細くて深いシュプールを

描く，あるいは短い落差でもすばやく向きを変えられるシュプールは，重心とスキー板

の前後・左右のバランスを取る運動によって支えられ，正確なこれらの運動が外足荷重

を安定させるのである。

藤井（11）は外足ターンと内足ターンのそれぞれの重心の軌跡を比較し，「重心の移動を

同じにした場合，外足ターンの方が内足ターンよりスキー板の動きが小さくなるという

ことである。これは内足ターンの場合は内傾角が深く，重心の軌跡が同じならば，スキー

板はより遠くを通るため，スキー板の動きは大きくなり，逆に上体の内傾の少ない外足

ターンはスキー板の動きが小さくなる。そしてスキー板の動きが大きいということは，

それだけ動かすエネルギーも必要だし，曲がる度合いもきつく，技術的に難しいという

ことである。つまり，スキー板の動きが制限されるなら，重心の動きが穏やかになる内

足ターンの方が有利であるが，重心の動きが同じと考えるならば，スキー板の動きが小

さい外足ターンの方が滑りやすいということである。このことから，外スキーのほうが

スキー板の動きが最小で，最大減速度を得られるということが言える。とくにコブの中

などでは，スキー板を振り回すための余計なエネルギーが不要になり有効だと考える。」

つまり，スキー板の動きが制限されるなら，重心の動きが穏やかになる内足ターンの方

が有利であるが，重心の動きが同じと考えるならば，スキー板の動きが小さい外足ター

ンの方が滑りやすく，内足ターンはスキー板の動きが大きい分，滑りにくいと言える。

このことからも，スキー板の動きが大きい内足をどう処理するかが課題となる。

重心とスキーの前後運動を伴う山回りの形成過程で，外スキーへの荷重が安定してく

ると，舵とり期に両スキーの内側に重心が入るようになる。内スキーの内側のエッジが

外れ，両スキーの山側のエッジで横滑りができるようになるには，図6のように，シュ

テムターンへの展開は不可欠で，シュテムターンからパラレルターンに見られる重心の

移動を形成するには，同一斜面側で重心を起こすギルランデを徐々にフォールラインに

絡めていく中で，対斜面への切りかえを含む谷回りへ発展させることが必要不可欠であ

る。

切りかえ局面を基礎としたスキー指導方法について
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指導の展開では，それぞれの運動局面が別れていて，切りかえにかかる距離が長いと

ころから，展開していくのが技術を習得しやすい。切りかえの距離が長く方向が深くで

きる滑りへ移行していけば，ずれのコントロールを主体とした舵とりを基礎に展開して

いける。舵とりをずれによるコントロールと位置づけ，始動期を回旋から角づけへ展開

していく指導方法が効率的であると言える。緩斜面における回旋主体のスキー運動の特

徴は，切りかえの方向が浅く，切りかえの距離が長いフォールラインに絡んだプルーク

ボーゲンから重心の前後運動を使い，切りかえ方向を深くして切り上げていく運動へと

発展させるべきで，切りかえ方向が浅いまま角づけを強めていく運動への展開は避ける

べきである。急斜面における回旋主体のスキー運動の特徴は，切りかえの方向が深く，

切りかえの距離が短くなるので，重心の前後運動を素早く行わなければならず，落差を

抑える運動の展開が必要である。斜面が急なので，回旋運動を使った重心の前後運動の

タイミングがつかめれば，除雪抵抗を大きくできるので，自然と角づけの間隔を身につ

けることができる。

図7は全日本スキー教程（2014：71�72）の横滑りの展開図を改変したものである。

山回りが形成されるまでに必要な運動要素を明記した。山回りの形成過程では斜滑降に

横滑りが加わるだけでは山回りは形成されず，そこに重心とスキー板の前後動が加わっ

てはじめて山回りへと形を変えていく。重心の前後運動をスキーの進行方向へ向けるこ

とが，切り上がる運動を形成する上で重要である。これに対して谷回りでは，切りかえ

を含む斜滑降からの展開になるため，重心はスキー板の上を交差し，前後運動を伴う。

この前後運動と順回転運動が谷回りを形成していく。切りかえの形成は，谷回りからの
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図6 3タイプのクロスオーバー

実線が外スキーと内スキーのシュプール

破線は重心の軌跡



停止が運動の最小単位で，谷回りの停止が連続していくことで，パラレルターンが完成

していく。内スキーが外スキーに連動し，両スキーの山側のエッジでターンできるよう

になるためには，山回りから谷回りへ展開するギルランデが重要な役割を果たす。谷回

りからの停止で，重心の前後運動でターンマキシムを形成していくので，ギルランデは

プルーク，シュテム，パラレルターンのそれぞれの形成過程で必要である。

プルークボーゲンが滑走プルークへと変化してくると，プルークスタンスでの山回り

の中で重心とスキー板の前後運動を習得していく。ずれのコントロールを基礎としてい

るので回旋主導の滑走プルークといえる。この後でプルークギルランデを導入すること

により，両スキーの中にある重心を徐々に左右に動かしながら，重心とスキー板の前後

運動を習得していくことが重要である。斜面の高低差に対応するためには，急な斜面で

は準備期と終末期に斜滑降を入れ，始動期でシュテム動作を用いることで舵とりに入る。

このときもシュテム動作はあくまでも谷回りに入るための横滑りを作ることが重要で，

ずれによるコントロールを基礎に展開していく。

ギルランデは切りかえから横滑りを作る上で非常に有効な手段である。フォールライ

切りかえ局面を基礎としたスキー指導方法について
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斜滑降→橫滑り→停止 斜滑降→橫滑り（谷方向）→停止

斜滑降→橫滑り→重心の前後動→停止 斜滑降→橫滑り（谷方向）→重心の前後動→停止

斜滑降→切りかえ→橫滑り→谷回り（重心の前後動＋順回転）斜滑降→橫滑り→山回り（重心の前後動＋順回転）

図7 山回りと谷回りの形成過程



ンに絡む連続したターンでは，始動期と舵とり期の2区の運動になる。このため大回り

系で見られる準備期（終末期）と始動期そして舵とり期の3区の運動が2区の運動では

始動期と舵とり期だけになり，短い時間の中で切りかえと横滑りを伴う回旋動作や角づ

け動作を同時に行わなければならない。ターンマキシマムの荷重軸が安定し，スキーの

トップが動かせるドリフト運動（プロペラ操作）へ展開していくと図8全日本スキー教

程（2014：71�72）の横滑りの展開図のように小回りへと発展させられる。

Ⅴ．終 わ り に

カービングスキーを使ったターン形成では，従来の山回りを形成していた斜滑降，横

滑り，回旋，角づけが，回旋要素をスキー板が持ち合わせたため，谷回りから必要となっ

てきた。舵とりをずれによるコントロールと位置づけるのであれば，図9のように，始

動期の後に横滑りが入り，状況に応じて回旋や角づけが行え，ターンマキシマムを形成

する滑りが求められており，重心とスキー板の前後運動が，この切りかえと舵とりの質

の決定に大きく関わり，その形成過程は山回りから谷回りへと発展させる必要がある。

プルークボーゲンからパラレルターンへの指導展開は以下の通りである。

●左右交互運動のプルークボーゲン

切り上がる山回り

●前後運動を入れたプルークボーゲン

プルーク谷回り
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図8 小回りへの展開

直滑降→橫滑り→（谷方向）→停止

直滑降→橫滑り（谷方向）の連続



●斜滑降

●横滑り

●プルークギルランデ

●左右交互運動のシュテムターン

シュテム谷回り

●シュテムギルランデ

●前後運動を入れたシュテムターン

切り上がる山回り

切り上げた山回りからの後ろ山回り

谷回りからの停止

谷回りから切り上げて停止

切りかえ方向は緩斜面では浅い迎え角から急斜面では深い迎え角から

切りかえの距離は緩斜面では長く，急斜面では短く

重心の前後軸の速さが遅いものから速いものへ

迎え角の調整能を確保するため，フォールラインに向かった横滑りのあとで，回旋・

角づけ運動を重心の前後運動の中で展開していく

●前後運動を入れたパラレルターン

●パラレルギルランデ

●前後軸のリズムカルな切りかえ＝小回りターン

●左右軸の深い内傾を伴う＝大回りターン

舵とりの前半でフォールライン方向への横滑りを伴う回旋運動と角づけ運動の切りか

切りかえ局面を基礎としたスキー指導方法について
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図9 切りかえを核としたスキー運動



えが可能なターン運動の形成が，カービングスキーでの指導展開で必要不可欠である。

今回は主にプルークボーゲンからパラレルターンまでのスキー運動の技術的展開と指

導理論について取り上げたが，基礎課程のあとの応用課程についても研究する必要があ

ると考える。

（1） 全日本スキー連盟「日本スキー教程」（スキージャーナル株式会社 1994）p.37.

（2） 全日本スキー連盟「日本スキー教程」（スキージャーナル株式会社 2014）p.24.

（3） 服部英一「日本スキー教程における3本の矢の指導展開について」拓殖大学論集 人文・

自然・人間科学研究第39号 2018pp.65�67.

（4） 塚脇誠「アルペンスキーにおけるターン運動技術の類縁性に関する一考察」国際武道大学

紀要第22号 2006p.66

（5） フランツ・ホピヒラー「新オーストリアスキー教程」（スキージャーナル株式会社 1996）

pp.19�24.

（6） 塚脇誠「アルペンスキーにおけるターン運動技術の類縁性に関する一考察」国際武道大学

紀要第22号 2006pp.61�62.

（7） 公益社団法人日本職業スキー教師協会「SIAスキー＆スノーボード公式メソッド」（株式

会社芸文社 2012）p.14.

（8） SWISSSNOWSPORTS,SwissSnowsportsAcademy,Nr.282.2017pp.5�11.

（9） 服部英一「ドローン撮影によるスキー運動の解析について」拓殖大学論集 人文・自然・

人間科学研究第37号 2017p.111.

（10） スイススキー連盟「SCHISCWEIZスイスのスキー技術」（スキージャーナル株式会社

1986）p.22.

（11） 藤井徳明「スキー上達に効く！ 知識のサプリメント」（スキージャーナル株式会社 2004）

p.49.
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平成29年4月1日

拓殖大学研究所紀要投稿規則

（目的）

第1条 拓殖大学（以下，「本学」という。）に附置する，経営経理研究所，政治経済研究所，言語

文化研究所，理工学総合研究所及び人文科学研究所（以下，「研究所」という。）が刊行する紀要

には，多様な研究成果及び学術情報の発表の場を提供し，研究活動の促進に供することを目的と

する。

（紀要他）

第2条 研究所の紀要は，次の各号のとおりとする。

� 経営経理研究所紀要『拓殖大学 経営経理研究』

� 政治経済研究所紀要『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』

� 言語文化研究所紀要『拓殖大学 語学研究』

� 理工学総合研究所紀要『拓殖大学 理工学研究報告』

� 人文科学研究所紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』

２ 研究所長は，次の事項について毎年度決定する。

� 紀要の『執筆予定表』の提出日

� 投稿する原稿（以下，「投稿原稿」という。）及び紀要の『投稿原稿表紙』の提出日

� 投稿原稿の査読等の日程

（投稿資格）

第3条 紀要の投稿者（共著の場合，投稿者のうち少なくとも1名）は，原則として研究所の兼担

研究員および兼任研究員（以下「研究所員」という。）とする。

２ 研究所の編集委員会が認める場合には，研究所員以外も投稿することができる。

（著作権）

第4条 投稿者は，紀要に掲載された著作物が，本学機関リポジトリ（以下「リポジトリ」という。）

において公開されることおよび当該著作物の著作権のうち複製権・公衆送信権の権利行使を研究

所に委託することを許諾しなければならない。

２ 共同執筆として紀要に掲載する場合には，共同執筆者全員がリポジトリにおいて公開されるこ

とおよび当該著作物の著作権のうち複製権・公衆送信権の権利行使を研究所に委託することにつ

いて承諾し，投稿代表者に承諾書を提出しなければならない。投稿代表者は，共同執筆者全員の

承諾書を投稿する原稿と一緒に研究所に提出しなければならない。

（執筆要領および投稿原稿）

第5条 投稿原稿は，研究所の紀要執筆要領の指示に従って作成する。

２ 投稿原稿は，図・表を含め，原則として返却しない。

３ 学会等の刊行物に公表した原稿あるいは他の学会誌等に投稿中の原稿は，紀要に投稿すること

はできない（二重投稿の禁止）。
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（原稿区分他）

第6条 投稿原稿区分は，次の表1，2のとおり定める。

２ 投稿原稿区分は，投稿者が選定する。ただし，紀要への掲載にあたっては，査読結果に基づい

て，編集委員会の議を以て，投稿者に掲載の可否等を通知する。

３ 紀要への投稿が決定した場合には，投稿者は600字以内で要旨を作成し，投稿した原稿のキー

ワードを3～5個選定する。ただし，要旨には，図・表や文献の使用あるいは引用は，認めない。

４ 研究所研究助成を受けた研究所員の研究成果発表（原稿）の投稿原稿区分は，原則として論文

とする。

５ 研究所研究助成を受けた研究所員が，既に学会等で発表した研究成果（原稿）は，抄録として

掲載することができる。

（投稿料他）

第7条 投稿者には，一切の原稿料を支払わない。

２ 投稿者には，紀要3部を贈呈する。

３ 投稿者が研究所員の場合には，掲載の抜き刷りを50部まで無料で贈呈する。50部を超えて希

望する場合は，超過分について有料とする。

（リポジトリへの公開の停止及び削除）

第8条 投稿者よりリポジトリへの公開の停止及び削除の申し出があった場合または編集委員会が

リポジトリへの公開の停止及び削除が必要と判断した場合には，リポジトリへの公開の停止及び

削除をおこなうことができる。

（その他）

第9条 本投稿規則に規定されていない事柄については，編集委員会の議を以て決定する。

（改廃）

第10条 この規則の改廃は，研究所運営委員会の議を経て研究所運営委員会委員長が決定する。

附則

この規則は，平成29年4月1日から施行する。
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表1 投稿原稿区分：経営経理研究所，政治経済研究所，言語文化研究所及び人文科学研究所

�論文
研究の課題，方法，結果，含意（考察），技術，表現について明確であり，独創

性および学術的価値のある研究成果をまとめたもの。

�研究ノート
研究の中間報告で，将来，論文になりうるもの（論文の形式に準じる）。新しい

方法の提示，新しい知見の速報などを含む。

�抄録
経営経理研究所，政治経済研究所，言語文化研究所，人文科学研究所の研究助成

要領第10項（2）に該当するもの。

�その他

上記区分のいずれにも当てはまらない原稿（公開講座記録等）については，編集

委員会において取り扱いを判断する。また，編集委員会が必要と認めた場合には，

新たな種類の原稿を掲載することができる。

表2 投稿原稿区別：理工学総合研究所

�論文，�研究速報，�展望・解説，�設計・製図，�抄録（発表作品の概要を含む），�その

他（公開講座記録等）



平成29年4月1日

拓殖大学人文科学研究所紀要

『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』執筆要領

1．発行回数

紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』（以下，「紀要」という）は，原則として年

2回発行する。原稿提出期日および発行は，次のとおりとする（厳守）。

2．執筆予定表

投稿希望者は，研究所が定めた日までに，紀要の執筆予定表に必要事項を記入・捺印し，学務

部研究支援課（以下，「研究支援課」という。）に提出する。

3．使用言語

使用言語は，日本語又は英語とする。ただし，これら以外の言語での執筆を希望する場合は，

事前に人文科学研究所編集委員会（以下，「編集委員会」という）に書面にて申し出て，許可を

受ける。

許可を受けた原稿は，必ず外国語に通じた人の入念な校閲を受けたものに限る。

4．様式

投稿する原稿は，完成原稿とし，原則としてワープロ原稿2部を，編集委員会に提出する。

� ワープロを使用する際は，A4判の白紙片面を縦長に用い，横書きで，1行39文字，1ペー

ジ34行で印字する。その際，天地，左右各30mm程度の余白をとっておく。縦書きの場合

もこれに準ずる。

� 欧文による原稿の場合は，A4判の白紙片面を縦長に用い，天地左右の余白を30mm程度

とり，1行78文字，1ページ34行で印字する。外国語の要約の原稿もこれに倣う。

� 原稿の分量は，本文と注及び図・表を含め，原則として，A4縦版・横書で次のとおりとす

る。なお，日本語以外の言語による原稿の場合もこれに準ずる。

① 日本語および全角文字で記す場合，原則として24,000字以内。

② 欧文の場合，原則として48,000字以内

� 投稿者は，紀要の複数の号にわたり，同一タイトルで投稿を希望することはできない。

ただし，「資料」の場合は，同一タイトルの原稿を何回かに分けて投稿することができる。

その場合は，最初の稿で，記載原稿の全体像と回数を明示しなければならない。

5．原稿

� 原稿区分は，「拓殖大学研究所紀要投稿規則」に記載されているとおりするが，「その他」の

区分，定義については付記のとおりとする。

� 原稿の受理日は，研究支援課に到着した日とする。

� 投稿は，完成原稿の写しを投稿者が保有し，原本を編集委員会宛とする。

� 投稿する原稿とあわせて，「拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究」投稿原稿表紙に必要

事項を記入，「拓殖大学機関リポジトリへの公開等の許諾」に捺印し，原稿提出期日までに添

付する。
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� 原稿は， 6月末日締切 － 10月発行

� 原稿は， 10月末日締切 － 3月発行



6．本文表記

� 本文の構成を章・節・項のように分ける場合，それぞれの表記の仕方は，例えば，章はⅠ・

Ⅱ……，節は1.・2.……，項は1）・2）……などの表記方法があるが，本紀要の場合，執筆者

の研究分野が多岐にわたることを考慮し，とくに定めない。各執筆者が所属する学会の学会誌

などの表記方法に準ずること。

� 数字は算用数字を用いる。数字や欧字は，1字のみの場合を除き，半角とする。

ただし，縦書きの場合に限り，数字は原則として漢数字を用いる。

� 特殊な字体（イタリック・ボールド・ギリシャ文字など）・紛らわしい文字（l�エル�・1

�イチ�・i�アイ�・0�ゼロ�・O�オウ〉など）や大文字・小文字（W とwなど）は，明瞭に

区別できるよう指定する。また，添え字も，上付き・下付きを明瞭に指定する。

� 本文中に文献・資料を引用・参照する場合は，下記の例のように，文献・資料の著者名（姓

のみ）と発表年を示し，必要に応じて関連ページも示す。

青木（2001）は……，上村（2002：50�61）は……，青木・上村（2003）によれば……，…

という説がある（大山 1998：43�52）。……という見解もある（飯田 2003；太田 1999）。青木

ほか（2004）は……，など。

� 本文中に文献・資料の一部を引用する場合は，引用部分を，「 」でくくる，字下げする，活

字ポイントを小さくする，などの方法で表す。

7．図・表・数式の表記および作成

� 図（図には写真も含む）および表は必要最小限にとどめる。とくに，同じデータに関する図

と表の重複は避ける。

� 図および表は，各図・各表ごとに別紙とし，それぞれ，図1・図2… 表1・表2…のように

通し番号を明示し，執筆者名を記入する。

� 図および表のタイトル・説明文・出典などの原稿は，別紙にまとめる。外国語の要約をつけ

た場合は，図・表のタイトルと説明文は，外国語を併記することができる。

� 本文中の図および表の挿入希望位置は，本文原稿の右側余白に記入する。また，図・表の大

きさや体裁について希望がある場合は，本文原稿上に枠で指定するか，おおよその大きさなど

を右側余白に記入しておく。なお，図・表の大きさや体裁は，編集委員会で決める。したがっ

て執筆者の希望に添えない場合もある。

� 図および表を本文中に引用する際は，「図1によれば……」「……は表3に示される」などの

ように示す。

	 図は，黒インクで明瞭に描いたものか，ワープロあるいはコンピューターソフトを使用して

描いたもので，そのまま写真製版が可能なもの（版下原稿）に限る。


 表は，ワープロあるいはコンピューターソフトを使用して作成する。

� 図中や表中の文字や数字の大きさ，図の表現の細かさについては，刷り上がりの大きさで明

瞭に読みとれるよう，縮小率を十分考慮して決める。

� 数式は専用ソフトなどを使用して正確に表現する。数式の上下は1行ずつあける。

8．注とその記載方法

� 注は，本文内容の補足説明を行う場合と，引用・参照した文献・資料の出所を明示する場合

に用いる。

� 本文中の当該箇所の右肩に（ ）でくくった通し番号をつけ，注の内容は，本文のあとに，

通し番号順にまとめて記す。
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9．文献・資料の表示方法

本文で引用・参照した文献・資料を表示する方法としては，本文中には著者の姓と発表年のみ

を記し〈これについては，前ページの本文表記4を参照のこと�，原稿末尾の文献・資料表に詳

しく表示する方法と，本文中には記さず，本文のあとの注に詳しく表示する方法の二つが一般的

である。

� 文献・資料表に表示する場合

① 文献・資料表に，下記の要領で記載する。なお，文献・資料表は，原稿の末尾（注の後ろ）

に掲載する。

a． 学術雑誌など定期刊行物の場合は，著者名・発表年・文献名・定期刊行物名・巻または

号番号・文献の最初と最後のページを明記する。単行本の場合は，著者名・発表年・書名・

出版社（出版所）名を明記する。

b． 著者が複数の場合も，全著者名（姓名）を列記する。

c． 定期刊行物の巻・号番号およびページについては，巻ごとの通しページがある場合は，

巻番号（ゴシック）と通しページを記す。巻ごとに通しページがない場合は，巻番号（ゴ

シック）のあとに号番号を（ ）でくくって示し，号ごとのページを記す。号番号のみの

場合は，（ ）でくくった号番号とページを記す。

② その他の書式（記載順序や方法）については，本紀要の場合，執筆者の研究分野が多岐に

わたることを考慮し，とくに定めない。各執筆者が所属する学会の学会誌などの要領に則っ

て，統一した形式で記すこと。

③ 文献・資料の並べ方は，下記の要領による。

a． 日本語文献・資料，アジア地域言語文献・資料，欧語文献・資料の順に並べる。

b． 日本語文献・資料は，著者名の五十音順に並べる。アジア地域言語文献・資料はそれぞ

れの著者名の当該言語の固有の配列順（あるいはカタカナ表記の五十音順）に並べる。欧

語文献・資料は著者名（姓が先）のアルファベット順に並べる。

c． 同じ著者の文献・資料は発表年の順に並べる。同じ発表年のものが複数ある場合は，本

文の引用順に，a・b……を発表年のあとにつけて並べる。

� 注に表示する場合

① 注の該当箇所に著者名・文献・資料名などを詳しく表示する方式で，この場合は，文献・

資料表を省くことができる。

② 表示例は，以下の通り。

�日本語文献・資料�

小林政吉『宗教改革の教育史的意義』（創文社 1960）p.12. �単行本の場合�

林 泰成「ピーターズのコールバーグ批判」（佐野安仁，吉田謙二編『コールバーグ理論の

基底』世界思想社 1993）p.34. �単行本所収の論文の場合�

石井雅史「コミュニケーションと規則」（日本哲学会編『哲学』第51号 2000）pp.270�272.

�学術雑誌等の掲載論文の場合�

G.ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』宇波彰訳（法政大学出版局 1974）p.25.

�和訳書の場合�

�英文文献・資料�

AlexanderC.Judson,TheLifeofEdmundSpencer（Baltimore:TheJohnsHopkins

Press,1945）,p.145. �単行本の場合�

A.H.Bullen（ed.）,TheWorksofFrancisBeaumontandJohnFletcher（Variorum ed.;
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LondonLondon:GeorgeBellandSons,1908）,pp.49�53.�論文集の編者表記の場合�

G.M.Dutcheretal.,GuidetoHistoricalLiterature（NewYork:TheMacmillanCo.,1931）,

p.50. �著者が3名以上の場合�

F.A.Moe,・SchoolRetrenchment,・SchoolReview,XLII（May1934）,p.40.

�学術雑誌等の掲載論文の場合�

JohnCalvin,TheInstitutesoftheChristianReligion,trans.HenryBeverridge（2nded.;

Edinburgh:T.&T.Clark,1895）,Ⅰ,pp.40�45. �英訳書の場合�

�欧文文献・資料の略語の用法�

欧文文献・資料の引用・参照の際によく使われる略語（ loc.cit.,ibid.,op.cit）の用法

を，以下に記す。

loc.cit.同じ文献・資料の同じ箇所を連続して引用する場合に用いる。

ibid. 同じ文献・資料から連続して引用する場合に用いる。その際，前と引用ページが異

なる場合には，当該ページを表示する。

op.cit. 前に挙げた文献・資料に，いくつかの注を隔てた後に，再び言及する場合に用いる。

したがって，この場合は，著者名（姓のみ）とページ数とを必ず表示する。

上記の略語は，単行本と学術雑誌の場合はイタリック体で，論文の場合はローマン体で表

記する。

［ 使用例 ］

� T.M.ParrotandR.H.Ball,AShortViewofElizabethanDrama（NewYork:Charles

Scribner・sSons,1943）,p.190.

� loc.cit.

� ibid.,p.325.

	 E.H.C.Oliphant,ThePlaysofBeaumontandFletcher（NewHaven:YaleUniversity

Press,1927）,p.67.


 ParrotandBall,op.cit.,p.198.

� Oliphant,op.cit.,pp.89�91.

…

その他のよく用いられるページ表記略号（ただし，英文文献・資料の場合）

p.5.＝page5の意味

pp.17f.＝pp.17etseq.とも表す。これはpage17andthefollowingpageの意味

pp.20ff＝pp.20etseq.とも表す。これはpage20andthefollowingpagesの意味

＊欧文文献・資料では，注に示す場合と，文献・資料表に示す場合とでは，著者名などの

表記の仕方が異なる。これについては，以下の例を参照のこと。

�注に示す場合 〉

AlexanderC.Judson,TheLifeofEdmundSpencer（Baltimore:TheJohnsHopkins

Press,1945）,p.145.

�文献・資料表に示す場合 〉

Judson,AlexanderC.,TheLifeofEdmundSpencer.Baltimore:TheJohnsHopkins

Press,1945．

＊なお，インターネット上の文献・資料を引用・参照する場合は，文献・資料表あるいは

注に，原則として下記の事項を記載する。

執筆者・タイトル・年月日（掲載年月日あるいは更新年月日あるいは取得年月日）・URL
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10．原稿の審査

編集委員会が審査し決定する。その手続きは次の通り。

� 原稿の内容に応じて編集委員以外の査読者を選び，査読を依頼する。それとともに編集委員

の中から担当委員を選ぶ。査読者および担当委員は，原則として各1名とするが，場合により

複数名とすることもある。

� 査読者および担当委員は，論文・研究ノート・抄録・その他については，以下の11項目に

ついて原稿を検討し，査読結果（掲載の可否・原稿種類の妥当性についての意見や原稿に対す

るコメントなど）をまとめ，それを編集委員会に報告する。

① タイトルは内容を的確に示しているか

② 目的・主題は明確か

③ 方法・手法は適切か

④ データは十分か

⑤ 考察は正確かつ十分か

⑥ 先行研究を踏まえているか

⑦ 独創性あるいは学術的価値（資料的価値）が認められるか

⑧ 構成は適切か

⑨ 文章・語句の表現は適切か

⑩ 注や参考文献の表記は，執筆要領に添ったものになっているか

⑪ 図・表の表現は適切か

� 編集委員会は，これらの報告に基づいて，委員の合議により，掲載の可否，原稿種類の妥当

性および次項の「審査結果のお知らせ」に添える文書の内容などを決定する。なお，掲載の可

否については，①このままで掲載，②多少の修正の上で掲載，③大幅な修正が必要，④掲載見

送りの4段階で判定する。③については，執筆者の修正原稿を査読者と担当委員が再査読し，

その結果に基づいて，編集委員会が掲載の可否等を決定する。

� 研究会記録および公開講座記録の原稿については，原則として掲載する。ただし，この場合

も編集委員の中から担当委員を選び，担当委員は上記項目の9）等を検討する。その結果，執

筆者に加筆修正を求めることがある。

11．原稿の審査結果・変更・再提出

� 投稿の採否は，編集委員会の指名した査読者の査読結果に基づいて，編集委員会が紀要への

掲載を決定する。その際に編集委員会は，原稿区分の変更を投稿者に求める場合もある。

� 編集委員会は，査読に基づき，若干の訂正，あるいは書き直しを要請することができる。

また，上記判定を受けた投稿者は，その趣旨に基づいて，原稿を速やかに修正し，再度，編

集委員会に提出する。ただし，査読結果の内容に疑問・異論等がある投稿者は，編集委員会に

その旨を申し出ることができる。

� 投稿者は，投稿を許可された原稿（査読済）を，編集委員会の許可なしに変更してはならな

い。

� 査読の結果，大幅な修正がある場合には，投稿者の修正原稿を編集委員会が再査読し，その

結果に基づいて，編集委員会が紀要への掲載の可否等を決定する。

� 編集委員会が，紀要に掲載しない事を決定した場合は，人文科学研究所長（以下「所長」と

いう）より，その旨を投稿者に通達する。

12．投稿原稿の電子媒体の提出

投稿者は，編集委員会の査読を経て，修正・加筆などが済み次第，A4版用紙（縦版，横書き）
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にプリントした完成原稿1部と電子媒体を提出する。電子媒体の提出時には，使用OSとソフ

トウェア名を明記する。

なお，手元には，必ずオリジナルの投稿原稿（データ）を保管しておく。

13．校正

投稿した原稿の校正については，投稿者が初校および再校を行い，所長，編集委員長が三校を

行う。

この際，投稿者がおこなう校正は，最小限の字句に限り，版組後の書き換え，追補は認めない。

また，投稿者は，編集委員会の指示に従い，迅速に校正を行う。

投稿者が，期日までに校正が行われない場合には，紀要への掲載はできない。

14．その他

本執領に定められていない事項については，投稿者（執筆者）と協議の上，編集委員会が判断

する。

15．改廃

本執筆要領の改正は，編集委員会が原案を作成し，本研究所会議の議を経て，所長が決定する。

附則

この要領は，平成18年4月以降に投稿される原稿から適用する。

附則

この要領は，平成26年4月以降に投稿される原稿から適用する。

附則

この要領は，平成29年4月以降に投稿される原稿から適用する。

以 上
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付記：「その他」の区分・定義について

① 研究動向：
ある分野の研究成果を総覧・整理しまとめたもので，研究史・研究の現

状・将来への展望などを論じたもの。

② 調査報告：
ある課題についての文献・アンケート・聞き取り調査などの報告で，調

査の意義が明確なもの。

③ 資 料：
文献・統計・写真など，研究にとっての資料的価値があると思われる情

報を吟味し，それに解説をつけたもの。

④ 討 論：
本紀要に掲載された論文等に対する批判・質問および執筆者からの反論・

回答。

⑤ 研究会記録： 本研究所主催の研究会の講演内容および質疑の概要。

⑥ 公開講座記録： 本研究所主催の公開講座の講演内容の詳細な記録あるいは概要。
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た
中
村
正
直
、
哲
学
・
審
美
学
・
政
治
学
を
講
じ
た
ア
ー

ネ
ス
ト
・
Ｆ
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
な
ど
の
名
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

「
文
学
部
の
歴
史

起
源
と
沿
革

」
h
ttp

:/
/
w
w
w
.l.u

-to
k
y
o
.a
c.jp

/

sch
em

a
/
h
isto

ry
.h
tm

l（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
日
閲
覧
）

（

4）
『
小
説
神
髄
』
か
ら
の
引
用
は
『
小
説
神
髄
』（
岩
波
文
庫
・
平
成
二
十
二
年
）
に
よ

る
。

（

5）
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
か
ら
の
引
用
は
『
南
総
里
見
八
犬
伝
二
』（
岩
波
文
庫
・
平
成

二
年
）
に
よ
る
。

（

6）
引
用
は
『
当
世
書
生
気
質
』
（
平
成
十
八
年
・
岩
波
文
庫
）
に
お
け
る
宗
像
和
重

「〔
解
説
〕「
小
説
」
の
誕
生
、「
敗
者
」
へ
の
ま
な
ざ
し
」
に
よ
る
。

（

7）
引
用
は
『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム

坪
内
逍
遙
』
（
新
潮
社
・
平
成
八
年
）
に
よ

る
。

（

8）
『
当
世
書
生
気
質
』
か
ら
の
引
用
は
『
当
世
書
生
気
質
』（
平
成
十
八
年
・
岩
波
文
庫
）

に
よ
る
。

（

9）
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
か
ら
の
引
用
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
昭
和
五
十
三
年
・
岩
波
文

庫
）
に
よ
る
。

柳
田
泉
『「
小
説
神
髄
」
研
究
』（
昭
和
六
十
二
年
・
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）

安
藤
宏
『
日
本
近
代
小
説
史
』（
平
成
二
十
七
年
・
中
公
選
書
）

�注

�

参
考
文
献
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官
庁
の
官
吏
と
な
り
な
が
ら
も
、
辞
職
し
恋
に
も
破
れ
て
破
滅
し
て
ゆ
く
様
子
を
描

い
た
の
が
、
二
葉
亭
四
迷
の
『
浮
雲
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
浮
雲
』
の
主
人
公

文
三
は
、
自
ら
に
降
り
か
か
る
問
題
と
正
面
か
ら
対
峙
し
、
悩
み
苦
し
む
の
で
あ
る
。

『
浮
雲
』
こ
そ
が
近
代
小
説
（
ノ
ベ
ル
）
の
嚆
矢
な
の
だ
。
逍
遙
の
理
論
は
二
葉
亭

の
『
浮
雲
』
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

Ⅵ
小
説
家
坪
内
逍
遙
へ
の
評
価

中
村
光
夫
は
『
日
本
の
近
代
小
説
』（
岩
波
新
書
・
昭
和
二
十
九
年
）
に
お
い
て
、

小
説
家
坪
内
逍
遙
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。

彼
が
「
小
説
神
髄
」
と
「
当
世
書
生
気
質
」
に
よ
っ
て
、
や
や
曖
昧
に
提
出

し
た
新
時
代
の
文
学
理
念
の
二
重
性
は
、
そ
の
近
代
化
と
い
う
面
で
は
二
葉
亭

四
迷
、
山
田
美
妙
を
生
み
、
江
戸
戯
作
の
復
活
と
い
う
面
で
は
、
紅
葉
、
露
伴

を
生
み
だ
し
ま
し
た
。
こ
の
点
で
逍
遙
は
わ
が
国
の
小
説
の
父
に
は
違
い
な
い

の
で
す
が
、
二
葉
亭
と
紅
葉
の
出
現
は
、
と
も
に
「
小
説
神
髄
」
の
思
想
に
含

ま
れ
た
矛
盾
の
展
開
で
あ
り
、
そ
の
展
開
は
い
ず
れ
も
逍
遙
の
予
想
を
越
え
、

彼
の
文
学
理
念
の
限
界
を
超
え
る
も
の
で
し
た
。

そ
の
結
果
逍
遙
は
、
明
治
二
十
二
年
一
月
に
「
細
君
」
を
発
表
し
た
後
は
、

小
説
の
筆
を
絶
っ
て
し
ま
う
の
で
、
「
小
説
神
髄
」
の
著
者
が
小
説
家
と
し
て

仕
事
を
し
た
の
は
、
わ
ず
か
四
年
あ
ま
り
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

宗
像
和
重
は
『
当
世
書
生
気
質
』
（
岩
波
文
庫
・
平
成
十
八
年
）
の
「
〔
解
説
〕

「
小
説
」
の
誕
生
、「
敗
者
」
へ
の
ま
な
ざ
し
」
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

も
と
よ
り
小
説
そ
の
も
の
は
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
ら
し
い
装
い
を
も
っ
て
閉

じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
逍
遙
は
そ
の
末
尾
に
、「
最
も
残 の
こ
りを
し
き
は
、
作
者
が
本

来
の
目
的
な
り
け
る
、
書
生
の
変
遷
を
写
し
得
ざ
り
し
事
な
り
」
と
い
う
付
言

を
寄
せ
、
「
続
当
世
書
生
気
質
」
の
腹
案
を
も
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
現
し

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
と
し
て
、
尾
崎
紅
葉
『
金
色
夜
叉
』

（
明
治
三
十
～
三
十
六
年
、
未
完
）
の
間
貫
一
や
そ
の
友
人
た
ち
、
あ
る
い
は

夏
目
漱
石
『
坊
つ
ち
や
ん
』
（
明
治
三
十
九
年
）
の
「
お
れ
」
や
山
嵐
な
ど
、

時
代
の
趨
勢
に
抗
し
な
が
ら
敗
退
し
て
い
く
、
書
生
や
書
生
あ
が
り
の
青
年
た

ち
の
惨
憺
た
る
物
語
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
、
予
測
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
『
当
世
書
生
気
質
』
は
、
そ
う
い
う
近
代
の
ま

ぶ
し
い
、
し
か
し
き
わ

め
て
危
う
い
青
年
像
を
描
き
得
た
点
に
お
い
て
も
、
今
日
に
い
た
る
「
小
説
」

の
原
型
と
し
て
の
意
味
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
坪
内
逍
遙
は
、
そ
の
後
小
説
か
ら
は
手
を
引
き
、
演
劇
改
良
の
運

動
や
英
文
学
研
究
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
訳
業
、
国
語
教
科
書
の
編
集
、
さ
ら
に
は

後
進
の
教
育
に
注
力
す
る
と
い
う
後
半
生
の
文
業
に
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
逍
遙

の
『
小
説
神
髄
』
は
そ
の
写
実
主
義
の
重
視
に
お
い
て
二
葉
亭
四
迷
や

�口
一
葉
を

産
み
出
し
た
。
ま
た
『
当
世
書
生
気
質
』
に
よ
る
江
戸
戯
作
の
再
評
価
は
、
尾
崎
紅

葉
や
泉
鏡
花
な
ど
の
硯
友
社
の
文
学
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
中
村
が
述

坪内逍遙『小説神髄』を読む
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こ
の
時
代
、
東
京
は
学
生
と
人
力
車
夫
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
た
。
武
家
に
生
ま
れ

な
く
と
も
、
学
問
次
第
で
富
人
、
貴
人
に
な
る
道
が
開
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
地
方

の
若
者
は
立
身
出
世
の
志
を
た
て
、
故
郷
に
錦
を
飾
る
べ
く
こ
ぞ
っ
て
上
京
し
た
の

で
あ
る
。
『
当
世
書
生
気
質 （
８
）』
の
第
一
回
は
そ
の
様
子
を
以
下
に
示
す
よ
う
に
面
白

お
か
し
く
伝
え
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
に
移
れ
ば
変
る
浮
世
か
な
。
幕
府
さ
か
え
し
時
勢

こ
ろ
お
いに
は
、
武
士
の

み
時
に
大
江
戸
の
、
都
も
い
つ
か
東
京
と
、
名
も
あ
ら
た
ま
の
年
ご
と
に
、
開

け
ゆ
く
世
の
余 か

沢 げ

な
れ
や
。
貴 き

賤 せ
ん上
下
の
差
別

け
じ
め

も
な
く
、
才
あ
る
も
の
は
用
ひ

ら
れ
、
名
を
挙
げ
身
さ
へ
た
ち
ま
ち
に
、
黒 く
ろ塗 ぬ
り馬 ば

車 し
やに
の
り
売 う
りの
、
息
子
も
髭 ひ
げ

を
貯 た
く
わ

ふ
れ
ば
、
何
の
小 こ
う

路 じ

と
い
か
め
し
き
、
名
前
な
が
ら
に
大
通
路

お
お
ど
お
り

を
、
走

る
公
く

家 げ

衆 し
ゅの
車
夫

く
る
ま
やあ
り
。
栄 え
い枯 こ

盛 せ
い衰 す
いい
ろ
い
ろ
に
、
定
め
な
き
世
も
智
慧
あ
れ

ば
、
ど
う
か
生
活

く
ら
し

は
た
つ
か
弓
、
春
め
く
あ
れ
ば
霜 し
も

枯 が
れ

の
、
不
景
気
に
泣
く

商 あ
き人 び
とあ
り
。
十
人
集 よ

れ
ば
十
色

と
い
ろ

な
る
、
心
づ
く
し
や
陸
奥
人

み
ち
の
く
び
とも
、
慾
あ
れ
ば
こ

そ
都 み
や
こ

路 じ

へ
、
栄
利
も
と
め
て
集 つ
ど

ひ
来
る
、
富
も
才
智
も
輻 ふ
く

湊 そ
う

の
、
大
都
会
と

て
四
方
よ
り
、
入 い
りこ
む
人
も
さ
ま
ざ
ま
な
る
、
中
に
も
別 わ
けて
数
多
き
は
、
人
力

車
夫
と
学
生
な
り
。
お
の
お
の
そ
の
数
六
万
と
は
、
七
年

な
な
と
せ以
前
の
推
測
計
算
方

お
し
あ
て
か
ん
じ
ょ
う。

今
は
そ
れ
に
も
越
え
た
る
べ
し
。
到
る
処 と
こ
ろ

に
車
夫

く
る
ま
や

あ
り
、
赴 お
も
む

く
所
に
学
生

あ
り
。
彼
処

か
し
こ

に
下
宿
所

げ
し
ゅ
く
ど
こ

の
招
牌

か
ん
ば
ん

あ
れ
ば
、
此
方

こ
な
た

に
人
力
屋
の
行 あ
ん

燈 ど
ん

あ
り
。
横 よ
こ

町 ち
よ
うに
英
学
の
私
塾
あ
れ
ば
、
十
字
街

よ
つ
つ
じ

に
客
待

き
や
く
ま
ちの
人
車

じ
ん
り
きあ
り
。
失
敬
の
挨 あ
い拶 さ
つは
、

ご
っ
さ
い
の
掛
声
に
和
か

し
、
日
ひ

和 よ
り

下 げ

駄 た

の
痕 あ
と

は
、
人
車
の
轍 わ
だ
ち

に
ま
じ
は
る
。

実 げ

に
す
さ
ま
じ
き
書
生
の
流
行
、
ま
た
お
そ
ろ
し
き
車
の
繁 は
ん

昌 じ
よ
う。

当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
、
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
（
明
治
五
～
九
年
）

と
Ｓ
・
ス
マ
イ
ル
ズ
（
中
村
正
直
訳
）『
西
国
立
志

�』（
明
治
三
～
四
年
）
と
い
う

啓
蒙
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
傾
向
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
福

沢
は
『
学
問
の
す
ゝ
め （
９
）』
の
よ
く
知
ら
れ
た
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
言
え
り
。
さ
れ
ば
天

よ
り
人
を
生
ず
る
に
は
、
万
人
は
万
人
皆
同
じ
位
に
し
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
貴 き

賤 せ
ん上
下
の
差
別
な
く
、
万
物
の
霊
た
る
身
と
心
と
の
働
き
を
も
っ
て
天
地
の
間

に
あ
る
よ
ろ
ず
の
物
を
資 と

り
、
も
っ
て
衣
食
住
の
用
を
達
し
、
自
由
自
在
、
互

い
に
人
の
妨
げ
を
な
さ
ず
し
て
各
〃
安
楽
に
こ
の
世
を
渡
ら
し
め
給
う
の
趣
意

な
り
。
さ
れ
ど
も
今
広
く
こ
の
人
間
世
界
を
見
渡
す
に
、
か
し
こ
き
人
あ
り
、

お
ろ
か
な
る
人
あ
り
、
貧
し
き
も
あ
り
、
富
め
る
も
あ
り
、
貴
人
も
あ
り
、
下 げ

人 に
んも
あ
り
て
、
そ
の
有
様
雲
と
泥
と
の
相
違
あ
る
に
似
た
る
は
何
ぞ
や
。
そ
の

次
第
甚
だ
明
ら
か
な
り
。
実
語
教
に
、
人
学
ば
ざ
れ
ば
智
な
し
、
智
な
き
者
は

愚
人
な
り
と
あ
り
。
さ
れ
ば
賢
人
と
愚
人
と
の
別
は
、
学
ぶ
と
学
ば
ざ
る
と
に

由 よ

っ
て
出
来

い
で
く

る
も
の
な
り
。

賢
人
と
愚
人
の
別
は
、
学
ぶ
か
学
ば
な
い
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
西
国

立
志

�』
は
「
天
は
自
ら
を
助
く
る
者
を
助
く
」
と
い
う
独
立
独
行
の
精
神
を
思
想

的
な

根
幹
と
し
て
、
た
ゆ
ま
ぬ

努
力
の

結
果
、

功
成
り
名
を

遂
げ
た
西

洋
の

偉
人

（
ワ

ッ
ト
や
ス

テ
ィ
ー

ヴ
ン

ソ
ン
な
ど
）
の
伝

記
で
あ
っ
た
。
若
者
は
こ
れ
ら
の
書

を
読
ん
で
青
雲
の
志
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
方
出
身
の
若
者
が
中
央
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Ⅴ
『
当
世
書
生
気
質
』
と
い
う
「
実
践
」

『
当
世
書
生
気
質
』
は
、
明
治
十
八
年
六
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
、
第
一
号

か
ら
第
十
七
号
ま
で
、
半
紙
和
綴
十
七
分
冊
で
刊
行
（
晩
青
堂
）
さ
れ
た
。
同
年
四

月
、
半
紙
和
装
二
冊
本
と
し
て
刊
行
（
晩
青
堂
）
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
『
当
世
書

生
気
質
』
は
そ
の
書
名
か
ら
し
て
、
近
世
以
来
の
「
気
質
物
」
の
系
譜
を
受
け
つ
い

だ
戯
作
風
の
作
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
「
一
読
三

�」
と
い
う
角
書
も

つ
い
て
い
る
。
「
一
回
読
め
ば
、
三
回
興
奮
す
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
角
書
と
は
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
名
題
の
こ
と
で
、
草
子
類
の
題
名
の
上
に

二
行
あ
る
い
は
数
行
に
割
っ
て
副
次
的
に
書
く
文
字
（
冠
称
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
角
書
も
ま
た
近
世
風
の
趣
味
で
あ
る
。
さ
ら
に
極
め
つ
き
は
「
春
の
や
お
ぼ
ろ
先

生
戯
著
」
と
表
紙
に
記
さ
れ
た
著
者
名
で
あ
る
。
「
戯
著
」
と
は
ま
さ
に
本
書
が
戯

れ
書
き
で
あ
る
こ
と
の
宣
言
な
の
で
あ
っ
た
。
逍
遙
は
『
小
説
神
髄
』
に
お
い
て
展

開
し
た
己
の
文
学
の
理
論
を
、
『
当
世
書
生
気
質
』
と
い
う
作
品
を
書
く
こ
と
で
実

践
（
実
現
）
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
逍
遙
の
そ
の
実
践
は
、
彼
が
次
の
よ

う
に
述
懐
す
る
よ
う
に
中
途
半
端
な
も
の
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
小
説
神
髄
』
の
主
張
と
あ
の
作
意
と
が
矛
盾
す
る
の
も
つ
ま
り
、
作
の
方

が
多
少
先
に
出
来
、
論
の
方
は
や
ゝ
後
れ
て
取
纏
め
ら
れ
も
し
、
仕
上
げ
ら
れ

も
し
た
か
ら
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
私
の
勧
懲
主
義
の
攻
撃
は
十
分
徹
底
し
た

も
の
で
は
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
回
憶
漫
談 （
６
）」（「

早
稲
田
文
学
」
大
正
十
四
年
七
月
）

『
当
世
書
生
気
質
』
の
あ
ら
す
じ
を
以
下
に
紹
介
し
よ
う
。
品
行
方
正
で
学
術
も

優
等
な
小
町
田
は
、
飛
鳥
山
の
花
見
で
今
は
芸
者
と
な
っ
た
田
の
次
と
再
会
し
、
愛

し
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。
田
の
次
は
以
前
、
上
野
彰
義
隊
の
戦
い
で
避
難
す
る
と
き

に
母
親
と
は
ぐ
れ
、
小
町
田
の
家
で
兄
妹
同
様
に
育
っ
た
こ
と
の
あ
る
娘
だ
っ
た
。

田
の
次
に
横
恋
慕
す
る
舎
監
は
、
学
生
に
あ
る
ま
じ
き
行
為
と
小
町
田
を
非
難
し
、

彼
は
無
期
停
学
処
分
を
受
け
て
学
業
と
恋
の
間
で
悩
む
。
失
職
し
た
父
に
代
わ
っ
て

家
を
興
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
彼
は
、「
成
功
」
の
前
に
は
や
む
を
え
な
い
「
犠
牲
」

と
し
て
彼
女
に
別
れ
話
を
切
り
出
す
。
一
方
、
小
町
田
の
友
人
守
谷
は
、
上
野
山
の

下
で
行
方
不
明
に
な
っ
た
妹
を
探
し
て
い
た
。
最
終
的
に
は
田
の
次
こ
そ
が
守
谷
の

妹
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
小
町
田
も
そ
れ
ま
で
の
品
行
を
考
慮
さ
れ
て
停
学
を
解

か
れ
大
団
円
と
な
る
。

現
代
の
読
者
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
の
勝
手
な
都
合
で
田
の
次
に
別
れ
話
を
切
り
出

す
小
町
田
の
態
度
は
噴
飯
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
当
時
の
「
書
生
気
質
」
で
あ
る

と
す
れ
ば
し
か
た
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
事
実
、
逍
遙
の
親
友
で
あ
る
高
田
早
苗

は
『
当
世
書
生
気
質
』
を
「
社
会
小
説

ソ
ー
シ
ャ
ル
ノ
ベ
ルと
し
て
明
治
第
一
」
で
は
あ
る
が
「
書
生
達

の
奇
癖
が
強
調
さ
れ
、
滑
稽
味
が
勝
ち
す
ぎ
て
い
る
」（「
中
央
学
術
雑
誌 （
７
）」
明
治
十

九
年
二
月
）
と
正
し
く
こ
の
作
品
を
評
価
し
て
い
た
。
逍
遙
は
『
当
世
書
生
気
質
』

で
「
人

情
」
を

描
か
ず
に
、
「
世

態
風

俗
」
を

描
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
当
時
の
社
会
と
学
生
の
問
題
が
背
景
に
あ
る
。

士
農
工
商
の
身
分
制
度
が
廃
さ
れ
四
民
平
等
（
女
性
は
除
い
て
）
の
世
と
な
っ
た

坪内逍遙『小説神髄』を読む
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裏 う
らに
て
思
へ
る
事
だ
に
徹
頭
徹
尾
道
に
か
な
ひ
て
、
曾
て
劣
情
を
発
せ
し
こ
と

な
し
。
矧 い
わ
ん

や
一 い
ち

時 じ

瞬
間
と
い
へ
ど
も
、
心
猿

し
ん
え
ん

狂
ひ
、
意 い

馬 ば

跳 お
ど

り
て
、
彼
の
道

理
力
と
肚
の
裏 う
ち

に
て
闘
ひ
た
り
け
る
例 た
め
し

も
な
し
。
よ
し
や
尭 ぎ
よ
う

舜 し
ゆ
ん

の
聖
み

代 よ

な

れ
ば
と
て
、
か
か
る
聖
賢
の
八
個

や
た
り

ま
で
も
相
並
び
つ
つ
世
に
い
で
む
こ
と
殆
ど

望
み
が
た
き
事
な
ら
ず
や
。

勧
善
懲
悪
と
い
う
概
念
か
ら
考
え
れ
ば
『
八
犬
伝
』
は
優
れ
た
小
説
で
あ
る
、
と

い
う
逍
遙
の
評
価
は
、
彼
の
少
年
時
代
以
来
の
文
学
的
趣
味
か
ら
考
え
て
正
直
な
も

の
だ
ろ
う
。
問
題
は
八
人
の
犬
士
の
行
為
に
あ
る
。
彼
ら
は
徹
頭
徹
尾
、
道
に
か
な
っ

て
い
て
、
い
や
し
い
心
情
、
す
な
わ
ち
人
情
が
無
い
の
で
あ
る
。
煩
悩
に
苦
し
ん
だ

り
、
状
況
と

�藤
し
た
り
は
し
な
い
の
だ
。
こ
ん
な
完
璧
な
人
間
が
八
人
も
同
時
に

こ
の
世
に
出
現
す
る
こ
と
は
、
中
国
古
代
の
理
想
の
時
代
で
あ
る
「
尭
や
瞬
の
聖
代
」

で
あ
れ
ば
あ
り
え
よ
う
が
、
現
実
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。

蓋 け
だし
八
犬
士
は
曲
亭
馬 ば

琴 き
んが
理
想
上

ア
イ
デ
ヤ
ル

の
人
物
に
て
、
現
世
の
人
間
の
写
真
に
あ

ら
れ
ね
ば
、
こ
の
不
都
合
も
あ
り
け
る
な
り
。
さ
は
あ
れ
馬
琴
は
凡 ぼ
んな
ら
ざ
る
、

よ
く
巧
妙
の
意
匠
を
も
て
し
て
、
そ
の
牽
強

こ
じ
つ
けを
ば
掩 お
おひ
し
か
ば
、
読
者

よ
む
ひ
とは
毫 ち
とも

こ
れ
を
し
ら
ず
、
よ
く
人
情
を

�

う
がち
た
り
と
ほ
め
称 た
たへ
た
る
は
誤
り
な
ら
ず
や
。

（
中
略
）
さ
れ
ば
小
説
の
作
者
た
る
者
は
専 も
つ
ぱ

ら
そ
の
意 こ
こ
ろ

を
心
理
に
注
ぎ
て
、

我
が
仮
作

つ
く
り

た
る
人
物
な
り
と
も
、
一
度

ひ
と
た
び

�

へ
ん

中 ち
ゆ
う

に
い
で
た
る
以
上
は
、
之
れ
を

活 か
つ世 せ

界 か
いの
人
と
見 み

做 な

し
て
、
そ
の
感
情
を
写
し
い
だ
す
に
、
敢 あ

え
て
お
の
れ
の

意
匠
を
も
て
善
悪
邪
正
の
情 じ
よ
う

感 あ
い

を
作
り
設
く
る
こ
と
を
ば
な
さ
ず
、
只 た
だ

傍
観

し
て
あ
り
の
ま
ま
に
模
写
す
る
心
得
に
て
あ
る
べ
き
な
り
。

八
犬
士
は
理
想
上
の
人
物
、
ま
さ
に
「
化
物
」
な
の
で
あ
る
。
「
化
物
」
に
個
性

や
内
面
は
な
い
。
八
犬
士
の
そ
れ
ぞ
れ
が
背
負
う
仁
義
以
下
、
悌
に
至
る
「
八
行
」

の
八
文
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
違
う
よ
う
で
い
て
、
偏
差
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
ん
な

「
八
行
の
化
物
」
が
勧
善
懲
悪
と
い
う
世
界
観
の
元
で
大
活
躍
す
る
の
が
ロ
ー
マ
ン

ス
で
あ
る
。
正
義
は
勝
つ
の
だ
。
一
方
で
、
小
説
す
な
わ
ち
ノ
ベ
ル
の
登
場
人
物
に

作
者
の
工
夫
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
ま
に
模
写
（
写
実
）

す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
件
の
逍
遙
の
結
論
で
あ
る
。
ノ
ベ
ル
の
登
場
人

物
は
あ
く
ま
で
も
、
我
々
の
日
常
生
活
の
ど
こ
に
で
も
い
る
普
通
の
人
間
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
普
通
の
人
間
だ
か
ら
こ
そ
人
情
、
煩
悩
が
あ
る
。
ノ
ベ
ル
と
は
個
性

や
内
面
を
備
え
て
自
然
、
社
会
、
環
境
と

�藤
す
る
人
間
の
お
話
な
の
だ
。
現
実
世

界
で
は
必
ず
し
も
正
義
は
勝
つ
と
は
限
ら
な
い
。
努
力
は
実
を
結
ぶ
と
は
限
ら
な
い
。

夢
は
か
な
う
と
は

限
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「

W
h
ere

d
rea

m
s
co

m
e
tru

e
」

（
夢
の
か
な
う
場

所
）
と
い
う

キ
ャ

ッ
チ

・
コ

ピ
ー
の

リ
ゾ
ー

ト
・

テ
ー
マ

・
パ
ー

ク
が
年
間
三
千
万
人
の
衆
生
を
集
め
る
の
で
あ
る
。
テ
ー
マ
パ
ー
ク
に
集
ま
る
客
は

皆
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
す
べ
て
分
か
っ
て
い
る
の
だ
。
後
年
の
小
説
家
中
島
敦
は
、

代
表
作
で
あ
る
『
山
月
記
』
の
主
人
公
で
あ
る
李
徴
に
「
理
由
も
わ
か
ら
ず
に
押
し

つ
け
ら
れ
た
も
の
を
お
と
な
し
く
受
け
取
っ
て
、
理
由
も
わ
か
ら
ず
に
生
き
て
い
く

の
が
、
我
々
生
き
物
の
さ
だ
め
だ
。
」
と

語
ら
せ
て
い
る
。
世
界
も
人
生
も
不

条
理

な
の
で
あ
る
。
こ
の
不
条
理
を
テ
ー
マ
と
す
る
の
が
近
代
小
説
（
ノ
ベ
ル
）
な
の
だ
。
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彼
の
曲
亭
の
傑
作
な
り
け
る
『
八 は
つ犬 け
ん伝 で
ん』
中
の
八
士

は
つ
し

の
如
き
は
、
仁
義
八
行

は
つ
こ
うの

化
物
に
て
、
決
し
て
人
間
と
は
い
ひ
難 が
たか
り
。
作
者
の
本
意
も
、
も
と
よ
り
し

て
、
彼
の
八
行
を
人
に
擬
し
て
小
説
を
な
す
べ
き
心
得
な
る
か
ら
、
あ
く
ま
で

八
士
の
行
を
ば
完
全
無
欠
の
者
と
な
し
て
、
勧
懲
の
意
を
寓
せ
し
な
り
。

逍
遙
の
発
言
中
の
「
仁
義
八
行
の
化
物
」
と
い
う
言
葉
が
印
象
的
で
あ
る
。
「
仁

義
八
行
」
と
は
、
儒
教
で
人
が
守
る
べ
き
五
つ
の
道
徳
と
し
て
の
五
常
す
な
わ
ち

「
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
」
に
、「
忠
・
孝
・
悌
」
の
三
つ
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
八
行
は
、
犬 い
ぬ

江 え

親
兵
衛

し
ん
ぺ
い

仁 ま
さ
し

、
犬 い
ぬ

川 か
わ

荘
助

そ
う
す
け

義
任

よ
し
と
う

、
犬
村

い
ぬ
む
ら

大
角

だ
い
か
く

礼
儀

ま
さ
の
り

、
犬 い
ぬ

坂 ざ
か

毛 け

野 の

胤
智

た
ね
と
も、
犬 い
ぬ山 や
ま道
節

ど
う
せ
つ忠
与

た
だ
と
も、
犬 い
ぬ飼 か
い現 げ
ん八 は
ち信 の
ぶ道 み
ち、
犬 い
ぬ塚 づ
か信 し

乃 の

戍
孝

も
り
た
か、
犬 い
ぬ田 た

小
文
吾

こ
ぶ
ん
ご

悌
順

や
す
よ
りか

ら
な
る
八
犬
士
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
つ
水
晶
の
珠
に
浮
か
ぶ

文
字
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
八
行
の
中
の
一
文
字
が
、
彼
ら
八
犬
士
各
自
の
武
士

と
し
て
の
正
式
な
姓
名
に
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
ら
八
犬
士

に
は
、
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
伏
姫
を
母
と
す
る
兄
弟
で
あ
る
こ
と
の
証
し
と
し
て
、

身
体
の
ど
こ
か
に
牡
丹
の
花
の
よ
う
な
痣
が
あ
る
の
で
あ
る
。『
南
総
里
見
八
犬
伝
』

が
近
世
を
代
表
す
る
伝
奇
ロ
マ
ン
、
江
戸
の
読
本
の
傑
作
で
あ
る
こ
と
の
所
以
は
、

こ
の
よ
う
に
不
思
議
な
こ
と
が
次
々
と
起
こ
る
と
い
う
趣
向
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

「
化
物
」
と
は
つ
ま
り
、
彼
ら
八
犬
士
が
「
八
行
」
に
極
め
て
忠
実
な
人
間
で
あ

る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
八
犬
士
と
は
い
え
人
間
で
あ
る
。
人
間
で
あ
れ
ば
少
し
は

人
情
（
煩
悩
）
を
持
っ
て
い
そ
う
で
あ
る
が
、
彼
ら
に
は
そ
の
人
情
が
伺
え
な
い
。

犬
塚
信
乃
を
例
に
す
れ
ば
、
彼
は
徹
頭
徹
尾
「
孝
」
と
い
う
道
徳
に
基
づ
い
て
行
動

す
る
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
信
乃
は
自
害
し
た
父
の
遺
言
に
従
い
、
主
家
に

名
刀
を
献
上
し
よ
う
と
す
る
が
、
伯
母
夫
婦
に
だ
ま
さ
れ
窮
地
に
陥
る
。
そ
れ
で
も

彼
は
あ
く
ま
で
も
「
孝
」
、
す
な
わ
ち
親
の
遺
言
を
守
る
た
め
、
彼
を
虜
に
せ
ん
と

挑
ん
で
く
る
犬
飼
現
八
（
八
犬
士
）
と
古
河
の
芳
流
閣
で
決
闘
す
る
の
で
あ
る
。

拿 も
った
る
十
手
を
閃 ひ
ら
めか
し
、
飛 と
ぶが
如
く
に
方
桴

は
こ
む
ねの
、
左
の
か
た
よ
り

進 す
ゝ
み登
り
て
、

組 く
まん
と
す
れ
ど
も
寄 よ
せつ
け
ず
、「
こ
ゝ
ろ
得
た
り
。」
と
鋭 と
き大
刀
風
に
、
撃 う
つを
発 は
っ

石 し

、
と

受
留

う
け
と
め

て
、

払
へ
ば

透 す
か

さ
ず

数 こ
む

刀
尖

き
つ
さ
き

を
、

挂 さ
さ
え

て
流
す
一 い
ち

上 ぜ
う

一 い
ち

下 げ

、
辷 す
べ

る

甍 い
ら
かを

踏 ふ
み駐 と
めて
、

頻 し
き
りに

進
む
捕
手
の
秘
術
。

「
芳
流
閣
の
決
闘
」
の
場
面

こ
の
決
闘
の

果
て
に
信
乃
は

利
根
川
を

下
っ
て

下
総
の
行
徳
に
流
れ

着
く
（
「
行

徳
」
と
い
う
地
名
も
こ
こ
で
は
意

味
深
い
）
。
そ
ん
な
彼
を

救
う
の
が
犬
田
小
文
吾

（
八
犬
士
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に

因
果
は
め

ぐ
る

糸
車
で
あ
る
。
次
は
ど

う
な
る
次
は
ど
う
な
る
と
い
う
息
も
つ
か
せ
ぬ
そ
の
展
開
は
、
雄
蔵
少
年
で
な
く
と

も
惹
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
逍
遙
は
次
の
よ
う
に
『
八
犬
伝
』

を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
勧
懲
を
主
眼
と
し
て
『
八
犬
伝
』
を
評
す
る
と
き
に
は
、
東
西
古
今
に

そ
の
類 る
いな
き
好 こ
う稗 は
い史 し

な
り
と
い
ふ
べ
け
れ
ど
、
他 た

の
人
情
を
主
悩
と
し
て
こ
の

物
語
を

論 あ
げ
つ
らひ
な
ば
、
瑕 き
ずな
き
玉
と
は
称 た
たへ
が
た
し
。
そ
の
故
を
い
か
に
と
な

ら
ば
、
彼
の
八 は
つ主 し

ゆ公 こ
うの
行
ひ
を
見
よ
、
否
、
行
為
は
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
肚 は
らの

坪内逍遙『小説神髄』を読む
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百
八
の
煩
悩
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
煩
悩
と
は
衆
生
の
心
身
を
煩
わ
し
悩
ま
せ
る

一
切
の
妄
念
の
こ
と
で
、
貧
（
む
さ
ぼ
る
こ
と
）、
瞋
（
い
か
る
こ
と
）、
痴
（
お
ろ

か
な
こ
と
）
、
慢
（
お
こ
た
る
こ
と
）
、
疑
（
う
た
が
う
こ
と
）
、
悪
見
（
知
ら
ざ
る

こ
と
）
の
六
つ
を
根
本
と
す
る
。
大

�日
に
除
夜
の
鐘
を
百
八
回
打
ち
な
が
ら
煩
悩

を
除
去
す
る
風
習
は
現
在
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
小
説
で
は
普
通
の
人
間
が
抱

く
そ
の
煩
悩
こ
そ
を
第
一
に
描
く
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
小
説

す
な
わ
ち
ノ
ベ
ル
（
n
o
v
el）
と
は
、
ロ
ー
マ
ン
ス
と
は
異
な
り
、
人
情
を
写
し
出

す
こ
と
を
最
重
要
課
題
と
し
、
日
常
の
出
来
事
を
お
話
の
趣
向
と
す
る
も
の
な
の
で

あ
る
。こ
の
人
情
の
奥
を

�

う
が

ち
て
、
賢
人
、
君
子
は
さ
ら
な
り
、
老
若
男
女
、
善
悪

邪
正
の
心
の
中
の
内
幕
を
ば
洩 も
ら

す
所
な
く
描
き
い
だ
し
て
周 し
ゆ
う

密 み
つ

精 せ
い

到 と
う

、
人
情

を

�

し
や
く

然 ぜ
ん

と
し
て
見
え
し
む
る
を
我
が
小
説
家
の
務
め
と
は
す
る
な
り
。
よ
し

や
人
情
を
写
せ
ば
と
て
、
そ
の
皮
相
の
み
を
写
し
た
る
も
の
は
、
未
だ
之
れ

を
真 ま
こ
と

の
小
説
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
そ
の
骨 こ
つ

髄 ず
い

を

�つ
に
及
び
、
は
じ
め
て

小
説
の
小
説
た
る
を
見
る
な
り
。

人
情
の
奥
の
知
ら
れ
て
い
な
い
事
情
を
暴
い
て
、
賢
人
、
君
子
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
老
若
男
女
、
善
悪
正
邪
の
心
の
中
を
洩
す
と
こ
ろ
な
く
描
き
出
す
、
実
を
写
す

（
＝
写
実
）
す
な
わ
ち
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
を
も
っ
て
人
情
を

�然
（
あ
き
ら
か
な

さ
ま
）
と
見
え
る
よ
う
に
す
る
の
が
小
説
家
の
務
め
な
の
で
あ
る
。

和
漢
に
名
あ
る
稗
官

は
い
か
ん者 し
ゃ

流 り
ゅ
うは
、
ひ
た
す
ら
脚
色

し
く
み

の
皮
相
に
と
ど
ま
る
を
拙 つ
た
なし

と
し
て
、
深
く
そ
の
骨
髄
に
入
ら
む
こ
と
を
力 つ
とめ
た
り
し
も
、
主
悩
と
な
す
べ

き
人
情
を
ば
皮
相
を
写
し
て
足
れ
り
と
せ
り
。
豈 あ

に
憾 う
らむ
べ
き
こ
と
な
ら
ず
や
。

稗
官
者
流
は
心
理
学
者
の
ご
と
し
。
宜 よ
ろし
く
心
理
学
の
道
理
に
基
づ
き
、
そ
の

人
物
を
ば
仮 つ

作 く

る
べ
き
な
り
。
荀 か
りに
も
お
の
れ
が
意
匠
を
以 も
つて
、
強 し

ひ
て
人
情

に
悖
戻

ば
い
れ
いせ
る
、
否 い
な、
心
理
学
に
戻 も
とれ
る
人
物
な
ど
を
仮 つ

作 く

り
い
だ
さ
ば
、
そ
の

人
物
は
已 す
でに
既
に
人
間
世
界
の
者
に
あ
ら
で
、
作
者
が
想
像
の
人
物
な
る
か
ら
、

そ
の
脚 き
や
く

色 し
よ
く

は
巧
み
な
り
と
も
、
そ
の
譚

も
の
が
た
り

は
奇
な
り
と
い
ふ
と
も
、
之
れ

を
小
説
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。

逍
遙
は
、
小
説
家
は
心
理
学
者
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
心
理
学
の
道
理

に
基
づ
い
て
登
場
人
物
も
作
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
か
り
に
も
自
分
の
趣
向
で
、
あ

え
て
人
情
に
そ
む
く
、
い
や
、
心
理
学
に
も
と
る
人
物
な
ど
を
作
れ
ば
、
そ
の
人
物

は
す
で
に
人
間
の
世
界
の
者
で
な
く
て
、
作
者
の
想
像
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

脚
色
は
巧
み
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
物
語
が
不
思
議
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
小
説

と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
下
、
逍
遙
は
自
ら
が
少
年
時
代
に
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
滝
沢
馬
琴
の
『
南
総

里
見
八
犬
伝 （
５
）』
を
ロ
ー
マ
ン
ス
の
典
型
と
し
て
こ
れ
を
批
判
す
る
。
関
八
州
に
散
っ

た
八
人
の
犬
士
が
、
不
思
議
な
因
縁
で
出
会
い
と
別
れ
を
繰
り
返
し
、
そ
の
過
程
で

互
い
が
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
最
終
的
に
安
房
の
里
見
家
の
た
め
に
大
活
躍
す

る
と
い
う
物
語
は
、
ノ
ベ
ル
で
は
な
く
ま
さ
に
勧
善
懲
悪
、
因
果
応
報
の
大
ロ
ー
マ

ン
ス
な
の
で
あ
っ
た
。

―242（47）―



学
改
良
運
動
の
路
線
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
文
学
理
論
を
ま
と

め
直
し
た
の
が
『
小
説
神
髄
』（
明
治
十
八
～
十
九
年
）
で
あ
る
。

Ⅳ
『
小
説
神
髄
』
を
読
む

『
小
説
神
髄 （
４
）』
は
上
下
二
巻
で
、
上
巻
は
小
説
の
原
理
と
変
遷
史
、
下
巻
は
小
説

の
作
法
と
文
章
論
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
上
巻
の
「
小
説
の
変
遷
」
と

「
小
説
の
主
眼
」
の
一
部
を
読
ん
で
み
た
い
。

小
説
の
変
遷

小
説
は
仮
作

つ
く
り

物
語

も
の
が
た
り

の
一
種
に
し
て
、
所
謂

い
わ
ゆ
る

奇 き

異 い

譚 た
ん

の
変
体
な
り
。
奇
異
譚

と
は
何
ぞ
や
。
英
国
に
て
ロ
ー
マ
ン
ス
と
名
づ
く
る
も
の
な
り
。
ロ
ー
マ
ン
ス

は
趣
向
を
荒
唐

こ
う
と
う無
稽

む
け
い

の
事
物
に
取
り
て
、
奇
怪

き
か
い

百
出

ひ
ゃ
く
し
ゅ
つも
て

�を
な
し
、
尋
常

世
界
に
見 あ
らは
れ
た
る
事
物
の
道
理
に
矛
盾
す
る
を
敢 あ
えて
顧
み
ざ
る
も
の
に
ぞ
あ

る
。
小
説
す
な
は
ち
ノ
ベ
ル
に
至
り
て
は
之 こ

れ
と
異
な
り
。
世
の
人
情
と
風
俗

を
ば
写
す
を
以 も
って
首
脳
と
な
し
、
平
常
世
間
に
あ
る
べ
き
や
う
な
る
事
柄
を
も

て
材
料
と
し
て
而 し
かし
て
趣
向
を
設
く
る
も
の
な
り
。（
以
下
略
）

逍
遙
は
、
小
説
を
仮
作

つ
く
り

物
語
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
。
仮
作
物
語
と
は
物
語
の
一

種
で
、
歌
を
中
心
と
し
た
「
歌
物
語
」
に
対
す
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。『
竹
取
物
語
』

が
仮
作
物
語
の
代
表
作
で
あ
る
。
歌
物
語
の
代
表
作
は
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
る
。
さ

ら
に
逍
遙
は
、
仮
作
物
語
と
は
奇
異
譚
が
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
奇
異
譚

と
は
何
か
。
奇
異
譚
と
は
英
国
で
は
ロ
ー
マ
ン
ス
（

ro
m
a
n
ce）

と
名
づ
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ロ
ー
マ
ン
ス
と
は
、
そ
の
趣
向
を
荒
唐
無
稽
な
事
物
に
取
っ

て
い
て
、
奇
怪
な
事
が
数
多
く
起
こ
る
こ
と
で
お
話
が
作
ら
れ
、
日
常
の
世
界
に
あ

ら
わ
れ
た
事
物
の
道
理
に
矛
盾
す
る
出
来
事
を
あ
え
て
顧
み
な
い
も
の
だ
と
い
う
。

つ
ま
り
ロ
ー
マ
ン
ス
と
は
、
神
意
や
魔
法
、
超
能
力
や
超
自
然
現
象
が
ま
か
り
通
る

世
界
な
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
は
ま
さ
に
ロ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
。

ハ
リ
ウ
ッ
ド
は
、
神
や
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
英
雄

ヒ
ー
ロ
ーや
姫 ヒ
ロ
イ
ンな
ど
が
主
人
公
と
し
て
活

躍
す
る
数
奇
な
物
語
を
次
か
ら
次
へ
と
映
画
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
ス
ー
パ
ー

マ
ン
（
S
u
p
erm

a
n
）」
は
、
超
人
的
な
能
力
を
発
揮
す
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ヒ
ー
ロ
ー

の
代
名
詞
で
あ
る
し
、
「
パ
イ
レ
ー
ツ
・
オ
ブ
・
カ
リ
ビ
ア
ン
（
P
ira

tes
o
f
th

e

C
a
rib

b
ea

n
）
」
の
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ス
パ
ロ
ー
も
ま
た
不
死
身
の
英
雄

で
あ
る
。
彼
ら
は
自
ら
に
降
り
か
か
る
災
厄
を
呪
い
は
す
る
が
、
自
ら
が
抱
え
る
問

題
と
決
し
て

�藤
は
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
彼
ら
が
英
雄

ヒ
ー
ロ
ーで
あ
る
証
し
で
あ

る
。
続
け
て
逍
遙
は
「
小
説
の
主
眼
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

小
説
の
主
眼

小
説
の
主
悩
は
人
情
な
り
、
世
態

せ
い
た
い風
俗

ふ
う
ぞ
くこ
れ
に
次
ぐ
。
人
情
と
は
い
か
な
る

も
の
を
い
ふ
や
。
曰 い
は

く
、
人
情
と
は
人
間
の
情
慾
に
て
、
所
謂

い
わ
ゆ
る

百
八

ひ
ゃ
く
は
ち

煩 ぼ
ん

悩 の
う

是 こ

れ
な
り
。

小
説
で
最
も
大
切
な
も
の
は
人
情
で
あ
る
と
逍
遙
は
説
く
。
世
態
風
俗
は
こ
れ
次

ぐ
と
い
う
。
で
は
人
情
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
人
情
と
は
人
間
の
情
慾
い
わ
ゆ
る

坪内逍遙『小説神髄』を読む
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ら
が
い
た
。
開
成
学
校
の
改
称
に
と
も
な
っ
て
雄
蔵
は
東
京
大
学
予
備
門
に
編
入
さ

れ
、
二
十
歳
に
な
っ
た
明
治
十
一
年
九
月
に
は
本
科
文
学
部
政
治
学
科
に
進
ん
だ
。

当
時
の
東
京
大
学
文
学
部 （
３
）は
、
第
一
科
史
学
・
哲
学
・
政
治
学
と
第
二
科
和
漢
文
学

科
の
二
学
科
体
制
で
あ
っ
た
。

東
京
大
学
に
入
学
後
の
雄
蔵
は
、
友
人
と
な
っ
た
高
田
早
苗
に
連
れ
ら
れ
て
新
富

座
で
九
代
目
團
十
郎
の
芝
居
を
観
た
り
、
寄
席
通
い
を
し
た
り
と
い
う
生
活
を
送
っ

た
。
名
古
屋
時
代
の
戯
作
趣
味
が
東
京
で
の
交
遊
を
通
じ
て
再
び
高
じ
た
の
で
あ
っ

た
。
雄
蔵
は
大
学
予
備
門
で
は
モ
ー
ス
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
を
聞
き
、
本
科
進
学

後
は
外
山
正
一
に
進
化
論
を
学
び
、
ホ
ー
ト
ン
か
ら
は
チ
ョ
ー
サ
ー
、
ミ
ル
ト
ン
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
等
の
英
文
学
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
雄
蔵
の
関
心
は
次
第
に
イ
ギ
リ

ス
の
小
説
そ
の
も
の
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
日
本
で
流
行
し
て
い
た
の
は
、

後
に
西
洋
人
情
小
説
と
呼
ば
れ
る
翻
訳
小
説
で
あ
る
。
中
で
も
丹
羽
純
一
郎
訳
の

『
花
柳
春
話
』（
明
治
十
一
年
、
原
作
は
リ
ッ
ト
ン
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ァ
ー

ス
』
お
よ
び
『
ア
リ
ス
』
）
が
好
評
を
博
し
て
い
た
。
雄
蔵
は
こ
の
風
潮
に
乗
じ
て

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
の
『
ラ
マ
ー
ム
ー
ア
の
花
嫁
』
（
S
ir

W
a
lter

S
co

tt

・T
h
e
B
rid

e
o
f
L
a
m
m
erm

o
o
r・（
文
政
二
年
）
の
部
分
訳
を
『
春
風
情
話
』
と

題
し
て
出
版
（
明
治
十
三
年
）
し
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
出
版
の
際
に
雄
蔵
は
、
学

生
の
身
分
で
あ
る
こ
と
を
憚
っ
て
、
訳
者
名
を
友
人
の
兄
で
あ
る
橘
顕
三
と
記
し
て

い
る
。
『
春
風
情
話
』
と
い
う
題
名
は
『
花
柳
春
話
』
の
模
倣
で
、
訳
文
は
馬
琴
風

の
七
五
調
を
用
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
だ
ろ
う
か
、
雄
蔵
は
フ
ェ
ノ
ロ

サ
の
政
治
学
・
理
財
学
の
試
験
に
失
敗
し
て
落
第
し
、
ホ
ー
ト
ン
の
英
文
学
の
成
績

も
不
出
来
で
あ
っ
た
。
彼
の
『
回
憶
漫
談
』（
大
正
十
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
ハ
ム
レ
ッ

ト
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
馬
琴
流
の
勧
善
懲
悪
的
な
評
を
加
え
て
悪
い
点
を
つ
け
ら
れ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

明
治
十
四
年
の
政
変
に
よ
っ
て
参
議
大
隈
重
信
は
下
野
し
、
そ
れ
を
契
機
に
自
由

民
権
運
動
が
盛
り
上
が
っ
た
。
大
隈
は
翌
年
に
立
憲
改
進
党
を
結
成
し
た
。
親
友
の

高
田
早
苗
は
大
隈
よ
り
の
研
究
会
（

�渡
会
）
を
作
っ
た
。
雄
蔵
は
こ
れ
に
は
入
会

し
な
か
っ
た
が
、
高
田
と
の
関
係
で
立
憲
改
進
党
び
い
き
と
な
り
、
自
ら
の
政
治
思

想
を
戯
文
で
発
表
し
は
じ
め
た
。
こ
の
時
に
用
い
た
ペ
ン
ネ
ー
ム
が
後
の
作
で
あ
る

『
当

世
書
生

気
質
』
で
も

登
場

す
る

「
春
の
や
お

ぼ
ろ

」
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
彼
の

政
治
的
立
場
を
示
し
た
作
品
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』

の
翻
訳
で
あ
る
。
本
書
は
明
治
十
七
年
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー

ザ
ー
』
の
翻
訳
『
該
撒

し
い
ざ
る奇 き

談 だ
ん

自
由
太
刀

じ
ゆ
う
の
た

ち

余
波
鋭
鋒

な
ご
り
の
き
れ
あ
じ』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
。
こ

の
時
、
雄
蔵
は
表
紙
に
「
文
學
士
坪
内
雄
蔵
譯
」
と
記
し
、
序
文
で
「
逍
遙
遊
人
」

と
名
乗
っ
た
。「

逍
遙
」
と
い
う
号
は
『
荘
子
』
か
ら
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

東
京
専
門
学
校
（
後
の
早
稲
田
大
学
）
が
、
大
隈
重
信
を
中
心
に
し
て
、
小
野
梓

や

�渡
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
明
治
十
五
年
に
創
立
さ
れ
た
。
高
田
、
市
島
、
天

野
ら
に
一
年
遅
れ
て
東
京
大
学
を
卒
業
し
た
雄
蔵
は
、
た
だ
ち
に
同
校
の
教
壇
に
立

ち
、
英
文
訳
読
の
ほ
か
西
洋
史
を
担
当
し
同
時
に
文
学
研
究
に
励
ん
だ
。
雄
蔵
は
、

明
治
十

八
年
に
翻
訳
『

概 が
い

世 せ
い

士 し

伝 で
ん

』
前
編
（
リ
ッ
ト
ン
原
作

「
リ

エ
ン

ジ
ィ

」

L
y
tto

n
・R

ien
zi・）

を
刊
行
し
た
。
本
書
は
リ

エ
ン

ジ
ィ
と
い
う
人

物
が
ロ
ー
マ

の
民
政
を
復
興
す
る
政
治
小
説
で
あ
る
。
雄
蔵
は
本
書
の
「
は
し
が
き
」
で
初
め
て

勧
善
懲
悪
を
否
定
し
て
、
人
情
世
態
を
「
小
説
の
首
脳
」
と
す
べ
し
と
説
い
て
、
文

―244（45）―



し
た
明
治
時
代
以
降
の
「
日
本
」
に
お
い
て
、
読
み
書
き
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

「
小
説
」
で
あ
る
、
と
。
そ
の
上
で
、「
小
説
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た

め
に
『
広
辞
苑 （
１
）』
を
引
い
て
み
た
い
。

『
広
辞
苑
』
は
「
小
説
」
と
い
う
言
葉
を
「
①
［
漢
書

�

芸
文
志

�

「
小
説
家
者
流
、

蓋
出
於
稗
官
、
街
談

�語
、
道
聴
塗
説
者
之
所
造
也
」
］
市
中
の
出
来
事
や
話
題
を

記
録
し
た
も
の
。
稗
史
（
は
い
し
）
。
②
（
坪
内
逍
遙
に
よ
る

n
o
v
el
の
訳
語
）
文

学
の
一
形
式
。
作
者
の
想
像
力
に
よ
っ
て
構
想
し
、
ま
た
は
事
実
を
脚
色
す
る
叙
事

文
学
。
韻
文
形
式
だ
け
で
な
く
、
語
り
手
が
物
語
る
と
い
う
形
式
か
ら
も
自
由
と
な
っ

た
、
市
民
社
会
で
成
立
し
た
文
学
形
式
。
古
代
に
お
け
る
伝
説
・
叙
事
詩
、
中
世
に

お
け
る
物
語
な
ど
の
系
譜
を
受
け
つ
ぎ
、
近
代
に
な
っ
て
発
達
、
詩
に
代
っ
て
文
学

の
王
座
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
小
説
」
と
い
う
日

本
語
は
、
坪
内
逍
遙
が
「

n
o
v
el」
と
い
う
言
葉
を
訳
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て

誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
坪
内
逍
遙
と
は
、
一
体
ど
ん
な
仕
事
を
し
た
人
物
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
以
下
、
坪
内
逍
遙
と
い
う
文
学
者
の
前
半
生
を
簡
単
に

�っ
て
み
た
い
。

Ⅲ
坪
内
逍
遙
と
は
誰
か

坪
内
逍
遙 （
２
）、
本
名
雄
蔵
（
戸
籍
名
は
勇
蔵
）
は
、
安
政
六
年
五
月
二
十
二
日
、
美

濃
国
加
茂
郡
太
田
村
（
現
在
、
岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
）
で
生
ま
れ
た
。
父
の
平
右
衛

門
信
之
（
維
新
後
、
平
之
進
）
は
太
田
の
尾
張
藩
代
官
所
手
代
で
、
謹
厳
実
直
な
人

物
で
あ
っ
た
。
母
の
ミ
チ
は
尾
張
大
曾
根
の
造
り
酒
屋
矢
野
藤
兵
衛
の
娘
で
、
五
道

と
号
し
た
父
の
血
を
受
け
て
趣
味
が
広
く
、
芸
事
に
通
じ
、
草
双
紙
や
歌
舞
伎
を
好

ん
だ
。
雄
蔵
の
芸
術
的
関
心
は
主
に
こ
の
母
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
。

雄
蔵
は
十
人
兄
弟
の
末
っ
子
、
五
男
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
四
人
は
早

世
し
た
の
で
、
六
人
兄
弟
の
な
か
で
育
っ
た
。
長
兄
の
信
益
に
は
習
字
の
手
習
い
や

謡
の
手
ほ
ど
き
を
し
て
も
ら
っ
た
。
次
兄
の
義
衛
に
は
草
双
紙
を
作
っ
て
も
ら
っ
た

り
、
漢
詩
の
初
歩
を
教
え
て
も
ら
っ
た
り
し
た
。

坪
内
家
が
名
古
屋
の
上
笹
島
村
（
現
在
、
名
古
屋
市
中
村
区
）
に
移
っ
た
の
は
明

治
維
新
直
後
の
明
治
二
年
、
雄
蔵
十
歳
の
と
き
だ
っ
た
。
父
は
五
十
六
歳
の
年
齢
も

考
慮
し
て
隠
居
、
帰
農
し
た
の
で
あ
る
。
父
は
上
京
し
て
官
吏
と
な
っ
た
信
益
に
家

督
を
譲
っ
た
。
雄
蔵
は
寺
子
屋
に
通
っ
て
漢
文
の
素
読
を
学
び
、
後
に
は
漢
学
塾
に

入
っ
た
。
母
の
お
供
で
歌
舞
伎
に
魅
了
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
歌
舞
伎
と

の
関
わ
り
で
、
江
戸
戯
作
類
の
耽
読
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
当
時
、
名
古
屋

に
は
日
本
最
大
の
蔵
書
量
を
誇
っ
た
貸
本
屋
大
惣
（
大
野
屋
惣
八
）
が
あ
っ
た
。
雄

蔵
は
通
学
の
帰
り
に
そ
こ
に
立
ち
寄
り
、
や
が
て
草
双
紙
を
借
り
出
す
の
が
日
課
に

な
っ
た
。
と
り
わ
け
彼
が
好
ん
だ
の
が
馬
琴
の
読
本
だ
っ
た
。
雄
蔵
は
江
戸
の
芝
居

や
戯
作
に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
っ
た
少
年
期
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。

東
京
の
兄
の
勧
め
で
英
学
の
勉
強
を
始
め
た
雄
蔵
は
、
漢
学
中
心
の
藩
校
明
倫
堂

か
ら
新
設
の
名
古
屋
県
英
語
学
校
（
前
身
名
古
屋
藩
学
校
。
通
称
洋
学
校
）
に
移
っ

た
。
後
に
密
接
な
関
係
を
持
つ
長
谷
川
辰
之
助
（
二
葉
亭
四
迷
）
も
こ
の
学
校
に
在

籍
し
て
い
た
。
明
治
九
年
に
官
立
の
愛
知
英
語
学
校
を
卒
業
し
た
雄
蔵
は
、
県
か
ら

選
抜
さ
れ
て
東
京
開
成
学
校
を
受
験
し
合
格
し
た
。
開
成
学
校
は
翌
年
、
東
京
大
学

と
改
称
さ
れ
る
エ
リ
ー
ト
養
成
機
関
で
、
雄
蔵
は
構
内
の
寄
宿
舎
に
入
っ
た
。
同
期

生
に
は
後
に
親
友
と
な
っ
た
高
田
早
苗
（
半
峰
）、
市
島
謙
吉
（
春
城
）、

天
野
為
之

坪内逍遙『小説神髄』を読む
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Ⅰ
は
じ
め
に

日
本
文
学
史
の
教
科
書
に
必
ず
掲
載
さ
れ
て
い
る
坪
内
逍
遙
の
『
小
説
神
髄
』

（
明
治
十
八
～
十
九
年
・
松
月
堂
）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
書
物

な
の
だ
ろ
う
か
。
本
公
開
講
座
で
は
、
文
学
理
論
の
書
で
あ
る
『
小
説
神
髄
』
と
、

そ
の
理
論
の
「
実
践
」
で
あ
る
『
当
世
書
生
気
質
』
の
一
部
を
読
む
。
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
近
代
小
説
の
父
と
呼
ば
れ
る
坪
内
逍
遙
の
前
半
生
に
お
け
る
文
業
を

�り
、

日
本
近
代
小
説
の
誕
生
に
関
わ
る
問
題
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。

Ⅱ
日
本
近
代
小
説
と
は
何
か

ま
ず
は
日
本
近
代
小
説
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
考
え
て
み
た
い
。

日
本
近
代
小
説
と
い
う
言
葉
を

�因数
分
解

�す
る
と
「
日
本
」
＋
「
近
代
」
＋
「
小

説
」
と
な
る
。
つ
ま
り
日
本
近
代
小
説
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
、
「
日
本
」
と
は

何
か
、「
近
代
」
と
は
何
か
、「
小
説
」
と
は
何
か
と
い
三
つ
の
問
い
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
三
つ
の
問
い
は
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
と
て

も
こ
の
講
座
で
こ
れ
ら
の
問
題
の
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ

で
便
宜
的
に
、
日
本
近
代
小
説
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
日

本
近
代
小
説
と
は
、
江
戸
幕
府
が
倒
れ
、
四
民
平
等
の
「
近
代
」
国
民
国
家
が
成
立

―246（43）―

人
文
・
自
然
・
人
間
科
学
研
究
第
四
〇
号
四
三
―
五
三
頁
二
〇
一
八
・
一
〇

佐
野
正
俊

日
本
近
代
小
説
の
誕
生

坪
内
逍
遙
『
小
説
神
髄
』
を
読
む

二
〇
一
七
年
十
二
月
二
日

拓
殖
大
学
人
文
科
学
研
究
所
公
開
講
座



小
村
外
相
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
129）

同
右
。

（

130）
飯
森
明
子
「
辛
亥
革
命
と
駐
清
公
使
伊
集
院
彦
吉

伊
集
院
日
記
を
中
心
に

」

『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
三
一
号
、
一
九
九
六
年
十
二
月
、
四
二
四
―
四
二
五
頁
。
ま

た
池
井
優
「
日
本
の
対
袁
外
交
（
辛
亥
革
命
期
）
」
（
一
）
、
（
二
・
完
）
『
法
学
研
究
』

三
五
巻
四
、
五
号
、
一
九
六
二
年
四
、
五
月
も
、
伊
集
院
の
情
勢
判
断
の
誤
り
が
辛
亥

革
命
時
の
日
本
の
対
清
外
交
失
敗
の
原
因
の
一
つ
に
な
っ
た
点
を
指
摘
し
、
「
伊
集
院

の
接
触
範
囲
が
北
京
中
心
に
限
ら
れ
、
ま
た
袁
世
凱
を
年
来
の
友
人
と
信
じ
て
行
動
し

た
た
め
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
情
報
の
蒐
集
、
判
断
が
片
寄
り
が
ち
で
、
大
局
を
見
通
す

洞
察
力
を
欠
い
た
」
と
し
て
い
る
。
一
方
、
野
村
乙
二
朗
「
伊
集
院
彦
吉
論
」
『
政
治

経
済
史
学
』
第
一
〇
一
号
、
一
九
七
四
年
十
月
、
一
〇
頁
は
、
伊
集
院
が
辛
亥
革
命
へ

の
対
応
に
失
敗
し
た
原
因
の
多
く
は
上
司
で
あ
る
内
田
康
哉
外
相
の
外
交
指
導
の
ま
ず

さ
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
田
外
相
が
伊
集
院
か
ら
明
確
な
情
報
が
届

か
な
い
こ
と
に
業
を
煮
や
し
て
「
此
際
特
ニ
貴
官
ノ
御
考
慮
ヲ
促
カ
シ
タ
キ
ハ
袁
ノ
我

ニ
対
ス
ル
態
度
ヲ
探
究
ス
ル
ノ
一
事
ナ
リ
ト
ス
」
と
打
電
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
池
井

「
日
本
の
対
袁
外
交
（
辛
亥
革
命
期
）
」
（
二
・
完
）
、
五
二
頁
よ
り
再
引
）
。
そ
の
他
に

伊
集
院
と
辛
亥
革
命
、
イ
ギ
リ
ス
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
馬
場

明
『
日
露
戦
争
後
の
日
中
関
係

共
存
共
栄
主
義
の
破
綻

』
（
原
書
房
、
一
九

九
三
年
）
の
第
三
章
「
書

�に
み
る
駐
清
公
使
伊
集
院
彦
吉
」
が
あ
る
。

（

131）
な
お
伊
集
院
の
後
任
の
山
座
円
次
郎
公
使
、
水
野
幸
吉
参
事
官
は
情
報
面
で
顕
著
な

功
績
を
あ
げ
て
い
る
。
一
九
一
三
年
、
中
国
、
チ
ベ
ッ
ト
間
を
調
停
す
る
シ
ム
ラ
会
議

が
開
催
さ
れ
た
際
、
山
座
公
使
は
中
華
民
国
総
統
府
政
治
顧
問
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｅ
・
モ

リ
ソ

ン
（
G
eo

rg
e
E
rn

est
M
o
rriso

n
）
か
ら
水
野
参
事
官
を

介
し
て
中
国

代
表
・

陳
貽
範
の
外
交
部
宛
公
電
の
写
し
を
入
手
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
の
そ

れ
ぞ
れ
の
要
求
を
本
省
に
報
告
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
日
本
は
双
方
の
手
の
内
を
知

る
こ
と
が
で
き
、
山
座
報
告
は
本
省
で
も
重
視
さ
れ
、
日
本
の
各
国
在
外
公
館
に
転
送

さ
れ
て
い
る
。

JA
C
A
R
:
B
03041188700

大
正
二
年
十
一
月
十
一
日

〔
十
日
の
誤
り

か
〕
大
連
発
、
山
座
円
次
郎
公
使
よ
り
牧
野
伸
顕
外
相
宛
、
同
年
十
一
月
二
十
五
日
付
、

牧
野
外
相
よ
り
在
英
井
上
勝
之
助
大
使
、
在
独
杉
村
虎
一
大
使
、
在
仏
石
井
菊
次
郎
大

使
、
在
墺
西
源
四
郎
代
理
大
使
、
在
伊
篠
野
乙
次
郎
代
理
大
使
、
在
露
田
付
七
太
代
理

大
使
、
在
米
珍
田
捨
己
大
使
、
在
カ
ル
カ
ッ
タ
柴
田
要
治
郎
総
領
事
宛
（
外
務
省
外
交

史
料
館
）
。
そ
の
後
も
山
座
は

モ
リ

ソ
ン
情
報
に
も
と

づ
き
シ
ム
ラ
会
議
の
経

過
を
報

告
し
た
が
、
約
二
ヶ
月
後
、
水
野
参
事
官
、
山
座
公
使
が
相
次
い
で
急
死
し
、
山
座
を

中
心
と
す
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
活
動
は
杜
絶
す
る
。

（
以
下
次
号
掲
載
）

�付記

�本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
平
成
二
十
八
年
度
・
拓
殖
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研

究
助
成
金
を
活
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作

―247（42）―



書
」（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
109）

寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
二
九
一
頁
。
後
年
ラ
ー
マ
ン
堪
布
は
青
木
文
教
に
日
本
へ
留

学
生
を
送
り
た
い
意
向
を
示
し
た
書
簡
を
送
っ
て
い
る
が
（
K
o
b
a
y
a
sh
i,
・T
h
e
T
i-

b
et-Ja

p
a
n
R
ela
tio
n
s
in
th
e
E
ra
o
f
th
e
1911

R
ev
o
lu
tio
n
,・
116

�117）
、
こ

れ
な
ど
は
寺
本
の
工
作
の
効
果
が
後
々
ま
で
持
続
し
た
一
例
と
い
え
よ
う
。

（

110）
寺
本
『
西
蔵
蒙
古
経
営
私
議
』
一
〇
六
頁
。

（

111）

�（

104）に
同
じ
。

（

112）
寺
本
『
西
蔵
蒙
古
経
営
私
議
』
八
―
九
頁
。

（

113）
A
n
d
rey
ev
,
S
oviet

R
u
ssia

a
n
d
T
ib
et,

39

�40.
こ
の
「
露
清
密
約
」
は
日
本

で
も
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
北
京
公
所
研
究
室
編
『
英
支

西
蔵
問
題
交
渉
略
史
』
（
南
満
洲
鉄
道
北
京
公
所
研
究
室
、
大
正
十
五
〔
一
九
二
六
〕

年
八
月
、
慧
文
社
、
二
〇
一
五
年
復
刻
）
、
二
六
頁
に
も
既
定
の
事
実
と
し
て
条
文
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（

114）
JA
C
A
R
:
B
03050601500

明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
八
日
付
、
寺
本
婉
雅
「
報
告

書
」（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

115）
JA
C
A
R
:
B
03050601500

明
治
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
付
、
伊
集
院
公
使
よ

り
小
村
外
相
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

116）
同
右
。

（

117）
同
右
。

（

118）
明
治
四
十
一
年
十
一
月
〔
日
不
明
〕、
寺
本
よ
り
大
隈
宛
書
簡
、『
大
隈
重
信
関
係
文

書
』
六
、
三
九
七
―
三
九
九
頁
。
ま
た
後
年
寺
本
は
、
か
つ
て
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
同
行
者

で
あ
っ
た
能
海
寛
が
不
慮
の
死
を
と
げ
た
際
、
日
本
の
官
憲
が
「
何
等
の
捜
索
と
調
査

と
を
為
さ
ゞ
る
の
み
な
ら
ず
、
支
那
政
府
へ
向
つ
て
何
等
の
交
渉
を
も
せ
ら
れ
な
か
つ

た
」、「
日
本
の
僧
侶
は
日
本
の
臣
民
に
非
ず
と
云
ふ
や
う
な
冷
淡
な
非
立
憲
的
態
度
で

あ
り
ま
し
た
」
と
の
不
満
も
洩
ら
し
て
い
る
（
寺
本
「
西
蔵
秘
密
国
の
事
情
」
八
頁
）。

（

119）
JA
C
A
R
:
B
03050605400

明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
八
日
付
、
在
清
国
帝
国
公
使

館
「
北
京
情
報
機
密
ノ
部
」
第
一
号
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）
。

（

120）
JA
C
A
R
:
B
03050605500

明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
日
付
、
在
清
国
帝
国
公
使
館

「
北
京
情
報
機
密
ノ
部
」
第
二
号
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）
。

（

121）
同
右
。

（

122）
同
右
。

（

123）
平
田
は
清
朝
政
府
が
従
来
の
宗
主
権
に
あ
き
た
ら
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
を
他
州
〔
他
省
〕

と
同
一
の
地
位
に
置
く
こ
と
を
政
策
の
骨
子
と
し
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
権
能
を
殺
ぎ
、

清
国
人
の
移
住
奨
励
、
兵
力
増
加
を
行
っ
た
た
め
、
僧
侶
人
民
の
反
抗
が
甚
だ
し
く
な
っ

た
と

客
観
的
に

観
察
し
て
い
る
。
JA
C
A
R
:
B
03041187400

明
治
四
十
三
年
二
月
二

十
四
日
付
、
在
カ
ル
カ
ッ
タ
平
田
知

夫
総
領
事
代
理
よ
り
小
村
外
相
宛
（
外
務
省
外
交

史
料
館
）
。
ま
た
こ
れ
ま
で
の
イ

ギ
リ

ス
の
チ
ベ
ッ
ト
関

与
は

ロ
シ

ア
の
南

下
に

対
抗

す
る
必
要
か
ら
で
、
ロ
シ
ア
が
後
退
し
、
か
つ
英
露
協
商
で
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
特
殊

権
益
を
否
定
し
た
以
上
、
イ
ギ
リ
ス
は
チ
ベ
ッ
ト
の
現
状
を
維
持
す
る
ほ
か
何
の
野
心

を
も
た
な
い
、
し
た
が
っ
て
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
チ
ベ
ッ
ト
に
積
極
的
政
策
を
と
る

こ
と
は

想
像
で
き
な
い
と

適
確
に

分
析
し
た
。
JA
C
A
R
:
B
0304

1187400
同
年
三
月

十
日
付
、
平
田
総
領
事
代
理
よ
り
小
村
外
相
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

124）
JA
C
A
R
:
B
03041187400

明
治
四
十
三
年
三
月
十
日
付
、
平
田

総
領
事

代
理
よ
り

小
村
外
相
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

125）
伊
集
院
は
「
例
の
筋
」
か
ら
、
①
イ
ギ
リ
ス
駐
在
清
国
公
使
と
外
務
部
、
②
外
務
部

と
四
川
総
督
の
往
復
公
電
を
入
手
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
四
川
軍
の
ラ
サ
侵
攻
と
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
の
イ
ン
ド
亡
命
に
つ
い
て
は
、
ダ
ラ
イ
が
温
宗
堯
駐
蔵
大
臣
を
籠
絡
し
て
イ

ギ
リ

ス
側
と
密
約
を

締
結
し
た
こ
と
が

裏
面
の

原
因
で
あ
る
よ
う

だ
と

判
断
し
た
。

JA
C
A
R
:
B
03041187300

明
治
四
十
三
年
三
月
六
日

発
、
伊
集
院
公
使
よ
り
小
村
外

相
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）
。
し
か
し

温
駐
蔵
大
臣
は

む
し

ろ
四

川
軍
の
ラ

サ
進

駐

を
認
め
る
よ
う

法
王

側
に

圧
力
を
か

け
た
の
で
あ
っ
て
、
「
イ

ギ
リ

ス
と
の
密
約
」
と

と
も
に
伊
集
院
の
見
立
て
は
事
実
に
反
し
て
い
た
。
同
公
使
は
清
朝
側
か
ら
偽
情
報
を

つ
か
ま
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
126）

JA
C
A
R
:
B
03041187300

明
治
四
十
三
年
二
月
二
十
六
日
付
、
伊
集
院
公
使
よ
り

小
村
外
相
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

127）
ロ
ラ
ン
・
デ
エ
『
チ
ベ
ッ
ト
史
』
二
三
六
―
二
三
七
頁
、
シ
ャ
カ
ッ
パ
『
チ
ベ
ッ
ト

政
治
史
』
二
七
八
―
二
七
九
頁
。

（

128）
JA
C
A
R
:
B
03041187300

明
治
四
十
三
年
二
月
二
十
六
日
付
、
伊
集
院
公
使
よ
り

―248（41）―



（
83）

明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
七
日
付
、
寺
本
よ
り
大
隈
宛
書
簡
、
『
大
隈
重
信
関
係
文

書
』
六
、
三
九
三
―
三
九
五
頁
。

（

84）
寺
本
婉
雅
『
西
蔵
蒙
古
経
営
私
議
（
附
日
本
対
達
頼
国
王
関
係
論
）』（
明
治
四
十
二

〔
一
九
〇
九
〕
年
四
月
初
旬
脱
稿
、
謄
写
版
、
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
所
蔵
）、
一
三

一
、
一
二
六
頁
。
同
書
に
は
明
確
な
ペ
ー
ジ
数
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
中
表
紙
を

一
頁
目
と
し
て
換
算
し
た
。
な
お
東
洋
文
庫
所
蔵
本
に
は
松
浦
伯
爵
家
の
蔵
書
印
が
押

さ
れ
て
お
り
、
寺
本
の
活
動
を
支
援
し
た
松
浦
厚
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
同
書
は
そ
の
ほ
か
に
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
附
属
図
書
館
に
も
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。

（

85）
同
右
、
一
三
七
頁
。

（

86）
JA

C
A
R
:
B
03050601500

明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
八
日
付
、
寺
本
婉
雅
「
報
告

書
」
（
同
年
十
一
月
七
日
付
で
伊
集
院
公
使
よ
り
小
村
寿
太
郎
外
相
あ
て
に
打
電
さ
れ

た
も
の
）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

87）
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
二
九
二
頁
。

（

88）
同
右
。

（

89）

�（

82）に
同
じ
。

（

90）
同
右
、
四
〇
二
―
四
〇
三
頁
。

（

91）
同
右
、
四
〇
三
―
四
〇
四
頁
。

（

92）
同
右
、
四
〇
四
頁
、
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
二
九
三
頁
。

（

93）
同
右
、
二
九
三
頁
。

（

94）
同
右
。

（

95）
寺
本
『
西
蔵
蒙
古
経
営
私
議
』
一
三
八
―
一
三
九
頁
。

（

96）
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
二
九
三
頁
。

（

97）
同
右
。

（

98）
同
右
。
さ
ら
に
十
二
月
十
五
日
、
伊
集
院
公
使
自
身
が
小
田
徳
五
郎
二
等
書
記
官
ら

と
と
も
に
六
名
で
黄
寺
を
訪
れ
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
謁
見
し
て
い
る
（
齋
藤
「
二
十
世

紀
初
頭
に
お
け
る
日
本
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
史
料
」
六
〇
頁
）。

（

99）
同
右
、
二
九
三
―
二
九
四
頁
。

（

100）
JA

C
A
R
:
B
03050601500

明
治
四
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
付
、
伊
集
院
公
使
よ

り
小
村
外
相
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

101）
寺
本
「
西
蔵
秘
密
国
の
事
情
」
一
二
―
一
三
、
五
四
―
五
五
頁
。

（

102）
帰
路
の
寺
本
は
疲
労
の
あ
ま
り
船
内
で
病
体
と
な
り
、「
頭
脳
聊
カ
錯
覚
ヲ
来
セ
シ
」

ほ
ど
で
あ
っ
た
（
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
二
九
四
頁
）。

（

103）
寺
本
『
西
蔵
蒙
古
経
営
私
議
』
の
第
二
二
章
「
吾
人
の
第
三
回
入
蔵
の
準
備
」
に
寺

本
の
計
画
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
か
ら
信
頼
を
受
け
、
そ

の
弟
子
と
な
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
彼
は
、
往
復
を
二
年
と
し
、
ラ
サ
に
三
年
間
留
学
す

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
東
亜
問
題
の
緊
急
事
件
が
起
こ
っ
た
と
き
は
臨
機
に

出
入
往
還
し
て
「
国
家
政
策
に
資
し
」
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
ダ
ラ
イ
の
宮
中
に
住
居

し
て
「
諸
般
の
監

視
を
な
し
」
、
か
た
わ
ら
西
蔵
の
文
学
、

歴
史
、

宗
教
の

研
究
に

従

事
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
自
分
と
同
一
思
想
を
有
し
、
意
思
が
も
っ
と
も
堅

固
な
有
志
者
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
入
蔵
す
る
の
も
可
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
寺
本
は
帰
国
後
ま
も
な
い
一
九
〇
九
年
四
月
初
旬
の
時
点
で
、
な
お
チ
ベ
ッ
ト
に
赴

き
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
近
く
で
モ
ー
ル
（
長
期
潜
入
ス
パ
イ
）
の
よ
う
な
形
で
情
報
を

収
集
し
な
が
ら
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
日
本
の
政
策
に
寄
与
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。

問
題
は
な
ぜ
そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
翌
一
九
一
〇
年
二
月

の
四
川
軍
の
ラ
サ
侵
攻
と
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
亡
命
と
い
う
状
況
の
変
化
、
資
金
調
達
の

困
難
な
ど
様
々
な
理
由
が
想
像
で
き
よ
う
。
し
か
し
寺
本
は
前
回
の
よ
う
に
参
謀
本
部
、

福
島
か
ら
の
支
援
を
受
け
る
気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
参
謀
本
部
と
西

本
願
寺
の
対
立
か
ら
使
節
派
遣
が
中
止
に
な
っ
た
際
、
彼
は
「
軍
人
等
ノ
心
胆
小
ニ
シ

テ
極
メ
テ
狡
猾
ナ
ル
ヲ
洞
観
致
シ
候
」
と
の
失
望
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
明
治

四
十
一
年
十
一
月
〔
日
不
明
〕、
寺
本
よ
り
大
隈
宛
書
簡
、『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
六
、

四
〇
三
頁
）。

（

104）
JA

C
A
R
:
B
03050601500

明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
五
日
付
、
寺
本
婉
雅
「

北
京

駐
錫
達
頼
喇
嘛
随
従
官
ト
其
策
謀
者
」（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

105）
A
n
d
rey

ev
,
S
oviet

R
u
ssia

a
n
d
T
ib
et,

50.

（

106）
Ib
id
.,
51.

（

107）
Ib
id
.,
50

�51.

（

108）
JA

C
A
R
:
B
03050601500

明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
八
日
付
、
寺
本
婉
雅
「
報
告

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作

―249（40）―



三
百
周
年
記
念
を
祝
う
中
、
一
九
一
三
年
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
一
五
年
に
グ
ラ
ン
ド

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
が
実
施
さ
れ
た
。
T
a
tia
n
a
S
h
a
u
m
ia
n
,
T
ib
et:

T
h
e

G
rea

t
G
a
m
e
a
n
d
T
sa
rist

R
u
ssia（

N
ew
D
elh
i;O
x
fo
rd
;N
ew
Y
o
rk
:O
x
fo
rd

U
n
iv
ersity

P
ress,

2000）,
119.

こ
の
寺
院
建
立
計
画
の
背
後
に
は
明
ら
か
に
政

治
的
な
動
機
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ド
ル
ジ
ェ
フ
は
そ
れ
に
よ
っ
て
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル

ブ
ル
ク
に
お
け
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
非
公
式
の
代
表
所
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
サ
ン

ク
ト
と
ラ
サ
の
間
の
よ
り
密
接
な
き
ず
な
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

A
n
d
rey
ev
,
S
oviet

R
u
ssia

a
n
d
T
ib
et,

49.

（

74）
JA
C
A
R
:
B
03050605900

明
治
四
十
一
年
十
一
月
二
十
八
日
付
、
在
清
国
帝
国
公

使
館
「
北
京
情
報
機
密
ノ
部
」
第
六
号
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

75）
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
二
四
〇
頁
、
巻
末
「
寺
本
婉
雅
略
年
譜
」
。
資
金
に
つ
い
て

は
、
例
え
ば
一
九
〇
七
年
に
福
島
か
ら
五
百
円
が
送
金
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い

る
（
二
三
五
頁
）。
さ
ら
に
同
年
、
寺
本
が
脊
髄
病
の
た
め
起
居
不
自
由
に
な
っ
た
際
、

福
島
は
振
武
学
校
の
費
用
か
ら
三
百
円
を
捻
出
し
て
寺
本
に
送
っ
て
い
る
。
『
福
島
安

正
日
記
（
明
治
四
十
年
日
記
摘
要
附
満
韓
視
察
記
事
）』
明
治
四
十
年
九
月
十
六
日
の

条
、
憲
政
資
料
室
収
集
文
書
一
三
五
八
―
三
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）。

（

76）
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
二
一
五
、
二
一
九
、
二
二
三
―
二
二
五
、
二
二
七
―
二
二
八

頁
。

（

77）
同
右
、
二
三
一
―
二
三
四
、
二
三
六
―
二
三
七
頁
。

（

78）
K
o
b
a
y
a
sh
i,
・T
h
e
T
ib
et-Ja

p
a
n
R
e
la
tio
n
s
in
th
e
E
ra
o
f
th
e
1911

R
ev
o
-

lu
tio
n
,・
105� 106.

明
治
四
十
年
十
一
月
二
十
、
二
十
三
日
付
、
寺
本
婉
雅
よ
り
大

隈
重
信
宛
書
簡
、
日
本
史
籍
協
会
編
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
六
（
東
京
大
学
出
版
会
、

昭
和
四
十
五
年
復
刻
版
）
、
三
七
三
―
三
八
四
頁
。
同
じ
書
簡
は
早
稲
田
大
学
大
学
史

資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
七
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
に
も

収
録
さ
れ
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
・
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
で
も
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。

な
お
、
②
の
「
日
本
の
威
力
を
目
撃
さ
せ
る
」
で
あ
る
が
、
翌
一
九
〇
八
年
十
月
、

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
ち
ょ
う
ど
宿
泊
し
て
い
た
北
京
の
雍
和
宮
を
日
本
兵
二
部
隊
百
二
十

名
が
「
遊
覧
」「
観
覧
」
し
て
い
る
（
齋
藤
「
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
日
本
・
チ
ベ
ッ

ト
関
係
史
料
」
五
三
頁
）
。
こ
れ
は
文
字
通
り
単
な
る
見
物
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
寺
本
の
意
図
を
実
現
す
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
一
種
で
あ
っ
た
可
能
性

も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（

79）
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
二
八
四
―
二
八
五
、
二
八
七
頁
。

（

80）
五
台
山
会
談
実
現
ま
で
の
福
島
ら
の
工
作
に
つ
い
て
は
、
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
の

記
述
に
加
え
て
、
篠
原
「
明
治
時
代
の
対
チ
ベ
ッ
ト
接
近
策
」
が
詳
し
い
。

（

81）
こ
の
中
止
の

理
由
に
つ
い
て

高
本
「
明
治

期
日
本
と
『

喇
嘛

教
』
」
三
一
九
頁
は
、

寺
本
よ
り
大
隈
重
信
あ
て
の
書
簡
と
寺
本
『
唐
蕃
会
盟
碑
文
』
所
収
の
「
西
蔵
秘
密
国

の
事
情
」
の
記
述
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
当
初
西
本
願
寺
が
費
用
負

担
を
了
承
し
て
い
た
が
、
急
に
と
り
や
め
ら
れ
、
寺
本
は
そ
の
肩
代
わ
り
を
参
謀
本
部

に
打
診
し
た
が
断
ら
れ
、
大
隈
に
日
本
へ
の
往
復
費
用
は
北
京
で
工
面
す
る
の
で
、
滞

在
用
の
費
用
を
都
合
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
た
。
北
京
で
確
保
す
る
資
金
の
半
額
は
伊

集
院
彦
吉
公
使
が
引
き
受
け
た
が
、
寺
本
に
よ
る
と
「
伊
集
院
氏
の
違
約
と
、
或
る
人

（
大
谷
光
瑞
氏
）
の
た
め
に
秘
密
が
暴
露
し
た
た
め
」
招
致
が
失
敗
し
た
と
い
う
。

他
方
、
篠
原
「
明
治
時
代
の
対
チ
ベ
ッ
ト
接
近
策
」
一
四
―
一
六
頁
は
以
下
の
よ
う

に
説
明
す
る
。
①
第
二
次
日
英
同
盟
協
約
、
第
一
次
日
露
協
約
に
よ
っ
て
日
本
と
英
露

両
国
と
の
友
好
関
係
が
保
た
れ
て
い
る
中
で
チ
ベ
ッ
ト
人
使
節
を
日
本
に
呼
ぶ
こ
と
は
、

両
国
か
ら
猜
疑
の
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
②
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
北
京
に
滞
在
中
、

列
国
は
清
朝
政
府
が
制
限
を
課
さ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
積
極
的
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
接

触
し
、
チ
ベ
ッ
ト
側
も
意
欲
的
で
あ
り
、
そ
う
し
た
北
京
の
外
交
合
戦
に
よ
っ
て
、
福

島
は
日
本
が
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
り
複

雑
な
問
題
に
直
面
す
る
事
態
を
懸
念
し
て
こ
れ
ま

で
の
方
針
を
断
念
し
た
の
で
は
な
い
か
。
③
福
島
と
寺
本
の
考
え
方
に
差
が
生
じ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
福
島
ら
当
局
者
の
考
え
は
ま
ず
使
節
を
日
本
に
招
く

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
寺
本
は
五
台
山
会
談
直
前
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
直
接
日
本
観
光
を

勧
め
る
な
ど
一
歩
も
二
歩
も
先
を
行
っ
て
い
る
。
福
島
と
し
て
は
こ
の
ま
ま
で
は
自
ら

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
違
う
方
向
に
引
っ
張
ら
れ
て
い
く
心
配
が
出
て
き
た
と
思
わ
れ

る
。

（

82）
明
治
四
十
一
年
十
一
月

〔
日
不
明
、

内
容
か
ら
い
っ
て
二
十
五
日

以
降

〕
、
寺
本
婉

雅
よ
り
大
隈
重
信
宛
書
簡
、『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
六
、
四
〇
二
頁
。
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か
っ
た
。
し
か
し
右
先
学
に
よ
る
『
新
旧
年
月
事
記
』
の
発
見
、
翻
刻
に
よ
っ
て
詳
し

い
経
緯
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

（

58）
寺
本
婉
雅
『
当
蕃
会
盟
碑
文
』
（
一
九
二
九
年
推
定
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会

系
研
究
科
・
文
学
部
図
書
室
所
蔵
）
所
収
の
「
西
蔵
秘
密
国
の
事
情
」
一
三
―
一
四
頁
。

同
資
料
の
存
在
、
所
蔵
先
は
高
本
康
子
「
明
治
期
日
本
と
『
喇
嘛
教
』

北
京
雍
和

宮
活
仏
阿
嘉
呼
図
克
図
の
来
日
を
中
心
と
し
て

」
白
須
編
『
大
谷
光
瑞
と
国
際
政

治
社
会
』
所
収
、
三
一
七
、
三
一
九
頁
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
『
当
蕃
会
盟
碑
文
』
は
「
当
蕃
会
盟
碑
文
」
と
「
西
蔵
秘
密
国
の
事
情
」
の
二

点
を
製
本
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
の
「
当
蕃
会
盟
碑
文
」
は
『
大
谷
学
報
』
一
〇

巻
三
号
、
昭
和
四
〔
一
九
二
九
〕
年
九
月
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
「
西
蔵
秘

密
国
の
事
情
」
は
目
次
に
「
昭
和
四
年
夏
七
月
下
旬
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の

と
き
に
な
さ
れ
た
講
演
筆
記
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
西
蔵
秘
密
国
の
事
情
」
の
全
一
五
章

の
う
ち
二
章
分
に
あ
た
る
抜
粋
が
、
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
三
〇
七
―
三
一
二
頁
に
収

録
さ
れ
て
い
る
（
少
し
表
現
が
異
な
る
個
所
が
あ
る
）。

（

59）
阿
嘉
呼
図
克
図
訪
日
の
事
実
関
係
、
動
静
記
録
は
、
高
本
『
近
代
日
本
に
お
け
る
チ

ベ
ッ
ト
像
の
形
成
と
展
開
』
八
四
―
九
〇
頁
が
詳
細
に
説
明
し
、
同
「
明
治
期
日
本
と

『
喇
嘛
教
』」
が
再
検
証
し
て
い
る
。
後
者
の
論
考
は
、
阿
嘉
呼
図
克
図
の
来
日
実
現
は

寺
本
の
尽
力
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
三
〇
五
頁
）。

（

60）
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
九
四
―
九
五
頁
。
ち
な
み
に
国
立
国
会
図
書
館
地
図
室
は
そ

れ
よ
り
少
し
後
の
「
西
蔵
全
図
」
（
陸
地
測
量
部
、
明
治
四
十
一
〔
一
九
〇
八
〕
年
二

月
製
版
、
七
一
×
一
四
五
セ
ン
チ
）
を
所
蔵
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
全
土
の

詳
細
地
図
で
あ
る
と
同
時
に
チ
ベ
ッ
ト
、
イ
ン
ド
間
の
連
絡
道
路
拡
大
図
も
合
わ
せ
て

載
せ
て
い
る
。
こ
の
時
点
に
な
る
と
参
謀
本
部
員
が
チ
ベ
ッ
ト
の
地
理
を
相
当
精
密
に

把
握
し
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ベ
ッ
ト
進
出
ル
ー
ト
を
押
さ
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
た
だ
し
同
地
図
は
、
胡
惟
徳
（
駐
ロ
シ
ア
公
使
）
に
よ
る
光
緒
三
十
〔
一
九
〇

四
〕
年
七
月
付
の
識
語
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
参
謀

本
部
外
局
の
陸
地
測
量
部
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
作
成
し
た
の
で
は
な
く
、
清
国
で
作
ら
れ

た
原
図
を
製
版
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（

61）
寺
本
は
モ
ン
ゴ
ル
人
を
自
称
し
て
チ
ベ
ッ
ト
に
入
り
、
阿
嘉
呼
図
克
図
の
弟
子
チ
メ
・

ノ
ル
ブ
、
別
名
ネ
ル
バ
と
称
し
て
ラ
サ
の
セ
ラ
大
学
〔
セ
ラ
寺
〕
内
の
阿
嘉
の
公
館
で

寝
起
き
し
た
と
い
う
（
寺
本
『
当
蕃
会
盟
碑
文
』
所
収
の
「
当
蕃
会
盟
碑
文
」
二
頁
、

「
西
蔵
秘
密
国
の
事
情
」
三
九
―
四
二
頁
）。

（

62）
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
一
七
五
―
一
七
六
頁
。

（

63）
A
n
d
rey

ev
,
S
oviet

R
u
ssia

a
n
d
T
ib
et,

30.

（

64）
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
一
八
四
頁
。

（

65）
同
右
、
一
八
九
、
一
九
二
―
一
九
五
頁
。

（

66）
同
右
、
一
九
六
頁
。

（

67）
藤
田
佳
久
『
東
亜
同
文
書
院
中
国
大
調
査
旅
行
の
研
究
』（
大
明
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）、

第
三
章
。

（

68）
ち
な
み
に
外
務
省
に
よ
っ
て
新
疆
、
外
蒙
古
に
派
遣
さ
れ
た
日
本
人
五
名
の
一
人
、

波
多
野
養
作
は
一
九
〇
五
年
七
月
に
北
京
を
出
発
し
て
新
疆
を
回
り
、
そ
の
帰
路
ク
ン

ブ
ム
寺
を
訪
問
し
た
。
こ
の
と
き
同
寺
に
滞
在
中
の
寺
本
の
紹
介
に
よ
っ
て
一
九
〇
七

年
三
月
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
謁
見
し
、
六
月
に
北
京
に
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
波
多
野
を

含
め
た
五
人
の
旅
行
の
成
功
に
よ
っ
て
同
年
、
外
務
省
か
ら
福
島
参
謀
本
部
次
長
経
由

で
根
津
院
長
に
三
万
円
が
交
付
さ
れ
、
東
亜
同
文
書
院
生
に
よ
る
本
格
的
な
清
国
調
査

旅
行
が
始
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
同
右
、
第
三
、
四
章
）。

（

69）
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
巻

末
「
寺
本
婉
雅

略
年

譜
」
、
三
〇
四
―
三
〇

六
頁
「
参
謀

本
部
に
於
け
る
講
演
メ
モ
」。

（

70）
JA

C
A
R
:
B
03050601500

明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
八
日
付
、
寺
本
婉
雅
「
報

告

書
」（

外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

71）
JA

C
A
R
:
B
03050605400

明
治
四
十
一
年
十
月
二
十
八
日
付
、
在

清
国

帝
国
公
使

館
「
北
京
情
報

機
密
ノ
部
」
第
一
号
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

72）
JA

C
A
R
:
B
03050605500

明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
七
日
付
、
在

清
国

帝
国
公
使

館
「
北
京
情
報

機
密

ノ
部
」

第
三
号
、

JA
C
A
R
:
B
03050605800

同
年
十
二
月
十

七
日
付
、
「
北
京
情
報

機
密

ノ
部
」

第
五
号
、

JA
C
A
R
:
03050605900

同
年
十
一

月
二
十
八
日
付
、「
北
京
情
報

機
密
ノ
部
」
第
六
号
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

73）
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
（
一
九
一
四
年
、
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
に
改
称
）
の
仏
教
寺

院
は
一
九
〇
九
年
に
着
工
さ
れ
、
一
四
年
に
完
成
し
た
。
最
初
の
礼
拝
は
ロ
マ
ノ
フ
朝

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作
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村
寿
太
郎
外
務
次
官
宛
、
同
年
十
一
月
二
日
付
、
鳩
山
和
夫
外
務
次
官
よ
り
加
藤
領
事

宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）
。
な
お
同
じ
こ
ろ
（
明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
一
日
）
神

戸
を
出
港
す
る
直
前
の
能
海
寛
も
東
本
願
寺
の
大
谷
法
主
か
ら
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
あ
て
の

親
書
を
授
か
っ
て
い
る
。
「
能
海
寛
略
年
譜
」
金
子
民
雄
監
修
、
能
海
寛
研
究
会
編

『
能
海
寛
著
作
集
・
第

1巻
「
能
海
寛
業
績
全
記
録
Ⅰ
」
』
所
収
（
う
し
お
書
店
、
二

〇
〇
五
年
）、
七
頁
。

（

46）
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
上
）
」
四
九
―
五
三
頁
。

JA
C
A
R
:

B
03050316600

明
治
三
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
付
、
在
重
慶
加
藤
領
事
よ
り
都
筑

馨
六
外
務
次
官
宛
、
同
年
十
二
月
二
十
四
日
付
、
成
田
よ
り
都
筑
外
務
次
官
宛
、
明
治

三
十
二
年
二
月
二
十
七
日
発
遣
、
都
筑
次
官
よ
り
加
藤
領
事
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

47）
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
上
）
」
七
七
、
八
〇
頁
、
同
「
成
田
安
輝
西

蔵
探
検
行
経
緯
（
中
）
」
一
四
九
頁
。

JA
C
A
R
:
B
03050316800

明
治
三
十
二
年
七

月
三
十
日
付
、
成
田
よ
り
青
木
外
相
宛
、

JA
C
A
R
:
B
03050316900

明
治
三
十
三
年

十
月
三
十
日
付
、
成
田
よ
り
加
藤
外
相
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

48）
成
田
安
輝
「
進
蔵
日
誌
（
下
）
」
『
山
岳
』
第
六
六
年
（
通
巻
第
一
二
五
号
）
、
一
九

七
二
年
三
月
、
二
三
、
三
二
―
三
五
頁
。

（

49）
さ
ら
に
チ
キ
ャ
プ
・
ケ
ン
ポ
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
身
辺
用
務
の
す
べ
て
と
ポ
タ
ラ
宮

の
財
産
を
管
理
し
、
宗
務
局
を
通
じ
て
チ
ベ
ッ
ト
全
土
の
寺
院
行
政
を
司
る
人
物
で
あ
っ

て
、
本
来
は
宗
務
担
当
閣
僚
で
あ
る
が
、
そ
の
権
力
が
大
き
い
と
こ
ろ
か
ら
し
ば
し
ば

一
般
政
治
に
も
関
与
し
た
人
物
で
あ
っ
た
（
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
下
）」

二
二
三
頁
）。

（

50）
既
存
書
は
成
田
が
「
西
蔵
政
庁
の
要
路
と
会
見
し
て
意
見
を
交
換
し
た
」、「
法
王
政

府
の
宰
相
総
勘 マ
マ布
に
謁
し
て
謀
る
所
あ
り
」
と
記
し
て
い
る
。
黒
龍
会
編
『
東
亜
先
覚

志
士
記
伝
』
下
巻
、
三
三
七
頁
、
東
亜
同
文
会
編
『
対
支
回
顧
録
』
下
巻
、
七
七
三
頁
。

し
か
し
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
下
）」
二
二
三
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

一
介
の
清
国
商
人
に
偽
装
し
た
成
田
が
、
年
来
温
め
て
い
た
政
治
的
意
見
を
説
い
た
こ

と
は
想
像
で
き
る
も
の
の
、
初
対
面
の
チ
ベ
ッ
ト
宰
相
に
対
し
て
十
分
な
意
思
疎
通
が

で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（

51）

�（

46）に
同
じ
。

（

52）
た
だ
し
外
務
省
、
参
謀
本
部
は
一
面
に
お
い
て
成
田
の
行
動
力
を
評
価
し
た
の
で
あ

ろ
う
、
彼
の
帰
国
後
も
関
係
を
も
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
露
戦
争
の
際
、
成
田
は
小
村

外
相
と
内
田
康
哉
駐
清
公
使
、
福
島
少
将
と
北
京
駐
在
・
青
木
宣
純
大
佐
の
間
の
連
絡

を
行
い
、
ゴ
ビ
砂
漠
を
越
え
て
大
庫
倫
（
現
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
）
に
入
る
な
ど
の
特
別

任
務
に
あ
た
っ
た
ほ
か
、
東
亜
義
勇
軍
馬
隊
に
参
加
し
て
活
躍
し
た
と
い
う
（
黒
龍
会

編
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
』
下
巻
、
三
三
七
頁
、
東
亜
同
文
会
編
『
対
支
回
顧
録
』
下

巻
、
七
七
三
―
七
七
四
頁
）。

（

53）
河
口
慧
海
『
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
記
』（
四
）（

講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
八
年
）。

①
、

②
に
つ
い
て
は
そ
の
引
用
個
所
も
含
め
て
、
清
、
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
に
言

及
し
つ
つ
チ
ベ
ッ
ト
の
外
交
を
論
じ
た
八
〇
―
一
二
八
頁
が
重
要
。
②
に
つ
い
て
は
一

六
〇
―
一
六
四
頁
、
③
に
つ
い
て
は
『
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
記
』（
四
）、
一
六
〇
―
一
六
一

頁
、『
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
記
』（
三
）（

講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
八
年
）、
二
〇
一
―
二

〇
二
頁
。

（

54）
河

口
慧
海
『
チ
ベ
ッ
ト

旅
行
記
』
（
五
）
（

講
談

社
学

術
文

庫
、
一
九
七
八
年
）
、
一

三
三
―
一
三
七
頁
。

（

55）
青
木
文
教
著
、
外
務
省
調
査
局
、
慧
文
社
史
料
室
編
『
西
蔵
問
題

青
木
文
教
外

交
調
書

』（
慧
文
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
九
九
頁
。

（

56）
年

表
「
チ
ベ
ッ
ト
と
日
本
の

百
年
」
、

江
本

嘉
伸
「
チ
ベ
ッ
ト
に

向
か
っ
た
十
人
の

日
本
人
」『
チ
ベ
ッ
ト
と
日
本
の
百
年
』
所
収
、
一
三
、
二
五
頁
。

（

57）
高
本

康
子
、
三

宅
伸
一
郎
「
寺
本

婉
雅
日
記
『

新
旧
年
月
事
記
』

翻
刻
」
『
大
谷
大

学
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
三
一
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
解
題
一
四
七
―
一

五
二
頁
、
翻
刻
一
六
八
―
一
七
四
頁
。
解
読
が
困
難
な
文
字
に
つ
い
て
は
写
真
を
付
し
、

後
学
の
た
め
に
き
め
の
細
か
い
配
慮
が
な
さ
れ
た
行
き
届
い
た
翻
刻
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
寺
本
日
記
を
紹
介
し
た
報
告
と
し
て
、
三
宅
伸
一
郎
「
日
本
人
初
の
入
蔵
者
・
寺
本

婉
雅
に
関
す
る

新
出

資
料
に

つ
い
て
」
（
二
〇
〇
七
年

度
大
谷

学
会
研
究
発

表
会
発

表
要
旨
）『
大
谷
学
報
』
八
七
巻
二
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
帰
国
後
の
寺
本
の
再
入
蔵
準
備
に
つ
い
て
は
、
寺
本
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
で

ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
同
書
三
三
七
頁
所
収
の
明
治
三
十
三
年
六
月
一
日
付
・

福
島
よ
り
寺
本
あ
て
の
書
簡
か
ら
そ
の
消
息
を
わ
ず
か
に
う
か
が
う
こ
と
し
か
で
き
な
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上
巻
の
第
七
章
「
『
特
命
』
を
負
っ
て

成
田
安
輝
の
『
進
蔵
』
工
作

付
・
石
光

真
清
の
見
た
成
田
安
輝
」
二
〇
二
頁
）
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
成
田
は
陸
士
を
病
気
中

退
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

（

32）
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
中
）
」
一
四
四
、
一
四
八
頁
。

JA
C
A
R
:

B
03050317100

明
治
三
十
三
年
十
月
三
十
日
付
、
成
田
よ
り
加
藤
外
相
宛
（
外
務
省

外
交
史
料
館
）
。
同
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
下
）
」
二
〇
七
頁
、

JA
C
A
R
:

B
03050317200

明
治
三
十
四
年
五
月
三
十
日
付
、
成
田
よ
り
加
藤
外
相
宛
（
外
務
省

外
交
史
料
館
）。

（

33）
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
木
村
氏
の
論
稿
が
も
っ
と
も
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い

る
。

（

34）
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
上
）
」
五
五
―
五
六
、
六
〇
―
六
一
頁
。
同

「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
下
）」
一
八
四
、
二
一
〇
頁
。

（

35）
ち
な
み
に
成
田
の
出
発
か
ら
一
年
近
く
を
経
た
一
八
九
八
年
十
一
月
、
や
は
り
チ
ベ
ッ

ト
潜
入
を
め
ざ
し
て
渡
清
し
た
能
海
寛
も
福
島
と
接
触
し
て
い
た
。
日
本
出
発
の
一
年

半
余
り
前
、
能
海
は
参
謀
本
部
第
三
部
員
の
宇
都
宮
太
郎
大
尉
を
訪
問
し
て
「
有
益
ノ

談
話
」
を
得
る
と
と
も
に
、
第
三
部
長
の
福
島
大
佐
を
紹
介
さ
れ
、
そ
の
約
一
週
間
後
、

牛
込
矢
来
町
の
福
島
の
自
宅
を
訪
ね
て
亜
欧
旅
行
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
福
島
か
ら

ペ
ル
シ
ャ
、
ビ
ル
マ
、
清
な
ど
の
事
情
を
聞
か
さ
れ
て
い
る
。
「
使
用
日
記
（
明
治
三

十
年
）
」
四
月
二
十
日
、
二
十
八
日
の
条
、
金
子
民
雄
監
修
、
能
海
寛
研
究
会
編
『
能

海
寛
著
作
集
・
第

2巻
「
能
海
寛
業
績
全
記
録
Ⅱ
」』（
う
し
お
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）

所
収
、
六
八
、
七
二
頁
。
か
ね
て
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
行
を
希
望
す
る
能
海
は
そ
の
こ
と
を

宇
都
宮
、
福
島
に
話
し
、
何
ら
か
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

（

36）
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
上
）
」
七
六
―
七
七
頁
。

JA
C
A
R
:

B
03050316800

明
治
三
十
二
年
七
月
三
十
日
付
、
成
田
よ
り
青
木
周
蔵
外
相
宛
（
外

務
省
外
交
史
料
館
）
。
長
文
の
た
め
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
現
代
的
な
文
体
、
言
葉

に
改
め
た
。
以
下
、
適
宜
同
様
。

（

37）
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
上
）
」
八
一
頁
。

JA
C
A
R
:
B
03050316800

明
治
三
十
二
年
九
月
十
三
日
付
、
成
田
よ
り
青
木
外
相
宛
、
同
年
十
月
十
三
日
発
信
、

内
田
康
哉
外
務
省
政
務
局
長
よ
り
参
謀
本
部
福
島
大
佐
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

38）
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
下
）
」
一
九
三
―
二
〇
〇
頁
。

JA
C
A
R
:

B
03050317200

明
治
三
十
四
年
三
月
九
日
付
、
在
上
海
成
田
よ
り
加
藤
外
相
宛
（
外

務
省
外
交
史
料
館
）。

（

39）
成
田
安
輝
「
進
蔵
日
誌
（
上
）」『
山
岳
』
第
六
五
年
、
四
―
五
、
二
七
頁
。

（

40）
高
本
『
ラ
サ
憧
憬
』
一
二
九
頁
。
同
書
が
紹
介
す
る
よ
う
に
成
田
が
写
し
た
写
真
の

う
ち
二
四
枚
が
「
成
田
安
輝
氏
拉

�旅
行
写
真
集
」
と
し
て
『
地
学
雑
誌
』
の
巻
頭
グ

ラ
ビ
ア
に
六

回
に

わ
た
っ
て

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『

地
学

雑
誌
』
一
六
年
一
八
三
―
一

八
六

号
（
明
治
三
十
七

〔
一
九
〇
四

〕
年
三
―
六
月
）
、
一
九
一
―
一
九
二

号
（
同
年

十
一
―
十
二
月
）
。

J-S
T
A
G
E
で
『

地
学

雑
誌
』
の
本
文
は

閲
覧
で

き
る
が
、
巻

頭

グ
ラ
ビ
ア
は
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（

41）
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
下
）
」
二
二
〇
頁
が
成
田
に

支
給
さ
れ
た
金

額
を

計
算
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

手
当
五
年

分
三
、
四
八
〇

円
、
西
蔵
行
旅

費

二
、七
八
〇
円
、
支
度
金
・
旅
費
・
日

当
二
、〇
〇
〇
円
以
上
、
進
献
用
贈
物
代
（
金
額

不
明
）
の
合
計
八
、
二
六
〇
円
以
上
と
な
る
。

（

42）
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
」（
上
）（
中
）（
下
）

が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（

43）
成
田
は

小
笠

原
諸
島
の

聟
島
（

製
塩
業
）
、
ア
ラ
ス

カ
地

区
（
ト

レ
イ
ド

ウ
ェ
ル
金

鉱
）
、
ア

メ
リ

カ
（

ユ
ニ

オ
ン
・

パ
シ

フ
ィ
ッ

ク
鉄

道
）
な
ど
で

実
業
に

就
き
、
一
八

九
七
年
三
月
、
台
湾
総
督
府
民
政
局
殖
産
部
技
師
と
な
り
、
拓
殖
業
務
の
か
た
わ
ら
台

湾
各
地
を
探
検
し
た
（「

略
歴
」『
山
岳
』
第
六
五
年
、
五
五
頁
）。

（

44）
一
回
目
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
な
ど
へ
の
贈
物
を
用
意
す
る
た
め
、
二
回
目
は
四
川
総
督

に
四
川
省
開
発
九
ヶ
条
の
上
申
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
望
み
、
そ
の
打
合
せ
を
す
る
た

め
と
称
し
て
外
務
省
に
一
時
帰
国
を
申
し
出
て
い
る
。
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行

経
緯
（
上
）」
四
八
頁
、
同
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
中
）」
一
九
〇
―
一
九
二

頁
。

JA
C
A
R
:
B
03050316600

明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
二
日
付
、
成
田
よ
り
青
木

外
相
宛
、

JA
C
A
R
:
B
03050317000

明
治
三
十
三
年
十
二
月
十
四
日
付
、
在
上
海
成

田
よ
り
加
藤
外
相
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

45）
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
上
）
」
四
六
―
四
七
頁
。

JA
C
A
R
:

B
03050316600

明
治
三
十
一
年
七
月
二
十
九
日
付
、
在

重
慶
加
藤

義
三

領
事
よ
り

小

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作
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意
）
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
巻
末
の
結
論
部
分
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
福

島
ひ
い
て
は
参
謀
本
部
の
見
通
し
を
代
弁
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
①
清
国
政
府

は
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
衰
勢
を
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
②
イ
ギ
リ
ス
は
チ
ベ
ッ

ト
に
優
越
権
を
獲
得
し
た
が
、
そ
の
成
功
を
持
続
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
、
③
ロ
シ

ア
は
イ
ギ
リ
ス
の
成
功
を
傍
観
し
て
従
来
の
政
策
を
一
擲
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、

今
後
、
多
年
モ
ン
ゴ
ル
と
チ
ベ
ッ
ト
方
面
に
扶
植
し
た
潜
勢
力
が
現
れ
て
来
る
可
能
性

が
あ
る
、
④
英
露
の
政
策
は
時
に
消
長
が
あ
る
に
せ
よ
、
結
局
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
解
釈

を
与
え
る
も
の
は
英
露
両
国
で
あ
る
、
⑤
チ
ベ
ッ
ト
問
題
は
す
な
わ
ち
東
ア
ジ
ア
の
大

局
に
多
大
の
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

（

29）
成
田
安
輝
は
、
世
界
は
西
洋
列
強
が
膨
張
と
国
勢
伸
張
を
は
か
る
巨
大
な
碁
盤
の
よ

う
な
も
の
で
、
空
白
地
帯
の
チ
ベ
ッ
ト
に
碁
石
を
置
か
な
け
れ
ば
他
の
大
国
が
奪
っ
て

し
ま
う
と
し
、
日
本
の
勢
力
扶
植
を
急
務
と
し
た
。
そ
の
際
、
チ
ベ
ッ
ト
を
ね
ら
う
列

強
と
し
て
成
田
の
念
頭
に
ま
ず
存
在
し
た
の
は
ロ
シ
ア
、
つ
い
で
イ
ギ
リ
ス
で
、
将
来

チ
ベ
ッ
ト
は
こ
の
両
国
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
憂
え
た
（
JA

C
A
R
:

B
03050317100

明
治
三
十
三
年
十
月
三
十
日
付
、
十
二
月
二
十
九
日
付
、
成
田
よ
り

加
藤
高
明
外
相
宛
、

JA
C
A
R
:
B
03050317200

明
治
三
十
四
年
三
月
九
日
付
、
成
田

よ
り
加
藤
外
相
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）
。
の
ち
成
田
は
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
チ
ベ
ッ

ト
併
合
を
予
想
し
、
将
来
ロ
シ
ア
は
モ
ン
ゴ
ル
、
イ
ギ
リ
ス
は
チ
ベ
ッ
ト
に
支
配
圏
を

す
み
分
け
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
危
惧
す
る
よ
う
に
な
る
。

JA
C
A
R
:

B
03050317400

明
治
三
十
六
年
三
月
三
日
付
、
成
田
よ
り
小
村
寿
太
郎
外
相
宛
、

JA
C
A
R
:
B
03050317500

同
年
四
月
二
十
三
日
付
、
成
田
よ
り
小
村
外
相
宛
（
外
務

省
外
交
史
料
館
）。

他
方
、
寺
本
婉
雅
は
、
西
洋
列
国
は
爪
と

�を
磨
き
、
呑
噬
〔
呑
み
噛
む
〕
の
欲
を

た
く
ま
し
く
し
、
虎
視
眈
々
と
す
き
を
見
て
い
る
。
彼
ら
は
三
国
干
渉
に
よ
っ
て
遼
東

還
付
を
迫
っ
た
舌
の
根
の
乾
か
ぬ
う
ち
に
清
の
各
地
に
租
借
地
を
設
け
た
が
そ
れ
で
止

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
と
く
に
ロ
シ
ア
は
も
っ
と
も
怖
る
べ
し
で
、
イ
ギ
リ
ス
も
揚
子

江
沿
岸
を
落
と
し
、
こ
の
ま
ま
行
け
ば
「
各
国
争
闘
の
修
羅
場
」
で
あ
る
清
は
「
分
割

の
悲
境
に
陥
り
、
遂
に
手
足
を
寸
断
せ
ら
る
」
だ
ろ
う
と
見
て
い
た
。
寺
本
婉
雅
著
、

横
地
祥
原
編
『
蔵
蒙
旅
日
記
』（
芙
蓉
書
房
、
一
九
七
四
年
）、
四
八
頁
（
明
治
三
十
二

年
三
月
四
日
頃
の
記
述
）
、
六
四
頁
（
同
年
六
月
三
日
付
、
寺
本
よ
り
四
川
総
督
・
奎

俊
宛
書
簡
の
一
節
）
。
ま
た
寺
本
も
後
に
イ
ギ
リ
ス
へ
の
警
戒
を
一
層
強
め
、
イ
ギ
リ

ス
は
チ
ベ
ッ
ト
を
緩
衝
地
帯
に
と
ど
め
る
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
「
西
蔵
全
帯
ヲ
掌
中
ニ

弄
セ
ン
ノ
計
」
を
抱
い
て
い
る
と
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
（
同
右
、
二
〇
四
頁
、
明
治
三

十
九
年
九
月
十
六
日
の
記
述
）
。
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
一
九

〇
八
年
、

五
台

山
や

北
京

で
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
工
作
を
実
施
中
の
寺
本
は
、
戦
略
上
日
英
同
盟
を
重
視
す
る
発
言
を

行
っ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
を
信
用
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

（

30）
松
方
三
郎
「
成
田
安
輝
の
こ
と
」『

山
岳
』
第
六
五
年
（
通
巻
第
一
二
四
号
）、
一
九

七
一
年
三
月
、
五
三
頁
。
黒
龍
会
編
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
』
下
巻
（
黒
龍
会
出
版
部
、

一
九
三
六
年
、
原
書
房
、
一
九
六
六
年
復

刻
）
、
三
三
七
頁
。
東

亜
同

文
会
編
『
対
支

回
顧
録
』
下
巻
（
対
支
功
労
者
伝
記
編
纂
会
、
一
九
三
六
年
、
原
書
房
、
一
九
六
八
年

復
刻
）、
七
七
三
頁
。
木
村
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯
（
上
）」
三
五
―
三
六
頁
。

（

31）
木
村

「
成
田
安
輝
西
蔵

探
検
行

経
緯
（

中
）
」
一
四
九
頁
は
、
成
田
が

陸
士
の
同

期

生
、
先
輩
に
チ
ベ
ッ
ト
探
検
案
を
示
し
、
彼
ら
の
仲
介
で
外
務
省
の
支
援
を
得
る
に
至
っ

た
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

成
田
に
年
齢
の
近
い
陸
士
出
身
者
と
し
て
根
津
一
（
旧
四
期
）、

荒
尾
精
（
旧
五
期
）、

橋
口

勇
馬
（

旧
六

期
）
、

花
田

仲
之

助
（

旧
六

期
）
と
い
っ
た

陸
軍
イ
ン

テ
リ
ジ

ェ
ン

ス
の
関
係
者
が
お
り
、
成
田
自
身
は

生
年
か
ら
い
っ
て
旧
六
期
な
い
し
七
期
あ
た
り
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
の
ち
に
日
清

貿
易
研
究
所
、
橋
口
、
花
田
の
要
請
で
ア
メ

リ
カ
か
ら
帰
国
し
て
い
る
（「

略
歴
」『

山
岳
』
第
六
五
年
、
五
五
頁
）
こ
と
を
考
え
る

と
、
陸
士
中
退
後
も
情
報
系
将
校
と
の
関
係
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し

か
も
橋
口
、
花
田
と
成
田
は
旧

�摩
藩
の
出
身
で
あ
り
、
同
郷
人
と
し
て
の
強
い
連
帯

感
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
陸
軍
関
係
者
（
花
田
は
当
時
ウ
ラ
ジ

オ
ス
ト
ク
潜
入
中
の
た
め
無
理
）
が
成
田
と
参
謀
本
部
（
福
島
第
三
部
長
な
ど
）
と
の

橋
渡
し
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
外
務
省
と
の
つ
な
が
り
が
で
き
た
と
考
え
る
の
は

自
然
で
あ
ろ
う
。

な
お
石
光
真
清
（
旧
十
一
期
）
に
よ
る
と
、
成
田
は
陸
士
の
旧
六
期
か
七
期
の
生
徒

で
、
卒
業
点
が
足
り
な
い
た
め
に
歩
兵
軍
曹
の
ま
ま
隊
付
を
命
じ
ら
れ
、
そ
う
し
た
不

名
誉
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
自
ら
退
校
し
た
と
い
う
（
江
本
『
西
蔵
漂
泊
』

―254（35）―



二
〇
〇
一
年
十
二
月
、
棚
瀬
慈
郎
「
ド
ル
ジ
ェ
フ
自
伝
」（
そ
の
一
）、（
そ
の
二
）、
滋

賀
県
立
大
学
人
間
文
化
学
部
研
究
報
告
『
人
間
文
化
』
第
一
七
、
一
八
号
、
二
〇
〇
五

年
四
、
十
一
月
。
ド
ル
ジ
ェ
フ
は
仏
僧
で
あ
る
と
も
に
ブ
リ
ヤ
ー
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
、
汎
モ
ン
ゴ
ル
主
義
者
、
汎
仏
教
主
義
者
な
ど
様
々
な
顔
を
も
っ
て
い
た
。
Jo
h
n

S
n
ellin

g
,
B
u
d
d
h
ism

in
R
u
ssia
:
T
h
e
S
tory

of
A
g
va
n
D
orzh
iv,
L
h
a
sa
・s

E
m
issa
ry
to
th
e
T
sa
r（
S
h
a
ftesb

u
ry
,
D
o
rset;

R
o
ck
p
o
rt,
M
a
ssa
ch
u
setts;

B
risb
a
n
e,
Q
u
een
sla
n
d
:
E
lem
en
t,
1993）,

97

�98.
ド
ル
ジ
ェ
フ
に
対
抗
し
た
寺

本
婉
雅
も
別
の
形
で
愛
国
者
、
汎
ア
ジ
ア
主
義
者
、
汎
仏
教
主
義
者
で
あ
り
、
両
者
に

は
相
似
的
な
部
分
が
あ
っ
た
。

（

15）
A
lex
a
n
d
re
A
n
d
rey
ev
,
S
oviet

R
u
ssia

a
n
d
T
ib
et:
T
h
e
D
eb
a
cle
of
S
ecret

D
ip
lom
a
cy,

1918-1930s（
L
eid
en
;
B
o
sto
n
:
B
rill,

2003）,
27

�28,
31

�36.

（

16）
Ib
id
.,
33,

36

�37.

（

17）
N
ik
o
la
i
S
.
K
u
lesh
o
v
,
R
u
ssia
・s
T
ib
et
F
ile:
T
h
e
U
n
k
n
ow
n
P
a
g
es
in
th
e

H
istory

of
T
ib
et・s
In
d
ep
en
d
en
ce（
D
h
a
ra
m
sa
la
,In
d
ia
:L
ib
ra
ry
o
f
T
ib
eta
n

W
o
rk
s
a
n
d
A
rch
iv
es,

1996）,
36

�43.
た
だ
し
同
書
は
ロ
シ
ア
側
の
チ
ベ
ッ
ト
非

関
与
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
り
、
ロ
シ
ア
の
脅
威
は
肉
体
の
形
を
と
ら
な
い
幽
霊
以
上

の
も
の
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
Ib
id
.,
63）

と
し
て
い
る
が
、
カ
ー
ゾ
ン
が
ロ
シ

ア
に
抱
い
た
恐
れ
と
疑
惑
の
う
ち
一
部
に
は
根
拠
が
あ
り
、
一
部
は
想
像
に
よ
る
も
の

だ
と
す
る
別
の
研
究
（
A
n
d
rey
ev
,
S
oviet

R
u
ssia

a
n
d
T
ib
et,

41）
の
方
が
バ
ラ

ン
ス
が
取
れ
て
い
る
。

（

18）
石
濱
『
図
説
チ
ベ
ッ
ト
歴
史
紀
行
』
一
〇
五
―
一
〇
六
頁
、
シ
ャ
カ
ッ
パ
『
チ
ベ
ッ

ト
政
治
史
』
二
六
―
二
七
、
二
一
〇
頁
。

（

19）
ロ
ラ
ン
・
デ
エ
『
チ
ベ
ッ
ト
史
』
二
四
七
―
二
四
八
頁
。

（

20）
五
台
山
会
談
に
つ
い
て
は
、
白
須
淨
眞
「
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
八
月
の
清
国

五
台
山
に
お
け
る
一
会
談
と
そ
の
波
紋

外
交
記
録
か
ら
見
る
外
務
省
の
対
チ
ベ
ッ

ト
施
策
と
大
谷
探
検
隊

」
『
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
第
二
部
、

第
五
六
号
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
（
の
ち
白
須
『
大
谷
探
検
隊
研
究
の
新
た
な
地
平
』

に
収
録
）
を
参
照
の
こ
と
。

（

21）
小
林
隆
夫
「
イ
ギ
リ
ス
の
上
ビ
ル
マ
併
合
と
ビ
ル
マ
・
中
国
の
朝
貢
問
題
」
愛
知
学

院
大
学
人
間
文
化
研
究
所
『
人
間
文
化
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
〇
年
九
月
、
三
九
（
三

一
四
）―
四
〇
（
三
一
三
）
頁
。
M
elv
y
n
C
.G
o
ld
stein

,T
h
e
S
n
ow
L
ion
a
n
d
th
e

D
ra
g
on
:
C
h
in
a
,
T
ib
et,
a
n
d
th
e
D
a
la
i
L
a
m
a（
B
erk
eley
:U
n
iv
ersity

o
f
C
a
li-

fo
rn
ia
P
ress,

1997）,
22.

（

22）
JA
C
A
R
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）
R
ef.
B
10073725800

明
治
十
九
年
一

月
二
十
二
日
発
、
在
芝
罘
日
本
領
事
館
・
松
延

�領
事
代
理
よ
り
井
上
馨
外
相
宛
（
外

務
省
外
交
史
料
館
）
。
原
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
合
略
仮
名
、
略
字
、
異
体
字
を

修

正
し
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。
明
治
十
年
代
の
文
書
に
関

し
て
は
以
下
同
様
。

（

23）
JA
C
A
R
:
B
10073725800

明
治
十
九
年
二
月
八
日
発
、
井
上
外
相
よ
り
在

北
京
・

島
田
胤
則
臨
時
代
理
公
使
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

24）
JA
C
A
R
:
B
10073725800

明
治
十
九
年
三
月
十
三
日

付
、
島

田
臨

時
代
理

公
使
よ

り
井
上
外
相
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

25）
JA
C
A
R
:
B
07080179000

明
治
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日
発
、
中
島

雄
公

使
館
書

記
官
「
在
清
帝
国
公
使
通
常
報
告
」
第
六
号
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

26）
JA
C
A
R
:
B
07080179000

明
治
二
十
六
年
四
月
二
十
一
日
発
、

陸
奥

宗
光
外
相
よ

り
熾
仁
親
王
参
謀
総
長
宛
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（

27）
JA
C
A
R
:
C
13110148500

参
謀
本
部

管
西

局
編

集
『

支
那
地

誌
総
体
部
自

巻
一

至
巻
六
』
明
治
二
十
年
十
一
月
、

凡
例
一
―
二
頁
、
『

支
那
地

誌
総
体
部
』

巻
一
―

巻

六
、
明
治
二
十
年
十
一
月
出
版
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（

28）
柴

田
紳
一
「

福
島

安
正
参

謀
本
部
第
二
部

長
訓

示
『

列
国

ノ
現

状
ニ

付
テ
』
（
明
治

三
十
五
年
五
月

於
参
謀
長
会
議
）」『

軍
事
史
学
』
四
五
巻
一
号
（
通
巻
第
一
七
七
号
）、

二
〇
〇
九
年
六
月
、
六
三
―
七
一
頁
。
こ
れ
は
一
九
〇
二
年
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
一
八
九
六
、
七
年
に
お
い
て
も
同
様
の
見
方
を
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
福
島
の
見
地
は
そ
の
部
下
で
あ
る

陸
軍
の
情
報
畑
の
メ
ン
バ
ー
に
も
共
通
し
、
参
謀

本
部
の
山
県
初
男
大
尉
が
公
刊
し
た
『
西
蔵
通
覧
』
に
も
類
似
の
考
え
方
が
明
瞭
に
示

さ
れ
て
い
る
。
山
県

初
男

編
『

西
蔵

通
覧
』
（

丸
善
、
明
治
四
十

〔
一
九
〇
七

〕
年
九

月
、
慧
文
社
、
二
〇
一
〇
年
復
刻
）
の
巻
頭
に
は
、
参
謀
本
部
次
長
・
福
島
中
将
に
よ

る
同
書
の

趣
旨
を

暗
示
し
た
題
字
「

闡
幽
」
（

隠
れ
て
い
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
の

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作

―255（34）―



原
書
P
eter

H
o
p
k
irk
,
T
resp
a
ssers

on
th
e
R
oof
of
th
e
W
orld
:
T
h
e
R
a
ce
for

L
h
a
sa（
L
o
n
d
o
n
:
Jo
h
n
M
u
rra
y
,
1982）

が
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら

に
日
本
人
に
焦
点
を
絞
っ
た
も
の
と
し
て
、
S
co
tt
B
erry
,
T
h
e
R
isin
g
S
u
n
in
th
e

L
a
n
d
of
th
e
S
n
ow
s:
Ja
p
a
n
ese
In
volvem

en
t
in
T
ib
et
in
th
e
E
a
rly

20th
C
en
-

tu
ry（
N
ew
D
elh
:
A
d
ra
sh
B
o
o
k
s,

2005）
が
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
は
異
な
る
が
そ

の
中
身
は
、
同
じ
著
者
の
M
on
k
s,
S
p
ies
a
n
d
a
S
old
ier
of
F
ortu
n
e:
T
h
e
Ja
p
a
-

n
ese
in
T
ib
et（
L
o
n
d
o
n
:
T
h
e
A
th
lo
n
e
P
ress,

1995）
と
同
一
で
あ
る
。
こ
の

二
冊
は
イ
ン
ド
省
文
書
も
参
照
、
引
用
し
て
お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
に
潜
入
し
た
日
本
人
た

ち
の
足
跡
を
海
外
に
紹
介
し
た
点
で
大
き
な
意
義
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。
た
だ
し
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
一
般
向
け
の
読
者
を
想
定
し
て
い
る
た
め
か
脚
注
が
少
な
く
、
典
拠
が

は
っ
き
り
し
な
い
個
所
が
や
や
見
ら
れ
る
点
が
惜
し
ま
れ
る
。
ま
た
S
co
tt
B
erry
,
A

S
tra
n
g
er
in
N
ep
a
l
a
n
d
T
ib
et:
T
h
e
A
d
ven
tu
res
o
f
a
W
a
n
d
erin
g
Z
en
M
on
k

（
K
a
th
m
a
n
d
u
,
N
ep
a
l:
V
a
jra
P
u
b
lica
tio
n
s,

2008）
は
河
口
慧
海
を
扱
っ
て
い

る
が
、
そ
の
他
の
日
本
人
旅
行
者
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
同
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は

A
S
tra
n
g
er
in
T
ib
et:
T
h
e
A
d
ven
tu
res
of
a
W
a
n
d
erin
g
Z
en
M
on
k（
T
o
k
y
o
;

N
ew
Y
o
rk
:
K
o
d
a
n
sh
a
In
tern
a
tio
n
a
l,
1989）

で
あ
る
が
、
新
版
は
そ
の
後
の

学
界
に
お
け
る
河
口
研
究
の
進
展
に
合
わ
せ
て
こ
れ
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ

か
に
、
W
en
d
y
P
a
la
ce,
T
h
e
B
ritish

E
m
p
ire
a
n
d
T
ib
et,

1900

�1922（
L
o
n
-

d
o
n
;
N
ew
Y
o
rk
:
R
o
u
tled
g
eC
u
rzo
n
,
2005）,

130

�135
が
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る

「
日
本
の
積
極
政
策
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
青
木
文
教
が
カ
ル
カ
ッ
タ
の
日
本
領
事

館
を
通
じ
て
チ
ベ
ッ
ト
に
武
器
を
供
給
す
る
約
束
を
し
た
、
そ
の
た
め
に
彼
は
ラ
サ
に

送
ら
れ
た
と
す
る
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
資
料
に
の
み
依
拠
し
て
い
る
た
め
事
実
と
多

少
ず
れ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（

9）
島
貫
重
節
、
栂
博
対
談
「
日
露
戦
争
に
お
け
る
情
報
と
作
戦
」（
上
）、『
軍
事
史
学
』

一
七
巻
一
号
（
通
巻
第
六
五
号
）、
一
九
八
一
年
六
月
、
五
一
―
五
三
頁
。

（

10）
以
下
「
十
三
世
」
を
省
略
し
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
の
み
表
記
す
る
。
ま
た
厳
密
な
引

用
の
場
合
を
除
き
、「
達
頼
喇
嘛
」「
西
蔵
」
な
ど
現
代
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
漢

字
は
で
き
る
だ
け
「
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
」「
チ
ベ
ッ
ト
」
と
い
っ
た
カ
タ
カ
ナ
に
改
め
た
。

（

11）
チ
ベ
ッ
ト
の
宗
教
的
地
位
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
石
濱
裕
美
子
著
、
永
橋
和
雄
写
真

『
図
説
チ
ベ
ッ
ト
歴
史
紀
行
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
九
年
）、
ロ
ラ
ン
・
デ
エ
著
、

今
枝
由
郎
訳
『
チ
ベ
ッ
ト
史
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
を
参
照
、
引
用
し
た
。

後
者
は

次
の

よ
う
に

総
括
し
て
い
る
。
「
十
九
世
紀

末
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
は
、
中

国
、

ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
諸
国
を
覆
う
、
戦
略
上
デ
リ
ケ
ー
ト
な
宗
教
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
中
心
に
あ
っ
た
」（
二
〇
七
頁
）。

（

12）
多

田
等

観
『
チ
ベ
ッ
ト
』
（

岩
波
新
書
、
一
九

四
二
年

四
月
第
一

刷
、
一
九
八
二
年

特
装
版
）
、

四
二
―

四
三
頁
に
も
こ
れ
と

類
似
の
「
ラ
マ
教

々
圏
図
」
が

掲
載
さ
れ
て

い
る
。
一
九
四
〇
年
代
の
日
本
で
ラ
マ
教
（
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
）
工
作
に
あ
た
っ
た
人
々

も
同
様
の
地
図
イ
メ
ー
ジ
を
頭
に
描
き
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。

（

13）
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
各
国
の
態
度
は
主
に
、
石
濱
『
図
説
チ
ベ
ッ
ト
歴
史
紀
行
』、

ロ
ラ
ン
・
デ
エ
『
チ
ベ
ッ
ト
史
』
の
ほ
か
、
以
下
を
参
照
も
し
く
は
引
用
し
た
。
入
江

啓
四
郎
『
支
那
の
辺
疆
と
英
露
の
角
逐
』（
ナ
ウ
カ
社
、
一
九
三
五
年
八
月
）、
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
ベ
ル
著
、

田
中
一

呂
訳
『
西
蔵
・

過
去
と
現

在
』
（

生
活
社
、
一
九

四
〇
年
九

月
）
、

山
口

瑞
鳳
「
チ
ベ
ッ
ト
の
歴
史
」

長
野

泰
彦
、

立
川
武
蔵

編
著
、

北
村

甫
教

授

退
官
記

念
論
文

集
『
チ
ベ
ッ
ト
の
言

語
と
文

化
』
（

冬
樹
社
、
一
九
八
七
年
）
所

収
、

Ｗ
・

Ｄ
・

シ
ャ
カ
ッ

パ
著
、

貞
兼

綾
子

監
修
、
三

浦
順
子
訳
『
チ
ベ
ッ
ト
政

治
史
』

（
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
、
一
九
九
二
年
）、

Ｒ
・
Ａ
・
ス
タ
ン
著
、
山
口
瑞
鳳
、

定
方
晟
訳
『
チ
ベ
ッ
ト
の
文
化

決
定
版
』（

岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）、

Ａ
・
ト
ム
・

グ
ル
ン

フ
ェ
ル
ド
著
、
八
巻

佳
子
訳
『
現
代
チ
ベ
ッ
ト
の

歩
み
』
（

東
方
書

店
、
一
九

九
四
年
）
、

浦
野

起
央
『
チ
ベ
ッ
ト
・
中

国
・
ダ
ラ
イ
ラ
マ

チ
ベ
ッ
ト

国
際

関
係

史

�分
析
・
資
料
・
文

献

�

』
（
三
和
書

籍
、
二

〇
〇
六
年
）
、

グ
レ
ン
・

Ｈ
・

ム

リ
ン
著
、
田
崎
國
彦
、
渡
邉
郁
子
、

ク
ン
チ
ョ
ッ
ク
・
シ
タ
ル
訳
『

14人
の
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ

そ
の

生
涯
と

思
想

』
下
（
春
秋
社
、
二

〇
〇
六
年
）
、
大

村
謙

太
郎

『
テ
ィ
ベ
ッ
ト
史
概
説
』（
西
蔵
大
蔵
経
研
究
会
、
一
九
五
八
年
、
慧
文
社
、
二
〇
一
六

年
復
刻
）
な
ど
。

（

14）
棚

瀬
慈
郎
『
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
外

交
官
ド
ル
ジ

ー
エ

フ
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
世
界

の
二

〇
世
紀

』
（

岩
波
書

店
、
二

〇
〇
九
年
）
、
三
八
―

四
五
頁
。
そ
の
他
の
ド
ル

ジ
ェ
フ
に
関
す
る
邦
文
研
究
と
し
て
は
、
桑
島
裕
子
「
ロ
シ
ア
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
と
ア

グ
ヴ
ァ
ン
・
ド
ル
ジ
ェ
フ
」
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
研
究
論
集
』
創
刊
号
、

―256（33）―



さ
ら
に
R
y
o
su
k
e
K
o
b
a
y
a
sh
i〔
小
林
亮
介
〕
,
・T
h
e
T
ib
et-Ja

p
a
n
R
ela
tio
n
s

in
th
e
E
ra
o
f
th
e

1911
R
ev
o
lu
tio
n
:
T
ib
eta
n
L
etters

fro
m
th
e
A
o
k
i

B
u
n
k
y� o
A
rch
iv
e,・
岩
尾
一
史
、
池
田
巧
編
『
チ
ベ
ッ
ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
文
明
の
歴
史

的
展
開
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
発
行
、
臨
川
書
店
製
作
、
二
〇
一
八
年
）
所

収
は
、
近
代
チ
ベ
ッ
ト
史
を
専
攻
す
る
研
究
者
が
辛
亥
革
命
期
の
チ
ベ
ッ
ト
・
日
本
関

係
に
メ
ス
を
入
れ
た
も
の
で
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
側
近
の
対
日
政
策
を
眼
目
と
し
つ
つ
、

日
本
側
の
反
応
、
寺
本
婉
雅
、
青
木
文
教
に
も
言
及
し
て
い
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
対

外
戦
略
を
日
本
と
い
う
要
素
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
研
究
以
上
に
複
眼
的
に

描
き
出
そ
う
と
す
る
論
稿
で
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
方
向
性
、
発
展
性
を
予
兆
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
国
立
民
族
学
博
物
館
青
木
文
教
ア
ー
カ
イ
ブ
所
蔵
の
チ
ベ
ッ

ト
語
書
簡
（
ラ
ー
マ
ン
堪
布
よ
り
青
木
文
教
宛
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
よ
り
青
木
経

由
日
本
天
皇
宛
）
の
紹
介
も
貴
重
で
あ
る
。

（

4）
木
村
肥
佐
生
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯

外
交
資
料
に
見
る
東
チ
ベ
ッ
ト
経

由
入
蔵
挫
折
記

」
（
上
）
（
中
）
（
下
）
『
ア
ジ
ア
研
究
所
紀
要
』
第
八
、
九
、
一
〇

号
、
一
九
八
一
、
八
二
、
八
三
年
。
同
「
成
田
安
輝
西
蔵
探
検
行
経
緯

資
料
編

（
長
文
報
告
お
よ
び
附
属
文
書
類
）

」
（
１
）
（
２
）
『
ア
ジ
ア
研
究
所
紀
要
』
第
一

三
、
一
四
号
、
一
九
八
六
、
八
七
年
。
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
「
成
田
安
輝
西
蔵
探

検
関
係
一
件
」
文
書
を
時
系
列
的
に
並
べ
て
丹
念
に
紹
介
し
つ
つ
考
察
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
。

（

5）
篠
原
昌
人
『
陸
軍
大
将
福
島
安
正
と
情
報
戦
略
』（
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、

一
七
〇
―
一
七
五
頁
、
同
「
明
治
時
代
の
対
チ
ベ
ッ
ト
接
近
策

福
島
安
正
、
寺
本

婉
雅
を
中
心
に

」
『
軍
事
史
学
』
四
五
巻
一
号
（
通
巻
第
一
七
七
号
）
、
二
〇
〇
九

年
六
月
。
福
島
安
正
参
謀
本
部
次
長
と
寺
本
婉
雅
に
よ
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
工
作
に
つ
い

て
、
五
台
山
会
談
の
成
功
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
使
節
日
本
派
遣
の
中
止
ま
で
を
中
心
に
検
証

し
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
論
文
で
篠
原
氏
は
、
福
島
次
長
の
対
チ
ベ
ッ
ト
接
近
策
の

ね
ら
い
は
「

ロ
シ
ア

勢
力
の

排
除
」
で
あ
り
、
「
チ
ベ
ッ
ト
の
眼
を
日
本
に

引
き

寄
せ

る
こ
と
で
、
ロ
シ
ア
の
南
下
に
対
す
る
壁
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と

推
察
し
て
い
る
。
本
稿
を
通
じ
て
こ
の
点
が
よ
り
明
確
か
つ
詳
細
に
判
明
す
る
で
あ
ろ

う
。

（

6）
高
本
氏
の
前
掲
『
ラ
サ
憧
憬
』
は
青
木
文
教
の
生
涯
を
精
緻
に
考
証
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
第
五
章
に
お
い
て
青
木
の
ラ
サ
出
発
か
ら
ダ
ー
ジ
リ
ン
到
着
ま
で
の
言
動

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
青
木
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の

武
器
購
入
に
協
力
し
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
日
本
政
府
と
交
渉
す
る
こ
と
を
依
頼

さ
れ
て
い
た
点
に
言
及
し
、
青
木
と
イ
ギ
リ
ス
側
と
の
交
渉
を
描
写
し
て
い
る
。

（

7）
な
お
寺
本
婉
雅
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
高
本
康
子
氏
が
以
下
の
よ
う
に
精
力
的
に
研

究
成

果
を
あ

げ
て
い
る
。
「
大
陸
に
お

け
る
対
『

喇
嘛
教
』

活
動

寺
本
婉
雅
を
中

心
に

」
印

度
学

宗
教
学

会
『
論

集
』
第
三
九
号
、
二
〇
一
二
年
十
二
月
、
「
日
本

人
仏
教
者
と
『
喇
嘛
教
』」『
日
本
仏
教
綜
合
研
究
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
四
年
五
月
、

「
寺
本
婉
雅
の
大
陸
人

脈
大

谷
大
学
所

管
資
料
を
中
心
に

」
『

印
度
学

仏
教
学

研
究
』
六
三
巻
一
号
、
二
〇
一
四
年
十
二
月
、
「
寺
本
婉
雅

焉
関

連
資
料
の

現
在

寺
本

家
資
料
を
中
心
に

」
印

度
学

宗
教
学

会
『
論

集
』
第
四
一
号
、
二
〇
一
四
年

十
二
月
。
こ
れ
ら
の
中
で
高
本
氏
は
、
後
出
の
寺
本
日
記
（
村
岡
家
資
料
）
に
加
え
て

寺
本
家
資
料
も
紹
介
し
、
寺
本
の
人
脈
に
着
目
し
つ
つ
、
明
治
期
の
寺
本
の
工
作
活
動

に
補
足
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

加
え
て

高
本

氏
は

昭
和
期
の
寺
本
の
ラ
マ
教
工
作
に
考
察
を

広
げ
、
「
寺
本
婉
雅

『
喇
嘛
教
』
工
作
案
に
見
る
戦
時
下
日
本
と
『
喇
嘛
教
』」

印
度
学
宗
教
学
会
『
論
集
』

第
四
二
号
、
二
〇
一
五
年
十
二
月
、
「

海
闊
天

空
五
台
山
以

後
の
寺
本
婉
雅

」

荒
川
正
晴
、
柴
田
幹
夫
編
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
近
代
日
本
の
邂
逅

西
域
古
代
資
料

と
日
本
近
代
仏
教

』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
所
収
を
発
表
し
て
い
る
。

そ
の

ほ
か
に

金
子
民

雄
「

解
説
」

金
子
民

雄
編
、
寺
本
婉
雅

著
作

選
集
第
四
巻

『
改

訂
増

補
西
蔵
語
文

法
』
（
う
し
お
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
が

河
口

慧
海
の
寺
本

批

判
に
触
れ
て
お
り
、
奥
山
直
司
「
河
口
慧
海
・
蔵
蒙
旅
日
記
」
武
内
房
司
編
『
日
記
に

読
む
近
代
日
本

５
ア
ジ
ア
と
日
本

』
（

吉
川

弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
所
収

が
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
寺
本
の
『
蔵
蒙
旅
日
記
』
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
旅

程
と
行
動
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
る
。

（

8）
イ
ギ
リ
ス
の
資
料
を
用
い
、
日
本
人
の
チ
ベ
ッ
ト
潜
入
に
触
れ
た
書
籍
と
し
て
は
、

ピ
ー
タ
ー
・
ホ
ッ
プ
カ
ー
ク
著
、
今
枝
由
郎
、
鈴
木
佐
知
子
、
武
田
真
理
子
訳
『
チ
ベ
ッ

ト
の
潜
入
者
た
ち

ラ
サ
一
番
乗
り
を
め
ざ
し
て

』（
白
水
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
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イ
ン
の
チ
ベ
ッ
ト
工
作
に
「
輔
助
ス
ル
ノ
精
神
」
を
も
っ
て
臨
ん
だ
と
小
村
外
相
に

報
告
し
て
い
る
が
、
清
朝
政
府
側
に
立
っ
て
そ
れ
に
し
た
が
う
こ
と
を
説
き
続
け
る

彼
の
態
度
は
、
チ
ベ
ッ
ト
側
に
日
本
外
交
官
は
実
効
力
を
も
っ
て
自
分
た
ち
を
支
援

し
て
く
れ
な
い
と
い
う
不
信
感
を
も
た
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
後
に
触
れ
る
よ
う
に

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
、
ラ
サ
に
滞
在
中
の
青
木
文
教
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
は

じ
め
と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
指
導
層
が
「
日
本
人
は
忠
告
提
案
が
巧
み
だ
が
、
一
片
の
実

力
を
も
っ
て
他
を
利
す
る
こ
と
が
な
い
」
と
見
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
う
し

た
チ
ベ
ッ
ト
側
の
日
本
人
イ
メ
ー
ジ
は
北
京
の
日
本
公
使
館
と
の
具
体
的
な
接
触
か

ら
形
成
さ
れ
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
伊
集
院
は
ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
を
抱
き
込
む
と
い
う
福
島
、
寺
本
の
友
好
工
作
の
趣
旨
と
は
逆
の
効
果
を
も
た
ら

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
本
章
で
は
参
謀
本
部
の
福
島
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
下
で
寺
本
が
行
っ
た
諜

報
工
作
活
動
を
検
証
し
た
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
側
近
に
食
い
込
ん
だ
寺
本
の
情
報
と

工
作
は
、
質
量
と
も
に
非
常
に
高
い
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ダ
ラ
イ
の

使
節
日
本
派
遣
は
参
謀
本
部
と
西
本
願
寺
の
対
立
に
よ
っ
て
中
止
と
な
り
、
そ
れ
で

も
寺
本
は
工
作
を
継
続
し
た
が
、
最
終
的
に
伊
集
院
公
使
の
判
断
で
再
度
中
止
と
な
っ

た
。
し
か
し
寺
本
が
育
て
た
派
遣
計
画
は
、
次
の
時
期
に
入
る
と
西
本
願
寺
の
大
谷

光
瑞
法
主
と
青
木
文
教
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（

1）
日
本
人
チ
ベ
ッ
ト
行
百
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
会
編
『
チ
ベ
ッ
ト
と
日
本
の

百
年

十
人
は
、
な
ぜ
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ざ
し
た
か

』
（
新
宿
書
房
、
二
〇
〇
三

年
）、
一
二
―
一
三
頁
。
同
書
の
ほ
か
に
日
本
人
の
チ
ベ
ッ
ト
潜
入
を
ト
ー
タ
ル
に
扱
っ

た
基
本
書
は
数
多
い
が
、
例
え
ば
山
口
瑞
鳳
『
チ
ベ
ッ
ト
』
上
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
七
年
）
、
江
本
嘉
伸
『
西
蔵

漂
泊
』
上
、
下

巻
（
山
と

溪
谷

社
、
一
九
九
三
、

九
四
年
）
、

秦
永
章
『
日
本

渉
蔵

史
近

代
日
本

与
中

国
西
蔵

』
（
中

国
蔵
学
出

版
社
、
二
〇
〇

五
年
）
、
江
本
嘉
伸
『
新
編
西
蔵

漂
泊

チ
ベ
ッ
ト
に
潜
入
し
た
十

人
の
日
本
人

』
（
山
と

溪
谷

社
、
二
〇
一
七
年
）
な

ど
が
あ
り
、
近
年
は
一

般
向

け
の
評
論
と
し
て
大
島
信
三
『
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
チ
ベ
ッ
ト

一
五
〇
〇
年
の
関
係

史
』（

芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（

2）
単

著
に

限
っ
て
い
え
ば
、
高
本

康
子
『
近

代
日
本
に

お
け
る
チ
ベ
ッ
ト

像
の
形
成

と
展

開
』
（

芙
蓉
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
『
チ
ベ
ッ
ト
学

問
僧
と
し
て

生
き
た
日
本
人

多
田
等
観
の
生
涯

』（
芙
蓉
書
房
、
二
〇
一
二
年
）、『
ラ
サ
憧
憬

青
木
文

教
と
チ
ベ
ッ
ト

』
（

芙
蓉
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
、
『

風
の
か
な
た
の
ラ
サ

チ

ベ
ッ
ト
学
者
青
木
文
教
の
生
涯

』（
自
照
社
出
版
、
二
〇
一
七
年
）。

（

3）
白

須
淨

眞
編
『
大
谷
光
瑞
と

国
際
政

治
社
会

チ
ベ
ッ
ト
・

探
検

隊
・

辛
亥

革

命
』
（

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、

白
須
『
大
谷

探
検

隊
研

究
の
新
た
な

地
平

ア
ジ
ア
広
域
調
査
活
動
と
外
務
省
外
交
記
録

』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）

は
外
交
文
書
を
用
い
な
が
ら
日
本
と
チ
ベ
ッ
ト
の
関
係
を
広
く
国
際
政
治
史
の
視
野
か

ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
齋
藤
隼
人
「
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
日
本
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
史
料
」
三
重
大

学
歴
史
研
究
会
『
ふ
び
と
』
第
六
七
号
、
二
〇
一
六
年
一
月
は
、
台
湾
の
国
立
故
宮
博

物
院
図
書
文
献
館
お
よ
び
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
档
案
館
の
所
蔵
史
料
を
用
い
、

一
九
〇
八
年
九
月
か
ら
十
二
月
に
お
け
る
北
京
・
黄
寺
で
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
に

対
す
る
日
本
人
謁
見
の
模
様
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
日
本
人
は
、
主
に

在
北
京
日
本
公
使
館
の
阿
部
守
太
郎
一
等
書
記
官
、
高
尾
亨
二
等
通
訳
官
、
武
官
の
青

木
宣
純
少
将
、
松
井
石
根
大
尉
、
川
島
浪
速
な
ど
で
あ
る
が
、
寺
本
婉
雅
に
つ
い
て
も

触
れ
ら
れ
て
い
る
。
齋
藤
氏
の
発
見
に
よ
っ
て
、
従
来
の
史
料
（
東
京
大
学
東
洋
文
化

研
究
所
所
蔵
「
内
庁
偵
察
達
頼
報
告
」、
寺
本
婉
雅
『
蔵
蒙
旅
日
記
』）
で
は
ほ
と
ん
ど

判
ら
な
か
っ
た
謁
見
の
詳
細
内
容
（
手
順
、
会
談
内
容
、
贈
答
な
ど
）
が
は
じ
め
て
解

明
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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る
。
そ
の
間
、
在
カ
ル
カ
ッ
タ
の
平
田
知
夫
総
領
事
代
理
は
事
態
を
正
確
に
把
握
し （

�）、

四
川
軍
が
チ
ベ
ッ
ト
僧
院
を
焼
き
、
僧
徒
を
殺
し
、
金
属
仏
像
を
熔
か
し
て
弾
丸
武

器
に
用
い
る
ほ
か
財
物
を
掠
奪
す
る
な
ど
「
暴
行
到
ラ
ザ
ル
所
ナ
カ
リ
シ
」
と
の
状

況
を
伝
え
て
い
る （

�）。

一
方
、
北
京
の
伊
集
院
公
使
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
亡
命
を
め
ぐ
っ
て
偽
情
報
に
も

と
づ
き
情
勢
判
断
を
誤
っ
て
い
た （

�）。
ま
た
四
川
軍
の
ラ
サ
侵
入
直
前
、
ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
の
使
者
と
し
て
敦
柱
旺
嘉
と
雍
和
宮
の
羅
桑
堪
布
が
伊
集
院
の
下
を
訪
れ
、
法
王

か
ら
の
伝
言
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
の
清
国
官
憲
が
チ
ベ
ッ
ト
人
を
虐
待
し
、
ラ
マ
僧
に

圧
迫
的
態
度
に
出
て
、
近
く
チ
ベ
ッ
ト
〔
ラ
サ
〕
に
官
兵
を
駐
屯
さ
せ
る
と
い
う
報

道
が
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
人
一
般
は
不
安
の
念
を
抱
い
て
い
る
の
で
、
穏
和
的
な
方
針

を
取
る
よ
う
清
国
要
路
に
注
意
し
て
ほ
し
い
と
懇
願
し
た （

�）。
実
際
、
四
川
軍
は
一
九

〇
五
年
の
進
撃
以
来
、
チ
ベ
ッ
ト
各
地
で
略
奪
と
虐
殺
、
寺
院
の
破
壊
を
く
り
返
し
、

指
揮
者
の
趙
爾
豊
は
そ
の
残
忍
さ
か
ら
「
殺
戮
者
趙
」
「
僧
侶
の

�殺
者
」
と
呼
ば

れ
、
ラ
サ
政
府
は
清
朝
政
府
に
抗
議
文
を
出
そ
う
と
し
た
が
、
駐
蔵
大
臣
は
取
次
ぎ

を
拒
否
し
て
い
た （

�）。
四
川
軍
の
ラ
サ
侵
攻
を
前
に
し
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
北
京
経
由

で
日
本
に
緊
急
信
号
を
送
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
伊
集
院

は
、
清
国
当
局
者
に
好
機
を
見
計
ら
っ
て
穏
和
的
方
針
に
出
る
の
が
得
策
か
つ
必
要

で
あ
る
旨
を
注
意
す
る
が
、
「
達
頼
喇
嘛
〔
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
〕
ニ
於
テ
モ
、
可
成
宗

主
国
タ
ル
清
国
政
府
ノ
命
ニ
従
ヒ
、
其
疑
心
ヲ
生
ゼ
シ
メ
又
ハ
其
感
情
ヲ
害
ス
ル
ガ

如
キ
行
動
ヲ
慎
ム
ト
同
時
ニ
、
駐
蔵
地
方
官
ニ
シ
テ
妄
リ
ニ
虐
政
ヲ
行
ヒ
圧
制
的
態

度
ニ
出
ヅ
ル
ニ
於
テ
ハ
、
正
々
堂
々
ト
実
情
ヲ
政
府
ニ
訴
ヘ
テ
、
徐
ロ
ニ
之
ガ
改
善

策
ヲ
講
ズ
ル
ノ
肝
要
ナ
ル
旨
」
を
述
べ
た （

�）。

こ
こ
で
伊
集
院
が
チ
ベ
ッ
ト
の
状
況
を
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
チ
ベ
ッ

ト
が
極
限
状
態
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
な
い
彼
は
、
逆
に
チ
ベ
ッ
ト
側
が
清

朝
政
府
の
命
令
に
し
た
が
い
、
そ
の
感
情
を
害
す
る
よ
う
な
行
動
を
控
え
る
よ
う
求

め
て
い
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
伊
集
院
は
清
朝
政
府
側
に
著
し
く
傾
斜
し
て
い
た
。

事
態
を
客
観
的
に
見
て
い
た
カ
ル
カ
ッ
タ
の
平
田
総
領
事
代
理
と
は
対
照
的
に
、
伊

集
院
は
四
川
軍
の
ラ
サ
侵
攻
の
理
由
と
し
て
、
清
朝
政
府
が
他
国
に
チ
ベ
ッ
ト
の
利

権
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
チ
ベ
ッ
ト
の
確
保
を
明
確
化
し
よ
う
と
し
た
の
に
、
愚
か
な

チ
ベ
ッ
ト
人
は
こ
れ
を
疑
い
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
そ
れ
を
拒
ん
で
今
回
の
状
況
を
招

い
た
と
い
う
の
で
あ
る （

	）。
そ
れ
は
清
朝
政
府
の
主
張
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
態
度
か
ら
正
確
な
情
勢
判
断
を
導
き
出
す
の
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
背
景
に
は
外
務
省
内
で
情
報
の
伝
達
が
う
ま
く
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い

う
問
題
、
清
国
で
は
イ
ン
ド
よ
り
も
チ
ベ
ッ
ト
情
報
が
は
る
か
に
入
手
し
づ
ら
い
と

い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
根
本
的
に
は
伊
集
院
が
清
国
に
お
け
る
情
報

ば
か
り
を
う
の
み
に
し
た
こ
と
と
チ
ベ
ッ
ト
に
関
心
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
辛
亥
革
命
が
起
こ
っ

た
際
、
伊
集
院
は
外
交
情
報
収
集
能
力
の
欠
如
を
あ
ら
わ
に
し
、
い
わ
ば
な
す
が
ま

ま
に
革
命
の
収
束
を
待
た
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
る
が （


）、
そ
の
兆
候
は
そ
れ
以
前

か
ら
現
れ
て
い
た （

�）。

以
上
見
た
よ
う
に
伊
集
院
公
使
は
チ
ベ
ッ
ト
に
強
い
関
心
が
あ
っ
た
、
あ
る
い
は

チ
ベ
ッ
ト
工
作
に
高
い
戦
略
的
価
値
を
見
出
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
同
時
に
清

朝
側
に
大
き
く
傾
斜
し
て
い
た
た
め
、
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
情
勢
を
客
観
的
に
観
察

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
伊
集
院
は
福
島
・
青
木

寺
本
ラ
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不
平
が
あ
る
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
念
の
た
め
当
局
者
に
注
意
し
て
お
く
と
受
け

流
し
た （

�）。
さ
ら
に
翌
十
一
月
、
チ
ベ
ッ
ト
側
の
依
頼
を
受
け
た
寺
本
が
阿
部
書
記
官

を
訪
れ
、
西
太
后
に
対
す
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
奉
答
文
の
内
容
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク

や
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
阿
部
書
記
官
は
、
「
兎
モ
角
文
字
ハ
成

ル
ヘ
ク
婉
曲
ナ
ル
ヲ
可
ナ
リ
ト
信
ズ
」
と
し
て
穏
や
か
な
文
言
を
用
い
る
よ
う
促
し
、

多
少
の
意
見
を
加
え
て
引
き
取
ら
せ
た
。
ま
た
翌
日
や
っ
て
来
た
法
王
側
の
代
表
者

に
対
し
て
も
、
伊
集
院
公
使
は
「
清
国
側
ノ
希
望
通
リ
ス
ル
方
結
局
利
益
ナ
ラ
ン
」

と
し
、
「
西
蔵
ハ
最
早
清
国
以
外
ノ
外
国
ニ
依
頼
ス
ル
ノ
方
便
ナ
ク
必
ス
ヤ
清
国
ト

ノ
間
ニ
何
等
カ
ノ
決
定
ヲ
為
サ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
地
位
ニ
在
リ
」
と
述
べ
た （

�）。

こ
の
よ
う
に
日
本
公
使
館
は
チ
ベ
ッ
ト
側
に
対
し
て
、
清
朝
政
府
と
穏
便
に
話
し

合
い
、
そ
れ
に
し
た
が
う
こ
と
を
一
貫
し
て
唱
え
た
。
清
国
と
の
協
調
を
重
ん
じ
る

日
本
の
外
交
官
と
し
て
そ
れ
は
自
然
な
対
応
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が

こ
う
し
た
相
談
を
日
本
側
に
持
ち
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
際
外
交
に
慣
れ
て
い

な
い
部
分
を
日
本
に
補
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
に
と
っ
て

重
要
な
シ
グ
ナ
ル
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
契
機
に
裏
面
か
ら
チ
ベ
ッ
ト

を
取
り
込
む
チ
ャ
ン
ス
が
開
か
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
日
本
公
使
館
側
に
は
そ

の
よ
う
な
発
想
が
乏
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
チ
ベ
ッ
ト
側
に
清
朝
へ
の
臣
従
を
説

き
続
け
る
こ
と
に
終
始
し
た
。
加
え
て
伊
集
院
公
使
は
、
チ
ベ
ッ
ト
は
も
は
や
清
国

以
外
の
外
国
に
依
頼
す
る
方
便
が
な
い
と
ま
で
述
べ
て
お
り
、
そ
う
な
る
と
本
来
チ

ベ
ッ
ト
工
作
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

伊
集
院
は
小
村
外
相
に
対
し
て
は
、
福
島
・
青
木

寺
本
の
チ
ベ
ッ
ト
工
作
に
対

し
て
「
輔
助
ス
ル
ノ
精
神
」
を
も
っ
て
臨
ん
だ
と
し
て
い
る
が
、
実
は
工
作
自
体
の

価
値
を
十
分
認
め
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
ダ
ラ
イ
側
か
ら
情
報
を
探
り
出
す
こ
と
を

主
眼
と
し
て
使
節
派
遣
に
賛
成
の
姿
勢
を
見
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
清
朝
と
の
問
題
が
通
常
の
手
段
で
は
容
易
に
解
決
で
き
な
い
か

ら
こ
そ
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
た
の
だ
が
、
伊
集
院
公
使
は
「
十
分
胸
襟
ヲ
開
テ
商
議

ス
ル
所
ア
ラ
バ
必
ズ
双
方
ニ
満
足
ナ
ル
決
定
ヲ
見
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
」
、
清
が
チ
ベ
ッ

ト
の
改
革
を
希
望
し
、
チ
ベ
ッ
ト
が
ダ
ラ
イ
の
地
位
を
守
ろ
う
と
す
る
覚
悟
の
ど
ち

ら
も
正
当
で
あ
り
、
幸
い
ど
ち
ら
の
希
望
も
両
立
し
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ

た
文
言
を
く
り
返
し
た （

�）。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
清
朝
政
府
に
し
た
が

う
こ
と
を
求
め
る
だ
け
の
日
本
外
交
官
の
態
度
は
冷
淡
で
事
な
か
れ
主
義
的
な
印
象

を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
伊
集
院
に
は
公
使
と
し
て
の
立
場
が
あ
り
、
清
英

露
三
国
と
の
関
係
を
考
え
合
わ
せ
な
が
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
見
地
か
ら
使
節
派
遣
を
時
期
尚
早

と
し
て
中
止
し
た
彼
の
判
断
は
必
ず
し
も
誤
っ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
一
官
僚
で
あ
る

彼
に
は
本
省
か
ら
の
訓
令
を
受
け
な
い
ま
ま
独
断
専
行
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
自
身
の
裁
量
に
よ
っ
て
公
使
館
で
ラ
ー
マ
ン
堪
布
の

よ
う
な
要
人
と
密
談
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
あ
り
、
別
の
形
で
ダ
ラ
イ
側
に
対
応

す
る
方
法
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
形
跡
が
う
か
が
え
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
チ
ベ
ッ
ト
を
取
り
込
む
こ
と
に
強
い
関
心
や
熱
意
が
乏

し
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

そ
の
後
も
伊
集
院
公
使
の
姿
勢
に
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
九
〇
八
年
十
二

月
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
北
京
を
出
発
し
、
翌
〇
九
年
十
二
月
に
ラ
サ
に
入
っ
た
が
、

そ
の
直
後
の
一
九
一
〇
年
二
月
、
四
川
軍
の
ラ
サ
侵
攻
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
へ
脱
出
す
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之
ニ
依
ツ
テ
得
タ
ル
情
報
ヲ
利
用
シ
テ
清
国
政
府
又
ハ
英
国
ニ
相
応
ノ
好
意
ヲ
示
ス

ノ
機
会
ヲ
得
ル
コ
ト
モ
可
有
之
存
候
。
」
つ
ま
り
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
の
関
係
を
つ
な

い
で
お
け
ば
先
方
の
動
静
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
得
た
情
報
を
用
い
て
清
、

イ
ギ
リ
ス
に
好
意
を
示
す
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る （

�）。
情
報
の
活
用
を
強
調

し
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は
寺
本
が
抱
い
て
い
る
よ
う
な
大
局
観
（
チ
ベ
ッ
ト
を
日

本
側
に
引
き
つ
け
、
日
本
が
中
軸
と
な
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
、
清
、
イ
ギ
リ
ス
の
関
係
改

善
を
は
か
り
、
ロ
シ
ア
を
孤
立
さ
せ
る
）
は
見
え
て
こ
な
い
。
寺
本
が
日
本
、
チ
ベ
ッ

ト
、
英
清
露
の
関
係
を
総
合
的
、
有
機
的
に
と
ら
え
る
一
方
で
、
伊
集
院
は
日
英
関

係
、
日
清
関
係
の
二
国
間
関
係
に
注
意
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
チ
ベ
ッ
ト
は
清
国
の

一
地
域
と
し
て
付
随
的
に
利
用
す
る
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
軽
視
は

寺
本
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
伊
集
院
は
寺
本
を
評
し
て
、
多
年
の
経
験
が
あ
り
、

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
身
辺
に
知
人
が
多
く
、
シ
ナ
語
・
モ
ン
ゴ
ル
語
を
よ
く
し
、
西
蔵

語
も
や
や
心
得
て
い
る
の
で
、
今
後
も
あ
る
程
度
ま
で
は
「
利
用
ス
ル
」
に
足
り
る

だ
ろ
う
と
し
て
い
る （

�）。

こ
こ
で
伊
集
院
は
チ
ベ
ッ
ト
と
寺
本
に
重
要
な
戦
略
的
価
値
を
そ
れ
ほ
ど
見
出
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
伊
集
院

ら
日
本
公
使
館
員
は
民
間
人
の
寺
本
を
見
下
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
寺
本
に
よ
る

と
、
彼
は
光
緒
帝
崩
御
の
発
表
の
四
日
前
に
西
太
后
が
危
篤
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ

と
を
ダ
ラ
イ
側
近
の
「
秘
信
」
に
よ
っ
て
探
知
し
た
。
そ
こ
で
直
ち
に
公
使
館
と
武

官
室
に
知
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
館
員
た
ち
は
「
官
職
ニ
在
ラ
サ
ル
一
個
人
ノ
妖
言
」
と

し
て
傾
聴
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
「
茶
話
ト
シ
テ
打
消
」
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
光
緒
帝

の
崩
御
を
知
っ
た
寺
本
は
同
様
に
公
使
館
に
急
報
し
た
が
、
や
は
り
信
用
さ
れ
ず
、

館
員
は
清
朝
政
府
の
通
知
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
寺
本
は
次
の
よ
う
に
嘆
い
て
い
る
。
公
使
館
員
諸
氏
が
自
分
に
対
す
る
信
用

を
も
う
少
し
厚
く
し
、
応
分
の
機
密
費
を
も
給
す
る
よ
う
な
広
い
度
量
が
あ
れ
ば
よ

い
の
に
、
「
地
位
ノ
卑
キ
一
個
の マ
マ

宗
教
家
」
と
し
て
待
遇
さ
れ
る
自
分
の
報
告
は
到

底
信
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
の
た
め
光
緒
帝
、
西
太
后
の
崩
御
と
そ
れ
に
よ
っ

て
生
じ
た
政
変
な
ど
に
つ
い
て
、
自
分
は
比
較
的
精
細
で
敏
な
る
事
情
に
触
れ
た
観

察
情
報
を
も
っ
て
い
る
が
、
「

全
ク

張
リ
合

ヒ
ナ
キ

為
メ
」

沈
黙
し
て
そ
の
ま
ま
に

し
て
い
る
。
日
本
公
使
館
と

外
務

省
は
「

何
事
モ

遅
レ

勝
」
で
、
「

膳
立
ノ

仕
上
リ

シ
ニ
非
サ
レ
ハ
信
セ
ス
作
サ
ス
ノ
主
義
」
な
の
だ
と
寺
本
は
嘆
い
た （

�）。

こ
の
よ
う
に
チ
ベ
ッ
ト
と
寺
本
に
大
き
な
戦
略
的
価
値
を
見
出
さ
ず
に
軽
視
す
る

傾
向
が
見
ら
れ
る
伊
集
院
公
使
と
公
使
館
員
の
基
本
的
態
度
を
知
れ
ば
、
そ
れ
以
外

の
言
動
も
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
寺
本
を
通
じ
て
日
本
に
親
近
感
を
も
つ
よ
う

に
な
っ
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
側
は
日
本
公
使
館
に
く
り
返
し
ア
プ
ロ
ー
チ
を
か
け
る
よ

う
に
な
っ
た
。
一
九
〇
八
年
十
月
、
ラ
ー
マ
ン
堪
布
が
公
使
館
を
内
密
に
訪
ね
、
チ

ベ
ッ
ト
の
自
治
を
語
り
、
清
朝
に
不
満
の
意
を
か
い
ま
見
せ
る
と
、
伊
集
院
は
チ
ベ
ッ

ト
に
対
す
る
清
国
の
宗

主
権
を

認
め
た
英
露

協
商
を
引
き
合
い
に
出
し
、
「
軽

挙
妄

動
ヲ
慎
ミ
務
メ
テ
清
国
ト
融
和
ス
ル
ノ
策
」
を
採
る
こ
と
を
説
い
て
聞
か
せ
た （

�）。
ま

た
同
月
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
随
員
の
一
人
が
日
本
公
使
館
を
訪
れ
、
紫
禁
城
に
お
け
る

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
へ
の
処
遇
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
と
、
阿
部
守
太
郎
一
等
書

記
官
は
「
清
国
側
ト
穏
便
ニ
談
合
シ
テ
…
…
決
シ
テ
軽
挙
妄
動
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
忠

告
し
て
引
き
取
ら
せ
た
。
阿
部
書
記
官
か
ら
こ
の
件
を
聞
い
た
伊
集
院
公
使
は
袁
世

凱
に
事
情
を
打
診
し
た
が
、
袁
は
右
の
不
平
は
何
ら
か
の
誤
解
だ
ろ
う
、
ダ
ラ
イ
に

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作
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の
親
善
の
道
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑧
こ
の
親
善
を
実
現
す
る
最
短
距
離
は
、
ダ
ラ
イ
ま
た
は
枢
要
の
幕
僚
を
日
本

に
観
光
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

⑨
ダ
ラ
イ
招
請
が
外
交
上
種
々
の
関
係
を
及
ぼ
す
懸
念
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
枢

要
の
幕
僚
を
呼
べ
ば
よ
い
。
そ
れ
に
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
親
任
す
る
ラ
ー
マ
ン

堪
布
が
ふ
さ
わ
し
い
。

⑩
ラ
ー
マ
ン
堪
布
を
日
本
に
観
光
さ
せ
、
宗
教
的
に
歓
待
し
、
彼
の
心
に
日
本

文
明
を
注
入
す
れ
ば
、
最
終
的
に
ダ
ラ
イ
は
ロ
シ
ア
親
善
の
気
持
を
捨
て
、
清

朝
政
府
を
通
じ
て
日
本
に
頼
る
よ
う
に
な
る
。

⑪
留
学
生
の
交
換
も
同
じ
趣
旨
か
ら
行
わ
れ
る
。

⑫
以
上
の
こ
と
か
ら
日
英
の
利
益
〔
ロ
シ
ア
の
南
下
阻
止
〕
も
、
日
清
の
親
交

も
実
現
が
可
能
と
な
る
。

右
の
よ
う
に
寺
本
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
ロ
シ
ア
か
ら
日
本
側
に
引
き
つ
け
、
日
本

が
中
軸
と
な
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
、
清
、
イ
ギ
リ
ス
の
関
係
改
善
を
は
か
り
、
ロ
シ
ア
を

孤
立
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。
寺
本
に
と
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
懐
柔
、
抱
き
込
み
、
友
好
工

作
は
、
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
孤
立
、
封
じ
込
め
工
作
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
彼
は
内

心
で
は
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
も
警
戒
心
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
同
国
を

利
用
し
て
、
ま
ず
は
第
一
の
仮
想
敵
国
ロ
シ
ア
の
勢
力
進
出
を
抑
制
し
よ
う
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
な
い
し
シ
ナ
リ
オ
を
描
い
た
と
い
う
点
に
、

彼
が
仏
教
学
者
と
し
て
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
専
門
の
枠
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
イ
メ
ー

ジ
力
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
寺
本
の
諜
報
工
作
活
動
の
も
っ
と
も
大

き
な
特
徴
は
、
戦
略
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
自
己
の
手
で
描
き
出
し
、
自
ら
そ
れ
を
実
践

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
北
京
の
日
本
公
使
館
（
と
く
に
伊
集
院
公
使
）
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
側
に
与

え
た
影
響
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
あ
る
程
度
触
れ
て
い
る
が
、
さ
ら

に
踏
み
込
ん
で
検
討
し
て
み
た
い
。
伊
集
院
自
身
は
小
村
外
相
へ
の
報
告
の
中
で
、

こ
の
工
作
が
参
謀
本
部
の
福
島
の
意
に
出
で
、
西
本
願
寺
と
も
打
合
せ
の
上
、
北
京

の
青
木
少
将
よ
り
そ
の
方
針
で
寺
本
に
旨
を
含
め
て
お
り
、
当
館
に
お
い
て
は
む
し

ろ
こ
れ
を
「
輔
助
ス
ル
ノ
精
神
」
に
て
、
別
段
訓
令
を
仰
が
な
い
に
し
て
も
、
外
交

上
差
し
支
え
な
い
程
度
に
お
い
て
、
寺
本
を
「
指
導
利
用
シ
タ
」
と
し
て
い
る （

�）。
そ

れ
で
は
こ
こ
で
い
う
「
輔
助
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
使
節
訪
日
が
最
終
的
に
中
止
に
な
っ
た
際
、

伊
集
院
は
チ
ベ
ッ
ト
側
に
将
来
の
使
節
派
遣
に
つ
い
て
は
便
宜
を
は
か
る
よ
う
取
り

計
ら
う
の
で
、
「

必
ズ

我
好
意

ニ
信
頼
シ

テ
可

」
で
あ
る
旨
を
告

げ
た
。
ま
た
伊
集

院
自
身
、
公
使
館
員
を
連
れ
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
本
人
に
謁
見
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を

表
面
的
に
見
る
と
、
伊
集
院
は
ダ
ラ
イ
側
に
友
好
的
、
協
力
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
な
が
ら
伊
集
院
の
本

音
は
以
下
に
あ
っ
た
。
「
要
ス

ル
ニ

達
頼
側
ト

多
少
ノ
関
係
ヲ
繋
グ
ハ
、
第
一
先
方
ノ
動
静
ヲ
知
ル
ノ
便
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
或
ハ
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し
か
し
実
際
に
は
露
清
密
約
な
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
風
説
は
清
国
の
日
刊

紙
『
チ
ャ
イ
ナ
・
タ
イ
ム
ズ
』
（
C
h
in
a
T
im

es）
の
報
道
か
ら
始
ま
っ
た
が
、

�

の
出
所
は
今
日
に
至
る
ま
で
不
明
で
、
そ
れ
は
一
九
〇
一
年
の
ド
ル
ジ
ェ
フ
の
ロ
シ

ア
訪
問
時
に
検
討
さ
れ
た
と
い
う
ロ
シ
ア
・
チ
ベ
ッ
ト
協
定
案
が
流
出
し
た
も
の
で

は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
る （

�）。
い
ず
れ
に
し
て
も
ド
ル
ジ
ェ
フ
を
ロ
シ
ア
の
工
作
員
と

み
な
し
、
か
つ
露
清
間
に
こ
の
よ
う
な
密
約
が
あ
る
と
信
じ
て
い
た
寺
本
は
ロ
シ
ア

の
脅
威
、
チ
ベ
ッ
ト
側
へ
の
浸
透
を
現
実
以
上
に
大
き
く
と
ら
え
、
そ
れ
が
彼
の
判

断
に
バ
イ
ア
ス
を
か
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
使
節
派
遣
工
作
時
に
う
か
が
え
る

寺
本
の
熱
心
で
は
あ
る
が
焦
り
に
も
似
た
性
急
な
行
動
の
背
景
に
は
、
そ
う
し
た
こ

と
も
あ
っ
た
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

第
二
に
寺
本
の
諜
報
工
作
活
動
の
特
徴
を
見
て
み
た
い
。
寺
本
は
他
者
か
ら
指
令

を
受
け
て
単
に
末
端
の
作
業
に
没
頭
し
た
の
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
の
全
体
を
見
渡

し
な
が
ら
ロ
シ
ア
の
勢
力
を
封
じ
込
め
る
と
い
う
広
大
な
戦
略
を
構
想
し
て
い
た
。

彼
の
諜
報
工
作
活
動
は
そ
う
し
た
戦
略
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
い
う

点
に
特
色
が
あ
る
。
以
下
は
寺
本
の
チ
ベ
ッ
ト
工
作
の
核
心
を
も
っ
と
も
集
約
的
に

述
べ
た
重
要
個
所
で
あ
る
た
め
、
長
文
で
は
あ
る
が
、
煩
を
い
と
わ
ず
紹
介
し
て
み

た
い
。
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
現
代
文
に
改
め
た
形
と
し
、
適
宜
カ
ッ
コ
を
つ
け

て
文
意
を
補
足
し
た （

�）。

①
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
〔
英
印
軍
の
ラ
サ
侵
攻
と
通
商
市
場
の
開
設
に
よ
っ
て
〕

イ
ギ
リ
ス
を
憎
み
、
〔
四
川
軍
の
カ
ム
地
方
進
撃
と
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
強
圧
的
政

策
に
よ
っ
て
〕
清
か
ら
離
れ
、
ロ
シ
ア
に
親
し
も
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
心

事
を
一
変
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
ダ
ラ
イ
と
連
絡
を
結
ん
だ
上
で
、
〔
日
本
が
友
好
政
策
を
と
っ
て
い
る
〕
清

の
た
め
に
チ
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
謀
っ
て
や
り
、
チ
ベ
ッ
ト
と
清
の
関
係
を
改
善

に
導
く
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
近
接
近
す
る
傾
向
が
あ
る
ロ
シ
ア
と

清
を
離
間
さ
せ
る
。

③
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
の
た
め
に
チ
ベ
ッ
ト
に
通
じ
て
や
り
、
チ
ベ
ッ
ト
と
イ
ギ

リ
ス
の
関
係
を
改
善
に
導
く
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
英
同
盟
を
強
化
す

る
。

④
以
上
に
よ
っ
て
清
、
イ
ギ
リ
ス
を
日
本
、
チ
ベ
ッ
ト
側
に

引
き
つ
け
る
。

〔
そ
れ
よ
っ
て
ロ
シ
ア
を
孤
立
さ
せ
る
。〕

⑤
こ
う
し
て
仕
向
け
た
露
清
の
疎
隔
を
将
来
の
日
本
の
満
洲
進
出
に
も
利
用
し
、

内
蒙
古
に
ロ
シ
ア
の
南
下
を
阻
止
す
る
「
生
籬
」〔

生
け
垣
〕
を
つ
く
る
。

⑥
以
上
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
同
一
宗
教
の
縁
を
も
っ
て
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
に
接
近
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑦
ダ
ラ
イ
の
心
を
ロ
シ
ア
か
ら
絶
対
的
に
引
き
離
す
に
は
、
日
本
が
清
と
共
同

し
て
そ
れ
を
行
お
う
と
、
単
独
で
行
こ
う
と
、
い
ず
れ
に
し
て
も
チ
ベ
ッ
ト
と

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作
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一
一
万
銀
両
を
求
め
ら
れ
る
と
半
年
間
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
金
利
で
貸
し
付
け
を

行
い
、
さ
ら
に
北
京
に
到
着
し
た
ダ
ラ
イ
か
ら
追
加
の
二
五
万
両
の
借
金
を
要
請
さ

れ
る
と
そ
れ
も
約
束
し
た
が
、
そ
の
間
、
露
清
銀
行
、
ロ
シ
ア
領
事
館
と
の
交
渉
は

ド
ル
ジ
ェ
フ
が
行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
清
朝
皇
帝
へ
の
謁
見
に
あ
た
り
屈
辱
的
な
外

交
儀
礼
（
叩
頭
）
を
求
め
ら
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
側
は
ロ
シ
ア
の
代
表
か
ら
必
要
な
作
法

を
甘
受
す
る
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
て
い
た （

�）。
同
じ
時
期
、
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に

ダ
ラ
イ
側
は
日
本
公
使
館
に
も
同
じ
相
談
を
も
ち
か
け
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
日
露
双
方
に
同
時
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
か
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
寺
本
が
親

露
派
を
日
本
側
に
向
か
せ
る
た
め
に
は
多
く
の
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
。

ク
ン
ブ
ム
寺
で
は
じ
め
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
謁
見
し
た
と
き
（
一
九
〇
六
年
）
か

ら
寺
本
は
そ
の
側
近
に
チ
ベ
ッ
ト
改
革
を
進
言
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
怒
っ
て
拒
絶

す
る
者
、
怒
り
な
が
ら
も
耳
を
傾
け
る
者
、
喜
ん
で
聴
く
者
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
と

い
う
。
「
尤
モ
達
頼
ノ
信
任
ア
ル
」
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
親
露
派
の
ラ
ー
マ
ン
堪
布
は

当
初
非
常
に
憤
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
同
一
宗
教
を
信
じ
る
日
本
と
チ
ベ
ッ
ト
は
相

親
し
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
寺
本
の
説
を
聴
く
よ
う
に
な
り
、
忠
告
を
受
け
容
れ
る

よ
う
に
な
っ
た （

�）。
最
終
的
に
ラ
ー
マ
ン
堪
布
は
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
留
学
生
や
有
力
な
堪

布
を
日
本
に
派
遣
す
る
こ
と
に
賛
同
し
、
ド
ル
ジ
ェ
フ
も
そ
の
本
心
は
ど
こ
に
あ
っ

た
か
不
詳
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
表
向
き
は
日
本
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
留
学
生
派

遣
を
寺
本
に
勧
め
る
ほ
ど
に
な
っ
た （

�）。
ま
た
寺
本
は
北
京
で
清
朝
政
府
や
列
国
の
監

視
を
逃
れ
る
た
め
、
夕
刻
の
指
定
時
間
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
側
近
た
ち
が
黄
寺
か
ら

安
定
門
付
近
に
来
る
と
、
そ
こ
か
ら
馬
車
に
乗
せ
て
ひ
そ
か
に
日
本
公
使
館
に
引
き

入
れ
、
館
内
で
の
晩
餐
と
意
見
交
換
が
終
わ
る
と
、
日
本
の
旅
館
に
宿
泊
さ
せ
て
翌

朝
城
外
に
送
り
出
す
な
ど
の
工
夫
を
こ
ら
し
た （

�）。

こ
の
よ
う
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
側
近
に
浸
透
し
て
情
報
を
集
め
、
親
露
派
の
側
近

を
自
分
の
側
に
た
ぐ
り
寄
せ
、
同
意
ま
で
取
り
付
け
た
そ
の
諜
報
工
作
能
力
は
相
当

な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
こ
に
は
彼
の
語
学
力
も
大
き
く

寄
与
し
て
い
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
彼
に
ま
っ
た
く
傷
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
ま
ず
ド
ル
ジ
ェ
フ
が
ロ
シ
ア
の
指
令
を
受
け
た
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
寺
本
は
ド
ル
ジ
ェ
フ
が
ロ
シ
ア
皇
帝
か
ら
「
西
蔵
蒙
古
懐

柔
策
」
を
授
け
ら
れ
、
ダ
ラ
イ
に
接
近
す
べ
く
ラ
サ
に
留
学
し
て
侍
講
と
な
り
、
ロ

シ
ア
の
「
大
政
策
」
遂
行
を
謀
っ
て
い
る
と
見
て
い
た （

�）。
し
か
し
ド
ル
ジ
ェ
フ
は
す

で
に
見
た
通
り
ロ
シ
ア
皇
帝
、
政
府
、
外
務
省
と
一
枚
岩
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

皇
帝
か
ら
ラ
サ
に
送
り
込
ま
れ
た
工
作
員
で
は
な
か
っ
た
。

次
に
寺
本
が
「
露
清
密
約
」
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
寺
本
に
よ
る

と
、
一
九
〇
二
年
六
月
に
こ
の
密
約
が
締
結
さ
れ
、
列
国
を
驚
愕
さ
せ
た
と
い
う
。

彼
の
あ
げ
る
同
条
約
の
条
文
五
条
の
う
ち
こ
こ
で
大
事
な
の
は
以
下
の
三
条
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
（

第
一

条
）
清
国
が
も
し
国

家
の

危
急
に

�す
れ

ば
西

蔵
の

権
利
を
露

国
に

譲
与
し
、
露
国
は
そ
の
代

価
と
し
て
清
国
の

保
全
に
力
め
る
、
（

第
三

条
）
露

国
は
官
府
を
西
蔵
に
設
け
、
清
国
に
代
わ
っ
て
西
蔵
事
務
を
管
理
す
る
、（

第
五
条
）

鉄
道
鉱
山
の
権
は
す
べ
て
露
国
の
管
理
に
帰
す
る
が
、
清
国
は
ま
た
時
に
応
じ
て
同

じ
く
そ
の
利
権
を
享
け
る
、
の
三
条
で
あ
る
。
清
が
危
機
に
陥
っ
た
場
合
、
チ
ベ
ッ

ト
は
ロ
シ
ア
の
保
護
下
に
入
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
露
清
密
約
が
締
結
さ
れ

る
と
、
イ
ギ
リ
ス
は
急
激
に
チ
ベ
ッ
ト
に
迫
る
よ
う
に
な
っ
た
と
寺
本
は
記
し
て
い

る （

�）。
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寺
本
に
断
ら
せ
、
派
遣
計
画
は
再
度
中
止
と
な
っ
た
。
⑥
伊
集
院
は
小
村
外
相
に
事

情
を
説
明
し
、
今
後
留
学
生
派
遣
の
際
に
政
府
が
便
宜
を
は
か
る
よ
う
希
望
を
述
べ

た
。
⑦
し
か
し
寺
本
の
中
に
は
伊
集
院
が
英
露
と
の
関
係
を
恐
れ
て
ダ
ラ
イ
と
の
使

節
派
遣
約
束
を
破
っ
た
と
い
う
不
満
が
残
っ
た
。

使
節
派
遣
工
作
が
中
止
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
明
ら

か
な
こ
と
は
、
ま
ず
参
謀
本
部
と
西
本
願
寺
の
対
立
が
生
じ
た
時
点
で
こ
の
計
画
は

事
実
上
破
綻
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
寺
本
が
そ
れ
を
あ
き
ら
め
ず
、
ま

た
伊
集
院
が
そ
こ
に
関
与
し
た
た
め
、
工
作
は
福
島
、
青
木
が
手
を
引
い
た
ま
ま
継

続
さ
れ
、
最
後
は
伊
集
院
の
判
断
で
中
止
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
資

金
調
達
の
目
途
が
立
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
計
画
は
伊
集
院
の
決
定
如

何
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
現
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
寺
本
は
自
己
の
悲
願
が

か
な
わ
な
か
っ
た
た
め
非
難
す
る
が
、
伊
集
院
の
最
終
判
断
は
後
か
ら
慌
て
て
理
由

づ
け
し
た
感
が
否
め
な
い
も
の
の
、
当
時
の
状
況
を
鑑
み
る
と
必
ず
し
も
間
違
っ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
側
も
相
手
方
の
日
本
の

都
合
を
十
分
配
慮
し
な
い
ま
ま
事
を
急
ぎ
過
ぎ
た
と
い
え
る
。
寺
本
も
目
前
の
計
画

実
現
に
焦
る
あ
ま
り
に
視
野
が
狭
く
な
っ
て
い
た
面
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
青
木
少
将

は
、
結
果
と
し
て
寺
本
の
梯
子
を
外
し
た
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼

の
気
持
を
な
だ
め
る
た
め
の
フ
ォ
ロ
ー
が
よ
り
一
層
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

結
局
、
挫
折
し
た
寺
本
自
身
は
心
身
と
も
に
疲
労
困
憊
し
な
が
ら
翌
一
九
〇
九
年
一

月
に
帰
国
し
た （

�）。
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
彼
は
第
三
回
目
の
チ
ベ
ッ
ト
行
を
計
画
し
て

い
た
が
、
そ
れ
は
つ
い
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た （

�）。

以
上
、
一
九
〇
六
年
か
ら
〇
八
年
に
お
け
る
寺
本
の
工
作
活
動
の
軌
跡
を
た
ど
っ

た
が
、
最
終
的
に
そ
の
総
決
算
と
い
う
べ
き
ダ
ラ
イ
使
節
の
日
本
派
遣
工
作
は
挫
折

す
る
に
い
た
っ
た
。
つ
づ
い
て
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
以
下
の
諸
点
を
検
討
し
て

み
た
い
。
第
一
に
寺
本
の
諜
報
工
作
能
力
、
第
二
に
そ
の
特
徴
、
第
三
に
北
京
の
日

本
公
使
館
（
と
く
に
伊
集
院
公
使
）
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
側
に
与
え
た
影
響
で
あ
る
。

第
一
に
寺
本
の
諜
報
工
作
能
力
で
あ
る
が
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
そ
の
側
近
に
食
い

込
ん
だ
寺
本
は
、
法
王
と
「
同
心
異
体
」
に
あ
る
侍
従
医
長
ラ
ー
マ
ン
堪
布
、
ガ
ー

ワ
ン
堪
布
（
ド
ル
ジ
ェ
フ
）
以
下
の
法
王
側
近
十
二
名
が
ど
の
よ
う
な
人
物
か
を
調

査
し
、
誰
が
機
密
に
参
画
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
に
通
じ
て
い
る
か
を
把

握
し
た
。
と
く
に
ラ
ー
マ
ン
堪
布
は
ド
ル
ジ
ェ
フ
と
「
共
謀
シ
テ
達
頼
ヲ
露
帝
ニ
誘

引
シ
、
露
国
ノ
後
援
ニ
依
テ
清
朝
ニ
反
抗
シ
、
英
ニ
対
シ
独
立
王
国
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ

企
テ
シ
」
前
歴
が
あ
っ
た （

�）。
そ
う
し
た
親
露
派
が
中
枢
を
占
め
る
中
で
寺
本
は
親
日

派
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
も
当
時
の
ロ
シ
ア
外
務
省
は
一
九
〇
七
年
の
英
露
協
商
締
結
に
よ
っ
て
チ
ベ
ッ

ト
に
対
す
る
関
心
を
公
式
に
は
否
認
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
ド
ル
ジ
ェ
フ
を
通

じ
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
ひ
そ
か
に
連
絡
を
取
り
続
け
て
い
た
。
こ
の
接
触
の
究
極
目

標
は
「
将
来
の
た
め
に
」
チ
ベ
ッ
ト
の

親
露
傾
向
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た （

�）。
ア

レ
ク

サ
ン

ド
ル
・

Ｐ
・
イ

ズ
ヴ
ォ

リ
ス

キ
ー
外
相
（
A
lex

a
n
d
er

P
etro

v
ich

Izv
o
lsk

y
）
は
も
し
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
か
ら
の
要

請
を
断
れ

ば
、
彼
は
日
本
の
方
に

向
い
て
し
ま
い
、
そ
れ
は
隣
接
す
る
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
利
益
に
ダ
メ
ー

ジ
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る （

�）。
こ
の
発
言
か
ら
ロ
シ
ア
外
務

省
が
日
本
側
の
チ
ベ
ッ
ト
接
近
工
作
を
探
知
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
透
け

て
見
え
る
。
そ
こ
で
ロ
シ
ア
は
一
九
〇
八
年
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
か
ら
北
京
行
の
資
金
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通
訳
官
、
寺
本
が
出
席
し
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
か
ら
明
治
天
皇
へ
の
ハ
ダ
〔
敬
意
の
印

と
し
て
送
る
帯
状
の
絹
布
〕
が
捧
呈
さ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
の
剣
一
振
り
と
麝
香
が
公
使

に
贈
ら
れ
た （

�）。

そ
の
後
で
伊
集
院
公
使
は
小
村
外
相
に
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
た
。
ダ
ラ
イ
側
は

い
よ
い
よ
視
察
員
派
遣
の
決
心
を
な
す
に
至
り
、
そ
の
旨
を
寺
本
に
伝
え
て
き
た
の

で
、
つ
く
づ
く
考
え
る
に
両
宮
崩
御
後
で
内
外
耳
目
が
鋭
敏
の
と
き
使
節
を
送
る
の

は
、
ダ
ラ
イ
に
対
す
る
清
国
当
局
の
疑
念
を
生
じ
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
わ
が
国
に

対
し
て
も
面
白
か
ら
ざ
る
誤
解
を
抱
か
し
め
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
、
ロ

シ
ア
も
猜
忌
を
起
こ
さ
ず
と
も
限
ら
ず
、
自
然
わ
れ
に
不
利
益
を
欲
す
る
第
三
者
に

離
間
中
傷
の
機
会
を
得
さ
せ
る
嫌
い
が
あ
る
の
を
免
れ
な
い
。
ダ
ラ
イ
は
使
者
を
内

密
に
派
遣
し
た
い
意
向
と
は
い
え
、
現
下
の
時
局
で
は
清
国
が
往
来
交
通
に
探
偵
を

怠
ら
な
い
た
め
発
覚
の
恐
れ
が
甚
だ
多
く
、
い
わ
ん
や
本
邦
に
お
け
る
耳
目
は
到
底

掩
う
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
ダ
ラ
イ
に
使
者
派
遣
を
見
合
わ
せ
、
時

局
が
安
固
定
着
す
る
ま
で
待
た
せ
る
方
が
よ
い
と
考
え
、
寺
本
に
先
方
へ
説
か
せ
た

と
こ
ろ
、
わ
が
勧
告
の
通
り
使
節
派
遣
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
本
官

は
ダ
ラ
イ
昵
近
の
堪
布
を
招
い
て
上
述
の
趣
旨
を
説
き
、
今
後
適
当
の
時
期
に
ダ
ラ

イ
か
ら
視
察
員
そ
の
他
学
生
を
日
本
に
送
る
場
合
は
、
「
本
官
ヨ
リ
可
成
便
宜
ノ
得

ラ
ル
丶
様
取
計
フ
ベ
ク
必
ズ
我
好
意
ニ
信
頼
シ
テ
可
ナ
ル
旨
」
を
語
っ
た
。
そ
う
い

う
次
第
で
帝
国
政
府
も
し
く
は
参
謀
本
部
辺
に
お
い
て
西
蔵
と
の
関
係
接
近
の
必
要

を
認
め
た
と
き
に
は
「
何
時
ニ
テ
モ
之
ヲ
実
行
ス
ル
ノ
余
地
」
を
残
し
て
お
い
た
。

な
お
ダ
ラ
イ
は
来
年
秋
ご
ろ
留
学
生
三
名
ば
か
り
を
日
本
に
派
遣
す
る
決
心
で
、
そ

の
と
き
は
便
宜
を
与
え
て
く
れ
と
の
こ
と
な
の
で
、
も
し
実
行
と
な
れ
ば
「
政
府
ニ

於
テ
モ
相
当
ノ
方

法
ヲ
以
テ

其
目

的
ヲ

達
ス
ル
様
御

配
慮
相
成

候
様

致
度

候
」
。
こ

の
よ
う
に
伊
集
院
公
使
は
報
告
し
た （

�）。

そ
れ
か
ら
約
二
十
年
後
、
寺
本
は
当
時
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
日

本
に

観
光
さ
せ
る

約
束
が
で
き
た
の
に
、
「
公
使
伊
集
院

氏
は

英
露
の
外
交

的
関
係

を
恐
れ
、
達
頼
〔
ダ
ラ
イ
〕
と
の
約
束
を
無
視
」
し
た
た
め
中
止
と
な
り
ま
し
た
、

「
日
本
公
使
が

露
英
の

干
渉
を

畏
れ
て

約
言
を

破
り
ま
し
た
」
、
「
日
本
公
使
伊
集
院

氏
の
違
約
」
と
「
或
る
人
（
大
谷
光
瑞
氏
）
の
た
め
に
秘
密
が
暴
露
し
た
」
た
め
で

あ
り
ま
す
と
く
り
返
し
伊
集
院
を
批
判
し
て
い
る （

�）。
こ
こ
で
寺
本
は
使
節
訪
日
を
ダ

ラ
イ
訪
日
と
取
り
違
え
て
い
る
が
、
要
す
る
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
使
節
派
遣
が
最
終

的
に
中
止
に
な
っ
た
主
た
る
責
任
者
は
伊
集
院
公
使
で
あ
り
、
同
人
が
英
露
と
の
関

係
を
恐
れ
て
先
方
と
の
派
遣
約
束
を
破
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
過
程
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
①
参
謀
本
部
（
福
島
）
は
西

本
願
寺
と
協
議
の
上
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
ま
た
は
そ
の
幕
僚
を
日
本
に
派
遣
す
る
工
作

を
寺
本
に
依
頼
し
た
。
そ
の
費
用
は
西
本
願
寺
が
全
額
支
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

②
し
か
し
秘
密
に
事
を
進
め
た
い
参
謀
本
部
と
ダ
ラ
イ
を
公
の
場
に
出
し
て
活
用
す

る
こ
と
を
望
む
西
本
願
寺
〔
こ
の
と
き
大
谷
光
瑞
が
計
画
の
秘
密
を
洩
ら
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
〕
と
の
間
で
対
立
が
生
じ
、
後
者
が
費
用
支
出
を
拒
絶
し
た
た
め
、
派
遣

計
画
は
事
実
上
中
止
と
な
っ
た
。
③
そ
の
後
、
参
謀
本
部
は
派
遣
に
つ
い
て
は
賛
成

す
る
も
の
の
単
独
遂
行
、
費
用
支
出
は
拒
否
し
た
。
④
そ
れ
で
も
寺
本
は
工
作
を
進

め
、
金
策
に
苦
慮
し
な
が
ら
ダ
ラ
イ
側
が
特
使
の
出
発
日
程
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
ま

で
行
き
つ
い
た
。
⑤
し
か
し
そ
れ
は
急
な
日
程
で
あ
っ
た
た
め
、
使
節
派
遣
に
賛
成

し
て
い
た
伊
集
院
公
使
は
光
緒
帝
、
西
太
后
崩
御
直
後
の
北
京
情
勢
を
理
由
と
し
て
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に
介
在
す
る
自
分
は
ダ
ラ
イ
の
信
用
を
失
墜
す
る
。
そ
こ
で
や
む
を
得
ず
自
分
が
費

用
の
半
額
を
負
担
す
る
か
ら
、
半
額
は
当
局
が
支
出
す
れ
ば
事
は
円
満
に
行
わ
れ
る

と
述
べ
た （

�）。

一
方
、
特
使
の
派
遣
に
賛
同
し
て
い
た
伊
集
院
公
使
は
、
事
の
起
こ
り
が
福
島
中

将
な
ど
参
謀
本
部
に
始
ま
っ
た
こ
と
な
の
で
、
賛
成
と
い
っ
て
も
費
用
の
半
額
と
ま

で
は
い
わ
な
い
も
の
の
、
五
百
円
は
補
助
す
る
と
い
う
意
を
洩
ら
し
た
。
寺
本
は
こ

の
五
百
円
を
含
め
て
使
節
の
片
道
費
用
千
五
百
円
を
北
京
で
集
め
る
こ
と
に
し
た
。

他
方
、
使
節
の
二
ヶ
月
間
の
日
本
滞
在
費
（
兵
政
教
育
、
鉱
山
、
製
鉄
業
、
寺
院
な

ど
の
参
観
を
想
定
）
に
つ
い
て
は
途
が
な
か
っ
た
た
め
、
大
隈
重
信
、
松
浦
厚
、
戸

水
寛
人
に
依
頼
を
伝
え
た （

�）。

使
節
派
遣
の
実
現
を
あ
き
ら
め
な
い
寺
本
は
、
十
一
月
三
十
日
夜
、
ラ
ー
マ
ン
堪

布
と
詳
し
い
相
談
を
行
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
側
は
清
朝
政
府
の
監
視
を
気
に
し
て
、
で

き
る
だ
け
気
が
つ
か
れ
な
い
形
で
す
み
や
か
に
実
施
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
寺

本
は
ラ
ー
マ
ン
堪
布
に
、
清
国
官
憲
の
猜
疑
心
を
免
れ
た
い
な
ら
ば
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

の
出
立
を
待
っ
て
派
遣
す
る
の
も
可
で
あ
る
旨
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
た （

�）。
ま
た
寺
本
は
、

大
隈
、
松
浦
、
戸
水
に
依
頼
の
許
否
を
催
促
す
る
書
簡
を
送
っ
た （

�）。

そ
の
後
チ
ベ
ッ
ト
側
か
ら
、
特
使
を
十
二
月
二
十
一
日
に
「
蒙
古
人
と
し
て
」

〔
蒙
古
人
に
偽
装
し
て
の
意
か
〕
北
京
か
ら
出
発
さ
せ
、
そ
れ
と
同
時
に
ダ
ラ
イ
も

同
じ
く
北
京
を
出
立
し
て
チ
ベ
ッ
ト
帰
還
の
途
に
就
き
、
青
海
に
滞
在
し
て
使
節
が

日
本
か
ら
帰
る
の
を
待
つ
と
い
う
通
知
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
急
な
知
ら
せ
に
接

し
た
当
局
者
〔
伊
集
院
公
使
〕
は
事
が
余
り
に
容
易
に
進

�し
た
の
に
「
狼
狽
周
章
」

し
て
「
其
特
使
歓
迎
入
費
支
出
の
路
な
し
」
と
し
て
一
時
こ
れ
を
中
止
し
よ
う
と
擬

し
、
ダ
ラ
イ
に
「
光
緒
帝
、
西
太
后
が
崩
御
し
て
以
来
清
国
政
府
は
万
事
に
猜
疑
心

を
た
く
ま
し
く
し
て
お
り
、
特
使
が
帰
来
す
る
時
期
が
よ
ろ
し
く
な
い
」
と
の
理
由

を
も
っ
て
断
る
よ
う
寺
本
に
命
じ
た
。
寺
本
は
す
で
に
特
使
来
日
の
旨
を
相
互
に
約

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旅
費
支
出
の
途
な
き
を
も
っ
て
単
に
時
機
宜
し
か
ら

ず
と
の
理
由
で
断
る
の
は

不
穏
当
で
あ
る
と

考
え
、
「

多
少
の

議
論
を
当
局
者
と

戦

は
し
た
」
が
、
結
局
断
念
し
た （

�）。

そ
の
結
果
、
十
二
月
十
日
な
い
し
そ
の
直
前
、
計
画
の
中
止
が
確
定
的
と
な
っ
た （

�）。

落
胆
し
た

彼
は

次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。
「

達
頼
使
節

ヲ
渡
日

セ
シ

ム
ベ

ク
一

度

決
定
シ
タ
ル
参
謀
本
部
ト
西
本
願
寺
ト
ノ
間
ニ
契
約
ニ
齟
齬
ヲ
来
シ
、
一
時
此
問
題

ヲ
中
止
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
シ
カ
バ
達
頼
ノ
使
節
派
遣
出
発
日
限

	モ
決
定
セ
シ
ニ
拘

ラ
ズ

遂
ニ
中
止
ス

ル
コ
ト

丶
ナ

リ
ヌ （


）。
」
ダ
ラ
イ
使
節
派
遣
は
参
謀
本
部
と
西
本

願

寺
の
間
に
契
約
の
く
い
ち
が
い
が
生
じ
て
一
旦
中
止
と
な
っ
て
い
た
が
、
今
回
、
出

発
日
限
ま
で
決
定
し
て
い
た
の
に
、
つ
い
に
最
終
的
中
止
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。双
方
の
間
で
板
挟
み
に
な
っ
た
寺
本
は
十
二
月
十
日
か
ら
十
一
日
に
か
け
て
「
非

常
ノ
心
労
」
を
尽
し
て
チ
ベ
ッ
ト
側
に
説
明
し
、
伊
集
院
の
言
葉
に
し
た
が
い
、
両

宮
崩
御
に
際
し
て
清
朝
側
の
諸
注
意
が
綿
密
で
あ
る
か
ら
暫
時
延
期
す
る
ほ
う
が
よ

い
と
の
理
由
を
も
っ
て
ダ
ラ
イ
側
を
「

�カ
ニ
承
諾
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
タ
」
の
で
あ
っ

た （
�）。

そ
の
後
で
寺
本
は
両
者
調
停
の
た
め
、
伊
集
院
公
使
に
勧
め
て
十
八
日
、
公
使

館
で
晩
餐
会
を
開
い
て
も
ら
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
側
か
ら
ラ
ー
マ
ン
堪
布
、
カ
ン
チ
ュ

ン
ス
イ
ベ
ン
、
お
よ
び
侍
従
ラ
ブ
チ
ャ
ン
バ
、
ヂ
ャ
ン
バ
ル
ヂ
ャ
ム
ソ
な
ど
三
名
が

招
待
さ
れ
、
日
本
側
か
ら
伊
集
院
、
青
木
少
将
、
小
田
二
等
書
記
官
、
高
尾
亨
二
等
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で
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
日
本
に
観
光
さ
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
枢
要
な
幕
僚
を
渡
航
さ

せ
る
か
、
そ
の
一
つ
を
努
力
す
る
よ
う
寺
本
は
依
頼
さ
れ
て
い
た （

�）。
派
遣
費
用
は
参

謀
本
部
と
西
本
願
寺
が
話
し
合
っ
た
結
果
、
西
本
願
寺
が
全
額
を
支
出
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
し
か
し
西
本
願
寺
が
ダ
ラ
イ
を
「
担
キ
出
シ
其
名
声
ニ
依
テ
西
本
願
寺
ノ

為
ニ
セ
ン
ト
謀
」
っ
た
た
め
、
秘
密
行
動
を
必
要
と
す
る
参
謀
本
部
の
趣
旨
と
合
わ

ず
、
両
者
に
意
思
の
疎
通
を
欠
い
た
結
果
、
西
本
願
寺
は
支
出
を
拒
絶
す
る
に
至
っ

た
。
そ
こ
で
ダ
ラ
イ
な
い
し
幕
僚
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
来
日
が
不
可
能
に
な
り
、

そ
の
仲
立
ち
を
し
て
い
た
寺
本
は
十
月
末
の
時
点
で
身
体
窮
ま
る
事
情
に
陥
り
、
政

府
と
参
謀
本
部
は
口
の
み
大
に
し
て
実
行
し
得
え
る
こ
と
も
な
さ
な
い
と
憤
慨
す
る

こ
と
に
な
っ
た （

�）。
使
節
派
遣
計
画
は
こ
の
十
月
末
の
時
点
で
一
旦
中
止
と
な
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

一
方
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
訪
日
に
つ
い
て
は
北
京
の
日
本
公
使
館
が
反
対
し
た
。

寺
本
が
こ
の
件
に
つ
い
て
公
使
館
に
は
か
っ
た
と
こ
ろ
、
当
局
者
〔
伊
集
院
彦
吉
公

使
〕
は
「
日
英
同
盟
上
の
感
情
を
害
ふ
の
み
に
し
て
何
等
の
利
益
の
見
る
べ
き
な
し
」

と
し
、
ま
た
「
現
時
日
本
の
対
清
政
策
上
斯
る
こ
と
は
宜
し
か
ら
ず
と
の
一
言
に
て
」

中
止
さ
れ
た （

�）。
こ
の
よ
う
に
伊
集
院
公
使
は
イ
ギ
リ
ス
、
清
国
と
の
関
係
悪
化
を
懸

念
し
て
ダ
ラ
イ
訪
日
案
を
退
け
た
と
い
う
。

し
か
し
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
日
本
を
頼
り
に
す
る
の
を
見
た
伊
集
院
公
使
は
、
使
節

の
派
遣
に
は
賛
同
し
た （

�）。
伊
集
院
は
〔
公
使
館
に
〕
ラ
ー
マ
ン
堪
布
を
招
き
、
そ
の

際
伊
集
院
か
ら
「
真
摯
ナ
ル
要
唔
」
を
聞
い
た
堪
布
は
「
心
中
大
ニ
感
シ
」
て
こ
れ

を
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
伝
え
た
。
ダ
ラ
イ
は
そ
れ
を
聞
き
及
ん
で
意
を
決
し
、
以
下
の

よ
う
に
回
答
し
て
き
た
。
自
分
が
チ
ベ
ッ
ト
に
帰
っ
た
の
ち
、
①
有
徳
聡
明
な
ラ
マ

一
名
を
派
遣
し
て
留
学
さ
せ
る
。
②
最
高
貴
族
一
名
を
派
遣
し
て
日
本
の
文
明
、
こ

と
に
教
育
・
軍
事
・
農
業
・
鉱
業
を
視
察
さ
せ
る
。
③
そ
の
貴
族
の
愛
子
を
日
本
に

残
し
て
留
学
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
日
本
側
で
便
宜
を
は
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が

ダ
ラ
イ
の
返
答
で
あ
っ
た （

�）。

し
か
し
な
が
ら
費
用
の
目
途
は
つ
か
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
寺
本
が
ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
側
と
さ
ら
に
話
し
合
っ
た
結
果
、
十
一
月
二
十
八
日
に
先
方
か
ら
次
の
よ
う
な
決

定
が
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
チ
ベ
ッ
ト
側
か
ら
使
節
二
名
、
通
訳
一
名
を
で
き
る
だ

け
迅
速
に
派
遣
し
、
往
復
四
十
日
程
度
の
予
定
で
実
施
し
て
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
北

京
に
滞
在
し
て
い
る
間
に
彼
ら
を
戻
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る （

�）。
翌
二
十
九
日
、
寺

本
は
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
側
の
希
望
を
北
京
駐
在
武
官
の
青
木
少
将
に
伝
え
て
協
議
し
た

が
、
「
其
方

法
ニ

於
テ

妥
結
セ

ズ
激

論
」
と
な
り
、

福
島
中

将
に
事
情
を

打
電
し
て

取
捨
の
判
断
を
乞
う
こ
と
に
な
っ
た （

�）。

そ
の
際
に
青
木
か
ら
寺
本
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
が
、
参
謀
本

部
は
派
遣
事
業
自
体
に
つ
い
て
は
「
大
賛

成
」

だ
が
、
「

単
独
ニ

遂
行
ス
ル

程
ノ

勇

気
ト
運
動
費
ト
ヲ
有
セ
ス
」
と
い
っ
た
態
度
で
あ
っ
た （

	）。
単
独
で
遂
行
す
る
勇
気
が

な
い
と
い
う
の
は
、
西
本
願
寺
が
チ
ベ
ッ
ト
使
節
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が

海
外
に
知
ら
れ
て
も
宗
教
上
の
交
流
で
あ
る
と
言
い
逃
れ
が
で
き
よ
う
が
、
参
謀
本

部
が
単
独
で
行
っ
た
こ
と
が
外
部
に
漏
れ
れ
ば
国
際
問
題
に
な
る
の
で
そ
れ
は
で
き

な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
加
え
て
費
用
に
つ
い
て
は
「
武
官
室
ニ
テ
ハ
一
文

モ
不
出
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た （


）。
こ
れ
に
対
し
て
寺
本
は
、
参
謀
本
部
が
使
節
三

名
従
者
と
も
五
名
を
日
本
に
観
光
さ
せ
る
べ
く
勧
め
て
お
き
な
が
ら
、
こ
れ
を
実
行

で
き
な
い
と
い
う
の
は
甚
だ
遺
憾
に
堪
え
ず
、
参
謀
本
部
が
出
金
し
な
け
れ
ば
中
間
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は
、
や
は
り

�ク
ン
ブ
ム
寺
に
お
け
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
そ
の
側
近
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
絞
っ
た
直
接
工
作
か
ら
、

�五
台
山
会
談
の
実
現
を
へ
て
、

�ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の

使
節
日
本
派
遣
工
作
に
い
た
る
流
れ
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
寺
本
の
工

作
の
発
展
と
帰
結
を
示
す
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
時
期
に
相
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一
九
〇
六
年
八
月
よ
り
寺
本
は
一
年
余
り
に
わ
た
っ
て
ク
ン
ブ
ム
寺
に
二
度
目
の

滞
在
を
行
っ
た
。
そ
の
ね
ら
い
は
同
寺
を
訪
れ
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
直
接
工
作
を
か

け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
寺
本
を
支
援
し
て
送
り
出
し
た
の
は
、
児
玉
源
太

郎
大
将
（
参
謀
総
長
）、
福
島
少
将
（
参
謀
本
部
次
長
）、
小
村
寿
太
郎
（
元
外
相
、

枢
密
顧
問
官
）、
大
隈
重
信
（
憲
政
本
党
総
理
〔
党
首
〕）
で
あ
り
、
と
く
に
そ
の
中

心
に
あ
っ
た
の
が
福
島
で
、
彼
を
通
し
て
資
金
が
供
給
さ
れ
た （

�）。
十
一
月
、
寺
本
は

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
へ
の
拝
謁
に
成
功
し
、
以
来
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
ラ
ー
マ
ン
堪
布

（
侍
従
医
長
、
法
王
の
最
側
近
で
も
っ
と
も
影
響
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
）、
チ
チ
ャ
ブ

総
堪
布
（
総
理
大
臣
）
、
ロ
ン
ネ
ル
チ
ェ
ン
ポ
（
次
官
）
な
ど
の
側
近
に
接
近
し
て

い
っ
た （

�）。
翌
〇
七
年
に
入
る
と
寺
本
の
影
響
で
チ
ベ
ッ
ト
側
に
、
日
本
に
使
節
を
派

遣
し
て
宗
教
、
政
治
、
軍
事
な
ど
の
文
明
制
度
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
に
賛
同
す
る
潮

流
が
生
ま
れ
た （

�）。

そ
う
し
た
中
で
寺
本
は
一
九
〇
七
年
十
一
月
の
時
点
で
次
の
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
を

描
い
て
い
た
。
①
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
ク
ン
ブ
ム
寺
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
聖
地
で
あ

る
山
西
省
の
五
台
山
に
移
動
さ
せ
、
そ
こ
で
日
本
の
「
大
宗
教
家
」
と
親
交
を
結
ば

せ
る
、
②
さ
ら
に
五
台
山
か
ら
北
京
に
参
内
さ
せ
、
清
朝
政
府
と
の
関
係
を
円
満
に

す
る
と
と
も
に
「
日
本
の
威
力
」
を
目
撃
さ
せ
る
〔
具
体
的
に
は
日
本
の
清
国
駐
屯

軍
を
見
せ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
〕
、
③
同
時
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
「
幕
下
」
を

日
本
に
来
遊
さ
せ
て
近
代
化
の
成
果
を
見
聞
さ
せ
る
、
④
以
上
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で

ロ
シ
ア
に
傾
い
て
い
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
心
事
を
一
変
さ
せ
、
日
清
両
国
の
側
に
傾

か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
東
亜
の
平
和
を
保
障
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
チ

ベ
ッ
ト
を
親
ロ
シ
ア
か
ら
親
清
・
親
日
に
変
え
て
東
ア
ジ
ア
の
安
定
を
は
か
る
と
い

う
わ
け
で
あ
る （

�）。

そ
の
結
果
、
ま
ず
実
現
し
た
の
が
翌
一
九
〇
八
年
八
月
の
五
台
山
会
談
で
あ
っ
た
。

五
台
山

菩

	殿
に
お
い
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
西
本

願
寺
法

主
・
大

谷
光

瑞
の

連
枝

（
弟
）
で
あ
る

尊
由
が
会
見
し
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

界
と
日
本
仏
教

界
の

象
徴
的
交
流

が
現
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
両
者
の
間
で
留
学
生
の
交
換
に
つ
き
合
意
が
な
さ
れ
た （


）。

こ
の
会
談
に
先
立
ち
、
寺
本
は
大
連
で
北
京
駐
箚
武
官
の
青
木
宣
純
少
将
、
東
京
の

福
島
中
将
と
打
合
せ
を
行
い
、
日
本
で
は
福
島
中
将
が
光
瑞
、
西
本
願
寺
と
連
絡
を

と
り
、
現
地
で
は
寺
本
が
準
備
を
進
め
た （

�）。

次
に
五
台
山
会
談
後
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
寺
本
が
望
ん
で
い
た
よ
う
に
北
京
に
赴

き
、
十
月
、
西
太
后
と
光
緒
帝
に
拝
謁
し
た
。
こ
の
北
京
に
お
い
て
寺
本
が
最
大
の

目
標
に
し
た
の
は
、
か
ね
て
か
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
使
節
を
日
本

に
派
遣
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
工
作
は
最
後
の
局
面
で
中
止
す
る
こ

と
に
な
っ
た
た
め
、
先
行
研
究
も
そ
の
理
由
を
中
心
と
し
て
考
察
を
加
え
て
い
る （

�）。

た
だ
し
そ
こ
に
は
多
少
の
混
乱
や
誤
解
が
見
ら
れ
る
の
で
、
先
学
の
提
示
し
た
資
料

に
加
え
て
寺
本
『
西
蔵
蒙
古
経
営
私
議
』
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
過
程
を
順
序
立
て

て
再
現
し
た
上
で
中
止
の
理
由
を
再
考
し
て
み
た
い
。

ま
ず
一
九
〇
八
年
五
月
以
来
、
参
謀
本
部
と
西
本
願
寺
の
大
谷
法
主
の
協
議
の
上

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作
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の
イ
ン
ド
政
庁
ま
で
足
を
運
ん
だ
の
は
、
同
政
庁
か
ら
日
本
領
事
館
や
東
少
佐
を
通

じ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
話
が
聞
き
た
い
と
の
依
頼
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
ラ
サ
を
訪
問
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
不
可
能
で

あ
り
、
そ
こ
で
の
一
次
情
報
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
貴
重
で
あ
っ
た
。
な
お
、

ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
は
日
英
同
盟
の
情
報
協
力
に
も
と
づ
き
、
ロ
シ

ア
浸
透
の
恐
れ
が
あ
る
地
域
に
分
担
し
て
調
査
要
員
を
派
遣
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
国
境
か
ら
新
疆
省
カ
シ
ュ
ガ
ル
ま
で
、
日
本
は
新
疆
省
イ
リ
か

ら
モ
ン
ゴ
ル
の
コ
ブ
ト
、
ウ
リ
ヤ
ス
タ
イ
、
ク
ー
ロ
ン
方
面
を
担
当
し
、
外
務
省
か

ら
委
嘱
を
受
け
た
東
亜
同
文
書
院
の
根
津
一
院
長
が
同
校
の
第
二
期
卒
業
生
五
名
に

要
請
し
て
一
九
〇
五
年
よ
り
約
二
年
間
の
現
地
踏
査
を
行
わ
せ
た
の
で
あ
る （

�）。
そ
こ

か
ら
類
推
し
て
、
寺
本
も
日
本
領
事
館
か
ら
日
英
同
盟
の
一
環
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
に

関
す
る
情
報
（
と
く
に
ロ
シ
ア
勢
力
の
浸
透
状
況
）
を
イ
ギ
リ
ス
側
に
提
供
す
る
こ

と
を
頼
ま
れ
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
イ
ン
ド
政
庁
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か （

�）。

右
の
よ
う
な
経
緯
を
へ
て
、
寺
本
は
一
九
〇
五
年
九
月
、
カ
ル
カ
ッ
タ
を
出
航
し
、

十
月
に
帰
国
し
て
小
村
外
相
に
報
告
を
行
っ
た
ほ
か
、
参
謀
本
部
で
チ
ベ
ッ
ト
、
モ

ン
ゴ
ル
問
題
に
つ
い
て
講
演
し
、
十
一
月
に
は
大
本
営
に
報
告
書
を
提
出
し
た （

�）。
チ

ベ
ッ
ト
な
ら
び
に
そ
の
帰
路
に
お
け
る
彼
の
情
報
収
集
活
動
は
、
参
謀
本
部
お
よ
び

外
務
省
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
翌
一
九
〇
六
年
よ
り

�ク
ン
ブ
ム
寺
に
戻
っ
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
そ
の
側

近
に
直
接
工
作
を
開
始
し
て
以
来
、
寺
本
の
諜
報
活
動
は
質
量
と
も
に
著
し
く
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
し
た
。
と
り
わ
け

�一
九
〇
八
年
八
月
の
五
台
山
会
談
の
実
現
か
ら

�ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
の
使
節
日
本
派
遣
工
作
に
か
け
て
の
時
期
（
同
年
十
二
月
ま
で
）
、
彼

が
北
京
の
日
本
公
使
館
に
も
た
ら
し
た
情
報
は
、
チ
ベ
ッ
ト
指
導
層
の
中
枢
に
入
り

込
ん
で
い
た
だ
け
に
、
通
常
の
ソ
ー
ス
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が

清
朝
政

府
に
面

従
腹

背
で
、
「

西
蔵

ノ
独

立
ハ

自
カ
ラ

立

チ
自
カ
ラ
主
宰
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
英
ノ
侵
略
ヲ
防
ク
能
ハ
ス
ト
決
意
」
し
て
い
る
と

い
っ
た
こ
と
は
、
間
近
で
接
し
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
実
感
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ

た （

�）。
ま
た
寺
本
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
一
九
〇
八
年
十
月
、
北
京
の

	和
園
仁
寿
殿
で

西
太
后
、
光
緒
帝
に
謁
見
し
た
と
き
の
具
体
的
な
模
様
を
聞
き
出
し
て
お
り （


）、
同
年

十
二
月
、
ダ
ラ
イ
が
北
京
を
発
っ
て
ラ
サ
に
向
か
っ
た
際
に
は
そ
の
出
発
日
や
ル
ー

ト
を
正
確
に
把
握
し
て
い
た （

�）。
そ
の
他
に
も
ダ
ラ
イ
側
近
の
「
親
露
党
」（

親
露
派
）

の
代
表
で
あ
る
ド
ル
ジ
ェ
フ
と
ロ
シ
ア
側
と
の
間
で
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院
を
建
立
す
る
計
画
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
い
ち
早
く
キ
ャ
ッ
チ
し

た
が
、
こ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
を
ロ
シ
ア
か
ら
引
き
離
そ
う
と
腐
心
す
る
日
本
側
に
と
っ

て
重
大
事
で
あ
っ
た （

�）。
こ
の
寺
院
建
立
計
画
を
寺
本
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
侍
従
で
反

ロ
シ
ア
派
の
ラ
ブ
チ
ャ
ン
バ
の
密
告
に
よ
り
入
手
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
ラ
ブ
チ
ャ

ン
バ
は
寺
本
に
対
し
て
涙
を
流
し
な
が
ら
、
自
分
は
仏
教
に
尽
す
た
め
日
夜
法
王
に

奉
仕
し
て
い
る
が
、
将
来
チ
ベ
ッ
ト
問
題
が
ど
う
な
る
か
大
い
に
疑
わ
し
い
と
語
っ

た
と
い
う （

）。
こ
う
し
た
寺
本
の
集
め
る
深
い
内
容
の
情
報
は
北
京
の
日
本
公
使
館
経

由
で
外
務
本
省
に
送
ら
れ
た
。
そ
の
情
報
収
集
力
は
非
常
に
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
寺
本
の
活
動
段
階
の

�か
ら

�の
う
ち
、

�
�
�の

時
期
を
中
心
に
そ
の

諜
報
活
動
を
概
観
し
た
。
次
に
彼
の
工
作
活
動
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
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う
の
で
あ
る
。
実
際
に
チ
ベ
ッ
ト
指
導
層
の
中
枢
に
お
い
て
親
露
派
は
ド
ル
ジ
ェ
フ

の
熱
烈
な

�動
に
よ
っ
て
も
う
一
派
の
親
清
派
に
優
勢
を
占
め
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に

清
国
か
ら
ロ
シ
ア
の
方
を
向
く
よ
う
に
促
し
て
い
た （

�）。
寺
本
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
界
の

要
人
、
有
力
ラ
マ
を
親
露
派
か
ら
親
清
・
親
日
派
に
変
え
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
て

お
り
、
そ
う
し
た
彼
に
と
っ
て
こ
れ
は
由
々
し
き
事
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
モ
ン
ゴ
ル

の
ラ
マ
を
偽
称
し
て
チ
ベ
ッ
ト
に
入
っ
た
寺
本
は
ど
の
寺
院
に
巡
礼
し
て
も
疑
わ
れ

な
か
っ
た
。
拝
礼
の
た
め
ポ
タ
ラ
宮
を
訪
れ
た
際
は
、
前
年
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
英
印

軍
に
追
わ
れ
て
亡
命
し
た
た
め
閉
門
し
て
お
り
、
人
々
の
出
入
り
が
禁
じ
ら
れ
て
い

た
が
、
宮
中
の
管
理
者
と
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
侍
従
者
た
ち
が
モ
ン
ゴ
ル
で
の
ダ
ラ
イ

の
消
息
を
寺
本
か
ら
聞
き
出
そ
う
と
し
、
彼
の
拝
観
を
特
別
に
許
可
し
て
案
内
者
ま

で
つ
け
て
優
遇
し
た
。
こ
の
と
き
寺
本
は
彼
ら
か
ら
法
王
出
奔
の
真
相
、
ロ
シ
ア
と

の
関
係
、
蔵
民
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
対
す
る
信
仰
、
ダ
ラ
イ
お
よ
び
蔵
民
の
イ
ギ
リ

ス
・
清
に
対
す
る
感
情
、
お
よ
び
蔵
民
の
心
が
赴
く
方
向
を
詳
細
に
聞
き
出
し
、

「
宝
の
山
に
入
り
て
宝
を
獲
た
」
と
実
感
す
る
と
と
も
に
、
宮
殿
の
屋
上
か
ら
絶
景

を
眺
め
る
こ
と
で
き
た （

�）。

ラ
サ
で
二
十
一
日
間
を
過
し
た
寺
本
は
一
九
〇
五
年
六
月
、
同
地
を
出
発
し
、
シ

ガ
ツ
ェ
、
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
、
ヤ
ー
ト
ン
を
経
て
シ
ッ
キ
ム
王
国
、
イ
ン
ド
に
入
り
、
八

月
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
到
着
し
た
後
、
九
月
に
日
本
へ
向
け
て
出
航
し
た
。
参
謀
本
部

の
福
島
少
将
や
東
大
尉
か
ら
あ
ら
か
じ
め
依
頼
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
彼
は
帰

路
の
道
筋
に
お
い
て
英
印
軍
遠
征
後
の
チ
ベ
ッ
ト
の
防
備
状
況
、
イ
ギ
リ
ス
の
浸
透

状
況
を
探
っ
て
い
る
。
例
え
ば
シ
ガ
ツ
ェ
（
チ
ベ
ッ
ト
第
二
の
都
市
）
で
は
「
常
備

漢
兵
百
余
人
、
旧
銃
を
帯
ぶ
。
蔵
兵
百
に
満
た
ず
、
弓

�火
銃
を
帯
ぶ
。
操
練
寧
ろ

児
戯
に
類
す
る
も
の
あ
り
」
と
し
、
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
（
第
三
の
都
市
）
で
は
前
年
の
ラ

サ
条

約
に
よ
っ
て

通
商
市

場
が

開
設
さ
れ
た

直
後
の
た
め
か
、
六
日
間

滞
在
し
て

「
諸

種
の
方

面
に
向
っ
て

調
査
」
を

行
い
、
同
地
の
「
英

領
印

度
兵
の

携
帯

せ
る
銃

名
は

E
N
F
IE

L
D
と

云
ひ
、
五

連
発

単
弾

込
に
し
て
、

弾
巣
は
銃

身
外
に
あ
り
。

我
邦
製
よ
り
も
小
に
し
て
、
支
那
五
連
発
と
同
じ
や
う
に
見
受
け
ら
る
。
英
兵
今
尚

此
に
駐
屯
せ
り
」
と
細
か
く
観
察
し
て
い
る
。
ま
た
パ
ー
リ
で
は
「
今
は
残
砦
に
印

度
兵
籠
り
ぬ
。
兵
数
一
百
余
、
士
官
一
名
英
人
二
名
駐
在
す
。
電
報
局
を
設
く
」
と

し
、
そ
こ
か
ら
南
下
し
て
国
境
地
帯
の
チ
ュ
ン
ビ
溪
谷
〔
ヤ
ー
ト
ン
〕
で
は
「
英
領

印
度
兵
此
に
駐
屯
す
。
谷
川
の
左
を
開
鑿
し
、
仮
兵
舎
を
築
き
兵
一
百
十
二
名
、
英

人
の
兵
若
干
、
蔵
人
の
使
丁
百
余
名
あ
り
」
と
記
録
し
た
。
さ
ら
に
シ
ッ
キ
ム
の
首

都
ガ
ン
ト
ク
で
は
「
印
度
兵
二
百
余
、
工
夫
三
百
余
あ
り
。
皆
婦
女
を
携
ふ
」
と
記

し
て
い
る （

�）。

な
お
ガ
ン
ト
ク
か
ら
イ
ン
ド
の
カ
リ
ン
ポ
ン
、
ダ
ー
ジ
リ
ン
を
経
て
一
九
〇
五
年

八
月
、
カ
ル
カ
ッ
タ
に
到
着
し
た
寺
本
は
、
そ
こ
か
ら
約
一
、
八
〇
〇
キ
ロ
離
れ
た

シ
ム
ラ
（
英
領
イ
ン
ド
の
夏
季
首
都
）
に
出
向
き
、
初
代
イ
ン
ド
駐
箚
武
官
と
し
て

赴
任
し
て
い
た
東
乙
彦
少
佐
に
会
っ
て
「
厚
遇
」
さ
れ
た
上
、
カ
ー
ゾ
ン
総
督
、
ス

チ
ュ
ア
ー
ト
・

Ｍ
・
フ

レ
イ

ザ
ー
（
S
tu

a
rt

M
itfo

rd
F
ra
ser）

イ
ン
ド

政
庁

外

務
次

官
と

会
見
し
て
「

歓
迎
」
「

歓
待
」
さ
れ
た （

�）。
こ
れ
は
前

章
で

見
た
よ
う
に
一

九
〇
二
年
の
第
一
次
日
英
同
盟
協
約
成
立
直
後
、
河
口
慧
海
が
デ
リ
ー
で
由
比
光
衛

少
佐
か
ら
敬
遠
さ
れ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
寺
本
が
イ
ン
ド
に
入
っ
た
の
は

ち
ょ
う
ど
第
二
次
日
英
同
盟
協
約
が
調
印
さ
れ
た
直
後
で
、
防
守
同
盟
か
ら
攻
守
同

盟
に
関
係
を
発
展
さ
せ
た
日
英
両
国
は
蜜
月
状
態
に
あ
っ
た
。
寺
本
が
遠
路
シ
ム
ラ

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作
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の
山
口
素
臣
中
将
や
福
島
少
将
と
呼
応
し
て
「
日
本
の
意
企
を
づ
ん

�
�押

進
め
」

た
と
い
う
。
例
え
ば
西
太
后
・
光
緒
帝
の
北
京
帰
還
、
紫
禁
城
・
万
寿
山
離
宮
の
露

仏
兵
か
ら
の
奪
回
、
紫
禁
城
内
の
宦
官
救
助
、
北
京
最
大
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院
・

雍
和
宮
へ
の
蒙
古
ラ
マ
の
呼
び
戻
し
と
日
本
軍
か
ら
の
米
の
支
給
、
阿
嘉
呼
図
克
図

（
ア
キ
ャ
・
フ
ト
ク
ト
）
の
訪
日
誘
致
な
ど
に
あ
た
っ
た
と
し
て
い
る （

�）。

以
上
の
過
程
で
福
島
と
寺
本
の
間
に
チ
ベ
ッ
ト
工
作
の
青
写
真
が
描
か
れ
始
め
た

と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
当
初
か
ら
次
の
点
で
一
貫
し
て
い
た
。
ま
ず
福
島
の
存

在
が
背
後
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
福
島
、
寺
本
の
共
同
事
業
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
次
に
そ
の
主
眼
が
、
日
本
と
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
交
流
を
進
め
る
中

で
チ
ベ
ッ
ト
の
指
導
者
に
日
本
の
近
代
化
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
を
ロ
シ
ア
か

ら
日
本
側
に
引
き
寄
せ
る
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ロ
シ

ア
封
じ
込
め
の
一
環
と
し
て
の
対
チ
ベ
ッ
ト
友
好
・
親
善
、
懐
柔
・
抱
き
込
み
工
作

で
あ
っ
た
。

寺
本
の
主
な
活
動
は
時
期
を
追
っ
て
以
下
の
六
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
い
る
。

す
な
わ
ち
、

�チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
活
仏
で
北
京
・
雍
和
宮
の
最
高
位
に
あ
っ
た
阿
嘉

呼
図
克
図
の
訪
日
誘
致
（
一
九
〇
一
年
七
月
実
現 （

�））、

�ク
ン
ブ
ム
寺
（
ク
ン
ブ
ム
・

チ
ャ
ン
パ
ー
リ
ン
寺
、
塔
爾
〔
タ
ー
ル
〕
寺
）
に
お
け
る
親
日
派
形
成
工
作
（
一
九

〇
三
年
二
月
―
〇
五
年
二
月
）、

�チ
ベ
ッ
ト
潜
入
と
情
報
収
集
（
一
九
〇
五
年
五
―

六
月
ラ
サ
滞
在
、
イ
ン
ド
経
由
で
八
月
カ
ル
カ
ッ
タ
着
）
、

	ク
ン
ブ
ム
寺
に
お
け

る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
そ
の
側
近
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
絞
っ
た
直
接
工
作
（
一
九
〇
六
年

八
月
―
〇
七
年
十
一
月
）、


五
台
山
会
談
の
実
現
（
一
九
〇
八
年
八
月
）、

�ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
の
使
節
日
本
派
遣
工
作
（
一
九
〇
八
年
十
二
月
頓
挫
）
で
あ
る
。

ま
ず
寺
本
の
諜
報
活
動
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
は
右
の

�チ
ベ
ッ
ト
潜
入
と
情

報
収
集
の
時
期
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
そ
こ
か
ら
見
て
お
き
た
い
。
一

九
〇
二
年
、
二
度
目
の
チ
ベ
ッ
ト
潜
入
を
め
ざ
す
寺
本
は
福
島
少
将
に
カ
メ
ラ
の
手

配
を
依
頼
し
、
東
乙
彦
大
尉
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
地
図
（
一
九
〇
〇
年
に
寺
本
が
入
手
し

て
福
島
に

送
っ
た

地
図
を

も
と
に

参
謀
本

部
が

調
製
し
た

も
の
）
、
な
ら
び
に
寺
本

が
ル
ー
ト
に
考
え
て
い
た
西
寧
か
ら
ラ
サ
地
方
ま
で
の
宿
駅
名
を
略
記
し
た
書
類
を

受
け
取
っ
た （

�）。
そ
の
上
で
彼
は
渡
清
し
て
青
海
の
中
心
都
市
、
西
寧
の
郊
外
に
あ
る

ク
ン
ブ
ム
寺
に
二
年
間
滞
在
し
、
モ
ン
ゴ
ル
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
や
仏
教
の
研
究
を
進

め
な
が
ら
チ
ベ
ッ
ト
行
の
機
会
を
待
っ
た
。
ク
ン
ブ
ム
寺
は
ゲ
ル
ク
派
（
黄
教
）
六

大
僧
院
の
一
つ
で
、
清
国
北
西
地
域
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
重
要
拠
点
で
あ
る
。
一
九

〇
五
年
二
月
、
ク
ン
ブ
ム
寺
を
出
発
し
た
寺
本
は
青
海
湖
を
へ
て
北
東
か
ら
の
ル
ー

ト
で
チ
ベ
ッ
ト
に
入
り
、
五
月
に
念
願
の
ラ
サ
到
達
に
成
功
し
た （

）。
ラ
サ
で
彼
は
以

下
の
よ
う
な
政
治
外
交
情
報
を
得
て
い
る （

�）。

ゴ
ラ
山
下
の
渓
流
が
出
る
と
こ
ろ
に
銀
貨
鋳
造
所
が
あ
る
。
先
年
ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
が
ロ
シ
ア
と
通
じ
、
ガ
ー
ワ
ン
堪
布
〔
ド
ル
ジ
ェ
フ
〕
を
顧
問
と
し
て
、
同
国

よ
り
銀
貨
鋳
造
機
械
を
取
り
寄
せ
た
。
ガ
ー
ワ
ン
堪
布
が
総
裁
と
な
り
、
そ
の
監

督
下
に

水
力
を

利
用
し
て

貨
幣
を

鋳
造
し
た
が
、
〔
こ
の

銀
貨
は
交

換
率
が
よ
い

の
で
〕
同
堪
布
に
対
す
る
蔵
民
の
信
用
は
と
み
に
高
ま
り
、
ロ
シ
ア
の
勢
力
は
公

然
、
全
チ
ベ
ッ
ト
を
圧
す
る
に
至
っ
た
。

ド
ル
ジ
ェ
フ
を
通
じ
て
チ
ベ
ッ
ト
で
は
ロ
シ
ア
の
影
響
力
が
増
大
し
て
い
る
と
い
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善
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三
第
二
次
諜
報
工
作
と
寺
本
婉
雅

前
章
の
成
田
の
ケ
ー
ス
で
見
た
よ
う
に
、
チ
ベ
ッ
ト
現
地
の
生
の
情
報
を
入
手
す

る
こ
と
に
は
困
難
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
参
謀
本
部
第
二
部
長
の

福
島
少
将
が
寺
本
婉
雅
の
協
力
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
諜
報
工
作
活
動
は
長

足
の
進
歩
を
と
げ
る
こ
と
に
な
る
。
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
工
作
を
行
う
場
合
、
「
宗

教
力
」
、
す
な
わ
ち
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
力
が
重
要
か
つ
必
要
不
可
欠
の
ポ
イ
ン
ト
に

な
る
が （

�）、
チ
ベ
ッ
ト
の
言
語
と
宗
教
を
研
究
し
、
ラ
サ
入
り
を
念
願
す
る
寺
本
は
ま

さ
に
適
任
の
人
物
で
あ
っ
た
。

寺
本
婉
雅
（
一
八
七
二
―
一
九
四
〇
年
）
は
東
本
願
寺
の
学
僧
で
あ
り
、
一
九
〇

〇
（
明
治
三
十
三
）
年
、
北
京
で
西
蔵
大
蔵
経
を
発
見
し
、
そ
の
寄
贈
を
受
け
て
日

本
に
持
ち
帰
る
と
い
う
宗
教
的
、
学
術
的
功
績
を
あ
げ
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年

か
ら
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
ま
で
大
谷
大
学
教
授
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
語
、
仏
教

学
を
教
え
る
な
ど
、
チ
ベ
ッ
ト
学
者
と
し
て
の
生
涯
を
歩
ん
だ
。

た
だ
し
明
治
期
の
寺
本
は
仏
教
を
通
じ
て
日
本
、
清
、
モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
の

提
携
を
強
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
西
洋
列
強
に
対
抗
し
、
興
亜
の
実
現
を
め
ざ
す
と
い

う
ア
ジ
ア
主
義
的
な
理
想
を
抱
き
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
学
問
の
か
た
わ
ら
実
践
的

な
活
動
に
従
事
し
た
。
一
八
九
八
年
七
月
、
寺
本
は
成
田
安
輝
よ
り
約
七
ヶ
月
遅
れ

て
神
戸
を
出
港
し
、
成
田
と
同
様
に
四
川
省
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
潜
入
を
め
ざ
し
た

結
果
、
翌
九
九
年
、
同
じ
く
東
本
願
寺
の
僧
で
あ
っ
た
能
海
寛
と
と
も
に
チ
ベ
ッ
ト

国
境
の
バ
タ
ン
（
巴
塘
）
に
到
着
し
た
。
二
人
は
そ
れ
以
上
進
め
な
か
っ
た
も
の
の
、

チ
ベ
ッ
ト
の
地
を
踏
ん
だ
最
初
の
日
本
人
と
な
る （

�）。

そ
の
後
、
寺
本
は
能
海
と
別
れ
、
一
九
〇
〇
年
四
月
に
日
本
に
帰
国
し
、
チ
ベ
ッ

ト
再
旅
行
の
準
備
を
進
め
た
。
そ
の
際
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
近
年
先
学
が
発
掘
、

翻
刻
し
た
寺
本
の
日
記
『
新
旧
年
月
事
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
帰

国
後
の
寺
本
は
、
五
月
に
谷
了
然
か
ら
石
川
舜
台
直
筆
に
よ
る
海
軍
軍
令
部
・
小
笠

原
長
生
少
佐
あ
て
の
書
簡
（
紹
介
状
）
を
入
手
し
た
。
そ
こ
で
直
ち
に
京
都
か
ら
上

京
し
て
小
笠
原
少
佐
に
面
会
し
、
小
笠
原
か
ら
陸
軍
の
福
島
大
佐
〔
少
将
〕
を
、
さ

ら
に
福
島
か
ら
外
務
省
の
内
田
康
哉
政
務
局
長
を
紹
介
さ
れ
、
六
月
に
内
田
と
会
っ

た
際
、
福
島
と
「
一
往
相
談
ノ
上
是
非
ノ
沙
汰
ニ
及
フ
ベ
シ
」
と
の
回
答
を
得
た
。

そ
の
直
前
に
義
和
団
事
変
（
北
清
事
変
）
が
勃
発
し
た
た
め
福
島
は
臨
時
派
遣
隊
司

令
官
に
任
命
さ
れ
、
出
征
直
前
に
寺
本
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
一
週
間
前
に

成
田
安
輝
か
ら
書
簡
が
来
て
、
駐
蔵
大
臣
の
僕
と
な
っ
て
入
蔵
す
る
計
画
で
あ
る
こ

と
を
伝
え
て
き
た
が
、
今
頃
は
重
慶
を
出
発
し
た
だ
ろ
う
、
而
し
て
「
目
下
清
国
変

乱
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
事
甚
困
難
ナ
ラ
ン
云
々
」
と
い
う
の
で
あ
る （

�）。

こ
こ
で
い
う
「
事
が
甚
だ
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
は
直
接
的
に
は
成
田

の
入
蔵
計
画
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
福
島
は
義
和
団
事
変
突
発
の
た
め
寺

本
の
チ
ベ
ッ
ト
行
も
当
分
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し

福
島
は
寺
本
に
目
を
か
け
、
同
年
八
月
、
寺
本
は
福
島
を
追
う
形
で
北
京
に
向
け
て

出
立
し
、
義
和
団
事
変
に
出
征
し
た
第
五
師
団
付
の
通
訳
を
つ
と
め
る
か
た
わ
ら
工

作
活
動
に
従
事
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
北
京
で
の
寺
本
は
小
村
寿
太
郎
公
使
の
命

に
よ
っ
て
清
朝
皇
室
と
日
本
の
関
係
に
つ
き
種
々
の
画
策
を
遂
行
し
、
第
五
師
団
長
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も
含
ま
れ
て
い
る （

�）。

①
国
家
意
識
の
欠
如
…
…
チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
人
間
は
国
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て

も
自
分
の
利
益
を
は
か
る
。
チ
ベ
ッ
ト
の
外
交
政
略
は
す
べ
て
利
害
の
感
情
の

上
に
お
い
て
定
ま
る
た
め
、
外
国
は
こ
の
弱
点
に
突
っ
込
ん
で
大
臣
を
う
ま
く

籠
絡
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
外
交
上
の
こ
と
が
成
り
立
つ
よ
う
な
具
合
に
な
っ
て
い
る
。

②
独
立
心
の
欠
如
…
…
チ
ベ
ッ
ト
人
の
依
頼
的
根
性
は
一
朝
一
夕
に
起
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
あ
る
と
き
は
イ
ン
ド
に
、
ま
た
あ
る
と
き
は
シ
ナ
を
頼
ん
で
自

国
の
生
存
を
全
う
し
よ
う
と
し
た
。
か
弱
い
婦
女
子
の
根
性
で
あ
っ
て
少
し
も

独
立
心
と
い
う
も
の
が
な
い
。
そ
う
し
た
チ
ベ
ッ
ト
の
独
立
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。

③
軍
事
力
…
…
チ
ベ
ッ
ト
の
人
口
六
百
〔
五
百
〕
万
人
中
、
兵
士
の
数
は
五
千

人
、
シ
ナ
兵
は
二
千
人
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
気
概
が
な
く
、
普
通
人
民
よ
り

劣
り
は
し
ま
い
か
と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。
ラ
サ
の
近
く
に
鉄
砲
製
造
所
が
あ
り
、

火
縄
銃
に
か
わ
っ
て
新
式
鉄
砲
の
製
造
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

右
の
よ
う
に
、
河
口
は
チ
ベ
ッ
ト
人
を
動
か
す
意
識
の
次
元
に
ま
で
観
察
を
掘
り

下
げ
て
い
た
。
河
口
が
こ
の
よ
う
な
情
報
収
集
に
成
功
し
た
理
由
は
、
事
前
の
準
備

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
ま
ず
何
よ
り
も
チ
ベ
ッ
ト
を
こ
の
目
で
見

た
い
と
い
う
好
奇
心
、
意
志
と
執
念
が
強
固
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
い
で
チ
ベ
ッ
ト
語

に
堪
能
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

河
口
は
当
時
の
近
代
国
家
の
中
で
は
も
っ
と
も
新
し
く
豊
富
な
チ
ベ
ッ
ト
情
報
を

も
つ
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
一
九
〇
二
年
、
河
口
が
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
の
帰
路
、

イ
ン
ド
で
会
っ
た
日
本
の
陸
軍
関
係
者
は
ま
だ
そ
の
価
値
を
知
ら
ず
、
し
か
も
こ
の

年
締
結
さ
れ
た
ば
か
り
の
第
一
次
日
英
同
盟
協
約
の
観
点
か
ら
河
口
と
の
接
触
を
好

ま
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
河
口
は
イ
ン
ド
皇
帝
（
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世

E
d
w
a
rd

V
II）
戴
冠
式
に
参
列
す
る
た
め
デ
リ
ー
に
滞
在
し
て
い
た
奥
保
鞏
中
将
に
会
見
し

よ
う
と
し
た
が
、
随
行
者
の
由
比
光
衛
少
佐
は
次
の
よ
う
に
告
げ
た
。
あ
な
た
が
日

本
人
で
あ
り
な
が
ら
チ
ベ
ッ
ト
服
を
着
け
て
こ
こ
に
い
る
と
、
い
か
に
も
国
事
探
偵

で
あ
る
か
の
ご
と
く
見
え
る
。
こ
う
し
て
い
る
間
に
も
英
国
政
府
の
注
意
を
引
く
こ

と
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
余
り
長
く
話
す
こ
と
も
好
ま
な
い
。
甚
だ
気
の
毒
で

あ
る
が
早
く
引
取
っ
て
も
ら
い
た
い
。
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
河
口
は
軽
食
と
馬
車

の
手
配
を
し
て
も
ら
っ
た
上
で
す
ぐ
に
退
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た （

�）。
由
比
少
佐
は
イ

ギ
リ
ス
留
学
経
験
が
あ
り
、
参
謀
本
部
第
二
部
欧
州
班
長
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
る

か
ら
情
報
の
重
要
性
を
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
日
英
同
盟
の
手

前
、
イ
ギ
リ
ス
に
気
兼
ね
し
て
、
河
口
に
か
か
わ
り
た
く
な
い
と
い
う
姿
勢
を
示
し

た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
配
慮
は
後
に
見
る
日
本
の
諜

報
工
作
活
動
の
背
後
に
ち
ら
つ
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
本
章
で
は
外
務
省
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
派
遣
さ
れ
た
成
田
の
諜
報
工
作
活
動

を
検
証
し
た
。
こ
の
時
期
、
外
務
省
、
参
謀
本
部
の
チ
ベ
ッ
ト
関
与
は
ス
タ
ー
ト
し

た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
反
映
し
て
成
田
の
収
集
し
た
情
報
は
質
量
と
も
に
高
度

の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
と
は
言
い
難
く
、
工
作
活
動
面
で
も
準
備
不
足
が
目
立
っ
た
。

し
か
し
そ
う
し
た
諸
点
は
次
の
時
期
に
入
る
と
、
別
の
人
物
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
改
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を
試
み
て
い
る
。
こ
の
と
き
彼
は
駐
蔵
大
臣
衙
門
の
清
朝
官
吏
の
伝
手
を
た
ど
っ
て

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
通
訳
官
へ
の
接
触
に
成
功
し
、
そ
の
人
物
か
ら
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
へ

の
謁
見
は
か
な
わ
な
い
が
、
宰
相
総
堪
布
（
堪
布
＝
ケ
ン
ポ
は
高
位
学
僧
の
称
号
）

に
紹
介
す
る
と
い
わ
れ
、
ポ
タ
ラ
宮
に
案
内
さ
れ
た （

�）。
こ
の
宰
相
総
堪
布
と
は
チ
ベ
ッ

ト
政
府
の
内
閣
四
名
の
う
ち
の
僧
官
閣
僚
チ
キ
ャ
プ
・
ケ
ン
ポ
（
ch

ik
y
a
p

K
h
em

p
o
o
r
C
h
ik
y
a
p
K
e
m
p
o
）
で
あ
り
、
宗
教
面
の
政
治
、
経
済
そ
の
他
に

つ
い
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
次
ぐ
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た （

�）。
し
か
し
成
田
の
「
進
蔵
日

誌
」
は
ポ
タ
ラ
宮
に
入
り
、
宮
殿
内
の
装
飾
や
仏
像
の
壮
麗
を
描
写
し
た
と
こ
ろ
で

終
了
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
奥
へ
進
ん
で
宰
相
総
堪
布
と
実
際
に
面
談
し
た
場
面

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
と
き
成
田
が
宰
相
総
堪
布
に
何
を
話
し
た

か
は
想
像
の
域
を
出
ず
、
そ
も
そ
も
彼
が
実
際
に
会
見
を
果
た
し
た
の
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
自
体
、
資
料
の
制
約
上
、
現
時
点
で
は
断
定
で
き
な
い
状
況
に
あ
る （

�）。

以
上
の
工
作
活
動
の
過
程
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
準
備
不
足
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
指
導
層
へ
の
接
近
を
思
い
つ
い
た
の
は
よ
い
が
、
出
発
前
に
そ
れ
を
想
定

し
て
お
ら
ず
、
重
慶
に
着
い
て
か
ら
用
意
を
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
成
田
が
外

務
省
に
要
請
し
た
贈
呈
品
の
リ
ス
ト
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
あ
て
の
経
典
、
袈
裟
、
服

地
、
水
晶
数
珠
、
日
本
地
図
、
駐
蔵
大
臣
あ
て
の
日
本
刀
、
宰
相
あ
て
の
日
本
刀
、

服
地
、
水
晶
数
珠
で
あ
り
、
さ
ら
に
追
加
で
出
し
た
リ
ス
ト
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
あ

て
の
写
真
帳
（
皇
居
、
日
光
そ
の
他
の
名
所
風
景
、
観
兵
式
、
演
習
、
軍
艦
、
大
製

造
所
な
ど
彩
色
し
た
も
の
）、
大
谷
光
瑩
の
真
影
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た （

�）。

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
仏
教
と
い
う
共
通
の
宗
教
に
よ
っ
て
日
本
、
チ
ベ
ッ
ト
の
関

係
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
と
も
に
日
本
の
軍
事
力
、
工
業
力
の
偉
容
を
示
そ
う
と
い
う

意
図
が
う
か
が
え
る
。
日
本
が
近
代
国
家
、
列
強
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め

る
こ
と
で
大
国
の
圧
力
に
悩
む
チ
ベ
ッ
ト
を
引
き
つ
け
よ
う
と
い
う
わ
け
で
、
そ
の

目
標
は
戦
略
的
か
つ
明
確
で
あ
っ
た
。
し
か
し
鎖
国
体
制
に
あ
る
当
時
の
チ
ベ
ッ
ト

で
は
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
こ
と
自
体
が
危
険
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
上
で

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
や
側
近
に
接
触
す
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
渡
航
前
に
外
務
省
や
参
謀

本
部
の
担
当
者
と
相
当
の
下
準
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
が
、

そ
う
し
た
形
跡
は
う
か
が
え
な
い
。
た
だ
し
問
題
は
成
田
に
だ
け
あ
っ
た
の
で
は
な

く
、
成
田
か
ら
贈
呈
品
の
用
意
を
リ
ク
エ
ス
ト
さ
れ
て
簡
単
に
承
諾
し
た
外
務
省
に

も
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
基
本
知
識
が
不
足
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
彼
の

出
発
前
に
活
動
の
方
針
と
実
施
計
画
に
つ
い
て
入
念
な
打
ち
合
わ
せ
を
行
う
べ
き
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
や
は
り
日
本
当
局
の
チ
ベ
ッ
ト
に
向
け
た
取
り
組
み

は
初
歩
的
段
階
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

結
局
、
外
務
省
は
諜
報
工
作
担
当
者
と
し
て
の
適
性
が
十
分
と
は
い
え
な
い
ア
マ

チ
ュ
ア
的
な
人
物
を
準
備
不
足
の
ま
ま
送
り
出
し
た
の
で
あ
り
、
結
果
は
当
然
そ
れ

に
見
合
っ
た
も
の
と
な
っ
た （

�）。
一
方
、
成
田
に
先
立
ち
一
九
〇
一
年
三
月
、
日
本
人

と
し
て
最
初
に
ラ
サ
に
入
っ
た
河
口
慧
海
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
仏
教
の
研
究
と
修
行

が
目
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
ら
ず
、
高
度
な
情
報
収
集
に
成
功
し
て
い
る
。
ラ
サ
で

日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
た
ま
ま
医
者
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ

た
河
口
は
、
侍
従
医
長
か
ら
厚
遇
さ
れ
た
上
、
大
蔵
大
臣
の
別
殿
に
住
み
、
宰
相
、

現
蔵
相
、
前
蔵
相
や
清
の
駐
蔵
大
臣
秘
書
官
な
ど
か
ら
政
府
部
内
や
外
交
上
の
「
秘

密
」
を

聞
く
よ
う
に
な
っ
た
。

帰
国

後
に

公
刊
し
た

『
西
蔵

旅
行
記

』
（

一
九

〇
四

年
）
に
よ
っ
て
彼
が
も
た
ら
し
た
情
報
に
は
、
次
の
よ
う
な
政
治
外
交
、
軍
事
情
報
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を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
重
慶
で
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
武
官
が

変
装
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
ほ
か
、
チ
ベ
ッ
ト
に
赴
任
途
中
の
新
任

駐
蔵
大
臣
・
慶
善
に
成
都
で
会
見
し
た
際
も
、
同
大
臣
か
ら
イ
ギ
リ
ス
が
日
本
に
依

頼
し
た
ス
パ
イ
で
は
な
い
か
と
の
疑
惑
を
向
け
ら
れ
た （

�）。

つ
ま
り
成
田
に
は
、
本
来
の
任
務
で
あ
る
情
報
収
集
に
専
念
せ
ず
、
別
の
方
向
に

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぐ
、
あ
る
い
は
客
観
的
な
事
実
を
集
め
る
よ
り
も
主
観
的
な
自
己

主
張
に
向
か
う
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
経
歴
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

彼
は
小
笠
原
諸
島
か
ら
ア
メ
リ
カ
（
ア
ラ
ス
カ
、
西
部
）
、
台
湾
に
い
た
る
ま
で
職

業
、
任
地
を
転
々
と
し
て
お
り （

�）、
一
面
に
お
い
て
行
動
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
面

一
ヶ
所
に
腰
を
据
え
て
集
中
す
る
の
が
苦
手
な
性
格
の
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
清
に
滞
在
中
も
二
度
に
わ
た
っ
て
外
務
省
に
一
時
帰
国
を
申
し
出
て
拒
絶
さ
れ

て
い
る
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
日
本
に
帰
る
客
観
的
根
拠
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い （

�）。
さ
ら
に
四
川
語
を
学
ん
だ
た
め
、
清
国
人
に
変
装
し
て
ラ
サ
に
入
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
よ
か
っ
た
が
、
の
ち
の
寺
本
婉
雅
の
ケ
ー
ス
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

チ
ベ
ッ
ト
人
社
会
に
入
り
込
む
に
は
チ
ベ
ッ
ト
語
、
モ
ン
ゴ
ル
語
の
方
が
有
利
で
あ
っ

た
。要
す
る
に
成
田
は
諜
報
担
当
者
と
し
て
の
条
件
、
適
格
性
を
十
分
備
え
て
い
た
と

は
言
い
難
く
、
そ
の
た
め
月
日
と
資
金
に
見
合
っ
た
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
外
務
省
、
参

謀
本
部
に
も
問
題
が
あ
り
、
調
査
員
を
送
り
出
す
に
あ
た
っ
て
厳
密
な
選
抜
を
行
い
、

あ
る
い
は
相
応
の
訓
練
、
準
備
を
積
ま
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ

の
時
期
に
お
い
て
は
、
日
本
当
局
の
チ
ベ
ッ
ト
に
向
け
た
取
り
組
み
は
ま
だ
暗
中
模

索
の
初
歩
的
な
段
階
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
成
田
の
工
作
活
動
に
つ
い
て
述
べ
る
。
清
国
滞
在
中
の
成
田
は
、
チ
ベ
ッ
ト

潜
入
後
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
は
じ
め
と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
の
リ
ー
ダ
ー
に
接
近
し
て
親

交
を
深
め
る
と
い
う
工
作
を
企
図
し
て
い
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
当
初
か
ら
計
画
し
て

い
た
の
で
は
な
く
、
清
国
に
渡
っ
て
か
ら
思
い
つ
い
た
も
の
で
、
重
慶
で
の
成
田
は

こ
の
件
に
つ
い
て
加
藤
義
三
領
事
と
相
談
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
加
藤
領
事
は
成

田
の
チ
ベ
ッ
ト
行
が
で
き
る
だ
け
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
よ
う
彼
に
公
式
の
肩
書
を
も
た

せ
る
た
め
、
ま
た
将
来
成
田
が
チ
ベ
ッ
ト
に
到
着
し
た
際
、
「
或
は
喇
嘛
執
政
等
に

面
見
す
る
の
機
会
も
あ
る
べ
く
」
と
考
え
、
そ
う
し
た
事
態
に
備
え
て
東
本
願
寺
の

大
谷
光
瑩
法
主
か
ら
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
あ
て
の
親
書
を
出
し
て
も
ら
う
よ
う
外
務
本
省

に
東
本
願
寺
と
の
交
渉
を
依
頼
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
本
省
も
「
事
情
御
尤
の
次
第
」

と
し
て
親
書
の
入
手
と
領
事
館
へ
の
回
送
を
約
束
し
た （

�）。
さ
ら
に
加
藤
領
事
は
成
田

が
作
成
し
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
、
駐
蔵
大
臣
、
チ
ベ
ッ
ト
宰
相
へ
の
贈
呈
品
リ
ス
ト
を

添
付
し
、
成
田
自
身
も
追
加
の
リ
ス
ト
を
送
っ
て
、
そ
れ
ら
も
外
務
省
か
ら
認
め
ら

れ
て
い
る （

�）。
そ
の
後
も
成
田
は
チ
ベ
ッ
ト
行
の
準
備
を
進
め
る
中
で
ダ
ラ
イ
と
の
会

見
を
念
頭
に
置
き
、
英
露
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
チ
ベ
ッ
ト
を
侵
略
す
る
前
に
、
同
じ

人
種
の
よ
し
み
を
も
っ
て
こ
の
「
可
憐
ナ
ル
大
法
王
」
に
「
一
忠
告
」
を
い
た
し
、

わ
が
国
の

好
意
を
知
ら
し
め
た
い
、
「
同

洲
、
同

教
、
同

種
ノ
西
蔵

�ハ
支

那
同

様

我
国
ト
関
係
ヲ
密
接
ニ
セ
シ
メ
シ
コ
ト

我
国
ノ
得
策
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る （

�）。

右
の
よ
う
に
成
田
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
へ
の
接
近
を
考
え
、
そ
れ
を
加
藤
領
事
が
支

援
し
、
外
務
省
も
承
認
し
た
。
そ
の
目
的
に
し
た
が
い
、
一
九
〇
一
年
十
二
月
の
十

八
日
間
、
ラ
サ
に
滞
在
し
た
成
田
は
、
到
着
す
る
と
す
ぐ
に
法
王
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
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ス
が
必
ず
ヤ
ー
ト
ン
か
ら
パ
ー
リ
ま
で
の
地
域
領
有
を
試
み
る
だ
ろ
う
と
強
く

嫌
悪
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
が
こ
う
し
た
態
度
で
あ
る
た
め
、
チ
ベ
ッ
ト
人
は

ロ
シ
ア
に
向
か
う
傾
向
に
あ
る
。

⑥
チ
ベ
ッ
ト
の
将
来
…
…
現
今
の
よ
う
な
形
勢
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、

チ
ベ
ッ
ト
は
将
来
つ
い
に
露
英
の
分
割
に
終
わ
る
の
み
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
成
田
は
チ
ベ
ッ
ト
兵
が
頼
り
に
な
ら
な
い
一
方
で
、
チ
ベ
ッ
ト
と
ロ

シ
ア
が
接
近
中
で
あ
る
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
北
進
を
警
戒
す
る
チ
ベ
ッ
ト
側
が
ま
す

ま
す
ロ
シ
ア
に
傾
く
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
も
清
国
人
か
ら
の
間
接

情
報
で
、
チ
ベ
ッ
ト
が
ロ
シ
ア
に
期
待
を
か
け
て
い
る
様
子
は
事
実
に
近
い
が
、

「
ロ
シ
ア
は
チ
ベ
ッ
ト
救
援
を
躊
躇
し
な
い
」
と
述
べ
た
と
い
う
ロ
シ
ア
人
が
ど
の

よ
う
な
地
位
に
あ
る
人
物
な
の
か
は
定
か
で
は
な
か
っ
た
。

以
上
二
つ
の
サ
ン
プ
ル
に
見
る
よ
う
に
、
重
慶
や
上
海
な
ど
清
国
滞
在
中
の
成
田

か
ら
東
京
に
送
ら
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
の
政
治
外
交
、
軍
事
情
報
は
、
他
者
か
ら
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
、
あ
る
い
は
こ
こ
で
例
示
は
し
て
い
な
い
が
『
北
清
日
報
』（

N
orth

C
h
in
a

D
a
ily

N
ew

s）
や
ロ
ン
ド
ン
『
タ
イ
ム
ズ
』
（
T
im

es）
な
ど
他
の
地
域
で
も
入
手

で
き
る
よ
う
な
新
聞
記
事
に
も
と
づ
く
も
の
な
ど
が
多
く
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
重
要
な

手
段
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
直
接
チ
ベ
ッ
ト
で
入
手
し
た
も
の
で
は

な
い
だ
け
に
確
度
が
落
ち
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
後
、
イ
ン
ド
経
由
で
チ
ベ
ッ
ト
に
入
っ
た
成
田
は
正
確
な
一
次
情

報
を
得
て
お
り
、
例
え
ば
ヤ
ー
ト
ン
の
関
門
を
通
過
し
た
際
に
は
、
そ
の
状
況
（
城

塞
と
砲
台
あ
る
が
、
清
と
チ
ベ
ッ
ト
の
守
備
兵
は
二
十
余
名
に
す
ぎ
な
い
）
を
記
録

し
て
先
の
報
告
を
訂
正
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
ヤ
ー
ト
ン
か
ら
七
日
目
の
地

点
に
あ
る
靖
西
軍
糧
府
の
状
況
（
兵
丁
五
名
、
巡
丁
四
十
名
）
な
ど
も
お
さ
え
て
い

る （

�）。
ま
た
ラ
サ
に
入
る
直
前
ま
で
所
持
し
て
い
た
カ
メ
ラ
で
写
真
も
撮
影
し
て
お
り （

�）、

そ
う
し
た
記
録
は
帰
国
後
に
外
務
省
、
参
謀
本
部
に
も
た
ら
さ
れ
、
何
ら
か
の
形
で

活
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
八
九
八
年
末
か
ら
一
九
〇
二
年
の
帰
国
ま
で
四
年
以
上
の
歳
月
、

八
、
二
六
〇
円
以
上
と
い
う
当
時
と
し
て
は
相
当
高
額
の
資
金
を
費
や
し
た
こ
と
を

考
え
る
と （

�）、
そ
の
集
め
た
情
報
の
質
と
量
に
は
問
題
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
は
今
日
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も

あ
ろ
う
し
、
成
田
は
外
務
省
と
の
通
信
以
外
に
福
島
に
も
直
接
書
簡
を
送
っ
て
い
る

た
め
、
そ
こ
に
も
チ
ベ
ッ
ト
情
報
が
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
外

務
省
へ
の
報
告
を
見
る
限
り
、
政
治
外
交
、
軍
事
関
連
の
め
ぼ
し
い
情
報
と
い
え
ば

先
に
掲
げ
た
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
も
っ
と
も
当
時
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
潜
入
自
体
が
難

し
く
、
ま
た
ラ
サ
で
の
滞
在
日
数
が
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
悪
条
件
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
彼
の
置
か
れ
た
環
境
だ
け
が
理
由
と

な
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
重
慶
で
の
成
田
は
大
陸
浪
人
的
、
志
士
的
な
活
動

に
走
り
が
ち
で
、
現
地
の
日
本
外
交
官
か
ら
顰
蹙
を
か
う
こ
と
も
あ
り
、
外
務
省
に

送
る
公
電
も
客
観
的
事
実
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
の
政
治
的
意
見
を
押
し
出
す
ケ
ー

ス
（
た
と
え
ば
日
韓
清
の
大
東
合
邦
論
、
四
川
省
の
鉱
物
採
掘
権
獲
得
、
重
慶
市
内

で
の
日
本
人
居
留
地
経
営
、
北
清
事
変
に
お
け
る
日
本
の
講
和
条
件
な
ど
の
提
案
）

が
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
目
立
っ
た
言
動
の
た
め
成
田
が
チ
ベ
ッ
ト
潜
入

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作
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②
一
方
、
清
の
駐
蔵
大
臣
（
正
副
二
名
）
は
チ
ベ
ッ
ト
の
こ
と
に
習
練
を
積
ま

ず
、
対
外
交
渉
に
お
い
て
も
ぼ
ん
や
り
と
し
て
決
断
し
な
い
た
め
、
駆
け
引
き

は
難
し
い
。
兵
隊
は
数
が
足
り
ず
、
そ
の
半
分
は
形
だ
け
で
中
身
が
な
く
、
こ

れ
で
ど
う
し
て
外
敵
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

右
の
よ
う
に
成
田
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
ロ
シ
ア
の
軍
事
援
助
を
受
け
る
一
方
、

清
朝
側
に
そ
れ
を
防
ぐ
手
立
て
が
な
い
こ
と
を
伝
え
た
。
こ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
帰
っ

た
清
国
人
の
話
を
、
さ
ら
に
そ
の
友
人
の
清
国
人
（
成
都
在
住
）
か
ら
聴
取
し
た
と

い
う
も
の
で
、
二
重
の
間
接
情
報
で
あ
り
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
一
八
九
八
年
に
ド
ル

ジ
ェ
フ
を
ロ
シ
ア
皇
帝
の
下
に
派
遣
し
た
も
の
の
、
現
実
に
は
ラ
サ
に
ロ
シ
ア
の
軍

人
や
商
務
官
が
駐
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
ダ
ル

ツ
ェ
ン
ド
の
軍
糧
府
庁
長
・
劉
仁
斉
か
ら
受
け
取
っ
た
書
簡
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
ロ

シ
ア
、
チ
ベ
ッ
ト
の
蜜
月
関
係
が
つ
く
り
話
で
は
な
さ
そ
う
だ
と
判
断
し
た
成
田
は
、

そ
の
旨
を
記
し
た
報
告
書
を
外
務
省
に
打
電
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
福
島
第
二
部

長
に
も
回
す
よ
う
要
請
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
外
務
省
は
成
田
の
電
報
を
福
島
大
佐

に
転
送
し
て
い
る （

�）。

次
の
例
は
一
九
〇
一
年
の
報
告
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
潜
入
ル
ー
ト
を
東
チ
ベ
ッ
ト

か
ら
イ
ン
ド
経
由
に
変
更
し
た
成
田
は
上
海
に
赴
い
た
が
、
同
地
の
キ
リ
ス
ト
教
青

年
会
（
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
）
で
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
帰
還
し
た
沈
錫
候
な
る
人
物
（
元
西
蔵
印
度

国
境
勘
定
委
員
会
繙
訳
委
員
）
の
英
語
講
演
を
聞
き
、
そ
こ
か
ら
得
た
情
報
を
外
務

省
に
伝
え
て
い
る
。
重
要
部
分
を
整
理
し
て
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る （

�）。

①
国
境
警
備
…
…
チ
ベ
ッ
ト
は
五
年
前
に
ヤ
ー
ト
ン
を
開
き
、
そ
こ
に
シ
ナ
の

税
官
吏
な
ら
び
に
英
人
一
名
が
配
置
さ
れ
、
商
品
の
出
入
り
を
登
記
し
て
い
る
。

チ
ベ
ッ
ト
国
境
の
中
で
ヤ
ー
ト
ン
は
も
っ
と
も
厳
重
で
、
大
絶
壁
の
間
に
城
壁

が
築
か
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
人
が
約
四
、
五
百
名
、
シ
ナ
人
（
多
く
は
兵
卒
）
が
約

二
、
三
百
名
お
り
、
ラ
サ
ま
で
は
十
六
、
七
日
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
。

②
軍
事
力
…
…
ラ
サ
に
は
約
一
千
余
り
の
シ
ナ
兵
が
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
兵
は
万

余
あ
り
、
僧
俗
混
合
で
火
縄
銃
を
所
持
す
る
。
チ
ベ
ッ
ト
兵
の
多
く
は
臆
病
で

兵
隊
と
し
て
は
価
値
が
な
い
。

③
清
と
の
関
係
…
…
チ
ベ
ッ
ト
人
は
イ
ギ
リ
ス
と
一
朝
有
事
の
際
、
シ
ナ
が
頼

む
に
足
ら
な
い
こ
と
を
看
破
し
て
お
り
、
昨
年
秋
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク

に
贈
物
を
携
え
た
使
者
を
派
遣
し
た
。
シ
ナ
は
チ
ベ
ッ
ト
で
大
い
に
信
用
を
失

い
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

④
ロ
シ
ア
と
の
関
係
…
…
ロ
シ
ア
人
は
つ
ね
に
チ
ベ
ッ
ト
の
機
嫌
を
と
る
政
略

を
と
っ
て
い
る
。
往
年
、
あ
る
ロ
シ
ア
人
は
チ
ベ
ッ
ト
人
を
通
じ
て
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
に
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
が
チ
ベ
ッ
ト
に
難
を
構
え
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ロ
シ

ア
は
チ
ベ
ッ
ト
救
援
を
躊
躇
し
な
い
と
申
し
込
ん
だ
。

⑤
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
…
…
イ
ギ
リ
ス
は
チ
ベ
ッ
ト
に
迫
っ
て
ヤ
ー
ト
ン
以
北

の
パ
ー
リ
を
貿
易
場
に
し
よ
う
と
し
、
チ
ベ
ッ
ト
人
は
こ
れ
を
許
せ
ば
イ
ギ
リ
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リ
ス
の
支
配
下
に
落
ち
て
清
の
弱
体
化
を
促
進
し
、
そ
の
余
波
が
日
本
に
及
ぶ
こ
と

を
恐
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
彼
ら
を
し
て
チ
ベ
ッ
ト
潜
入
を
決
意
さ
せ
た
重
要
な
原
動

力
と
な
っ
て
い
た （

�）。
す
で
に
見
た
よ
う
に
実
際
に
は
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
両
政
府
に

チ
ベ
ッ
ト
を
併
合
す
る
意
志
は
な
く
、
今
日
か
ら
判
断
す
れ
ば
成
田
や
寺
本
の
見
方

は
杞
憂
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
後
知
恵
で
あ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
激
動
を
目
前
に
見
て
い
る
彼
ら
に
と
っ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
英
露
の
勢

力
圏
獲
得
競
争
の
イ
メ
ー
ジ
は
決
し
て
夢
や
幻
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
チ
ベ
ッ
ト

は
ア
ジ
ア
全
体
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
影
響
を
及
ぼ
す
震
源
地
の
一
つ
で
あ
る
と
一

部
の
日
本
人
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
鎖
国
状
態
に
あ
る
た
め
、
そ
の
内
部
か
ら

得
ら
れ
る
直
接
情
報
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
外
務
省
は
一
八
九
七
年
、
民

間
人
の
成
田
安
輝
（
一
八
六
四
―
一
九
一
五
年
）
を
調
査
員
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
に
派

遣
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
成
田
は
陸
軍
士
官
学
校
を
病
気
で
退
学
し
た
後
、
日
本
、

ア
メ
リ
カ
、
台
湾
を
転
々
と
し
な
が
ら
実
業
に
携
わ
っ
て
お
り （

�）、
恐
ら
く
士
官
学
校

の
関
係
者
を
通
じ
て
チ
ベ
ッ
ト
行
を
志
願
し
た
と
推
測
さ
れ
る （

�）。
そ
の
結
果
、
成
田

派
遣
は
大
隈
重
信
外
相
が
提
議
し
、
次
の
西
徳
二
郎
外
相
の
と
き
に
決
定
さ
れ
、
樺

山
資
紀
海
相
、
小
村
寿
太
郎
外
務
次
官
、
福
島
参
謀
本
部
第
三
部
長
（
運
輸
・
通
信

担
当
）
の
賛
同
を
得
て
、
外
務
省
が
中
心
と
な
っ
て
実
行
に
移
さ
れ
た （

�）。

一
八
九
七
年
十
二
月
、
西
外
相
、
小
村
次
官
の
承
認
を
得
た
成
田
は
日
本
を
出
発

し
、
最
初
の
一
年
間
は
重
慶
に
留
学
し
て
四
川
語
を
学
び
、
そ
の
上
で
満
五
ヶ
年

（
出
発
の
日
か
ら

帰
朝
の
日

ま
で
）
を

期
し
て
チ
ベ
ッ
ト
に

赴
く

予
定
で
あ
っ
た
。

開
設
し
て
間
も
な
い
重
慶
の
日
本
領
事
館
で
補
助
業
務
に
あ
た
り
、
現
地
の
人
々
に

日
本
語
を
教
え
な
が
ら
成
田
は
チ
ベ
ッ
ト
東
部
か
ら
の
潜
入
を
ね
ら
っ
て
四
年
間
を

過
ご
し
た
が
、
国
境
の
ガ
ー
ド
が
厳
し
い
た
め
、
一
九
〇
一
年
一
月
よ
り
ル
ー
ト
を

イ
ン
ド
経
由
に
変
更
し
、
同
年
十
二
月
、
清
国
行
商
人
の
名
目
で
ラ
サ
に
入
っ
た
。

た
だ
し
ラ
サ
で
の
滞
在
は
十
八
日
間
に
と
ど
ま
っ
た （

�）。
な
お
成
田
の
派
遣
は
外
務
省

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
成
田
が
現
地
で
旅
費
に
窮
し
た
際
、
重
慶
駐
在
の
井
戸

川
辰
三
大
尉
や
参
謀
本
部
第
二
部
長
の
福
島
大
佐
（
の
ち
少
将
）
に
送
金
を
訴
え
る

場
面
が
あ
り
、
先
行
研
究
は
成
田
の
本
当
の
資
金
源
は
参
謀
本
部
に
あ
っ
て
、
外
務

省
は
送
金
そ
の
他
の
便
宜
上
の
隠
れ
蓑
で
は
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
成
田
の
資
金

が
外
務
省
と
参
謀
本
部
の
両
方
か
ら
出
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
呈
し
て
い

る （

�）。
い
ず
れ
に
し
て
も
成
田
は
外
務
省
だ
け
で
な
く
参
謀
本
部
の
福
島
の
ラ
イ
ン
と

も
つ
な
が
っ
て
い
た （

�）。

ま
ず
成
田
の
諜
報
活
動
に
つ
い
て
述
べ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
潜
入
前
、
清
国
滞
在
中
の

成
田
が
外
務
省
に
も
た
ら
し
た
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
主
な
政
治
外
交
、
軍
事
情
報
を

見
て
み
た
い
。
最
初
の
例
は
一
八
九
九
年
の
報
告
で
あ
る （

	）。

①
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
清
国
に
帰
っ
た
者
の
話
に
よ
る
と
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
一
八

九
五
年
に
ロ
シ
ア
と
内
通
し
、
現
在
、
ロ
シ
ア
の
武
官
三
名
、
商
務
官
一
名
、

陸
兵
数
名
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
の
下
に
い
る
。
ま
た
ラ
サ
で
は
ロ
シ
ア
の
職

工
が
大
砲
を
鋳
造
し
て
い
る
。
法
王
は
ロ
シ
ア
人
の
援
助
に
よ
り
チ
ベ
ッ
ト
を

防
衛
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
虎
を
部
屋
に
引
き
入
れ
る
も
の
で
、
そ

の
虎
が
自
分
を
食
お
う
と
し
て
い
る
の
に
気
が
つ
か
ず
、
愚
か
な
こ
と
だ
。

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作

―279（10）―



で
北
京
の
日
本
代
理
公
使
は
同
地
の
イ
ギ
リ
ス
代
理
公
使
に
面
会
し
、
イ
ギ
リ
ス
政

府
が
ま
ず
チ
ベ
ッ
ト
の
実
況
調
査
を
行
っ
た
上
で
清
朝
政
府
に
通
商
を
請
求
す
る
つ

も
り
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る （

�）。
こ
の
よ
う
に
日
本
は
早
く
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
を

め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
の
動
き
、
経
済
的
進
出
に
比
較
的
敏
感
に
反
応
し
て
い
た
。

ま
た
一
八
九
三
年
、
イ
ギ
リ
ス
が
ヤ
ー
ト
ン
に
市
場
開
設
の
権
利
を
入
手
す
る
と
、

北
京
の
日
本
公
使
館
は
次
の
よ
う
な
報
告
を
送
っ
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
に
駐
在
す
る

清
兵
は
わ
ず
か
一
、
五
〇
〇
人
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
イ
ン
ド
政
庁
の
軍
隊
は

二
一
万
八
、〇
七
五
人
で
、
ダ
ー
ジ
リ
ン
か
ら
シ
ッ
キ
ム
へ
の
行
程
は
二
日
で
あ
る
。

英
印
軍
が
チ
ベ
ッ
ト
を
「
保
護
」
す
る
の
は
容
易
で
あ
り
、
シ
ッ
キ
ム
を
根
拠
地
と

し
て
チ
ベ
ッ
ト
に
「
侵
入
」
す
る
の
は
「
高
屋
建

�ノ
勢
」
（
高
い
屋
根
か
ら
水
が

め
を
傾
け
た
と
き
の
よ
う
に
妨
げ
る
こ
と
が
不
可
能
）
で
あ
る
。
一
方
、
チ
ベ
ッ
ト

駐
屯
の
清
兵
は
本
隊
か
ら
遠
く
離
れ
、「
長
鞭
馬
腹
ニ
及
バ
ザ
ル
ノ
勢
」（
鞭
が
長
す

ぎ
る
と
馬
の
腹
を
叩
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
い
か
に
力
が
あ
っ
て
も
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
状
況
）
で
あ
る
と
い
う （

�）。
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ベ
ッ
ト
侵
攻
の
可
能

性
を
ほ
の
め
か
す
こ
の
報
告
書
は
外
務
省
か
ら
参
謀
本
部
に
も
回
さ
れ
て
い
る （

�）。

し
か
し
な
が
ら
外
務
省
、
参
謀
本
部
が
チ
ベ
ッ
ト
に
本
腰
を
入
れ
て
関
心
を
も
つ

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
清
戦
争
後
、
西
洋
列
強
の
清
国
分
割
が
は
じ
ま
っ
た
一
八

九
六
年
か
ら
九
七
年
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
八
九
六
年
、

ロ
シ
ア
は
李
・
ロ
バ
ノ
フ
密
約
（
露
清
同
盟
条
約
）
に
よ
っ
て
東
清
鉄
道
敷
設
権
を

獲
得
し
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
と
の
連
結
を
め
ざ
し
て
い
っ
た
。
同
年
、
フ
ラ
ン
ス
も
龍

州
鉄
道
の
敷
設
権
を
得
て
ハ
ノ
イ
か
ら
広
西
省
へ
の
進
出
を
も
く
ろ
み
、
ド
イ
ツ
は

山
東
半
島
南
部
の
膠
州
湾
租
借
を
要
求
し
た
上
で
翌
九
七
年
に
こ
れ
を
軍
事
占
領
し

た
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
は
九
七
年
に
ビ
ル
マ
鉄
道
の
雲
南
延
長
権
を
入
手
し
、
清
の

南
西
部
に
対
し
て
通
商
拡
大
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
一
八
九
八
年
に
は
こ
う
し
た
動

き
が
一
気
に
加
速
化
し
、
ロ
シ
ア
が
旅
順
、
大
連
、
ド
イ
ツ
が
膠
州
湾
、
イ
ギ
リ
ス

が
威
海
衛
の
租
借
権
を
相
次
い
で
獲
得
し
、
フ
ラ
ン
ス
も
広
州
湾
を
占
領
し
て
九
九

年
に
そ
の
租
借
権
を
手
に
入
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
一
八
九
六
年
か
ら
九
七
年
に
か
け
て
列
国
が
清
の
各
地
で
勢
力
拡
大

に
乗
り
出
し
た
こ
と
は
日
本
の
指
導
層
に
強
い
警
戒
心
を
も
た
ら
し
た
。
参
謀
本
部

は
清
帝
国
の
行
政
区
域
を
大
き
く
い
っ
て
五
つ
の
地
域
に
区
分
し
て
と
ら
え
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
①
本
部
支
那
（
十
八
省
）、

②
満
洲
、
③
蒙
古
、
④
伊
犂
〔
新
疆
〕、

⑤

西
蔵
で
あ
る （

�）。
こ
の
う
ち
、
①
本
部
支
那
、
②
満
洲
で
列
強
の
利
権
争
奪
戦
が
始
ま
っ

た
と
す
れ
ば
、
今
後
そ
れ
以
外
の
モ
ン

ゴ
ル
、
新
疆
、
チ
ベ
ッ
ト
で
も
勢
力
圏
分
割

の
ド
ミ
ノ
現
象
が
起
こ
り
、
北
か
ら
ロ
シ
ア
、
南
か
ら
イ
ギ
リ
ス
が
浸
透
し
て
清
帝

国
の
存
在
そ
の
も
の
が
大
き
く
揺
り
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
本
稿
の
キ
ー

パ
ー

ソ
ン
で
あ
り
、
参
謀
本
部
の

諜
報

工
作

活
動
の

中
核
を

担
っ
た

福
島

安
正
は

「
優

勝
劣

敗
、

弱
肉
強

食
と
い
う

世
界
の
大
勢
」
の

中
で
清
国
分
割
を
進
め
る

第
一

の
脅
威
を
ロ
シ
ア
、
第
二
の
脅
威
を
イ
ギ
リ
ス
と
し
、
こ
の
ま
ま
進
め
ば
清
は
つ
い

に
列
国
が
思
う
ま
ま
に
割
拠
す
る
悲
境
に
陥
る
だ
ろ
う
と
懸
念
し
て
い
る
が （

�）、
日
本

側
は
こ
の
福
島
が
抱
く
よ
う
な
危
機
意
識
に
も
と
づ
い
て
チ
ベ
ッ
ト
に
も
関
心
を
払

い
、
情
報
収
集
を
行
う
と
と
も
に
工
作
（
関
係
強
化
に
よ
る
影
響
力
の
扶
植
、
要
路

者
の
懐
柔
・
抱
き
込
み
）
を
し
か
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
福
島
の
支
援
の
下
、

現
場
で
実
際
の
活
動
に
あ
た
っ
た
民
間
人
の
成
田
安
輝
、
寺
本
婉
雅
も
類
似
の
危
機

感
を
も
ち
、
列
強
に
よ
る
清
国
分
割
が
さ
ら
に
進
み
、
チ
ベ
ッ
ト
が
ロ
シ
ア
や
イ
ギ
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同
国
の
影
響
下
に
チ
ベ
ッ
ト
の
近
代
化
を
は
か
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
他
に
フ
ラ
ン
ス
も
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
国
際
政

治
の
チ
ェ
ス
ボ
ー
ド
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
も
と
も
と
カ
ム
地
方
で

は
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
が
布
教
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
一
九
〇

八
年
の
五
台
山
（
山
西
省
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
霊
山
）
滞
在
時
、
チ
ベ
ッ
ト
で
の
カ
ト

リ
ッ
ク
布
教
さ
え
も
認
め
て
フ
ラ
ン
ス
と
公
式
な
関
係
を
結
び
た
い
意
向
を
表
明
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
当
初
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
チ
ベ
ッ
ト
と
の
交
渉
開
始
に
意
欲
的
で

あ
っ
た
。
し
か
し
間
も
な
く
こ
の
接
近
は
、
清
仏
関
係
（
清
と
イ
ン
ド
シ
ナ
と
の
国

境
安
定
、
護
理
〔
代
理
〕
四
川
総
督
の
趙
爾
豊
に
依
存
す
る
宣
教
師
の
安
全
）
に
害

を
及
ぼ
す
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
が
三
国
協
商
を
結
ん
で
い
る
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス

と
の
関
係
も
悪
化
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
取
り
止
め
る
こ
と
に
な
っ
た （

�）。

そ
れ
と
同
じ
時
期
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
西
本
願
寺
の
大
谷
尊
由
と
有
名
な
五
台
山

会
談
を
行
い
、
日
本
に
も
シ
グ
ナ
ル
を
送
っ
て
い
た （

�）。
英
露
清
の
狭
間
で
生
存
を
は

か
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
日
本
、
フ
ラ
ン
ス
を
チ
ェ
ス
ボ
ー
ド
上
に
引
き
込
み
、
カ

ウ
ン
タ
ー
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
が
置
か
れ
た
国
際
的
な
位
置
関
係
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
中
で
英
露
清
に
続
く
第
四
の
勢
力
と
い
う
べ
き
日
本
は
ど
の
よ
う
な
動
き
を

見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
づ
い
て
日
本
の
動
向
と
そ
の
諜
報
工
作
活
動
を
追
っ
て

み
た
い
。

二
第
一
次
諜
報
工
作
と
成
田
安
輝

前
章
で
見
た
よ
う
に
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
っ
て
列
国
の
利
害
と
思
惑
が
交
錯
す
る
中

で
、
日
本
（
外
務
省
、
参
謀
本
部
）
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
遅
く
と
も
一
八
八
〇
年
代
よ
り
チ
ベ
ッ
ト
は
日
本

の
関
心
対
象
に
入
っ
て
い
た
。

一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
、
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
通
商
拡
大
を
試
み
る
英
領
イ
ン
ド

政
庁
は
、
コ
ル
マ
ン
・
マ
コ
ー
レ
ー
（

C
o
lm

a
n

P
a
trick

L
o
u
is

M
a
ca

u
la
y
）

を
団
長
と
し
護
衛
兵
を
と
も
な
う
遠
征
隊
の
チ
ベ
ッ
ト
派
遣
を
計
画
し
た
。
イ
ギ
リ

ス
は
芝
罘
条
約
（
一
八
七
六
年
）
に
よ
っ
て
清
の
駐
蔵
大
臣
に
よ
る
状
況
判
断
と
い

う
条
件
つ
き
な
が
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
に
遠
征
隊
を
派
遣
す
る
権
利
を
得
て
い
た
。
し
か

し
清
朝
は
チ
ベ
ッ
ト
人
の
反
英
感
情
を
気
遣
っ
て
そ
う
し
た
試
み
を
拒
む
傾
向
に
あ

り
、
マ
コ
ー
レ
ー
遠
征
隊
の
シ
ッ
キ
ム
集
合
を
知
ら
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
人
が
武
装
反

乱
を
起
こ
し
て
抵
抗
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
側
に
派
遣
延
期
を
依
頼
し
た
。
そ
の
結
果
、

計
画
は
中
止
さ
れ
る
が
、
遠
征
隊
の
存
在
に
刺
激
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
は
シ
ッ
キ
ム
と

の
国
境
線
に
軍
隊
を
送
り
、
そ
れ
が
一
八
八
八
年
の
英
印
軍
に
よ
る
シ
ッ
キ
ム
侵
攻

に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る （

�）。

右
の
マ
コ
ー
レ
ー
遠
征
計
画
は
芝
罘
の
日
本
領
事
館
か
ら
外
務
本
省
に
報
告
さ
れ

た （

�）。
こ
れ
を
受
け
て
井
上
馨
外
相
は
北
京
の
日
本
公
使
館
に
対
し
て
、
も
し
チ
ベ
ッ

ト
に
通
商
が
開
か
れ
れ
ば
「
自
然
我
国
通
商
等
ノ
利
害
ニ
モ
致
関
係
」
す
た
め
、
事

実
の
有
無
な
ら
び
に
そ
の
他
詳
細
を
調
べ
て
報
告
す
る
よ
う
に
と
訓
令
し
た （

�）。
そ
こ
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ラ
サ
に
代
表
者
を
派
遣
し
な
い
こ
と
、
鉄
道
、
道
路
、
電
信
、
鉱
山
、
そ
の
他
の
利

権
を
求
め
ず
、
ま
た
は
取
得
し
な
い
こ
と
を
約
定
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら
見
る
な
ら

ば
、
こ
の
英
露
協
商
は
自
ら
の
手
を
縛
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
ロ
シ

ア
の
浸
透
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
点
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ

ス
は
ロ
シ
ア
が
チ
ベ
ッ
ト
の
内
政
に
踏
み
込
ま
な
い
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
、

チ
ベ
ッ
ト
の
緩
衝
地
帯
化
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
英
印
軍
の
ラ
サ
侵
攻
に
危
機
感
を
抱
い
た
清
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
抗
し
て

チ
ベ
ッ
ト
東
部
の
カ
ム
地
方
を
直
轄
領
と
し
、
さ
ら
に
チ
ベ
ッ
ト
を
清
の
一
省
に
組

み
込
も
う
と
し
た
。
従
来
の
清
朝
は
表
面
上
チ
ベ
ッ
ト
に
宗
主
権
を
も
っ
て
は
い
た

が
、
そ
の
対
民
族
政
策
は
乾
隆
帝
の
「
俗
に
よ
り
て
以
て
治
む
」
と
い
う
言
葉
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
各
民
族
の
習
俗
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
チ

ベ
ッ
ト
は
独
自
の
宗
教
文
化
を
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
歴
代
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が

聖
俗
を
兼
ね
合
わ
せ
た
指
導
者
（
法
王
、
元
首
）
と
し
て
頂
点
に
立
ち
、
そ
の
下
で

チ
ベ
ッ
ト
政
府
が
自
主
的
に
政
治
を
運
営
し
た
。
加
え
て
清
朝
を
つ
く
っ
た
満
洲
人

と
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
「
施
主
と
ラ
マ
」
の
関
係
に
あ
り
、
施
主
の
清
朝
は
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
に
援
助
を
与
え
、
ラ
マ
（
上
人
、
上
師
）
は
精
神
的
助
言
者
の
役
を
担
う
と
い

う
役
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
た （

�）。
し
か
し
な
が
ら
清
朝
末
期
、
こ
の
「
施
主
と
ラ
マ
」

の
関
係
は
崩
れ
去
っ
て
お
り
、
一
九
〇
五
年
に
趙
爾
豊
（
の
ち
駐
蔵
大
臣
、
四
川
総

督
）
が
指
揮
す
る
四
川
軍
が
カ
ム
地
方
に
進
撃
を
開
始
し
、
最
終
的
に
鍾
頴
の
率
い

る
軍
兵
が
一
九
一
〇
年
に
ラ
サ
へ
入
城
す
る
。
こ
の
と
き
モ
ン
ゴ
ル
、
清
を
へ
て
チ

ベ
ッ
ト
に
戻
っ
た
ば
か
り
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
改
め
て
イ
ン
ド
へ
の
脱
出
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
動
き
が
チ
ベ
ッ
ト
を
刺
激
し
て
ロ
シ
ア
に
傾
か
せ
、

そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
を
刺
激
し
て
ラ
サ
侵
攻
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
清
を
刺
激

し
て
や
は
り
ラ
サ
侵
攻
に
つ
な
が
り
、
そ
の
た
び
ご
と
に
チ
ベ
ッ
ト
は
翻
弄
さ
れ
た
。

し
か
し
一
九
一
一
年
、
辛
亥
革
命
が
発
生
す
る
と
ラ
サ
に
駐
留
す
る
清
兵
は
混
乱
に

陥
り
、
約
一
年
間
の
戦
い
で
チ
ベ
ッ
ト
は
残
存
清
兵
の
駆
逐
に
成
功
す
る
と
と
も
に
、

新
政
府
設
立
の
準
備
を
進
め
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
一
月
、
イ
ン
ド
よ
り
帰
還

し
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
事
実
上
の
独
立
宣
言
と
い
わ
れ
る
布
告
を
行
っ
た
。
こ
う
し

た
新
事
態
に
即
し
、
同
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
、
チ
ベ
ッ
ト
、
清
の
間
で

シ
ム
ラ
会
議
が
開
催
さ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
と
中
国
の
宗
主
権
が
確
認
さ
れ
た
が
、

チ
ベ
ッ
ト
の
事
実
上
の
独
立
を
認
め
な
い
中
国
は
シ
ム
ラ
条
約
の
調
印
を
拒
否
し
た
。

一
方
、
イ
ン
ド
政

庁
の

ヘ
ン
リ

ー
・
マ

ク
マ

ホ
ン

国
務

長
官
（
A
rth

u
r
H
en

ry

M
cM

a
h
o
n
）
は
、

ブ
ー

タ
ン
の
東

側
に
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
・
イ
ン
ド

国
境

線
を

北
の

チ
ベ
ッ
ト
側
に
移
動
さ
せ
た
「
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ラ
イ
ン
」
を
提
案
し
、
中
国
の
反
対

を
受
け
た
も
の
の
チ
ベ
ッ
ト
の
同
意
を
得
た
。

そ
の
後
、
カ
ム
地
方
で
は
戦
闘
が
継
続
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
七
年
に

な
る
と
チ
ベ
ッ
ト
軍
が
優
勢
と
な
り
、
同
地
方
の
首
都
チ
ャ
ム
ド
（
昌
都
）
駐
屯
の

中
国
軍
が
降
伏
し
、
翌
一
八
年
、
イ
ギ
リ
ス
を
含
む
三
国
代
表
に
よ
っ
て
停
戦
協
定

が
成
立
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
戦
い
は
終
了
せ
ず
、
最
終
的
に
は
一
九
二
一
年
の

休
戦
協
定
に
よ
っ
て
戦
闘
は
よ
う
や
く
完
全
に
停
止
し
た
。
こ
う
し
て
チ
ベ
ッ
ト
の

混
乱
は
収
ま
っ
た
が
、
最
終
的
に
英
露
中
三
国
の
中
で
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
力
を

チ
ベ
ッ
ト
に
保
持
し
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
以

後
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
イ
ギ
リ
ス
の
内
政
干
渉
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
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和
団
事
変
下
の
北
京
で
ロ
シ
ア
軍
が
捕
獲
し
た
「
最
新
製
の
大
砲
」
を
譲
渡
す
る
意

向
を
示
し
た
が
、
実
際
に
そ
れ
が
実
現
し
た
か
は
疑
問
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
三
回
目

の
派
遣
時
（
一
九
〇
一
年
）
、
ニ
コ
ラ
イ
二
世
か
ら
ド
ル
ジ
ェ
フ
に
手
渡
さ
れ
た
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
あ
て
の
書
簡
に
は
、
ロ
シ
ア
側
を
拘
束
す
る
よ
う
な
義
務
に
つ
い
て
は

何
ら
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
ロ
シ
ア
と
公
式
条
約
を

結
ぼ
う
と
し
、
ロ
シ
ア
・
チ
ベ
ッ
ト
協
定
案
が
ロ
シ
ア
側
の
特
別
会
議
で
議
論
さ
れ

た
も
の
の
、
「
何
ら
実
際
の
利
益
を
も
た
ら
さ
ず
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
摩
擦
を
引
き
起

こ
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
」
結
局
却
下
さ
れ
た
と
い
う
。
他
方
、
ド
ル
ジ
ェ
フ
は
ラ

ム
ス
ド
ル
フ
外
相
、
ニ
コ
ラ
イ
・
Ｇ
・
ガ
ル
ト
ヴ
ィ
ク
外
務
省
ア
ジ
ア
局
長

（
N
ich

o
la
s
G
en

rik
h
o
v
ich

H
a
rtw

ig［
G
a
rtv

ig
］）
と
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
ロ

シ
ア
領
事
館
新
設
の
問
題
を
話
し
合
い
、
最
終
的
に
は
ド
ル
ジ
ェ
フ
の
主
張
に
し
た

が
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
領
外
の
四
川
省
ダ
ル
ツ
ェ
ン
ド
（
打
�爐

）
で
の
設
置
が
決
定
さ

れ
た
。
し
か
し
実
際
に
ロ
シ
ア
領
事
が
同
地
に
赴
任
し
た
の
は
一
九
〇
三
年
で
あ
り
、

約
一
年
余
り
後
の
翌
年
に
は
早
く
も
閉
鎖
さ
れ
て
い
る （

�）。

以
上
の
チ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
ロ
シ
ア
接
近
に
よ
っ
て
両
者
の
友
好
が
深
ま
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
と
く
に
ド
ル
ジ
ェ
フ
の
三
回
目
の
訪
問
は
ロ
シ
ア
、
チ
ベ
ッ
ト
親

善
の
最
盛
時
を
示
す
も
の
で
、
新
聞
で
さ
か
ん
に
報
道
さ
れ
、
世
間
の
注
目
を
集
め

た
。
し
か
し
三
度
に
わ
た
る
双
方
の
接
触
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
側
が

（
ク
ロ
パ
ト
キ
ン
陸
相
の
意
向
は
別
と
し
て
）
最
初
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
の
打
診
に
控
え

め
に
反
応
し
、
慎
重
な
態
度
を
と
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
政
策
立
案
者
は
チ

ベ
ッ
ト
問
題
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
気
は
な
く
、
ま
し
て
や
チ
ベ
ッ
ト
を
保
護
国
に

す
る
意
欲
も
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
必
然
的
に
清
国
と
の
友
好
関
係
を
損
な

い
、
そ
の
上
イ
ギ
リ
ス
と
の
重
大
な
対
決
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
っ
た （

�）。

し
か
し
イ
ン
ド
総
督
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｎ
・
カ
ー
ゾ
ン
（

G
eo

rg
e

N
a
th

a
n
iel

C
u
rzo

n
）
は
両
者
の
接
近
を
強
く
警
戒
し
、
一
九
〇
三
年
末
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
Ｅ
・

ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド
大
佐
（
F
ra
n
cis

E
d
w
a
rd

Y
o
u
n
g
h
u
sb

a
n
d
）
の
率
い
る

英
印
軍
を
チ
ベ
ッ
ト
に
発
進
さ
せ
、
翌
〇
四
年
、
ラ
サ
に
進
駐
し
た
英
印
軍
が
チ
ベ
ッ

ト
代
表
と
の
間
に
ラ
サ
条
約
を
締
結
し
た
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
ロ
シ
ア
の
庇
護
を
求

め
て
モ
ン
ゴ
ル
の
ウ
ル
ガ
（
現
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
）
に
亡
命
す
る
が
、
ロ
シ
ア
政
府

は
清
朝
政
府
と
の
関
係
悪
化
を
懸
念
し
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
ロ
シ
ア
領
内
に
受
け
入

れ
ず （

�）、
結
局
以
後
の
六
年
間
を
モ
ン
ゴ
ル
、
清
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

な
お
ラ
サ
条
約
に
よ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
の
同
意
な
し
に
他
国
の
干

渉
を
受
け
、
あ
る
い
は
利
権
を
供
与
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
他
国
の
代
表
者
を
チ

ベ
ッ
ト
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
は
ヤ
ー
ト
ン
に
加
え

て
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
（
チ
ベ
ッ
ト
第
三
の
都
市
）
と
ガ
ル
ト
ク
（
現
ガ
ル
ヤ
ル
サ
、
チ
ベ
ッ

ト
西
部
）
に
も
通
商
市
場
を
開
設
す
る
権
利
を
得
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
に
商
務

官
を
置
い
て
経
済
的
な
影
響
力
を
確
保
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
一
九
〇
六
年
の

英
清
条
約
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
チ
ベ
ッ
ト
の
領
土
を
併
合
し
、
ま
た
は
そ
の
施

政
に
干
渉
し
な
い
こ
と
、
清
国
も
他
の
外
国
に
チ
ベ
ッ
ト
の
領
土
ま
た
は
内
治
に
干

渉
さ
せ
な
い
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
。

さ
ら
に
一
九
〇
七
年
、
英
露
協
商
が
締
結
さ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
イ
ギ
リ

ス
、
ロ
シ
ア
の
対
立
を
抑
制
し
、
グ
レ
ー
ト
ゲ
ー
ム
の
終

焉
を
告
げ
た
と
い
わ
れ
る

画
期
的
な
条
約
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
は
チ
ベ
ッ
ト
の
領
土
保
全
を
尊
重

し
、
内
政
に
一
切
干
渉
し
な
い
こ
と
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
清
の
宗
主
権
を
認
め
、
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教
に
理
解
が
深
い
だ
け
に
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
地
図
イ
メ
ー
ジ
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
工
作
活
動
に
あ
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る （

�）。

こ
の
よ
う
に
チ
ベ
ッ
ト
は
一
見
、
辺
境
に
位
置
す
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
の
国
際
関
係
に
お
い
て
地
政
学
的
、
宗
教
的
に
見
逃
せ
な
い
ポ
ジ
シ
ョ

ン
を
占
め
、
一
九
〇
〇
年
代
に
入
る
と
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
、
清
と
の
関
係
が
変
動

す
る
中
で
、
そ
の
戦
略
性
は
一
層
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
チ
ベ
ッ

ト
に
対
し
て
周
辺
大
国
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は

ご
く
基
本
的
な
関
係
史
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る （

�）。

ま
ず
イ
ギ
リ
ス
の
動
き
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
直
接
統
治
の

開
始
（
一
八
五
八
年
）
に
加
え
て
、
ネ
パ
ー
ル
王
国
、
シ
ッ
キ
ム
王
国
を
保
護
国
化

し
（
一
八
一
六
、
一
七
年
）
、
ブ
ー
タ
ン
王
国
の
外
交
権
を
取
得
し
た
（
一
九
一
〇

年
）
。
こ
の
よ
う
に
チ
ベ
ッ
ト
に
隣
接
す
る
イ
ン
ド
を
支
配
し
、
チ
ベ
ッ
ト
文
化
圏

に
属
す
る
三
つ
の
王
国
を
勢
力
圏
に
お
さ
め
る
イ
ギ
リ
ス
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
動
向
に

敏
感
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
う
ち
シ
ッ
キ
ム
は
ネ
パ
ー
ル
と
ブ
ー
タ
ン
の
間
に
あ
り
、
イ
ン
ド
か
ら
ラ
サ

や
シ
ガ
ツ
ェ
（
チ
ベ
ッ
ト
第
二
の
都
市
）
に
抜
け
る
上
で
好
個
の
ル
ー
ト
と
な
る
戦

略
上
の
重
要
地
域
で
あ
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
は
チ
ベ
ッ
ト
系
の
王
家
が
統
治
す
る
シ
ッ

キ
ム
を
属
国
と
考
え
て
き
た
が
、
そ
こ
を
抑
え
た
イ
ギ
リ
ス
が
さ
ら
に
チ
ベ
ッ
ト
へ

進
出
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
シ
ッ
キ
ム
領
内
に
駐
屯
軍
を
配
置
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

英
印
軍
は
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
、
同
軍
を
撃
退
し
た
上
、
チ
ベ
ッ
ト
領
内

の
チ
ュ
ン
ビ
溪
谷
ま
で
侵
入
し
て
軍
事
的
示
威
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
九
〇

年
、
英
清
間
に
シ
ッ
キ
ム
条
約
が
結
ば
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
、
シ
ッ
キ
ム
間
の
国
境
が
画

定
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
前
進
が
容
易
に
な
っ
た
。
加
え
て
一
八
九
三
年
、

イ
ギ
リ
ス
は
チ
ュ
ン
ビ
溪
谷
の
ヤ
ー
ト
ン
（
亜
東
）
に
市
場
を
開
設
す
る
権
利
を
獲

得
し
た
。

た
だ
し
イ
ギ
リ
ス
に
は
チ
ベ
ッ
ト
を
併
合
す
る
意
志
が
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
目
的
は
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
影
響
力
を
保
持
し
、
そ
れ
を
緩
衝
国
と

し
て
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
英
領
イ
ン
ド
へ
の
脅
威
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
の
圧
力
を
感
じ
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
彼
の
側
近
で
あ
っ
た

ロ
シ
ア
領
ブ
リ
ヤ
ー
ト
系
モ
ン
ゴ
ル
人
の
仏
僧
ア
グ
ワ
ン
・
ド
ル
ジ
ェ
フ

（
A
g
v
a
n
D
o
rjiev

）
を
三
度
に
わ
た
っ
て
ロ
シ
ア
に
派
遣
し
、
同
国
の
庇
護
を

求

め
る
工
作
を
開
始
す
る
。
こ
の

訪
問

時
、
ド
ル
ジ
ェ
フ
は

皇
帝

ニ
コ
ラ
イ
二

世

（
N
ich
o
la
s
II）
に

謁
見
し
て
チ
ベ
ッ
ト
へ
の

援
助
を
要

請
し
た
が
、

実
際
の

援
助

内
容
に
つ
い
て
、
ま
た
ロ
シ
ア
側
が
ど
の
程
度
ま
で
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
関
与
す
る
つ

も
り
で
あ
っ
た
の
か
は
研
究
者
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る （

�）。

一
回
目
の
派
遣

時
（
一
八
九
八
年
）
、
ロ
シ
ア

皇
帝
は
ド
ル
ジ
ェ
フ
に
チ
ベ
ッ
ト

へ
の
同
情
を
示
し
、
援
助
を
書
面
の
形
で
求
め
る
よ
う
示
唆
し
た
。
ま
た
ア
レ
ク
セ

イ
・

Ｎ
・

ク
ロ
パ
ト
キ
ン
陸

相
（
A
lek
sei
N
ik
o
la
ev
ich
K
u
ro
p
a
tk
in
）
は
軍

事
教
官
を
送
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
軍
近
代
化
を
手
助
け
す
る
意
向
を
示
し
た
。
次
に
二
回

目
の
派
遣
時
（
一
九
〇
〇
年
）、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
ド
ル
ジ
ェ
フ
を
公
式
代
表
と
し
、

彼
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
皇
帝
が
チ
ベ
ッ
ト
の
パ
ト
ロ
ン
に
な
る
よ
う
希
望
し
た
。
ま
た

ド
ル
ジ
ェ
フ
は

主
要

閣
僚
の

ウ
ラ
ジ
ー

ミ
ル
・

Ｎ
・
ラ
ム
ス
ド
ル
フ
外

相

（
V
la
d
im
ir
N
ik
o
la
y
ev
ich
L
a
m
sd
o
rf）
、

セ
ル

ゲ
イ
・

Ｙ
・

ヴ
ィ
ッ

テ
蔵

相

（
S
erg
ei
Y
u
ly
ev
ich
W
itte）

、
ク
ロ
パ
ト
キ
ン
陸

相
に
も

面
会
し
、
陸

相
は

義
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い
か
に
列
強
間
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
生
き
残
る
か
と
い
う
点
を
追
求
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
彼
ら
は
大
国
か
ら
一
方
的
に
圧
力
を
受
け
る
だ
け
で

な
く
、
そ
れ
を
か
わ
す
た
め
、
強
国
を
う
ま
く
利
用
し
な
が
ら
サ
バ
イ
バ
ル
を
は
か

ろ
う
と
苦
心
し
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
第
四
、

第
五
の
勢
力
で
あ
る
日
本
、
フ
ラ
ン
ス
を
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
引
き
込

も
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
大
国
を
抑
制
し
、
バ
ラ
ン
ス
の
調
整
を
試
み
る
こ

と
に
な
る
。

第
二
に
宗
教
的
な
位
置
で
あ
る
。
七
世
紀
に
イ
ン
ド
か
ら
伝
わ
り
、
そ
の
後
独
自

の
発
展
を
と
げ
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
、
長
い
年
月
を
か
け
て
遊
牧
民
に
よ
る
交
流
、

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
侵
攻
（
一
二
四
〇
年
）
と
そ
の
後
の
保
護
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
経

緯
を
ふ
ま
え
て
周
辺
諸
国
に
伝
え
ら
れ
、
北
は
中
国
、
モ
ン
ゴ
ル
、
ロ
シ
ア
、
南
は

イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
、
ブ
ー
タ
ン
に
広
が
り
、
十
八
世
紀
初
め
に
は
バ
イ
カ
ル
湖
方

面
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
間
に
浸
透
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
、
満
洲
に
お
け
る

諸
民
族
の
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
単
に
チ
ベ
ッ
ト
の
元
首
で
あ
る
だ

け
で
な
く
観
音
菩

�の
化
身
で
あ
り
、
そ
の
居
城
で
あ
る
ポ
タ
ラ
宮
や
巡
礼
者
が
集

ま
る
ト
ゥ
ル
ナ
ン
寺
（
ジ
ョ
カ
ン
寺
）
を
擁
す
る
ラ
サ
は
聖
地
で
あ
っ
て
、
民
族
や

国
境
の
枠
組
を
越
え
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
文
化
圏
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中

で
宗
教
を
共
有
す
る
チ
ベ
ッ
ト
と
モ
ン
ゴ
ル
の
精
神
的
な
き
ず
な
が
強
ま
る
一
方
で
、

国
内
に
仏
教
徒
の
民
族
を
抱
え
る
周
辺
大
国
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
政
治
的
に
利
用
し
、

住
民
の
懐
柔
や
さ
ら
な
る
進
出
の
た
め
に
利
用
し
た
。
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
側
も
そ
れ
を

逆
利
用
す
る
な
ど
し
て
宗
教
の
存
続
と
発
展
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る （

�）。

図
１
は
明
治
末
期
（
一
九
一
一
年
）
に
海
軍
軍
令
部
の
研
究
資
料
に
掲
載
さ
れ
た

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
圏
を
示
す
地
図
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
が

国
境
を
越
え
て
ア
ジ
ア
大
陸
の
中
心
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
一
目
で
わ
か
る
。
陸

軍
だ
け
で
な
く
海
軍
も
こ
う
し
た
ア
ジ
ア
内
陸
部
へ
の
観
察
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
が
、
の
ち
に
登
場
す
る
学
僧
の
寺
本
婉
雅
、
青
木
文
教
は
チ
ベ
ッ
ト
仏

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作
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研
究
者
が
十
分
言
及
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
触
れ
て
い
な
い
面
を
検
討
す
る
。
第

三
に
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（
外
務
省
外
交
史
料
館
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所

蔵
文
書
）
だ
け
で
な
く
、
大
英
図
書
館
（
イ
ン
ド
省
文
書
IO
R
:
In
d
ia
O
ffice

R
e-

co
rd
s,
T
h
e
B
ritish

L
ib
ra
ry
:
A
sia
n
a
n
d
A
frica

n
S
tu
d
ies）
、
イ
ギ
リ
ス

国
立
公
文
書
館
（
外
務
省
文
書
F
O
371
F
o
reig
n
O
ffice:

P
o
litica

l
D
ep
a
rt-

m
en
ts:
G
en
era
l
C
o
rre
sp
o
n
d
en
ce,
T
h
e
N
a
tio
n
a
l
A
rch
iv
es,
K
ew
）
の

所
蔵
資
料
を
用
い
、
日
本
の
諜
報
工
作
活
動
（
と
く
に
青
木
文
教
の
武
器
購
入
協
力
）

に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
反
応
も
合
わ
せ
て
見
る
よ
う
に
努
め
た （
８
）。

以
上
に
力
点
を
置
き
、
日
本
が
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
っ
て
い
か
な
る
形
で
浸
透
を
試

み
、
と
く
に
ロ
シ
ア
の
勢
力
拡
大
を
抑
制
し
よ
う
と
図
っ
た
の
か
、
諜
報
と
工
作
と

い
う
観
点
か
ら
そ
の
実
態
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
拙
稿
の
目
的
で
あ
る
。

な
お
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
「
日
本
の
諜
報
活
動
と
秘
密
工
作
」
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
は
日
本
政
府
が
策
定
し
た
明
確
な
プ
ラ
ン
に
も
と
づ
く
統
一
的
、
組
織
的

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
当
時
の
日
本
に
は
統
合
的
な

国
家
情
報
組
織
が
な
か
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
陸
軍
の
中
で
も
系
統
的
な
情

報
シ
ス
テ
ム
が
で
き
上
が
っ
て
お
ら
ず
、
軍
上
層
部
の
特
定
の
人
物
が
個
々
に
情
報

員
を
用
い
る
と
い
う
小
規
模
か
つ
個
人
的
な
つ
な
が
り
を
柱
と
す
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ

た （
９
）。
こ
れ
を
本
稿
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
参
謀
本
部
第
二
部
長
（
情
報
担

当
）
、
の
ち
参
本
次
長
の
福
島
安
正
が
北
京
駐
箚
武
官
の
青
木
宣
純
と
連
絡
を
と
り

な
が
ら
現
地
工
作
員
の
寺
本
婉
雅
を
支
援
し
て
い
る
。
た
だ
し
福
島
・
青
木

寺

本
の
ラ
イ
ン
は
上
司

部
下
、
雇
用
者

被
雇
用
者
、
ケ
ー
ス
オ
フ
ィ
サ
ー

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
関
係
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
を
と
り
ま
く
国
際
環
境
を
憂
慮

し
、
自
国
の
安
全
と
国
益
の
確
保
を
め
ざ
す
同
志
、
あ
る
い
は
支
援
者
―
協
力
者
の

間
柄
と
い
っ
た
方
が
現
実
に
近
か
っ
た
。

他
方
、
諜
報
工
作
活
動
が
統
一
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
に

チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
国
家
意
志
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
追
っ
て

述
べ
る
よ
う
に
、
日
本
指
導
層
の
特
定
の
人
々
の
間
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
国

際
関
係
が
ア
ジ
ア
の
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
影
響
を
も
た
ら
す
機
微
に
触
れ
た
も

の
で
あ
る
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
諜
報
や
工
作
が
必
要
で
あ
る
、
あ
る

い
は
逆
に
関
与
を
手
控
え
た
方
が
よ
い
と
い
う
、
時
期
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
は
逆
転

す
る
に
せ
よ
、
共
通
の
意
志
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
、
な
い
し
は
空
気
の
よ
う
な
も
の
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
点
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
本
論
に
入
っ
て
い
き

た
い
。一

チ
ベ
ッ
ト
の
国
際
的
位
置
関
係

日
本
と
チ
ベ
ッ
ト
の
関
係
が
幕
を
開
け
た
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
、
チ
ベ
ッ
ト
は
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
（
一
八
七
六
年
生
誕
、
七
九
年
即
位
、
一
九
三
三
年
崩
御
）
の

治
世
下
に
あ
っ
た （

�）。

ま
ず
当
時
の
チ
ベ
ッ
ト
が
置
か
れ
て
い
た
国
際
的
な
位
置
関
係
を
整
理
し
て
お
き

た
い
。
第
一
に
そ
の
地
政
学
的
な
位
置
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
は
北
と
東
を
清
、
南
と

西
を
イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
に
囲
ま
れ
、
さ
ら
に
ロ
シ
ア
が
清
英
の
合
間
を
ぬ
っ
て
つ

な
が
り
を
も
ち
、
清
英
露
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
が
交
錯
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
強
国
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
頂
点
と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
の
指
導
層
は
、
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②
能
海

寛
（
東
本
願
寺
僧
侶
）
…
…
一
九
〇
一
年
四
月
に
雲
南
省
大
理
か
ら

出
発
後
、
消
息
不
明

③
成
田
安
輝
（
外
務
省
調
査
員
）
…
…
一
九
〇
一
年
十
二
月

④
寺
本
婉
雅
（
東
本
願
寺
僧
侶
・
仏
教
学
者
・
参
謀
本
部
工
作
員
）
…
…
一
九

〇
五
年
五
月

⑤
矢
島
保
治
郎
（
冒
険
旅
行
家
）
…
…
一
九
一
一
年
三
月
、
一
九
一
二
年
七
月

⑥
青
木
文
教
（
西
本
願
寺
派
遣
僧
・
チ
ベ
ッ
ト
学
者
）
…
…
一
九
一
三
年
一
月

⑦
多
田
等
観
（
西
本
願
寺
派
遣
僧
・
仏
教
学
者
）
…
…
一
九
一
三
年
九
月

〔
以
下
、
本
稿
が
扱
う
よ
り
後
の
時
期
〕

⑧
野
元
甚
蔵
（
ウ
ラ
ン
ホ
ト
特
務
機
関
調
査
員
）
…
…
一
九
三
九
年
十
月

⑨
木
村
肥
佐
生
（
大
東
亜
省
内
蒙
古
大
使
館
調
査
部
員
）
…
…
一
九
四
五
年
九

月

⑩
西
川
一
三
（
大
東
亜
省
内
蒙
古
大
使
館
調
査
部
員
）
…
…
一
九
四
五
年
十
月

近
代
日
本
と
チ
ベ
ッ
ト
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
東
洋
史
、
チ
ベ
ッ
ト
学
、

仏
教
学
を
専
攻
す
る
人
々
が
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
場
合
が
多
く
、
河
口
慧
海
、
能

海
寛
、
寺
本
婉
雅
、
青
木
文
教
、
多
田
等
観
と
い
っ
た
学
僧
の
チ
ベ
ッ
ト
体
験
を
中

心
と
し
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
と
く
に
近
年
、
高
本
康
子
氏
が
優
れ
た
論
文
を

次
々
と
発
表
し
、
こ
の
分
野
を
大
き
く
発
展
さ
せ
て
い
る （
２
）。
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
を
含
む

ア
ジ
ア
に
お
け
る
大
谷
光
瑞
の
幅
広
い
活
動
に
つ
い
て
多
く
の
学
者
が
知
見
を
積
み

重
ね
、
研
究
が
飛
躍
的
に
進
ん
で
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
国
際
政
治
史
、
日
本
政
治
外
交
史
の
観
点
か
ら
こ
れ
を
検
討
す
る
論

考
は
比
較
的
少
な
い
状
況
に
あ
り
、
最
近
よ
う
や
く
本
格
的
な
端
緒
が
開
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た （
３
）。
し
か
し
な
が
ら
諜
報
と
秘
密
工
作
と
い
う
視
点
を
正
面
に
据
え
て
そ

れ
を
掘
り
下
げ
た
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
状
況
に
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
本
稿
と

も
っ
と
も
関
係
す
る
研
究
と
し
て
、
①
外
務
省
か
ら
派
遣
さ
れ
た
成
田
安
輝
の
チ
ベ
ッ

ト
行
（
一
八
九
七
年
末
出
発

一
九
〇
二
年
帰
国
）
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
木

村
肥
佐
生
氏 （
４
）、
②
福
島
安
正
と
寺
本
婉
雅
の
対
チ
ベ
ッ
ト
接
近
工
作
（
一
九
〇
八
年

八
月
の
五
台
山
会
談
の
実
現
、
な
ら
び
に
そ
の
直
後
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
使
節
日
本

派
遣
の
試
み
と
中
止
）
を
考
察
し
た
篠
原
昌
人
氏 （
５
）、
③
青
木
文
教
の
生
涯
を
究
明
す

る
中
で
チ
ベ
ッ
ト
の
武
器
購
入
に
対
す
る
彼
の
協
力
（
一
九
一
六
年
）
に
言
及
し
た

高
本
康
子
氏
の
論
稿
が
あ
る （
６
）。
い
ず
れ
も
そ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

領
域
に
光
を
あ
て
た
注
目
す
べ
き
労
作
で
あ
る （
７
）。

本
稿
は
こ
う
し
た
先
学
の
貴
重
な
成
果
を
参
考
に
し
つ
つ
、
成
田
安
輝
、
寺
本
婉

雅
、
青
木
文
教
の
行
っ
た
諜
報
な
ら
び
に
工
作
活
動
を
再
検
証
す
る
。
そ
の
際
、
以

下
の
点
に
重
点
を
置
く
こ
と
と
す
る
。
第
一
に
一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
一
〇
年
代

ま
で
の
比
較
的
長
い
期
間
を
考
察
対
象
に
収
め
、
全
体
の
大
き
な
流
れ
を
通
観
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
成
田
、
寺
本
、
青
木
を
別
々
に
切
り
離
し
て
考
え
が
ち
で
あ
っ

た
が
、
三
人
の
活
動
を
日
本
の
対
チ
ベ
ッ
ト
諜
報
工
作
活
動
と
い
う
一
貫
し
た
見
地

か
ら
と
ら
え
、
そ
の
経
緯
を
見
渡
す
と
と
も
に
、
推
移
の
過
程
に
見
ら
れ
る
特
徴
を

把
握
し
て
み
た
い
。
第
二
に
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
主
体
者
は
異
な
る
に
せ
よ
総
括
的

に
い
っ
て
日
本
側
が
行
っ
た
と
い
う
意
味
で
便
宜
上
、
①
第
一
次
諜
報
工
作
（
外
務

省
・
成
田
安
輝
）、
②
第
二
次
諜
報
工
作
（
参
謀
本
部
・
寺
本
婉
雅
）、
③
第
三
次
諜

報
工
作
（
西
本
願
寺
・
青
木
文
教
）
と
い
う
三
つ
の
形
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の

チベットをめぐる日本の諜報活動と秘密工作
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は
じ
め
に

一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
、
日
清
戦
争
の
終
了
に
よ
っ
て
清
の
弱
体
化
が
明

ら
か
に
な
る
と
、
西
洋
列
強
の
同
国
分
割
が
活
発
化
す
る
。
一
八
九
七
年
、
ロ
シ
ア

が
旅
順
、
大
連
の
租
借
権
、
南
満
洲
鉄
道
の
敷
設
権
を
獲
得
す
る
と
、
そ
れ
に
対
抗

し
て
イ
ギ
リ
ス
は
九
龍
半
島
北
部
（
新
界
）
、
威
海
衛
の
租
借
権
を
手
に
入
れ
る
な

ど
、
列
国
は
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
圏
を
設
定
し
て
い
っ
た
。
衰
退
し
た
清
朝
は
辛
亥
革

命
に
よ
っ
て
瓦
解
し
、
一
九
一
二
（
明
治
四
十
五
）
年
の
中
華
民
国
誕
生
を
見
る
こ

と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
二
〇
世
紀
の
開
幕
前
後
、
東
ア
ジ
ア
は
大
き
な
変
動
に

直
面
し
た
。

右
の
過
程
で
日
本
外
務
省
、
陸
軍
参
謀
本
部
は
チ
ベ
ッ
ト
情
報
の
収
集
を
は
か
る

と
と
も
に
、
参
謀
本
部
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
を
日
本
側
に
取
り
込
む
秘
密
工
作

を
進
め
る
な
ど
チ
ベ
ッ
ト
に
関
与
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
民
間
で
も
チ
ベ
ッ
ト
に
関

心
も
つ
者
が
現
れ
、
鎖
国
状
態
に
あ
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
潜
入
が
あ
い
つ
い
で
行
わ

れ
た
。
こ
こ
で
ラ
サ
を
め
ざ
し
た
人
物
と
同
地
に
到
着
し
た
時
期
を
掲
げ
て
お
く （
１
）。

①
河
口
慧
海
（
黄
檗
宗
僧
侶
・
仏
教
学
者
）
…
…
一
九
〇
一
年
三
月
、
一
九
一

四
年
八
月

キ
ー
ワ
ー
ド

�チ
ベ
ッ
ト
、
日
本
、
情
報
、
成
田
安
輝
、
寺
本
婉
雅
、
青
木
文
教
、

福
島
安
正
、
青
木
宣
純
、
矢
島
保
治
郎

目
次

は
じ
め
に

一
チ
ベ
ッ
ト
の
国
際
的
位
置
関
係

二
第
一
次
諜
報
工
作
と
成
田
安
輝

三
第
二
次
諜
報
工
作
と
寺
本
婉
雅

四
第
三
次
諜
報
工
作
と
青
木
文
教
…
…
…
…
以
下
次
号
掲
載

お
わ
り
に
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澤
田
次
郎

一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
一
〇
年
代
を
中
心
に

（
一
）

チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
日
本
の
諜
報
活
動
と
秘
密
工
作
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